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脇
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安
元
書
状�
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和
三
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度
購
入

�

紙
本
墨
書
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継
紙
・
巻
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第
一
紙　

竪
三
五
・
四
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四
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・
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セ
ン
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メ
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五
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四
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四
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【
本
文
読
み
】

「
寛（

端
裏
書
）

永
酉
ノ
二
月

　
　
　

出
原
ノ
儀
此
内
ニ
有
之
」

急
度
申
遣
候

一
甲
斐
之
大
納
言
様
御
内
衆
、
天
野
藤
兵
衛
・
松
崎
善
右
衛
門

　

右
両
人
妻
子
共
ニ
公
儀
ゟ
御
預
ケ
被
レ
成
候
而
、
頓
而
其
元
へ

　

指
越
候
条
、
天
野
藤
兵
へ
ハ
弥
五
郎
家
ニ
置
可
レ
申
候
、
松
崎

　

善
右
衛
門
ハ
山
崎
半
左
衛
門
家
ニ
置
可
レ
申
候
、
家
そ
こ
ね
候

　

ハ
ん
候
間
、
屋
根
、
屏
な
と
を
よ
く
つ
く
ろ
ひ
、
有
時
衆

　

申
候
様
ニ
相
談
可
レ
仕
候
、
何
も
御
譜
代
衆
ニ
て
親
類
ひ
ろ
き

　

人
ニ
候
間
、
左
様
ニ
心
得
馳
走
可
レ
仕
候
、
知
行
高
ハ
藤
兵
へ
ハ

　

三
百
石
、
善
右
衛
門
ハ
五
百
石
、
大
納
言
様
被
レ
遣
候
由
ニ
候
、
直
ニ

　

は
い
り
候
事
ハ
成
間
敷
候
間
、
町
屋
ニ
置
候
て
其
内
ニ
家

　

共
々
作
事
を
も
さ
セ
、
能
様
ニ
仕
候
て
は
い
り
被
レ
申
候
様
ニ

　

可
レ
仕
候
、
先
当
座
之
薪
・
味
噌
な
と
遣
し
候
様
ニ
用
意

　

仕
置
、
早
々
申
入
候
、
箕
輪
ゟ
ハ
伝
馬
、
人
足
渡
し
致
二
馳
走
一

　

候
へ
と
木
工
助
・
兵
右
衛
門
方
へ
可
二
申
渡
一
候
、

一
御
國
廻
之
衆
、
夏
中
ニ
ハ
其
元
へ
御
越
候
ハ
ん
間
、
保
肥
後
殿

　

内
衆
と
談
合
い
た
し
、
伊
奈
郡
之
絵
図
い
か
に
も

　

念
を
入
、
國
境
、
道
、
川
な
と
を
せ
ん
さ
く
い
た
し
、

　

下
書
を
此
方
へ
可
二
相
越
一
候
、
肥
後
殿
へ
も
此
方
ニ
て

　

可
二
申
入
一
間
、
其
心
得
可
レ
有
候
、
事
之
外
御
念
入
候
間

　

國
境
、
道
の
り
な
と
、
ち
か
ハ
さ
る
様
ニ
可
レ
仕
候
、

一
出
原
と
山
吹
と
の
水
ノ
出
入
ニ
付
、
座
光
寺
勘
左
絵
図
ニ
て
様
子

　

御
申
候
付
、
拙
子
も
不
レ
知
事
ニ
候
間
、
知
久
伊
左
殿
・
小
笠
原
勒
負
殿

　

致
二
相
談
一
、
水
三
ヶ
一
山
吹
へ
遣
し
候
、
三
ヶ
二
ハ
出
原
筋
へ
と
り
、

　

其
水
ハ
山
吹
領
と
出
原
と
本
田
之
田
数
次
第
ニ
分
候

　

筈
ニ
極
候
て
、
座
勘
左
ゟ
知
伊
左
殿
・
小
勒
負
殿
宛
所
ニ
て

　

書
物
被
レ
成
候
間
、
其
書
物
ハ
其
方
へ
請
取
、
勘
左
殿
書
物
之
文

　

躰
ニ
金
左
衛
門
書
物
を
い
た
し
、
伊
左
殿
・
勒
負
殿
へ
渡
し

　

水
之
分
領
を
も
御
両
人
衆
へ
得
二
御
意
一
、
急
度
極
、
出
原
之

　

百
姓
共
何
角
と
申
候
共
、
右
之
分
ニ
相
定
申
付
存
候
、

　

則
、
勘
左
衛
門
殿
ゟ
御
越
候
絵
図
遣
候
間
、
様
子
之
段

　

伊
左
衛
門
殿
・
勒
負
殿
へ
相
尋
可
レ
申
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

淡
路

　
　
　
　

寛
永
拾
年
正
月
廿
日　
　
　
　
　

安
元
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

脇
坂
右
馬
助
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
津
屋
金
左
衛
門
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

脇
坂
内
膳
と
の

【
巻
子
跋
文
】

各八
雲
公
之
御
書
三
臣
に
賜
ふ
所
ニ
し
て
其
金
左
右
衛
門
と
あ
る
は
家
祖
主
馬
介
宗
安
君
之
子
景

信
君
也
、
宗
安
君
始
て

臨
松
公
に
奉
仕
禄
七
百
石
を
食
、
家
老
之
列
に
加
レ
之
罷
る
、
景
信
君
ハ
信
州
ニ
於
て
父
之
名

代
を
勤
る
由
家
譜
に
有
レ
之
也
、
本
職
と
な
る
こ
と
不
詳
に
し
て
此
御
書
の
家
に
存
在
す
る
ハ

其
時
月
番
な
と
ニ
て
其
事
を
専
ら
取
扱
は
れ
し
故
に
も
あ
ら
ん
か
、
景
信
君
よ
り
余
に
至
て
九

世
を
經󠄀
て
相
傳
深
く
箪
笥
に
秘
蔵
す
れ
と
も
長
く
其
儘
ニ
て
は
自
ら
疎
略
ニ
な
り
易
く
又
損
敗

の
懼
れ
も
あ
れ
は
、
今
褾
装
し
て
其
由
を
記
し
長
く
子
孫
に
傳
て
家
寶
と
な
す
も
の
也

　

文
政
十
一
年
戊
子
九
月�

景
模
謹
記

【
解
説
】

　

寛
永
一
〇
酉
年
（
一
六
三
三
年
）
正
月
二
〇
日
に
飯
田
藩
主
脇
坂
安
元
が
国
元
へ
宛
て
た
条

書
で
あ
る
。
宛
て
ら
れ
た
三
名
は
脇
坂
家
の
国
元
家
臣
で
あ
る
が
、
巻
子
跋
文
に
よ
れ
ば
、
そ

の
一
人
下
津
屋
氏
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
九
代
孫
の
景
模
に
よ
っ
て
文
政
一
一
年
（
一

八
二
八
）
に
修
補
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
内
容
は
、
甲
斐
（
駿
河
）
大
納
言
徳
川
忠
長
が
改

易
さ
れ
そ
の
家
臣
が
脇
坂
家
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
へ
の
指
示
、
幕
府
巡
検
使
来
飯
に
対
す
る
対

応
、
座
光
寺
領
山
吹
と
出
原
で
の
水
利
相
論
に
対
す
る
脇
坂
家
の
基
本
方
針
、
の
三
点
が
記
さ

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
の
当
該
地
域
に
お
け
る
研
究
で
も
未
知
の
情
報
で
あ
り
、
し

か
も
こ
の
時
期
の
幕
政
史
を
検
討
す
る
上
で
も
大
変
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
詳
し
く
は

本
誌
中
の
研
究
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
（
村
石
正
行
）。

口
絵
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1

近世府中小笠原氏の所持していた鈴岡・松尾小笠原文書考―「伊那譜録」にみえる小笠原政秀・信定と村上義清―

は
じ
め
に

　

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
年
）
に
長
野
県
立
歴
史
館
で
お
こ
な
わ
れ
た
「
小
笠
原
三
代　

長
時
・

貞
慶
・
秀
政
」
展
開
催
に
先
立
ち
、
戦
国
期
以
降
の
小
笠
原
氏
の
家
譜
編
さ
ん
に
つ
い
て
、
発

給
文
書
の
集
積
を
お
こ
な
い
若
干
の
見
通
し
を
述
べ
た（

１
）。

そ
の
概
略
を
述
べ
れ
ば
、
府
中
小
笠

原
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
室
町
期
の
内
訌
を
経
て
松
尾
小
笠
原
家
の
所
有
に
移
り
、
近
世
勝
山

藩
へ
と
継
承
さ
れ
た
。
一
方
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
府
中
小
笠
原
氏
の

文
書
は
、
長
時
以
降
の
戦
国
期
の
流
転
を
経
て
、
伝
来
す
る
ま
と
ま
っ
た
文
書
と
し
て
の
受
給

文
書
は
皆
無
に
等
し
く
、
散
逸
が
著
し
い
こ
と
、
ま
た
発
給
文
書
も
、
近
世
に
お
け
る
転
封
に

よ
り
家
臣
所
持
文
書
が
県
外
に
移
転
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
本
の
存
在
度
合
い
も
概
ね
低
い

こ
と
が
特
徴
と
い
え
る
、
と
し
た
。
こ
の
た
め
、
府
中
小
笠
原
氏
の
文
書
研
究
は
元
禄
期
の
藩

修
史
事
業
に
よ
る
編
纂
物
に
よ
る
こ
と
が
大
き
い
、
と
位
置
づ
け
た
。

　

従
来
、
小
笠
原
氏
関
係
の
家
譜
に
つ
い
て
は
、
徳
川
義
宣
が
「
良
質
な
ら
ざ
る
小
笠
原
系
譜

の
編
纂
物
と
し
て
、「
笠
系
大
成
」
な
る
書
の
存
在
が
知
ら
れ
て
を
り
、
多
数
の
偽
文
書
が
採

録
さ
れ
て
ゐ
る
。
お
そ
ら
く
唐
津
小
笠
原
家
は
、
明
治
初
年
の
宮
内
省
呈
譜
作
成
に
際
し
、
旗

本
以
下
軽
輩
の
小
笠
原
諸
氏
の
家
譜
を
取
り
込
む
と
ゝ
に
、「
笠
系
大
成
」
等
の
良
質
な
ら
ざ

る
小
笠
原
系
譜
に
據
り
、
就
中
、
長
時
の
長
子
を
長
頼
と
し
て
、
長
頼
・
貞
信
・
貞
頼
の
事
蹟

や
文
書
を
、
そ
の
ま
ま
転
寫󠄀
掲
載
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
家
伝
系

譜
の
利
用
に
つ
い
て
は
留
意
が
必
要
で
あ
る（

２
）。

な
お
「
笠
系
大
成
」
に
つ
い
て
は
、
典
拠
史
料

「
笠
系
大
成
附
録
」
と
と
も
に
、
傍
証
史
料
に
よ
り
後
追
い
で
き
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
十
分

史
料
批
判
に
堪
え
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
唐
津
小
笠
原
文
書
は
、
こ
と
に
戦
国
時
代
以
前
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
実
在
を
窺
え
な
い
人
物
が
登
場
す
る
な
ど
、
疑
し
い
文
書
が
混
在
す
る
こ
と

は
留
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
矢
部
健
太
郎
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
文
書
群
に
南
北
朝
～

織
豊
期
の
正
文
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら（

３
）、

中
世
後
期
の
写
本
文
書
の
真
偽
に
つ
い
て
は
傍

証
史
料
の
確
認
を
含
め
、
改
め
て
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
を
経
た
上
で
利
用
す
る
姿
勢
が
必
要
で

あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
企
画
展
で
明
ら
か
に
な
っ
た
近
世
小
倉
小
笠
原
家
の
編
纂
史
料
の
一
つ
で
、
こ

れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
「
伊
那
譜
録
」
を
素
材
に
し
て
、
室
町
時
代
後
期
以
降
の
府
中
小

笠
原
氏
が
受
給
し
た
文
書
の
一
端
を
紹
介
し
、
小
笠
原
氏
研
究
に
益
す
る
も
の
か
ど
う
か
検
証

し
た
い
と
思
う
。

一　

「
伊
那
譜
録
」
の
構
成

　

小
倉
藩
小
笠
原
家
所
蔵
資
料
の
中
に
は
、
歴
代
当
主
の
正
伝
と
い
う
べ
き
年
譜
が
複
数
残
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
小
笠
原
秀
政
年
譜
」
の
み
は
『
新
編
信
濃
史
料
叢
書
』
一
二
に
全
文

翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
小
笠
原
氏
歴
世
の
体
系
的
系
譜
と
し

て
は
「
笠
系
大
成
」
所
載
の
年
譜
が
知
ら
れ

る
。こ
の
系
譜
は
簡
略
な
履
歴
抄
録
で
あ
る
。

ま
た
「
小
笠
原
秀
政
年
譜
」
と
「
笠
系
大
成
」

の
当
該
箇
所
（
巻
八
）
は
重
複
し
て
お
り
、

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
本
を
も
と
に
校

訂
さ
れ
た
『
新
編
信
濃
史
料
叢
書
』
の
解
題

研
究
報
告

近�

世
府
中
小
笠
原
氏
の
所
持
し
て
い
た
鈴
岡
・
松
尾
小
笠
原
文
書
考�

�

―
「
伊
那
譜
録
」
に
み
え
る
小
笠
原
政
秀
・
信
定
と
村
上
義
清
―

村
石
　
正
行

写真　「伊那譜録」天　表紙
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に
よ
れ
ば
、
双
方
の
内
容
は
連
携
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。「
笠
系
大
成
」
の
編
纂
時
期
（
元

禄
一
一
年
【
一
六
九
八
年
】
か
ら
宝
永
二
年
【
一
七
〇
五
年
】）
を
勘
案
す
る
と
、
歴
代
当
主
の
年

譜
も
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
は
編
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
な
歴
代
当
主
の
個
別
正

史
の
編
纂
を
お
こ
な
っ
た
あ
と
、
抄
録
と
し
て
統
合
さ
れ
た
本
編
と
し
て
の
「
笠
系
大
成
」
が

編
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

小
倉
藩
小
笠
原
家
に
よ
る
編
纂
物
の
な
か
に「
伊
那
譜
録
」（
以
下「
譜
録
」と
略
記
）が
あ
る
。

四
ツ
目
綴
の
竪
帳
冊
子
本
で
、
外
題
「
伊
那
譜
録　

天
」
と
あ
る
。
地
の
文
と
引
用
史
料
、
お

よ
び
彩
色
絵
図
が
記
さ
れ
て
い
る
。
戦
前
に
松
本
市
教
育
部
会
等
が
中
心
に
な
っ
て
編
さ
ん
さ

れ
た
『
安
筑
史
料
叢
書
』（
堀
内
千
萬
蔵
編
集
主
任
）、『
信
濃
史
料
』
に
も
ご
く
一
部
の
文
書
が

引
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
書
誌
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、「
譜
録
」
を
み
る
ま
え
に
、
小
倉
小
笠
原
家
文
書
の
構
成
に
つ
い
て
概
略
を

み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
に
東
京
大
学
付
属
図
書
館
に
小
倉
藩
政
庁
関
係
の
文

書
・
記
録
類
が
寄
贈
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ら
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
へ
移
管
と
な
っ
て

い
る（

４
）。

ま
た
、
小
倉
藩
江
戸
藩
邸
に
伝
来
し
た
奥
向
の
史
料
は
、
一
部
が
北
九
州
市
と
門
司
郷

士
会
が
購
入
し
、
現
在
は
北
九
州
市
立
歴
史
博
物
館
（
現
北
九
州
市
い
の
ち
の
た
び
博
物
館
）
の

所
蔵
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
東
京
の
小
笠
原
本
邸
に
伝
来
し
た
文
書
群
は
、
小
笠
原
玲
子
氏

（
小
笠
原
忠
統
氏
夫
人
）
に
よ
り
、
い
の
ち
の
た
び
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た（

５
）。「

譜
録
」
は
玲
子

氏
寄
贈
分
の
一
冊
で
あ
る
（「
玲
子
氏
旧
蔵
本
」
と
す
る
）。
本
書
は
、『
国
書
総
目
録
』
に
写
本

類
を
確
認
で
き
な
い
。
小
倉
小
笠
原
家
の
史
料
を
所
有
す
る
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
も
残
さ

れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
「
譜
録
」
巻
首
の
記
述
を
み
る
と
、
小
笠
原
長
棟
の
次
男
で
伊
那
郡
松
尾

（
飯
田
市
）
を
一
時
領
し
た
小
笠
原
信
定
を
中
心
に
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
が
「
小
笠

原
信
定
年
譜
」
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
有
し
た
編
さ
ん
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お

「
玲
子
氏
旧
蔵
本
」
の
な
か
に
み
え
る
小
笠
原
当
主
お
よ
び
親
族
の
年
譜
は

（
一
）　

府
中
小
笠
原
氏　
「
長
時
公
譜
全
」、「
貞
慶
公
御
代
覚
書
」、「
秀
政
公
年
譜
乾
・
坤
」

（
二
）　�

小
倉
小
笠
原
氏　
「
源
忠
真
公
年
譜
一
～
三
」「
同
付
録
」、「
源
忠
雄
公
年
譜
一
～
五
」

「
同
付
録
」

（
三
）　

そ
の
他
（
松
尾
小
笠
原
氏
）　
「
伊
那
譜
録
」、「
長
継
録
」

の
三
系
統
が
残
さ
れ
て
い
る
。
長
時
以
降
の
府
中
小
笠
原
氏
直
系
、
そ
し
て
九
州
へ
移
っ
た
小

倉
藩
小
笠
原
初
代
の
忠
真
と
そ
の
嫡
子
の
伝
記
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
傍
系
で
あ
る
長
時
弟

の
信
定
・
長
継
父
子
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　

ま
ず
、
本
書
巻
首
の
記
述
を
み
て
み
よ
う
。

史
料
一表

紙
外
題
「
伊
那
譜
録　

天
」

長
棟
二
男

信
定
母
浦
野
弾
正
忠
源
敬
光
娘
、
同
二
長
時
一
、
号
二
小
笠
原
孫
八
郎
、
喜
三
郎
、
孫
次
郎
一

後
柏
原
院
御
宇
大
永
元
年
辛
巳
十
月
六
日
、
生
レ
於
二
信
州
府
中
林
之
館
一
、
従
五
位
下
民

部
太
輔
信
州
下
伊
奈
郡
松
尾
城
主
後
鈴
岡
・
田
品
両
城
領
レ
之
、
永
禄
十
二
年
己
巳
正
月

六
日
討
死
、
諡
号
二
前
戸
侍
郎
雲
山
宗
観
太
禅
定󠄀
門
一
、
墳
墓
在
二
リ
山
州
山
崎
成
恩
寺
一
、

傳
曰
武
田
右
京
太
夫
信
虎
烏
帽
子
々
依
レ
為
、
信
之
字
ヲ
以
、
信
定
ト
改
云
々
、
或
説
曰

信
定
又
曰
始
為
二
信
虎
之
養
子
一
故
、
以
二
信
字
一
為
二
ス
諱
一
字
一
ヲ
、
天
文
三
甲
午
年
為
二

信
州
伊
奈
郡
松
尾
城
主
一
時
十
四
歳
、
其
後
移
二
於
同
郡
鈴
岡
城
一
、
長
時
與
武
田
晴
信
戦

之
時
於
二
所
一々
有
二
戦
功
一
事
在
二
于
長
時
譜
禄
一

　

本
書
は
存
冊
一
冊
で
あ
る
が
、外
題
か
ら「
天
・
地
・
人
」三
冊
構
成
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

本
紙
一
丁
オ
モ
テ
冒
頭
に
よ
る
と
、
信
定
は
浦
野
敬
光
の
娘
を
母
と
し
、
林
城
で
出
生
し
て

い
る
。
こ
の
記
述
は
「
笠
系
大
成
」
六
の
長
時
評
伝
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
意
識
し
て
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
戸
部
侍
郎
雲
山
宗
観
は
民
部
太
輔
の
唐
名
と
信
定
の
戒

名
で
あ
る
。
ち
な
み
に
享
保
八
年
（
一
七
二
三
年
）
に
小
倉
藩
士
小
笠
原
貞
徳
が
施
主
に
よ
っ

て
西
生
寺
に
奉
納
さ
れ
た
信
定
の
霊
牌
に
も
こ
の
法
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
な
お
「
譜
録
」
に

は
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
年
）、
信
定
と
と
も
に
、
桂
川
の
戦
い
で
戦
死
し
た
家
臣
が
記
さ
れ

て
い
る
。

史
料
二　

「
討
死
者
交
名
」（「
譜
録
」）

正
月
六
日
討
死　

高
畠
山
城
守
源
長
成
正
月
四
日
京

都
四
辻
討
死

浦
野朱

書「
桂
川
討
死
」

弾
正
忠
敬
宗
、
平
瀬朱

書「
桂
川
討
死
」

下
野
守
、
長
成



3

近世府中小笠原氏の所持していた鈴岡・松尾小笠原文書考―「伊那譜録」にみえる小笠原政秀・信定と村上義清―

家
臣
高
畠
次
左
衛
門
、同
次
太
夫
四
辻
討
死
一
家
卅
余
人

極
并
戦
死
ス
ト
云
々

、長
時
御
加
勢　

原
四
郎
太
郎
、遠
山
左
馬
、

平
塚
平
左
衛
門
、
保
高
次
郎
、
山
田
源
左
衛
門
尉
、
松
本
又
左
衛
門
尉
、
古
厩
平
兵
衛
尉
、

田
中
武
右
衛
門
尉
、
信
定
手
勢
田
品
惣
蔵
信
久
、
溝
口
刑
部
少
信
吉
、
仁
科
源
太
郎
、
下

條
弥
八
、
望
月
源
次
郎
、
曾
根
数
馬
、
丸
山
少
目
、
片
桐
主
膳
正
、
関
大
隅
守
、
有
立
兵

左
衛
門
尉
、
下
枝
源
六
郎
、
箕
浦
平
吉
、
松
尾
五
郎
八
、
岡
本
平
太
、
竹
内
新
左
衛
門
尉　

以
上

　

ち
な
み
に
西
生
寺
の
信
定
霊
牌
に
は
、
中
心
に
信
定
の
戒
名
、
左
右
に
永
禄
一
二
年
に
戦
死

し
た
家
臣
ら
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
長
時
御
加
勢
」「
信
定
手
勢
」
と
に
分
け

て
討
死
者
の
交
名
を
記
す
な
ど
、「
伊
那
譜
録
」
の
記
述
と
極
め
て
類
似
す
る
。
霊
牌
に
は
女

性
の
戒
名
が
二
名
記
さ
れ
て
い
る
。
一
人
が
浄
覺
寿
清
大
師
、
も
う
一
人
が
月
渓
宗
光
大
姉
で

あ
る
。
後
者
は
不
明
だ
が
、
前
者
は
信
定
の
娘
で
、
桂
川
の
戦
い
で
父
と
と
も
に
戦
死
し
た
と

い
い
、
そ
の
際「
首
取
二
級
」と
い
う
女
武
者
で
あ
っ
た（

６
）。

な
お
、
信
定
の
嫡
男
長
継
の
妻（
法

名
安
貞
）
が
松
尾
か
ら
逃
れ
る
際
に
、
嫡
子
で
二
歳
の
正
休
（
の
ち
の
小
笠
原
正
直
）
を
懐
に
抱

い
て
逃
れ
る
際
に
、
敵
の
追
手
に
対
し
て
鉄
炮
を
撃
ち
放
っ
た
と
み
え
る（

７
）。

信
定
に
関
係
す
る

女
性
が
戦
闘
に
関
わ
る
女
武
者
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

ま
た
信
定
と
武
田
氏
と
の
関
係
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
武
田
氏
と
小
笠
原
氏
は
守
護
職
を
め

ぐ
っ
て
晴
信
と
長
時
が
争
っ
て
い
た
た
め
両
者
の
関
係
は
対
立
構
造
で
見
做
さ
れ
が
ち
で
あ

る
。
し
か
し
、
長
時
の
弟
信
定
は
、
信
虎
の
養
子
た
る
故
に
諱
に
信
字
の
一
字
を
拝
領
し
て
い

る
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
長
時
の
叔
父
（
貞
朝
の
次
男
）
憩
庵
（
左
衛
門
尉
定
政
）
は
晴
信
の
糾

方
師
範
で
あ
っ
た（

８
）。

平
山
優
に
よ
れ
ば
、
憩
庵
は
天
文
一
五
年
（
一
五
四
六
年
）
五
月
、
晴
信

の
内
山
城
（
佐
久
市
）
攻
め
に
際
し
て
、
長
時
と
と
も
に
晴
信
の
も
と
を
訪
れ
た
り
、
翌
年
の

志
賀
城
攻
め
で
も
参
陣
す
る（

９
）こ

と
か
ら
、
憩
庵
が
晴
信
と
同
族
の
府
中
小
笠
原
氏
を
つ
な
ぐ
使

者
や
和
睦
勧
告
の
交
渉
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
推
論
し
て
い
る（

（1
（

。長
時
の
次
男
に
な
る
貞
次（
長

友
）
は
僧
と
な
っ
て
い
た
が
、
晴
信
の
養
子
と
な
り
右
馬
助
を
称
し
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
信

定
な
ど
府
中
小
笠
原
氏
と
武
田
氏
と
の
関
係
は
対
立
一
辺
倒
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

　

さ
て
、
巻
首
に
続
く
本
書
の
構
成
を
み
て
み
よ
う
。

（
１
）　
「
信
定
評
伝
」

　

気
賀
澤
軍
之
事
／
史
料
引
用
（
Ａ
「
足
利
義
政
御
内
書
」
Ｂ
「
足
利
義
政
御
内
書
」）
／
天
文
七

年
韮
崎
合
戦
／
天
文
十
一
年
瀬
沢
合
戦
／
鈴
岡
両
使
之
事
／
諏
訪
峠
再
合
戦
之
事
／
小
笠
原
掃

部
助
信
峯
事
／
下
伊
那
軍
之
事
／
史
料
引
用
（
Ｃ
「
村
上
義
清
書
状
」）
／
史
料
引
用
（
Ｄ
「
某

義
近
書
状
」）
／
六
条
合
戦
之
事
／
桂
川
合
戦
信
定
討
死
之
事
／

写真Ａ　足利義政袖判御教書写
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（
２
）　
「
長
継
評
伝
」

　

史
料
引
用
（
Ｅ
「
小
笠
原
貞
慶
判
物
」）
／
慶
長
三
年
小
笠
原
長
継
花
押
影

（
３
）　
「
信
高
評
伝
」

　

史
料
引
用
（
Ｆ
「
小
笠
原
貞
慶
判
物
」・
Ｇ
「
足
利
義
輝
感
状
」）
／
青
柳
城
攻
之
事
／
麻
績
城

攻
之
事
／
高
遠
城
攻
之
事
／
小
田
原
陣
之
事

　

以
上
の
よ
う
に
、「
譜
録
」
は
信
定
だ
け
で
な
く
、
そ
の
嫡
男
長
継
・
次
男
信
高
の
系
譜
も

記
し
た
も
の
で
、
編
年
体
で
は
な
く
、
項
目
毎
に
著
し
た
紀
事
本
末
の
体
裁
で
記
し
て
い
る
。

ま
た
各
人
物
の
項
目
の
な
か
に
関
連
す
る
史
料
が
影
写
さ
れ
て
い
る
。
花
押
は
そ
の
形
状
を
忠

実
に
写
し
た
花
押
影
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
史
料
内
容
の
真
偽
を
検
証
し
な
が
ら
、
歴

史
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
い
。
な
お
、「
譜
録
」
に

引
用
さ
れ
る
史
料
は
、
他
の
史
料
と
区
別
す
る
た
め
便
宜
的
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
し
て

い
る
。

二　

小
笠
原
政
秀
の
守
護
補
任
に
つ
い
て

史
料
Ａ
「
足
利
義
政
袖
判
御
教
書
写
」

（
花（
足
利
義
政
）

押
影
）

所
々
本
新
所
領
事
、
早
任
二
祖
父
正（

政
康
）透

知
行
之
例
一
、
小
笠
原（

政
秀
）

国
松
可
レ
令
二
領
掌
一
之
状
如

レ
件
、

康（
一
四
五
六
）

正
二
年
正
月
十
八
日

　

松
尾
小
笠
原
光
康
の
も
と
で
保
護
さ
れ
て
い
た
宗
康
の
遺
児
国
松
が
、
足
利
義
政
の
御
教
書

に
よ
っ
て
政
康
の
例
に
任
せ
て
所
領
を
安
堵
さ
れ
た
、
と
い
う
文
書
で
あ
る
。
な
お
国
松
は
元

服
し
て
の
ち
に
政
秀
と
な
り
、
鈴
岡
小
笠
原
氏
の
祖
と
な
っ
た
。
府
中
・
松
尾
・
鈴
岡
三
家
の

鼎
立
状
態
と
な
っ
た
。
こ
の
史
料
は
「
笠
系
大
成
附
録
」
三
「
書
簡
并
証
文
集
」
に
も
掲
載
さ

れ
て
い
る（

（1
（

。
な
お
、
花
押
型
は
武
家
様
で
、
康
正
元
年
年
末
よ
り
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
年
）

ま
で
御
判
御
教
書
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
文
明
年
間
の
義
政
の
御
教
書
が
Ｂ
で
あ
る
。
こ
れ
は
未
見
史
料
で
あ
る
。

史
料
Ｂ
「
足
利
義
政
御
判
御
教
書
写
」

（
花（
足
利
義
政
）

押
影
）

信
濃
国
守
護
職
事
、
所
レ
補-

二
任
小
笠
原
兵
庫
助
政
秀
一
也
、
早（

任
脱
）

先
例
可
レ
致
二
其
沙
汰
一
之

状
、
如
レ
件

文（
マ
マ
）

明
年
十
一
月
廿
一
日

「（
追
筆
）

或
文
明
五
年
五
月
廿
一
日
ト
モ
右
書
有
」

　

政
秀
が
信
濃
守
護
に
補
任
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
宛
所
は
な
い
が
、
受
益
者
で
あ
る
被
任
命

者
政
秀
の
も
と
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
年
号
は
文
明
年
と
あ
る
の
み
で
不
明
で
あ

写真Ｂ　足利義政御判御教書写
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る
。「
十
一
」
と
「
五
」
の
く
ず
し
字
が
近
似
す
る
こ
と
か
ら
か
、
追
記
に
或
い
は
「
文
明
五

年
五
月
廿
一
日
」
と
も
す
る
と
記
し
て
い
る
。
将
軍
自
ら
花
押
を
記
し
、
書
止
文
言
を
自
分
自

身
の
差
出
で
あ
る
直
状
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
「
状
如
件
」
を
含
む
こ
と
か
ら
、
室
町
幕
府

将
軍
御
判
御
教
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
下
文
・
下
知
状
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
原
則
と
し
て
年
号
は
付
与
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
政
秀
が
守
護
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
、
松
尾
小
笠
原
家
長
に
宛
て
た
年
未
詳
一
一
月

三
日
「
足
利
義
政
御
内
書
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た（

（1
（

。
以
下
掲
げ
よ
う
。

史
料
三
「
足
利
義
政
御
内
書
」

　

信
濃
国
守
護
職
事
、
補
二-

任
小
笠
原
左
京
大
夫
政
秀
一
訖
、
宜
レ
得
二
其
意
一
候
也

十
一
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（（
足
利
義
政
）

花
押
）

小
笠
原
左
衛
門
佐
と
の
へ

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
年
未
詳
（
公
家
様
の
花
押
型
か
ら
長
禄
二
年
以
降
）
一
一
月
三
日
時
点
で
信
濃

守
護
に
政
秀
を
宛
て
た
の
で
承
知
し
て
お
く
べ
き
こ
と
を
松
尾
小
笠
原
家
長
へ
伝
達
し
て
い

る
。
史
料
三
は
史
料
Ｂ
と
同
じ
直
状
形
式
を
持
つ
も
の
の
、
書
状
形
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
室
町

幕
府
将
軍
御
内
書
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
年
号
は
な
い
。
ま
た
書
止
文
言
自
身
も
「
候

也
」
と
な
り
、
宛
所
の
書
様
は
「
と
の
へ
」
と
最
も
薄
礼
で
あ
る
。

　

政
秀
の
官
途
に
注
目
す
る
と
、
史
料
Ｂ
が
兵
庫
助
、
史
料
三
が
左
京
大
夫
と
異
な
る
。
官
途

の
任
官
順
で
み
る
と
、「
兵
庫
助
」（
史
料
Ｂ
）で
出
さ
れ
た
あ
と
、
そ
の
後
左
京
大
夫
と
な
り
、

史
料
三
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
一
月
二
一
日
と
い
う
日
付
を
勘
案
す
る
と
、
文
明
五
年

一
一
月
二
一
日
付
の
小
笠
原
家
長
宛
「
細
川
政
国
書
状
」
の
存
在
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
松
尾
・
鈴
岡
小
笠
原
一
門
・
被
官
が
応
仁
・
文
明
の
乱
で
東
軍
方
に
属
し
、
美
濃

国
守
護
土
岐
成
頼
討
伐
に
功
績
を
挙
げ
た
こ
と
、
こ
の
と
き
義
政
の
「
御
内
書
」
が
発
給
さ
れ

た
こ
と
、
さ
ら
に
「
官
途
事
被
レ
任
候
」
と
し
て
、
官
途
が
聴
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る（
（1
（

。

　

さ
ら
に
同
年
月
日
付
で
一
門
・
被
官
に
対
す
る
幕
府
奉
行
人
奉
書
も
出
さ
れ
、「
兵
庫
助（
政

秀
）・
左
衛
門
佐
（
家
長
）・
木
曽
（
家
豊
）」
に
同
心
し
て
勲
功
を
挙
げ
た
こ
と
に
対
す
る
褒
賞

が
お
こ
な
わ
れ
た（

（1
（

。
な
お
『
信
濃
史
料
』
で
は
、
こ
こ
で
い
う
「
兵
庫
助
」
を
家
長
の
子
定
基

に
比
定
す
る
が
、
定
基
が
兵
庫
助
で
あ
っ
た
文
書
お
よ
び
系
図
類
な
ど
の
記
録
は
な
く
、
前
述

の
よ
う
に
政
秀
が
正
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う（

（1
（

。
こ
の
段
階
で
は
、
幕
府
側
は
鈴

岡
小
笠
原
政
秀
を
松
尾
小
笠
原
氏
に
比
し
て
厚
遇
、も
し
く
は
上
位
に
あ
る
と
見
做
し
て
い
た
。

文
明
五
年
の
段
階
で
政
秀
が
守
護
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
と
整
合
性
が
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
細
川
政
国
が
報
じ
て
い
る
よ
う
に
、
義
政
か
ら
「
御
内
書
」
が

発
給
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
官
途
が
聴
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
政
秀
の
守
護
補
任
は
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
と
み
れ
ば
、
史
料
Ｂ
は
文
明
五
年
の
足
利
義
政
御
内
書
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
袖
判
は
、
足
利
義
政
の
公
家
様
花
押
で
あ
る
。
上
島
有
の
花
押
編
年
に
よ
れ
ば
、
義
政
は

長
禄
二
年
（
一
四
五
八
年
）
七
月
二
五
日
に
内
大
臣
と
な
り
、
翌
八
月
九
日
に
花
押
を
公
家
様

に
改
変
し
て
い
る（

（1
（

。
史
料
Ｂ
の
花
押
は
当
該
期
の
義
政
発
給
文
書
原
本
の
花
押
と
比
し
て
も
、

形
状
の
相
違
は
な
く
、
忠
実
に
模
写
し
た
花
押
影
と
看
取
さ
れ
る
。

　

な
お
、
鈴
岡
小
笠
原
政
秀
と
松
尾
小
笠
原
家
長
・
定
基
の
抗
争
は
、
こ
の
あ
と
文
明
一
一
年

以
降
に
始
ま
る（

（1
（

。
小
笠
原
氏
の
根
本
所
領
伊
賀
良
荘
を
め
ぐ
り
抗
争
は
激
化
し
た
。
明
応
二
年

正
月
、
家
督
を
継
い
だ
定
基
が
政
秀
を
松
尾
で
謀
殺
し
、
鈴
岡
城
に
あ
っ
た
府
中
家
伝
来
の
家

伝
文
書
を
奪
還
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
鈴
岡
小
笠
原
氏
は
衰
亡
し
た
。
松
尾
小
笠
原
氏
は

定
基
の
時
代
に
勢
力
拡
大
す
る
が
、
定
基
の
死
後
、
府
中
小
笠
原
長
棟
に
よ
っ
て
松
尾
小
笠
原

氏
が
制
圧
さ
れ
た
。
松
尾
家
を
継
承
し
、
鈴
岡
城
主
と
な
っ
た
の
が
本
稿
で
の
主
人
公
松
尾
小

笠
原
信
定
で
あ
る
。

三　

村
上
義
清
と
松
尾
小
笠
原
信
定

　

こ
こ
で
は
「
譜
録
」
に
み
え
る
各
節
を
み
て
い
こ
う
。

史
料
四　

鈴
岡
両
使
之
事

下
伊
那
鈴
岡
信
定
ヨ
リ
長
時
館
江
田
品
惣
・
矢
野
肥
前
守
江
両
度
龍
崎
江
被
レ
遣
趣
ハ
御

馬
ヲ
福
与
之
城
根
古
屋
へ
被
レ
寄
、
是
非
一
軍
可
レ
仕
ト
被
レ
仰
候
ニ
、
其
頃
下
伊
那
衆
ニ

対
シ
深
志
ヨ
リ
御
憤
思
召
事
有
レ
之
、
御
馬
ヲ
不
レ
寄
候
事
、
長
時
屋
形
御
分
別
違
、
殊

ニ
以
二
信
定
一
不
足
ニ
被
二
思
召
一
、
扠
伊
那
侍
衆
引
払
候
へ
之
由
ニ
テ
人
数
入
申
候
、
藤

沢
殿
城
無
事
ニ
成
リ
晴
信
ヘ
人
質
ヲ
出
シ
終
ニ
長
時
御
分
別
違
ユ
ヱ
、
頼
親
浪
人
也
、
長
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時
林
エ
御
帰
陣
被
レ
成
由
申
来
候
間
、
信
定
被
レ
仰
者
、
扠
長
時
思
召
ユ
ヱ
能
味
方
ヲ
失

候
ト
テ
気
之
毒
ニ
思
召
当
家
モ
未
二
成
リ
候
一
ト
御
悔󠄁
ミ
成
サ
レ
候
、
是
ハ
長
勘
ケ
由
水

竹
五
郎
右
衛
門
ガ
悪
シ
キ
ユ
ヱ
也
ト
後
ニ
ハ
聞
ヘ
シ
、（
下
略
）

　

史
料
四
は
、「
譜
録
」
に
記
載
さ
れ
る
地
の
文
の
一
部
で
あ
る
。
晴
信
の
福
与
城
攻
め
の
記

述
で
あ
る
。
信
定
は
田
品
（
駄
科
）・
矢
野
を
両
使
と
し
て
龍
ケ
崎
城
に
い
る
長
時
に
援
軍
を

要
請
し
た
が
、
長
時
は
派
兵
し
な
か
っ
た
。
田
品
惣
蔵
は
、
も
と
木
下
と
い
い
、
長
棟
が
長
時

へ
代
替
の
際
に
信
定
に
付
置
か
れ
た
一
騎
当
千
の
武
者
で
あ
っ
た
と
い
う（

（1
（

。
こ
の
間
の
記
述
は

長
時
の
家
臣
二
木
寿
斎
の
記
録
に
も
み
え
る
が
、
信
定
の
側
か
ら
み
る
と
、
下
伊
那
衆
に
対
す

る
憤
り
を
長
時
が
有
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
長
時
・
信
定
兄
弟
に
と
っ
て
は
義
弟
で
も
あ
る
藤

沢
頼
親
が
人
質
を
出
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
浪
人
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
信
定
が

長
時
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
頼
親
の
子
箕
輪
権
次
郎
が
武
田
氏
の

人
質
と
な
っ
て
甲
斐
国
へ
移
っ
た
こ
と
は
、「
高
白
斎
記
」
な
ど
武
田
側
の
史
料
で
も
確
認
で

き
る（

（2
（

こ
と
か
ら
、
ベ
ー
ス
と
な
る
事
実
は
一
定
程
度
の
信
憑
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

史
料
五　

下
伊
那
軍
之
事

天
文
十
六
年
丁
未
四
月
十
二
日
卯
之
刻
ニ
武
田
晴
信
方
ヨ
リ
人
数
ヲ
出
シ
諏
訪
ニ
馬
ヲ
立

ラ
レ
深
志
之
長
時
持
分
或
ハ
伊
那
・
木
曽
之
内
植
田
ヲ
コ
シ
堺
目
之
領
分
ヲ
焼
、
下
伊
那

ヨ
リ
信
定
出
馬
日
々
足
軽
之
セ
リ
合
有
、
六
月
迄
陣
ヲ
張
ル
、
其
後
引
入
申
候
事
伊
那
西

方
ニ
テ
和
田
伯
耆
守
十
月
十
三
日
三
百
六
十
騎
、
信
定
ト
戦
同
十
五
日
合
戦
、
一
番
田
科

惣
蔵
信
久
・
矢
野
肥
前
守
百
卅
騎
、
二
番
溝
口
刑
部
少
信
吉
五
十
騎
、
旌
本
前
備
関
大
隅

守
、
有
立
兵
左
衛
門
六
十
騎
、
信
定
旌
本
百
七
十
騎
、
晴
近
越
前
守
百
八
十
騎
、
後
備
片

桐
小
八
郎
太
夫
卅
八
騎
、
抜
掛
討
死
ス
、
松
嶋
源
兵
衛
尉
忠
宗
敵
ト
成
、
曾
根
下
伊
那
二

木
平
瀬
之
地
侍
百
廿
騎
、
下
々
マ
テ
四
百
七
八
十
人
討
死
也
、
人
数
ヲ
上
ル
比
、
秋
山
伯

耆
ハ
秋
山
新
蔵
人
光
政
末
也
、
初
小
笠
原
之
門
葉
也
、
天
文
十
六
年
丁
未
二
月
廿
一
日
秋

山
伯
耆
守
馬
場
民
部
二
頭
侍
大
将
警
固
ニ
足
軽
大
将
小
幡
山
城
守
差
添
え
伊
那
ヱ
働
有

リ
、
三
ヶ
所
之
取
出
洛（

落
）、

伊
那
少
々
武
田
ヱ
被
レ
取
、
郡
代
秋
山
伯
耆
守
城
代
也
、
二
月

廿
四
日
板
垣
駿
河
守
信
形
村
上
方
ヱ
六
十
騎
物
見
ヲ
掛
ル
、
村
上
内
布
下
學
岩
寺
カ
方
ヨ

リ
含
二
三
頭
一
陣
構
テ
有
、
所
レ
掛
學
岩
寺
神
採
取
二
貳
百
余
騎
一
、
雑
兵
四
千
計
真
シ
ツ
ラ

ニ
乗
テ
鎮
ヲ
キ
揃
額
頭
印
ニ
テ
掛
出
ス
、
板
垣
衆
六
十
騎
ヲ
五
町
計
ニ
テ
追
付
、
既
板
垣

衆
討
レ
ス
ト
見
ル
處
ニ
原
美
濃
同
心
卅
人
連
出
テ
、
四
騎
討
取
、
同
心
一
騎
、
討
合
セ
テ

卅
二
騎
討
取
亡
ゟ
六
十
騎
モ
取
テ
返
、
戦
四
月
十
二
日
卯
刻
武
田
晴
信
諏
訪
ニ
陣
ヲ
取
、

深
志
方
之
持
分
伊
那
・
木
曽
持
之
内
植
田
ヲ
コ
シ
サ
セ
、
堺
目
領
分
焼
払
働
有
、
六
月
二

日
マ
テ
対
陣
ス
、
天
文
十
六
年
丁
未
八
月
二
日
辰
刻
晴
信
出
陣
、
同
月
六
日
信
州
佐
久
郡

志
賀
之
城
攻
落
十
一
日
、
城
主
領
主
笠
原
信
三
郎
即
チ
討
小
室
ヱ
対
陣
ス
、
更
級
之
村
上

左
衛
門
尉
義
清
志
賀
之
城
之
落
チ
タ
ル
聞
テ
村
上
七
千
余
之
備
ニ
テ
出
陣
ス
、
信
州
上
田

原
ヱ
出
八
月
廿
四
日
辰
之
刻
一
戦
ヲ
初
ル
（
下
略
）

　

史
料
五
に
は
、
武
田
晴
信
が
下
伊
那
攻
略
に
兵
を
出
し
、
小
笠
原
信
定
ら
と
戦
闘
に
及
ん
だ

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
文
一
六
年
八
月
一
一
日
に
佐
久
志
賀
城
の
攻
略
を
記
し
、
こ

れ
に
対
し
て
村
上
義
清
が
上
田
原
へ
出
陣
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
志
賀
城
が
一
一
日
に

落
城
し
た
こ
と
は
「
高
白
斎
記
」（
甲
陽
日
記
）
な
ど
で
も
確
認
で
き
る
た
め
、
こ
の
点
は
事

実
を
記
し
て
い
る
。た
だ
し
、上
田
原
の
合
戦
は
翌
年
二
月
一
一
日
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

時
系
列
的
な
齟
齬
も
あ
る
点
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

つ
づ
い
て
掲
載
さ
れ
る
次
の
文
書
を
み
て
み
よ
う
。

史
料
Ｃ
「
村
上
義
清
書
状
」

就
者
貴
所
其
郡
御
移
故
、
御
味
方
中
御
城
堅
固
之
由
候
間
、
簡
要
存
候
、
弥
ゝ
御
調
當
口

致
レ
勤
候
者
、
五
日
以
前
可
二
申
届
一
候
、
其
御
手
合
専
一
候
、
随
而
次
郎
殿
之
御
事
不
レ

可
レ
存
二
使
介
方
一
、
可
二
御
心
安
一
候
、
恐
々
謹
言

七
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

村
上

義
清
（
花
押
影
）

小
笠
原
殿

　

御
報

（
読
み
）
つ
い
て
は
貴
所
そ
の
郡
へ
御
移
り
故
、
御
味
方
中
御
城
堅
固
の
由
候
間
、
簡
要

存
じ
候
、
い
よ
い
よ
御
調
へ
、
當
口
勤
め
致
し
候
は
ば
、
五
日
以
前
申
し
届
く
べ
く
候
、

そ
れ
が
し
御
手
合
専
一
候
、
随
て
次
郎
殿
の
御
事
使
介
方
に
存
ず
べ
か
ら
ず
、
御
心
安
か

る
べ
く
候
、
恐
々
謹
言



7

近世府中小笠原氏の所持していた鈴岡・松尾小笠原文書考―「伊那譜録」にみえる小笠原政秀・信定と村上義清―

（
大
意
）
あ
な
た
（
小
笠
原
長
時
）
が
其
郡
へ
お
移
り
に
な
っ
た
た
め
、
味
方
の
城
の
守

り
が
厳
重
と
な
っ
た
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
す
。
い
よ
い
よ
（
準
備
が
）
調
え
ら
れ
て
「
当

口
」
の
働
き
を
致
し
ま
し
た
ら
、
五
日
以
内
に
き
っ
と
私
か
ら
申
し
届
け
ま
す
。
御
合
戦

が
第
一
で
す
の
で
「
次
郎
殿
」
の
こ
と
は
、
第
三
者
に
任
せ
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
、
ご

安
心
く
だ
さ
い
。

　

年
未
詳
の
村
上
義
清
書
状
写
で
あ
る
。
花
押
は
、
義
清
の
残
存
す
る
他
の
花
押
と
比
べ
て（

（2
（

、

線
描
が
や
や
太
い
が
、
全
体
と
し
て
義
清
の
花
押
の
写
と
み
て
よ
い
。
ま
た
本
文
も
文
脈
的
な

破
綻
や
用
字
の
誤
り
は
み
ら
れ
な
い
。
以
上
か
ら
、
こ
の
文
書
を
積
極
的
に
否
定
す
る
材
料
が

な
い
こ
と
か
ら
、
当
面
村
上
義
清
の
書
状
写
と
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
文
書
自
体
の
時
系

列
的
な
位
置
づ
け
が
判
然
と
し
て
い
な
い
た
め
、
複
数
の
指
示
代
名
詞
が
な
に
を
意
味
す
る
か

は
判
断
が
難
し
い
。

　

そ
こ
で
、
七
月
二
〇
日
と
い
う
月
日
と
村
上
義
清
と
の
関
係
を
手
が
か
り
に
す
る
と
、
ま
ず

天
文
一
九
年
七
月
の
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
つ
ま
り
、
林
城
を
中
心
と
す
る
小
笠
原
城
砦

群
が
晴
信
に
よ
り
撃
破
さ
れ
、
長
時
が
本
拠
を
失
っ
た
と
き
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
高
白
斎
記
」
に
よ
れ
ば
、
七
月
一
〇
日
晴
信
は
村
井
へ
着
陣
し
、
一
五
日
に
林
大
城

ほ
か
深
志
な
ど
の
五
城
が
自
落
し
て
い
る
。
一
九
日
に
は
深
志
城
の
鍬
立
を
駒
井
高
白
斎
が
お

こ
な
い
、
晴
信
が
入
城
し
て
い
る（

（2
（

。
こ
の
点
を
小
笠
原
方
の
記
録
で
み
て
み
よ
う
。

史
料
七
「
二
木
家
記
」

長
時
公
林
の
城
を
御
退
被
レ
成
候
て
後
、
武
田
晴
信
公
林
の
城
を
破
却
し
、
坂
西
か
罷
有

深
志
の
城
を
取
立
、
普
請
を
成
、
城
代
に
馬
場
民
部
を
被
二
召
置
一
、
長
時
公
御
領
分
の

御
仕
置
被
レ
成
候
、
然
共
、
犬
甘
・
平
瀬
ハ
城
に
楯
篭
罷
有
候
、
然
処
に
、
馬
場
民
部
計

策
を
犬
甘
・
平
瀬
へ
入
、
互
に
其
扱
御
座
候
て
、
い
ま
た
噯
不
レ
済
処
に
、
村
上
義
清
長

時
公
為
二
御
本
意
一
、
深
志
へ
御
働
の
よ
し
申
来
候
故
、
犬
甘
・
平
瀬
弥
気
迫
、
噯
を
不
レ

聞
候

　

長
時
が
林
城
を
退
却
後
も
、
平
瀬
・
犬
甘
城
で
は
抵
抗
が
続
い
て
い
た
。
村
上
義
清
が
長
時

復
帰
の
た
め
に
深
志
へ
兵
を
出
す
こ
と
を
い
っ
て
き
た
た
め
、
意
気
軒
昂
と
し
て
馬
場
信
春
の

噯あ
つ
かい

（
和
議
仲
裁
）
も
肯
ん
ぜ
ず
に
い
た
と
い
う
。

写真Ｃ　村上義清書状写
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参
考
ま
で
に
「
笠
系
大
成
」
の
長
時
の
評
伝
を
み
る
と
、
長
時
は
七
月
一
九
日
に
林
城
を
出

た
あ
と
、
平
瀬
城
に
滞
留
し
た
と
い
う（

（2
（

。
ま
た
異
説
に
は
「
此
時
去
レ
林
、
直
到
二
鈴
岡
一
」
と

も
あ
る（

（2
（

。
義
清
は
林
城
陥
落
後
の
長
時
に
対
し
「
村
上
義
清
不
レ
忘
二
先
祖
正
統
一
、
令
レ
請
二
待

之
一
、
廻
二
本
位
之
計
策
一
」（

（2
（

、「
清
野
と
申
侍
に
被
二
仰
付
一
、
御
馳
走
被
レ
申
候
」（

（2
（

と
村
上
重
臣

清
野
氏
を
通
じ
て
長
時
の
林
城
へ
復
帰
計
画
を
廻
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
平
行
し
て
、
こ
の
七
月
、
長
時
が
新
将
軍
足
利
義
輝
へ
の
代
替
の
祝
儀
を
贈
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
取
り
次
い
だ
奉
公
衆
小
笠
原
稙
盛
は
信
濃
国
衆
へ
の
将
軍
の
下
知
が
必

要
な
場
合
は
伝
え
て
欲
し
い
、
と
返
書
を
認
め
て
い
る（

（2
（

。
長
時
は
武
田
晴
信
と
の
抗
争
に
、
新

将
軍
に
よ
る
仲
裁
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
後
情
勢
が
変
化
す
る
。
九
月
に
は「
高

梨
・
坂
木
和
談
」
し
「
於
二
半
途
対
面
一
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
義
清
と
対
立
し
て
き
た
高

梨
政
頼
が
和
睦
し
、両
者
の
中
間
地
点
で
和
議
を
成
立
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る（

（2
（

。そ
の
直
後
、

義
清
は
砥
石
城
の
攻
防
で
晴
信
の
軍
を
破
っ
た
。
翌
十
月
、
義
清
は
長
時
と
と
も
に
平
瀬
城
か

ら
出
立
し（

（2
（

義
清
は
塔
之
原
へ
、
長
時
は
氷
室

へ
陣
取
り
長
時
の
府
中
復
帰
計
画
を
本
格
的

に
始
動
さ
せ
る
。
天
文
一
九
年
七
月
ま
で
に

武
田
方
に
転
属
し
た
長
時
旧
臣
塩
尻
・
西

牧
・
坂
西
等
の
国
衆
ら
も
、
こ
の
時
点
で
残

ら
ず
長
時
に
再
帰
属
し
た（

（3
（

。

　

史
料
Ｄ
は
小
笠
原
信
定
か
ら
青
門
（
真
桑

瓜
）
を
贈
答
さ
れ
た
某
義
近
が
信
定
へ
出
し

た
礼
状
写
で
あ
る
。「
譜
録
」
で
は
「
義
近

将
軍
御
状
之
写
」
と
あ
る
が
、
そ
の
実
名
・

花
押
と
も
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、

傍
証
史
料
が
見
い
だ
さ
れ
る
ま
で
は
未
勘
文

書
の
位
置
づ
け
と
し
た
い
。

史
料
Ｄ　

未
勘
文
書
「
某
義
近
書
状
」

先
刻
は
青
門
到
来
珍
重
候
、
被
二
賞
翫

一
此
節
候
、
度
々
懇
之
事
祝
着
候
、
恐
々
謹
言

六
月
十
六
日
義
近
（
花
押
）

小
笠
原（

信

定

）

民
部
大
輔
殿

　

そ
の
あ
と
、
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
年
）
の
六
条
合
戦
・
桂
川
合
戦
に
つ
い
て
の
記
述
が

記
さ
れ
る
。「
笠
系
大
成
」
の
記
述
よ
り
も
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。

　

信
定
は
足
利
義
昭
を
三
好
三
人
衆
ら
と
と
も
に
攻
撃
し
た
本
圀
寺
の
戦
い
に
兄
長
時
ら
と
と

も
に
参
戦
し
た
が
、
桂
川
で
四
九
歳
で
戦
死
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

四　

小
笠
原
長
継
に
つ
い
て

　

信
定
の
嫡
男
孫
左
近
長
継
に
宛
て
た
文
書
も
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

史
料
Ｅ　

「
小
笠
原
貞
慶
判
物
写
」

塔
原
於
二
蔵
入
一
定
納
万
疋
之
所
出
置
候
、
直

奉
公
之
者
共
、
何
其
「
方
」
可
レ
為
二
寄
子
一
、

以
此
旨
、
諸
軍
役
無
二
如
在
一
可
レ
勤
者
也
、
仍

如
レ
件
、

天
正
十
一
癸未

七
月
廿
日　
　
　

貞
慶
（
花
押
影
）

孫
左
近
殿

史
料
Ｆ　

「
小
笠
原
貞
慶
判
物
写
」

急
候
間
、先
々
早
々
申
候
、高
名
之
者
共
、

ほ
う
び
せ
し
め
可
レ
申
候
、
此
由
御
心
得

専
一
候
、
已
上

昨
日
之
仕
合
誠
ニ
無
二
比
類
一
候
、
殊
小
山
佐

渡
被
レ
入
レ
精
段
是
又
不
レ
及
二
是
非
一
候
、
吉
事

追
々
注
進
待
入
候
、
恐
々
謹
言
、

正
月
廿
九
日　
　

貞
慶
（
花
押
影
）

写真Ｄ　某義近書状写

写真Ｅ　小笠原貞慶判物写
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孫
左
近
殿

小
山
佐
渡
守
殿

進
之
候

　

史
料
Ｅ
・
Ｆ
と
も
貞
慶
の
花
押
編
年
に
よ
れ
ば
第
３
期
花
押
で
一
致
す
る（

（3
（

。『
信
濃
史
料
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
Ｆ
は
「
笠
系
大
成
付
録
」
か
ら
採
録
し
て
い
る
た
め
、
花
押
は
影
写
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
の
点
で
は
「
譜
録
」
の
ほ
う
が
よ
り
史
料
に
忠
実
と
い
え
る
。
Ｅ
も
『
信
濃
史

料
』に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
出
典
は『
譜
録
』と
し
て
い
る
が
、
翻
刻
に
一
字
脱
が
あ
る（「
方
」）。

　

小
笠
原
長
継
は
、
信
定
の
嫡
男
で
母
は
草
間
肥
前

守
時
信
娘
で
あ
る
。
官
途
は
山
城
守
で
貞
慶
・
秀
政

に
仕
え
た
と
い
う（

（3
（

。「
犬
甘
家
記
」
に
よ
る
と
長
継

は
小
笠
原
式
部
少
輔
頼
貞
入
道
簡
斉
に
養
わ
れ
た
と

い
う
。
ま
た
「
犬
甘
古
老
夜
話
」
で
は
、
長
継
の
妻

が
松
尾
か
ら
逃
れ
る
と
き
に
子
の
政
直
（
正
休
）
を

懐
に
抱
い
て
逃
げ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
残
し
て
い
る（

（3
（

。

ま
た
、
信
定
次
男
は
信
高
で
、
天
文
二
四
年
に
長
尾

景
虎
に
属
し
た
長
時
の
嫡
子
長
隆
と
と
も
に
越
中
国

外
山
に
お
い
て
戦
死
し
て
い
る
。
信
定
三
男
は
、「
笠

系
大
成
」
で
は
実
名
不
詳
で
あ
る
が
、「
譜
録
」
で

は
舎
人
佐
入
道
で
長
満
と
し
、
小
笠
原
摂
津
守
の
養

子
と
な
り
天
正
一
二
年
に
松
本
城
内
に
て
父
子
共
々

貞
慶
に
よ
っ
て
謀
殺
さ
れ
た
と
記
す
。同
四
男
は「
笠

系
大
成
」
で
は
記
載
す
ら
な
い
が
、「
譜
録
」
で
は

信
貴
と
す
る
。
信
貴
は
信
濃
国
で
は
中
塔
城
主
で
、

長
時
の
養
子
と
な
り
、
天
正
一
一
年
に
会
津
塩
山
旅

館
で
戦
死
す
る
と
伝
え
る
が
、
傍
証
史
料
は
な
い
。

五
男
は
信
兼
で
、「
譜
録
」
と
「
笠
系
大
成
」
は
一

致
す
る
。

　

史
料
Ｅ
は
、
天
正
一
一
年
七
月
に
、
長
継
に
対
し
て
筑
摩
郡
塔
原
の
藏
入
万
疋
の
地
を
知
行

さ
せ
る
旨
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
二
月
一
三
日
に
は
、
古
厩
氏
の
ほ
か
塔
原
の
会
田

塔
原
氏
が
松
本
城
へ
誘
引
さ
れ
貞
慶
に
謀
殺
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
塔
原
は
恐
ら
く

こ
の
後
に
蔵
入
地
す
な
わ
ち
直
轄
地
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
貞
慶
に
直
奉
公

す
る
塔
原
の
土
豪
層
も
長
継
に
与
え
、
軍
役
を
賦
課
す
る
対
象
と
し
て
の
寄
子
と
せ
よ
、
と
命

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

史
料
Ｆ
は
、
長
継
と
信
定
娘
婿
で
あ
る
小
山
佐
渡
守
の
合
戦
に
お
け
る
戦
功
を
賞
し
た
も
の

で
あ
る
。
小
山
佐
渡
守
は
、
信
定
の
娘
を
妻
と
し（

（3
（

、
天
正
一
二
年
四
月
、
大
日
方
・
岩
波
と
と

も
に
貞
慶
の
使
者
と
し
て
み
え
る（

（3
（

。
ま
た
同
年
一
〇
月
に
は
五
〇
騎
で
麻
績
城
攻
め
に
、
一
二

月
に
は
高
遠
城
保
科
氏
攻
め
に
長
継
と
と
も
に
加
わ
っ
た
と
「
譜
録
」
に
記
す
。「
笠
系
大
成
」

七
に
天
正
一
二
年
或
時
、
小
山
大
日
方
等
が
五
〇
騎
で
敵
を
斥
け
た
と
す
る
の
は
一
連
の
こ
と

を
指
す
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
天
正
一
八
年
小
田
原
城
攻
め
に
長
継
も
参
加
し
、
北
条
氏
直
の
配

下
岩
槻
城
主
北
条
氏
房
と
鑓
合
わ
せ
の
合
戦
を
し
た
と
記
す
。

　

続
い
て
史
料
Ｇ
を
み
よ
う
。

史
料
Ｇ
「
足
利
義
晴
御
内
書
写
」

就
二
京
都
忩
劇
一
国
々
諸
士
抽
二
戦
功
一
候
、
於
二
其
国
一
申
合
致
二
忠
節
一
候
者
、
可
レ
為
二
神

妙
一
候
也

二
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
影
）

　
　

小
笠
原
と
の

　

「
譜
録
」
で
は
「
義
輝
将
軍
御
状
之
字（

写
カ
）」

と
あ
る
が
、
花
押
影
か
ら
み
る
と
足
利
義
輝
で
は

な
く
、
む
し
ろ
兄
足
利
義
晴
の
花
押
（
武
家
様
）
に
近
似
す
る（

（3
（

。

　

京
都
に
お
け
る
「
忩
劇
」
に
つ
い
て
国
々
諸
士
が
戦
功
を
あ
げ
た
、
そ
ち
ら
の
国
に
お
い
て

も
、
申
し
合
わ
せ
て
忠
節
を
尽
く
し
て
く
れ
れ
ば
、
神
妙
で
す
、
と
述
べ
る
。

　

関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
史
料
と
し
て
次
の
文
書
が
み
い
だ
せ
る
。

史
料
八
「
足
利
義
晴
御
内
書
案
」（

（3
（

伊
勢
守
調
申
之

今
度
京
都
不
慮
之
儀
無
二
是
非
一
次
第
候
、
此
時
節
別
而
令
二
馳
走
一
可
レ
抽
二
軍
功
一
事
肝

写真Ｆ　小笠原貞慶判物写
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要
候
、
猶
貞
忠
可
レ
申
候
也
、

二
月
廿
一
日

朝
倉
弾
正
左
衛
門
と
の
へ

史
料
九
「
足
利
義
晴
御
内
書
案
」（

（3
（

就
二
今
度
忩
劇
一
早
々
令
二
上
洛
一
之
條
、
尤
神
妙
候
、
只
今
者
先
致
二
下
国
一
時
宜
入
洛
之

砌
則
馳
参
者
、
弥
可
レ
為
二
忠
節
一
候
也
、

三
月
五
日

佐
脇
参
河
守
と
の
へ

史
料
一
〇
「
足
利
義
晴
御
内
書
案
」（

（3
（

鳥
子
ニ
小
文

就
二
京
都
忩
劇
一
到
二
江
州
一
被
二
取
退
一
十
萬
疋
到
来
候
、
尤
神
妙
喜
入
候
、
猶
尹
賢
可
レ

申
候
也
、三

月
十
五
日

畠
山
左
衛
門
佐
と
の
へ

　

史
料
八
に
み
え
る
京
都
で
の
不
慮
の
儀
と
は
、
義
晴
が
京
都
か
ら
追
わ
れ
、
近
江
国
朽
木
に

逃
れ
た
こ
と
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
大
永
七
年
の
事
件
で
あ
る
。
猶
表
記
に
よ
り
、

将
軍
の
内
意
を
政
所
執
事
伊
勢
貞
忠
が
申
し
述
べ
る
、と
い
っ
た
御
内
書
の
案
文
で
あ
る（

（4
（

。い
っ

ぽ
う
「
譜
録
」
に
あ
る
忩
劇
は
、「
い
ざ
こ
ざ
な
ど
に
よ
る
世
の
騒
ぎ
。
怱
忙
」（『
日
本
国
語
大

辞
典
』）
と
い
う
意
味
で
、
広
範
囲
な
争
乱
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

な
お
、「
東
寺
百
合
文
書
」
に
あ
る
「
一
昼
夜
不
断
光
明
真
言
時
結
番
帳
」
の
端
裏
書
に
は
、

「
光
明
講
臨
時
廻
章　

故
祐
阿　

享
禄
元
閏
九　

十
八　

大
永
七
丁
亥
冬
季
分　

依
二
世
上
怱

劇
一
延
引
」
と
あ
り
、
享
禄
元
年
に
真
言
読
誦
の
光
明
講
が
開
か
れ
、
声
明
終
了
と
同
時
に
参

勤
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
年
（
大
永
七
年
）
に
行
う
は
ず
だ
っ
た
冬
季

分
の
声
明
が「
世
上
怱
劇
」に
よ
り
延
期
さ
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る（

（4
（

。「
附
録
」に
み
え
る「
京

都
忩
劇
」
は
大
永
七
年
の
こ
の
「
世
上
怱
劇
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
史
料
九

は
三
河
国
を
本
拠
と
す
る
佐
脇
氏
に
宛
て
た
も
の
で
、
こ
の
度
の
忩
劇
で
上
洛
し
た
こ
と
を
褒

賞
し
、
下
国
後
、
時
宜
を
調
え
入
京
す
る
際
に
は
忠
節
を
尽
く
す
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。
史

写真Ｇ　足利義晴御内書写
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料
一
〇
も
御
内
書
案
で
あ
る
が
、
形
状
が
鳥
ノ
子
紙
で
切
紙
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

史
料
Ｇ
は
竪
帳
に
写
さ
れ
て
い
る
が
、
切
紙
の
形
態
で
写
し
取
ら
れ
て
い
る
。
中
村
直
勝
に
よ

れ
ば
、
御
内
書
の
形
状
の
特
色
と
し
て
「
雁
皮
紙
（
鳥
の
子
紙
）
で
あ
り
、
切
紙
が
多
い
こ
と
」

を
挙
げ
て
い
る（

（4
（

か
ら
、「
譜
録
」に
所
載
さ
れ
た
史
料
Ｇ
は
切
紙
の
御
内
書
の
形
状
を
写
し
取
っ

た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
史
料
Ｇ
も
含
め
、
足
利
義
晴
京
都
退
去
の
政
争
に
関
わ
る
御
内
書

案
の
書
止
文
言
は
い
ず
れ
も
「
候
也
」
で
あ
り
、
直
状
形
式
を
取
っ
て
い
る
点
も
、「
譜
録
」

と
そ
の
ほ
か
の
御
内
書
と
の
形
式
的
な
違
和
感
は
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
史
料
Ｇ
は
史
実
と
し
て
裏
付
け
ら
れ
る
文
書
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
譜
録
」
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成
等
の
書
誌
を

明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
松
尾
小
笠
原
氏
を
継
い
だ
小
笠
原
信
定
を
中
心
に
そ
の
嫡

子
長
継
ら
の
一
族
の
事
績
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
倉
藩
に
移
っ
た
長
継
の
系

統
の
史
料
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
編
纂
時
期
お
よ
び
そ
の
契
機
は
、
お
よ

そ
「
笠
系
大
成
」
の
時
期
に
前
後
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
こ
に
引
載
さ
れ
た
文
書
を
み
て

も
、
信
定
お
よ
び
そ
の
関
係
者
が
受
領
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
が
信
定
の
系
統

に
伝
来
し
た
文
書
と
一
応
は
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
、
室
町
時
代
後
期
の
文
書
の
う
ち
、
小
笠
原
政
秀
に
宛
て
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
文

書
は
鈴
岡
小
笠
原
氏
に
伝
来
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
ま
た
様
式
・
政
治
情
勢
な
ど
の
内
容
・
花

押
影
と
も
に
問
題
な
い
も
の
と
い
え
る
。ま
た
、滅
亡
し
た
鈴
岡
小
笠
原
政
秀
の
文
書
の
み
を
、

近
世
後
期
に
敢
え
て
小
倉
小
笠
原
氏
が
造
作
す
る
必
然
性
は
な
い
だ
ろ
う
。
鈴
岡
小
笠
原
氏
の

あ
と
を
継
承
し
た
松
尾
小
笠
原
定
基
の
あ
と
、
府
中
小
笠
原
長
棟
が
松
尾
城
を
奪
い
「
政
秀
所

二
伝
来
一
之
当
家
重
代
之
書
籍
家
宝
之
名
剣
及
器
物
等
」
を
手
に
し
、
松
尾
城
を
民
部
太
輔
信

定
に
授
け
て
い
る（

（4
（

。
こ
う
し
た
経
緯
で
鈴
岡
・
松
尾
家
に
伝
来
し
た
文
書
の
一
部
を
信
定
が
継

承
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
小
笠
原
家
の
家
史
編
纂
に
つ
い
て
は
、『
福
岡
県
史
』
に
お

い
て
詳
述
さ
れ
る
が
、
入
部
以
前
の
信
濃
国
に
関
係
す
る
史
料
に
つ
い
て
の
整
合
に
つ
い
て
は

十
全
で
は
な
い
。
本
書
に
掲
載
さ
れ
た
史
料
原
本
を
含
め
て
文
書
群
の
出
現
が
待
た
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

謝
辞　

資
料
調
査
及
び
写
真
掲
載
の
便
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
北
九
州
市
い
の
ち
の
た
び
博
物
館

及
び
学
芸
員
守
友
隆
氏
に
は
深
甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
（
令
和
六
年
一
一
月
六
日
成
稿
）。

付
記　

本
稿
脱
稿
後
、『
信
州
伊
奈
春
近
五
人
衆
と
井
月
』
一
号
（
二
〇
二
四
年
一
一
月
二
四
日
）

が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
こ
に
花
岡
康
隆
「
小
笠
原
信
定
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ

た
い
。

注１　

村
石
正
行
「
小
笠
原
貞
政
・
秀
政
発
給
文
書
の
基
礎
的
考
察
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』

二
五
、
二
〇
一
九
年
）。

２　

徳
川
義
宣
「
唐
津
小
笠
原
家
宮
内
省
呈
譜
中
の
文
書
に
つ
い
て
」（『
新
修
徳
川
家
康
文
書
の
研

究
』
徳
川
黎
明
会
、
一
九
八
三
年
、
六
一
三
・
六
一
四
頁
）。

３　

矢
部
健
太
郎
「
旧
唐
津
藩
小
笠
原
家
伝
来
中
世
文
書
の
紹
介
」（
嵐
義
人
先
生
古
稀
記
念
論
集

刊
行
委
員
会
編
『
文
化
史
史
料
考
証
』
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
、
二
〇
一
四
年
）。

４　

『
新
編
信
濃
史
料
叢
書
』
一
二
、
解
題
。
以
下
『
新
叢
書
』
と
略
記
。

５　

福
嶋
紀
子
「
廣
澤
寺
伝
来
『
小
笠
原
流
弓
馬
故
実
書
』
と
廣
澤
寺
所
蔵
文
書
」（
福
嶋
紀
子
・

藤
巻
志
津
・
後
藤
芳
孝
編
『
廣
澤
寺
伝
来
小
笠
原
流
弓
馬
故
実
書
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
六
年
）。

６　

「
笠
系
大
成
」
六
『
新
叢
書
』
一
二
、
一
五
九
頁
。

７　

「
古
老
夜
話
」（
長
野
県
立
歴
史
館
寄
託
史
料
。『
新
叢
書
』
一
二
、
二
五
六
頁
）。
長
継
は
慶

長
九
年
（
一
六
〇
四
年
）
に
五
七
歳
で
没
し
て
い
る
（「
笠
系
大
成
」
六
『
新
叢
書
』
一
二
、
一

五
八
頁
）
か
ら
、
天
文
一
八
・
九
年
ご
ろ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
ろ
う
。

８　

「
笠
系
大
成
」
六
『
新
叢
書
』
一
二
、
一
四
二
頁
。

９　

「
甲
陽
日
記
」『
新
叢
書
』
八
、
三
七
頁
。

10　

平
山
優
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
川
中
島
の
戦
い
』
上
、
学
研
Ｍ
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
二
三
三
～
二

三
五
頁
。

11　

「
笠
系
大
成
」
六
『
新
叢
書
』
一
二
、
一
六
一
頁
。

12　

『
信
濃
史
料
』
八
、
三
六
〇
頁
。
以
下
『
信
史
』
○
と
表
記
。

13　

「
勝
山
小
笠
原
文
書
」（『
信
史
』
九
、
一
一
一
～
一
一
二
頁
）。
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14　

「
勝
山
小
笠
原
文
書
『
信
史
』
九
、
一
〇
七
頁
。

15　

「
勝
山
小
笠
原
文
書
」『
信
史
』
九
、
一
〇
八
頁
。

16　

花
岡
康
隆
「
小
笠
原
政
秀
」（
平
山
優
・
花
岡
康
隆
編
『
戦
国
武
将
列
伝
』
四
、
甲
信
編
、
戎

光
祥
出
版
、
二
〇
二
四
年
）。

17　

『
中
世
花
押
の
謎
を
解
く　

足
利
将
軍
家
と
そ
の
花
押
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
五

七
・
八
頁
。

18　

以
下
の
記
述
は
後
藤
芳
孝
「
小
笠
原
氏
の
内
訌
を
め
ぐ
っ
て
」（『
松
本
市
史
研
究
』
五
、
一
九

九
五
年
）
が
詳
し
い
。
ま
た
こ
の
間
の
研
究
を
花
岡
康
隆
が
丁
寧
に
整
理
し
て
い
る
（「
総
論　

信
濃
小
笠
原
氏
研
究
の
軌
跡
と
成
果
」『
中
世
関
東
武
士
の
研
究
第
一
八
巻　

信
濃
小
笠
原
氏
』

戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
六
年
）。

19　

「
増
補
二
木
家
記
」『
新
叢
書
』
八
、
七
二
頁
。

20　

「
高
白
斎
記
」
天
文
一
四
年
六
月
一
〇
日
条
（『
新
叢
書
』
八
、
三
六
頁
）。

21　

村
石
正
行
「
村
上
義
清
最
晩
年
の
花
押
と
法
名
―
村
上
入
道
無
徹
書
状
の
紹
介
―
」（『
信
濃
』

七
五
―
八
、
二
〇
二
三
年
）
に
お
い
て
、
現
存
す
る
村
上
義
清
の
花
押
を
集
成
し
て
い
る
。
現
段

階
で
の
筆
者
の
義
清
論
は
こ
の
論
考
お
よ
び
村
石「「
川
中
島
合
戦
」と
室
町
幕
府
」（
福
原
圭
一
・

前
嶋
敏
編
『
上
杉
謙
信
』
高
志
書
院
、
二
〇
一
七
年
）、
同
「
室
町
幕
府
同
名
氏
族
論
『
信
濃
』

六
八
―
一
二
、
二
〇
一
六
年
に
よ
る
。
ま
た
村
石
『
検
証　

川
中
島
の
戦
い
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
二
四
年
）
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
義
清
の
動
向
を
総
合
的
に
叙
述
し
て
い
る
。

22　

「
高
白
斎
記
」
天
文
一
九
年
七
月
条
（『
新
叢
書
』
八
、
四
一
頁
）。

23　

「
笠
系
大
成
」
六
（『
新
叢
書
』
一
二
、
一
五
〇
頁
）。

24　

同
右
。

25　

「
小
笠
原
系
図
」
天
文
一
九
年
七
月
条
（『
信
史
』
一
一
、
四
六
九
頁
）。

26　

「
増
補
二
木
家
記
」（『
新
叢
書
』
八
、
七
四
頁
）。

27　

「
笠
系
大
成
付
録
」『
信
史
』
一
一
、
四
六
六
頁

28　

「
高
白
斎
記
」
天
文
一
九
年
九
月
二
三
日
条
（『
新
叢
書
』
八
、
四
一
頁
）。

29　

「
高
白
斎
記
」
天
文
一
九
年
一
〇
月
二
一
日
条
（『
新
叢
書
』
八
、
四
二
頁
）。

30　

同
右
。

31　

村
石
正
行「
小
笠
原
貞
慶
発
給
文
書
の
基
礎
的
考
察
」（『
信
濃
』六
七
―
一
二
、
二
〇
一
五
年
）。

32　

長
継
は
慶
長
九
年
に
飯
田
で
五
七
歳
で
没
し
て
い
る
（「
笠
系
大
成
」
六
、『
新
叢
書
』
一
二
、

一
五
八
頁
）。

33　

「
犬
甘
古
老
夜
話
」『
新
叢
書
』
一
二
、
二
五
六
頁
。『
新
編
信
濃
史
料
叢
書
』
で
底
本
と
さ
れ

た
庄
氏
本
は
現
在
県
立
歴
史
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。

34　

「
笠
系
大
成
」
六
、『
新
叢
書
』
一
二
、
一
五
八
頁
。

35　

「
笠
系
大
成
」
七
、『
新
叢
書
』
一
二
、
一
七
三
頁
。

36　

大
永
元
年
か
ら
享
禄
三
年
ま
で
こ
の
花
押
を
使
用
し
て
い
る（
注
17『
上
島
前
掲
書
』二
八
三
・

二
八
四
頁
）。

37　

「
室
町
家
御
内
書
案
下
」（『
改
訂
史
籍
集
覧
』
二
七
、
六
七
〇
頁
）。

38　

「
室
町
家
御
内
書
案
下
」（『
改
訂
史
籍
集
覧
』
二
七
、
六
七
〇
・
六
七
一
頁
）。

39　

「
室
町
家
御
内
書
案
下
」（『
改
訂
史
籍
集
覧
』
二
七
、
六
七
一
頁
）。

40　

内
談
衆
に
よ
る
将
軍
側
近
政
治
の
進
展
と
文
書
様
式
の
変
化
に
つ
い
て
は
羽
田
聡
「
足
利
義
晴

期
御
内
書
の
考
察
―
発
給
手
続
と
「
猶
～
」
表
記
―
」（『
年
報
三
田
中
世
史
研
究
』
三
、
一
九
九

六
年
）。

41　

『
東
寺
百
合
文
書
』
う
函
八
七
。

42　

中
村
直
勝
『
日
本
古
文
書
学
上
』
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
、
六
五
七
頁
。

43　

「
笠
系
大
成
」
五
（『
新
叢
書
』
一
二
、
一
四
二
頁
）。
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寛永期の制度改革と飯田藩脇坂安元―諸国巡見使・寛永国絵図・交代寄合伊那衆―

は
じ
め
に

　

戦
後
の
近
世
史
研
究
で
足
跡
を
残
し
た
佐
々
木
潤
之
介
は
、
幕
藩
制
国
家
の
成
立
・
変
容
を

四
時
代
に
区
分
し
、
そ
の
時
代
的
特
徴
を
論
じ
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第

一
期
の
成
立
期
を
太
閤
検
地
か
ら
寛
永
中
期
ま
で
に
規
定
し
、
確
立
期
の
第
二
期
を
鎖
国
の
完

成
か
ら
享
保
の
改
革
ま
で
を
想
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
幕
藩
制
国
家
が
確
立
す
る
第
二
期
へ

移
行
せ
し
め
た
社
会
的
背
景
に
は
、
寛
永
期
の
「
荒
廃
」
が
あ
っ
た
と
み
る（

１
）。

　

北
島
正
元
は
こ
れ
を
「
寛
永
末
年
の
構
造
的
危
機
を
、
将
軍
を
先
頭
に
個
別
領
主
を
総
動
員

し
た
挙
国
的
体
制
に
よ
っ
て
乗
り
こ
え
る
体
制
」
の
確
立
と
み
た
。
北
島
は
農
民
支
配
体
制
だ

け
で
な
く
、
こ
の
時
期
は
「
公
儀
」
権
力
の
実
質
的
な
確
立
の
た
め
の
集
権
的
諸
コ
ー
ス
も
並

行
し
て
進
行
す
る
時
期
と
し
、
①
「
役
方
」
優
位
の
官
僚
制
、
②
流
通
機
構
に
お
け
る
幕
藩
制

的
全
国
市
場
の
成
立
、
③
鎖
国
制
、
を
画
期
の
重
要
論
点
と
し
て
あ
げ
て
い
る（

２
）。

家
光
期
で
は

い
ず
れ
も
将
軍
権
力
の
集
中
・
強
化
が
促
進
さ
れ
て
い
る
寛
永
一
〇
年
代
に
断
行
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

第
一
期
か
ら
二
期
へ
の
移
行
期
、
す
な
わ
ち
寛
永
期
の
諸
問
題
を
、
父
秀
忠
が
没
し
た
寛
永

九
年
以
降
の
三
代
将
軍
家
光
政
権
の
観
点
で
捉
え
た
藤
野
保
は
、
老
中
・
若
年
寄
の
制
度
化
、

三
奉
行
な
ど
の
官
僚
機
構
の
整
備
、
地
方
支
配
機
構
の
整
備
、
幕
閣
の
関
東
周
辺
へ
の
配
置
、

な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
た（

３
）。

現
在
、「
寛
永
期
」
と
い
う
場
合
、
と
く
に
家
光
政
権
前
半

を
指
す
こ
と
が
多
い（

４
）の

は
、
こ
う
し
た
制
度
改
革
の
只
中
で
、
佐
々
木
の
い
う
確
立
期
幕
藩
体

制
の
画
期
と
し
て
家
光
政
権
期
が
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
画
期
と
し
て
家
光
期
を

と
ら
え
る
研
究
視
点
は
、
寛
文
期
の
家
綱
期
と
も
ど
も
い
ま
な
お
重
要
な
位
置
づ
け
で
あ
る（

５
）。

　

県
立
歴
史
館
で
は
、
開
館
以
来
、
県
外
流
出
文
書
の
収
集
に
務
め
て
い
る
。
本
稿
で
は
令
和

三
年
度
に
京
都
古
書
店
よ
り
購
入
し
た
寛
永
一
〇
年
正
月
二
〇
日「
脇
坂
安
元
条
書
」（
以
下「
脇

坂
条
書
」と
略
記
。
全
文
及
び
写
真
は
口
絵
参
照
の
こ
と
）を
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
三
ヵ

条
の
条
書
は
、
安
元
が
国
元
に
与
え
た
指
令
書
で
あ
る
が
、
内
容
が
寛
永
期
に
お
け
る
諸
制
度

改
革
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
紹
介
は
地
域
史
の
み
な
ら
ず
国
制
史
に
関
わ
る
諸
問
題

と
し
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
煩
雑
で
は
あ
る
が
逐
条
毎
に
内
容
を
整
理
し
て
み
た
い
と
思

う
。

一　

脇
坂
安
元
に
つ
い
て
―
飯
田
藩
脇
坂
家
の
初
代
―

（
１
）　

安
元
の
経
歴

　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
脇
坂
安
元
は
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
年
）
三
月
四
日
、

山
城
国
に
脇
坂
安
治
の
第
二
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
年
）
徳
川
家
康
に

謁
し
、
同
五
年
正
月
、
従
五
位
下
淡
路
守
に
叙
任
さ
れ
る
。
関
ヶ
原
の
戦
い
で
父
安
治
と
と
も

に
東
軍
に
反
転
し
た
。
同
六
年
、
徳
川
秀
忠
に
仕
え
、
同
一
九
年
大
坂
冬
の
陣
に
は
、
秀
忠
の

命
に
よ
り
藤
堂
高
虎
に
属
し
て
、
生
玉
辺
に
出
陣
し
た
。
翌
元
和
元
年
（
一
六
一
五
年
）
の
大

坂
夏
の
陣
に
も
参
陣
し
、
天
王
寺
辺
で
戦
闘
に
加
わ
っ
た
。
伊
予
国
大
洲
城
主
と
な
り
、
元
和

三
年
に
小
笠
原
忠
政
の
あ
と
を
受
け
、
飯
田
城
主
に
転
じ
、
同
国
伊
那
郡
に
五
万
石
、
上
総
国

一
の
宮
に
五
千
石
を
領
し
た
。
寛
永
三
年
九
月
一
二
日
か
ら
駿
府
城
を
守
っ
た
。
文
人
と
し
て

も
知
ら
れ
、
そ
の
蔵
書
は
八
雲
軒
本
と
し
て
今
日
に
伝
わ
る
。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
年
）
一

二
月
三
日
、
飯
田
に
て
没
し
た
。
七
〇
歳
。
飯
田
の
長
久
寺
に
葬
り
、
の
ち
父
安
治
と
同
じ
く

研
究
報
告

寛�

永
期
の
制
度
改
革
と
飯
田
藩
脇
坂
安
元�

�

―
諸
国
巡
見
使
・
寛
永
国
絵
図
・
交
代
寄
合
伊
那
衆
―

村
石
　
正
行
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京
都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
町
の
妙
心
寺
隣
華
院
に
移
葬
さ
れ
た
。
文
人
八
雲
軒
と
し
て
も
知

ら
れ
数
々
の
蔵
書
を
有
し
て
い
た（

６
）。

（
２
）　

文
書
様
式

　
「
脇
坂
条
書
」
は
二
紙
の
継
紙
で
成
る
。
文
頭
に
「
急
度
申
遣
候
」
と
記
し
、書
止
文
言
が
「
可

レ
申
候
」
と
い
う
直
状
形
式
で
あ
る
。
書
状
で
は
な
く
、
三
ヵ
条
の
箇
条
書
き
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
「
条
書
」
の
位
置
づ
け
の
文
書
で
あ
る
。

　

第
一
条
で
は
、
幽
閉
さ
れ
た
徳
川
忠
長
の
家
臣
の
扱
い
に
つ
い
て
指
示
を
し
て
い
る
。

　

第
二
条
で
は
国
廻
衆（
巡
検
使
）の
派
遣
に
際
し
て
安
元
が
三
家
臣
に
指
示
を
出
し
て
い
る
。

文
中
に
「
伊
奈
郡
之
絵
図
」
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
下
書
を
入
念
に
作
成
す
る
よ
う
に
厳
命
し

て
い
る
。

　

第
三
条
は
、
旗
本
座
光
寺
氏
と
脇
坂
氏
が
領
内
の
用
水
分
水
に
つ
い
て
指
示
を
出
し
て
い
る

条
文
で
あ
る
。
旗
本
座
光
寺
氏
の
要
求
を
同
じ
く
旗
本
の
伊
豆
木
小
笠
原
氏
、
知
久
氏
と
談
合

し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
脇
坂
側
は
結
果
に
つ
い
て
は
絵
図
面
を
基
に
確
認
す
る
よ
う
に
命
じ

て
い
る
。

　

な
お
「
端
裏
書
」
に
は
、「
寛
永
酉
ノ
二
月　

出
原
ノ
儀
此
内
ニ
有
之
」
と
あ
る
。
寛
永
一

〇
年
（
一
六
三
三
年
）
正
月
二
〇
日
に
出
さ
れ
た
文
書
内
容
抄
出
に
、
水
論
と
な
っ
た
出
原
村

を
め
ぐ
る
記
述
が
記
さ
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
端
裏
書
は
、「
差
出
人
が
書
い
た
も
の
で

は
な
く
、
文
書
の
機
能
が
終
っ
た
あ
と
、
受
取
人
が
覚
書
な
ど
の
目
的
で
書
い
た
も
の
」「
文

書
の
受
取
人
が
、
受
け
取
っ
た
と
き
、
そ
の
日
付
と
内
容
を
略
記
す
る
も
の
」

（
７
）

で
あ
る
と
す
れ

ば
、受
給
者
の
一
人
で
あ
る
下
津
屋
金
左
衛
門
景
信
が
受
け
取
り
記
述
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

次
章
で
は
「
脇
坂
条
書
」
の
逐
条
毎
に
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。

二　

�

徳
川
忠
長
の
改
易
と
飯
田
藩
「
預
」�

�

―
第
一
条
の
論
点
―

　
「
脇
坂
条
書
」
第
一
条
で
は
、徳
川
忠
長
の
改
易
と
飯
田
藩
と
の
関
わ
り
を
記
し
て
い
る
（
傍

線
筆
者
）。

一
甲
斐
之
大
納
言
様
御
内
衆
、
天
野
藤
兵
衛
・
松
崎
善
右
衛
門
右
両
人
妻
子
共
ニ
公
儀
ゟ

御
預
ケ
被
レ
成
候
而
、頓
而
其
元
へ
指
越
候
条
、天
野
藤
兵
へ
ハ
弥
五
郎
家
ニ
置
可
レ
申
候
、

松
崎
善
右
衛
門
ハ
山
崎
半
左
衛
門
家
ニ
置
可
レ
申
候
、
家
そ
こ
ね
候
ハ
ん
間
、
屋
根
、
屏

な
と
を
よ
く
つ
く
ろ
ひ
有
時
、
衆
申
候
様
ニ
相
談
可
レ
仕
候
、
何
も
御
譜
代
衆
ニ
て
親
類

ひ
ろ
き
人
ニ
候
間
、
左
様
ニ
心
得
馳
走
可
レ
仕
候
、
知
行
高
ハ
藤
兵
へ
ハ
三
百
石
、
善
右

衛
門
ハ
五
百
石
、
大
納
言
様
被
レ
遣
候
由
ニ
候
、
直
ニ
は
い
り
候
事
ハ
成
間
敷
候
間
、
町

屋
ニ
置
候
て
其
内
ニ
家
共
々
作
事
を
も
さ
セ
、
能
様
ニ
仕
候
て
は
い
り
被
レ
申
候
様
ニ
可

レ
仕
候
、
先
当
座
之
薪
・
味
噌
な
と
遣
し
候
様
ニ
用
意
仕
置
、
早
々
申
入
候
、
箕
輪
ゟ
ハ

伝
馬
、
人
足
渡
し
致
二
馳
走
一
候
へ
と
木
工
助
・
兵
右
衛
門
方
へ
可
二
申
渡
一
候
、

　

甲
斐
大
納
言
は
徳
川
秀
忠
の
次
男
で
、
家
光
の
弟
忠
長
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
忠
長
に
つ

い
て
は
小
池
進
が
評
伝
を
記
し
て
お
り（

８
）、詳

細
は
こ
れ
に
譲
る
が
、こ
こ
で
は
行
論
の
都
合
上
、

関
係
す
る
事
項
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
忠
長
は
従
二
位
大
納
言
で
、
所
領
が
主

に
駿
河
国
・
甲
斐
国
及
び
信
濃
国
小
諸
藩
あ
わ
せ
て
五
五
万
石
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
通
称
を

駿
河
大
納
言
ま
た
は
甲
斐
大
納
言
と
い
っ
た
。
兄
家
光
と
対
立
し
、
父
秀
忠
の
死
後
の
寛
永
九

年
一
〇
月
領
国
を
没
収
し
て
改
易
処
分
と
な
っ
た
。
幽
閉
さ
れ
た
上
野
国
「
高
崎
城
」（
群
馬

県
高
崎
市
）
で
一
二
月
六
日
に
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
。

　

本
文
に
み
え
る
天
野
藤
兵
衛
・
松
崎
善
右
衛
門
は
と
も
に
忠
長
の
譜
代
の
直
臣
で
あ
る
。
両

名
が
妻
子
と
も
に
飯
田
へ
預
か
り
に
な
る
、
天
野
は
弥
五
郎
家
、
松
崎
は
山
崎
半
右
衛
門
の
家

に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
家
が
毀
損
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
屋
根
や
塀
を

見
栄
え
良
く
修
繕
す
る
場
合
に
は
、
相
談
し
て
修
繕
せ
よ
と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
野
・

松
崎
両
名
と
も
に
忠
長
の
譜
代
衆
で
あ
る
の
で
、
親
類
の
家
が
栄
え
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
し

か
と
心
得
て
両
名
に
対
し
て
奔
走
し
な
さ
い
、
と
命
じ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
見
合
っ
た
預
か

り
先
に
修
繕
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

箕
輪
は
飯
田
藩
の
飛
び
地
で
約
一
万
石
（
二
三
ヶ
村
）
で
、
木
下
（
上
伊
那
郡
箕
輪
町
）
に
陣

屋
を
置
き
代
官
支
配
を
行
っ
た
。
こ
の
と
き
の
代
官
は
加
集
盛
親
で
、
寛
永
一
四
年
ま
で
在
職

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

９
）。

　

忠
長
家
臣
が
「
預
」
け
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
。「
預
」
は
江
戸
時
代
の
刑
罰
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表１　徳川忠長家臣の改易
ID 石高 役職 氏名 寛永9年冬 その後 処分内容 召返 地方給付

1 37,000 御家老 朝倉筑後守宣正 本多中務大輔に預 寛永14年没 預
2 35,000 御家老 鳥井土佐守成行 松平長門守に預 長門国 寛永14年没 預
3 15,000 三枝伊豆守守昌 内藤豊前守に預 奥州棚倉 寛永13年恩免　1万石拝領 預 寛永13年
4 10,000 興津河内守直正 謫 奥州津軽 配所で自害 謫
5 10,000 屋代越中守忠正 牧野飛騨守に預 寛永15年2月8日恩免　房州で1万石拝領 預 寛永15年
6 3,000 御用人 内藤仁兵衛正吉 預 恩免　万治2年没 預
7 3,000 御用人 大久保将監忠尚 預 息源五兵衛が浅野内匠頭に仕官 預
8 3,000 御用人 戸田半平 預 未考 預
9 6,000 大番頭 渡邊監物忠 大関土佐守に預 承応2年6月24日大関家に土地拝領 預 承応2年

10 3,000 大番頭 松平壱岐守正朝 水谷伊勢守に預 常陸国下館 寛永12年恩免　水戸家に仕官 預 寛永12年
11 2,000 大番頭 松平志摩守重成 西尾丹後守に預 常陸国土浦 寛永12年正月恩免　水戸家に仕官 預 寛永12年
12 3,084 日向半兵衛正久 蟄居 寛永11年召出　本知拝領 蟄居 寛永11年
13 2,000 依田肥後守信政 蟄居 寛永11年召出　本知拝領 蟄居 寛永11年
14 2,000 惣御代官 村上三右衛門吉正 蟄居 寛永12年恩免 蟄居 寛永12年
15 3,000 寺社奉行 榊原大内蔵 預 恩免前に死去 預
16 2,000 寺社奉行 野田杢頭 預 恩免前に死去 預
17 3,000 有馬加賀守頼次 蟄居 筑後国久留米 寛永13年恩免　江戸へ帰参 蟄居 寛永13年
18 2,000 松平因幡守忠久 謫 寛文７年7月20日恩免　江戸へ帰参　長男主水に500俵 謫 寛文７年
19 2,000 花畑番頭 矢部八左衛門 謫 上野国高崎 配所で謫 謫
20 不知 花畑番頭 永井主膳 上野国高崎 忠長逝去後配せらる
21 1,200 花畑番頭 椿井権之助正次 上野国高崎 逝去後稲葉丹後守に預、常陸国柿岡に配流、寛永14年恩免 寛永14年
22 800 花畑番頭 太田膳右衛門盛信 稲葉丹後守に預 常陸国柿岡 寛永14年恩免　桜田御殿に仕える 預 寛永14年
23 1,000 御小性御鷹頭 加藤新太郎 上野国高崎 忠長逝去後預　配所で没
24 500 御鷹頭 長田十太夫重政 永井信濃守に預 寛永13年召出、本知拝領 預 寛永13年
25 1,000 山田清太夫重次 蟄居 本知拝領 蟄居
26 400 駿府町奉行 門奈助左衛門宗勝 蟄居 恩免を蒙る 蟄居
27 800 駿府町奉行 野辺六左衛門当朝 所知を没収 追遂 没収
28 700 駿府町奉行 夏目源左衛門 所知を没収 追遂 没収
29 1,000 御馬頭 荒木十左衛門元政 松平出羽守に預　 信濃国川中島 恩免　本知拝領 預　
30 1,000 御小性 諏訪左門頼長 蟄居 信濃国高嶋 寛永13年12月召出　年俸1000俵 蟄居 寛永13年
31 不知 嶋志摩守 没収 没収
32 不知 岡嶋内膳 蟄居　預 蟄居　預
33 不知 松野主馬 蟄居　預 蟄居　預
34 不知 目付 小栗頼母 蟄居　預 蟄居　預
35 1,000 目付 大井新右衛門 蟄居 恩免　本知拝領 蟄居
36 500 目付 河野庄右衛門照盛 松平石見守に預 播磨国佐用 寛永13年恩免 預 寛永13年
37 不知 書院番 河野庄太夫通良 蟄居 寛永13年恩免　本知500石拝領　大番に加わる 蟄居 寛永13年
38 400 目付 森川助右衛門長俊 片桐出雲守に預 寛永14年恩免　御小性組　本知拝領 預 寛永14年
39 400 目付 宮城平右衛門正業 松平右近太夫に預　 播磨国赤穂 寛永11年死去 預　 寛永11年
40 不知 書院番 宮城五郎右衛門政次 蟄居 寛永13年恩免　父の本知を拝領　御小性組 蟄居 寛永13年
41 700 高木弥右衛門 蟄居 寛永11年恩免　本知拝領 蟄居 寛永11年
42 700 平岩七之助 預 恩免　水戸家に仕官 預
43 700 鈴木杢之助重利 蟄居　預 寛永10年月俸40人扶持拝領　同16年死去 蟄居　預 寛永10年
44 無足 鈴木八郎右衛門 父死去後寛永16年恩免、寛永20年12月甲州にて200石拝領 寛永16年 寛永20年
45 不知 松平新助義勝 蟄居・追逐 未考 蟄居　追逐
46 200 書院番 松平作左衛門勝吉 蟄居・追逐 未考 蟄居　追逐
47 不知 平林勘次郎 蟄居・追逐 未考 蟄居　追逐
48 不知 本多三右衛門 蟄居・追逐 未考 蟄居　追逐
49 不知 大岡求馬助 蟄居・追逐 未考 蟄居　追逐
50 700 書院番 平尾伊織 蟄居 恩免　八王子で死去　遺子依田左近本知拝領 蟄居
51 650 大番 花村三郎兵衛正吉 蟄居　預 寛永11年死去　子孫神田御殿に仕官 蟄居　預
52 600 伊東右馬允政勝 松平土佐守に預　 土佐国 寛永13年恩免本知拝領 預　 寛永13年 寛永13年
53 273 広沢五左衛門 水野日向守に預 正保5年死去 預 正保5年死去
54 500 納戸頭 松崎善右衛門吉久 蟄居　預 寛永13年恩免　寛永15年本知500石拝領 蟄居　預 寛永13年 寛永15年
55 500 納戸頭 松崎権左衛門吉次 蟄居 寛永13年恩免　寛永15年御小性に列し本知拝領 蟄居 寛永13年 寛永15年
56 200 書院番 松崎四平吉雅 大久保出羽守に預 武蔵国騎西 配所で死す 預
57 500 筒井七郎左衛門 蟄居　預 寛永11年12月本知拝領　大御番 蟄居　預 寛永11年 寛永11年
58 500 使役 本多四郎左衛門貞吉 蟄居 寛永11年恩免　本知拝領　大御番 蟄居 寛永11年 寛永11年
59 400 目付 牛込三右衛門俊重 蟄居 寛永11年12月本知拝領　小性組 蟄居 寛永11年 寛永11年
60 400 使役 森川善太夫 蟄居 寛永11年本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
61 350 櫻井八右衛門正松 蟄居 寛永11年本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
62 200 目付 逸見市之丞義長 蟄居 寛永11年12月本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
63 600 小性 佐野半左衛門政一 蟄居 寛永13年本知拝領　御小性組 蟄居 寛永13年 寛永13年
64 300 小性 土岐縫殿助頼泰 蟄居 寛永13年本知拝領　書院番 蟄居 寛永13年 寛永13年
65 200 小性 黒田六兵衛由政 蟄居 寛永11年12月本知拝領　大御番 蟄居 寛永11年 寛永11年
66 500 小性 三枝平右衛門守光 蟄居 寛永13年本知拝領　大御番 蟄居 寛永13年 寛永13年
67 200 小性 三枝喜内守次 蟄居 恩免　程なく死去 蟄居
68 200 小性 三枝七内守重 放逐 采邑賜わらず死去 放逐
69 500 三枝平六郎守知 蟄居 恩免　400石拝領 蟄居 程なく 程なく
70 500 小性 水野内記勝信 蟄居 恩免を蒙る　水野日向守に仕官 蟄居
71 250 小性 富田与右衛門兼久 蟄居 恩免を蒙り寛永20年本治は医療　大番 蟄居 寛永20年 寛永20年
72 200 小性 秩父彦兵衛重吉 蟄居 月俸賜る　寛永11年本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
73 500 書院番 稲葉内記正利 蟄居 恩免を蒙り細川越中守に仕官 蟄居
74 400 北丸留守居 小林左次兵衛重勝 井上河内守に預 遠江国浜松 寛永13年9月17日恩免　本知拝領 預 寛永13年 寛永13年
75 300 留守居 櫻井市右衛門信利 蟄居 寛永11年大御番青山因幡守組に入り本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
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76 不知 堀勘兵衛三政 蟄居 下野国烏山 蟄居
77 600 郡代 近藤五左衛門正次 蟄居 寛永11年冬恩免　寛永15年死去 蟄居 寛永11年 寛永11年
78 200 大番 近藤八兵衛正勝 蟄居 寛永11年恩免　200石拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
79 400 朝比奈吉兵衛真照 蟄居 本知拝領　御小性組 蟄居 程なく 程なく
80 300 小十人頭 飯河善左衛門 蟄居 寛永11年12月本知拝領　大御番 蟄居 寛永11年 寛永11年
81 300 小十人頭 鈴木八兵衛信吉 蟄居 寛永12年皆川山城守組に入る　12月22日本知拝領 蟄居 寛永12年 寛永12年
82 400 使役 細井金太夫 佐竹修理大夫に預 羽州 承応2年6月24日佐竹家より土地拝領 預 承応2年
83 300 八木宮内 預 寛文4年7月24日恩免　12月27日300俵 預 寛文4年 寛文4年
84 420 大番 大井茂太夫 蟄居 長男小兵衛に本知拝領　御広敷番 蟄居 程なく 程なく
85 300 大番 大井長右衛門正永 蟄居 秩父郡小川邑 寛永15年本知拝領　七人扶持 蟄居 寛永15年 寛永15年
86 400 朝比奈六左衛門昌行 蟄居 寛永11年恩免　大御番　本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
87 400 花畑番 依田小隼人貞清 蟄居 恩免　寛永19年12月本知拝領 蟄居 程なく 寛永19年
88 250 大番 依田彦左衛門信吉 蟄居 恩免　子権兵衛本知拝領　御広敷番 蟄居 程なく 程なく
89 150 大番 依田甚五左衛門守秀 蟄居 本知拝領　寛永16年御天守番 蟄居 寛永16年 程なく
90 354 花畑番 伴野九左衛門貞昌 蟄居 本知拝領 蟄居 程なく 程なく
91 400 伊丹弥五右衛門 蟄居 本知拝領　大御番 蟄居 程なく 程なく
92 200 青沼七左衛門 追逐 死去し断絶 追逐
93 150 書院番 依田友之助 蟄居 寛永13年本知拝領　御小性組斎藤摂津守組に入る 蟄居 寛永13年 寛永13年
94 300 花畑番 多門権九郎 蟄居 恩免されるも病により仕えず 蟄居
95 200 花畑番 多門平兵衛正信 蟄居 寛永11年200俵　大御番 蟄居 寛永11年 寛永11年
96 300 駒井治兵衛 蟄居 恩免　本知拝領 蟄居 程なく 程なく
97 300 松下忠兵衛 蟄居 未考 蟄居
98 不知 加藤五郎左衛門 蟄居 未考 蟄居
99 不知 坂本権十郎 蟄居 未考 蟄居

100 300 書院番 森山市兵衛 蟄居 本知拝領　大御番 蟄居
101 300 花畑番 宮城半助貞正 蟄居 寛永13年恩免　寛永15年本知拝領　御小性組に入る 蟄居 寛永13年 寛永15年
102 300 使役 高尾勘右衛門 蟄居 程なくして本知拝領 蟄居 程なく 程なく
103 300 書院番 玉虫次郎右衛門俊茂 蟄居 寛永16年本知拝領　大御番 蟄居 寛永16年 寛永16年
104 300俵 花畑番 中根五兵衛 蟄居 寛永13年恩免　寛永15年年俸300俵 蟄居 寛永13年 寛永15年
105 300 郡奉行 中嶋十右衛門盛証 蟄居 寛永11年12月本知拝領　大御番 蟄居 寛永11年 寛永11年
106 300 納戸 山中市郎右衛門元吉 蟄居 本知拝領　大御番 蟄居
107 300 納戸 黒田内蔵助忠光 追逐 子孫神田御殿に仕官 追逐
108 430 武川者 伊藤新五左衛門重昌 蟄居 寛永17年10月御宝蔵番　寛永18年本知拝領 蟄居 寛永17年 寛永18年
109 396 武川者 山寺甚左衛門信光 寛永17年10月御宝蔵番　寛永18年12月本知拝領 寛永17年 寛永18年
110 360 武川者 小尾彦左衛門重正 蟄居 本知拝領 蟄居
111 360 武川者 青木弥七郎信就 蟄居 甲州本知拝領 蟄居 寛永19年
112 290俵 武川者 青木清左衛門 蟄居 寛永16年本知拝領　寛永17年御宝蔵番 蟄居 寛永16年
113 200 武川者 折井仁左衛門次吉 寛永17年7月御宝蔵番　寛永18年本知拝領 寛永17年 寛永18年
114 290 武川者 米倉嘉左衛門 寛永10年蟄居 寛永17年御宝蔵番　寛永18年本知拝領 蟄居 寛永17年 寛永18年
115 213 武川者 米倉左太夫 寛永17年御宝蔵番　寛永18年本知拝領 寛永17年 寛永18年
116 300 武川者 山高三左衛門信俊 蟄居 恩免　大御番　寛永19年12月本知拝領 蟄居 寛永19年
117 275 武川者 山高孫兵衛親重 蟄居 恩免　大御番　寛永19年12月本知拝領 蟄居 寛永19年
118 230 武川者 曲淵勝左衛門正次 蟄居 寛永13年死去 蟄居
119 無足 武川者 曲淵彦助正長 父本知拝領　大御番
120 230 武川者 柳沢孫左衛門安吉 寛永17年召出され御宝蔵番　寛永18年本知拝領 寛永17年 寛永18年
121 160 武川者 柳沢十右衛門安忠 寛永17年召出され本知拝領 寛永17年 寛永17年
122 不知 武川者 馬場次郎兵衛 寛永17年召出され御宝蔵番　寛永18年11月15日本知拝領 寛永17年 寛永18年
123 272 武川者 津金又十郎 召出され大御番　寛永19年本知拝領 寛永19年
124 320 武川者 蔦木新八郎盛時 蟄居 大御番　寛永19年本知拝領 蟄居 寛永19年
125 300 大御番組頭 加藤伝兵衛正信 蟄居 寛永11年恩免　寛永13年本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永13年
126 300 大御番組頭 佐橋儀左衛門吉堅 蟄居 寛永11年恩免　寛永13年本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永13年
127 300 大御番組頭 戸田小平次正次 寛永11年11月大御番内藤石見守組に入り寛永12年本知拝領 寛永11年 寛永12年
128 300 大御番組頭 仙波太郎兵衛正種 寛永11年10月大御番に入り寛永12年12月本知拝領 寛永11年 寛永12年
129 300 大御番組頭 小野朝右衛門高寛 寛永11年11月11日大御番に入り寛永12年12月本知拝領 寛永11年 寛永12年
130 300 大番 野呂彦兵衛守影 蟄居 大御番本知拝領 蟄居
131 300 大番組頭 野呂文太郎直影 蟄居 大御番本知拝領 蟄居

132 400 大番 松井助太夫宗次 寛永10年6月より月俸、そののち御宝蔵番　寛永18年本知
拝領 寛永18年

133 不知 森川半右衛門 蟄居或いは預 未考 蟄居　預
134 不知 曲淵縫殿左衛門吉清 蟄居或いは預 未考 蟄居或いは預
135 不知 長塩七右衛門 蟄居或いは預 未考 蟄居或いは預
136 200 書院番 筧十左衛門 蟄居或いは預 未考 蟄居或いは預
137 不知 桑嶋惣十郎 蟄居或いは預 未考 蟄居或いは預
138 500 一色内匠定堅 蟄居 程なく本知拝領 蟄居 程なく 程なく
139 300 書院番 米津才兵衛 寛永10年6月より月俸、寛永11年大御番　本知拝領 寛永11年 寛永11年
140 不知 保科源助 追逐 未考 追逐
141 不知 広沢三郎平 追逐 若狭国酒井家に仕える 追逐

142 400 大番 水野内匠親好 寛永10年6月より月俸、寛永16年御広敷番　寛永17年本知
拝領 寛永16年 寛永17年

143 317 大番 加茂宮次兵衛直重 寛永10年6月より月俸、寛永11年恩免、本知拝領　寛永18
年死去 寛永11年 寛永11年

144 317 川井善兵衛 預 程なく恩免本知拝領 預 程なく 程なく
145 300 小菅八左衛門正重 蟄居 程なく恩免本知拝領 蟄居 程なく 程なく
146 300 松波市右衛門正友 寛永10年6月より月俸、寛永11年大御番　本知拝領 寛永11年 寛永11年
147 300 大番 服部六左衛門 程なく恩免　大番本知拝領 程なく 程なく
148 275 公事奉行 石原四郎右衛門安昌 寛永19年父の本知拝領 寛永10年 寛永19年
149 300 杉原小左衛門元明 寛永10年6月より月俸、恩免蒙る
150 270 大番 杉原平左衛門忠明 寛永10年6月より月俸、寛永16年御広敷番　本知拝領 寛永16年 寛永16年
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151 150 大番 杉原善左衛門 寛永10年6月より月俸、寛永16年富士見番　本知拝領 寛永16年 寛永16年

152 270 大番 石原太郎兵衛吉次 寛永10年6月より月俸、御広敷番　寛永20年三の丸に附さ
れる

153 350 三田五郎兵衛正宣 寛永10年6月より月俸、本知賜ふか
154 400 同朋 土屋好庵虎昌 放逐　大久保加賀守に預 配所にて死す 放逐　預
155 200 土屋権四郎 蟄居 寛永11年大御番　200石拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
156 200 勝屋勘左衛門正次 蟄居 程なくして本知拝領 蟄居 程なく 程なく
157 200 三宅与左衛門勝重 蟄居 程なくして大御番本知拝領 蟄居 程なく 程なく
158 200 糟屋与兵衛義成 蟄居 程なくして大御番本知拝領 蟄居 程なく 程なく
159 200 山上五郎三郎正久 蟄居 久しからずして大御番本知拝領 蟄居 程なく 程なく
160 200 大番 金田忠左衛門正信 蟄居 大御番松平石見守部下となり本知拝領 蟄居 程なく 程なく
161 200 花畑番 山岡四郎右衛門景広 蟄居 大御番本知拝領 蟄居
162 200 雨宮宇右衛門 蟄居 武蔵国 本知拝領 蟄居
163 200 篠山八郎兵衛資正 蟄居 寛永11年大御番に入り寛永12年本知拝領入り本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永12年
164 200 花畑番 丸山文右衛門友次 蟄居 寛永17年恩免　寛永18年本知拝領 蟄居 寛永17年 寛永18年
165 200 本間十左衛門次年 蟄居 程なくして大御番本知拝領 蟄居 程なく 程なく
166 200 都筑三四郎 蟄居 程なくして本知拝領 蟄居 程なく
167 200 大番 福井藤十郎 蟄居 相模国 芦田衆　本知拝領 蟄居
168 200 腰物役 大久保茂左衛門忠吉 蟄居 本知拝領 蟄居
169 200 腰物役 大久保次郎左衛門忠重 未考
170 200 逸見勘右衛門
171 200 腰物役 小林吉太夫正生 蟄居 寛永11年本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
172 200 江原九郎右衛門信次 蟄居 本知拝領 蟄居
173 200 花畑番 小笠原与左衛門貞利 蟄居 寛永11年大御番　本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
174 200 酒井兵四郎正吉 蟄居 寛永11年本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
175 200 飯室与兵衛 寛永9年死去 子伝八郎本知拝領
176 200 中村吉十郎長清 蟄居 程なくして本知拝領 蟄居
177 200 大番 野呂角兵衛正冨 追逐 恩免　万治3年神田御殿に仕官 追逐 万治3年
178 200 鈴木十兵衛 秋田氏に預 三春 万治4年江戸の親族に預 預
179 300 右筆 鈴木権兵衛重弘 寛永10年6月より月俸、本知賜り右筆勤む
180 200 鈴木九郎右衛門重定 蟄居 寛永10年死去　子本知賜る 蟄居
181 200 松平伝六郎昌信 蟄居 寛永11年大御番本知拝領 蟄居 寛永11年 寛永11年
182 不知 書院番 松平源左衛門宗治 寛永9年死去 子作左衛門後に神田御殿に仕官
183 200 代官 大野十右衛門元継 蟄居 程なくして大御番本知拝領 蟄居 程なく 程なく
184 250俵 代官 岩波七郎右衛門 蟄居 程なくして本知拝領 蟄居 程なく 程なく
185 200俵 代官 平岡岡右衛門吉道 蟄居 程なくして本知拝領 蟄居 程なく 程なく
186 200俵 書院番 田中又右衛門正重 蟄居 寛永11年200俵甲府代官命ぜらる 蟄居 寛永11年 寛永11年
187 不知 富永弥次右衛門 放逐 未考 放逐
188 不知 功刀弥次右衛門 放逐 未考 放逐
189 不知 書院番 加賀井惣右衛門 放逐 未考 放逐
190 不知 納戸 大石四郎右衛門 蟄居 小笠原右近太夫に仕官 蟄居
191 200 書院番 一尾長兵衛通利 寛永9年死す
192 200 小普請役 飯塚半三郎 蟄居 神田御殿へ仕官 蟄居
193 200俵 賄頭 松下主殿忠通 松下与兵衛のもとで蟄居 蟄居
194 200 書院番 田付平左衛門 蟄居 蟄居
195 不知 関根織部勝直 蟄居 本多中務大輔に仕官 蟄居
196 200俵 勘定 秋山太郎兵衛 蟄居 未考 蟄居
197 不知 大番 秋山市左衛門 蟄居 未考 蟄居
198 不知 勘定 秋山伝十郎 蟄居 未考 蟄居
199 200俵 馬預 諏訪部源六郎定之 蟄居 寛永11年恩免　大御番　寛永16年大坂で死去 蟄居 寛永11年
200 150 森川加兵衛 蟄居 寛永12年死去 蟄居

201 150 大番 内山七兵衛永明 寛永10年6月より月俸、寛永16年御天守番　寛永18年本知
拝領 寛永16年 寛永18年

202 150 大番 折井長次郎次正 寛永10年6月より月俸、寛永17年御宝蔵番　寛永18年本知
拝領 寛永17年 寛永18年

203 150 大番 折井小左衛門門次 寛永10年6月より月俸、寛永16年富士見御宝番　寛永17年
本知拝領 寛永16年 寛永17年

204 150 大番 山田六右衛門元清 寛永10年6月より月俸、寛永16年奥方御番　本知拝領 寛永16年 寛永16年
205 150 有泉太郎左衛門 寛永10年6月より月俸、寛永16年御天守番　本知拝領 寛永16年 寛永16年
206 150 旗奉行 山田清右衛門重村 追逐　蟄居 甲斐国都留郡 寛永21年死去 追逐　蟄居
207 150 大番 曽雌弥五左衛門定次 寛永10年6月より月俸、寛永16年御天守番　本知拝領 寛永16年 寛永16年

208 150 大番 曽雌平大夫定俊 寛永10年6月より月俸、寛永16年江戸召され寛永17年御宝
蔵番　本知拝領 寛永16年 寛永17年

209 148 大番 曽雌又左衛門定清 寛永10年6月より月俸、寛永17年御天守番　本知拝領 寛永17年 寛永17年
210 無足 大番 曽雌勘左衛門定次 寛永10年七人扶持　寛永17年江戸で御天守番　本知拝領 寛永10年 寛永17年
211 150 大番 上原儀左衛門 寛永10年6月より月俸、寛永16年富士見番　本知拝領 寛永10年 寛永16年
212 150 大番 守山金右衛門 寛永10年6月より月俸、寛永16年御天守番　本知拝領 寛永10年 寛永16年
213 150 大番 塩入金兵衛重成 寛永10年6月より月俸、寛永16年富士見番　本知拝領 寛永10年 寛永16年
214 150 大番 関辰之助吉直 寛永10年6月より月俸、寛永16年富士見番　下総国100石 寛永10年 寛永16年
215 150 大番 大原半兵衛資長 寛永10年6月より月俸、寛永16年御広敷番　下総国100石 寛永10年 寛永16年

216 143 大番 多田次郎右衛門 寛永10年6月より月俸、寛永16年御天守番　下総国本知拝
領 寛永10年 寛永16年

217 150 納戸 坂本与五郎 蟄居 甲斐国甲府 未考 蟄居

218 140 大番 小山九郎左衛門 寛永10年6月より月俸、御宝蔵番　寛文4年弟と差し違えて
死す 寛永10年

219 200 大番 赤井権左衛門時吉 蟄居 程なく召出、本知拝領 蟄居 程なく 程なく

220 130 大番 木内忠左衛門 寛永10年6月より月俸、寛永17年御天守番　寛永18年80石
50俵賜る 寛永10年 寛永18年

221 130 小普請 中沢百助建吉 寛永10年6月より月俸、その後御天守番　本知拝領 寛永10年
222 130 大番 武者内蔵助安貞 寛永10年6月より月俸、その後御天守番　本知拝領 寛永10年
223 130 大番 武者権右衛門宗貞 寛永10年6月より月俸、その後御天守番　本知拝領 寛永10年
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224 不知 納戸 神部喜右衛門 蟄居 未考 蟄居
225 不知 鷹巣新左衛門 蟄居 未考 蟄居
226 不知 久保嶋喜蔵 蟄居 未考 蟄居
227 120 大番 依田五兵衛盛繁 寛永10年6月より月俸、程なくして本知拝領 寛永10年 程なく
228 120 大番 依田孫市盛吉 寛永10年6月より月俸、寛永16年本知拝領 寛永10年 寛永16年
229 120 大番 関孫太郎 寛永10年6月より月俸、後未考 寛永10年

230 120 大番 布下権左衛門 寛永10年6月より月俸、その後死す故に息勘兵衛に本知拝
領 寛永10年

231 無足 大番 布下勘兵衛 寛永10年6月より月俸、その後御天守番　本知拝領 寛永10年
232 120 大番 岩下庄五郎 寛永10年6月より月俸、その後御天守番　本知拝領 寛永10年 寛永16年
233 120 大番 竹田勘右衛門 寛永10年6月より月俸、その後富士見番　本知拝領 寛永10年
234 120 大番 清野半右衛門 寛永10年6月より月俸、その後富士見番　本知拝領 寛永10年 程なく
235 100 大番 早川五郎右衛門 寛永10年6月より月俸、その後未考 寛永10年
236 不知 山県三郎左衛門 追逐 未考 追逐
237 不知 鷹役 石崎市兵衛 蟄居 未考 蟄居
238 不知 鷹役 沼野市右衛門 蟄居 未考 蟄居
239 不知 鷹役 中野久助 蟄居 未考 蟄居
240 不知 山名兵庫助 内藤左馬助に預 万治3年配所で死す 預
241 不知 花畑番 山村五郎左衛門良士 蟄居 信濃国福島 福島にて死す 蟄居
242 不知 書院番 小笠原新兵衛広信 追逐　沈淪 万治4年死す 追逐　沈淪
243 不知 戸田孫四郎 追逐　沈淪 越後中将光長に仕える 追逐　沈淪
244 100 武者市左衛門 追逐　蟄居 上野国 死す 追逐　蟄居
245 500 医師 内田玄蕃法眼千里 落居 寛永10年恩免を蒙る　本知拝領　官医 落居 寛永10年 寛永10年
246 80 小十人 重田鄕助 寛永10年6月より月俸、その後御天守番　本知拝領 寛永10年

247 60 小十人 重田平助 寛永10年6月より月俸、寛永17年御宝蔵番　寛永18年本知
拝領 寛永10年 寛永18年

248 60 小十人 重田作兵衛 寛永10年6月より月俸、寛永17年御宝蔵番　寛永18年本知
拝領 寛永10年 寛永18年

249 80 大番 石原八左衛門 寛永10年6月より月俸、寛永16年富士見番　寛永18年本知
拝領 寛永10年 寛永18年

250 90 小十人 依田半右衛門 寛永10年6月より月俸、御宝蔵番　本知拝領　のち断絶 寛永10年
251 70 小十人 依田勘三郎吉久 蟄居 寛永10年6月より月俸、寛永20年死去 蟄居 寛永10年
252 68 小十人 原太郎兵衛 寛永10年6月より月俸、寛永16年富士見番　本知拝領 寛永10年 寛永16年

253 60 小十人 櫻井九兵衛 寛永10年6月より月俸、寛永17年御宝蔵番　寛永18年本知
拝領 寛永10年 寛永18年

254 60 小十人 櫻井仁兵衛 寛永10年6月より月俸、寛永17年御宝蔵番　寛永18年本知
拝領 寛永10年 寛永18年

255 60 小十人 小林理右衛門 寛永10年6月より月俸、寛永17年御宝蔵番　寛永18年本知
拝領 寛永10年 寛永18年

256 60 小十人 関孫兵衛 寛永10年6月より月俸、その後御宝蔵番　本知拝領 寛永10年
257 60 小十人 高月忠兵衛 寛永10年6月より月俸、寛永16年富士見番　本知拝領 寛永10年 寛永16年
258 不知 鷹役 竹田喜兵衛 追逐 未考 追逐
259 100 小池与兵衛 追逐 未考 追逐
260 不知 工藤弥左衛門 追逐 未考 追逐
261 不知 書院番 野村七郎兵衛勝章 追逐 江戸金杉に住しその後紀州家に仕える 追逐
262 60 坂本武太夫 蟄居 甲斐国 正保4年94歳で死去 蟄居
263 不知 小十人 大森茂兵衛 追逐　沈淪 水戸家に仕官 追逐　沈淪
264 200俵 大井理兵衛昌秀 蟄居 寛永13年大番　 蟄居 寛永13年 寛永13年
265 60 小十人 中沢彦右衛門 追逐死去 子権之助　中沢源助の頼により神田御殿に仕官 追逐
266 不知 川井無手右衛門 中沢源助の預 その後死去 預
267 100 大井権兵衛正守 追逐 御賄方に召出 追逐
268 不知 一瀬五左衛門 追逐　沈淪 未考 追逐　沈淪
269 不知 藤田弥三郎 追逐　沈淪 未考 追逐　沈淪
270 不知 横田作之丞 追逐　沈淪 未考 追逐　沈淪
271 不知 石田与八郎 追逐　沈淪 未考 追逐　沈淪
272 100 高谷六太夫知真 追逐　沈淪 未考 追逐　沈淪
273 不知 神尾喜太夫 追逐　沈淪 未考 追逐　沈淪
274 不知 清水八郎右衛門 追逐　沈淪 未考 追逐　沈淪
275 100 岩本又次郎 追逐　沈淪 未考 追逐　沈淪
276 不知 小田切嘉右衛門 追逐　沈淪 未考 追逐　沈淪
277 不知 伊藤彦左衛門 寛永10年6月より月俸、寛永13年本知拝領　大御番 寛永10年 寛永13年
278 不知 地方役 稲山清兵衛昌能 寛永10年6月より月俸、寛永13年本知拝領　大御番 寛永10年 寛永13年
279 300 大御番与頭 秋山伊兵衛政勝 寛永10年6月より月俸、寛永13年本知拝領　大御番 寛永10年 寛永13年
280 不知 郡司 水上清太夫義長 追逐　 召返を願ううちに死去 追逐　
281 不知 稲山六兵衛直祐 寛永10年召返 寛永10年
282 不知 榊原又兵衛
283 不知 加藤吉左衛門
284 不知 岡村半六
285 不知 加能勘左衛門
286 不知 梅沢源助
287 不知 花塚三郎左衛門
288 不知 栗村助左衛門
289 不知 前坂新八
290 不知 寺田源左衛門
291 不知 市川勘左衛門
292 不知 高和金五郎
293 不知 矢部新八
294 不知 高須軍平
295 不知 堀村勘右衛門

（※「駿河忠長卿附属諸士姓名」『静岡県史』資料編９より作成）
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の
一
つ
で
、
罪
人
を
あ
る
特
定
の
者
に
預
け
て
監
禁
す
る
こ
と
を
指
す
。
武
士
、
庶
民
共
に
科

せ
ら
れ
、
預
か
り
主
が
誰
で
あ
る
か
に
よ
り
、
大
名
預
、
頭
（
組
頭
、
支
配
頭
）
預
、
町
預
、

村
預
、
所
預
、
親
類
預
な
ど
の
区
別
が
み
ら
れ
た
。
天
野
・
松
崎
と
も
に
大
名
預
で
あ
る
が
、

罪
人
扱
い
で
あ
る
の
で
、
直
接
城
下
へ
入
れ
さ
せ
ず
、
い
っ
た
ん
町
屋
で
作
事
を
さ
せ
て
か
ら

城
下
の
家
臣
宅
へ
入
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
両
名
と
も
に
忠
長
の
家
臣
で
あ
る
の
で

粗
略
な
き
よ
う
に
奔
走
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
な
お
安
元
は
寛
永
三
年
九
月
一
二
日
に
は

駿
府
城
の
守
将
と
な
り（

（1
（

、
寛
永
九
年
一
〇
月
の
忠
長
改
易
後
に
も
在
将
と
し
て
知
ら
れ
る（

（1
（

。

　

忠
長
の
行
状
や
改
易
に
つ
い
て
は
小
池
進
の
研
究（

（1
（

に
詳
し
い
の
で
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
。

忠
長
が
こ
の
改
易
に
よ
り
、
忠
長
の
家
臣
が
周
辺
大
名
に
預
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
信
濃
国
で

は
真
田
家
・
仙
石
家
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
る
。

史
料
一
「
大
鋒
院
殿
御
事
蹟
稿
」
七（

（1
（

駿
河
大
納
言
様
御
家
来

大
番
頭

寛
永
十
年
癸
酉
二
月
御
預
、
加
藤
新
太
郎　

寛
永
十
一
年
五
月
廿
五
日
死
去

史
料
二
「
東
武
実
録
」（

（1
（

（
寛
永
九
年
）
十
一
月
十
五
日
、
駿
河
大
納
言
忠
長
卿
ノ
従
士
二
十
余
輩
所
々
エ
預
ケ
ラ
ル

「
仙
石
家
譜
」

政
俊

一
同
年
十
一
月
日
不
詳
、
駿
河
大
納
言
忠
長
卿
御
家
臣
中
根
五
郎
八
并
同
人
従
者
三
人
御

預
被
二　

仰
付
一
、在
所
上
田
江
差
遣
置
、数
年
罷
在
、大
猷
院
様　

御
遠
忌
之
節
御
赦
免
、

江
戸
一
家
之
者
江
引
渡
之
、
年
月
日
不
詳

史
料
三
「
改
選
仙
石
家
譜
」（

（1
（

十
一
月
日
不
詳
、
駿
河
大
納
言
忠
長
卿
の
臣
中
根
五
郎
八
後
未
生
と
号
す
、
並
に
従
者
三
人

市
蔵
・
次
郎
助
・
其
母
以
上
三
人
な
り
、

此
母
ハ
す
な
は
ち
五
郎
八
か
乳
母
也
と
い
ふ

召
預
け
ら
る

　

表
１
は
忠
長
家
臣
の
一
覧
で
、
改
易
後
の
動
向
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
家
臣
の
処
分
は

蟄
居
・
預
・
追
逐
で
あ
る
。
逃
亡
し
た
も
の
も
い
た
（
表
２
）。
こ
の
ほ
か
、
郡
山
藩
松
平
忠

明
の
も
と
に
朝
倉
宣
正
、
山
形
藩
鳥
居
忠
常
の
も
と
に
鳥
居
淡
路
守
忠
房
、
下
館
藩
水
谷
勝
隆

の
も
と
に
松
平
正
朝
、
松
平
石
見
守
輝
澄
の
も
と
に
河
野
照
守
・
通
政
、
信
濃
小
諸
城
代
だ
っ

た
屋
代
忠
正
は
越
後
国
高
田
藩
に
預
け
ら
れ
て
い
る
。『
徳
川
実
記
』
で
は
「
そ
の
ほ
か
か
し

こ
に
つ
け
ら
れ
し
徒
は
武
蔵
・
相
模
・
伊
豆
の
内
に
蟄
居
せ
し
め
ら
れ
」（

（1
（

と
あ
る
が
、
信
濃
の

大
名
に
も
預
が
あ
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

徳
川
忠
長
の
改
易
を
め
ぐ
っ
て
は
下
重
清
の
研
究
が
詳
し
い（

（1
（

。
下
重
は
、
大
坂
夏
の
陣
後
の

徳
川
家
の
藩
屛
と
し
て
忠
長
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
忠
長

が
駿
河
・
遠
江
・
甲
斐
・
信
濃
五
五
万
石
の
大
名
と
し
て
配
置
さ
れ
た
の
は
、
大
坂
の
陣
以
後

の
西
国
に
対
す
る
軍
事
的
拠
点
・
江
戸
の
防
衛
壁
と
し
て
期
待
さ
れ
た
か
ら
と
す
る
。し
か
し
、

寛
永
七
年
以
降
、
忠
長
の
不
行
状
が
顕
然
化
し
、
幕
閣
が
危
機
感
を
抱
く

に
至
る
と
、
そ
の
対
応
策
と
し
て
は
、
寛
永
八
年
四
月
の
関
東
に
お
け
る

関
所
・
河
川
交
通
交
通
網
の
整
備
、
江
戸
城
の
防
衛
と
直
轄
地
の
強
化
、

譜
代
大
名
の
配
置
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
関
東
御
要
害
体
制
」

を
敷
い
た
の
で
あ
る
。
忠
長
が
甲
府
へ
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
こ
の
直

後
の
八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

寛
永
九
年
一
月
、
大
御
所
で
あ
る
徳
川
秀
忠
が
死
去
す
る
と
、
二
元
体

制
だ
っ
た
幕
府
政
治
が
、い
よ
い
よ
三
代
将
軍
家
光
へ
権
力
が
集
中
し「
代

始
の
法
度
」
が
出
さ
れ
た
。
家
光
親
政
期
に
は
寛
永
の
幕
政
改
革
と
も
い

う
べ
き
改
革
が
断
行
さ
れ
て
い
く
。
ま
ず
、
五
月
に
は
熊
本
藩
加
藤
家
が

改
易
さ
れ
た
。
ま
た
「
諸
隊
番
士
法
度
」「
小
姓
組
番
士
法
度
」
が
定
め

ら
れ
、
御
家
人
の
統
制
が
開
始
さ
れ
た
。
七
月
に
は
「
国
廻
衆
」
が
派
遣

さ
れ
、譜
代
大
名
配
置
換
え
の
準
備
が
進
め
ら
れ
る
。例
え
ば
九
月
に
は
、

小
倉
藩
細
川
氏
が
熊
本
へ
入
封
し
、
そ
の
あ
と
に
明
石
藩
小
笠
原
氏
が
小

倉
へ
入
封
し
て
い
る
。
同
月
に
は
「
諸
番
頭
諸
奉
行
下
賜
法
度
」
が
発
布

さ
れ
た
。

　

つ
い
で
一
〇
月
二
〇
日
に
は
、
こ
れ
ま
で
蟄
居
謹
慎
と
さ
れ
て
い
た
忠

長
の
処
分
が
下
さ
れ
、
正
式
に
改
易
と
な
っ
た（

（1
（

。
将
来
家
光
政
権
で
の
火

種
と
な
る
可
能
性
を
摘
み
取
っ
た
と
い
え
る
が
、
実
父
大
御
所
秀
忠
が
没

表２　寛永９年処分内容（数字は件数）
蟄居 138 武士や公卿に科した刑の一つ。閉門を命じた上、さらに一室に謹慎させること
預 42 罪人をある特定の者に預けて監禁するもの
追逐 37 追いはらうこと。追放
沈淪 12 ひそかに逃亡すること
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し
た
こ
と
で
処
分
の
柵

が
な
く
な
っ
た
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
忠
長

は
高
崎
藩
安
藤
家
へ
幽

閉
さ
れ
た
。
一
一
月
に

は
小
田
原
藩
に
稲
葉
政

勝
（
春
日
局
の
子
・
家

光
の
乳
兄
弟
）
が
入
封

し
、
忠
長
に
替
わ
る
関
東
防
壁
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

翌
寛
永
一
〇
年
に
な
る
と
、
家
光
に
よ
る
旗
本
改
革
が
次
第
に
進
め
ら
れ
た（

（1
（

。
旗
本
の
廩
米

取
り
（
蔵
米
取
り
）
を
す
べ
て
地
方
取
り
（
地
方
知
行
）
へ
転
換
し
、
関
東
の
旗
本
で
俸
祿
二

～
三
〇
〇
石
代
の
下
級
旗
本
が
江
戸
周
辺
に
集
中
せ
し
め
ら
れ
、
将
軍
を
支
え
る
直
轄
の
軍
事

力
の
基
盤
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
寛
永
一
〇
年
以
降
、
大
名
の
改
易
と
配
置
換
え
、
旗
本
・
御
家
人
に
よ
る
関
東

周
辺
へ
の
配
置
・
直
轄
軍
事
力
の
強
化
を
経
て
、
寛
永
一
二
年
に
は
家
光
期
の「
武
家
諸
法
度
」

及
び
「
旗
本
法
度
」
が
発
布
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
将
軍
親
族
で
あ
る
忠
長
が
改
易
さ
れ
た
あ
と
、
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
家
臣
た
ち
は

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
飯
田
城
下
に
預
か
り
と
な
っ
た
天
野
・
松
崎
両
氏
を
例
に

取
っ
て
み
よ
う
。

・
天
野
家
の
場
合

史
料
四
『
寛
永
重
修
諸
家
譜
』
藤
原
氏
天
野

清
宗　

慶
長
十
一
年
十
二
月
八
日
松
平
駿
河
大
納
言
忠
長
卿
に
附
属
せ
ら
れ
小
性
と
な
り

後
駿
河
国
庄
内
に
於
い
て
五
千
百
石
を
知
行
す
、
寛
文
九
年
忠
長
卿
罪
蒙
り
た
ま
ひ
領
国

を
除
か
れ
し
と
き
清
宗
も
堀
美
作
守
親
良
に
め
し
あ
づ
け
ら
れ
月
俸
五
十
口
を
た
ま
は
り

て
下
野
国
烏
山
に
蟄
居
し
正
保
三
年
六
月
十
二
日
か
の
地
に
を
い
て
死
す
。

清
倫　

寛
永
九
年
父
が
事
に
坐
し
て
弟
傳
兵
衛
宗
勝
、
八
左
衛
門
清
繁
、
善
太
郎
宗
行
、

左
傳
次
宗
景
と
ゝ
も
に
堀
美
作
守
親
良
に
め
し
預
け
ら
れ
烏
山
に
蟄
居
す
。
万
治
元
年
三

月
二
十
九
日
兄
弟
五
人
赦
免
あ
り
て
松
平
山
城
守
忠
国
、
松
平
伊
賀
守
忠
晴
、
堀
美
作
守

親
昌
に
た
ま
は
り
各
家
臣
と
な
り
清
倫
は
忠
晴
に
つ
か
ふ
。

・
松
崎
家
の
場
合

史
料
五
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
藤
原
氏
松
崎

松
崎
善
右
衛
門
「
天
正
十
二
年
よ
り
台
徳
院
に
つ
か
へ
奉
り
、
御
小
性
を
勤
む
、
後
駿
河

大
納
言
忠
長
卿
に
附
属
せ
ら
れ
、
納
戸
番
の
頭
を
勤
め
、
か
の
卿
の
こ
と
あ
る
の
後
、
寛

永
十
三
年
十
二
月
十
日
め
し
か
へ
さ
れ
、
武
蔵
国
幡
羅
郡
の
う
ち
に
を
い
て
采
地
五
百
石

を
賜
ひ
、
二
十
年
十
二
月
二
日
川
船
の
奉
行
と
な
り
万
治
元
年
四
月
二
日
務
を
辞
し
寛
文

二
年
三
月
二
十
四
日
死
す
。
年
八
十
四
。

　

天
野
・
松
崎
両
氏
は
忠
長
生
え
抜
き
で
は
な
く
徳
川
家
か
ら
附
属
さ
れ
た
家
臣
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
後
程
な
く
し
て
赦
免
さ
れ
て
い
る
。
松
崎
善
右
衛
門
は
三
年

後
に
は
召
し
替
え
さ
れ
、五
〇
〇
石
の
旗
本
と
し
て
幡
羅
郡
に
知
行
地
を
得
、川
船
奉
行
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
二
人
の
動
向
は
特
殊
な
事
例
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。表
３
に
よ
れ
ば
、

預
な
ど
何
ら
か
の
処
分
を
う
け
た
忠
長
旧
臣
は
、
そ
の
二
割
強
が
寛
永
一
〇
年
に
程
な
い
期
間

に
恩
免
と
な
り
、
旗
本
と
し
て
知
行
地
を
得
て
い
る
（
時
期
不
明
者
を
除
け
ば
実
に
四
割
が
直
ち

に
恩
赦
と
な
っ
て
い
る
）。
忠
長
の
附
属
家
臣
が
飯
田
藩
へ
預
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の

史
料
か
ら
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
「
脇
坂
条
書
」
が
初
見
で
あ
る
。
ま
た
具
体

的
な
手
続
き
や
譜
代
の
家
臣
の
受
け
入
れ
を
丁
寧
に
お
こ
な
う
よ
う
に
安
元
が
家
臣
に
命
じ
て

い
る
。
実
際
に
彼
ら
は
将
軍
家
に
附
属
す
る
直
臣
扱
い
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
駿
河
・
甲
斐
・

信
濃
と
い
う
東
国
防
衛
ラ
イ
ン
を
守
衛
す
る
将
軍
家
光
の
弟
・
親
藩
大
名
の
徳
川
忠
長
の
改
易

は
幕
臣
層
の
再
編
を
促
進
す
る
政
策
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
忠
長
の
家
臣
は
、
い
っ
た
ん
処
罰

を
受
け
る
が
、
寛
永
一
三
年
頃
ま
で
に
恩
免
さ
れ
復
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
旗
本
は
切
米
支

給
か
ら
知
行
地
の
給
付
に
変
化
し
て
い
る
。
処
分
を
受
け
た
忠
長
の
旧
臣
の
多
く
は
知
行
取
と

な
り
将
軍
直
属
の
常
備
軍
と
し
て
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
安
元
も
駿
府
城
守
将
と
し
て
在
城
し

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、忠
長
家
臣
の
預
を
直
接
自
身
の
飯
田
城
家
臣
へ
指
示
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

表３　忠長家臣の地方知行化

時期 恩免人数 知行給付
人　　数

程なく 23 26
寛永10年 40 1
寛永11年 35 24
寛永12年 4 5
寛永13年 18 12
寛永14年 3 0
寛永15年 2 5
寛永16年 12 17
寛永17年 11 6
寛永18年 0 18
寛永19年 0 7
寛永20年 1 2
寛文年間 2 1
不明 144 171

計 295 295
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三　

�

国
廻
衆
の
巡
回
と
寛
永
一
〇
年
の
国
絵
図
・
郡
絵
図�

�

―
第
二
条
の
論
点
―

　

次
に
、「
脇
坂
条
書
」
の
第
二
条
を
み
て
い
こ
う
。
こ
こ
で
は
国
廻
衆
と
「
伊
奈
郡
之
絵
図
」

に
つ
い
て
記
載
す
る
。

一
御
國
廻
之
衆
、
夏
中
ニ
ハ
其
元
へ
御
越
候
ハ
ん
間
、
保
肥
後
殿
内
衆
と
談
合
い
た
し
、

伊
奈
郡
之
絵
図
い
か
に
も
念
を
入
、
國
境
、
道
、
川
な
と
を
せ
ん
さ
く
い
た
し
、　

下
書

を
此
方
へ
可
相
越
候
、
肥
後
殿
へ
も
此
方
ニ
て
可
二
申
入
一
間
、
其
心
得
可
レ
有
候
、
事
之

外
御
念
入
候
間
、
國
境
、
道
の
り
な
と
、
ち
か
ハ
さ
る
様
ニ
可
レ
仕
候
、

　

こ
こ
で
い
う
御
国
廻
衆
は
幕
府
巡
見
使
の
こ
と
を
指
す
。伊
那
郡
高
遠
領
の
保
科
肥
後
守
は
、

寛
永
八
年
に
正
光
が
死
去
し
同
年
正
光
の
養
子
で
家
光
の
異
母
弟
の
正
之
が
継
承
し
て
い
る
。

「
伊
奈
郡
之
絵
図
」
を
作
成
す
る
た
め
に
安
元
が
指
示
を
出
し
て
い
る
。

　

正
保
元
年（
一
六
四
四
年
）、
江
戸
幕
府
は
諸
国
に
国
や
郡
の
絵
図
と
郷
村
帳
の
提
出
を
命
じ
、

こ
れ
が
「
正
保
国
絵
図
」
と
し
て
完
成
す
る
。
こ
の
と
き
安
元
は
伊
那
郡
を
担
当
し
作
成
し
て

い
る
。
そ
の
副
本
が
脇
坂
家
に
残
さ
れ
飯
田
市
に
寄
贈
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
信
州
伊
奈
郡
之
絵

図
」（
飯
田
市
美
術
博
物
館
蔵　

飯
田
市
指
定
文
化
財
。
以
下
「
美
博
本
」
と
略
記
）
で
あ
る（

（2
（

。
し

か
し
「
脇
坂
条
書
」
の
記
述
か
ら
、
既
に
寛
永
一
〇
年
段
階
で
「
伊
奈
郡
之
絵
図
」
の
制
作
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
美
博
本
」
の
特
徴
は
、
山
や
峠
な
ど
の
描
写
は
簡

略
で
名
称
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
が
、
例
え
ば
国
境
の
峠
で
は
「
伊
奈
と
木
曽

の
境
、
是
よ
り
木
曽
之
内
妻
籠
迄
三
里
十
二
町
」（
大
平
峠
）、「
小
野
川
よ
り
美
州
落
合
江
出

る
道
、
薗
原
越
の
古
道
只
今
は
留
申
候
道
ノ
法
五
里
」（
神
坂
峠
）、「
此
道
高
遠
城
本
江
出
ル
、

但
他
国
人
ハ
不
通
、
此
境
よ
り
高
遠
江
四
里
、
高
遠
領
分
と
鹿
塩
村
と
山
境
」（
分
杭
峠
）
な

ど
と
、
単
に
村
高
だ
け
で
な
く
、
距
離
や
峠
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

安
元
が
指
令
し
た
国
境
・
道
の
り
に
つ
い
て
国
境
や
里
程
・
行
き
先
が
具
体
的
に
記
す
よ
う
に

指
示
し
た
点
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
。
現
存
す
る
「
美
博
本
」
が
、「
脇
坂

条
書
」
に
み
ら
れ
る
「
伊
奈
郡
之
絵
図
」
の
下
書
を
も
と
と
し
て
調
製
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か

は
現
状
で
は
言
及
し
得
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
寛
永
国
絵
図
と
正
保
国
絵
図
と
の
連
続
性

を
勘
案
す
れ
ば
、
両
者
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
１
）　

御
国
廻
衆
の
派
遣

　

脇
坂
条
書
か
ら
、
寛
永
一
〇
年
夏
に
伊
那
へ
巡
見
使
が
や
っ
て
く
る
こ
と
が
脇
坂
安
元
か
ら

国
元
へ
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
御
国
廻
衆
は
寛
永
一
〇
年
正
月
六
日
に
発
せ
ら
れ
た

「
諸
国
巡
使
派
遣
」
が
制
度
的
な
淵
源
で
あ
る（

（2
（

。
江
戸
時
代
の
監
察
体
制
を
論
じ
た
大
舘
右
喜

に
よ
れ
ば
、
巡
見
使
は
蔵
入
地
・
私
領
と
も
に
派
遣
さ
れ
、
将
軍
代
替
わ
り
毎
に
派
遣
さ
れ
る

諸
国
巡
見
使
と
、
幕
府
蔵
入
地
に
派
遣
さ
れ
る
国
々
御
料
所
巡
見
と
に
分
け
ら
れ
る
。
徳
川
家

光
の
時
代
、
武
家
諸
法
度
・
諸
士
法
度
の
制
度
化
に
よ
っ
て
武
士
階
級
の
統
制
が
図
ら
れ
た
。

寛
永
一
〇
年
の
初
度
巡
見
使
は
「
有
二
日
本
国
国
廻
沙
汰
一
、
依
二
御
代
替
一
也
」
と
あ
る
よ
う

に
家
光
へ
の
代
替
わ
り
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た（

（2
（

。
こ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
諸
国
監
察
の

制
度
を
強
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
ず
寛
永
九
年
に
大
目
付
を
設
置
し
、
さ
ら
に
同
年
御

料
巡
見
使
を
派
遣
し
た
。

　

御
料
巡
見
使
は
東
国
・
西
国
の
二
地
域
の
直
轄
地
の
巡
視
・
監
察
を
図
っ
て
い
る
。
い
っ
ぽ

う
諸
国
巡
見
使
は
全
国
を
六
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
大
名
を
正
使
、
使
番
・
書
院
番
二
名
を
副
使

と
し
て
大
名
・
旗
本
領
の
監
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　

巡
見
の
内
容
は
、
御
料
巡
見
使
は
天
領
の
田
穀
生
産
物
の
豊
凶
、
大
雨
後
の
堤
防
視
察
、
そ

し
て
代
官
の
監
察
で
あ
っ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
諸
国
巡
見
使
の
最
大
の
目
的
は
大
名
領
の
仕
置
可
否
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
、
公
事

仕
置
の
監
察　

高
札
掲
示
、
国
主
賢
愚
有
無
な
ど
諸
国
大
名
の
人
物
像
や
治
政
評
価
に
重
き
が

置
か
れ
て
い
る
。
と
く
に
外
様
大
名
に
と
っ
て
巡
見
使
の
派
遣
は
幕
府
政
策
の
遵
守
・
励
行
を

求
め
ら
れ
る
監
察
で
あ
り
、
極
め
て
ナ
イ
ー
ブ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
脇

坂
安
治
が
国
元
の
家
臣
に
対
し
て
、
夏
に
国
廻
衆
が
飯
田
へ
派
遣
さ
れ
る
の
で
、「
い
か
に
も

念
を
入
れ
」「
事
之
外
念
を
入
れ
」
と
指
示
を
出
し
て
い
る
点
も
、
外
様
大
名
と
し
て
様
々
な

面
に
お
い
て
瑕
疵
が
な
い
よ
う
気
を
配
っ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

史
料
六
「
東
武
実
録
」（

（2
（

（
寛
永
九
年
十
月
）
来
年
諸
国
巡
見
す
べ
き
輩
予
メ
是
を
仰
付
ら
る
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（
中
略
）
東
海
道
・
中
山
道　

小
出
大
隅
守
・
永
井
監
物
・
桑
山
内
匠

史
料
七
「
細
川
忠
利
書
状
」（

（2
（

（
前
略
）
正
二
月
之
比
、
従
二
江
戸
一
日
本
国
へ
御
国
廻
と
し
て
三
人
充
人
を
被
レ
分
、
被
レ

遣
候
、
其
国
々
善
悪
被
二
聞
召
一
候
者
、
国
々
仕
置
も
可
レ
然
候
ハ
ん
か
と
思
レ
召
候
と
聞

候
間
、
其
御
心
得
御
尤
候
、
国
々
へ
被
レ
出
候
衆
之
書
立
、
従
二
江
戸
一
参
候
間
、
懸
二
御

目
一
候
、
此
内
誰
々
九
州
へ
被
レ
参
候
と
の
儀
者
未
知
不
レ
申
候
、
黒
田
殿
之
儀
も
十
一
月

十
九
日
西
丸
へ
召
候
而
今
度
肥
後
之
儀
付
而
、若
つ
か
へ
候
ハ
ゝ
早
々
人
数
可
レ
出
候
由
、

被
二
仰
渡
一
候
処
、
数
度
御
請
を
被
レ
仕
、
無
二
其
甲
斐
一
、
内
之
者
之
儀
ニ
付
取
合
被
レ
有

儀
不
届
と
思
召
候
（
後
略
）

十
二
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
越
中

忠
利

喜
入
摂
津
守
殿

川
上
左
近
将
監
殿

御
宿
所

　

史
料
七
に
よ
れ
ば
、
正
月
二
日
に
国
廻
衆
が
三
人
一
組
で
派
遣
さ
れ
た
こ
と
、「
そ
の
国
々

の
善
悪
聞
こ
し
召
さ
れ
候
は
ば
、
国
々
仕
置
き
も
然
る
べ
く
候
は
ん
か
と
思
し
召
し
候
」（
巡

見
先
の
国
々
の
善
悪
を
お
聞
き
に
な
れ
ば
、そ
の
国
の
治
世
も
そ
れ
な
り
で
あ
ろ
う
か
ご
判
断
に
な
る
）

と
あ
り
、
家
光
政
権
の
国
廻
衆
に
対
す
る
警
戒
を
、
小
倉
か
ら
熊
本
へ
移
封
し
て
間
も
な
い
細

川
忠
利
が
、
外
様
大
名
で
あ
る
薩
摩
国
島
津
氏
に
伝
達
し
て
い
る
。
小
倉
に
入
っ
た
の
は
小
笠

原
忠
真
で
、
忠
利
に
は
忠
真
の
妹
が
輿
入
し
て
お
り
義
兄
弟
と
な
っ
て
い
る
。

史
料
八
「
中
川
久
盛
宛
細
川
忠
利
書
状
」（

（2
（

日
本
国
御
國
廻
衆
之
御
書
付
、
先
御
状
之
内
ニ
被
レ
下
候
由
、
被
二
仰
越
一
候
へ
共
、
不
レ

参
候
付
而
、
其
通
御
報
申
入
候
つ
る
、
然
處
ニ
只
今
態
持
せ
被
レ
下
候
、
御
念
入
忝
存
候
、

尚
期
二
後
音
一
候
、
恐
惶
謹
言

二
月
五
日

中
内
膳
様

　
　
　

御
報

史
料
九
「
相
良
長
毎
宛
書
状

（
（2
（

」

遠
路
御
飛
札
拝
見
仕
候
、
如
レ
被
二
仰
越
一
、
緩
々
と
在
国
仕
有
之
儀
候
、
然
者
、
九
州
御

国
廻
之
衆
上
使
衆
被
レ
成
二
御
下
向
一
候
間
、
存
寄
儀
候
ハ
ヽ
、
御
内
衆
へ
可
二
申
入
一
由
、

得
二
其
意
一
存
候
、
次
、
当
春
ハ
預
二
御
使
者
一
色
々
御
音
信
共
、
忝
存
候
、
其
後
者
以
二
書

状
も
一
不
二
申
入
一
無
音
罷
過
候
、
当
秋
者
江
戸
へ
可
二
罷
下
一
候
条
、
其
節
以
二
面
上
一
万
々

可
二
申
承
一
候
、
此
地
相
当
之
御
用
之
儀
も
候
ハ
ヽ
、
可
レ
被
二
仰
越
一
候
、
恐
惶
謹
言

五
月
廿
五
日

相
良
左
兵
衛
様

（
２
）　

国
絵
図
の
制
作

　

第
二
条
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
は「
郡
絵
図
」の
存
在
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

寛
文
七
年
の
巡
見
使
に
つ
い
て
の
指
令
を
み
て
み
よ
う
。

史
料
一
〇
「
覚

（
（2
（

」

覚一　

今
度
諸
国
巡
見
雖
レ
被
二　

仰
付
一
、
国
之
絵
図
・
城
絵
図
無
用
事

一　

人
馬
・
家
数
改
無
レ
之
事
（
下
略
）

　

史
料
一
〇
は
寛
永
一
〇
年
に
続
く
第
二
回
目
の
諸
国
巡
見
使
に
宛
て
た
条
書
で
あ
る
。
寛
文

七
年
閏
二
月
一
八
日
に
老
中
が
岡
野
孫
九
郎
・
井
戸
新
右
衛
門
・
青
山
善
兵
衛
に
指
示
を
出
し

て
い
る
。
こ
の
第
一
条
で
、
こ
の
巡
見
に
お
け
る
国
絵
図
・
城
絵
図
の
徴
収
無
用
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
初
回
の
巡
見
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
収
取
が
巡
見
使
の
重
要
な
業
務
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て「
日
本
総
図
」（
以
下「
総

図
」）
が
作
ら
れ
て
い
る
。

　

江
戸
幕
府
が
国
家
支
配
を
す
る
中
で
、
最
も
重
要
な
事
業
と
し
て
全
国
の
郷
帳
（
石
高
・
村

高
の
確
定
）
と
国
絵
図
の
収
納
に
よ
る
統
一
政
策
が
あ
っ
た（

（2
（

。

　

幕
府
の
編
纂
し
た
総
図
は
、「
慶
長
・
正
保
・
元
禄
・
享
保
」の
四
回
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
川
村
博
忠
は
、
慶
長
期
の
国
絵
図
の
作
成
自
体
が
確
認
で
き
ず
、
原
本
も
し
く

は
写
も
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
寛
永
一
〇
年
、
寛
永
一
五
年
の
二
度
に
亘
っ
て
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総
図
が
作
ら
れ
た
こ
と
、
正
保
国
総
図
は
明
暦
の
大
火
に
よ
り
焼
失
し
、
寛
文
一
〇
年
に
再
製

さ
れ
た
、
こ
と
な
ど
重
要
な
論
点
が
新
た
に
提
起
さ
れ
た（

（2
（

。

　

本
稿
に
関
わ
る
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
年
）
の
国
絵
図
調
製
に
つ
い
て
詳
述
し
よ
う
。
川

村
は
「
日
本
六
十
余
州
国
々
切
絵
図
」
の
存
在
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
が
江
戸
幕
府
が
全
国
視
察

の
た
め
に
派
遣
し
た
巡
見
使
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
諸
国
の
国
絵
図
を
、
規
格
・
様
式
を
整
え

た
全
国
一
揃
え
の
小
型
国
絵
図
に
調
製
さ
れ
直
し
た
と
推
定
し
た（

（3
（

。
こ
の
幕
府
巡
見
使
は
、
三

人
一
組
の
六
班
で
全
国
を
分
担
巡
察
し
、
巡
察
の
報
告
と
と
も
に
国
絵
図
を
三
代
将
軍
家
光
に

提
出
し
た
。
原
本
は
焼
失
し
て
い
る
が
、
全
国
六
八
ヶ
国
を
各
国
一
枚
ず
つ
に
仕
立
て
た
国
絵

図
の
一
揃
い
、
ま
た
は
そ
の
一
部
が
、
い
く
つ
か
の
大
名
家
の
文
庫
に
写
と
し
て
伝
存
し
て
い

る
と
い
う
。
完
全
に
揃
っ
て
い
る
の
は
秋
田
県
公
文
書
館
（
写
真
１
）、
山
口
県
文
書
館
（
毛
利

家
文
庫
）、
土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館
の
み
で
あ
る
。
ま
た
。
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
（
池
田
家

文
庫　

写
真
２
）が
尾
張
・
播
磨
二
ヶ
国
分
を
欠
失
す
る
も
六
六
ヶ
国
分
の
絵
図
を
所
蔵
す
る
。

信
濃
国
絵
図
も
現
存
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
着
目
し
た
研
究
は
な
い
。

　

な
お
信
濃
国
全
図
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
最
も
古
い
も
の
は
正
保
元
年
（
一
六
四
四
年
）

に
調
製
を
命
じ
ら
れ
た
正
保
国
絵
図
で
あ
る
。飯
田
藩
脇
坂
安
元
の
ほ
か
、松
代
藩
真
田
信
之
、

飯
山
藩
松
平
忠
倶
、
松
本
藩
水
野
忠
清
、
上
田
藩
仙
石
政
俊
が
「
絵
図
被
二
仰
付
一
候
衆
」
と

な
り
、
郡
毎
分
担
し
て
郡
絵
図
が
作
成
さ
れ
真
田
家
が
統
括
し
調
製
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

控
え
と
し
て
仙
石
家
旧
蔵
「
正
保
国
絵
図
」（
上
田
市
立
博
物
館
蔵
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
脇
坂

家
旧
蔵
「
信
州
伊
奈
郡
之
絵
図
」
は
正
保
四
年
～
慶
安
元
年
の
七
ヶ
月
の
間
に
制
作
さ
れ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

こ
の
ほ
か
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
年
）
に
は
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
に
よ
っ
て
国
絵
図
制
作

が
命
じ
ら
れ
、
同
一
五
年
一
二
月
に
『
日
本
御
絵
図
』
と
し
て
完
成
し
た
。
信
濃
国
は
、
元
禄

一
四
年
九
月
に
真
田
伊
豆
守
幸
道
・
水
野
隼
人
正
忠
直
（
松
本
藩
）・
仙
石
越
前
守
政
明
（
上
田

藩
）・
松
平
遠
江
守
忠
喬
（
飯
山
藩
）
が
絵
図
元
に
な
り
調
整
し
て
い
る
。

　

天
保
一
〇
年
（
一
八
三
五
年
）
に
は
元
禄
国
絵
図
制
作
よ
り
一
三
〇
年
余
経
過
し
た
た
め
再

調
製
し
て
い
る
。
天
保
二
年（
一
八
三
一
年
）一
二
月
に
、
郷
帳
の
改
訂
に
着
手
し
、
同
五
年（
一

八
三
四
年
）
一
二
月
に
改
訂
を
お
こ
な
う
。
翌
六
年
よ
り
国
絵
図
の
改
訂
作
業
に
着
手
し
、
同

表４　日本総図と国絵図の関係

将軍

日本総図 各国絵図制作命令

信濃国絵図

郡絵図

総図制作年 西暦 総図名（原本は存在せず） 主な担当者 絵図制作命令 西暦 郡絵図有無
県立歴史館所蔵

近世郡絵図

３代 家光

寛永10年 1633 （寛永10年日本図） 不明 寛永10年 1633
寛永巡見使国絵図（日本六十余州
図）毛利家・佐竹家・池田家写

5-0-2伊那郡高遠
領絵図
9-0-8安曇郡絵図

寛永15年 1638 （寛永15年日本図）
井上政重
（大目付）

寛永15年 1638

慶安４年頃 1651 （正保日本図）
井上政重
（大目付）

寛永21年
（正保元年）

1644 正保国絵図　上田藩主仙石家副本
伊奈郡之図　脇坂家
副本

４代 家綱 寛文10年 1670 （正保日本図（再製））
北條氏長
（大目付）

寛文９年　 1669

５代 綱吉 元禄15年 1702 （元禄日本図）
井上正岑
（寺社奉行　若年寄）

元禄10年 1697
元禄国絵図　上田藩主仙石家副本
信濃國十郡大絵図　松代藩真田家
献上

N210/6/「水内郡・
更級郡・埴科郡・高
井郡 四郡絵図面」
元禄郡絵図の写か

８代 吉宗 享保13年 1728 （享保日本図）
建部賢弘
（数学者）

国絵図制作命令なし（元禄絵図を底本とする）

11代 家斉 寛政12年 1800 （大日本沿海輿地全図）

高橋景保
（天文方）　
伊能忠敬
（天文方）

12代 家慶 作成せず 天保6年 1835

天保国絵図　上田藩主仙石家写
天保信濃国絵図　松代藩真田家
天保九年献上
0-0-1信濃国全図　写　県立歴史
館蔵
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写真１　佐竹家本寛永十年「信濃国絵図」（秋田県公文書館蔵）
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写真２　池田家本寛永十年「信濃国絵図」（岡山大学附属図書館池田家文庫蔵）
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九
年
（
一
八
三
八
年
）
一
二
月
ま
で
に
全
国
の
国
絵
図
の
改
訂
に
至
る
。
天
保
国
絵
図
は
、
幕

府
が
元
禄
国
絵
図
を
短
冊
状
に
何
葉
分
か
に
切
断
し
、淡
彩
で
薄
紙
の
写
に
し
て
諸
藩
に
渡
し
、

元
禄
図
と
変
わ
っ
た
部
分
だ
け
を
紙
に
書
い
て
添
付
し
、
訂
正
し
て
提
出
さ
せ
た
て
い
る
。

　

今
回
紹
介
し
た
「
脇
坂
条
書
」
に
は
、「
国
境
道
の
り
な
ど
違
わ
ざ
る
様
に
」、
と
敢
え
て
記

し
て
い
る
よ
う
に
、巡
見
使
へ
の
提
出
を
前
提
と
す
る
絵
図
作
成
に
対
す
る
緊
張
感
が
窺
え
る
。

ま
た
従
来
知
ら
れ
て
い
る
正
保
度
「
伊
奈
郡
之
絵
図
」（
美
博
本
）
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
寛

永
度
の
「
伊
奈
郡
之
絵
図
」
作
成
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
も
と
に
寛
永
国
絵
図

が
調
製
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

（
３
）　

寛
永
国
絵
図
と
正
保
国
絵
図
の
連
続
性

　

寛
永
期
に
お
け
る
国
絵
図
の
徴
収
は
、
同
一
〇
年
（
一
六
三
三
年
）
と
同
一
五
年
の
二
回
に

わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
寛
永
一
〇
年
の
国
絵
図
は
、
同
年
の
諸
国
巡
見
使
派
遣
に
先

だ
ち
巡
見
使
か
ら
諸
藩
へ
提
出
を
求
め
た
も
の
で
同
一
二
～
一
三
年
頃
ま
で
に
巡
見
使
に
よ
っ

て
図
面
が
徴
収
さ
れ
た
。

史
料
一
〇　

「
覚
範
随
筆
」
上（

（3
（

一　

五（

寛

永

一

三

年

）

月
十
三
日
付
ニ
て
岩
波
七
郎
右
衛
門
殿
ゟ
御
状
、
江
戸
御
年
寄
衆
ゟ
御
書
付
被
レ

下
、
信
州
一
国
之
絵
図
を
致
、
郷
村
石
高
書
付
御
知
行
方
・
御
藏
入
と
も
に
絵
図
調
候
様

に
我
等
よ
り
申
入
候
へ
と
被
二
仰
下
一
候
、（
下
略
）

史
料
一
一
「
御
帳
抜
萃

（
（3
（

」

同
年
五
月
岩
波
七
郎
右
衛
門
殿
へ
ノ
御
状
ニ
江
戸
御
年
寄
衆
ゟ
信
州
一
国
之
絵
図
仕
上
候

様
ニ
被
二
仰
付
一
候
ニ
付
、
木
曽
谷
中
之
儀
も
同
意
ニ
可
レ
被
二
仰
付
一
由
、
御
公
儀
御
用
之

儀
候
間
、少
も
御
如
在
無
二
御
座
一
候
得
共
、当
谷
之
儀
ハ
尾
張
大
納
言
殿
御
領
分
ニ
候
間
、

貴
様
ゟ
御
断
被
レ
仰
御
尤
ニ
候
、
何
時
に
て
も
名
古
屋
家
老
衆
ゟ
差
圖
次
第
、
谷
中
之
儀

可
二
申
付
一
旨
御
答
被
二
仰
遣
一
候
儀
見
へ
候
、
同
年
七
月
木
曽
谷
中
絵
図
之
儀
尾
州
ゟ
申

来
、
絵
図
出
来
被
レ
遣
候
趣
相
見
へ
候
、

　

い
っ
ぽ
う
寛
永
一
五
年
の
国
絵
図
は
、「
日
本
国
中
之
惣
絵
図
被
二
仰
下
一
」
の
た
め
、
従
来

の
国
絵
図
の
出
来
が
粗
略
で
あ
っ
た
国
の
関
係
各
藩
に
対
し
て
大
目
付
か
ら
提
出
を
求
め
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
幕
府
が
一
定
の
作
成
基
準
を
示
し
た
と
思
わ
れ
、
特
に
交
通
関
係
の

記
載
が
充
実
し
て
い
る
。

　

正
保
国
絵
図
の
作
成
・
徴
収
は
正
保
元
年
（
一
六
四
四
年
）
に
始
ま
っ
て
い
る
。
寛
永
期
の

国
絵
図
徴
収
は
そ
の
前
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
川
村
は
正
保
国
絵
図
が
「
寛
永
期
に
お

け
る
一
連
の
絵
図
事
業
の
総
決
算
的
な
事
業
」
と
す
る
。
つ
ま
り
正
保
度
の
国
絵
図
は
寛
永
度

の
郡
絵
図
制
作
と
巡
見
使
に
よ
る
絵
図
徴
収
か
ら
の
事
業
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

幕
藩
体
制
の
中
で
、
家
光
期
の
改
革
「
寛
永
の
改
革
」、
す
な
わ
ち
将
軍
家
光
へ
の
権
力
集

中
構
築
の
一
環
と
し
て
郡
絵
図
・
国
絵
図
・
日
本
総
図（「
六
十
余
州
国
々
切
絵
図
」＝
寛
永
絵
図
）

の
制
作
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
脇
坂
条
書
」
で
は
、
脇
坂
氏
は
絵
図
の
作
成
を
近
隣
の

大
名
保
科
氏
と
連
携
し
入
念
に
調
製
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
「
伊
奈
郡
之
絵

図
」
制
作
に
あ
た
っ
て
領
主
間
で
相
互
に
情
報
共
有
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
と
い
え
る
。

四　

�

水
利
相
論
に
み
る
外
様
大
名
と
旗
本
交
代
寄
合�

�

―
第
三
条
の
論
点
―

（
１
）　

水
利
相
論
と
旗
本
の
「
扱
」

　

脇
坂
条
書
第
三
条
は
出
原
（
下
伊
那
郡
高
森
町
）
を
め
ぐ
る
水
論
に
つ
い
て
安
元
か
ら
指
令

が
出
て
い
る
の
で
触
れ
て
み
た
い
。

一
出
原
と
山
吹
と
の
水
ノ
出
入
ニ
付
、
座
光
寺
勘
左
絵
図
ニ
て
様
子
御
申
候
付
、
拙
子
も

不
レ
知
事
ニ
候
間
、
知
久
伊
左
殿
・
小
笠
原
勒
負
殿
致
二
相
談
一
、
水
三
ヶ
一
山
吹
へ
遣
し

候
、
三
ヶ
二
ハ
出
原
筋
へ
と
り
、
其
水
ハ
山
吹
領
と
出
原
と
本
田
之
田
数
次
第
ニ
分
候
筈

ニ
極
候
て
、
座
勘
左
ゟ
知
伊
左
殿
・
小
勒
負
殿
宛
所
ニ
て
書
物
被
レ
成
候
間
、
其
書
物
ハ

其
方
へ
請
取
、
勘
左
殿
書
物
之
文
躰
ニ
金
左
衛
門
書
物
を
い
た
し
、
伊
左
殿
・
勒
負
殿
へ

渡
し
水
之
分
領
を
も
御
両
人
衆
へ
得
二
御
意
一
、急
度
極
、出
原
之
百
姓
共
何
角
と
申
候
共
、

右
之
分
ニ
相
定
申
付
存
候
、
則
、
勘
左
衛
門
殿
ゟ
御
越
候
絵
図
遣
候
間
、
様
子
之
段
伊
左

衛
門
殿
・
勒
負
殿
へ
相
尋
可
レ
申
候
也
、
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現
在
の
高
森
町
域
の
う
ち
市
田
・
吉
田
・
牛
牧
・
大
島
山
・
出
原
の
五
ヵ
村
は
、
脇
坂
領
で

あ
っ
た
。
出
原
は
旗
本
座
光
寺
領
千
四
百
一
三
石
の
う
ち
山
吹
村
と
の
間
で
水
論
が
続
い
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
、「
脇
坂
条
書
」
で
は
「
領
主
・
地
頭
支
配
違
訴
訟
」
す
な
わ
ち
私
領
主
と

旗
本
間
の
相
論
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
座
光
寺
当
主
為
重
が
絵
図
で
そ
の
実
態
を
安
元
側
に
伝
え
た
と
い
う
。
こ
の
内
容
に

つ
い
て
安
元
は
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、旗
本
伊
豆
木
小
笠
原
氏
の
当
主
小
笠
原
長
朝（
飯

田
市
伊
豆
木
）、
同
じ
く
旗
本
知
久
昌
直
（
飯
田
市
阿
島
）
と
相
談
の
上
、
水
三
分
の
一
を
山
吹

側
へ
流
し
、三
分
の
二
を
出
原
が
取
る
と
い
う
こ
と
、そ
の
根
拠
は
双
方
の
本
田
数
で
分
け
る
、

と
取
り
決
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
座
光
寺
氏
か
ら
の
知
久
氏
及
び
伊
豆
木
小
笠
原
氏
宛
て
の

書
物
を
脇
坂
側
が
受
け
取
り
、
そ
の
書
物
を
座
光
寺
氏
の
書
状
の
文
体
で
下
津
屋
金
左
衛
門
が

書
き
記
し
、
そ
れ
ら
を
知
久
・
小
笠
原
双
方
へ
渡
す
こ
と
、
そ
し
て
川
の
分
水
量
も
両
旗
本
か

ら
承
諾
を
得
て
必
ず
決
め
る
よ
う
に
命
じ
た
。
出
原
の
百
姓
が
訴
え
て
も
以
上
の
よ
う
に
定
め

た
の
だ
と
納
得
さ
せ
よ
、
と
い
う
。
座
光
寺
か
ら
渡
さ
れ
た
絵
図
を
差
し
遣
わ
す
の
で
、
そ
の

事
情
を
知
久
・
小
笠
原
へ
も
尋
ね
よ
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

出
原
村
と
座
光
寺
領
山
吹
村
に
お
け
る
出
原
井
水
の
相
論
は
、
飯
田
領
が
小
笠
原
秀
政
治
世

下
だ
っ
た
慶
長
年
間
よ
り
窺
え
る
。
明
暦
二
年
の
出
原
村
百
姓
中
訴
状
（「
乍
レ
恐
出
原
村
御
訴

訟
申
上
候
御
事
（
（3
（

」）
に
依
れ
ば
「
小
笠
原
兵
部
様
御
代
ニ
座
光
寺
様
ゟ
色
々
公
事
被
レ
仰
候
ニ
付

兵
部
様
ゟ
御
検
使
ニ
大
池
金
右
衛
門
殿
・
原
与
右
衛
門
殿
を
被
レ
遣
、
見
分
ニ
候
ヘ
と
も
出
原

へ
之
用
水
ニ
相
極
り
申
候
事
実
正
ニ
而
御
座
候
」
と
、
出
原
井
水
が
小
笠
原
家
の
検
使
に
よ
り

「
出
原
へ
の
用
水
」
に
決
め
ら
れ
た
の
だ
と
出
原
村
百
姓
衆
は
記
す
。
し
か
し
そ
の
後
、「
淡

路
守
様
御
代
ニ
罷
成
、
廿
五
年
以
前
未
之
六
月
ニ
又
座
光
寺
様
ゟ
水
之
や
か
ら
被
二
仰
懸
一
候

故
、
飯
田
奉
行
衆
へ
理
候
ヘ
ハ
、
検
者
ニ
小
森
久
右
衛
門
殿
・
橋
詰
長
左
衛
門
殿
・
宮
崎
孫
左

衛
門
殿
両
三
人
被
レ
参
、
見
分
被
レ
申
候
へ
共
、
こ
れ
も
出
原
村
之
水
ニ
相
極
候
」
と
経
緯
を

記
し
、脇
坂
領
の
時
代
の
寛
文
八
未
年
に
も
検
使
が
見
分
し
た
結
果
、出
原
村
の
井
水
と
決
ま
っ

た
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
も
あ
る
な
か
で
、
旗
本
座
光
寺
氏
は
、
脇
坂
氏
に
絵
図
を
も
と
に
論
所
の
確

認
を
求
め
た
。
安
元
は
小
笠
原
・
知
久
両
氏
に
対
し
相
談
し
、
結
果
三
分
一
を
山
吹
へ
分
水
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
指
令
が
「
脇
坂
条
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
指
示
を
受
け
た
下
津
屋
景
信
は
出
原
村
百
姓
に
経
過
を
伝
え
て
分
水
を
命
じ
た
。

史
料
一
二
「
一
札
（
山
吹
出
原
水
分
申
候
出
入
付
）
（
（3
（

」

山
吹
・
出
原
水
分
申
候
出
入
付
、
御
両
所
様
御
扱
三
ヶ
一
本
沢
江
、
三
ヶ
弐
ハ
出
原
并
山

吹
御
領
分
之
内
、
か
い
と
両
所
之
本
田
地
棹
先
次
第
、
水
分
申
候
ニ
相
極
申
候
上
者
、
以

来
共
ニ
少
茂
相
違
御
座
在
間
敷
候
、
為
二
後
日
一
如
レ
件

寛
永
拾
癸
酉
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

脇
坂
淡
路
守
内

正
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
津
屋
金
左
衛
門
在
判

脇
坂
源
太
夫
在
判

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
御
両
所
様
御
扱
」
で
三
分
の
一
を
山
吹
側
（
座
光
寺
家
側
）
へ
、
三
分
の

二
を
飯
田
藩
領
出
原
村
と
山
吹
側
の
両
垣
内
へ
本
田
地
分
に
応
じ
て
分
水
す
る
こ
と
に
決
ま
っ

た
の
で
異
論
な
き
よ
う
に
と
し
て
い
る
。
御
両
所
様
は
旗
本
知
久
・
小
笠
原
各
氏
で
あ
る
が
、

こ
の
分
水
を
め
ぐ
る
相
論
が
こ
の
両
旗
本
に
よ
る
「
扱
」
で
あ
る
点
に
注
目
し
よ
う
。
扱
（
嚀
）

は
、
一
般
的
に
は
紛
争
解
決
の
た
め
の
方
法
の
一
つ
で
、
近
世
裁
判
制
度
上
で
は
奉
行
所
の
裁

許
（
判
決
）
に
基
づ
く
決
着
に
よ
ら
ず
、
扱
人
に
よ
る
調
停
・
仲
裁
に
よ
る
「
内
済
」
を
指
す
。

土
地
・
水
利
相
論
と
い
っ
た
民
事
相
論
に
お
い
て
は
、
こ
と
に
内
済
に
よ
る
解
決
が
推
奨
さ
れ

た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
大
竹
秀
男
に
よ
れ
ば
、
支
配
違
の
水
論
に
つ
い
て
は
、
幕
府

法
で
裁
判
管
轄
権
の
明
示
が
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、直
ち
に
は
裁
判
役
所
へ
の
提
訴
は
さ
れ
ず
、

前
段
階
で
内
済
が
勧
告
さ
れ
る
と
い
い
、「
裁
許
で
訴
訟
を
終
結
せ
し
め
る
こ
と
は
明
ら
か
に

本
意
で
な
」
く
、
内
済
こ
そ
が
第
一
義
的
な
訴
訟
解
決
手
段
と
目
さ
れ
て
い
た
と
み
る（

（3
（

。
座
光

寺
氏
は
、
脇
坂
氏
に
絵
図
を
提
出
し
論
所
の
確
認
を
求
め
て
い
る
。
絵
図
を
も
と
に
安
元
は
小

笠
原
・
知
久
両
氏
を
扱
人
と
し
て
水
論
の
仲
裁
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、「
御
両
所
様
御
扱
三
ヶ

一
本
沢
江
、
三
ヶ
弐
ハ
出
原
并
山
吹
御
領
分
之
内
、
か
い
と
両
所
之
本
田
地
棹
先
次
第
」
と
脇

坂
氏
は
、
座
光
寺
氏
の
要
求
に
従
っ
て
解
決
文
案
を
作
成
、
両
旗
本
の
了
承
を
得
て
決
定
し
、

出
原
村
に
遵
守
す
る
よ
う
触
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
事
者
で
は
な
い
旗
本

知
久
・
小
笠
原
両
氏
が
外
様
大
名
と
旗
本
の
支
配
違
相
論
の
解
決
を
共
同
で
行
っ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
出
原
村
の
異
義
申
し
立
て
が
あ
り
、
解
決
せ
ず
そ
の
後
も
係
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争
地
と
し
て
論
所
と
な
っ
て
い
っ
た
。

史
料
一
三
「
申
状

（
（3
（

」

淡
路
守
様
御
役
人
方
ゟ
水
分
ケ
遣
可
レ
申
旨
申
渡
候
得
共
、
出
原
村
ハ
日
損
之
場
所
ニ
御

座
候
ヘ
ハ
、
水
分
ケ
候
ハ
ゝ
、
荒
所
ニ
可
二
罷
成
一
と
達
而
御
断
申
候
へ
共
、
淡
路
守
様

ニ
ハ
御
大
名
様
之
御
事
故
、
縦
出
原
村
亡
所
ニ
成
候
と
て
も
少
々
之
義
小
給
所
ゟ
被
レ
貰

候
事
ニ
候
間
、
是
非
是
非
遣
候
へ
と
、
守
護
之
存
亡
ニ
無
二
御
構
一
被
二
仰
付
一
候
故
、
村
々

迷
惑
百
姓
共
難
二
相
立
一
事
ニ
付
、
出
原
村
之
も
の
共
村
を
立
退
申
候
ヘ
ハ
、
知
久
監
物

様
小
笠
原
弾
正
様
、
此
御
両
所
様
御
先
祖
知
久
伊
左
衛
門
様
・
小
笠
原
靫
負
様
、
右
之
段

被
二
聞
召
一
、
御
近
領
之
儀
笑
止
ニ
と
被
二
思
召
一
候
由
ニ
而
、
淡
路
守
へ
御
扱
之
儀
被
二
仰

出
一
、
出
原
村
之
百
姓
共
御
返
被
レ
成
、（
下
略
）
御
地
頭
ゟ
被
二
仰
付
一
義
ニ
候
間
、
右
座

光
寺
勘
左
衛
門
様
御
所
望
之
御
用
水
三
ヶ
一
山
吹
御
領
分
へ
相
通
シ
三
ヶ
二
出
原
村
用
水

ニ
可
レ
仕
候
、
其
内
勘
左
衛
門
様
御
領
分
垣
外
両
所
へ
も
水
分
候
様
ニ
御
定
、
淡
路
守
様

御
役
人
衆
ゟ
御
両
所
様
へ
書
付
御
取
被
レ
遊
候
由
及
レ
承
候

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、領
主
で
あ
る
脇
坂
家
に
よ
る
強
制
的
な
出
原
井
水
の
分
水
命
令
に
対
し
て
、

出
原
村
百
姓
が
断
っ
た
と
い
う
。
脇
坂
家
は
止
め
る
ど
こ
ろ
か
取
り
合
わ
な
か
っ
た
。
関
係
が

悪
化
し
た
出
原
村
百
姓
中
は
村
か
ら
逃
散
し
た
。
隣
接
す
る
旗
本
小
笠
原
・
知
久
両
氏
は
脇
坂

氏
に
対
し
て「
扱
い
」（
仲
裁
）を
申
し
出
て
出
原
村
百
姓
を
帰
村
さ
せ
た
、
た
だ
し
、「
御
地
頭
」

（
旗
本
）
の
命
令
で
あ
る
か
ら
、
取
り
決
め
通
り
に
三
分
の
一
は
山
吹
へ
、
三
分
の
二
は
飯
田

藩
領
出
原
の
用
水
と
し
て
分
水
す
る
こ
と
、
そ
し
て
出
原
か
ら
座
光
寺
領
両
垣
外
へ
も
分
水
す

る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
相
論
に
小
笠
原
・
知
久
両
旗
本
が
協
力
し
、
論
所
の
「
扱
」
や
、
逃
散
す
る
百
姓
と
脇

坂
氏
と
の
対
立
の
「
扱
」
を
し
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
と
に
百
姓
側
か
ら
は
両
旗
本

を
「
御
地
頭
」
と
称
し
、「
御
地
頭
ゟ
被
仰
付
義
ニ
候
間
」
と
、
将
軍
直
臣
に
よ
る
「
扱
」
に

特
別
な
意
味
を
見
い
だ
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

水
利
相
論
は
、
司
法
的
手
続
き
を
有
す
る
裁
判
の
形
式
を
備
え
な
が
ら
、
実
態
は
内
済
至
上

主
義
で
あ
り
、
裁
判
の
場
に
至
る
前
に
、
藩
や
代
官
所
役
人
に
よ
る
慫
慂
に
よ
っ
て
内
済
に
導

か
れ
る
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
行
政
的
な
も
の
で
、
中
田
薫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
強
制

内
済
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る（

（3
（

。
ま
た
、
王
翔
は
、「
水
論
は
証
拠
よ
り
も
政
治
的
戦
略
で

勝
負
す
る
も
の
」
で
、「
当
事
者
が
背
後
に
あ
る
領
主
の
力
を
借
り
た
」
と
し
、
内
済
は
司
法

的
な
判
断
と
い
う
よ
り
も
、
政
治
的
な
決
着
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る（

（3
（

。

　
「
脇
坂
条
書
」
に
は
こ
の
時
の
分
水
基
準
が
記
さ
れ
、
山
吹
・
出
原
両
村
の
本
田
数
の
割
合

に
よ
っ
て
水
量
を
分
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
正
保
国
絵
図
」
の
村
高
に
よ
れ
ば
両
村
の
村
高

は
次
の
如
く
で
あ
る
。

山
吹
村　

正
保
四
年
（
一
六
四
七
年
）
四
七
七
石　

旗
本
座
光
寺
領

出
原
村　

正
保
四
年
（
一
六
四
七
年
）
一
五
七
石　

外
様
大
名
脇
坂
領

　

出
原
用
水
が
小
笠
原
秀
政
治
政
期
の
慶
長
年
間
、
お
よ
び
脇
坂
安
元
治
政
期
の
寛
文
八
年
に

は
、
出
原
井
水
が
出
原
村
の
み
に
配
水
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
寛
文
一
〇
年
に

な
り
両
旗
本
の
扱
で
、
出
原
井
水
は
田
数
に
よ
る
分
水
が
決
め
ら
れ
、
座
光
寺
氏
に
配
慮
し
た

も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
内
済
に
不
満
を
持
っ
た
出
原
村
が
逃
散
し
抵
抗
し
た
が
、
両

旗
本
に
よ
る
扱
で
村
人
は
帰
村
し
た
が
、
分
水
に
つ
い
て
は
出
原
村
二
に
対
し
山
吹
村
一
で
村

高
の
割
合
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
実
際
、
出
原
村
へ
の
井
水
は
山
吹
領
両
垣
外
へ
通
水
し
て
か
ら
出

原
村
に
入
る
も
の
で
、
結
局
両
旗
本
は
山
吹
領
に
有
利
な
裁
決
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
両
垣
外
」
も
、
両
村
で
認
識
の
差
異
が
あ
り
、
明
暦
の
相
論
で
は
、
出
原
村
は
「
垣
外
・
た

い
と
り
垣
外
・
上
垣
外
・
下
垣
外
・
北
垣
外
」
の
う
ち
「
垣
外
・
た
い
と
り
垣
外
」
を
指
す
と

し
、
残
り
三
垣
外
に
分
水
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
一
方
山
吹
村
で
は
垣
外
全
体
を
「
上
・

下
垣
外
」
に
呼
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
垣
外
全
域
へ
の
分
水
を
求
め
た
。
こ
の
と
き
も
脇
坂

家
飯
田
奉
行
は
山
吹
村
の
要
求
通
り
垣
外
へ
分
水
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る（

（4
（

。
そ
の
後
度
々
相

論
と
な
っ
た
が
、
原
則
は
山
吹
村
へ
有
利
な
分
水
を
命
じ
て
い
る
。
明
ら
か
に
旗
本
座
光
寺
氏

へ
の
有
利
な
判
決
で
あ
る
。
王
が
指
摘
す
る
よ
う
に
支
配
違
相
論
の
場
合
、
そ
の
内
済
が
往
々

に
し
て
政
治
的
な
決
着
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）　

交
代
寄
合
信
濃
衆

　

こ
の
相
論
の
当
事
者
座
光
寺
氏
、
扱
人
で
あ
る
知
久
・
伊
豆
木
小
笠
原
各
氏
は
交
代
寄
合
信

濃
衆
と
称
さ
れ
た
。
交
代
寄
合
の
研
究
は
、
西
田
昌
樹
の
研
究
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
ほ
か
、
個
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別
研
究
と
し
て
は
美
濃
衆
・
三
河
衆
、
高
木
氏
、
米
良
氏
、
菅
沼
氏
な
ど
の
蓄
積
が
あ
る（

（4
（

。

　

こ
の
う
ち
信
濃
衆
に
つ
い
て
は
、
竹
村
雅
夫
の
研
究
が
先
駆
的
で
あ
る
ほ
か
、
千
葉
拓
真
の

一
連
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る（

（4
（

。

　

こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
れ
ば
、交
代
寄
合
は
知
行
高
が
一
万
石
未
満
の
旗
本
で
あ
り
な
が
ら
も
、

大
名
な
み
の
待
遇
を
得
、
所
領
に
居
住
し
て
江
戸
に
留
守
居
を
置
く
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ

の
た
め
隔
年
か
数
年
ご
と
に
参
勤
交
代
し
、
江
戸
城
中
で
は
帝
鑑
間
、
柳
間
に
席
を
占
め
て
い

る
。
表
御
礼
衆
二
〇
家（
う
ち
一
家
は
一
八
三
六
年
よ
り
新
規
）、
那
須
衆
四
家
、
美
濃
衆
三
家
、

信
濃
衆
三
家
、
三
河
衆
二
家
に
分
か
れ
、
ほ
か
に
二
家
が
あ
っ
た
。

　

由
緒
論
か
ら
交
代
寄
合
を
分
類
し
た
西
田
昌
樹
に
よ
れ
ば
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き

る
。

①
軍
事
的
要
所
守
衛
の
任
務
を
由
緒

　
　
　

例　

榊
原
氏
（
駿
河
久
能
）、
朽
木
氏
、
五
島
氏
な
ど

②
大
名
の
分
家
、
大
名
家
断
絶
後
そ
の
名
跡
を
継
ぐ
家
を
由
緒

　
　
　

例　

菅
沼
氏
・
生
駒
氏
・
最
上
氏

　
　
　

古
い
血
統
な
ど
高
家
筋

　
　
　

例　

山
名
氏
・
岩
松
氏
・
松
平
氏
（
三
河
松
平
氏
）

③
国
境
地
帯
を
党
と
し
て
警
衛
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
由
緒

　
　
　

那
須
衆
・
美
濃
衆
・
信
濃
衆

　

信
濃
衆
は
交
代
寄
合
と
し
て
の
活
動
が
み
え
る
一
七
世
紀
の
史
料
は
皆
無
で
あ
る
。
信
濃
衆

の
由
緒
か
ら
そ
の
動
態
を
論
じ
た
千
葉
も
、
江
戸
時
代
前
期
に
つ
い
て
の
活
動
は
不
明
で
あ
る

と
す
る
。

　

戦
国
時
代
の
国
衆
知
久
氏
は
甲
斐
の
武
田
晴
信
の
た
め
に
居
城
神
之
峯
城
を
落
と
さ
れ
、
城

主
頼
元
は
甲
府
へ
送
ら
れ
翌
弘
治
元
年
（
一
五
五
五
年
）
殺
さ
れ
た（

（4
（

と
い
わ
れ
る
。
そ
の
子
頼

氏
は
徳
川
家
康
に
仕
え
、さ
ら
に
子
則
直
の
時
、本
領
伊
那
郡
の
う
ち
三
千
石
を
与
え
ら
れ
た
。

陣
屋
は
阿
島
（
下
伊
那
郡
喬
木
村
）
に
あ
っ
た
。
子
孫
は
二
千
七
百
石
の
交
代
寄
合
（
分
家
三
百

石
）
と
し
て
明
治
に
至
っ
た（

（4
（

。

史
料
一
四
「
寛
政
重
修
諸
家
譜

（
（4
（

」

慶
長
五
年
関
原
の
役
に
供
奉
す
。
六
年
正
月
信
濃
国
の
本
領
伊
那
郡
の
う
ち
に
し
て
三
千

石
を
賜
ひ
十
九
年
大
坂
御
陣
の
と
き
、
信
濃
国
浪
合
の
関
を
ま
も
る
、
元
和
元
年
の
役
に

も
御
供
に
列
し
、（
中
略
）
六
年
九
月
信
濃
国
浪
合
・
小
野
川
・
帯
川
・
心
川
四
箇
所
の

関
を
ま
も
り
、
千
三
百
石
余
の
地
を
あ
づ
け
ら
る
ゝ
の
旨
を
蒙
り
の
ち
代
々
采
地
に
住
し

て
こ
の
こ
と
を
つ
と
む
（
下
略
）

　

戦
国
時
代
の
座
光
寺
氏
は
も
と
も
と
伊
那
郡
の
国
衆
で
武
田
氏
に
従
属
し
た
為
清
が
天
正
一

〇
年
に
敗
死
し
、
そ
の
子
為
時
が
徳
川
氏
の
家
臣
と
な
っ
た
と
す
る
。
山
吹
領
の
領
主
と
な
っ

た
。
天
正
一
八
年
に
上
州
大
竹
に
千
石
で
移
封
、
そ
の
後
、
伊
那
郡
山
吹
（
下
伊
那
郡
高
森
町
）

に
移
封
さ
れ
た
時
の
知
行
高
は
一
千
石
で
あ
っ
た
。
大
坂
の
陣
の
功
に
よ
っ
て
四
〇
〇
石
が
加

増
さ
れ
、
山
吹
・
北
駒
場
・
上
平
・
竜
口
の
四
ヵ
村
で
一
千
四
〇
〇
石
余
と
な
っ
た
。
享
保
一

一
年
、
座
光
寺
為
勝
が
作
成
し
た
伺
書
を
紹
介
し
た
千
葉
は
、
為
勝
の
由
緒
認
識
と
し
て
「
権

現
様
ゟ
為
二
御
用
心
一
被
二
差
置
一
」「
於
二
所
ニ
一
若
異
変
之
儀
有
レ
之
候
者
、
随
身
之
働
相
勤
」

と
あ
り「
ご
用
心
の
た
め
」、在
所
に
お
い
て
奉
公
す
る
家
で
あ
る
と
自
己
規
定
し
て
い
て
い
る
。

伊
豆
木
小
笠
原
氏
に
つ
い
て
も
「
代
々
采
地
に
住
し
異
変
の
こ
と
あ
ら
ば
す
み
や
か
に
注
進
す

べ
き
む
ね
お
ほ
せ
を
か
う
ぶ
り
」
と
監
視
・
注
進
の
職
務
を
命
じ
ら
れ
て
い
る（

（4
（

。
こ
の
三
家
の

江
戸
時
代
後
期
の
由
緒
意
識
を
み
る
と
、「
関
を
守
り
」（
知
久
氏
）、「
異
変
の
こ
と
あ
れ
ば
速

や
か
に
注
進
せ
よ
」（
小
笠
原
・
座
光
寺
）、「
常
々
在
所
に
お
い
て
ご
奉
公
」（
座
光
寺
氏
）
と
い

う
使
命
を
帯
び
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
千
葉
は
こ
う
し
た
信
濃
衆
三
家

の
由
緒
意
識
は
、
幕
府
に
半
ば
公
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
っ
た
と
し
、
異
な
る
由
緒
で

あ
り
な
が
ら
、
三
氏
の
在
所
は
、
家
康
・
秀
忠
か
ら
命
じ
ら
れ
た
任
務
を
遂
行
す
る「
御
役
場
」

で
あ
る
こ
と
、「
飯
田
御
城
附
之
御
横
目
」
と
い
う
意
識
を
共
通
に
持
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
う
し
た
由
緒
観
が
一
八
世
紀
後
半
に
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、「
衆
」

と
し
て
三
家
が
把
握
さ
れ
、
共
生
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
遡
及

で
き
る
か
検
討
の
余
地
は
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
改
め
て
「
脇
坂
条
書
」
第
三
条
を
み
る
と
、
将
軍
直
臣
と
し
て
の
三
家
が
飯
田
領

周
辺
に
配
置
さ
れ
、
前
述
の
よ
う
に
相
論
の
な
か
で
共
同
歩
調
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
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き
る
だ
ろ
う
。
寛
永
一
〇
年
の
相
論
で
も
、
史
料
一
三
に
み
る
如
く
、
外
様
大
名
で
あ
る
脇
坂

氏
は
論
人
で
あ
る
座
光
寺
氏
の
山
吹
村
へ
の
分
水
に
反
対
す
る
ど
こ
ろ
か
、「
是
非
是
非
遣
候

へ
と
」
出
原
村
百
姓
の
意
向
を
無
視
し
、「
出
原
之
百
姓
共
何
角
と
申
候
共
、
右
之
分
ニ
相
定

申
付
存
候
」
と
述
べ
て
座
光
寺
氏
に
有
利
な
分
水
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
の

二
旗
本
に
対
し
て
は
「
扱
」
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。「
横
目
」
の
如
く
飯
田
藩
領
に
張
り
付

き
監
視
す
る
大
名
将
軍
直
臣
三
家
に
対
し
て
、
脇
坂
氏
が
低
姿
勢
で
臨
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
。

　

飯
田
に
隣
接
す
る
奥
三
河
も
複
数
の
支
配
が
交
錯
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。例
え
ば
寛
文
四
年
、

幕
府
領
田
代
村
と
交
代
寄
合
菅
沼
家
領
分
下
平
井
村
の
雁
峰
山
境
を
め
ぐ
る
支
配
違
の
相
論
が

起
こ
っ
た
。
こ
の
時
は
、
交
代
寄
合
の
中
島
重
春
が
扱
に
及
び
、
内
済
と
な
っ
た（

（4
（

。
澤
村
怜
薫

は
、
支
配
領
主
が
異
な
る
百
姓
が
交
代
寄
合
菅
沼
氏
に
「
手
入
」（
再
調
査
）
と
「
取
捌
」（
内
済
）

を
依
頼
し
、
実
際
菅
沼
氏
が
介
入
し
て
い
る
点
か
ら
、
菅
沼
氏
の
ほ
か
旗
本
松
平
氏
、
新
城
菅

沼
氏
、旗
本
設
楽
氏
と
い
っ
た
隣
接
す
る
奥
三
河
の
諸
領
主
た
ち
は
相
互
に
連
絡
を
取
り
合
い
、

そ
し
て
内
に
共
生
し
て
い
た
と
み
る（

（4
（

。

　

一
七
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
知
久
・
小
笠
原
、
そ
し
て
座
光
寺
各
氏
は
少
な
く
と
も
外
様
大

名
脇
坂
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
共
同
歩
調
を
取
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
三
家
は
一
定
の
ま
と
ま

り
（
衆
）
と
し
て
自
己
規
定
し
、
脇
坂
氏
も
そ
う
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

交
代
寄
合
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
大
名
格
の
旗
本
で
あ
る
と
い
う
家
格
が

あ
っ
た
。
家
格
だ
け
で
な
く
「
横
目
」
と
い
う
外
様
大
名
監
視
の
役
割
を
有
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
一
七
世
紀
前
半
の
史
料
で
あ
る
「
脇
坂
条
書
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
支
配
違
の
領
主
た

ち
の
相
論
を
「
内
」
に
解
決
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
令
和
三
年
度
に
購
入
し
た
一
通
の
古
文
書
の
な
か
か
ら
、
論
点
を
抽
出
し
て
論

じ
た
も
の
で
あ
る
。
支
配
が
多
様
な
下
伊
那
地
域
に
お
い
て
、「
守
護
」（
大
名
）
と「
地
頭
」（
旗

本
・
幕
領
代
官
）
と
い
っ
た
双
方
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
様
々
な
情
報
を
も
た
ら
す
史
料
と
い

え
る
。
個
別
領
主
で
は
な
く
、
下
伊
那
地
域
の
領
主
層
が
支
配
を
超
え
て
依
存
・
共
生
し
て
い

る
状
況
が
う
か
が
え
る
。
一
七
世
紀
前
半
の
地
域
史
料
の
残
存
は
限
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
本

史
料
の
持
つ
豊
か
な
情
報
を
さ
ら
に
深
め
、
地
域
像
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
念
じ
て

い
る
が
、
紙
幅
も
尽
き
る
の
で
、
ま
ず
は
こ
こ
で
擱
筆
し
後
考
に
期
し
た
い
。

注１　

佐
々
木
潤
之
介
「
幕
藩
制
第
一
段
階
の
諸
画
期
に
つ
い
て
」（『
歴
史
学
研
究
』
二
六
〇
、
一
九

六
一
年
）。
同
編
『
村
方
騒
動
と
世
直
し
』
上
、
青
木
書
店
、
一
九
七
五
年
。
同
「
慶
安
の
幕
政

改
革
」（『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
五
年
）
な
ど
。
寛
永
一
〇
年
代
の

「
荒
廃
」
に
つ
い
て
は
藤
田
覚
「
寛
永
飢
饉
と
幕
政
」（『
歴
史
』
五
九
・
六
〇
号
、
一
九
八
一
・

二
年
、
の
ち
藤
田
『
近
世
史
料
論
の
世
界
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
二
年
所
収
）。

２　

北
島
正
元
「
寛
永
期
の
歴
史
的
位
置
」（『
幕
藩
制
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
七
八
年
）。

３　

藤
野
保
『
徳
川
幕
閣
―
武
功
派
と
官
僚
の
抗
争
―
』
中
公
新
書
、
一
九
六
五
年
。
同
『
幕
藩
体

制
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
。

４　

三
宅
克
広
「
幕
藩
制
の
確
立
―
近
世
前
期
の
成
立
を
考
え
る
―
」（『
日
本
近
世
史
入
門
』
勉
誠

社
、
二
〇
二
三
年
、
九
一
頁
）。

５　

同
右
。

６　

金
井
寅
之
助
編
『
八
雲
軒
脇
坂
安
元
資
料
集
』
松
蔭
女
子
学
院
大
学
学
術
研
究
会
、
一
九
九
〇

年
。

７　

佐
藤
進
一
『
新
訂
増
補
古
文
書
学
入
門
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
七
年
、
九
五
頁
。

８　

小
池
進
『
徳
川
忠
長
―
兄
家
光
の
苦
悩
、
将
軍
家
の
悲
劇
―
』
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
。

９　

箕
輪
町
誌
編
纂
刊
行
委
員
会
編
『
箕
輪
町
誌
』
歴
史
編
、
一
九
八
六
年
、
四
六
二
頁
。

10　

「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
九
三
七
（『
信
濃
史
料
』
二
四
、
二
〇
四
頁
。
以
下
『
信
史
』
と
略
）。

11　

『
下
伊
那
史
』
七
、
三
九
五
頁
。

12　

注
８
小
池
前
掲
書
。

13　

『
信
史
』
二
六
、
三
六
頁
。

14　

『
信
史
』
二
六
、
三
六
頁
。

15　

『
信
史
』
二
六
、
一
七
二
頁
。
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16　

寛
永
九
年
一
一
月
一
六
日
条「
大
猷
院
殿
御
実
記
」二
一（『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

徳
川
実
記
』

二
、
五
七
三
頁
）。

17　

下
重
清
「
徳
川
忠
長
の
蟄
居
・
改
易
と
「
関
東
御
要
害
」
構
想
」（『
地
方
史
研
究
』
二
八
八
、

二
〇
〇
〇
年
）。

18　

寛
永
九
年
一
〇
月
二
〇
日
条「
大
猷
院
殿
御
実
記
」二
一（『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

徳
川
実
記
』

二
、
五
六
九
頁
）。

19　

小
暮
正
利
「
近
世
前
期
旗
本
知
行
形
態
の
動
向
―
寛
永
地
方
直
し
を
中
心
と
し
て
―
」（『
駒
沢

史
学
』
二
四
、
一
九
七
七
年
）。

20　

こ
れ
に
つ
い
て
『
下
伊
那
史
』
で
は
、
絵
図
に
記
さ
れ
て
い
る
代
官
市
岡
清
次
の
任
官
年
・
宮

﨑
重
照
の
没
年
か
ら
勘
案
し
、「
美
博
本
」
が
正
保
四
年
一
二
月
～
慶
安
元
年
七
月
の
間
の
完
成

と
み
る
（『
下
伊
那
史
』
七
、
一
九
八
〇
年
）。
中
井
博
は
、
正
保
度
「
信
濃
国
絵
図
」
が
脇
坂
淡

路
守
（
安
元
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
美
博
本
」
に
は
安
元
の
養
子
脇
坂
中
務
少
輔
（
安

政
）
と
記
さ
れ
、
双
方
に
異
同
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、「
美
博
本
」
は
脇
坂
安
政
が
飯
田
か
ら

播
州
竜
野
へ
移
封
と
な
っ
た
際
に
写
し
取
ら
れ
た
副
本
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
中

井
博
「
信
州
伊
奈
郡
之
絵
図
」『
飯
田
市
美
術
博
物
館
研
究
紀
要
』
二
、
一
九
九
一
年
）。

21　

寛
永
九
年
一
〇
月
二
〇
日
条「
大
猷
院
殿
御
実
記
」二
一（『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

徳
川
実
記
』

二
、
五
八
一
頁
）。

22　

寛
永
一
〇
年
正
月
一
三
日
「
御
当
家
記
録
」（『
信
史
』
二
六
、
二
〇
頁
）。

23　

『
信
史
』
二
六
、
一
八
頁
。

24　

『
大
日
本
古
文
書　

島
津
家
文
書
』
六
、
二
四
五
六
。

25　

『
大
日
本
古
文
書　

細
川
家
文
書
』
二
〇
〇
八
。

26　

『
大
日
本
古
文
書　

細
川
家
文
書
』
二
一
九
一
。

27　

『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
三
、
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
、
三
二
六
頁
。

28　

川
村
博
忠
「
寛
永
一
〇
年
巡
見
使
へ
提
出
し
た
防
長
両
国
絵
図
（
控
）
の
現
存
」（『
地
図
』
五

九
、
二
〇
二
一
年
）。

29　

川
村
博
忠
「
寛
永
期
に
お
け
る
国
絵
図
の
調
製
に
つ
い
て
」（『
地
域
―
そ
の
文
化
と
自
然
―
』

福
武
書
店
、
一
九
八
二
年
）、
川
村
博
忠
『
江
戸
幕
府
撰
国
絵
図
の
研
究
』
一
九
八
四
年
、
古
今

書
院
。

30　

川
村
博
忠「
寛
永
国
絵
図
の
縮
尺
図
と
み
ら
れ
る「
日
本
六
十
余
州
国
絵
図
」」（『
歴
史
地
理
学
』

三
七
―
五
、
一
九
九
五
年
）。

31　

市
村
咸
人
『
下
伊
那
史
』
七
。

32　

『
信
史
』
二
六
、
五
九
二
頁
。

33　

『
信
史
』
二
六
、
五
九
二
・
三
頁

34　

「
宮
下
家
文
書
」（『
高
森
町
誌
』
上
巻
後
編
、
八
四
四
頁
）。

35　

「
宮
下
家
文
書
」（『
高
森
町
誌
』
上
巻
後
編
、
八
七
七
頁
）。

36　

大
竹
秀
男
「
近
世
水
利
訴
訟
法
に
お
け
る
「
内
済
」
の
原
則
」（『
法
制
史
研
究
』
一
、
一
九
五

一
年
、
一
八
三
頁
）。

37　

「
宮
下
家
文
書
」（『
高
森
町
誌
』
上
巻
後
編
、
八
七
七
頁
）。

38　

中
田
薫
「
徳
川
時
代
の
民
事
裁
判
実
録
」（『
法
制
史
論
集
』
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
三
年
）。

39　

王
翔
「
近
世
水
論
訴
訟
に
お
け
る
戦
略
と
影
響
要
因
―
筑
波
地
区
を
事
例
に
―
」（『
筑
波
法
政
』

五
四
、
二
〇
一
三
年
）。

40　

『
高
森
町
史
』
上
巻
後
編
、
八
七
八
頁
。

41　

西
田
昌
樹
「『
交
代
寄
合
』
考
」（『
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
三
六
、
一
九
八
六
年
）。
日

置
弥
三
郎「
交
代
寄
合
美
濃
衆
に
つ
い
て
―
特
に
西
高
木
家
―（『
史
林
』一
八
三
、
一
九
六
〇
年
）。

同
「
交
代
寄
合
三
河
衆
中
島
家
に
つ
い
て
―
吉
田
・
田
原
両
藩
主
と
の
交
流
を
中
心
と
し
て
―
」

（『
桜
花
学
園
大
学
研
究
紀
要
』
一
、
一
九
九
九
年
）。
伊
藤
孝
幸
『
交
代
寄
合
高
木
家
の
研
究
―

近
世
領
主
権
力
と
支
配
の
特
質
―
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
年
。
岡
崎
寛
徳
「
交
代
寄
合
の
参

府
と
在
府
」（『
大
倉
山
論
集
』五
九
、
二
〇
一
三
年
）。
大
賀
郁
夫「
交
代
寄
合
米
良
氏
と
人
吉
藩
」

（『
宮
崎
公
立
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
二
二
―
一
、
二
〇
一
四
年
）。
澤
村
怜
薫
「
交
代
寄
合
新
城

菅
沼
家
の
家
政
と
領
域
支
配
」（
中
野
等
監
修
『
近
世
三
河
と
地
域
社
会
』
岩
田
書
院
、
二
〇
二

三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

42　

竹
村
雅
夫
「
交
代
寄
合
「
伊
那
衆
」
に
つ
い
て
」（『
伊
那
』
一
七
―
四
、
一
九
六
九
年
）。『
高

森
町
史
』（
上
巻
後
編
、
一
九
七
二
年
）。
千
葉
拓
真
「
一
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
飯
田
藩
と
信
濃

衆
「
飯
田
御
用
覚
書
」
の
分
析
か
ら
」（『
飯
田
市
歴
史
研
究
所
年
報
』
一
四
、
二
〇
一
四
年
）。

千
葉
拓
真「
一
八
世
紀
後
半
の
交
代
寄
合
信
濃
衆
―
伊
豆
木
小
笠
原
氏
の
動
向
を
中
心
に
―
」（『
論

集
き
ん
せ
い
』
三
九
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

43　

平
山
優
「
知
久
頼
元
・
頼
氏
」（『
戦
国
武
将
列
伝
』
四　

甲
信
編
、
二
〇
二
四
年
）。

44　

藤
井
明
広
「
旧
交
代
寄
合
知
久
家
の
明
治
維
新
」（『
立
正
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
三
三
、
二
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〇
一
七
年
）。

45　

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』。

46　

前
掲
注
42
、
千
葉
二
〇
一
四
年
論
文
。

47　

澤
村
怜
薫
「
三
河
国
交
代
寄
合
の
家
政
と
領
域
支
配
」（『
関
東
旗
本
知
行
所
の
編
成
と
旗
本
社

会
』
駒
澤
大
学
大
学
院
博
士
論
文
、
一
五
七
頁
）。

48　

同
右
。

付
記　

秋
田
県
公
文
書
館
・
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
か
ら
は
写
真
掲
載
の
便
を
図
っ
て
い
た
だ
い

た
。
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る
近
代
郡
役
所
に
由
来
す
る
公
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
総
体
的
把

握
と
現
在
に
至
る
ま
で
の
伝
来
過
程
の
整
理
等
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

当
館
が
所
蔵
す
る
近
代
長
野
県
の
行
政
文
書
（「
公
文
編
冊
」）
は
長
野
県
の
近
代
史
研
究
を

進
め
る
上
で
不
可
欠
の
史
料
群
で
あ
り
、
幕
末
・
明
治
初
期
か
ら
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
年
）

ま
で
の
一
〇
、
七
八
三
点
が
「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
名
称
で
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
年
）

に
県
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る（

１
）。

し
か
し
、
史
料
群
の
具
体
的
な
形
成
過
程
が
十
分
に
解
明
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る（

２
）。

以
下
、
戦
後
長
野
県
に
お
け
る
修
史
事
業
の
あ
ゆ
み（

３
）と

関

連
付
け
な
が
ら
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
現
在
に
至
る
ま
で
の
来
歴
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

　

昭
和
三
八
年
一
一
月
、『
長
野
県
政
史
』
の
編
纂
事
業
に
む
け
た
組
織
と
し
て
、
県
庁
の
文

書
学
事
課
に
県
政
資
料
室
が
設
置
さ
れ
、「
行
政
資
料
」
と
し
て
、
戦
前
よ
り
県
庁
に
保
管
さ

れ
て
い
た
明
治
・
大
正
期
の
行
政
文
書
及
び
長
野
県
報
の
収
集
・
整
理
・
保
存
事
業
が
開
始
さ

れ
た
。
以
降
、
県
政
資
料
室
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
行
政
文
書
の
簿
冊
に
は
、
①
「
長
野
県
政

資
料
室
」
印
の
押
印
、
②
表
紙
裏
に
「
年
月
日
・
登
録
番
号
」
の
記
入
、
③
閲
覧
公
開
用
の
請

求
番
号（

４
）の

付
与
・
ラ
ベ
ル
の
貼
付
、
と
い
っ
た
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の

後
、昭
和
四
二
年
に
は
新
県
庁
舎
が
完
成
し
、県
政
資
料
室
に
よ
る
行
政
文
書
の
収
集
・
整
理
・

保
存
事
業
は
県
立
図
書
館
の
一
室
で
継
続
さ
れ
る
。
こ
の
頃
ま
で
の
行
政
文
書
の
収
集
状
況
を

反
映
し
た
文
書
目
録
が
、
後
述
す
る
『
長
野
県
行
政
資
料
目
録 

第
一
集
（
明
治
編
）』（
一
九
六

六
年
）
及
び
『
同 

第
二
集
（
大
正
編
）』（
一
九
六
九
年
）
で
あ
り
、
仮
に
こ
の
段
階
ま
で
の
史

料
群
を
〔
群
Ａ
〕
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
昭
和
四
六
～
四
七
年
に
『
長
野
県
政
史
』
が
刊
行
さ

れ
る
が
、
そ
の
後
も
行
政
文
書
の
収
集
・
整
理
は
継
続
さ
れ
、
県
庁
だ
け
で
な
く
出
先
機
関
に

所
蔵
さ
れ
た
も
の
も
収
集
が
な
さ
れ
、〔
群
Ａ
〕
に
追
加
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
以
降
の

追
加
分
を
〔
群
Ｂ
〕
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　

県
政
資
料
室
が
昭
和
五
四
年
に
廃
止
と
な
る
と
、
以
降
、
行
政
文
書
の
収
集
・
管
理
の
担
当

は
情
報
統
計
課
→
広
報
課
→
広
報
文
書
課
と
変
遷
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
平
成
六
年
に
県
立

歴
史
館
が
開
館
す
る
と
、
収
集
さ
れ
た
行
政
文
書
群
が
県
立
図
書
館
よ
り
移
管
さ
れ
る
。
こ
の

段
階
ま
で
の
収
集
状
況
を
反
映
す
る
の
が
平
成
六
年
刊
行
の
『
長
野
県
行
政
文
書
目
録 

行
政

簿
冊
１ 

明
治
・
大
正
編
』（
平
成
八
年
改
訂
版
刊
行
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
平

成
二
〇
年
に
は
「
長
野
県
行
政
文
書
」
と
し
て
県
宝
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
開
館
か
ら
県
宝

指
定
ま
で
の
間
に
も
、
僅
か
で
は
あ
る
が
収
集
・
移
管
さ
れ
た
明
治
・
大
正
期
の
公
文
書
が
追

加
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
仮
に
こ
の
追
加
分
を
〔
群
Ｃ
〕
と
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
、「
長

野
県
行
政
文
書
」
は
戦
後
の
修
史
事
業
な
ど
と
連
動
し
な
が
ら
、〔
群
Ａ
〕
＋
〔
群
Ｂ
〕
＋
〔
群

Ｃ
〕
と
、
段
階
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
史
料
群
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
形
成
過
程

の
具
体
像
は
未
解
明
の
状
況
に
あ
る
。

　

次
に
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
郡
役
所
文
書
に
関
す
る
基
本
事
項
に
つ
い
て
確
認
す
る（

５
）。

明

治
一
一
年
（
一
八
七
八
年
）
の
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
っ
て
近
代
の
行
政
区
画
と
し
て
「
郡
」

が
成
立
す
る
と
、
行
政
に
あ
た
る
機
関
と
し
て
郡
長
お
よ
び
郡
役
所
が
設
け
ら
れ
た
。
長
野
県

で
は
一
六
の
郡
と
郡
役
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
郡
役
所
は
府
県
行
政
の
出
先
機
関
と
し
て
郡

域
内
の
町
・
村
行
政
の
監
督
・
指
導
に
あ
た
っ
た
。
郡
区
町
村
編
制
法
段
階
の
郡
は
あ
く
ま
で

地
方
官
庁
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
官
選
の
郡
長
は
政
府
・
県
に
よ
る
官
僚
的
統
治
の
末
端
を

担
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
治
二
三
年
に
府
県
制
・
郡
制
が
公
布
さ
れ
る
と
、
郡
会

研
究
報
告

長�

野
県
立
歴
史
館
所
蔵
近
代
郡
役
所
文
書
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究�

�

―
伝
来
経
緯
の
検
討
を
中
心
に
―

花
岡
　
康
隆
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及
び
郡
参
事
会
が
置
か
れ
た
こ
と
で
郡
は
自
治
体
と
し
て
の
側
面
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
郡
制
公
布
後
も
廃
止
を
求
め
る
う
ご
き
は
強
く
、
明
治
三
二
年
に
は
郡
制
改
革
が
行

わ
れ
た
が
、
日
露
戦
争
後
、
財
政
緊
縮
政
策
の
一
環
と
し
て
の
行
政
組
織
の
簡
素
化
な
ど
の
狙

い
か
ら
原
敬
に
よ
っ
て
郡
制
廃
止
が
唱
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
大
正
一
〇
年（
一
九
二
一
年
）（
原

内
閣
）
の
郡
制
廃
止
公
布
に
よ
り
、
大
正
一
二
年
に
郡
制
は
廃
止
さ
れ
、
大
正
一
五
年
を
も
っ

て
郡
役
所
も
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
郡
役
所
は
明
治
一
一
年
か
ら
大
正
一
五
年
ま
で
の
約
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
存

在
し
た
行
政
機
関
だ
っ
た
。
独
自
財
源
を
有
さ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
自
治
体
と
し
て
の
性

格
は
未
熟
だ
っ
た
が
、
郡
域
に
お
け
る
教
育
・
勧
業
・
土
木
等
の
分
野
へ
の
貢
献
は
大
き
く
、

明
治
～
大
正
期
の
地
方
行
政
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
郡
役
所
が
作
成
・

取
得
し
、
組
織
と
し
て
保
管
し
て
い
た
公
文
書
が
「
郡
役
所
文
書
」
と
呼
称
さ
れ
る
。
郡
行
政

は
地
域
的
特
色
が
あ
り
、
様
々
な
統
計
が
郡
単
位
で
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
当
該
時
期

の
地
方
史
を
研
究
す
る
上
で
郡
役
所
文
書
が
有
す
る
史
料
的
価
値
は
高
い
。
た
だ
し
、
上
述
し

た
よ
う
に
、
郡
役
所
が
大
正
一
五
年
段
階
で
廃
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
史
料
の
伝
来
上
、
大
き

な
問
題
と
な
る
。
一
般
的
に
、
各
府
県
で
は
郡
役
所
廃
止
の
段
階
で
重
要
な
公
文
書
は
府
県
庁

へ
引
継
が
れ
た
も
の
の
、
多
く
は
廃
棄
さ
れ
た
り
、
分
散
し
て
移
管
・
配
布
さ
れ
た
り
し
た
た

め
、
現
在
に
至
る
ま
で
に
散
逸
し
た
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る（

６
）。

現
在
、
確
認
さ
れ
て
い
る
県

ご
と
の
残
存
数
の
上
位
を
列
挙
す
る
と
、
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
の
一
五
三
七
点
、
秋
田
県
公

文
書
館
の
九
七
六
点
、
山
口
県
文
書
館
の
九
五
二
点
、
新
潟
県
立
文
書
館
（
佐
渡
郡
役
所
文
書
）

の
六
〇
六
点
、
宮
城
県
公
文
書
館
の
四
二
〇
点
、
京
都
府
総
合
資
料
館
の
二
四
六
点
と
い
う
状

況
に
な
る（

７
）。

郡
役
所
が
府
県
よ
り
一
段
階
下
の
行
政
単
位
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
県
に

よ
っ
て
は
万
単
位
・
数
千
単
位
で
残
存
す
る
府
県
庁
文
書
に
比
し
て
そ
の
残
存
数
は
乏
し
い
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
都
道
府
県
に
よ
っ
て
は
郡
役
所
文
書
の
現
存
状
況
が
把
握
さ
れ
て
い
な

い
地
域
も
あ
る
。
郡
役
所
文
書
は
膨
大
に
残
存
す
る
近
代
史
料
の
な
か
で
も
希
少
性
が
高
く
、

こ
の
こ
と
が
郡
制
研
究
の
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
い
る（

８
）。

　

次
に
、
郡
役
所
文
書
の
先
行
研
究
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
郡
役
所
文
書
を
近
代
公
文
書
の

一
類
型
と
し
て
最
初
に
位
置
付
け
た
の
は
上
條
宏
之
で
あ
る（

９
）。

一
九
七
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た

『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
に
お
い
て
「
郡
役
所
文
書
」
の
項
を
担
当
し
た
上
條
は
、
長
野
県
行

政
文
書
を
事
例
と
し
て
、
郡
役
所
文
書
の
特
徴
や
文
書
群
の
構
成
、
郡
役
所
廃
止
時
の
引
継
の

状
況
な
ど
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
群
馬
県
を
事
例
と
し
た
小
暮
隆
志
の
研
究（

（1
（

な

ど
が
あ
る
も
の
の
、郡
役
所
文
書
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
研
究
は
進
展
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
や
公
文
書
研
究
の
深
化
を
背
景
と
し

て
、
各
県
の
郡
役
所
文
書
に
つ
い
て
の
個
別
的
研
究（

（1
（

や
展
示
活
用（

（1
（

が
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
、
郡
役
所
文
書
の
研
究
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
た
の
が

丑
木
幸
男
で
あ
る（

（1
（

。
丑
木
は
平
成
一
九
年
以
降
、
全
国
各
都
道
府
県
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
の

残
存
状
況
の
調
査
を
す
す
め
る
と
と
も
に
、
郡
役
所
文
書
の
基
本
的
な
特
徴
や
構
造
、
管
理
体

制
、
郡
役
所
廃
止
時
の
文
書
廃
棄
や
引
継
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
個
別
的
検
討
と
横
断
的
検

討
の
両
側
面
か
ら
検
討
を
す
す
め
た
。
丑
木
の
一
連
の
研
究
に
よ
り
、
郡
役
所
文
書
研
究
を
す

す
め
る
た
め
の
基
本
情
報
の
集
積
と
分
析
視
角
が
構
築
さ
れ
、
郡
役
所
文
書
研
究
が
質
量
と
も

に
飛
躍
的
に
進
展
し
た
。
こ
の
成
果
を
受
け
て
、
各
県
に
お
け
る
公
文
書
館
職
員
を
中
心
に
、

郡
役
所
文
書
の
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
そ
の
論
点
は
、
大
き
く
分
け
て
以
下
の
（
ア
）

～
（
オ
）
に
整
理
で
き
る
。

（
ア
）
県
単
位
で
の
郡
役
所
文
書
の
悉
皆
的
把
握
お
よ
び
目
録
化

（
イ
）
郡
役
所
成
立
段
階
に
お
け
る
先
行
組
織
か
ら
の
文
書
継
受
の
状
況

（
ウ
）
郡
役
所
に
お
け
る
文
書
管
理
規
程
の
成
立
と
変
遷
、
そ
の
運
用
実
態

（
エ
）
郡
役
所
廃
止
段
階
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
の
廃
棄
・
引
継
の
状
況

（
オ
）�

郡
役
所
廃
止
後
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
の
管
理
・
保
存
体
制
と
現
在
に
至
る
ま
で
の
伝

来
過
程

　

た
だ
し
、
依
然
と
し
て
都
道
府
県
ご
と
の
研
究
蓄
積
の
偏
差
は
大
き
い
。
長
野
県
の
郡
役
所

文
書
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
前
述
し
た
上
條
宏
之
の
成
果（

（1
（

、
近
代
史
料
編
の
一
冊
と

し
て
「
郡
政
」
を
刊
行
し
、
県
庁
文
書
中
の
郡
役
所
文
書
の
一
部
を
翻
刻
し
た
『
長
野
県
史（

（1
（

』、

長
野
県
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
の
保
存
管
理
規
程
・
郡
役
所
廃
止
時
の
引
継
規
程
に
言
及
し
た

丑
木
幸
男
の
研
究（

（1
（

が
あ
る
。
し
か
し
、
概
説
的
な
紹
介
、
散
発
的
な
言
及
に
留
ま
っ
て
お
り
、

県
に
残
存
す
る
郡
役
所
文
書
の
悉
皆
的
把
握
に
基
づ
く
体
系
的
研
究
は
な
い
。
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そ
こ
で
、
本
稿
で
は
長
野
県
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
研
究
の
基
礎
構
築
と
い
う
観
点
か
ら
、

前
述
し
た
論
点
（
ア
）（
エ
）（
オ
）
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
具
体
的
に

は
、
長
野
県
に
お
け
る
郡
役
所
廃
止
段
階
で
の
文
書
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
規
定
や
現
在
に
至
る

ま
で
の
伝
来
を
考
え
る
上
で
手
が
か
り
と
な
る
文
書
目
録
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
、
当
館
の

行
政
文
書
群
に
含
ま
れ
る
悉
皆
的
把
握
と
形
態
的
特
徴
の
分
類
、
現
存
す
る
郡
役
所
文
書
と
文

書
目
録
と
の
突
合
作
業
、
と
い
っ
た
検
討
作
業
を
行
う
。
そ
し
て
、
当
館
蔵
の
郡
役
所
文
書
の

伝
来
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
以
て
「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
伝
来
過
程
究
明
の
一
助

と
し
た
い
。

　

以
下
、
本
文
・
注
に
お
い
て
当
館
蔵
の
「
長
野
県
行
政
文
書
」
又
は
「
県
報
」
を
出
典
と
し

て
挙
げ
る
場
合
は
、
簿
冊
名（「　
」）と
識
別
番
号（【　
】）を
併
記
し（
例
：「
御
巡
幸
一
件（
乾
）」

【
明
11
―
Ａ
―
22
―
６
】）、
所
蔵
・
史
料
群
名
は
省
略
す
る
。

一　

郡
役
所
廃
止
段
階
に
お
け
る
文
書
継
受
の
状
況

　

郡
役
所
廃
止
に
と
も
な
い
、
郡
役
所
の
事
業
や
公
文
書
を
含
む
所
有
財
産
は
県
ま
た
は
町
村

に
引
き
継
が
れ
た
。
長
野
県
に
お
け
る
、
郡
役
所
保
有
の
公
文
書
に
対
す
る
処
置
方
針
に
つ
い

て
は
次
の
史
料
か
ら
そ
の
具
体
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る（

（1
（

。

史
料
１�　

大
正
一
五
年
「
郡
役
所
廃
止
善
後
措
置
方
針
」〔
大
正
一
五
年
「（
知
事
官
房
）

事
務
引
継
書
」【
大
15
―
１
―
８
】〕
※
傍
線
筆
者
、「
／
」
は
改
行
を
示
す
。

第
三　

郡
役
所
ヨ
リ
引
継
ヲ
受
ケ
タ
ル
事
務
ノ
継
受
方
法
等
ニ
関
ス
ル
件

１
、�

郡
役
所
ニ
於
ケ
ル
取
扱
事
件
ハ
努
メ
テ
之
カ
完
結
ヲ
期
シ
未
済
事
件
ヲ
無
カ
ラ
シ
ム

ル
コ
ト

２
、
文
書
ノ
処
理
方
法

イ
、
大
正
十
四
年
（
度
）
分
以
前
ノ
モ
ノ

Ａ�

、
完
結
編
冊
文
書
簿
冊
ニ
シ
テ
保
存
期
限
ヲ
経
過
シ
且
ツ
保
存
ノ
必
要
ナ
キ
文
書
簿

冊
ハ
此
際
速
カ
ニ
棄
却
処
分
ヲ
行
ヒ
文
書
目
録
ノ
整
備
ヲ
為
ス
コ
ト

Ｂ�

、
整
理
セ
ル
文
書
目
録
ノ
副
本
一
通
縣
ニ
六
月
十
五
日
迄
ニ
提
出
ス
ル
コ
ト
（
一
應

地
方
課
ヘ
）

Ｃ�

、
大
正
十
四
年
以
前
ノ
編
冊
文
書
中
比
較
的
必
要
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
倉
庫
ニ
存
シ
置

キ
（
郡
倉
庫
ハ
庁
舎
同
様
其
ノ
儘
存
置
ス
ル
見
込
）�

 

常
ニ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
／
郡
治
郡
政
ノ
沿
革
／
訴
訟
調
停
和
解
等
地
方
ニ
於
ケ
ル
重

大
問
題
ノ
証
拠
資
料
／
其
ノ
他
重
要
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ヽ
編
冊
ア
ル
簿
冊
図
面
等
ニ

限
リ
此
際
県
庁
ニ
移
送
セ
シ
ム
ル
見
込
ナ
ル
ニ
依
リ
此
分
至
急
調
査
其
ノ
目
録
並
冊

数
枚
数
調
二
通
送
付
ス
ル
コ
ト
（
一
應
地
方
課
ヘ
）

尚
縣
ニ
移
送
ス
ル
文
書
ハ
Ｂ
項
ノ
文
書
目
録
及
其
ノ
副
本
欄
外
ニ
其
旨
朱
記
ス
ル
コ

ト
Ｄ�

、
大
正
十
四
年
以
前
ニ
着
手
セ
ル
文
書
ニ
シ
テ
未
完
結
事
件
ハ
末
尾
様
式
ニ
ヨ
リ
縣

ニ
引
継
ク
コ
ト

ロ
、
大
正
十
五
年
（
度
）
分
ノ
モ
ノ

Ａ�

、
本
年
中
ノ
取
扱
文
書
ニ
シ
テ
完
結
セ
ル
モ
ノ
ハ
県
庁
ノ
可
成
分
課
区
分
ニ
従
ヒ
総

テ
索
引
ヲ
付
シ
編
綴
ノ
上
簿
冊
目
録
ヲ
作
リ
縣
ニ
引
継
ク
コ
ト
（
一
應
地
方
課
ヘ
）

Ｂ�

、
解
決
ニ
至
ラ
サ
ル
事
件
及
完
結
セ
サ
ル
文
書
ハ
縣
庁
各
課
ノ
分
掌
事
務
ニ
区
分
シ

左
ノ
様
式
ニ
依
リ
縣
ニ
引
継
ク
コ
ト
（
一
應
地
方
課
ヘ
）

様
式

事
件
名

事
件
名

経
過

経
過

処
理
意
見

処
理
意
見

未
解
決
事
件

未
完
結
書
類
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備
考
／
郡
ニ
於
ケ
ル
懸
案
未
解
決
事
件
並
特
殊
施
設
事
項
等
ニ
シ
テ
引
継
ヲ
要
ス
ヘ

キ
事
項
ア
ル
ト
キ
ハ
事
件
毎
ニ
従
来
ノ
経
過
今
日
ノ
状
況
将
来
ニ
対
ス
ル
意
見
其
ノ

他
参
考
ト
ナ
ル
ヘ
キ
事
項
ヲ
詳
述
セ
ル
調
書
ヲ
作
製
シ
縣
ニ
引
継
ク
コ
ト
（
事
項
毎

ニ
別
紙
ト
シ
目
録
ヲ
附
シ
一
括
ス
ル
コ
ト
）

ハ
、
重
ナ
ル
事
項
ノ
調
査
書

懸
案
事
項
等
ノ
外
教
育
産
業
交
通
町
村
行
政
等
各
般
事
項
ニ
付
重
ナ
ル
事
項
ノ
経
過

概
況
及
将
来
ニ
対
ス
ル
意
見
等
ヲ
作
リ
前
項
同
様
縣
ニ
提
出
ス
ル
コ
ト

３
、
台
帳
例
規
類
ハ
之
ヲ
整
理
シ
左
ノ
通
処
理
ス
ル
コ
ト

イ�

、
町
村
ニ
交
付
ス
ル
モ
ノ
／
徴
税
上
設
備
セ
ル
県
税
ニ
関
ス
ル
各
種
営
業
人
台
帳
ハ

之
ヲ
町
村
ニ
交
付
ス
ル
コ
ト
（
県
税
ノ
徴
税
事
務
ハ
町
村
ニ
取
扱
ハ
シ
ム
ル
見
込
ナ
リ
）

ロ�

、
県
ニ
送
付
ス
ル
モ
ノ

Ａ�

、
町
村
条
例
並
諸
規
程
類
／
Ｂ
、
諸
例
規
綴
／
Ｃ
、
町
村
会
議
員
名
簿
／
Ｄ
、
町
村

予
算
綴
（
大
正
十
五
年
度
）
／
Ｅ
、
町
村
決
算
綴
（
大
正
十
三
年
度
）

掲
出
し
た
史
料
１
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
大
正
一
四
年
以
前
の
も
の

・�

完
結
し
た
事
案
の
文
書
の
う
ち
、
保
存
年
限
が
経
過
し
た
も
の
で
必
要
な
い
も
の
は
廃
棄
す

る
（
な
お
、
廃
棄
し
た
の
ち
に
文
書
を
整
理
し
、
文
書
目
録
を
大
正
一
五
年
六
月
一
五
日
ま
で
に

県
地
方
課
に
提
出
す
る
）。

・
比
較
的
重
要
（
必
要
）
な
も
の
は
そ
の
ま
ま
郡
役
所
の
倉
庫
に
て
保
管
す
る
。

・�

常
に
必
要
と
す
る
も
の
、郡
治
郡
政
の
沿
革
、訴
訟
調
停
和
解
な
ど
重
大
問
題
の
証
拠
資
料
、

そ
の
他
重
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
編
冊
さ
れ
た
簿
冊
・
図
面
に
限
っ
て
は
県
に
移
送
す
る

見
込
み
で
あ
る
。

・
未
完
結
の
事
案
に
か
か
る
文
書
は
県
に
引
き
継
ぐ
。

②
大
正
一
五
年
度
分
の
も
の

・�

年
度
内
に
完
結
し
た
も
の
は
県
庁
の
分
課
区
分
に
応
じ
て
整
理
し
て
索
引
を
付
し
た
上
で
目

録
化
し
て
県
に
引
き
継
ぐ
。

・
未
完
結
の
事
案
に
か
か
る
文
書
は
県
庁
の
分
掌
区
分
に
応
じ
て
整
理
し
て
県
に
引
き
継
ぐ
。

③
台
帳
や
例
規
類

・
県
税
の
徴
税
に
関
す
る
も
の
は
町
村
役
場
に
送
る
。

・�

町
村
条
例
並
諸
規
程
類
／
諸
例
規
綴
／
町
村
会
議
員
名
簿
／
町
村
予
算
綴
（
大
正
一
五
年
度
）

／
町
村
決
算
綴
（
大
正
一
三
年
度
）
は
県
に
送
る
。

　

以
上
の
内
容
を
整
理
・
要
約
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

処
理
方
針
ア
：
大
正
一
四
年
以
前
の
も
の
で
、
保
存
年
限
が
経
過
し
た
文
書
は
廃
棄
す
る
。

処
理
方
針
イ
：�

大
正
一
四
年
以
前
の
も
の
で
必
要
な
も
の
は
郡
役
所
の
倉
庫
に
留
め
お
い
て
引

き
続
き
保
管
す
る
。

処
理
方
針
ウ
：�

大
正
一
四
年
以
前
の
も
の
で
、
重
要
な
も
の
の
一
部
は
編
冊
さ
れ
た
簿
冊
に
限

り
県
庁
に
引
き
渡
す
。

処
理
方
針
エ
：�

大
正
一
四
・
一
五
年
度
の
未
完
結
文
書
は
県
庁
に
引
き
渡
す
。

処
理
方
針
オ
：�

大
正
一
五
年
度
の
完
結
文
書
は
編
冊
し
て
県
庁
に
引
き
渡
す
。

処
理
方
針
カ
：�

台
帳
や
例
規
類
は
①
県
税
徴
収
に
関
す
る
台
帳
は
町
村
役
場
に
送
付
、
②
例

規
・
台
帳
類
の
一
部
は
県
庁
に
送
付
す
る
。

　

一
連
の
方
針
か
ら
は
、大
正
一
四
・
一
五
年
度
と
い
う
現
用
段
階
の
簿
冊
の
移
管
を
優
先
し
、

年
代
的
に
古
い
文
書
は
廃
棄
し
た
り
、
郡
庁
舎
に
残
置
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
県
庁
へ
の
移

管
数
を
な
る
べ
く
圧
縮
し
よ
う
と
す
る
県
の
志
向
性
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
こ
の
志
向
性
は
他
県

で
も
同
様
だ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
背
景
に
は
、
明
治
後
半
以
降
の
県
庁
に
お

け
る
保
有
文
書
量
の
増
加
が
想
定
さ
れ
る（

（2
（

。

　

以
上
、
本
章
で
み
て
き
た
郡
役
所
廃
止
段
階
の
処
理
方
針
ア
～
カ
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
現
存

す
る
郡
役
所
文
書
群
の
伝
来
過
程
を
検
討
し
て
い
く
。
な
お
、
処
理
方
針
カ
の
①
（
町
村
役
場

あ
て
）
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
は
調
査
で
き
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
は
検
討
の
対
象
外
と
す
る
。

二　

郡
役
所
文
書
の
伝
来
過
程
を
示
す
目
録

　

郡
役
所
廃
止
後
、
郡
役
所
が
保
管
し
て
い
た
公
文
書
の
ゆ
く
え
を
考
え
る
上
で
手
掛
か
り
と

な
る
の
が
戦
前
・
戦
後
の
各
段
階
で
調
製
さ
れ
た
文
書
目
録
の
存
在
で
あ
る
。
本
章
で
は
そ
れ

ぞ
れ
の
文
書
目
録
の
性
格
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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１　

戦
前
段
階

（
１
）　

「
引
継
目
録
」

　
「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
含
ま
れ
る
簿
冊
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
も
の
で
、
大
正
一
五
年
の

郡
役
所
廃
止
段
階
で
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
文
書
の
目
録
に
あ
た
る
（
以
下
、
本
稿
で
は
「
引

継
目
録
」
と
呼
称
す
る
）。
一
章
で
整
理
し
た
郡
役
所
廃
止
段
階
の
処
理
方
針
の
う
ち
、
ウ
～
カ

の
措
置
が
取
ら
れ
た
際
に
作
成
さ
れ
た
目
録
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
下
高
井
・
上
水
内
・
下

水
内
の
三
つ
の
郡
役
所
の
も
の
が
残
存
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
録
に
記
載
さ
れ
る

文
書
の
数
と
そ
の
内
訳
を
示
そ
う
。

（
Ａ
）　

大
正
一
五
年
「
下
高
井
郡
引
継
書
類
」【
大
15
―
２
Ｂ
―
24
】

①
完
結
文
書　

二
九
九
件
四
五
六
冊

大
正
一
五
年
完
結
文
書
：
一
二
七
冊
／
台
帳
類
：
一
五
冊
／
大
正
一
四
年
以
前
の
文

書
：
一
五
七
冊

②
未
完
結
文
書　

四
七
件

学
務
課
六
件
／
林
務
九
件
／
兵
事
課
一
件
／
不
明
二
件
／
産
業
課
一
〇
件
／
土
木
課
一

四
件
／
社
会
課
二
件
／
産
業
課
三
件

（
Ｂ
）　�

大
正
一
五
年
「
下
水
内
郡
引
継
書
類
」（
大
正
一
五
年
「
下
高
井
郡
引
継
書
類
」【
大

15
―
２
Ｂ
―
24
】（
（2
（

）

①
完
結
文
書　

二
一
四
件
二
三
〇
冊

・
統
計
書
類
目
録
：
七
冊
／
郡
治
郡
制
沿
革
ノ
部
：
四
六
冊
／
訴
訟
和
解
ノ
部
：
二
冊

・
大
正
一
五
年
度
完
結
文
書
：
一
五
冊

・
常
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
台
帳
類
（
学
務
）：
一
六
冊

・
警
察
署
へ
の
引
継
文
書
：
一
五
冊

・�

そ
の
他
引
継
文
書
（
土
木
、
統
計
、
社
会
、
庶
務
、
文
書
、
兵
事
、
税
務
、
会
計
）：
四
九

冊
・
常
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
台
帳
類
（
兵
事
、
税
務
、
会
計
そ
の
他
）：
八
〇
冊

図１―①　�「引継目録」のうち完結文書の記載例� �
（【大15―２Ｂ―34】）

図１―②　�「引継目録」のうち未完結文書の記載例� �
（【大15―２Ｂ―24】）
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②
未
完
結
文
書　

四
一
件

土
木
課
一
五
件
／
社
会
課
一
件
／
学
務
課
四
件
／
産
業
課
一
二
件
／
産
業
組
合
課
一
件

／
税
務
課
三
件
／
庶
務
課
五
件

（
Ｃ
）　�
大
正
一
五
年
「
上
水
内
郡
役
所
完
結
文
書
並
簿
冊
引
継
目
録
」（
大
正
一
五
年
「
郡

役
所
事
務
引
継
書
（
上
水
内
郡
役
所
）」）【
大
15
―
２
Ｂ
―
34
】

①
完
結
文
書　

三
八
件
一
一
一
九（

（2
（

冊

知
事
官
房
六
件
一
一
冊
／
庶
務
①
二
件
八
冊
／
庶
務
②
三
六
件
九
〇
九
冊
／
会
計
二
六

件
二
七
冊
／
地
方
三
〇
件
六
五
冊
／
社
会
七
件
八
冊
／
土
木
九
冊
／
学
務
一
八
件
五
三

冊
／
社
寺
兵
事
四
件
五
冊
／
農
商
一
二
件
一
三
冊
／
統
計
三
件
四
冊
／
林
務
一
冊
／
蚕

糸
一
冊
／
兵
事
二
八
件
三
二
冊
／
衛
生
組
合
・
衛
生
事
務
三
三
件
三
八
冊

②
未
完
結
文
書　

四
一
件

　

郡
役
所
に
よ
っ
て
形
式
に
差
異
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
移
管
後
の
課
ご
と
に
完
結
文
書
と

未
完
結
文
書
に
分
け
て
書
き
上
げ
て
お
り
、
お
お
む
ね
措
置
方
針
に
沿
っ
た
記
載
が
な
さ
れ
て

い
る
。
完
結
文
書
に
つ
い
て
は
課
ご
と
に
保
存
年
限
の
順
に
分
け
、
簿
冊
の
作
成
年
度
・
簿
冊

名
（
件
名
）・
冊
数
を
書
き
上
げ
て
い
る
（
図
１
―
①
）。
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
郡
役
所
や
課

に
よ
っ
て
保
存
年
限
の
設
定
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
郡
ご
と
の
運
用
の
差
異

は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
未
完
結
文
書
に
つ
い
て
は
前
掲
史
料
１
の
「
ロ
、
大
正
十
五
年

（
度
）
分
ノ
モ
ノ
」
の
う
ち
の
Ｂ
項
に
あ
る
よ
う
に
、
未
完
結
文
書
の
「
事
件
名
」
と
当
該
案

件
の
「
経
過
」
及
び
「
処
理
意
見
」
を
付
し
て
い
る
（
図
１
―
②
）。

（
２
）　

「
保
存
目
録
」

　

郡
役
所
廃
止
後
、
郡
庁
舎
の
倉
庫
で
残
置
さ
れ
た
文
書
の
目
録
に
あ
た
る
（
以
下
、
本
稿
で

は
「
保
存
目
録
」
と
呼
称
す
る
）。
一
章
で
み
た
郡
役
所
廃
止
段
階
の
処
理
方
針
イ
の
措
置
が
取

ら
れ
た
際
の
目
録
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
の
八
つ
の
郡
役
所
の
も
の
が
残
存
し
て
い
る
。

（
Ａ
）　

大
正
一
五
年　

文
書
目
録
（
諏
訪
郡
役
所
）【
大
15
―
２
Ｂ
―
32
】

（
Ｂ
）　

昭
和
五
年　

文
書
目
録
（
下
高
井
郡
）【
昭
５
―
Ａ
―
２
】

（
Ｃ
）　

昭
和
五
年　

文
書
保
存
目
録
（
下
水
内
郡
連
合
事
務
所
）【
昭
５
―
Ａ
―
３
】

（
Ｄ
）　

昭
和
五
年　

文
書
目
録
（
南
佐
久
郡
）【
昭
５
―
Ａ
―
４
】

（
Ｅ
）　

昭
和
六
年　

保
存
文
書
目
録
１ 

西
筑
摩
郡
連
合
事
務
所
【
昭
６
―
Ａ
―
３
―
１
】

（
Ｆ
）　

昭
和
六
年　

保
存
文
書
目
録
２ 

小
県
郡
連
合
事
務
所
【
昭
６
―
Ａ
―
３
―
２
】

（
Ｇ
）　

昭
和
七
年　

文
書
保
存
目
録　

下
伊
那
連
合
事
務
所
【
昭
７
―
Ａ
―
２
】　

（
Ｈ
）　

昭
和
九
年　

保
存
文
書
目
録　

更
級
郡
連
合
事
務
所
【
昭
９
―
Ａ
―
３
】

　

こ
の
う
ち
、（
Ａ
）
の
諏
訪
郡
役
所
の
文
書
目
録
は
郡
役
所
廃
止
の
段
階
で
調
製
さ
れ
た
も

の
と
し
て
は
、
現
在
に
お
い
て
残
存
が
確
認
で
き
て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
一
章
の
史
料

１
で
み
た
処
理
方
針
に
お
い
て
、
県
は
各
郡
役
所
に
対
し
て
、
所
有
す
る
文
書
の
棄
却
処
分
を

含
む
整
理
と
と
も
に
、
文
書
目
録
の
整
備
と
副
本
の
県
へ
の
進
達
を
求
め
て
い
る
。
諏
訪
郡
役

所
の
保
存
目
録
は
こ
の
時
に
作
成
さ
れ
て
県
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、（
Ｂ
）
～
（
Ｈ
）
は
郡
役
所
の
後
継
機
関
で
あ
る
連
合
事
務
所（

（2
（

段
階
に
お
い
て
作
成

さ
れ
た
旧
郡
役
所
文
書
の
目
録
で
あ
る
。
下
高
井
郡
と
南
佐
久
郡
の
文
書
目
録
に
は
次
の
よ
う

な
奥
書
が
記
さ
れ
る
。

史
料
２　

昭
和
五
年
「
文
書
目
録
（
南
佐
久
郡
）」【
昭
５
―
Ａ
―
４
】

昭
和
五
年
十
月
調
査

長
野
県
属　

浅
川
公
治
（
印
）

県
書
記　

池
田
政
治
（
印
）

　

奥
書
に
署
名
・
捺
印
し
て
い
る
二
人
は
県
庁
の
職
員
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
目
録
が
県
庁
に
よ

る
文
書
調
査
が
な
さ
れ
た
際
に
調
製
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る（

（2
（

。
列
挙
し
た
よ
う
に
、
残
存
す
る

目
録
か
ら
は
少
な
く
と
も
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）
か
ら
九
年
ま
で
の
時
期
に
集
中
的
に
文

書
の
調
査
と
目
録
の
調
製
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
連
合
事
務
所
保
管
の
旧
郡
役
所

文
書
の
再
調
査
・
整
理
が
行
わ
れ
始
め
た
の
が
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
今
後
の
調
査
課
題
で
あ
る
。

　

残
存
す
る
郡
ご
と
目
録
に
記
載
さ
れ
た
文
書
の
数
を
一
覧
に
し
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
表
１

に
示
し
た
よ
う
に
、
県
庁
の
課
・
係
ご
と
に
分
類
さ
れ
、
県
庁
文
書
の
保
存
年
限
区
分
ご
と
に

書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
図
２
）。
旧
郡
役
所
庁
舎
に
取
り
置
か
れ
た
文
書
で
は
あ
る
が
、
あ
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く
ま
で
県
庁
の
各
課
が
保
有
・
管
理
す
る
公
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
載
方
法
か
ら
も
う
か
が

え
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
保
存
年
限
に
基
づ
く
段
階
的
な
廃
棄
が
な
さ

れ
た
際
の
押
印
や
文
書
の
有
無
を
確
認
し
た
際
の
チ
ェ
ッ
ク
や
書
き
入
れ
な
ど
、
県
職
員
に
よ

る
保
存
・
管
理
の
過
程
を
示
す
様
々
な
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
更
級
連
合
事
務
所
の
目
録

に
つ
い
て
は
表
紙
見
返
し
に
文
書
書
庫
内
に
お
け
る
課
別
の
棚
配
置
図
が
付
さ
れ
て
お
り
興
味

深
い
。

　

保
存
目
録
に
記
載
さ
れ
た
文
書
の
数
は
、
最
多
が
更
級
郡
役
所
の
三
〇
九
九
冊
で
あ
り
、
最

少
は
南
佐
久
郡
役
所
の
六
三
一
冊
と
な
る
。
全
体
を
平
均
す
る
と
、
約
二
〇
〇
〇
冊
が
郡
役
所

廃
止
後
も
廃
棄
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

以
上
の
（
１
）（
２
）
の
目
録
が
残
存
す
る
郡
役
所
に
つ
い
て
は
、
郡
役
所
廃
止
段
階
で
、

県
庁
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
文
書
と
郡
庁
舎
に
残
置
さ
れ
た
文
書
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
数
や
内
訳
、

そ
の
後
の
文
書
の
管
理
体
制
な
ど
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

戦
後
段
階

　

は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
和
三
八
年
に
お
け
る
県
政
資
料
室
の
設
置
後
、
明
治
・

大
正
期
の
行
政
文
書
及
び
長
野
県
報
（
当
時
は
「
行
政
資
料
」
と
表
現
）
の
収
集
・
整
理
が
す
す

め
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
段
階
的
に
目
録
が
作
成
・
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）　�

Ａ
『
長
野
県
行
政
資
料
目
録
―
「
県
報
」
お
よ
び
「
公
文
編
冊
」
関
係
―
第
１
集
（
明

治
編
）』（
長
野
県
総
務
部
文
書
広
報
課
、
一
九
六
六
年
二
月
）、
Ｂ
『
長
野
県
行
政
資
料

目
録
―
「
県
報
」
お
よ
び
「
公
文
編
冊
」
関
係
―
第
２
集
（
大
正
編
）』（
長
野
県
総
務

部
文
書
学
事
課
、
一
九
六
九
年
三
月
）

（
２
）　�『
長
野
県
行
政
資
料
目
録
―
「
県
報
」
お
よ
び
「
公
文
編
冊
」
関
係
―
第
１
集
（
明
治
編
）

＝
改
訂
増
補
版
＝
』（
長
野
県
総
務
部
文
書
学
事
課
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
）

　
（
１
）
の
Ａ
は
県
政
資
料
室
が
設
置
さ
れ
た
後
に
刊
行
さ
れ
た
目
録
と
し
て
は
最
初
の
も
の

で
あ
る
。
明
治
期
の
簿
冊
の
み
で
あ
る
が
、
年
別
・
行
政
組
織
（
部
・
課
）
別
に
分
類
し
て
付

さ
れ
た
請
求
記
号
の
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
は
そ
の
三
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
大
正
期
の
行

政
文
書
及
び
長
野
県
報
の
目
録
で
あ
る
。
ま
た
、（
２
）
は
（
１
）
Ｂ
と
同
年
に
刊
行
さ
れ
た

明
治
編
の
改
訂
増
補
版
で
あ
り
、（
１
）
Ａ
の
刊
行
後
に
見
い
だ
さ
れ
た
行
政
文
書
を
追
加
し

た
目
録
と
な
る
。
こ
の
（
１
）
Ａ
・
Ｂ
及
び
（
２
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
明
治
・
大
正
期
の
行

政
文
書
群
が
現
在
に
お
け
る
「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

（
３
）　�『「
長
野
県
行
政
資
料
目
録
」
第
一
集
（
明
治
編
）・
第
二
集
（
大
正
編
）
未
登
載
リ
ス

ト
一
覧
表
』（
県
政
資
料
室
、
一
九
七
四
年
三
月
（
（2
（

）

　

県
政
資
料
室
が
前
項
（
１
）
Ｂ
及
び
（
２
）
を
刊
行
し
た
後
、
一
九
七
〇
年
か
ら
一
九
七
二

年
の
間
に
追
加
で
収
集
し
た
長
野
県
報
及
び
、
一
九
七
二
年
か
ら
一
九
七
四
年
に
か
け
て
の
時

期
に
、主
に
地
方
事
務
所
な
ど
か
ら
収
集
・
移
管
し
た
一
二
六
点
の
行
政
文
書
の
目
録
で
あ
る
。

こ
の
目
録
に
記
載
さ
れ
た
簿
冊
は
戦
後
の
段
階
ま
で
郡
役
所
の
後
継
機
関
で
あ
る
地
方
事
務
所

に
取
り
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
目
録
に
よ
っ
て
、
郡

役
所
廃
止
後
、
そ
の
ま
ま
郡
庁
舎
の
倉
庫
で
保
存
さ
れ
た
文
書
の
う
ち
、
戦
後
の
段
階
で
県（
県

図２　�「保存目録」の記載例および「廃棄済」印と�
「保存期限経過」印の拡大（【昭７―Ａ―２】）
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【表１】「保存目録」に記載された連合事務所管理下の郡役所文書の数

課 保存年限 諏訪 下高井 南佐久 下水内 小県 西筑摩 下伊那 更級郡 永年合計大正15年 昭和５年 昭和５年 昭和５年 昭和６年 昭和６年 昭和７年 昭和９年

文　　書

永年 72 458 22 8 148 36 611 265 1620
30年 186
10年 125 11 2 18 6 84
３年 6 17

庶　　務

永年 363 151 102 193 429 116 272 852 2478
30年 114 8 2 40
20年 5 5 11
10年 107 62 47 41 49 44 90 45
３年 9 17 27 43
不明 2

土　　木

永年 167 91 58 77 150 13 5 298 859
30年 17 1 8 8
20年 5 7
10年 17 3 9 39 15 23 15 14
３年 2 4

土　　地 永年 77 77

衛　　生

永年 36 22 4 39 37 78 216
30年 5 11
10年 1 6 3 10 17 25 10
３年 6 4 4 9

統　　計

永年 64 45 72 2 71 254
30年 2 11
10年 2 10 3 8
３年 7

勧　　業

永年 80 6 150 108 101 445
30年 74 4
20年
10年 13 12 18 68
５年
３年 1

産　　業

永年 33 85 39 157
30年 61 1
20年 8 8
10年 57 50 41 132
５年 25
３年 19 39 121
不明 23

林　　務 永年 43 19 62
10年 13

産業組合 30年 20

会　計

永年 122 215 226 563
30年 103 2 135
10年 26 45 26 8 68
３年 3 7
不明 697

税　　務

永年 11 7 117 10 145
30年 188
10年 181 110 17 3 166
３年 17
不明 13

学　　務

永年 161 74 16 140 73 13 230 262 969
30年 25 12 86
20年 1 75
10年 86 19 21 33 34 2 64
３年 5 16 8 19 31 6
不明 19

社　　寺

永年 18 34 51 120 8 11 86 328
30年 3 17
10年 41 19 11 3 9 22 10
３年 2 3 4

兵　　事

永年 38 220 72 179 113 7 290 190 1109
30年 9 2 111
20年 144 47 12
10年 14 37 26 11 18 11 50 45
５年 2
４年 1
３年 13 3 10

財　　務

永年 323 40 18 381
30年 7
10年 616 50 203
３年 9 11 30
不明 146

財務中県関係及税務 10年 87
５年 1

会計帳簿 永年 117 117

御下賜金
30年 43
20年 1
10年 2 平均

合　計 2490 2207 631 2028 2684 1057 2309 3039 2055.625
永年保存文書合計 1331 1346 562 882 1559 391 1545 2439 9780
現存簿冊合致数 22 5 32 0 0 1 24 9 93
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政
資
料
室
）
に
移
管
さ
れ
た
も
の
が
明
ら
か
と
な
る
。

（
４
）　�『
長
野
県
公
文
編
冊
及
び
行
政
資
料
目
録 

昭
和
五
二
年
三
月
一
日
現
在
』（
長
野
県
総

務
部
文
書
学
事
課
、
一
九
七
七
年
三
月
）

　

一
九
七
四
年
刊
行
の
（
３
）
以
降
の
明
治
・
大
正
期
の
行
政
文
書
や
県
報
の
追
加
収
集
分
を

加
え
、さ
ら
に
一
九
七
三
年
ま
で
の
昭
和
期
の
簿
冊
、絵
図
面
類
を
目
録
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
（
１
）
～
（
４
）
の
目
録
へ
の
登
載
の
有
無
に
よ
っ
て
、
そ
の
簿
冊
が
ど
の
段
階
ま

で
に
県
政
資
料
室
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
検
討
の
対

象
と
す
る
郡
役
所
文
書
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
県
政
資
料
室
に

よ
る
戦
後
の
修
史
事
業
と
の
関
係
性
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
目
録
へ
の
登
載
の

有
無
は
重
要
な
情
報
と
な
る
。

三　

長
野
県
立
歴
史
館
が
所
蔵
す
る
郡
役
所
文
書
の
検
出
と
形
態
的
特
徴

　

本
章
で
は
当
館
が
所
蔵
す
る
郡
役
所
文
書
の
検
出
作
業
結
果
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
形
態

的
特
徴
を
概
観
す
る
。

１　

郡
役
所
文
書
の
検
出
作
業
と
郡
別
の
残
存
状
況

　

「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
含
ま
れ
る
郡
役
所
文
書
の
総
数
に
つ
い
て
は
、
五
一
一
点
と
す
る

県
宝
指
定
時
の
指
摘
が
あ
る（

（2
（

。
こ
の
数
字
の
根
拠
は
恐
ら
く
『
長
野
県
行
政
文
書
目
録 
行
政

簿
冊
１ 

明
治
・
大
正
編
』
に
「
○
○
郡
役
所
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
簿
冊
を
カ
ウ
ン
ト
し
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
は
、
目
録
に
「
○
○

郡
役
所
」
と
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
明
ら
か
に
郡
役
所
文
書
と
認
め
ら
れ
る
も
の
や
、
郡
役
所

の
後
継
機
関
よ
り
移
管
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
多
数
含
ま
れ
る
。
悉
皆
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
あ

ら
た
め
て
そ
の
総
数
を
把
握
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
。

　

一
般
的
な
行
政
文
書
の
理
解
に
照
ら
し
た
場
合
、
郡
役
所
文
書
と
は
、「
郡
役
所
の
職
員
が

職
務
上
作
成
又
は
取
得
し
、
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
管
理
・
保
存
し
て
い
た
文
書
」

と
定
義
づ
け
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
郡
役
所
は
大
正
段
階
で
廃
絶
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伝
来

パ
タ
ー
ン
で
み
た
場
合
、
①
県
庁
文
書
群
の
一
部
と
し
て
伝
来
し
た
パ
タ
ー
ン
、
②
地
方
事
務

所
等
、
郡
役
所
の
後
継
機
関
の
庁
舎
に
伝
来
し
た
パ
タ
ー
ン
、
③
何
ら
か
の
理
由
で
流
出
し
た

郡
役
所
文
書
が
収
集
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
パ
タ
ー
ン
、
と
い
う
三
つ
が
想
定
で
き
る（

（2
（

。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
館
蔵
史
料
に
限
定
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
郡
役
所
文

書
の
収
集
対
象
と
認
定
基
準
を
設
定
し
た
。

〔
収
集
対
象
〕

①
「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
う
ち
の
行
政
文
書

②
長
野
県
報（

（2
（

③
当
館
開
館
以
降
に
追
加
移
管
さ
れ
た
行
政
文
書
・
近
現
代
史
料

④
当
館
が
収
集
又
は
購
入
し
た
古
文
書
及
び
行
政
文
書

〔
認
定
基
準
〕

①�

郡
役
所
職
員
の
作
成
文
書
や
郡
役
所
の
内
部
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と（
例
：
回
議
文
書
、

郡
行
政
に
関
す
る
台
帳
類
）

②�

郡
役
所
が
収
受
し
た
文
書
の
正
本
が
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と（
例
：
郡
長
・
郡
役
所
宛
て
の
文
書
、

郡
役
所
の
収
受
印
が
捺
さ
れ
た
文
書
）

③�

郡
役
所
に
お
い
て
編
綴
し
た
簿
冊
と
認
め
ら
れ
る
徴
証
が
あ
る
こ
と
（
例
：
表
紙
の
「
○
○

郡
役
所
」
な
ど
の
記
載
）

④�

そ
の
他
、
郡
役
所
が
保
存
し
て
い
た
簿
冊
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
例
：
郡
役
所
の
蔵

書
印
が
捺
さ
れ
た
も
の
、
郡
役
所
の
後
継
機
関
が
保
存
し
て
い
た
も
の
）

　

こ
の
よ
う
な
方
針
に
よ
り
検
出
し
た
郡
役
所
文
書
を
一
覧
に
し
た
の
が
後
掲
の
表
２
で
あ

る
。
如
上
の
「
収
集
対
象
」
に
つ
い
て
は
、「
種
別
」
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
、
①
「
行
政
」、
②
「
県

報
」、
③
「
追
加
」、
④
「
収
集
」、
と
表
記
し
た
。「
認
定
基
準
」
に
つ
い
て
は
、「
基
準
」
欄

に
設
定
し
た
①
～
④
の
基
準
に
該
当
す
る
番
号
を
記
載
し
た
。
な
お
、「
長
野
県
行
政
文
書
」

に
含
ま
れ
る
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
行
論
の
都
合
上
、
県
政
資
料
室
で
付
し
た
登
録
№
の
順
番
に

配
列
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
編
年
順
・
識
別
番
号
順
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

収
集
対
象
と
な
る
史
料
の
種
類
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。
悉
皆
的
把
握
を
目
指
す
方
針
か

ら
、
未
編
綴
の
書
類
や
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
行
政
資
料
類
や
図
書
類
に
つ
い
て
も
、
上
記
の

対
象
・
基
準
に
合
致
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
郡
役
所
文
書
と
し
て
認
定
し
て
検
出
の
対
象
と
し
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た
。
ま
た
、
各
郡
役
所
が
管
轄
下
に
置
い
た
と
考
え
ら
れ
る
各
郡
の
現
地
機
関
や
組
織
（
蚕
業

取
締
所
（
蚕
種
検
査
所
）、
海
外
協
会
な
ど
）
の
文
書
に
つ
い
て
も
郡
役
所
文
書
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
検
出
し
た
。

　

検
出
で
き
た
数
は
九
五
九
点
に
の
ぼ
る
。
た
だ
し
、
県
庁
文
書
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の

も
含
む
数
字
で
あ
る
。
ま
た
反
対
に
、
脱
漏
が
あ
る
こ
と
も
十
分
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

あ
く
ま
で
暫
定
的
な
数
字
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
館
が
所
蔵

す
る
郡
役
所
文
書
は
全
国
で
五
指
に
入
る
残
存
数
を
誇
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
表
２
の
う
ち
「
文
書
目
録
突
合
結
果
」
の
欄
に
前
章
で
紹
介
し
た
各
種
文
書
目
録
と

現
存
簿
冊
と
の
突
合
作
業
の
結
果
を
記
載
し
た
。
各
目
録
へ
の
記
載
が
確
認
で
き
た
も
の
に
つ

い
て
は
「
○
」
を
付
し
、「
目

録
備
考
」
欄
に
は
目
録
の
記
載

上
、
特
記
す
べ
き
情
報
を
記
載

し
た
。
以
下
の
各
章
で
伝
来
経

緯
を
検
討
す
る
際
に
目
録
へ
の

登
載
の
有
無
に
つ
い
て
度
々
言

及
す
る
が
、
そ
の
際
は
当
該
欄

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

検
出
し
た
郡
役
所
由
来
の
公

文
書
に
つ
い
て
、
郡
別
の
残
存

状
況
を
示
し
た
の
が
表
３
で
あ

る（
（2
（

。
一
見
し
て
突
出
し
た
残
存

数
を
示
し
て
い
る
上
水
内
郡

（
一
二
二
点
）
と
下
伊
那
郡
（
二

〇
二
点
）
に
つ
い
て
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
戦
後
の
県
政
資
料

室
段
階
で
の
追
加
収
集
分
を
そ

れ
ぞ
れ
九
一
点
と
一
七
二
点
含

ん
で
い
る
数
字
で
あ
る
。
ま
た
、
更
級
郡
（
七
九
点
）
に
つ
い
て
も
歴
史
館
開
館
後
の
収
集
史

料
群
の
う
ち
の
三
八
点
を
含
ん
だ
数
字
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
差
し
引
い
て
み
た
場
合
、
西
筑
摩

郡
や
北
佐
久
郡
、
南
佐
久
郡
、
上
高
井
郡
な
ど
が
比
較
的
残
存
数
が
多
く
、
そ
の
一
方
で
上
伊

那
郡
、
南
安
曇
郡
、
小
県
郡
な
ど
は
特
に
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。
近
代
の
県
庁
文
書
は
伝
来
の

過
程
で
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
大
量
廃
棄
や
流
出
を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
も
、
こ
の

残
存
数
の
多
寡
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
再
度
言
及
し
た
い
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
検
出
し
た
郡
役
所
文
書
が
、
現
在
ま
で
に
如
何
な
る
経
緯
を
経
て
当

館
に
伝
来
す
る
に
至
っ
た
か
を
検
討
す
る
。

２　

郡
役
所
文
書
の
形
態
的
特
徴

　

明
治
期
に
お
け
る
長
野
県
行
政
文
書
の
管
理
体
制
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
を
行
っ
た
児
玉
卓

文
は
、「
装
丁
の
相
違
や
題
箋
、
の
ち
に
張
付
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
貼
紙
や
ラ
ベ
ル
の
有
無

と
記
載
事
項
な
ど
は
、
簿
冊
編
綴
の
方
針
や
分
類
、
お
よ
び
保
存
管
理
の
履
歴
な
ど
の
一
端
を

物
語
る
」
と
述
べ
、
簿
冊
の
形
態
的
特
徴
に
基
づ
く
分
類
の
有
効
性
を
指
摘
す
る（

（3
（

。
本
節
で
は

こ
の
指
摘
に
依
拠
し
て
検
出
し
た
郡
役
所
文
書
の
形
態
的
特
徴
に
つ
い
て
分
類
す
る
。

（
１
）　

表
紙
の
装
丁

　

ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
表
紙
の
装
丁
で
あ
る
。
収
集
し
た
郡
役
所
文
書
の
簿
冊
の
表
紙
に
つ

い
て
は
、
大
き
く
は
、
県
庁
で
付
さ
れ
た
も
の
と
、
郡
役
所
段
階
で
付
さ
れ
た
も
の
の
二
つ
の

タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
以
下
、
表
２
の
う
ち「
表
紙
記
載
」の
欄
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

表
紙
タ
イ
プ
別
の
年
代
的
分
布
に
つ
い
て
は
表
４
を
参
照
さ
れ
た
い
。

①
県
庁
で
付
さ
れ
た
表
紙

　

柿
渋
を
引
い
た
表
紙
に
「
公
文
編
冊
」
の
題
箋
及
び
簿
冊
の
年
度
・
課
名
・
表
題
・
郡
役
所

名（
（3
（

の
箋
を
貼
り
付
け
た
も
の
が
三
九
六
点
確
認
で
き
る
（
図
３
）。
こ
れ
は
県
庁
の
文
書
課
で

編
綴
し
た
文
書
に
固
有
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
タ
イ
プ
の
表
紙
は
、
郡
役
所
廃
止
後

に
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
後
、
県
庁
で
付
さ
れ
た
表
紙
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
タ
イ
プ

の
表
紙
を
、
仮
に「
県
庁
」タ
イ
プ
と
呼
称
し
て
お
き
た
い
。
右
端
に
書
か
れ
た
課
名（
地
方
課
、

【表３】郡役所別の文書残存数及び文書目録残存状況
県宝 追加 収集 その他 合計

文書目録
残存状況年月日なし 年月日あり

行政 県報 行政 県報 移管 海外 高橋 購入 図書館 引継 保存
上高井 54 7 1 62 × ×
下高井 21 5 5 31 〇 〇
上水内 31 91 122 〇 ×
下水内 62 1 1 64 〇 〇
更　級 40 1 38 79 × 〇
埴　科 36 36 × ×
小　県 25 25 × 〇
北佐久 65 1 66 × ×
南佐久 65 2 1 68 × 〇
北安曇 32 1 1 2 1 37 × ×
南安曇 20 1 1 22 × ×
東筑摩 41 1 1 43 × ×
西筑摩 81 1 82 × 〇
諏　訪 26 4 1 31 × 〇
上伊那 14 1 1 16 × ×
下伊那 28 33 139 1 1 202 × 〇
合計 986 ※重複あり



43

長野県立歴史館所蔵近代郡役所文書についての基礎的研究―伝来経緯の検討を中心に―

【表４】表紙タイプ別の残存数（年度別）

年度別 
残存数

県庁 郡Ａ 郡Ｂ 郡Ｃ 郡Ｄ その他・ナシ

行政文書・県報
追加 
収集

行政文書・県報
追加 
収集

行政文書・県報
追加 
収集

行政文書・県報
追加 
収集

行政文書・県報
追加 
収集

行政文書・県報
追加 
収集年月日

なし
年月日
あり

年月日
なし

年月日
あり

年月日
なし

年月日
あり

年月日
なし

年月日
あり

年月日
なし

年月日
あり

年月日
なし

年月日
あり

明治10 2 1 1

明治12 21 4 1 3 3 2 1 3 2 2

明治13 18 1 1 1 6 6 3

明治14 21 1 6 6 1 7

明治15 16 1 1 4 3 2 2 1 2

明治16 11 3 5 2 1

明治17 13 1 1 1 6 1 3

明治18 8 2 6

明治19 15 4 10 1

明治20 9 2 2 5

明治21 9 3 3 3

明治22 16 6 3 3 1 2 1

明治23 11 3 1 3 1 3

明治24 12 1 4 2 4 1

明治25 15 1 4 3 2 3 1 1

明治26 16 6 1 1 5 3

明治27 15 3 4 1 4 1 1 1

明治28 11 5 1 1 4

明治29 14 4 1 6 2 1

明治30 13 7 1 4 1

明治31 12 7 3 1 1

明治32 14 7 5 1 1

明治33 10 6 4

明治34 25 9 1 1 4 5 1 2 1 1

明治35 11 6 2 3

明治36 13 5 1 1 5 1

明治37 13 6 1 1 4 1

明治38 17 8 1 3 3 1 1

明治39 12 6 1 2 3

明治40 18 8 1 4 4 1

明治41 16 7 3 2 3 1

明治42 23 12 2 1 3 2 1 2

明治43 20 11 2 5 2

明治44 20 9 1 2 5 1 1 1

明治45 9 3 1 1 1 2 1

大正１ 10 6 1 1 1 1

大正２ 10 5 1 2 1 1

大正３ 14 9 1 3 1

大正４ 12 6 5 1

大正５ 12 6 1 3 1 1

大正６ 18 7 8 2 1

大正７ 20 6 2 9 3

大正８ 13 4 1 5 1 1 1

大正９ 31 13 1 1 9 2 2 2 1

大正10 24 11 10 2 1

大正11 35 14 1 14 2 1 2 1

大正12 33 15 1 2 14 1

大正13 33 23 6 2 1 1

大正14 46 14 2 23 1 1 1 4

大正15 139 104 7 1 20 1 1 1 1 1 2

昭和５ 1 1

昭和６ 1 1

年未詳 8 8

959 397 0 0 20 49 1 175 125 24 13 60 4 1 5 2 13 41 29

総点数 397 70 324 77 8 83

※明治38年には県立図書館所蔵資料１点を含む（郡Ｃ）。
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庶
務
課
、
学
務
課
、

土
木
課
、
林
務
課
）

は
引
き
継
が
れ
た
郡

役
所
文
書
を
管
理
し

た
部
署
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
、
事
案
に

よ
っ
て
は
複
数
の
事

案
や
複
数
の
郡
役
所

の
も
の
が
一
冊
に
合

冊
さ
れ
て
い
る
も
の

も
み
ら
れ
る
。そ
の
場
合
は
、事
案
ご
と
に
中
扉
の
紙
を
入
れ
て
い
る
。こ
れ
は
大
正
一
四
年
・

一
五
年
の
簿
冊
に
多
く
、
未
完
結
や
未
編
冊
の
状
態
で
引
き
継
が
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
た
め

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
索
引
は
郡
役
所
の
罫
紙
を
用
い
た
も
の
が
多
く
、
郡
役
所
段
階
で
付

さ
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
郡
役
所
廃
止
と
と
も
に
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
簿
冊
の
う
ち
、（
ア
）

未
編
冊
の
も
の
は
県
庁
に
お
い
て
事
案
等
に
応
じ
た
編
綴
が
な
さ
れ
て
県
庁
文
書
の
表
紙
が
付

さ
れ
た
こ
と
、（
イ
）
編
冊
済
み
の
簿
冊
で
あ
っ
て
も
多
く
は
表
紙
を
県
庁
文
書
の
も
の
に
付

け
直
さ
れ
た
こ
と
、
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、（
イ
）
に
つ
い
て
は
、
県
庁
タ
イ
プ
の
表
紙
を
有
す
る
簿
冊
は
、
簿
冊
に
記
さ
れ
た

年
代
と
表
紙
が
付
さ
れ
た
段
階
（
大
正
一
五
年
）
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
簿

冊
個
々
の
書
誌
情
報
と
し
て
重
要
で
あ
る（

（3
（

。

②
郡
役
所
で
付
さ
れ
た
表
紙

　

無
地
の
板
目
紙
に
簿
冊
の
表
題
等
を
記
し
た
も
の
が
五
三
八
点
確
認
で
き
る
（
図
４
―
①
～

④
）。
表
紙
の
中
央
に
「
公
文
編
冊
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
大
書
し
た
も
の
（
図
４
―
①
）
と（

（3
（

、

同
じ
く
表
紙
の
中
央
に
簿
冊
の
内
容
を
示
す
表
題
を
大
書
し
た
も
の
（
図
４
―
②
～
④
）
と
い

う
二
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。
さ
ら
に
後
者
は
郡
役
所
名
や
課
・
係
名
な
ど
の
脇
に
書
か
れ
た
情

報
に
よ
っ
て
三
パ
タ
ー
ン
に
分
類
さ
れ
る
。
前
者
を
「
郡
Ａ
」、
後
者
を
「
郡
Ｂ
」
～
「
郡
Ｄ
」、

い
ず
れ
に
も
分
類
さ
れ
な
い
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
を
「
そ
の
他
」
と
仮
に
呼
称
し
て
お
く
。

こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
は
郡
役
所
に
お
け
る
編
綴
の
段
階
で
付
さ
れ
た
表
紙
の
ま
ま
現
在
ま
で
伝
来

し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
「
郡
役
所
」
タ
イ
プ
と
呼
称
し
て
お

き
た
い
。
内
訳
と
そ
の
特
徴
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

〔
郡
Ａ
〕
…
「
公
文
編
冊
」
＋
タ
イ
ト
ル
の
み
：
七
〇
点
（
図
４
―
①
）

〔
郡
Ｂ
〕
…
表
題
＋
郡
役
所
名
：
三
二
四
点
（
図
４
―
②
）

〔
郡
Ｃ
〕
…
表
題
＋
課
・
係
名
：
七
七
点
（
図
４
―
③
）

〔
郡
Ｄ
〕
…
表
題
＋
郡
役
所
名
＋
課
・
係
名
：
八
点
（
図
４
―
④
）

〔
そ
の
他
〕
…
表
題
の
み
な
ど
：
五
九
点

〔
な
し
〕
…
戦
前
段
階
の
表
紙
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
未
編
綴
の
も
の
な
ど
：
二
四
点

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、〔
郡
Ａ
〕
に
つ
い
て
は
上
水
内
郡
役
所
の
も
の
が
大
半
の
六
二
点
を
占
め

て
お
り
、
残
り
は
北
安
曇
郡
役
所
が
八
点
残
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
表
紙
の
タ
イ
プ
は
両
郡
役

所
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
よ
う
か
。
同
じ
く
、
八
点
の
み
を
数
え
る
〔
郡
Ｄ
〕
の

タ
イ
プ
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
二
～
二
二
年
の
間
に
上
水
内
郡
役
所
を
中
心
に
散
発
的
に
残
存

し
て
お
り
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
七
七
点
が
残
存
す
る
〔
郡
Ｃ
〕

の
タ
イ
プ
も
、
下
水
内
郡
役
所
の
も
の
が
県
報
三
〇
点
を
含
む
四
九
点
（
う
ち
、
四
八
点
が
年

月
日
あ
り
）、
上
水
内
郡
役
所
の
も
の
が
一
一
点
（
す
べ
て
年
月
日
あ
り
）、
北
佐
久
郡
役
所
が
六

点
、
東
筑
摩
郡
役
所
が
六
点
、
更
級
郡
役
所
が
四
点
、
西
筑
摩
郡
役
所
が
一
点
と
い
う
内
訳
と

な
る
。
年
代
的
に
も
明
治
二
〇
年
代
後
半
ま
で
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
れ
も
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
に
分
類
さ
れ
よ
う
。

　

一
方
、
三
二
四
点
残
存
す
る
郡
役
所
名
の
み
を
記
す
〔
郡
Ｂ
〕
タ
イ
プ
は
、
年
代
や
用
い
る

郡
役
所
に
大
き
な
偏
差
は
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
が
郡
役
所
で
用
い
ら
れ
る
一
般
的
な
タ
イ
プ
の
表

紙
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

　

ま
た
、「
郡
役
所
」
タ
イ
プ
の
表
紙
の
も
の
は
、
郡
役
所
廃
止
後
、
台
帳
類
や
会
議
録
類
、

複
数
年
分
を
ま
と
め
た
例
規
類
の
簿
冊
が
多
い
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
な
数
年

た
っ
て
か
ら
県
庁
に
移
さ
れ
た
簿
冊
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
表
紙
タ
イ
プ
に
該
当
す
る
。

図３　�「県庁」タイプの表紙の例� �
（【大14―2E―46】）
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（
２
）　

表
紙
へ
の
書
入
れ
・
押
印
・
貼
紙

　

長
野
県
庁
文
書
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

た
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
公
文
書

の
簿
冊
の
表
紙
に
記
さ
れ
た
書
き
入
れ
や

押
印
・
貼
紙
な
ど
は
完
結
し
た
文
書
の
簿

冊
が
ど
の
よ
う
に
管
理
・
保
存
さ
れ
て
い

た
か
を
知
る
上
で
重
要
な
情
報
と
な
る（

（3
（

。

前
節
で
分
類
し
た
表
紙
の
う
ち
、
郡
役
所

段
階
で
付
さ
れ
た
タ
イ
プ
の
表
紙
に
も

様
々
な
種
類
の
押
印
・
書
入
れ
・
貼
紙
が

あ
る
。た
だ
し
、そ
の
す
べ
て
に
対
し
て
、

ど
の
段
階（
郡
役
所
、
県
庁
、
地
方
事
務
所
、

県
政
資
料
室
）
に
お
い
て
、
如
何
な
る
目

的
で
記
入
・
押
印
・
貼
付
さ
れ
た
も
の
な

の
か
を
検
討
し
て
判
断
を
下
す
こ
と
は
紙

幅
の
都
合
も
あ
り
現
段
階
で
は
難
し
い
。

悉
皆
的
な
整
理
・
分
類
は
今
後
の
課
題
と

し
た
い
が
、
郡
役
所
ご
と
に
異
な
る
印
や

貼
紙
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
各
郡
役
所
に

お
け
る
文
書
管
理
の
実
態
、す
な
わ
ち「
郡

役
所
ご
と
の
個
性（

（3
（

」
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
下

伊
那
郡
役
所
は
多
く
の
簿
冊
に
管
理
番
号

と
推
測
さ
れ
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
薄
ピ

ン
ク
色
の
貼
紙
が
付
さ
れ
て
い
る
。
押
印

に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
役
所
で
異

な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
更
級
郡
役
所
に
見

ら
れ
る
「
記
帳
済
」
と
い
う

印
は
、
保
存
文
書
へ
の
目
録

台
帳
の
記
帳
と
い
う
処
理
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
、
東
筑
摩
郡

役
所
の
簿
冊
に
見
ら
れ
る
「
永
年
保
存
」
の
角
印
は
完
結
段
階
で
保
存
年
限
を
示
す
押
印
が
な

さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
よ
り
精
緻
な
整
理
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

　

一
方
、
異
な
る
郡
役
所
の
簿
冊
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
押
印
と
し
て
、「
第
一
種
」
と
い
う

印
（
図
５
）
は
注
目
さ
れ
る
（
表
２
の
う
ち
「
県
庁
「
第
一
種
」
印
」
の
欄
に
「
○
」
を
記
し
た
）。

永
年
保
存
（
第
一
種
）
の
簿
冊
で
あ
る
こ
と
を
示
す
押
印
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
県
庁
文
書
に
も

同
じ
も
の
が
確
認
さ
れ
る
。
明
治
末
～
昭
和
初
期
の
県
庁
内
で
使
用
さ
れ
た
印
の
印
影
簿
に
も

同
じ
も
の
が
登
録
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
六
年
「（
知
事
官
房
）
印
影
簿
」【
昭
６
―
Ａ
―
６
】）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
郡
役
所
廃
止
後
、
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
郡
役
所
文
書
の
う
ち
、
郡

役
所
で
付
さ
れ
た
表
紙
の
ま
ま
で
保
管
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
県
庁
の
文
書
課

で
押
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
印
が
見
ら
れ
る
郡
役
所
文
書
は
戦
前

段
階
で
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
こ
れ
は
郡
役
所
文
書
の
伝
来
経

緯
を
考
え
る
上
で
重
要
な
情
報
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四　

県
政
資
料
室
の
収
集
に
か
か
る
郡
役
所
文
書

　

前
章
で
検
出
し
た
九
五
九
点
の
当
館
蔵
の
郡
役
所
文
書
の
う
ち
、
大
多
数
の
八
九
九
点
を
占

め
る
の
が
「
長
野
県
行
政
文
書
」
及
び
「
長
野
県
報
」
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
戦
後

の
県
政
資
料
室
に
よ
る
収
集
を
経
た
簿
冊
で
あ
る
。
は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、
県
政
資
料

室
で
は
収
集
し
た
行
政
文
書
及
び
長
野
県
報
の
簿
冊
に
、
①「
長
野
県
政
資
料
室
」印
の
押
印
、

②
表
紙
裏
に
「
年
月
日
・
登
録
番
号
」
の
記
入
（
図
６
・
７
）、
③
閲
覧
公
開
用
の
請
求
番
号

の
付
与
・
ラ
ベ
ル
の
貼
付
、「
県
政
資
料
室
」
の
押
印
、
と
い
っ
た
情
報
を
残
し
て
い
る
。

　

注
目
し
た
い
の
は
登
録
番
号
で
あ
る
。
こ
れ
は
県
政
資
料
室
が
収
集
し
た
行
政
文
書
を
整
理

し
た
際
に
順
に
付
し
て
い
っ
た
番
号
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
県
政
資
料
室
に
お
い
て
如

図５　「第一種」印

図４―①「郡Ａ」タイプの
表紙例（【明26―2Ａ―１】）

図４―②「郡Ｂ」タイプの
表紙例（【明32―2Ａ―28】）

図４―③「郡Ｃ」タイプの
表紙例（【明34―２Ｅ―８】）

図４―④「郡D」タイプの
表紙例（【明12―Ａ―35】）
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何
な
る
原
則
に
基
づ
い
て
こ
の
番
号
が
付
さ
れ
た
の
か
を
示
す
資
料
や
、
登
録
番
号
の
全
体
像

を
示
す
資
料
は
現
段
階
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
、
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

る
状
況
に
あ
る（

（3
（

。
本
稿
で
収
集
し
た
郡
役
所
由
来
の
文
書
に
限
定
し
て
み
る
と
、
登
録
番
号
順

に
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
段
階
で
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
（
以
下
、
表
２
参
照
）。

（
１
）　

表
２
の
№
１
～
599
：
登
録
番
号
四
四
四
～
八
一
三
四
ま
で
の
五
九
九
点

　

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
と
し
て
、
若
干
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
①
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
長

野
県
行
政
資
料
目
録 

第
一
集
（
明
治
編
）』（
一
九
六
六
年
）
及
び
『
同 

第
二
集
（
大
正
編
）』（
一

九
六
九
年
）
に
記
載
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
②
い
ず
れ
も
年
月
日
の
記
載
が
な
い
こ
と
（
図
６
の

よ
う
な
パ
タ
ー
ン
）、
③
お
お
む
ね
明
治
か
ら
大
正
ま
で
編
年
で
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

と
い
う
三
点
を
挙
げ
た
い
。
①
の
特
徴
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
県
政
資
料
室
の
設
置
か
ら
一
九

六
九
年
の
段
階
ま
で
に
収
集
さ
れ
て
い
た
史
料
群
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
②
③

の
特
徴
か
ら
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
県
政
資
料
室
に
お
い
て
、
一
九
六
九
年
ま
で
の
あ
る
段
階

で
一
括
し
て
登
録
№
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

簿
冊
の
形
態
的
特
徴
に
つ
い
て
も
偏
差
が
み
ら
れ
る
。
五
九
九
点
の
う
ち
、
三
九
七
点
を
占

め
る
の
が
「
県
庁
」
タ
イ
プ
の
表
紙
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
タ
イ
プ
の
表
紙
は
大

正
一
五
年
の
郡
役
所
廃
止
段
階
で
各
郡
役
所
か
ら
県
庁
に
移
管
さ
れ
、
県
庁
の
文
書
課
で
付
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
県
政
資
料
室
が
収
集
し
た
簿
冊
で
「
県
庁
」
タ
イ
プ
の
表

紙
を
有
す
る
も
の
は
例
外
な
く
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
。

　

一
方
で
、「
郡
役
所
」
タ
イ
プ
の
（
Ａ
）
～
（
Ｄ
）
の
表
紙
も
二
一
九
点
を
数
え
る
が
、
そ

の
う
ち
、
表
紙
に
「
第
一
種
」
印
が
押
さ
れ
た
も
の
は
九
七
点
を
占
め
て
お
り
、
県
庁
に
移
さ

れ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
大
正
一
五
年
段
階
で
郡
役
所
か
ら
移

さ
れ
た
の
ち
、
表
紙
を
付
け
直
す
こ
と
は
せ
ず
、
郡
役
所
段
階
で
付
し
た
表
紙
の
ま
ま
で
保
管

さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
明
確
に

な
ら
な
い
が
、
会
議
録
や
例
規
類
の
綴
り
、
帳
簿
類
等
が
多
い
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
章

で
見
た
処
理
方
針
カ
に
対
応
す
る
簿
冊
群
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

県
庁
に
お
い
て
も
帳
簿
や
台
帳
類
は
元
課
で
使
用
し
て
い
た
表
紙
の
ま
ま
保
存
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ（

（3
（

、
同
様
の
措
置
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
年
代
的
な
分
布
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

明
治
期　

�

二
〇
四
点
（
一
〇
年
代
…
二
三
点 

二
〇
年
代
…
三
四
点 

三
〇
年
代
…
八
一
点
四
〇

年
代
…
六
六
点
）

大
正
期　

三
九
五
点
（
大
正
一
三
年
…
三
〇
点 

一
四
年
…
三
九
点 

一
五
年
…
一
三
三
点
）

　

全
体
の
三
分
の
二
に
あ
た
る
約
四
〇
〇
点
が
大
正
期
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
大
正
一
三
～
一

五
年
度
の
わ
ず
か
三
ヵ
年
分
だ
け
で
二
〇
〇
点
が
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
大
正
一
四
・

一
五
年
の
文
書
を
優
先
的
に
移
管
す
る
と
い
う
処
理
方
針
ウ
～
オ
に
合
致
す
る
。そ
う
す
る
と
、

こ
の
史
料
群
は
戦
前
か
ら
県
庁
舎
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
（
１
）
の
簿
冊
は
、
一
章
で
み
た
郡
役
所
廃
止
段
階
の

処
理
方
針
ウ
～
カ
に
も
と
づ
き
、
郡
役
所
か
ら
県
庁
に
移
管
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
戦
後
、
県

政
資
料
室
が
一
九
六
九
年
ま
で
に
県
庁
か
ら
収
集
し
た
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
も
の
と

判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
は
じ
め
に
で
述
べ
た
、
史
料
群
と
し
て
の
「
長
野
県
行
政
文
書
」

の
母
体
と
な
る
〔
群
Ａ
〕
の
一
部
に
該
当
す
る
。

（
２
）　

表
２
の
№
600
～
873
：
登
録
番
号
八
一
四
〇
～
八
五
四
三
ま
で
の
二
七
四
点

　

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
戦
後
、
県
政
資
料
室
が
地
方
事
務
所
等
か
ら
収
集
し
た
公
文
書
の
リ
ス
ト

に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
大
半
に
あ
た
る
一
二
三
冊（
上
水
内
八
七
冊
、
北
佐
久
一
冊
、
更
級
一
冊
、

下
伊
那
三
〇
冊
、
諏
訪
四
冊
）
が
合
致
す
る
（
表
２
の
「
県
政
リ
ス
ト
」
の
欄
参
照
）。
こ
れ
ら
は

一
章
で
見
た
郡
役
所
廃
止
段
階
に
お
け
る
処
理
方
針
イ
に
あ
た
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
郡
役
所

の
庁
舎
に
残
置
さ
れ
た
文
書
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
一
三
九

図６　表紙裏、年月日・登
録番号の例［年月日なし］
（【大９―２Ｃ―28】）

図７　表紙裏、年月日・登
録番号の例［年月日あり］
（【明32―２Ａ―28】）
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冊
を
占
め
る
下
伊
那
郡
役
所
に
由
来
す
る
長
野
県
報
に
つ
い
て
も
、
同
郡
役
所
で
保
管
さ
れ
、

地
方
事
務
所
が
引
き
継
い
で
い
た
も
の
を
昭
和
四
五
年
段
階
で
県
政
資
料
室
が
収
集
し
た
も
の

で
あ
る（

（3
（

。

　

表
紙
の
装
丁
に
つ
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
す
べ
て
「
郡
役
所
」
タ
イ
プ
で
あ
り
、「
県
庁
」

タ
イ
プ
の
表
紙
や
「
第
一
種
」
印
を
押
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
ま
た
、
簿
冊
の
残
存
す
る

年
代
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
〇
年
代
が
三
六
点
、
明
治
二
〇
年
代
が
四
四
点
、
明
治
三
〇
年
代

が
一
七
点
、明
治
四
〇
年
代
が
一
五
点
、そ
し
て
大
正
・
昭
和
期
が
合
わ
せ
て
二
三
点
と
な
り
、

年
代
的
に
古
い
明
治
期
前
半
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
重
要
な
も
の
で
あ
っ

て
も
年
代
的
に
古
い
も
の
は
郡
庁
舎
に
残
置
す
る
と
い
う
処
理
方
針
イ
に
合
致
す
る
傾
向
で
あ

る
と
言
え
る
。

　

ま
た
注
目
す
べ
き
特
徴
と
し
て
、
前
述
の
グ
ル
ー
プ
（
１
）
と
は
異
な
り
、
編
年
の
配
列
と

な
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
方
で
、
や
や
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
大
半
に
登
録

年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
も
大
き
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
整
理
し

て
登
録
番
号
を
付
し
た
日
付
と
判
断
さ
れ
る
が（

（3
（

、
日
付
と
収
集
対
象
と
な
っ
た
地
方
事
務
所
ご

と
に
い
く
つ
か
の
群
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
と
、
昭
和
四
七
年
一
月

一
一
日
（
上
水
内
、
下
伊
那
）、
同
四
月
一
日
（
更
級
、
上
水
内
、
諏
訪
、
下
伊
那
）、
同
四
月
一

一
日
日
（
諏
訪
）、
同
五
月
二
三
日
（
下
伊
那
）、
同
五
月
二
五
日
（
下
伊
那
）、
昭
和
四
九
年
五

月
二
二
日
（
上
高
井
）、
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
五
日
（
上
高
井
）
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の

グ
ル
ー
プ
は
昭
和
四
七
年
以
降
、
県
政
資
料
室
が
地
方
事
務
所
を
対
象
と
し
て
収
集
し
た
も
の

を
五
月
雨
式
に
追
加
登
録
し
て
い
っ
た
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
は
じ

め
に
で
述
べ
た
、
県
政
資
料
室
が
追
加
収
集
し
た
公
文
書
〔
群
Ｂ
〕
に
該
当
す
る
。

（
３
）　

表
２
の
№
874
～
889
：
登
録
番
号
八
五
六
八
～
八
六
五
五
ま
で
の
一
六
点

　

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
八
千
五
百
～
六
百
番
台
の
登
録
番
号
が
付
さ
れ
、
年
月
日
記
載
が
な
い

こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。「
県
庁
」
タ
イ
プ
の
表
紙
は
皆
無
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
多
く
が
一
九

七
四
年
の
追
加
収
集
リ
ス
ト
に
記
載
が
な
く
、一
九
七
七
年
の
目
録
に
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

七
四
年
か
ら
七
七
年
ま
で
の
間
に
収
集
・
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
北

佐
久
郡
役
所
の
学
務
関
係
の
簿
冊
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
郡
役
所

文
書
が
県
庁
内
に
あ
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
地
方
事
務
所
か
ら
収
集
し
た
も
の
か
は
判
断
が

難
し
い
が
、
県
庁
で
保
管
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
「
第
一
種
」
印
が
見
ら
れ
る
も
の
や
、
戦
後
段

階
の
県
庁
で
の
補
修
を
う
か
が
わ
せ
る
痕
跡
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
県
庁
内
に
あ
っ
た
も
の

が
中
心
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
、
前
項
（
２
）
と
同
様
に
、
県
政
資
料

室
が
追
加
収
集
し
た
公
文
書
〔
群
Ｂ
〕
に
該
当
す
る
も
の
と
捉
え
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、
残
る
表
２
№
890
～
899
の
事
例
の
う
ち
、
一
冊
の
簿
冊
を
分
冊
し
た
№
895
～
897
を
除
く

事
例
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
№
890
～
893
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
九
年
や
五
一

年
と
い
う
年
記
載
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
千
番
台
と
い
う
数
字
を
付
し
て
い
る
。
純
粋

な
行
政
文
書
簿
冊
と
い
う
よ
り
は
行
政
資
料
に
近
い
性
質
を
持
つ
簿
冊
で
あ
る
こ
と
な
ど
ふ
ま

え
る
と
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
昭
和
四
九
年
以
降
、
従
来
の
方
針
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
方
針
の

も
と
整
理
さ
れ
て
付
さ
れ
た
番
号
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
、
そ
の
全
体
像
を
示
す
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
の
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
は
こ
の
よ
う
な
事
例
は
多
数
見
ら
れ
る（

（4
（

。
登

録
番
号
・
年
月
日
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
№
894
・
898
・
899
に
つ
い
て
も
同
様
の
性
格
を
有

す
る
簿
冊
だ
が
、
い
ず
れ
の
記
載
も
み
ら
れ
な
い
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
以
上
の
事
例
に
つ
い

て
は
郡
役
所
文
書
の
み
を
検
討
対
象
と
す
る
本
稿
で
は
射
程
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
を
俟
ち
た
い
。

　

以
上
、
本
章
で
は
県
政
資
料
室
の
収
集
に
か
か
る
郡
役
所
文
書
に
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
一
九
六
九
年
ま
で
に
大
正
一
五
年
の
郡
役
所
廃
止
段
階
で
県
庁
に
移
管
さ
れ
た
郡
役

所
文
書
を
中
心
と
す
る
史
料
群
の
母
体
が
形
成
さ
れ
（
グ
ル
ー
プ
（
１
））、
そ
の
後
、
地
方
事

務
所
に
残
置
さ
れ
た
も
の
中
心
と
し
て
、
段
階
的
に
郡
役
所
文
書
が
追
加
さ
れ
て
い
っ
た
（
グ

ル
ー
プ
（
２
）（
３
））
様
相
を
復
元
し
た
。
こ
れ
は
、
は
じ
め
に
で
述
べ
た
「
長
野
県
行
政
文
書
」

の
段
階
的
形
成
過
程
の
う
ち
、
前
者
が
〔
群
Ａ
〕、
後
者
が
〔
群
Ｂ
〕
に
該
当
す
る
も
の
と
想

定
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
は
当
館
所
蔵
の
「
長
野
県
行
政
文
書
」
及
び
長
野
県
報
の
う
ち
明
治
・
大
正

期
の
郡
役
所
由
来
の
簿
冊
に
限
定
し
た
分
析
結
果
で
あ
る
。
当
該
時
期
の
簿
冊
及
び
長
野
県
報

の
全
体
約
八
六
〇
〇
点
に
敷
衍
で
き
る
か
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
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五　

歴
史
館
開
館
後
の
移
管
・
収
集
に
か
か
る
郡
役
所
文
書

　

当
館
の
開
館
後
に
追
加
移
管
・
収
集
さ
れ
た
史
料
の
な
か
に
含
ま
れ
る
郡
役
所
由
来
の
文
書

が
六
〇
点
検
出
で
き
た
〔
表
２
の
№
900
～
958
〕。
県
宝
指
定
さ
れ
て
い
る
「
長
野
県
行
政
文
書
」

に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
で
、
前
述
の
〔
群
Ａ
〕・〔
群
Ｂ
〕
と
は
別
の
把
握
と
な
る
。

１�　

県
立
長
野
図
書
館
移
管
資
料
「
高
橋
伝
造
収
集
文
書
」
の
う
ち
：
三
八
点
〔
表
２
の
№
910

～
948
〕

　

高
橋
伝
造
は
明
治
三
三
年
、
更
級
郡
小
島
田
村
（
現
長
野
市
小
島
田
）
に
生
ま
れ
、
長
野
県

師
範
学
校
を
卒
業
後
、
上
田
市
、
更
級
郡
、
上
水
内
郡
の
小
中
学
校
で
勤
務
、
昭
和
二
六
年
に

教
員
生
活
を
退
い
た
後
も
更
北
村（
現
長
野
市
更
北
地
域
）の
選
挙
監
理
委
員
や
人
権
擁
護
委
員
、

公
民
館
長
な
ど
を
歴
任
し
た
人
物
で
あ
る（

（4
（

。
高
橋
は
教
員
と
な
っ
て
間
も
な
い
時
期
に
栗
岩
英

二
の
指
導
を
受
け
た
こ
と
で
、
職
務
の
傍
ら
で
郷
土
史
の
研
究
に
も
取
り
組
ん
だ
。
当
該
史
料

群
は
高
橋
が
収
集
し
た
も
の
で
、
昭
和
四
六
年
に
高
橋
が
死
去
し
た
際
に
妻
・
高
橋
き
よ
氏
か

ら
県
立
長
野
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
当
館
開
館
後
に
県
立
長
野
図
書
館
よ
り
移
管

さ
れ
、
当
館
で
は
古
文
書
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。

　

当
該
史
料
群
に
含
ま
れ
る
郡
役
所
文
書
は
い
ず
れ
も
更
級
郡
役
所
に
由
来
す
る
文
書
で
あ

る
。
未
編
冊
の
も
の
や
、
資
料
類
な
ど
も
多
く
含
む
が
、
四
〇
点
近
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
。「
永

年
保
存
」
の
朱
書
な
ど
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
郡
役
所
段
階
で
は
永
年
保
存
扱
い
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
徴
証
を
有
す
る
簿
冊
が
あ
る
。
他
方
で
、
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
郡
役
所
文
書
の

特
徴
（「
第
一
種
」
印
、「
県
庁
」
タ
イ
プ
の
表
紙
な
ど
）
が
み
ら
れ
ず
、
更
級
郡
連
合
事
務
所
段

階
の
保
存
目
録
に
登
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
七
点
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
当
該
史
料
群
は
、
郡
役

所
廃
止
段
階
で
廃
棄
さ
れ
た
文
書
ま
た
は
、
そ
の
後
の
連
合
事
務
所
・
地
方
事
務
所
段
階
で
廃

棄
も
し
く
は
流
出
し
た
文
書
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

２　

当
館
購
入
史
料
の
う
ち
：
一
〇
点

（
１
）　

二
〇
一
六
年
度
購
入
史
料
：
一
点
〔
表
２
の
№
948
〕

　

二
〇
一
六
年
に
古
書
店
を
通
じ
て
購
入
し
た
南
安
曇
郡
役
所
文
書
で
あ
る
。
郡
役
所
段
階
で

書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
永
年
」
の
朱
書
き
が
あ
る
が
、
明
治
二
四
年
と
い
う
比
較
的
古
い
年

代
の
簿
冊
で
あ
り
、
県
庁
に
移
管
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
郡
役
所
廃
止
段
階

も
し
く
は
連
合
事
務
所
・
地
方
事
務
所
段
階
で
廃
棄
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
２
）　

二
〇
二
一
年
度
購
入
史
料
の
う
ち
：
九
点
〔
表
２
の
№
949
～
958
〕

　

二
〇
二
一
年
に
古
書
店
を
通
じ
て
購
入
し
た
行
政
文
書
の
う
ち
、
郡
役
所
由
来
の
も
の
が
未

編
冊
の
も
の
一
点
を
含
む
九
点
確
認
で
き
た
。
引
継
目
録
と
合
致
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
、「
第

一
種
」
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
い
ず
れ
も
大
正
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ

ら
は
郡
役
所
廃
止
段
階
で
県
庁
へ
と
引
き
継
が
れ
た
簿
冊
群
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
い
ず

れ
も
県
政
資
料
室
に
よ
る
収
集
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
県
庁
へ
引
き
継
が
れ
た
後
、

県
政
資
料
室
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
県
庁
か
ら
流
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。

３　

そ
の
他
：
一
一
点
（
含
、
県
立
長
野
図
書
館
所
蔵
図
書
資
料
）

（
１
）�　

当
館
開
館
後
に
地
域
振
興
局
か
ら
移
管
さ
れ
た
郡
役
所
文
書
（
下
水
内
一
点
、
南
佐
久

二
点
）：
三
点
〔
表
２
の
№
900
～
902
〕

　

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
地
方
事
務
所
の
後
継
機
関
で
あ
る
地
域
振
興
局
（
北
信
、
佐

久
）
よ
り
移
管
さ
れ
た
公
文
書
に
郡
役
所
由
来
の
簿
冊
が
三
点
確
認
で
き
た
。
い
ず
れ
も
旧
郡

庁
舎
に
残
置
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
半
現
用
の
状
態
に
あ
っ
た
簿
冊
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）　

近
現
代
史
料
「
海
外
協
会
関
係
史
料
」
の
う
ち
：
七
点
〔
表
２
の
№
903
～
909
〕

　

県
立
長
野
図
書
館
を
経
て
当
館
に
移
管
さ
れ
た
史
料
群
で
あ
る
。
信
濃
海
外
協
会
は
、「
各

県
で
移
民
の
支
援
と
海
外
発
展
思
想
の
普
及
を
進
め
」
た
「
民
間
団
体
」
で
あ
り
、
長
野
県
で

は
一
九
二
二
年
に
設
立
さ
れ
た
。「
総
裁
は
県
知
事
で
あ
る
た
め
、
県
庁
の
外
郭
機
関
と
し
て

機
能
」し
た
と
さ
れ
る（

（4
（

。
信
濃
海
外
協
会
地
方
支
部
は
各
地
の
郡
役
所
内
に
置
か
れ
て
い
た
が
、

当
該
史
料
群
に
は
そ
の
地
方
支
部
の
文
書
を
ま
と
め
て
編
綴
し
た
も
の
が
七
点
含
ま
れ
て
い
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る
。
こ
れ
は
、
郡
役
所
廃
止
と
と
も
に
各
地
方
支
部
が
廃
止
さ
れ
た
結
果（

（4
（

、
そ
れ
ぞ
れ
が
保
有

し
て
い
た
文
書
が
県
庁
内
の
信
濃
海
外
協
会
本
部
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
厳
密

に
は
信
濃
海
外
協
会
の
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
、
表
紙
へ
の
郡
役
所
名
の
記

載
、
郡
役
所
罫
紙
の
使
用
、
郡
長
に
よ
る
決
裁
印
と
い
っ
た
徴
証
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
広
義

の
郡
役
所
文
書
と
判
断
し
た
。

（
３
）　

県
立
長
野
図
書
館
所
蔵
図
書
資
料
の
う
ち
：
一
点
〔
表
２
の
№
959
〕

　

県
立
長
野
図
書
館
に
お
い
て
図
書
資
料
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
明
治
三
八
年
「
長
野
県
庁

処
務
細
則
」
は
、
表
紙
に
「
北
安
曇
郡
役
所
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
郡
役
所
由
来
の
簿
冊
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。「
長
野
県
政
資
料
室
」
印
、
表
紙
見
返
し
の
収
集
年
月
日
・
収
集
番
号
の

記
入
な
ど
、
県
政
資
料
室
の
収
集
に
か
か
る
徴
証
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
、
何
ら
か
の
理

由
で
歴
史
館
へ
の
移
管
か
ら
漏
れ
て
し
ま
っ
た
簿
冊
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る（

（4
（

。

六　

引
継
目
録
・
保
存
目
録
と
の
突
合
作
業

　

こ
こ
ま
で
の
検
討
結
果
の
確
度
を
高
め
る
た
め
、
二
章
で
見
た
文
書
目
録
の
う
ち
、
郡
役
所

廃
止
段
階
で
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
際
の
引
継
目
録
及
び
郡
役
所
庁
舎
に
残
置
さ
れ
た
保
存
目

録
と
の
突
合
作
業
の
結
果
を
提
示
す
る
。

１　

引
継
目
録
と
の
突
合

　

四
章
・
五
章
で
整
理
し
た
史
料
群
の
う
ち
、
県
政
資
料
室
の
収
集
に
か
か
る
簿
冊
の
グ
ル
ー

プ
（
１
）
及
び
二
〇
二
一
年
度
購
入
史
料
は
、
郡
役
所
廃
止
段
階
で
県
庁
に
移
管
さ
れ
た
も
の

と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
引
継
目
録
」
に
記
載
さ
れ
る
文
書
と
合
致
す
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
目
録
が
残
存
す
る
下
高
井
・
下
水
内
・
上
水
内
の
三
つ
の
郡
役
所
に
由
来
す
る
簿
冊

を
そ
れ
ぞ
れ
の
引
継
目
録
と
突
合
し
た
。
以
下
、
そ
の
作
業
結
果
を
示
す
。
以
下
、
表
２
の「
文

書
目
録
突
合
結
果
」
の
欄
を
参
照
さ
れ
た
い
。

①
大
正
一
五
年
「
下
高
井
郡
引
継
書
類
」【
大
15
―
２
Ｂ
―
24
】

　

下
高
井
郡
役
所
由
来
の
現
存
簿
冊
は
合
冊
分
も
含
め
て
三
一
冊
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
引
継

目
録
と
合
致
し
た
も
の
は
二
四
冊
と
な
る
。
い
ず
れ
も
県
政
資
料
室
の
収
集
に
か
か
る
簿
冊
の

グ
ル
ー
プ
（
１
）
及
び
二
〇
二
一
年
度
購
入
史
料
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
数

字
は
、
引
継
目
録
に
記
載
さ
れ
る
文
書
全
体
の
約
五
％
に
相
当
す
る
。

　

な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
下
高
井
郡
役
所
は
連
合
事
務
所
段
階
の
保
存
目
録
も
残
存
し
て
お

り
、
の
こ
る
七
冊
の
う
ち
長
野
県
報
の
五
冊
が
「
保
存
目
録
」
と
合
致
し
た
。
い
ず
れ
の
目
録

に
も
合
致
し
な
い
２
点
（
№
420
・
951
）
は
、
郡
役
所
廃
止
段
階
で
県
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
引
継
目
録
へ
の
記
載
漏
れ
、
も
し
く
は
引
継
目
録
の
件
名
と
大
き

く
異
な
る
と
い
っ
た
理
由
で
突
合
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

②
大
正
一
五
年
「
下
水
内
郡
引
継
書
類
」【
大
15
―
２
Ｂ
―
24
】

　

下
水
内
郡
役
所
由
来
の
現
存
簿
冊
は
六
四
冊
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
県
政
資
料
室
の
収
集
に

か
か
る
簿
冊
の
グ
ル
ー
プ
（
１
）
に
該
当
す
る
文
書
は
六
二
冊
で
、
す
べ
て
が
引
継
目
録
と
合

致
し
た
。
な
お
、
こ
の
数
字
は
引
継
目
録
に
記
載
さ
れ
る
文
書
数
の
約
二
六
％
に
相
当
す
る
。

③�

大
正
一
五
年
上
水
内
郡
役
所
完
結
文
書
並
簿
冊
引
継
目
録
（「
大
正
一
五
年　

郡
役
所
事
務
引

継
書
（
上
水
内
郡
役
所
）」【
大
15
―
２
Ｂ
―
34
】）

　

上
水
内
郡
役
所
由
来
の
現
存
簿
冊
は
一
一
九
冊
（
一
冊
の
簿
冊
を
戦
後
に
分
冊
し
た
№
895
～
897

の
三
冊
は
除
外
）で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
県
政
資
料
室
の
収
集
に
か
か
る
簿
冊
の
グ
ル
ー
プ（
１
）

の
文
書
は
二
八
冊
で
あ
り
、
追
加
収
集
分
の
グ
ル
ー
プ
（
２
）
が
九
一
冊
と
な
る
。

　

グ
ル
ー
プ
（
１
）
の
文
書
二
八
冊
の
う
ち
、
引
継
文
書
目
録
と
合
致
し
た
も
の
は
一
七
冊
で

あ
っ
た
。
引
継
目
録
に
記
載
さ
れ
る
文
書
数
の
う
ち
の
約
五
％
に
相
当
す
る
（
た
だ
し
、
鑑
札

類
八
七
二
冊
を
除
い
た
三
一
九
冊
を
母
数
と
し
て
計
算
し
た
）。
一
方
、
引
継
目
録
と
合
致
し
な
い

も
の
が
一
一
冊
（
№
94
・
164
・
172
・
188
・
202
・
244
・
267
・
269
・
293
・
368
・
433
）
に
の
ぼ
る
。
連
合

事
務
所
段
階
の
保
存
目
録
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
そ
の
理
由
は
不
明
だ
が
、
引
継
目
録
調
整
の

段
階
で
漏
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
郡
役
所
廃
止
後
、
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戦
前
の
段
階
で
県
庁
で
の
執
務
の
必
要
上
、
連
合
事
務
所
の
庁
舎
か
ら
県
庁
に
移
管
さ
れ
た
と

い
う
状
況
が
想
定
さ
れ
る
。
次
項
で
み
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
の
郡
役
所
で
も
確

認
で
き
る
。
特
に
、
上
水
内
郡
役
所
は
庁
舎
が
県
庁
舎
と
指
呼
の
地
（
長
野
市
南
長
野
聖
徳
）

に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
郡
役
所
廃
止
後
に
お
い
て
も
追
加
で
の
文
書
移
管
が
容
易
だ
っ

た
可
能
性
が
高
い
。

２　

保
存
目
録
と
の
突
合

　

二
章
で
み
た
よ
う
に
、
郡
役
所
廃
止
後
、
そ
の
ま
ま
郡
庁
舎
に
取
り
置
か
れ
た
文
書
の
保
存

目
録
は
、
諏
訪
、
下
高
井
、
下
水
内
、
南
佐
久
、
西
筑
摩
、
小
県
、
下
伊
那
、
更
級
の
八
つ
の

郡
役
所
の
も
の
が
現
存
し
て
い
る
。
保
存
目
録
に
記
載
さ
れ
た
文
書
で
現
存
簿
冊
と
合
致
す
る

も
の
は
九
三
点
を
数
え
る
。
郡
別
の
内
訳
は
、
諏
訪
二
二
点
、
南
佐
久
三
二
点
、
下
高
井
五
点
、

下
伊
那
二
四
点
、
更
級
九
点
、
西
筑
摩
一
点
、
下
水
内
・
小
県
な
し
、
と
な
る
。
本
来
は
郡
役

所
庁
舎
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
は
ず
の
簿
冊
が
現
在
の
当
館
に
伝
来
し
た
経
緯
と
し
て
は
、
明

確
に
な
る
理
由
と
し
て
主
に
以
下
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
ら
れ
る
。

①�

郡
役
所
廃
止
後
、
業
務
上
必
要
と
な
っ
て
県
に
移
送
さ
れ
た
こ
と
で
県
庁
文
書
と
し
て
伝

わ
っ
た
も
の

　

保
存
文
書
目
録
や
簿
冊
そ
の
も
の
に
残
さ
れ
た
書
き
入
れ
や
痕
跡
等
か
ら
明
ら
か
と
な
る
も

の
と
し
て
三
九
点
が
確
認
で
き
る
（「
目
録
備
考
」
欄
参
照
）（
（4
（

。
郡
役
所
廃
止
後
に
庁
舎
に
留
め

置
か
れ
た
公
文
書
は
す
べ
て
県
庁
の
各
課
が
保
有
・
管
理
す
る
文
書
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ

り
、
郡
役
所
廃
止
後
に
お
け
る
県
に
よ
る
町
村
行
政
な
ど
の
際
に
必
要
と
な
っ
た
も
の
は
県
庁

に
移
送
さ
れ
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
保
存
目
録
と
残
存
簿
冊
と
の
合
致
数
が
特
に
多
い
の
が
南
佐
久
郡
役
所
と
諏
訪

郡
役
所
で
あ
る
。南
佐
久
郡
役
所
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
全
て
郡
会
の
議
事
録
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

大
正
三
年
以
降
の
通
常
・
臨
時
郡
会
の
議
事
録
が
何
ら
か
の
理
由
で
ま
と
め
て
県
に
移
管
さ

れ
、
そ
れ
が
永
年
保
存
扱
い
と
し
て
体
系
的
に
残
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

諏
訪
郡
役
所
由
来
の
残
存
簿
冊
は
三
一
冊
で
あ
る
が
、
二
一
冊
が
保
存
目
録
に
記
載
さ
れ
る

文
書
と
合
致
し
た
（
う
ち
、
八
冊
は
郡
役
所
廃
止
後
に
県
に
移
送
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
）。
こ

れ
は
、
諏
訪
郡
役
所
の
保
存
文
書
目
録
の
性
格
に
起
因
す
る
部
分
が
大
き
い
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
現
存
す
る
保
存
文
書
目
録
の
う
ち
、
諏
訪
以
外
の
も
の
が
、
郡
役
所
廃
止
後
数
年
が
経
過

し
た
昭
和
五
～
九
年
の
段
階
で
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
を
書
き
上
げ
た
目
録
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
諏
訪
郡
役
所
に
つ
い
て
は
大
正
一
五
年
の
郡
役
所
廃
止
の
段
階
で
調
製
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
県
が
郡
役
所
の
業
務
を
引
き
継
い
だ
直
後
は
郡
役
所
庁
舎
に
留
め
置
い
た
も
の
の
、
実
際

に
は
追
加
で
移
管
が
必
要
と
な
っ
た
簿
冊
が
多
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
郡

役
所
廃
止
段
階
で
調
製
さ
れ
た
諏
訪
郡
役
所
の
保
存
目
録
に
登
載
さ
れ
た
文
書
は
、
そ
の
後
に

県
に
移
送
さ
れ
た
簿
冊
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
形
で
県
に
移
さ
れ
た
簿
冊
の
ほ
と
ん
ど
は
郡
役

所
段
階
で
付
さ
れ
た
表
紙
の
ま
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。

②�

郡
役
所
庁
舎
に
残
さ
れ
た
ま
ま
廃
棄
や
湮
滅
を
免
れ
、
戦
後
に
県
政
資
料
室
が
収
集
し
た
も

の
、
も
し
く
は
当
館
に
移
管
さ
れ
た
も
の

　

四
章
で
み
た
よ
う
に
、
県
政
資
料
室
が
昭
和
四
七
年
以
降
に
地
方
事
務
所
か
ら
収
集
し
た
公

文
書
群
（
四
章
で
分
類
し
た
グ
ル
ー
プ
（
２
））
に
つ
い
て
も
、
保
存
目
録
と
合
致
す
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
の
う
ち
、
保
存
目
録
が
残
存
し
て
い
る
下
伊
那
、
諏
訪
、
更
級
郡
役
所
の
簿
冊
で
行

政
文
書
に
分
類
さ
れ
る
も
の
二
九
点（
下
伊
那
二
四
点
、
諏
訪
四
点
、
更
級
一
点
）が
突
合
で
き
た
。

ま
た
、
二
〇
二
〇
年
に
佐
久
地
域
振
興
局
よ
り
移
管
さ
れ
た
№
900
も
保
存
目
録
に
登
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

③
郡
役
所
庁
舎
か
ら
廃
棄
・
流
出
し
た
の
ち
に
当
館
が
収
集
し
た
も
の

　

い
ず
れ
も
高
橋
伝
造
収
集
文
書
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
当
該
史
料
群
に
は
保
存
目
録
が

残
る
更
級
郡
役
所
に
由
来
す
る
文
書
が
伝
来
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
七
点
と
突
合
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
五
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
い
ず

れ
も
目
録
上
の
登
録
や
表
紙
へ
の
書
き
入
れ
が
永
年
保
存
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、い
つ
の
段
階
に
お
い
て
如
何
な
る
理
由
で
当
該
文
書
が
郡
役
所
庁
舎
か
ら
流
出
し
、
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高
橋
伝
造
に
よ
る
収
集
の
対
象
と
な
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い（

（4
（

。

七　

郡
役
所
文
書
の
廃
棄

　

最
後
に
、
郡
役
所
廃
止
に
と
も
な
う
文
書
廃
棄
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
郡

役
所
廃
止
後
の
文
書
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
栃
木
智
子
に
よ
る
宮
城
県
の
事
例
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る（

（4
（

。
栃
木
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
宮
城
県
で
は
郡
役
所
廃
止
段
階
で
廃
棄
と
な
っ
た
文
書
目

録
が
残
存
し
て
お
り
、
伊
具
郡
役
所
で
は
、
大
正
一
五
年
段
階
で
二
一
〇
七
冊
の
文
書
を
保
有

し
て
い
た
が
、
郡
役
所
廃
止
に
と
も
な
っ
て
一
〇
〇
六
冊
が
棄
却
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。
ま
た
、
宮
城
県
全
体
で
は
一
九
三
九
七
冊
の
文
書
が
郡
役
所
に
留
め
置
か
れ
た
が
、
昭
和

二
年
ま
で
に
一
四
九
〇
七
冊
が
廃
棄
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
残
る
約
五
〇
〇
〇
冊
の
う
ち

現
在
の
宮
城
県
公
文
書
館
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
四
三
六
冊
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宮
城
県
で
は
、
郡
役
所
廃
止
に
と
も
な
い
大
量
の
文
書
廃
棄
が
な
さ
れ
、
そ

の
後
も
継
続
的
な
廃
棄
時
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
長
野
県
の

状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

１　

郡
役
所
廃
止
段
階
に
お
け
る
文
書
廃
棄

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
長
野
県
は
郡
役
所
廃
止
段
階
に
お
い
て
、
郡
役
所
が
保
有
す
る
文
書
の

う
ち
大
正
一
四
年
以
前
の
も
の
で
、
保
存
年
限
が
経
過
し
た
文
書
は
廃
棄
す
る
と
い
う
処
理
方

針
を
示
し
て
い
た
（
処
理
方
針
ア
）。
で
は
実
態
と
し
て
は
ど
う
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

長
野
県
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
廃
棄
文
書
目
録
や
、
郡
役
所
廃
止
直
前
の
段
階
に
お
い

て
各
郡
役
所
が
保
有
し
て
い
た
文
書
の
総
数
を
示
す
史
料
が
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め（

（4
（

、
こ
の

段
階
で
行
わ
れ
た
文
書
廃
棄
の
具
体
的
な
規
模
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

た
だ
し
、
引
継
目
録
と
保
存
目
録
の
双
方
が
唯
一
残
る
下
高
井
郡
役
所
の
場
合
、
郡
役
所
廃

止
段
階
で
約
二
六
〇
〇
冊
の
文
書
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
二
章
で
見
た
よ
う
に
諏

訪
・
下
水
内
・
小
県
・
下
伊
那
・
更
級
郡
役
所
も
連
合
事
務
所
段
階
の
保
存
目
録
か
ら
二
〇
〇

〇
冊
以
上
の
文
書
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
宮
城
県
の

伊
具
郡
役
所
も
文
書
廃
棄
が
行
わ
れ
る
前
の
郡
役
所
廃
止
段
階
で
二
一
〇
七
冊
と
い
う
ほ
ぼ
同

等
規
模
の
文
書
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
単
純
な
比
較
は
慎
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
二
〇
〇
〇
～
三
〇
〇
〇
冊
程
度
が
郡
役
所
廃
止
段
階
で
の
郡
役
所
が
保
有

し
て
い
た
平
均
的
な
文
書
量
で
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
如
上
の
郡
役
所
で
は
、
郡
役
所
廃

止
段
階
に
お
い
て
大
規
模
な
文
書
廃
棄
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

他
方
で
、
南
佐
久
連
合
事
務
所
は
約
六
〇
〇
冊
、
西
筑
摩
郡
役
所
は
約
一
〇
〇
〇
冊
と
い
う

数
が
保
存
目
録
に
記
載
さ
れ
る
文
書
量
で
あ
り
、
上
述
の
六
つ
の
郡
役
所
と
比
較
す
る
と
著
し

く
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
郡
役
所
で
は
比
較
的
大
規
模
な
文
書
廃
棄
が
行
わ
れ
た
可

能
性
が
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
郡
役
所
廃
止
時
の
県
へ
の
移
管
文
書
の
選
別
や
廃
棄
は
、
郡
役
所
側
に
判

断
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
四
章
で
み
た
、
郡
役
所
廃
止
段
階
で
県
に
移

管
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
文
書
群
（
グ
ル
ー
プ
（
１
））
の
年
代
的
内
訳
に
つ
い
て
も
確
か
に
大
正

期
の
終
わ
り
ご
ろ
の
文
書
が
多
数
を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
明
治
・
大
正
初
期
の
文
書
も
相
当

数
が
移
管
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
章
で
述
べ
た
よ
う
な
、
現
在
に
お
け
る
郡
役
所
ご
と
の

残
存
数
の
多
寡
も
こ
の
よ
う
な
事
情
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
県
と
し
て
は
な
る

べ
く
古
い
簿
冊
は
廃
棄
す
る
と
い
う
統
一
的
な
処
理
方
針
を
示
し
た
も
の
の
、
一
六
の
郡
役
所

が
同
時
に
廃
止
と
な
る
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
実
態
と
し
て
は
、
県
へ
の
移
管
文
書
の
選
別

や
廃
棄
各
郡
役
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
、
長
野
県
の
場
合
、
事
前
の
知
事
官
房
か
ら
地
方
課
に
出
さ
れ
た
事
務
引
継
方
針
の

原
案
段
階
で
、郡
役
所
事
務
引
継
に
と
も
な
う
文
庫
建
設（
建
設
費
一
〇
万
円
）が
計
画
に
挙
が
っ

て
い
た
（
結
果
的
に
は
廃
案
）。
ま
た
、
文
書
廃
棄
を
積
極
的
に
す
す
め
る
よ
う
な
指
示
自
体
も

な
い（

（4
（

。
ゆ
え
に
、
県
が
一
概
に
文
書
廃
棄
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
評
価
し
う
る
か
ど
う
か
は
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

２　

連
合
事
務
所
に
保
管
さ
れ
た
文
書
の
廃
棄

　

郡
役
所
庁
舎
に
留
め
置
か
れ
、
そ
の
後
の
連
合
事
務
所
に
引
き
継
が
れ
た
文
書
群
の
管
理
に

つ
い
て
は
、
保
存
目
録
等
か
ら
そ
の
実
態
が
う
か
が
え
る
。
ま
ず
、
い
ず
れ
の
連
合
事
務
所
に

お
い
て
も
保
存
年
限
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
保
存
年
限
に
つ
い
て
は
、
連
合
事
務
所
ご
と
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に
設
定
の
年
限
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
昭
和
○
年
保
存
期
限
経
過
」「
廃
棄
済
」
の
印

や
書
き
入
れ
（
図
２
）
が
み
ら
れ
、
昭
和
五
年
以
降
、
昭
和
一
六
年
に
至
る
ま
で
継
続
的
に
保

存
年
限
の
経
過
状
況
の
調
査
と
廃
棄
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

（5
（

。
い
ず
れ
の
連
合
事
務

所
で
も
、
昭
和
一
六
年
に
有
期
限
（
三
〇
年
以
下
）
の
文
書
は
ほ
と
ん
ど
が
廃
棄
対
象
と
な
っ

て
い
る
。

　

一
方
、
表
１
で
み
た
よ
う
に
、
保
存
目
録
が
現
存
す
る
八
つ
の
郡
役
所
を
合
わ
せ
る
と
一
万

冊
近
く
の
永
年
保
存
文
書
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
当
館
に
伝
来
し
た
も
の
と
い
う

限
定
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
在
残
る
の
は
九
〇
冊
程
度
（
全
体
の
一
％
程
）
で
あ
り
、
そ
の
残

存
状
況
は
壊
滅
的
と
い
っ
て
よ
い
。
永
年
保
存
文
書
に
つ
い
て
も
、
終
戦
間
際
や
終
戦
直
後
に

イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
か
つ
大
規
模
な
廃
棄
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
終
戦
間
際
の
昭
和
一

九
年
、
政
府
は
「
決
戦
非
常
措
置
要
綱
」
を
閣
議
決
定
し
、
戦
時
体
制
の
強
化
を
図
っ
た
。
そ

の
な
か
で
、
官
公
舎
・
企
業
・
家
庭
が
保
有
す
る
物
資
の
「
積
極
的
活
用
」
と
称
し
た
供
出
を

求
め
て
お
り
、
官
庁
が
有
す
る
「
不
要
」
な
公
文
書
は
廃
棄
の
上
で
再
利
用
す
る
こ
と
が
奨
め

ら
れ
て
い
る（

（5
（

。
こ
れ
を
受
け
て
、
埼
玉
県
で
は
大
正
期
以
来
の
郡
役
所
文
書
が
廃
棄
さ
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

（5
（

。
ま
た
、
終
戦
直
後
に
兵
事
関
係
の
簿
冊
を
中
心
と
し
た
大
規
模

か
つ
徹
底
し
た
文
書
廃
棄
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る（

（5
（

。
連
合
事
務
所
の
保
存
目
録
や
引
継

目
録
に
郡
役
所
が
管
理
し
て
い
た
多
数
の
兵
事
文
書
が
登
載
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
現
在

は
ま
っ
た
く
残
存
し
て
い
な
い
こ
と
は
こ
の
こ
と
が
背
景
に
あ
る（

（5
（

。

　

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
館
が
所
蔵
す
る
高
橋
伝
造
収
集
文
書
は
更
級
郡
役
所
か
ら
流
出

し
た
永
年
保
存
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
流
出
の
契
機
は
こ
の
よ
う
な
イ
レ
ギ
ュ

ラ
ー
な
廃
棄
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
昭
和
八
年
に
、
諏
訪
地
方
事
務
所
が
保

管
し
て
い
た
旧
郡
役
所
文
書
の
う
ち
神
社
明
細
帳
・
財
産
台
帳
・
神
職
身
分
関
係
の
簿
冊
五
冊

（
い
ず
れ
も
永
年
保
存
文
書
）
を
神
社
協
会
諏
訪
郡
支
会
に
下
付
し
た
と
い
う
事
例
も
あ
り（

（5
（

、

さ
ま
ざ
ま
な
契
機
で
旧
郡
役
所
文
書
が
流
出
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

３　

県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
文
書
の
廃
棄

　

郡
役
所
廃
止
時
に
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
文
書
の
総
数
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、「
引
継

目
録
」が
残
存
す
る
三
つ
の
郡
役
所
を
み
る
と
、
下
高
井
が
四
五
六
冊
、
下
水
内
が
二
三
〇
冊
、

上
水
内
が
鑑
札
八
七
二
冊
を
含
む
計
一
一
一
九
冊
で
あ
っ
た
（
二
章
参
照
）。
前
項
で
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
多
寡
は
、
移
管
文
書
の
評
価
選
別
が
実
態
と
し
て
は
各
郡
役
所
に
委
ね

ら
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
県
庁
に
引
き
継
が
れ
た
文
書
に

つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
県
庁
各
課
が
保
有
す
る
通
常
の
簿
冊
と
同
様
に
、
保
存
年
限
の
区
分

に
従
っ
て
廃
棄
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

ま
た
、前
項
で
述
べ
た
よ
う
な
終
戦
間
際
及
び
終
戦
直
後
の
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
廃
棄
に
よ
っ
て
、

県
庁
文
書
と
と
も
に
旧
郡
役
所
文
書
も
永
年
保
存
扱
い
の
文
書
で
あ
っ
て
も
相
当
数
が
廃
棄
・

湮
滅
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。
六
章
で
み
た
よ
う
に
、
引
継
目
録
が
残
存
す
る
郡
役
所
で
は
、
そ

の
現
在
の
簿
冊
の
残
存
率
は
五
～
二
五
％
程
度
で
あ
る
。

　

以
上
、
郡
役
所
文
書
の
廃
棄
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
文
書
廃
棄
の
実
態
は
不
明
な
部

分
が
多
く
、
推
測
の
域
を
出
な
い
叙
述
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
連
合
事
務
所
・
地
方
事
務
所

の
各
段
階
に
お
け
る
文
書
管
理
制
度
や
文
書
廃
棄
の
実
態
も
含
め
て
、
今
後
さ
ら
な
る
検
討
を

深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る（

（5
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
存
す
る
郡
役
所
文
書
群
は
、
伝
来
の
過
程
で

大
多
数
が
廃
棄
・
湮
滅
等
で
失
わ
れ
た
末
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
あ

ら
た
め
て
近
代
郡
役
所
文
書
の
希
少
性
が
浮
き
彫
り
と
な
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
七
章
に
わ
た
っ
て
当
館
が
所
蔵
す
る
郡
役
所
文
書
と
関
係
す
る
諸
課
題
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
て
き
た
。

　

悉
皆
的
な
調
査
に
よ
っ
て
館
蔵
の
郡
役
所
文
書
の
総
数
を
把
握
し
、そ
の
特
徴
を
整
理
し
た
。

検
出
し
た
九
五
九
点
と
い
う
数
は
、
全
国
的
に
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
入
る
残
存
数
と
な
る
。
残

存
す
る
明
治
・
大
正
期
の
長
野
県
庁
文
書
群
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
の
比
率
の
高
さ
は
当
該
史

料
群
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
郡
役
所
文
書
の
形
態
的
特

徴
や
残
存
状
況
、
郡
役
所
廃
止
時
の
措
置
方
針
や
戦
後
に
お
け
る
修
史
事
業
の
経
緯
、
残
存
す

る
文
書
目
録
の
内
容
等
に
紐
づ
け
て
検
討
を
加
え
、
館
蔵
郡
役
所
文
書
の
伝
来
経
緯
を
一
定
程



53

長野県立歴史館所蔵近代郡役所文書についての基礎的研究―伝来経緯の検討を中心に―

度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
当
館
が
所
蔵
す
る
郡
役
所
由
来
の
文
書
の
う

ち
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
含
ま
れ
る
も
の
は
、
郡
役
所
廃
止
段
階
に
お
い
て
、
①
各
郡
役

所
か
ら
県
庁
に
移
管
さ
れ
た
も
の
、
②
そ
の
ま
ま
郡
庁
舎
に
残
置
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
大
き

く
分
け
て
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
戦
後
の
修
史
事
業
の
な
か
で
県
政
資
料
室

に
よ
っ
て
異
な
る
段
階
に
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

郡
役
所
の
廃
止
は
、
日
本
の
近
代
以
降
で
は
最
大
規
模
の
行
政
機
関
の
廃
止
と
さ
れ
る
。
郡

役
所
文
書
の
研
究
は
、
廃
絶
し
た
組
織
体
が
保
有
し
て
い
た
文
書
の
処
理
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

と
い
う
現
在
的
な
課
題
を
考
え
る
素
材
に
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

先
行
研
究
が
皆
無
に
等
し
い
テ
ー
マ
で
あ
り
、
基
礎
研
究
の
構
築
を
目
的
と
し
た
た
め
、
収

集
し
た
情
報
の
羅
列
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
格
的
検
討
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
以
下
、
検
討
課
題
を
何
点
か
列
挙
す
る
。

　

一
つ
は
、
郡
役
所
に
お
け
る
文
書
管
理
の
解
明
で
あ
る
。
各
郡
役
所
に
お
け
る
文
書
管
理
規

程
の
収
集
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
県
庁
の
文
書
管
理
規
程
と
の
関
係
性
な
ど
を
ふ
ま
え

な
が
ら
分
析
を
加
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る（

（5
（

。
ま
た
、
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
郡
役
所
文
書

の
形
態
的
分
析
は
各
郡
役
所
に
お
け
る
文
書
管
理
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
し
う
る
素
材
で
あ

り
、
さ
ら
な
る
精
緻
な
整
理
・
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

二
章
で
提
示
し
た
「
引
継
目
録
」
と
「
保
存
目
録
」
の
検
討
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
目
録
に
記
載
さ
れ
る
文
書
群
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
た

郡
役
所
文
書
を
体
系
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
郡
役
所
が
い
か
な
る

原
理
に
も
と
づ
い
て
公
文
書
管
理
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
は
当
時
に
お
け
る
郡
役
所
の

機
能
や
県
の
行
政
機
構
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
解
明
と
い
っ
た
郡
役
所
研
究
そ
の
も
の
に
も

資
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
館
蔵
史
料
に
対
象
を
限
定
し
た
が
、
県
政
資
料
室
に
よ
る
収
集
の
対
象
と
な
ら

ず
、
か
つ
て
の
郡
庁
舎
に
取
り
置
か
れ
た
郡
役
所
文
書
が
現
在
ま
で
に
何
ら
か
の
形
で
残
存
し

て
い
る
事
例
が
あ
る
。
各
地
域
の
史
料
所
蔵
機
関
な
ど
と
連
携
を
と
り
な
が
ら
、
調
査
を
す
す

め
て
い
く
必
要
が
あ
る（

（5
（

。

　

ま
た
、
四
章
で
も
述
べ
た
が
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
う
ち
の
郡
役
所

由
来
の
文
書
に
限
定
し
た
伝
来
研
究
で
あ
る
。
本
来
的
に
は
「
長
野
県
行
政
文
書
」
全
体
を
対

象
と
し
た
伝
来
経
緯
こ
そ
が
先
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
現
在
進
行
中
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
成
果
が
公
表
さ
れ

た
後
に
、
あ
ら
た
め
て
本
稿
の
検
討
結
果
の
当
否
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
た
い
。

　

最
後
に
実
務
上
の
課
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
現
在
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
は
県
政
資

料
室
が
収
集
し
た
際
に
年
度
・
部
課
を
基
準
に
付
し
て
い
っ
た
請
求
記
号
順
に
目
録
を
編
成

し
、
配
列
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、「
長
野
県
行
政
文
書
」

に
含
ま
れ
る
郡
役
所
文
書
は
、
大
正
一
五
年
の
郡
役
所
廃
止
段
階
で
、
県
庁
に
移
管
す
べ
き
と

判
断
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
現
状
で
は
そ
れ
ら
が
同
列
に

並
べ
ら
れ
、
外
見
的
に
は
そ
の
区
別
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
郡
役
所

廃
止
時
に
お
け
る
公
文
書
の
評
価
選
別
と
い
う
歴
史
的
段
階
で
分
か
た
れ
た
史
料
群
が
混
在

し
、
区
別
で
き
な
い
状
態
な
の
で
あ
る
。
あ
る
史
料
の
史
料
的
価
値
を
考
え
る
際
、
伝
来
経
緯

と
い
う
情
報
が
大
き
な
判
断
材
料
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
が
極
め
て
曖
昧

な
状
況
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。史
料
の
伝
来
論
と
い
う
立
場
か
ら
も
現
在
の「
長

野
県
行
政
文
書
」
の
目
録
編
成
に
は
課
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
問
題
の
具
体

的
な
解
決
方
法
は
現
状
で
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
将
来
に
わ
た
る
課
題
と
し
て
提
起
し
て
擱
筆

し
た
い
。

注１　

「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
概
要
と
県
宝
指
定
の
経
緯
は
、
児
玉
卓
文
「
長
野
県
行
政
文
書
の
県

宝
指
定
」（『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
三
六
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

２　
「
長
野
県
行
政
文
書
」の
管
理
体
制
に
つ
い
て
個
別
実
証
的
に
検
討
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、

児
玉
卓
文
「
明
治
前
期
の
長
野
県
行
政
文
書
の
管
理
と
保
存
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』

一
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
拙
稿
「
明
治
後
半
・
大
正
期
長
野
県
庁
に
お
け
る
公
文
書
管
理
体
制

復
元
の
試
み
―
完
結
処
理
か
ら
廃
棄
ま
で
の
過
程
を
中
心
に
―
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』

三
〇
号
、
二
〇
二
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
令
和
五
年
度
よ
り
福
島
正
樹
を
代
表
と
し
た
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「『
長
野
県
行
政
文
書
（
公
文
編
冊
）』
の
形
成
過
程
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」

（
科
学
研
究
費
用
助
成
金 
令
和
五
年
度
（
二
〇
二
三
年
度
）
基
盤
研
究
（
Ｃ
））
が
開
始
し
て
い
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る
。

３　

福
島
正
樹
「
長
野
県
に
お
け
る
公
文
書
・
地
域
資
料
の
保
存
と
現
代
史
の
編
纂
」（『
信
濃
』
七

三
巻
四
号
、
二
〇
二
一
年
）。

４　

現
在
の
県
立
歴
史
館
に
お
い
て
も
、
簿
冊
の
登
録
・
管
理
に
こ
の
請
求
番
号
を
用
い
て
い
る
。

５　

以
下
は
柴
田
知
彰
「
郡
役
所
文
書
群
調
査
研
究
便
覧
（
秋
田
県
）
①
―
郡
関
係
法
制
：「
郡
制
」

改
正
前
―
」（『
秋
田
近
代
史
研
究
』
五
六
号
、
二
〇
一
七
年
）、
同
「
郡
役
所
文
書
群
調
査
研
究

便
覧
（
秋
田
県
）
②
―
郡
関
係
法
制
：「
郡
制
」
改
正
後
―
」（『
同
前
』
五
七
号
、
二
〇
一
八
年
）、

同
「
郡
役
所
文
書
群
調
査
研
究
便
覧
（
秋
田
県
）
③
―
各
郡
役
所
管
内
地
図
・
各
郡
歴
代
郡
長
一

覧
―
」（『
同
前
』
六
〇
号
、
二
〇
二
一
年
）
を
参
照
。

６　

芳
賀
明
子「
失
わ
れ
た
行
政
文
書
―
戦
中
・
終
戦
時
に
お
け
る
行
政
文
書
の
廃
棄
に
つ
い
て
―
」

（『
埼
玉
県
立
文
書
館
紀
要
』
八
号
、
一
九
九
五
年
）
は
埼
玉
県
立
公
文
書
館
の
寄
託
古
文
書
群

や
県
関
係
の
個
人
資
料
の
中
に
旧
郡
役
所
文
書
が
散
見
さ
れ
る
要
因
と
し
て
、
戦
中
・
終
戦
時
に

お
け
る
組
織
的
な
公
文
書
廃
棄
を
想
定
し
て
い
る
。

７　

丑
木
幸
男
『
郡
役
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
』（
科
学
研
究
費
用
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二

〇
一
二
年
）
に
よ
る
。

８　

例
え
ば
、
伊
藤
康
「
近
代
郡
制
度
に
関
す
る
一
考
察
―
再
置
県
鳥
取
を
事
例
と
し
て
―
」（『
鳥

取
県
立
公
文
書
館
報
』
一
〇
号
、
二
〇
〇
一
年
）
は
鳥
取
県
の
郡
制
度
研
究
の
課
題
と
し
て
「
郡

役
所
文
書
の
量
的
・
質
的
限
界
」
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
郡
制
研
究
の
最
新
成
果
で
あ
る
谷
口
裕
信

『
近
代
日
本
の
地
方
行
政
と
郡
制
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
）
も
同
様
の
こ
と
を
検
討
課

題
と
し
て
挙
げ
る
。
当
館
所
蔵
の
明
治
～
大
正
期
の
古
文
書
・
近
現
代
史
料
に
も
郡
役
所
関
係
史

料
（
郡
役
所
発
行
の
文
書
や
記
録
類
な
ど
）
が
多
数
あ
り
、
当
該
期
の
私
文
書
を
理
解
す
る
上
で

も
郡
行
政
の
解
明
は
重
要
と
考
え
る
。

９　

上
條
宏
之
「
郡
役
所
文
書
」（『
日
本
古
文
書
学
講
座 

第
九
巻 

近
代
編
Ⅰ
』
雄
山
閣
、
一
九
七

九
年
）。

10　

小
暮
隆
志
「
群
馬
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
廃
止
と
文
書
保
存
（
一
）（
二
）」（『
双
文
』
五
・
六

号
、
一
九
八
八
・
一
九
八
九
年
）。

11　

石
倉
光
男「
神
奈
川
県
管
内
郡
役
所
史
料
に
つ
い
て
」（『
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
紀
要
』三
号
、

二
〇
〇
一
年
）、
山
﨑
一
郎
「
明
治
～
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
萩
藩
勘
場
文
書
と
郡
役
所
文
書
の

保
存
と
伝
来
に
つ
い
て
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
九
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
「
安
藤
紀
一
「
旧

郡
衙
記
録
保
存
之
件
建
議
」―
大
正
十
五
年
の
郡
役
所
廃
止
時
に
お
け
る
文
書
保
存
の
要
望
書
―
」

（『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
三
三
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
清
水
善
仁
「
明
治
期
の
郡
区
役
所
に

お
け
る
文
書
管
理
に
つ
い
て
―
郡
区
町
村
編
制
法
期
の
東
京
府
を
中
心
と
し
て
―
」（『
明
治
大
学

大
学
院
研
究
年
報
』三
四
号
、
二
〇
〇
五
年
）、
武
田
信
也「
南
海
部
郡
役
所
の
文
書
廃
棄
と
移
管
」

（『
大
分
縣
地
方
史
』
一
九
二
号
、
二
〇
〇
五
年
）、
栃
木
智
子
「
郡
役
所
廃
止
と
文
書
廃
棄
」（『
宮

城
歴
史
科
学
研
究
』六
一
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
同「
郡
役
所
文
書
の
引
継
・
廃
棄
目
録
に
つ
い
て
」

（『
近
代
史
料
研
究
』
六
号
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

12　

二
〇
〇
六
年
度
に
郡
役
所
廃
止
八
〇
年
を
契
機
と
し
た
企
画
展
が
い
く
つ
か
の
県
で
行
わ
れ

た
。
兵
庫
県
公
館
県
政
資
料
館
・
神
戸
大
学
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
「
郡
役
所
文
書
の
世
界
展
」（
二

〇
〇
六
年
六
月
～
七
月
）（
概
要
等
に
つ
い
て
は
奥
村
弘
・
深
見
貴
成
「
県
政
資
料
館
、
神
戸
大

学
文
学
部
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
共
同
企
画
「
郡
役
所
文
書
の
世
界
」
に
つ
い
て
」〔『
兵
庫
の
し
お

り
』
九
号
、
二
〇
〇
七
年
〕
を
参
照
）、
大
阪
府
公
文
書
館
「
企
画
展　

近
代
大
阪
府
の
郡
役
所

―
廃
止
か
ら
八
〇
年
―
」（
二
〇
〇
六
年
六
月
～
七
月
）、
埼
玉
県
立
文
書
館
「
第
五
二
回
収
蔵
文

書
展 

郡
役
所
半
世
紀
の
光
芒 

郡
長
た
ち
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」（
二
〇
〇
七
年
一
月
～
三
月
）な
ど
。

13　

丑
木
幸
男「
郡
役
所
文
書
の
構
造
と
特
質
」（『
記
録
と
史
料
』一
七
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
同「
郡

役
所
文
書
の
廃
棄
と
保
存
」（『
地
方
史
研
究
』
三
二
六
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
兵
事
史
料
の

形
成
と
焼
却
―
郡
・
町
村
文
書
を
中
心
―
」（『
歴
史
評
論
』
六
八
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
近

代
郡
役
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
（
一
）」（『
別
府
大
学
大
学
院
紀
要
』
一
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）、

同
「
近
代
郡
役
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
（
二
）
―
大
正
六
年
の
郡
役
所
文
書
の
横
断
的
研
究
―
」

（『
同
前
』
一
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
近
代
郡
役
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
（
三
）
―
佐
賀
県

に
お
け
る
郡
役
所
文
書
―
」（『
同
前
』
一
三
号
、
二
〇
一
一
年
）、
同
「
郡
役
所
文
書
の
保
存
と

管
理
―
大
分
県
を
事
例
と
し
て
―
」（『
名
古
屋
大
学
大
学
文
書
資
料
室
紀
要
』
一
九
号
、
二
〇
一

一
年
）、
同
『
郡
役
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
』（
注
７
）、
同
「
熊
本
県
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
の

管
理
」（『
地
方
史
研
究
』
六
二
巻
二
号
、
二
〇
一
二
年
）、
同
「
郡
役
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
（
四
）

―
奈
良
県
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
の
管
理
―
」（『
別
府
大
学
大
学
院
紀
要
』
一
四
号
、
二
〇
一
二

年
）、
同
「
宮
崎
県
の
郡
役
所
文
書
」（『
別
府
大
学
紀
要
』
五
三
号
、
二
〇
一
二
年
）、
同
「
隠
岐

地
方
に
お
け
る
公
文
書
管
理
」（『
同
前
』
五
四
号
、
二
〇
一
三
年
）、
同
「
近
代
郡
役
所
文
書
の

基
礎
的
研
究
（
五
）
―
三
重
県
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
の
管
理
―
」（『
別
府
大
学
大
学
院
紀
要
』

一
五
号
、
二
〇
一
三
年
）、
同
「
近
代
地
方
行
政
組
織
に
お
け
る
公
文
書
管
理
―
山
口
県
の
郡
役



55

長野県立歴史館所蔵近代郡役所文書についての基礎的研究―伝来経緯の検討を中心に―

所
を
事
例
と
し
て
―
」（『
近
代
日
本
研
究
』
二
九
号
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
。

14　

福
島
幸
宏
「
郡
役
所
の
廃
止
と
文
書
整
理
―
京
都
府
内
の
郡
役
所
を
例
と
し
て
―
」（『
京
都
府

行
政
文
書
を
中
心
と
し
た
近
代
行
政
文
書
の
史
料
学
的
研
究
』
二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
七
年
科
学
研

究
補
助
費
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
八
年
）、
太
田
富
康
「
郡
役
所
の
文
書
と
情
報
２
―
埼
玉

県
の
郡
報
―
」（『
埼
玉
県
立
文
書
館
紀
要
』
二
六
号
、
二
〇
一
三
年
）、
同
「
郡
役
所
文
書
の
情

報
と
機
能
―
埼
玉
県
・
郡
制
施
行
以
前
一
八
七
九
～
一
八
九
六
―
」（『
近
代
地
方
行
政
体
の
記
録

と
情
報
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
二
〇
〇
八
年
）、
柴
田
知
彰
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡

役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
―
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下
を
中
心
と
し
て
―
」（『
秋

田
県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
一
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書

管
理
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
―
「
郡
制
」
下
を
中
心
と
し
て
―
」（『
同
前
』
一
五
号
、
二
〇
〇
九

年
）、
同
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
再
検
討
―
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
下

に
つ
い
て
―
」（『
同
前
』
一
六
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管

理
状
況
に
つ
い
て
―
県
庁
内
務
部
作
成
の
巡
察
報
告
書
の
分
析
―
」（『
同
前
』
一
七
号
、
二
〇
一

一
年
）、
注
５
柴
田
論
文
、
関
根
豊
「
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
郡
役
所
文
書
の
伝
来
過
程
に

関
す
る
一
考
察
」（『
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
紀
要
』
八
号
、
二
〇
二
〇
年
）、
小
幡
圭
祐
「
山
形

県
に
残
る
郡
役
所
文
書
」（『
山
形
県
県
史
だ
よ
り
』
九
号
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
。

15　

注
９
上
條
論
文
。

16　

『
長
野
県
史 

近
代
史
料
編 

第
２
巻
（
二
）
政
治
・
行
政 

郡
政
』（
長
野
県
史
刊
行
会
、
一
九

八
七
年
）。

17　

注
13
丑
木
「
郡
役
所
文
書
の
廃
棄
と
保
存
」、「
近
代
郡
役
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
（
二
）」、
注

７
丑
木
著
書
。

18　

本
史
料
に
つ
い
て
は
注
９
上
條
論
文
を
参
照
。

19　

例
え
ば
、
注
13
丑
木
論
文
「
近
代
郡
役
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
（
三
）
―
佐
賀
県
に
お
け
る
郡

役
所
文
書
―
」
な
ど
。

20　

大
正
一
五
年
段
階
の
県
庁
文
書
は
、
第
一
種
（
永
年
保
存
）：
一
六
三
〇
五
冊
、
第
二
種
（
三

〇
年
保
本
）
二
三
〇
〇
冊
、
第
三
種
（
一
〇
年
保
存
）
三
七
三
〇
冊
、
図
書
：
三
七
一
三
冊
と
い

う
量
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
大
正
一
五
年
「
知
事
事
務
引
継
書
」【
大
15
―
１
―
８
】）。

21　

下
水
内
郡
役
所
の
引
継
文
書
目
録
が
下
高
井
郡
役
所
の
引
継
文
書
の
簿
冊
に
綴
ら
れ
て
い
る
理

由
は
不
明
。
県
庁
で
の
編
綴
の
際
に
誤
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

22　

た
だ
し
、
う
ち
八
七
二
冊
は
鑑
札
の
類
が
占
め
て
お
り
、
人
口
の
多
い
長
野
町
を
管
轄
下
に
置

い
て
い
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
た
冊
数
と
な
っ
て
い
る
。

23　

そ
の
後
、
昭
和
一
七
年
の
地
方
官
官
制
の
改
正
に
よ
り
、
一
六
の
地
方
事
務
所
（
現
在
の
地
域

振
興
局
の
前
身
）
が
設
置
さ
れ
る
。

24　

浅
川
公
治
は
昭
和
五
年
段
階
で
知
事
官
房
の
職
員
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
内
閣
印
刷
局

『
職
員
録 

昭
和
五
年
七
月
一
日
現
在
』
一
九
三
〇
年
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
で
閲
覧
）。
た
だ
し
、
こ
の
奥
書
が
み
ら
れ
る
の
は
掲
出
し
た
南
佐
久
郡
及
び
下
高
井
郡
の
み

で
あ
り
、
南
佐
久
郡
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
昭
和
九
年
度
、
昭
和
一
七
年
度
調
査
の
際
の
奥
書

も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
運
用
の
違
い
が
生
じ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

25　

「
復
命
書 

他
（
下
伊
那
地
方
事
務
所
）」【
昭
43
―
Ｑ
―
７
】
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
諏

訪
市
図
書
館
に
も
図
書
資
料
（
請
求
記
号
：N

/317/1/ﾅ/3

）
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
現
物

は
未
確
認
）。

26　

注
１
児
玉
論
文
。

27　

注
９
上
條
論
文
は
郡
長
・
郡
吏
員
・
郡
会
議
員
な
ど
を
務
め
た
個
人
の
家
に
伝
来
し
た
例
を
挙

げ
る
。
当
館
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
古
文
書
の
「
芦
田
宿
本
陣
土
屋
家
文
書
」
な
ど
が
典
型
的
な

そ
れ
に
該
当
す
る
史
料
群
と
な
る
が
、
郡
役
所
が
組
織
と
し
て
保
存
・
管
理
し
て
い
た
も
の
と
は

言
え
な
い
た
め
、
本
稿
の
検
出
作
業
の
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。

28　

厳
密
に
は
「
行
政
資
料
」
に
分
類
さ
れ
、
行
政
文
書
と
は
異
な
る
範
疇
に
入
る
史
料
で
あ
り
、

県
政
資
料
室
が
刊
行
し
た
目
録
類
で
も
行
政
文
書
と
は
別
個
に
把
握
し
て
い
る
が
、
①
戦
前
段
階

に
お
い
て
は
行
政
文
書
と
未
分
化
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
②
後
述
す

る
よ
う
に
県
政
資
料
室
に
お
い
て
行
政
文
書
と
連
番
で
登
録
番
号
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
広

義
の
郡
役
所
文
書
と
捉
え
る
こ
と
と
し
、
収
集
の
対
象
と
す
る
。

29　

表
３
に
お
い
て
は
大
正
期
の
簿
冊
に
み
ら
れ
る
複
数
の
郡
役
所
の
文
書
を
一
冊
に
ま
と
め
て
編

冊
し
た
も
の
を
別
個
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
た
め
、
実
際
の
簿
冊
の
冊
数
よ
り
総
数
が
多
く
な
っ

て
い
る
。

30　

児
玉
卓
文
「
明
治
前
期
の
長
野
県
行
政
文
書
の
管
理
と
保
存
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』

一
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

31　

郡
役
所
名
を
（　

）
書
き
に
す
る
簿
冊
が
一
定
数
あ
る
が
、
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

32　

そ
の
た
め
、「
県
庁
」
タ
イ
プ
の
明
治
期
の
郡
役
所
文
書
の
簿
冊
は
、
同
じ
年
次
の
県
庁
文
書
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と
比
較
す
る
と
明
ら
か
に
表
紙
の
紙
質
や
題
箋
の
形
式
や
字
体
が
異
な
っ
て
い
る
。
同
じ
年
次
を

有
す
る
簿
冊
で
あ
る
が
、
前
者
が
大
正
一
五
年
（
も
し
く
は
そ
れ
以
降
）
の
段
階
で
明
治
の
年
次

を
書
い
て
付
さ
れ
た
表
紙
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
明
治
期
当
時
に
付
さ
れ
た
表
紙
で
あ
る

た
め
で
あ
る
。

33　

近
代
長
野
県
で
は
県
庁
文
書
以
外
の
公
文
書
も
「
公
文
編
冊
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
用
い
る
こ

と
が
み
ら
れ
た
（
大
井
隆
男
「
市
町
村
役
場
文
書
」（『
日
本
古
文
書
学
講
座 

第
九
巻 

近
代
編
Ⅰ
』

雄
山
閣
、
一
九
七
九
年
））。
郡
役
所
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
東
筑
摩
郡
役
所
の
文
書
管
理
規
程
に

「
公
文
編
冊
」
と
呼
称
す
る
規
定
が
み
ら
れ
る
（「
郡
長
交
代
事
務
引
継
書
（
東
筑
摩
郡
役
所
）」

【
明
41
―
２
Ａ
―
７
】）。

34　

注
２
拙
稿
。

35　

注
14
柴
田
「
秋
田
県
に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」、
同
「
秋
田
県

に
お
け
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
」。

36　

注
２
「『
長
野
県
行
政
文
書
（
公
文
編
冊
）』
の
形
成
過
程
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」。

37　

注
２
拙
稿
。

38　

ほ
と
ん
ど
の
県
報
の
表
紙
見
返
し
部
分
に
「
昭
和
四
五
年
八
月
一
日
長
野
県
下
伊
那
地
方
事
務

所
よ
り
保
管
転
換
」
と
い
う
貼
紙
が
付
さ
れ
て
い
る
（
表
２
備
考
欄
参
照
）。
な
お
、
県
政
資
料

室
の
追
加
収
集
リ
ス
ト
に
も
県
報
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
所
蔵
す
る
県
報
と
の

対
応
関
係
が
判
然
と
し
な
い
も
の
が
多
く
、
突
合
作
業
は
し
て
い
な
い
。

39　

注
38
で
見
た
よ
う
に
、
下
伊
那
郡
役
所
由
来
の
県
報
は
表
紙
見
返
し
の
貼
紙
に
保
管
転
換
の
年

と
し
て
昭
和
四
五
年
と
あ
る
が
、
記
載
さ
れ
た
年
月
日
は
昭
和
四
七
年
で
あ
り
ズ
レ
が
あ
る
。

40　

例
え
ば
、
二
章
で
見
た
保
存
目
録
は
い
ず
れ
も
昭
和
五
一
年
と
い
う
年
代
で
、
下
高
井
は
№

170
、
下
水
内
は
№
171
、
南
佐
久
は
№
169
、
西
筑
摩
は
№
204
、
小
県
は
№
203
、
下
伊
那
は
№
236
、
更

級
は
№
309
と
な
っ
て
い
る
。

41　

高
橋
伝
造
及
び
同
氏
収
集
文
書
に
つ
い
て
は
、『
長
野
県
立
歴
史
館
収
蔵
文
書
目
録
２ 

県
立
長

野
図
書
館
移
管
文
書
（
二
）』（
長
野
県
立
歴
史
館
、
一
九
九
八
年
）
の
解
題
を
参
照
。

42　

森
武
麿
「
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
か
ら
満
州
移
民
へ
―
信
濃
海
外
協
会
を
対
象
と
し
て
―
」（『
比
較
民

俗
研
究
』
三
三
号
、
二
〇
一
九
年
）。

43　

「
郡
役
所
廃
止
善
後
措
置
方
針
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
（「
／
」
は
改
行
）。

　
　
　

郡
役
所
内
ニ
在
ル
各
種
団
体
又
ハ
区
域
ト
ス
ル
各
種
団
体
ノ
処
理
方
法
ニ
関
ス
ル
件

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

４
．
学
務
課
関
係

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

左
記
各
団
体
ノ
各
郡
支
会
又
ハ
支
部
ハ
廃
止
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
ル
ヘ
シ

　
　
　

飛
行
協
会
郡
支
会
／
在
郷
軍
人
後
援
会
／
海
事
協
会

44　

そ
の
他
、
①
明
治
一
九
年
「
長
野
県
収
税
部
処
務
細
則
」（
図
書
館
請
求
記
号N

317/132

）（「
長

野
県
第
弐
部
土
木
課
」「
長
野
県
政
資
料
室
」
印
、
表
紙
見
返
し
に
県
政
資
料
室
受
け
入
れ
№
と

し
て
「445

」（637

を
訂
正
）
と
あ
り
。
②
明
治
一
九
年
「
長
野
県
庁
処
務
規
程 

明
治
一
九
年
更

正
」（
図
書
館
請
求
記
号N

317/133

―1

）（「
長
野
県
第
弐
部
土
木
課
」「
長
野
県
政
資
料
室
」
印
、

表
紙
見
返
し
に
県
政
資
料
室
受
け
入
れ
№
と
し
て
「447

」
と
あ
り
。
③
明
治
二
三
年
一
〇
月
「
処

務
規
程 

郡
長
委
任
条
件 

土
木
課
道
路
開
鑿
係
」（
図
書
館
請
求
記
号N

317/133

―2

）（「
長
野
県

第
弐
部
土
木
課
道
路
開
鑿
係
」「
長
野
県
政
資
料
室
」
印
、
表
紙
見
返
し
に
県
政
資
料
室
受
け
入

れ
№
と
し
て
「446

」
と
あ
り
。
こ
の
三
点
も
歴
史
館
へ
の
移
管
か
ら
漏
れ
た
可
能
性
が
高
い
（
い

ず
れ
も
「
信
州
デ
ジ
タ
ル
コ
モ
ン
ズ
」（https://w

w
w

.ro-da.jp/shinshu-dcom
m

ons/

）
に

て
確
認
（
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
三
年
一
二
月
三
〇
日
））。

45　

№
１
は
大
正
一
五
年
に
県
の
指
示
で
諏
訪
郡
役
所
か
ら
大
蔵
省
に
進
達
さ
れ
、
そ
れ
が
県
に
戻

さ
れ
そ
の
ま
ま
県
庁
で
保
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
保
存
目
録
に
は
後
か
ら
の
「
◎
」
や

「
○
」
の
書
き
入
れ
、
小
さ
な
「
長
野
県
」
印
の
押
印
な
ど
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら

は
県
に
移
送
し
た
簿
冊
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
付
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

46　

№
928
・
929
は
昭
和
に
お
け
る
文
書
調
査
の
段
階
で
目
録
に
抹
消
線
が
施
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に

存
在
が
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
流
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

47　

注
11
栃
木
論
文
。

48　

下
水
内
郡
役
所
に
つ
い
て
は
明
治
二
三
年
段
階
で
約
一
七
〇
〇
冊
の
保
有
が
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
（「
文
書
編
冊
目
録
」〔「
庶
務
之
部
別
冊
重
要
雑
書
類
（
下
水
内
郡
役
所
）」【
明
23
―
２

Ａ
―
17
】〕）。
ま
た
、
明
治
四
一
年
の
「
郡
長
交
代
事
務
引
継
書
（
東
筑
摩
郡
役
所
）」【
明
41
―

２
Ａ
―
７
】
で
は
郡
長
の
交
代
に
あ
た
っ
て
こ
の
段
階
の
東
筑
摩
郡
役
所
の
公
文
書
の
引
継
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
目
録
は
残
っ
て
い
な
い
。

49　

昭
和
元
年
「
文
書
雑
件
」【
昭
１
―
Ａ
―
２
】。

50　

昭
和
一
七
年
に
地
方
事
務
所
が
設
立
し
て
お
り
、
旧
郡
役
所
文
書
の
所
管
は
県
庁
か
ら
地
方
事
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務
所
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

51　

武
田
信
也
「
戦
時
下
大
分
県
に
お
け
る
文
書
整
理
に
つ
い
て
」（『
大
分
県
公
文
書
館
だ
よ
り
』

八
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

52　

注
６
芳
賀
論
文
。

53　

小
松
芳
郎
「
終
戦
時
の
文
書
廃
棄
」（『
信
濃
』
五
五
巻
八
号
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
。

54　

郡
役
所
の
兵
事
史
料
に
つ
い
て
は
注
13
丑
木
「
兵
事
史
料
の
形
成
と
焼
却
」
を
参
照
。

55　

「
秘
書
雑
件
・
文
書
雑
件
・
文
書
例
規
（
知
事
官
房
）」【
昭
８
―
Ａ
―
４
】。

56　

地
方
事
務
所
の
処
務
細
則
に
つ
い
て
は
、「
庁
達
例
規
綴
」（【
昭
17
―
Ａ
―
２
―
２
】）
に
昭
和

一
七
年
の
も
の
が
綴
ら
れ
る
。
ま
た
、
昭
和
戦
前
期
の
上
高
井
地
方
事
務
所
・
下
水
内
地
方
事
務

所
の
処
務
細
則
中
の
文
書
保
存
規
定
な
ど
が
管
見
に
入
っ
て
い
る
（「
一
般
行
政
諸
綴
（
昭
一
七

～
二
三
）」【
昭
23
―
Ｑ
―
２
】、「
庁
中
諸
規
程
・
例
規
・
通
ち
ょ
う
関
係（
下
水
内
地
方
事
務
所
）」

【2017

―169

】）。
上
高
井
地
方
事
務
所
に
つ
い
て
は
、
設
置
段
階
で
の
旧
連
合
事
務
所
（
経
済

部
上
高
井
出
張
所
）
か
ら
の
引
継
文
書
の
リ
ス
ト
も
残
る
が
、
郡
役
所
段
階
の
文
書
は
書
き
上
げ

ら
れ
て
い
な
い
。

57　

後
考
の
た
め
、
現
段
階
で
管
見
に
入
っ
て
い
る
郡
役
所
の
文
書
管
理
規
程
や
関
係
例
規
を
挙
げ

て
お
く（
紙
幅
の
都
合
上
、
簿
冊
名
は
省
略
）。（
明
治
一
九
年
）「
長
野
県
郡
役
所
処
務
規
程
」【
明

23
―
２
Ａ
―
17
】、（
明
治
三
〇
年
）「
長
野
県
郡
役
所
処
務
規
程
準
則
」【
明
30
（
県
報
）
―
２
】、

（
明
治
三
三
年
）「
郡
文
書
事
務
ニ
関
ス
ル
件
」【
明
33
―
２
Ａ
―
１
】、（
大
正
三
年
）「
下
水
内

郡
役
所
処
務
規
程
」【
大
10
―
２
Ａ
―
19
】、（
大
正
六
年
）「（
改
正
）
小
県
郡
役
所
処
務
規
程
」【
大

６
―
２
Ａ
―
13
】、（
大
正
八
年
）「（
改
正
）
更
級
郡
役
所
処
務
規
程
）【
大
９
―
２
Ａ
―
18
】、（
大

正
一
〇
年
）「
北
安
曇
郡
役
所
改
正
処
務
規
程
」（
注
16
一
九
八
頁
）、（
大
正
一
〇
年
）「
北
佐
久

郡
役
所
処
務
規
程
」【
大
10
―
２
Ａ
―
19
】、（
大
正
一
〇
年
）「
上
水
内
郡
役
所
処
務
規
程
」【
大

11
―
２
Ａ
―
17
】
な
ど
。
以
上
の
史
料
か
ら
は
、
各
郡
役
所
に
お
い
て
準
則
を
基
準
と
し
た
文
書

管
理
の
手
続
き
が
定
め
ら
れ
、
大
正
期
ま
で
に
は
、
郡
役
所
に
よ
っ
て
職
務
分
課
に
差
異
は
あ
る

も
の
の
、
三
種
の
保
存
年
限
（
永
年
・
一
〇
年
・
三
年
）
や
文
書
係
に
よ
る
完
結
文
書
の
集
中
管

理
な
ど
、
県
庁
と
同
様
の
文
書
管
理
体
制
が
郡
役
所
で
も
共
通
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

58　

例
え
ば
、『
長
野
県
史 

近
代
史
料
編 

第
二
巻
（
一
）
政
治
・
行
政 

県
政
』
三
七
〇
頁
で
は
、

南
安
曇
教
育
会
所
蔵
の
『
米
価
調
節
関
係 

南
安
曇
郡
役
所 

自
大
正
七
年
』
と
い
う
簿
冊
が
採
録

さ
れ
る
。
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【表２】長野県立歴史館所蔵近代郡役所文書一覧表（付、県立長野図書館所蔵郡役所文書）
※凡例および注
⑴　種別：行政…（県宝）長野県行政文書　県報…長野県報　追加…開館以降に移管された文書　収集…開館以降に収集した文書　県立図書…県立長野図書館所蔵の図書資料
⑵　部および県庁部課…№１～899：『長野県行政文書目録 行政簿冊１ 明治・大正編』（1994年）に記載されるものに依った。
⑶　史料種別／史料群名…№900～958：当館における史料登録上の分類および史料群名
⑷　基準：①…郡役所の内部文書（回議文書、帳簿類など）　②…郡役所の収受文書（郡役所が収受したことを示す文書・印）　③…表紙等に「○○郡役所」と記載　④…郡役所が所蔵していたことを示す印、郡役所の後継機関が所蔵
⑸　表紙記載
・県庁課・係…「県庁」タイプの表紙に記載される課名。
・ペンや鉛筆書きなどで後筆であることがあきらかな記載は【　】で括った。
⑹　郡役所部・課・係…簿冊の表紙等から郡役所段階での作成元課が確定できるもののみ記載した。
⑺　文書目録突合結果

目録①『長野県行政資料目録―「県報」および「公文編冊」関係― 第１集（明治編）』（長野県総務部文書広報課、1966年２月）
目録②『長野県行政資料目録―「県報」および「公文編冊」関係― 第２集（大正編）』（長野県総務部文書学事課、1969年３月）、『長野県行政資料目録―「県報」および「公文編冊」関係― 第１集（明治編）＝改訂増補版＝』（長野県総務部文書学事課、1969年10月）
目録③『「長野県行政資料目録」第１集（明治編）・第２集（大正編）未登載リスト一覧表』（県政資料室、1974年３月）
目録④『長野県公文編冊及び行政資料目録 昭和52年３月１日現在』（長野県総務部文書学事課、1977年３月）
引継…引継目録
保存…保存目録

№ 種別 西暦
識別番号

部／史料
種　　別 県庁部課／史料群名

表紙記載
郡役所名 郡役所 

部・課・係
表紙 

タイプ
登録
番号 登録日 基準

県庁
「第一種」

印
備考

文書目録突合結果

元 年 番号 県庁 
課・係 年度表記 簿冊名表記 郡役所・部署名表記 目録①

（明治）66
目録②

（明治・大正）69
目録③

（県政リスト）74
目録④

（明治・大正）77 引継 保存 目録
備考

１ 行政 1877 明 10 A‒18 第１課（庶務）関係 明治六年ヨリ同十年ニ至ル 旧高島藩士族金録公債証書下付受取手続及家禄名面等 長野県諏訪郡役所 諏訪 郡Ｂ 830 ― ③④ 表紙「永年保存」印、「庶一番」「完」の朱書き 〇 〇 〇 〇 大正15年８月12日県ノ示達ニ
基キ大蔵省理財局ヘ送付

２ 行政 1879 明 12 A‒18‒1 庶務課関係 明治十二年 各町村概況取調書綴（二冊ノ内一） 北佐久郡役所 北佐久 県庁 1227 ― ②③ 〇 〇 〇
３ 行政 1879 明 12 A‒18‒2 庶務課関係 明治十二年 各町村概況取調書綴（二冊ノ内二） 北佐久郡役所 北佐久 県庁 1228 ― ②③ 〇 〇 〇
４ 行政 1879 明 12 A‒19‒1 庶務課関係 明治十二年 村内概況取調書（二冊ノ内一） 小県郡役所 小県 県庁 1229 ― ③ 〇 〇 〇
５ 行政 1879 明 12 A‒19‒2 庶務課関係 明治十二年 村内概況取調書（二冊ノ内二） 小県郡役所 小県 県庁 1230 ― ③ 〇 〇 〇
６ 行政 1879 明 12 A‒20‒1‒2 庶務課関係 ナシ 南佐久郡神社明細帳 全 附祖霊社 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 1232 ― ③ 〇 県庁文書の可能性あり 〇 〇 〇
７ 行政 1879 明 12 A‒20‒2‒2 庶務課関係 明治十二年 神社明細帳調 北佐久郡役所 北佐久 郡Ｂ 1234 ― ③ 〇 「第百五号」の朱書き、県庁文書の可能性あり 〇 〇 〇
８ 行政 1879 明 12 A‒26 庶務課関係 明治十二年 寺院明細帳 北佐久郡役所 北佐久 郡Ｂ 1306 ― ①②③ 〇 「９」の朱書き、貼紙「番号 四番　種別 一 保存期限 永年」 〇 〇 〇
９ 行政 1880 明 13 A‒20 庶務課関係 明治十三年 御巡幸一件書類 東筑摩郡役所 東筑摩 郡Ｂ 1392 ― ①②③ 表紙、四角で括られた「永年保存」印・「處」の朱書き 〇 〇 〇

10 行政 1881 明 14 A‒17‒1 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十二年度調　十四年十月
整理 神社明細帳　天 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 1537 ― ③ 〇

索引（郡役所罫紙）あり、貼り紙「庶 第二二号」、裏表紙「明治
十二年十月調　国民軍名簿　弐冊之内壱 上高井郡役所」の表紙
を再利用

〇 〇 〇

11 行政 1881 明 14 A‒17‒2 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十二年度調　十四年十月
整理 神社明細帳　地 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 1538 ― ③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、貼り紙「庶 第二二ノ二号」、裏表紙「明

治十四年　神祠仏堂届漏調綴　上高井郡役所」の表紙を再利用 〇 〇 〇

12 行政 1881 明 14 A‒17‒3 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十二年度調　十四年十月
整理 神社明細帳　人 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 1539 ― ③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、貼り紙「庶 第二二ノ三号」 〇 〇 〇

13 行政 1881 明 14 A‒22‒1 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十二年度調　十四年十月
整理 神社明細帳　乾 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 1544 ― ③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、貼り紙「庶 第二三号」 〇 〇 〇

14 行政 1881 明 14 A‒22‒2 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十二年度調　十四年十月
整理 神社明細帳　坤 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 1545 ― ③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、貼り紙「庶 第二三ノ二号」 〇 〇 〇

15 行政 1881 明 14 A‒23 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十二年度調　十四年十月
整理 仏堂明細帳 全 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 1546 ― ③ 〇

索引（郡役所罫紙）あり、貼り紙「庶 第二四号」、裏表紙「明治
十四年第七月　各□□□費建物調書類　上高井郡役所」の表紙を
再利用

〇 〇 〇

16 行政 1882 明 15 A‒21 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十五年 神社明細帳 埴科郡役所 埴科 郡Ｂ 1662 ― ①③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、索引に「大正五年八月本県明細帳ト照
合済」とあり 〇 〇 〇

17 行政 1882 明 15 A‒23‒1 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 ナシ 信濃国南佐久郡寺院明細帳（二冊ノ内上） 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 1663 ― ①③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、「庶第二八号」の朱印、「明治十五年」
の書入れ（鉛筆書き） 〇 〇 〇

18 行政 1882 明 15 A‒23‒2 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 ナシ 信濃国南佐久郡寺院明細帳 附仏堂（二冊ノ内下） 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 1664 ― ①③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、「庶第二八号」の朱印、「明治十五年」
の書入れ（鉛筆書き） 〇 〇 〇

19 行政 1882 明 15 A‒24 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十五年調整 寺院明細帳 ナシ 埴科 その他 1672 ― ② 〇 表紙、年・タイトルのみ、表紙、埴科郡長宛て文書で裏打ち 〇 〇 〇
20 行政 1882 明 15 A‒25‒1 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十五年 寺院明細帳　上 庶務掛 東筑摩 庶務 郡Ｃ 1680 ― ― 〇 県庁文書の可能性あり 〇 〇 〇
21 行政 1882 明 15 A‒25‒2 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十五年 寺院明細帳　下 庶務掛 東筑摩 庶務 郡Ｃ 1681 ― ― 〇 県庁文書の可能性あり 〇 〇 〇
22 行政 1882 明 15 A‒31 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十五年 地誌編纂参考之図書取調簿 小県郡役所 小県 県庁 1693 ― ①②③ 〇 〇 〇
23 行政 1901 明 34 2E‒8 第５課（農商）関係 明治廿一年ヨリ【同卅四年】 気象ニ関スル規格書類 農商 東筑摩 農商 郡Ｃ 2288 ― ①②③ 〇 表紙に四角い枠の「永年保存」印、朱書き「永年」 〇 〇 〇
24 行政 1888 明 21 0.0 第一部 庶務課関係 地方課 明治二十一年十月 町村制実施準備・町村合併諮問会答申書 東筑摩郡役所 東筑摩 県庁 2302 ― ①②③ 〇 〇 〇
25 行政 1888 明 21 2E‒13 第一部 庶務課関係 地方課 明治二十一年 町村制実施ニ付町村分合関係書 小県郡役所 小県 庶務 県庁 2304 ― ①②③ 〇 〇 〇
26 行政 1888 明 21 2E‒16 第一部 庶務課関係 地方課 明治二十一年 境界錯雑飛地一件 下伊那郡役所 下伊那 県庁 2307 ― ②③ 〇 〇 〇
27 行政 1889 明 22 2E‒17 第１部 庶務課関係 地方課 明治二十二年 町村制実施ニ関スル諸慣行調 小県郡役所 小県 県庁 2384 ― ③ 〇 〇 〇
28 行政 1889 明 22 2E‒18 第１部 庶務課関係 地方課 明治二十二年 新町村名諮詢書類 小県郡役所 小県 県庁 2385 ― ①②③ 〇 〇 〇
29 行政 1889 明 22 2E‒20 第１部 庶務課関係 地方課 明治二十二年 町村境界錯雑敷地組撰一件 下伊那郡役所 下伊那 県庁 2387 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

30 行政 1889 明 22 2E‒21 第１部 庶務課関係 地方課 自明治二十一年 至明治二十
二年 町村分合関係書 （埴科郡役所） 埴科 県庁 2388 ― ①②③ 〇 〇 〇

31 行政 1889 明 22 2E‒22 第１部 庶務課関係 地方課 自明治廿一年 至同廿二年 庶務之部別冊・町村制実施関係書 下水内郡役所 下水内 県庁 2389 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇
32 行政 1889 明 22 2E‒23 第１部 庶務課関係 地方課 明治二十二年 議事之部一及二 （下水内郡役所） 下水内 県庁 2390 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇
33 行政 1890 明 23 2A‒15 内務部 第１課（庶務・議事）関係 地方課 明治二十三年 議事之部 下水内郡役所 下水内 県庁 2431 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇
34 行政 1890 明 23 2A‒16 内務部 第１課（庶務・議事）関係 地方課 自明治廿二年 至同廿三年 編年史材料蒐集書類 小県郡役所 小県 県庁 2432 ― ①②③ 〇 〇 〇
35 行政 1890 明 23 2A‒17 内務部 第１課（庶務・議事）関係 地方課 自明治十二年 至同廿三年 庶務之部別冊重要雑書類 下水内郡役所 下水内 県庁 2433 ― ①②③ 〇 〇 〇 〇
36 行政 1892 明 25 2A‒11 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治二十五年 議事之部 下水内郡役所 下水内 県庁 2860 ― ①② 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇
37 行政 1893 明 26 2A‒1 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治廿六年 公文編冊　庶務議事文書成例之部 ナシ 北安曇 郡Ａ 2933 ― ①② 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

38 行政 1893 明 26 2A‒2 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治二十二年 至明治廿六
年 庶務成例綴 上高井郡役所 上高井 県庁 2934 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

39 行政 1901 明 34 2A‒21 内務部 第１課（庶務・会議・兵事）関係 自明治廿六年 至〃卅四年 松本旧城址官有地所建物明渡ニ関スル件 第一課庶務係 東筑摩 庶務 郡Ｃ 2945 ― ①②③ 表紙「無期」の朱書き、「永年保存」印（２つ） 〇 〇 〇

40 行政 1893 明 26 2A‒11 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治二十四年 至〃二十六
年

許可稟請及訴願ニ関スル件・郡会議事録・郡参事会議
事録 （西筑摩郡役所） 西筑摩 県庁 2951 ― ①③ 〇 〇 〇

41 行政 1893 明 26 2A‒13 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治二十四年 至明治廿六
年 議事之部別冊　郡会一件書類 下水内郡役所 下水内 県庁 2952 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇

42 行政 1893 明 26 2A‒12 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治二十六年 議事之部 下水内郡役所 下水内 県庁 2953 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇
43 行政 1893 明 26 2A‒16 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治二十六年 訴願ニ関スル書類 埴科郡役所 埴科 庶務 県庁 2955 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
44 行政 1893 明 26 2A‒15 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治廿五年 至同廿六年 訴願ニ関スル書類 南安曇郡役所 南安曇 県庁 2956 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇
45 行政 1894 明 27 2A‒9 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治二十七年 議事録 （西筑摩郡役所） 西筑摩 県庁 3021 ― ①③ 〇 〇 〇
46 行政 1894 明 27 2A‒10 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治十二年 至明治十七年 分付願書 東筑摩郡役所 東筑摩 県庁 3022 ― ③ 〇 〇 〇
47 行政 1894 明 27 2A‒11 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治二十七年 議事之部 下水内郡役所 下水内 県庁 3023 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇
48 行政 1895 明 28 2A‒6 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治廿七年 至同廿八年 決議書 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3105 ― ①② 〇 〇 〇

49 行政 1895 明 28 2A‒7 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治二十四年 至同二十八
年 郡会決議書 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3106 ― ①② 〇 〇 〇

50 行政 1895 明 28 2A‒8 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治二十八年 議事録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3107 ― ① 〇 〇 〇
51 行政 1895 明 28 2A‒9 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治廿七年 至明治廿八年 議事録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3108 ― ① 〇 〇 〇
52 行政 1895 明 28 2A‒10 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治二十八年 公文編冊全 議事之部 下水内郡役所 下水内 県庁 3109 ― ① 〇 〇 〇 〇
53 行政 1896 明 29 1‒7 知事官房 知事官房関係 地方課 明治二十九年 各町村地誌 （下水内郡役所） 下水内 県庁 3180 ― 〇 〇 〇 〇
54 行政 1896 明 29 2A‒9 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治二十九年 議事録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3195 ― ①③ 〇 〇 〇
55 行政 1896 明 29 2A‒10 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治二十九年 議事之部 （下水内郡役所） 下水内 県庁 3196 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇

56 行政 1896 明 29 2C‒1 内務部 第３課（学務・戸籍・社寺）関係 自明治二十二年 至明治二十
九年 議事成例綴甲乙 埴科郡役所 埴科 県庁 3216 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

57 行政 1897 明 30 2A‒5 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治廿九年 至明治卅年 決議書 西筑摩郡会・西筑摩郡参事会 西筑摩 県庁 3271 ― ① 〇 〇 〇



長野県立歴史館所蔵近代郡役所文書についての基礎的研究―伝来経緯の検討を中心に― 長野県立歴史館研究紀要第31号（2025.3）

59

58 行政 1897 明 30 2A‒6 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治廿九年 至明治三十年 議事録 西筑摩郡参事会 西筑摩 県庁 3272 ― ① 〇 〇 〇
59 行政 1897 明 30 2A‒7 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治三十年 議事録 西筑摩郡会 西筑摩 県庁 3273 ― ① 〇 〇 〇
60 行政 1897 明 30 2A‒8 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 明治三十年 議事之部 下水内郡役所 下水内 県庁 3274 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇
61 行政 1897 明 30 2A‒12 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治廿七年 至明治卅年 議事庶務・文書成例 北安曇郡役所 北安曇 県庁 3280 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
62 行政 1897 明 30 2A‒13 内務部 第１課（庶務・会議）関係 地方課 自明治廿七年 至明治卅年 例規書類 更級郡役所 更級 県庁 3281 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

63 行政 1897 明 30 2B‒3 内務部 第２課（土木）関係 自明治二十一年九月 至明治
三十年七月 鳴岩川ニ関スル書類 諏訪郡役所 諏訪 郡Ｂ 3285 ― ①②③ 表紙朱の罫線に「□□土木、□□　、保存年限 永年」の朱書き 〇 〇 〇 〇

64 行政 1897 明 30 2C‒1 内務部 第３課（学務・戸籍・社寺）関係 学務課 自明治十九年 至明治三十年 学務例規 更級郡役所 更級 県庁 3286 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

65 行政 1898 明 31 2A‒5 内務部 第１課（会議・庶務・市町村）関
係 地方課 明治三十一年 議事録 一、二合冊 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3352 ― ①③ 〇 〇 〇

66 行政 1898 明 31 2A‒6 内務部 第１課（会議・庶務・市町村）関
係 地方課 自明治三十年 至明治卅一年 郡会郡参事会ニ関スル部 下水内郡役所 下水内 県庁 3353 ― ①③ 〇 〇 〇 〇

67 行政 1898 明 31 2A‒7 内務部 第１課（会議・庶務・市町村）関
係 地方課 明治三十一年 議事之部 （下水内郡役所） 下水内 県庁 3354 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇

68 行政 1898 明 31 2A‒13 内務部 第１課（会議・庶務・市町村）関
係 地方課 明治三十一年 町村学校・組合規約編冊 小県郡役所 小県 県庁 3363 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

69 行政 1898 明 31 2A‒16 内務部 第１課（会議・庶務・市町村）関
係 地方課 明治三十一年 町村紛議調和一件書類 下伊那郡役所 下伊那 県庁 3368 ― ①②③ 〇 〇 〇

70 行政 1898 明 31 2A‒17 内務部 第１課（会議・庶務・市町村）関
係 地方課 自明治廿七年 至同三十一年 御料地ニ関スル事件留 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3369 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

71 行政 1898 明 31 2A‒18 内務部 第１課（会議・庶務・市町村）関
係 地方課 自明治二十八年 至明治三十

一年 訴願裁決書綴 埴科郡役所 埴科 県庁 3370 ― ①②③ 〇 〇 〇

72 行政 1899 明 32 2A‒7 内務部 第１課（会議・庶務）関係 地方課 明治三十二年 郡会議事録・郡参事会議事録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3431 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇

73 行政 1899 明 32 2A‒8 内務部 第１課（会議・庶務）関係 地方課 自明治二十六年 至同三十二
年 議事之部別冊・郡会議事録 下水内郡役所 下水内 県庁 3432 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇 〇

74 行政 1899 明 32 2A‒10 内務部 第１課（会議・庶務）関係 地方課 自明治三十一年 至明治三十
二年 議事・庶務・文書・成例 北安曇郡役所 北安曇 県庁 3435 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

75 行政 1899 明 32 2A‒11 内務部 第１課（会議・庶務）関係 地方課 自明治廿五年 至明治卅二年 例規緊要書類 更級郡役所 更級 県庁 3436 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

76 行政 1899 明 32 2A‒12 内務部 第１課（会議・庶務）関係 地方課 自明治三十一年 至同三十二
年 庶務関係書類・例規之部 更級郡役所 更級 県庁 3437 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

77 行政 1899 明 32 2A‒16 内務部 第１課（会議・庶務）関係 地方課 明治三十二年 町村分合境界変更之部 南佐久郡役所 南佐久 県庁 3442 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

78 行政 1899 明 32 2A‒25 内務部 第１課（会議・庶務）関係 地方課 自明治三十一年 至明治三十
二年 訴願裁決書類 小県郡役所 小県 県庁 3453 ― ①②③ 〇 〇 〇

79 行政 1900 明 33 2A‒4 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 明治三十三年 会議録ノ一及二、御料地境界踏査図（上伊那郡・西筑

摩郡界） （西筑摩郡役所） 西筑摩 県庁 3504 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇 〇

80 行政 1900 明 33 2A‒5 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治三十二年 至同三十三

年 郡会郡参事会ニ関スル部 下水内郡役所 下水内 県庁 3505 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、付随する袋に郡Ａタイプの表題及び「第
一種」印 〇 〇 〇 〇

81 行政 1900 明 33 2C‒2 内務部 第３課（学務）関係 学務課 自明治二十五年 至同三十三
年 学務規格 諏訪郡役所 諏訪 学務 県庁 3535 ― ①②③ 〇 〇 〇 〇 目録では明治25～41年・３冊

82 行政 1900 明 33 2C‒3 内務部 第３課（学務）関係 学務課 自明治廿三年 至同三十三年 学務ニ関スル成例 北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 3536 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

83 行政 1900 明 33 2C‒4 内務部 第３課（学務）関係 学務課 自明治三十一年 至同三十三
年 学務関係書類・例規之部 更級郡役所 更級 学務 県庁 3537 ― ①②③ 〇 〇 〇

84 行政 1901 明 34 2A‒4 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治廿九年 自明治三十四

年 庶務例規留 埴科郡役所 埴科 県庁 3583 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

85 行政 1901 明 34 2A‒5 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治二十七年 至同三十四

年 庶務成例綴 上高井郡役所 上高井 県庁 3584 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

86 行政 1901 明 34 2A‒15 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 明治三十四年 会議録・郡参事会会議録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3596 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇

87 行政 1901 明 34 2A‒16 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治三十三年 至同三十四

年 決議書 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3597 ― ①③ 〇 〇 〇

88 行政 1901 明 34 2A‒17 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治二十六年 至明治三十

四年 議事ニ関スル例規 埴科郡役所 埴科 県庁 3598 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

89 行政 1901 明 34 2A‒18 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 明治三十四年 郡会郡参事会ニ関スル部 下水内郡役所 下水内 県庁 3599 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇

90 行政 1901 明 34 2A‒20 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治二十三年 至同三十四

年 郡市長会議一件綴 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 3600 ― ①②③ 表紙貼り紙「庶第二二七号」 〇 〇 〇

91 行政 1901 明 34 2C‒2 内務部 第３課（学務）関係 学務課 自明治三十三年 至同三十四
年 学務成例綴 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 3618 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

92 行政 1901 明 34 2C‒3 内務部 第３課（学務）関係 学務課 明治三十四年 累年成例 西筑摩郡役所 西筑摩 学務 県庁 3619 ― ①②③ 〇 〇 〇

93 行政 1901 明 34 2C‒4 内務部 第３課（学務）関係 学務課 自明治三十年 至明治三十四
年 例規留 埴科郡役所 埴科 学務 県庁 3620 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

94 行政 1901 明 34 2E‒1 内務部 第４課（農商）関係 自明治二十八年一月 至明治
三十四年十二月 公文編冊 農工商成例 ナシ 上水内 郡Ａ 3651 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に朱書き「第拾五号」「一種」 〇 〇 〇

95 行政 1912 明 45 2E‒1 内務部 学務課関係 学務課 明治三十四年 【四十五年】 公文編冊 農工商ニ関スル成例 ナシ 北安曇 郡Ａ 3652 ― ①②③ 表紙、朱書き「第一種」、「第一種」印、索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
96 行政 1901 明 34 2E‒2 内務部 第４課（農商）関係 自明治三十年 至〃三十四年 農商成例 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 3653 ― ①②③ 〇 表紙に朱書き「一種」 〇 〇 〇

97 行政 1901 明 34 2E‒7 内務部 第４課（農商）関係 自明治三十五年 至明治三十
四年 気象観測例規 更級郡役所 更級 郡Ｂ 3658 ― ①②③ 〇 表紙に「記録済」印、朱書き「一種」、ペン朱書き「永年保存」 〇 〇 〇

98 行政 1902 明 35 2A‒2‒1 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 明治三十五年 御料林境界調査公用材払下盗伐木ニ関スル書類 二冊

ノ内一 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 3673 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

99 行政 1902 明 35 2A‒2‒2 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 明治三十五年 御料林境界調査公用材払下盗伐木ニ関スル書類 二冊

ノ内二 ナシ 西筑摩 県庁 3673 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

100 行政 1902 明 35 2A‒14 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治廿四年 至明治卅五年 郡会決議書之部 （下水内郡役所） 下水内 県庁 3689 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇 目録は明治34～35年

101 行政 1902 明 35 2A‒15 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治二十六年 至同三十五

年 郡参事会議事録 下水内郡役所 下水内 県庁 3690 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇 〇

102 行政 1902 明 35 2C‒3 内務部 第３課（学務）関係 学務課 自明治二十二年 至同三十五
年 学務例規 小県郡役所 小県 県庁 3721 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

103 行政 1902 明 35 2C‒4 内務部 第３課（学務）関係 学務課 自明治三十三年 至明治三十
五年 通牒及規定文書類 上高井郡役所 上高井 県庁 3722 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

104 行政 1894 明 27 2B‒7 内務部 第２課（農商・土木）関係 明治廿七年 官有地一件 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 3765 ― ①② 表紙貼り紙「地　第四三号」 〇 〇 〇

105 行政 1903 明 36 2A‒4 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 明治三十六年 訴訟訴願和解関係書類 南佐久郡役所 南佐久 県庁 3781 ― ①②③ 索引あり 〇 〇 〇

106 行政 1903 明 36 2A‒5 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 明治三十六年七月調成 町村公借金台帳 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 3782 ― ①③ 表紙に「廃」 〇 〇 〇

107 行政 1903 明 36 2A‒9 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治三十五年 至同三十六

年 郡会郡参事会ニ関スル件 下水内郡役所 下水内 県庁 3789 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇

108 行政 1903 明 36 2A‒11 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治三十三年 至明治三十

六年 議事・庶務文書成例 （北安曇郡役所） 北安曇 県庁 3793 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

109 行政 1903 明 36 2C‒2 内務部 第３課（学務）関係 地方課 自明治三十五年 至明治三十
六年 成例綴 北佐久郡役所 北佐久 県庁 3814 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

110 行政 1903 明 36 2C‒3 内務部 第３課（学務）関係 学務課 自明治三十四年 至明治三十
六年 学務規格 諏訪郡役所 諏訪 県庁 3815 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇 目録では明治25～41年・３冊

111 行政 1904 明 37 2A‒4 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治三十三年 至明治三十

七年 例規書類 庶務之部 更級郡役所 更級 県庁 3927 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

112 行政 1904 明 37 2A‒5 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治三十五年 至同三十七

年 庶務成例綴 上高井郡役所 上高井 県庁 3928 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
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113 行政 1904 明 37 2A‒6 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治卅四年 至三十七年 庶務成例 上水内郡 上水内 県庁 3929 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇

114 行政 1904 明 37 2A‒7 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 自明治三十二年 至同三十七

年 傍陽村長村境界争論関係書類 小県郡役所 小県 県庁 3930 ― ①②③ 〇 〇 〇

115 行政 1904 明 37 2A‒12 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係

自明治卅三年度 至同卅七年
度 予算綴【長野県上高井郡歳入歳出決算書】 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 3939 ― ①③ 表紙に貼り紙「庶第二八三号」 〇 〇 〇

116 行政 1904 明 37 2C‒2 内務部 第３課（学務）関係 学務課 明治三十七年 学務例規書類 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 3973 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

117 行政 1904 明 37 2C‒3 内務部 第３課（学務）関係 学務課 自明治三十六年 至明治三十
七年 校地校舎及学校設置廃止編制加除科目ニ関スル件 北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 3974 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

118 行政 1905 明 38 2‒1 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 自明治二十一年 至明治三十

八年 町村制ニ関スル例規 附水利組合 下高井郡役所 下高井 県庁 4059 ― ②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇

119 行政 1905 明 38 2‒5 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 自明治卅五年 至明治卅八年 郡参事会々議録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4064 ― ①③ 〇 〇 〇

120 行政 1905 明 38 2‒6 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 自明治二十四年度 至同三十

八年 郡費決算書 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4065 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

121 行政 1905 明 38 2‒7 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 自明治三十三年度 至明治三

十九年 例規書類（議事ノ部） （更級郡役所） 更級 県庁 4066 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

122 行政 1905 明 38 2‒8 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 自明治三十七年 至同三十八

年 公文編冊 郡会郡参事会関スル件 下水内郡役所 下水内 県庁 4067 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇

123 行政 1905 明 38 2‒11‒1 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 明治三十八年九月調製 町村并部落有財産台帳土地之部（１） 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4077 ― ①②③ 〇 〇 〇

124 行政 1905 明 38 2‒11‒2 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 明治三十八年九月調製 町村并部落有財産台帳土地之部（２） 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4078 ― ①②③ 〇 〇 〇

125 行政 1905 明 38 2‒12 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係

自明治三十五年 至明治三十
八年 郡市長会議一件 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4079 ― ①②③ 表紙貼り紙「庶　第二二八号」 〇 〇 〇

126 行政 1905 明 38 2‒18 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 自明治三十二年 至同三十八

年 御料地ニ関スル事件留 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4094 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

127 行政 1905 明 38 3‒2 内務部 第２部（学務・社寺・兵務）関係 学務課 明治三十八年 学務例規綴込 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 4107 ― ①②③ 〇 〇 〇

128 行政 1905 明 38 3‒3 内務部 第２部（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十四年 至同三十八
年 学務関係書類例規之部 更級郡役所 更級 学務 県庁 4108 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

129 行政 1906 明 39 2‒4 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 自明治三十五年 至明治三十

九年 郡会会議録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4162 ― ①③ 〇 〇 〇

130 行政 1906 明 39 2‒5 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 明治三十九年 議事録 西筑摩郡参事会 西筑摩 県庁 4163 ― ①③ 〇 〇 〇

131 行政 1906 明 39 2‒6 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 自明治三十六年 至明治三十

九年 規格書類 南安曇郡役所 南安曇 県庁 4164 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

132 行政 1906 明 39 2‒11 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 自明治三十四年 至明治三十

九年 御料林守護規約ニ関スル書類 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4171 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

133 行政 1906 明 39 2‒12 内務部 第１部（庶務〔社寺関係ヲ含ム〕・
土木・会計）関係 地方課 明治三十九年 長久保新町芦田村境界争論一件・山林原野入会権ニ関

スル慣習調綴 小県郡役所 小県 県庁 4172 ― ①②③ 〇 〇 〇

134 行政 1906 明 39 3‒4 内務部 第２部（学務・社寺・兵務）関係 学務課 明治三十九年 学務成例綴 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 4186 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
135 行政 1906 明 39 3‒25 第２部（学務・社寺・兵務）関係 明治三十九年六月 郷村社例祭綴 附新年祭・新嘗祭大正四年二月制定 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4229 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
136 行政 1907 明 40 2A‒2 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 明治四十年 郡参事会議事録・郡会議事録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4252 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇
137 行政 1907 明 40 2A‒3 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十九年 至同四十年 郡会郡参事会ニ関スル部 下水内郡役所 下水内 県庁 4253 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇 目録は明治39～40年
138 行政 1907 明 40 2A‒4 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十七年 至同四十年 議事庶務文書成例 （北安曇郡役所） 北安曇 県庁 4254 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

139 行政 1907 明 40 2A‒5 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十八年 至明治四十
年 例規（庶務ノ部） （更級郡役所） 更級 県庁 4255 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

140 行政 1907 明 40 2A‒6 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十七年 至明治四十
年 庶務成例 上高井郡役所 上高井 県庁 4256 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

141 行政 1907 明 40 2A‒7 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 明治四十年 北佐久郡芦田村小県郡長久保新町境界争論仲裁書 北佐久郡役所 北佐久 県庁 4257 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
142 行政 1907 明 40 2A‒8 内務部 地方課（議事・庶務）関係 明治四十年四月 町村及部落有財産台帳 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4258 ― ①②③ 〇 〇 〇

143 行政 1907 明 40 2A‒12 内務部 地方課（議事・庶務）関係 明治四十年 時局ニ関スル書類 東筑摩郡役所 東筑摩 郡Ｂ 4262 ― ①②③ 〇 表紙に「第一種」印（２つ）、「永年保存」印（２つ）、青鉛筆の
書入「兵雑一種」 〇 〇 〇

144 行政 1907 明 40 2A‒13 内務部 地方課（議事・庶務）関係 【明治四十年】 埴科郡志 埴科郡役所 埴科 郡Ｂ 4263 ― ④ 〇 「明治四十年」は青鉛筆、表紙に埴科郡役所の蔵書印、朱書き「14 
一七」 〇 〇 〇

145 行政 1907 明 40 2C‒4 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十八年 至明治四十
年 校地校舎学校設置廃止編制加除科目ニ関スル件 （北安曇郡役所） 北安曇 学務 県庁 4270 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

146 行政 1907 明 40 2C‒7 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 明治四十年 学校医任免綴／学校医名簿 北佐久郡役所／西筑摩郡役所 北佐久
西筑摩 学務 県庁 4281 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇 〇

147 行政 1907 明 40 2C‒9 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 明治四十年 神社例祭日留 西筑摩郡役所 西筑摩 郡Ｂ 4283 ― ①③ 表紙に「学務課へ」の貼紙 〇 〇 〇
148 行政 1908 明 41 2A‒3 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 明治四十一年 郡参事会議事録・郡会議事録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4290 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇
149 行政 1908 明 41 2A‒4 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 明治四十一年 郡会、郡参事会ニ関スル部 （下水内郡役所） 下水内 県庁 4291 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇
150 行政 1908 明 41 2A‒7 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治廿五年 至同四十一年 郡長交代事務引継書 東筑摩郡役所 東筑摩 県庁 4294 ― ①③ 文書引継に関する書類あり 〇 〇 〇

151 行政 1908 明 41 2A‒8 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十四年 至明治四十
一年 訴願訴訟関係書類 南安曇郡役所 南安曇 県庁 4295 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

152 行政 1908 明 41 2A‒9 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治四十年 至明治四十一
年 境界争論解決書綴 北安曇郡役所 北安曇 県庁 4296 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇

153 行政 1908 明 41 2B‒9 土木課関係 明治四一年五月現在 官有地調 上伊那郡役所 上伊那 郡Ｂ 4312 ― ①②③ 表紙貼り紙「永年保存」 〇 〇 〇

154 行政 1908 明 41 2C‒1 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十四年 至明治四十
一年 学務ニ関スル成例 北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 4315 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

155 行政 1908 明 41 2C‒7 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 明治四十壱年 校地校舎及学校設置廃止編制加除科目ニ関スル件 
小学校台帳

（北安曇郡役所）／（埴科郡
役所）

北安曇
埴科 学務 県庁 4321 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、中扉あり 〇 〇 〇

156 行政 1908 明 41 2F‒1 林務課関係 明治四十一年四月調製 財産台帳附属町村森林台帳 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4394 ― ②③ 表紙に「永」 〇 〇 〇
157 行政 1909 明 42 2A‒6 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 明治四十二年 郡会議事録・郡参事会議事録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4407 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇
158 行政 1909 明 42 2A‒7 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 明治四十二年 第弐拾回郡会ニ関スル件 （下水内郡役所） 下水内 県庁 4408 ― ①②③ 〇 〇 〇 〇

159 行政 1909 明 42 2A‒8 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十九年 至明治四十
三年 参事会議事録之部 下水内郡役所 下水内 県庁 4409 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇 目録は明治35～42年

160 行政 1909 明 42 2A‒10 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治四十一年 至明治四十
二年 例規書類庶務部 更級郡役所 更級 県庁 4412 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

161 行政 1909 明 42 2A‒11 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十五年 至同四十二
年 庶務例規・議事例規 埴科郡役所 埴科 県庁 4413 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

162 行政 1909 明 42 2A‒12 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治二十七年 至同四十二
年 秘密吏員ニ関スル件 下高井郡役所 下高井 県庁 4414 ― ①②③ 〇 〇 〇 〇

163 行政 1909 明 42 2A‒13 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十九年 至明治四十
二年 町村・区・部落有基本財産関係書 （北佐久郡役所） 北佐久 県庁 4415 ― ①②③ 〇 〇 〇

164 行政 1909 明 42 2A‒14 内務部 地方課（議事・庶務）関係 自明治廿九年一月 至明治四
十二年

公文編冊 町村境界釐正廃置分合及役場位置ニ関スル
部 ナシ 上水内 郡Ａ 4416 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年保存」印あり 〇 〇 〇

165 行政 1909 明 42 2A‒15 内務部 地方課（議事・庶務）関係 明治四十二年改 町村役場位置台帳 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4417 ― ③ 表紙に「永」 〇 〇 〇
166 行政 1909 明 42 2A‒16 内務部 地方課（議事・庶務）関係 明治三十六年ヨリ四十二年迄 郡長会議書類 庶務雑件 第一種 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4419 ― ②③ 表紙貼り紙「庶第三〇六号」、「保存期限 永年」印 〇 〇 〇

167 行政 1909 明 42 2B‒14 内務部 土木課関係 自明治四十二年 山論水論其他諸紛争事件解決和解書綴込 長野県諏訪郡役所 諏訪 郡Ｂ 4455 ― ①②③ 表紙に「□□ 土木　□□ 第□種　保存期限 永年」、「大正拾五年
六月引合済」の印あり 〇 〇 〇 〇

168 行政 1909 明 42 2C‒3 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治四十年 至同四十二年 学務成例綴 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 4458 ― ①②③ 途中「明治四拾壱年成例　編綴目録ハ巻首ニアリ」、索引（郡役
所罫紙）あり 〇 〇 〇

169 行政 1909 明 42 2C‒4 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十七年 至明治四十
二年 学務規格 諏訪郡役所 諏訪 学務 県庁 4459 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇 目録では明治25～41年・３冊

170 行政 1909 明 42 2C‒5 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十九年 至明治四十
二年 学務例規 更級郡役所 更級 学務 県庁 4460 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇



長野県立歴史館所蔵近代郡役所文書についての基礎的研究―伝来経緯の検討を中心に― 長野県立歴史館研究紀要第31号（2025.3）

61

171 行政 1909 明 42 2C‒6 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 明治四十二年 教員通勤認可稟議簿 南安曇郡役所 南安曇 学務 県庁 4461 ― ①②③ 〇 〇 〇

172 行政 1909 明 42 2E‒1 内務部 農商課関係 自明治三十五年 至同四十二
年 公文編冊 農工商成例 ナシ 上水内 郡Ａ 4501 ― ①② 〇 表紙「一種」の朱書き、索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

173 行政 1909 明 42 2F‒2 内務部 林務課関係 林務課 自明治三十九年 至明治四十
二年 恩賜記念林台帳 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4526 ― ①③ 〇 書類１枚目に「第一種」印・貼り紙に「林務課へ　永年」 〇 〇 〇

174 行政 1910 明 43 2A‒4 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 明治四十三年 会議録・郡会議事録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4534 ― ①③ 〇 〇 〇

175 行政 1910 明 43 2A‒5 内務部 地方課（議事・庶務）関係 自明治卅九年度 至【明治四
十三年度】 郡歳入出予算決議書 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4535 ― ③ 表紙に「保存期限永年」（「永」は朱書き） 〇 〇 〇

176 行政 1910 明 43 2A‒6 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 明治四十三年 通常郡会ニ関スル件 （下水内郡役所） 下水内 県庁 4536 ― ①②③ 〇 〇 〇 〇

177 行政 1910 明 43 2A‒7 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治四十二年 至明治四十
三年 郡会郡参事会ニ関スル部・郡会議事院建築関係書類 （下水内郡役所） 下水内 県庁 4537 ― ①②③ 〇 〇 〇 〇 目録では２冊のものを合冊

178 行政 1910 明 43 2A‒9 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十九年 至同四十三
年 庶務成例 北佐久郡役所 北佐久 県庁 4540 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

179 行政 1910 明 43 2A‒10 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十八年 至同四十三
年 庶務成例 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4541 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

180 行政 1910 明 43 2A‒11 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 明治四十三年 前山村・岸野村村界変更書類 南佐久郡 南佐久 県庁 4542 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

181 行政 1910 明 43 2A‒12 内務部 地方課（議事・庶務）関係 明治四十三年 水害御下賜金拝受請書 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4543 ― ③ 表紙貼り紙「庶第四〇〇号」、「保存期限 永年」印（「永」は朱書
き）、朱書き「第一種」 〇 〇 〇

182 行政 1910 明 43 2C‒2 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 明治四十三年 学事成例綴 （北佐久郡役所） 北佐久 学務 県庁 4570 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

183 行政 1910 明 43 2C‒3 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十七年 至同四十三
年 学務成例 西筑摩郡役所 西筑摩 学務 県庁 4571 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

184 行政 1910 明 43 2C‒4 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十五年三月以後 至
同四十三年十二月マテ 学務例規 埴科郡役所 埴科 学務 県庁 4572 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

185 行政 1910 明 43 2C‒5 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治四十二年 至同四十三
年 校地校舎及学校設置廃止編制加除科目ニ関スル件 北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 4573 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

186 行政 1910 明 43 2F‒3 内務部 林務課関係 林務課 自明治三十九年 至明治四十
三年 恩賜記念林台帳・恩賜記念林造林台帳 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4626 ― ③ 〇 〇 〇

187 行政 1911 明 44 2A‒4 内務部 議事・庶務関係 地方課 明治四十四年 郡会会議録・御料地下戻委任事件・郡参事会事件並町
村制学事通則許可会議録 （西筑摩郡役所） 西筑摩 県庁 4636 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇 〇

188 行政 1911 明 44 2A‒5 内務部 議事・庶務関係 地方課 明治四十四年 郡会関係書類 上水内郡役所 上水内 議事 県庁 4637 ― ①②③ 内容は明治45年 〇 〇 〇
189 行政 1911 明 44 2A‒7 内務部 議事・庶務関係 明治四十四年一月 部落有財産関係書類 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4640 ― ②③ 〇 〇 〇

190 行政 1911 明 44 2A‒9 内務部 議事・庶務関係 地方課 自明治四十三年 至同四十四
年 庶務議事成例 埴科郡役所 埴科 庶務 県庁 4642 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

191 行政 1911 明 44 2A‒11 内務部 議事・庶務関係 地方課 自明治四十年 至明治四十四
年 規格書類 南安曇郡役所 南安曇 議事 県庁 4644 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

192 行政 1911 明 44 2A‒15 内務部 議事・庶務関係 地方課 自明治三十九年 至同四十四
年 飯山事件其ノ他秘密書 下水内郡役所 下水内 学務 県庁 4648 ― ①②③ 「明治四十二年柳原小学校問題関係書類　下水内郡役所」を綴じ

込む 〇 〇 〇 〇

193 行政 1911 明 44 2C‒2 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十六年 至明治四十
四年 学務例規 小県郡役所 小県 学務 県庁 4664 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

194 行政 1911 明 44 2C‒3 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十七年 至同四十四
年 学務成例 西筑摩郡役所 西筑摩 学務 県庁 4665 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

195 行政 1911 明 44 2C‒4 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十四年 至明治四十
四年 成例 上水内郡役所 上水内 学務 県庁 4666 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 〇

196 行政 1911 明 44 2C‒10 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 明治四十四年 実業補習学校教員進退簿 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4676 ― ③ 〇 〇 〇

197 行政 1906 明 39 4‒2 第３部（農商・林野）関係 自明治三十五年 至同三十九
年 農商例規 更級郡役所 更級 郡Ｂ 4711 ― ①②③ 〇 表紙に「記帳済」印・朱書「一種」、ペン朱書き「永年保存」、索

引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

198 行政 1912 明 45 2A‒1 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 明治四十五年 郡会会議録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 4721 ― ①② 〇 〇 〇

199 行政 1912 明 45 2A‒2 内務部 地方課（議事・庶務）関係 地方課 自明治三十六年 至明治四十
五年 庶務成例綴 （下水内郡役所） 下水内 議事 県庁 4722 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、複数の簿冊を一括して編綴したものか 〇 〇 〇 〇 目録は４冊

200 行政 1912 明 45 2B‒7 土木課関係 明治四十四年 明治四十五年 鳴岩川仲裁事件 諏訪郡役所 諏訪 庶務、土木 郡Ｂ 4734 ― ①②③ 表紙に「土木　永年」、「土第一番　永年保存」 〇 〇 〇 〇

201 行政 1912 明 45 2C‒1 内務部 学務課関係 学務課 明治四十三年ヨリ同四十五年
マテ 学務例規 更級郡役所 更級 学務 県庁 4735 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

202 行政 1895 明 28 2A‒12 内務部 第１課（庶務・会議）関係 自明治弐拾五年一月 至同弐
拾八年十二月

公文編冊 全 町村境界釐正廃置分合及役場位置ニ関ス
ル部 ナシ 上水内 郡Ａ 4857 ― ①②

索引（郡役所罫紙）あり、表紙に郡役所印を捺す、表紙朱書「第
七号」、裏表紙「明治弐拾五六七年自一月至十二月同廿八年公文
編冊 町村境界廃置分合及役場位置ニ関スル部」を再利用

〇 〇

203 行政 1900 明 33 2A‒19 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 地方課 明治三十三年 訴願裁決書類 小県郡役所 小県 県庁 4870 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

204 行政 1877 明 10 A‒20 官房 第１課（庶務）関係 明治十年 入会山野境界紛乱事件、太田村大字五荷村同北條村 下水内郡役所 下水内 県庁 4877 ― ③④ 〇 〇 〇
205 行政 1912 大 １ 1‒3 知事官房関係 大正元年八月一日 聖上御不例一件綴 庶務第一種 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 4914 ― ①②③ 表紙に「庶務第一種」「永」 〇 〇
206 行政 1912 大 １ 2A‒7 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十九年 至大正元年 庶務例規綴 下高井郡役所 下高井 庶務 県庁 4934 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
207 行政 1912 大 １ 2A‒9 内務部 地方課関係 地方課 大正元年 通常郡会ニ関スル件 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 4936 ― ①②③ 〇 〇 〇
208 行政 1912 大 １ 2A‒10 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十三年 至大正元年 庶務関係書類例規 更級郡役所 更級 庶務 県庁 4937 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
209 行政 1912 大 １ 2C‒12 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十四年 至大正元年 校地校舎及学校設置廃止編制加除科目ニ関スル書類 （北安曇郡役所） 北安曇 学務 県庁 4975 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

210 行政 1912 大 １ 2C‒13 内務部 学務課関係 学務課 明治四十五年 大正元年 小学校代用教員名簿／学務雑件 （西筑摩郡役所）／（上高井
郡役所）

西筑摩
上水内 学務 県庁 4976 ― ①②③ 郡Ａタイプの内表紙 〇 〇 〇

211 行政 1913 大 ２ 2A‒5 内務部 地方課関係 地方課 大正二年 郡会会議録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 5004 ― ①③ 〇 〇
212 行政 1913 大 ２ 2A‒6 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十八年 至大正二年 庶務議事成例 上水内郡役所 上水内 庶務 県庁 5008 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

213 行政 1913 大 ２ 2A‒7 内務部 地方課関係 明治四十四年十月 【至大正二
年】 制第百四十七条許可書類 附第八拾条 上高井郡役所 上高井 庶務 郡Ｂ 5011 ― ①②③ 表紙に貼り紙「庶第四三八号」、索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

214 行政 1913 大 ２ 2A‒8 内務部 地方課関係 地方課 大正二年（明治四十三年来） 紛議調停書類　東長倉村治問題　軽井沢学校一件 北佐久郡役所 北佐久 県庁 5014 ― ③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
215 行政 1912 大 １ 2C‒21 内務部 学務課関係 学務課 大正元年 教員進退申請簿 西筑摩郡役所 西筑摩 学務 県庁 5028 ― ③ 〇 〇
216 行政 1913 大 ２ 2G‒4 内務部 林務課関係 林務課 大正二年 恩賜記念林・営林施業案 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務 県庁 5087 ― ①②③ 〇 〇
217 行政 1913 大 ２ 2G‒3 内務部 林務課関係 林務課 大正二年 保安林台帳 南佐久郡役所 南佐久 県庁 5089 ― ③ 〇 〇
218 行政 1914 大 ３ 2A‒12 内務部 地方課関係 地方課 大正三年 庶務成例 上水内郡役所 上水内 庶務 県庁 5096 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
219 行政 1914 大 ３ 2A‒11 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十三年 至大正三年 庶務例規編冊 （小県郡役所） 小県 庶務 県庁 5097 ― ①②③ 〇 〇

220 行政 1914 大 ３ 2C‒5 学務課関係 地方課 大正三年 小学校教員旅行通勤認可決裁簿／代用教員進退簿 下水内郡役所／西筑摩郡役所 下水内
西筑摩 庶務 県庁 5112 ― ③ 中扉あり 〇 〇 〇 目録は年次なし

221 行政 1914 大 ３ 2A‒10 内務部 地方課関係 地方課 大正二・三年 大正二年通常郡会・大正三年臨時郡会関係書 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 5116 ― ①②③ 〇 〇 〇
222 行政 1914 大 ３ 2A‒7‒1 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十四年 至大正三年 庶務成例 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務 県庁 5132 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
223 行政 1914 大 ３ 2A‒9 内務部 地方課関係 地方課 大正三年 郡会会議録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 5195 ― ②③ 〇 〇
224 行政 1914 大 ３ 2A‒8‒1 内務部 地方課関係 大正三年 通常郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5218 ― ②③ 郡会議員出勤簿を綴じ込む 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
225 行政 1914 大 ３ 2A‒8‒2 内務部 地方課関係 大正三年 臨時郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5219 ― ②③ 郡会議員出勤簿を綴じ込む 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
226 行政 1914 大 ３ 2A‒7‒2 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十一年 至大正三年 庶務成例 上高井郡役所 上高井 庶務 県庁 5233 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
227 行政 1914 大 ３ 2C‒22 内務部 学務課関係 【大正三年】 寺院明細帳 西筑摩郡役所 西筑摩 郡Ｂ 5234 ― ③ 〇 表紙貼り紙「学務課へ」、「大正三年」は鉛筆書き 〇 〇
228 行政 1915 大 ４ 2C‒23 内務部 学務課関係 学務課 自明治三十六年 至大正四年 学務成例 上高井郡役所 上高井 学務 県庁 5263 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

229 行政 1915 大 ４ 2C‒30 内務部 学務課関係 大正四年四月 神饌幣帛料指定神社新年祭新嘗祭調 東筑摩郡役所 東筑摩 郡Ｂ 5298 ― ①③ 表紙に「永年保存」印（横書き）、「永年」「学事」の書入（鉛筆
書き） 〇 〇

230 行政 1915 大 ４ 2A‒4 内務部 地方課関係 大正四年 通常郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5312 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
231 行政 1915 大 ４ 2A‒6 内務部 地方課関係 大正四年 郡会事件 南佐久郡役所 南佐久 庶務 郡Ｂ 5313 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に朱書き「永年」 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
232 行政 1915 大 ４ 2A‒9 内務部 地方課関係 地方課 大正四年 郡会ニ関スル件 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 5316 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
233 行政 1915 大 ４ 2A‒7 内務部 地方課関係 地方課 大正四年 郡会会議録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 5322 ― ①③ 〇 〇

234 行政 1925 大 14 2C‒11 内務部 土木関係 自大正十三年度 至大正十四
年度 小破修繕工事施行報告綴 下水内郡役所 下水内 財務、庶務 郡Ｂ 5323 ― ①③ 表紙「三年保存」の朱書き（抹消線あり）、「記入済」印 〇 〇 〇

235 行政 1915 大 ４ 2A‒5 内務部 地方課関係 大正四年十月 臨時郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5343 ― ①③ 表紙は「南佐久郡会」、「大正四年十月十八日 受付簿 南佐久郡会」
を綴じ込む 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
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236 行政 1915 大 ４ 2A‒8 内務部 地方課関係 地方課 自大正三年 至大正四年 大正三年通常郡会・大正四年臨時郡会 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 5344 ― ①②③ 〇 〇 〇
237 行政 1915 大 ４ 2A‒14 内務部 地方課関係 地方課 大正四年 庶務例規編冊 小県郡役所 小県 庶務 県庁 5382 ― ①②③ 索引（例規用罫紙）あり 〇 〇
238 行政 1915 大 ４ 2A‒11 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十四年 至大正四年 庶務成例 下伊那郡役所 下伊那 庶務 県庁 5420 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
239 行政 1916 大 ５ 2A‒13 内務部 地方課関係 地方課 大正五年 郡会会議録 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務 県庁 5472 ― ①③ 「大正四年十月廿一日 傍聴人名簿」を綴じ込む 〇 〇
240 行政 1916 大 ５ 2A‒11 内務部 地方課関係 大正五年 通常郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5476 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
241 行政 1916 大 ５ 2A‒12 内務部 地方課関係 大正五年 郡会事件 南佐久郡役所 南佐久 庶務 郡Ｂ 5477 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ

242 行政 1916 大 ５ 2A‒14 内務部 地方課関係 地方課 自明治四拾四年 至大正五年 郡参事会ニ関スル件・郡参事会会議録 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 5478 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 目録では２冊のものを合冊、
目録は明治45～大正５年

243 行政 1916 大 ５ 2C‒17 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十四年 至大正五年 学事成例綴 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 5506 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

244 行政 1916 大 ５ 2E‒8 内務部 農商課関係 自明治四十三年【至大正五年】 公文編冊 農商成例 ナシ 上水内 農商 郡Ａ 5516 ― ①② 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「一種」の朱書き、「至大正五年」
は赤鉛筆 〇 〇

245 行政 1916 大 ５ 2A‒17 内務部 地方課関係 大正五年十二月改 郡書記以下進退綴 ナシ 下高井 その他 5539 ― ①②③ 〇 表紙に「第一種」印（３つ） 〇 〇 〇
246 行政 1916 大 ５ 2A‒18 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十四年 至大正五年 庶務議事例規 （埴科郡役所） 埴科 議事、庶務 県庁 5558 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
247 行政 1916 大 ５ 2A‒15 内務部 地方課関係 地方課 大正五年 郡会ニ関スル部 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 5559 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
248 行政 1916 大 ５ 2C‒8 内務部 学務課関係 学務課 自大正二年 至大正五年 校地校舎及学校設置廃止編成加除科目ニ関スル書類 （北安曇郡役所） 北安曇 県庁 5587 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

249 行政 1917 大 ６ 2A‒16 内務部 地方課関係 大正六年 郡会事件 南佐久郡役所 南佐久 庶務 郡Ｂ 5596 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年」の朱書き、表紙裏右隅
に「得甲位」の印 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ

250 行政 1917 大 ６ 2C‒22 内務部 学務課関係 学務課 自大正元年 至同六年 学務例規 更級郡役所 更級 学務 県庁 5600 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
251 行政 1917 大 ６ 2A‒17 内務部 地方課関係 地方課 大正六年 郡会関係書類 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 5602 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 目録は「郡会ニ関スル件」
252 行政 1917 大 ６ 2A‒18 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十五年 至大正六年 郡参事会会議録 （西筑摩郡役所） 西筑摩 県庁 5603 ― ①③ 〇 〇
253 行政 1917 大 ６ 2A‒14 内務部 地方課関係 大正六年十月 臨時郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5604 ― ①③ 「大正六年十月 傍聴人名簿 南佐久郡会」を綴じ込む 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
254 行政 1917 大 ６ 2A‒15 内務部 地方課関係 大正六年 通常郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5605 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
255 行政 1917 大 ６ 2A‒22 内務部 地方課関係 大正元年以降【～大正六年】 済生会成例（大１～大６） 上高井郡役所 上高井 庶務 郡Ｂ 5619 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永」の書入（赤鉛筆） 〇 〇

256 行政 1917 大 ６ 2E‒2 内務部 農商課関係 自大正四年一月 至大正六年
四月 開墾地処分綴 埴科郡役所 埴科 農商 郡Ｂ 5621 ― ①②③ 表紙に「　年保存」「登記済」印、「十年保存」の書入 〇 〇

257 行政 1917 大 ６ 2A‒20 内務部 地方課関係 大正六年二月一日調製 【現在之部】履歴書 西筑摩郡役所 西筑摩 郡Ｂ 5656 ― ①③ 〇 表紙に「現在之部」は朱書き、「自大正六年 至大正　年」の朱書
き、「第一種」印 〇 〇

258 行政 1917 大 ６ 2C‒15 内務部 学務課関係 学務課 大正六年 実業学校・高等女学校進退回議簿 下高井郡役所 下高井 学務 県庁 5679 ― ③ 〇 〇 〇
259 行政 1917 大 ６ 2A‒21 内務部 地方課関係 自明治四十四年 至大正六年 任免増俸賞罰控 東筑摩郡役所 東筑摩 庶務 郡Ｂ 5682 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に貼り紙「六」（朱書き） 〇 〇
260 行政 1917 大 ６ 2C‒16 内務部 学務課関係 学務課 大正六年 実業補習学校教員名簿 下水内郡役所 下水内 学務 県庁 5703 ― ③ 〇 〇 〇
261 行政 1917 大 ６ 2E‒7 内務部 農商課関係 自明治四十五年 至大正六年 農商例規 更級郡役所 更級 農商 郡Ｂ 5713 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年保存」の墨書 〇 〇

262 行政 1917 大 ６ 2A‒11 内務部 地方課関係 地方課 大正六年 自治資料・訴願訴訟 北佐久郡役所 北佐久 庶務 県庁 5714 ― ①②③ 〇 附属の袋に郡Ａタイプの表書き、袋表面に「第一種」印、中扉あ
り 〇 〇

263 行政 1917 大 ６ 2C‒11 内務部 学務課関係 学務課 大正六年 不就学児童調査簿 （埴科郡役所） 埴科 学務 県庁 5740 ― ③ 〇 〇
264 行政 1918 大 ７ 2A‒19 内務部 地方課関係 地方課 大正七年 郡会ニ関スル部 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 5820 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
265 行政 1918 大 ７ 2A‒18 内務部 地方課関係 自大正七年度 郡会議決書【会計之部】 北佐久郡役所 北佐久 郡Ｂ 5824 ― ①③ 表紙「会計之部」は赤鉛筆 〇 〇
266 行政 1918 大 ７ 2E‒9 内務部 農商課関係 大正七年改 産業組合名簿 下水内郡役所 下水内 郡Ｂ 5826 ― ①③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年保存」の朱書き 〇 〇 〇 目録は年次なし

267 行政 1918 大 ７ 2E‒7‒1 内務部 農商課関係 大正七年 公文編冊 米価暴騰ニ依ル政府外国米廉価売関係（４
冊ノ内１） ナシ 上水内 郡Ａ 5827 ― ①② 〇 外側の表紙は通常の用紙と異なる（１冊を４冊に分冊した後に付

したもの、「第一種」の朱書き） 〇 〇

268 県報 1921 大 10 １（県報・重複） 大正十年 長野県令 下高井郡役所 下高井 郡Ｂ 5908 ― ②③ 表紙「永年保存」印（横書き）あり 〇

269 行政 1918 大 ７ 2E‒14 内務部 農商課関係 自大正五年【至〃七年】 公文編冊 成例（農工商関係） ナシ 上水内 農商 郡Ａ 5912 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」朱書き、「至　〃七年」
はペン書き 〇 〇

270 行政 1918 大 ７ 2A‒12 内務部 地方課関係 自大正七年【至〃十四年】 規格書類【産業】 南安曇郡役所 南安曇 郡Ｂ 5918 ― ①③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「産業　一種　永年」、朱書き
で「一種」の書入、「至同十四年」は赤鉛筆 〇 〇

271 行政 1918 大 ７ 2A‒15 内務部 地方課関係 大正七年 通常郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5921 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
272 行政 1918 大 ７ 2A‒16‒2 内務部 地方課関係 大正七年【六月】 臨時郡会会議録（６月） 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5926 ― ①③ 表紙「六月」は後筆 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
273 行政 1918 大 ７ 2A‒16‒3 内務部 地方課関係 大正七年九月 臨時郡会会議録（９月） 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5927 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
274 行政 1918 大 ７ 2A‒16‒1 内務部 地方課関係 大正七年【三月】 臨時郡会会議録（３月） 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5928 ― ①③ 表紙「三月」は後筆 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
275 行政 1918 大 ７ 2A‒17 内務部 地方課関係 大正七年 郡会事件 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 5929 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「十年」朱書き 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
276 行政 1918 大 ７ 2A‒14 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十五年 至大正七年 議事規格書類 南安曇郡役所 南安曇 議事 県庁 5932 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
277 行政 1918 大 ７ 2A‒13 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十四年 至大正七年 庶務成例 北佐久郡役所 北佐久 庶務 県庁 5933 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
278 行政 1918 大 ７ 2A‒20 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十三年 至大正七年 水利組合ニ関スル規格綴 東筑摩郡役所 東筑摩 議事 県庁 5938 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
279 行政 1914 大 ３ 2G‒1 内務部 林務課関係 林務課 大正三年 恩賜記念林営林施業案 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務、林務 県庁 5962 ― ①②③ 〇 〇
280 行政 1918 大 ７ 2C‒20 内務部 学務課関係 学務課 自大正五年 至大正七年 校地校舎及ビ学校設置廃止編成加除科目ニ関スル書類 （北安曇郡役所） 北安曇 学務 県庁 5968 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
281 行政 1918 大 ７ 2C‒18 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十四年 至大正七年 学務例規 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 5969 ― ①③ 〇 〇

282 行政 1918 大 ７ 2C‒17 内務部 学務課関係 【自】大正七年【至大正十一
年】 学校設置廃止・設備編成一件綴 上高井郡役所 上高井 学務 郡Ｂ 5972 ― ①②③ 〇 表紙に「保存期限永年」印、「自　至大正十一年」の朱書き 〇 〇

283 行政 1919 大 ８ 2A‒15 内務部 地方課関係 地方課 大正八年 庶務（町村現況調） 北佐久郡役所 北佐久 庶務 県庁 6041 ― ①②③ 〇 〇
284 行政 1919 大 ８ 2A‒17 内務部 地方課関係 地方課 大正八年 郡会ニ関スル件 （下水内郡役所） 下水内 議事 県庁 6046 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
285 行政 1919 大 ８ 2A‒12 内務部 地方課関係 大正八年二月 通常郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6048 ― ①③ 「大正八年二月 郡会議員出席簿　南佐久郡会」を綴じ込む 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
286 行政 1919 大 ８ 2A‒13‒2 内務部 地方課関係 大正八年十月 臨時郡会会議録（10月） 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6049 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ

287 行政 1924 大 13 2E‒38 内務部 学務課関係 大正八年一月ヨリ【明治四十
一年】【大正十三年四月マデ】 学務例規 北佐久郡役所 北佐久 郡Ｂ 6059 ― ① 〇

学務例規に関する県報の綴り。表紙の「北佐久郡役所」に抹消線、
「永年」「〔郡〕」の朱書き、「明治四十四年」を朱で抹消、「大正
十三年四月マデ」をペンで書入れ

〇 〇

288 行政 1925 大 14 2A‒17 内務部 地方課関係 【〔明治45年～大正14年〕】 現金ノ部 町村基本台帳 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 6063 ― ①③ 表紙「〔明治45年～大正14年〕」は鉛筆書き、「４ノ４」の書入れ（赤
鉛筆） 〇 〇

289 行政 1919 大 ８ 2A‒16 内務部 地方課関係 大正八年度 演劇税・興行税・遊覧所税・屠畜税調定補助簿 北安曇郡役所 北安曇 郡Ｂ 6064 ― ①③ 〇 〇
290 行政 1920 大 ９ 2A‒25 内務部 地方課関係 【明治39年―大正９年】 有価証券ノ部 町村基本財産台帳 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 6070 ― ①③ 表紙に鉛筆書き「明治39年～大正９年」 〇 〇
291 行政 1915 大 ４ 2E‒9 内務部 農商課関係 大正四年九月 自転車台帳 更級郡役所 更級 郡Ｂ 6106 ― ①③ 表紙に「記帳済」印、朱書き「十年」 〇 〇

292 行政 1919 大 ８ 2C‒12 内務部 学務課関係 学務課 大正八年
実業補習学校台帳／代用教員台帳／訓導・准訓導進退
回議簿／学級編成及職員配置予定表／実業補習学校教
員台帳

埴科郡役所／南安曇郡役所／
下高井郡役所／下水内郡役所
／上高井郡役所

埴科
南安曇
下高井
下水内
上高井

学務 県庁 6126 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇 目録は年次なし

293 行政 1919 大 ８ 2E‒7 内務部 農商課関係 自大正八年 公文編冊 農工商成例 ナシ 上水内 農工商 郡Ａ 6130 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「一種」の朱書き 〇 〇
294 行政 1919 大 ８ 2C‒19 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十八年 至大正八年 学務ニ関スル成例 北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 6156 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
295 行政 1919 大 ８ 2A‒14 内務部 地方課関係 大正八年 郡会事件 南佐久郡役所 南佐久 庶務 郡Ｂ 6164 ― ①②③ 表紙に「永年」の朱書き 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
296 行政 1919 大 ８ 2A‒13‒1 内務部 地方課関係 大正八年八月 臨時郡会会議録（８月） 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6165 ― ①③ 「大正八年八月開会　傍聴人名簿　南佐久郡会」を綴じ込む 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
297 行政 1920 大 ９ 2A‒10‒1 内務部 地方課関係 大正九年 郡会事件 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6275 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年」の朱書き 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ

298 行政 1920 大 ９ 2A‒9‒2 内務部 地方課関係 地方課 大正九年 通常郡会会議録 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 6276 ― ①③ 「大正九年二月　西筑摩郡通常郡会議員出席簿　西筑摩郡会」を
綴じ込む 〇 〇

299 行政 1920 大 ９ 2A‒9‒1 内務部 地方課関係 大正九年 通常郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6277 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ

300 行政 1920 大 ９ 2A‒1 内務部 地方課関係 ― 衆議院議員選挙人名簿正本（北佐久郡）（大正９年３
月10日現在） ― 北佐久 ナシ 6278 ― ― 郡役所文書の可能性、表紙なし 〇 〇

301 行政 1920 大 ９ 2C‒28 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十四年 至大正九年 学務規格 南安曇郡役所 南安曇 学務 県庁 6302 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
302 行政 1920 大 ９ 2A‒19 内務部 地方課関係 地方課 自大正二年 至大正九年 庶務例規綴 下高井郡役所 下高井 庶務 県庁 6315 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
303 行政 1920 大 ９ 2A‒20 内務部 地方課関係 地方課 自明治二十四年 至大正九年 庶務成例 下水内郡役所 下水内 庶務 県庁 6316 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 目録は４冊
304 行政 1920 大 ９ 2A‒18 内務部 地方課関係 地方課 自大正四年 至大正九年 庶務関係書類（例規） 更級郡役所 更級 庶務 県庁 6317 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

305 行政 1920 大 ９ 2H‒1 内務部 会計課関係 大正九年度 罹災救助基金支出憑書 特別会計 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ 6321 ― ①③ 〇
表紙に「一種」の朱書き、「大正九年度分　罹災救助基金支払証
憑書（上高井郡役所）」「享保五年子八月南条村田方永流帳」を綴
じ込む

〇 〇

306 行政 1920 大 ９ 2A‒14 内務部 地方課関係 地方課 自明治二十五年　至大正九年 府県制ニ関スル成例 南佐久郡役所 南佐久 議事 県庁 6324 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、「結局」印あり 〇 〇
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307 行政 1920 大 ９ 2A‒15 内務部 地方課関係 明治三十五年【至大正九年】 町村組合及町村区域変更廃置分合名称変更役場位置一
件 庶務係 下伊那 庶務 郡Ｃ 6325 ― ①②③ 〇 表紙に「第一種」印、「５月15日引継受」、鉛筆で「一種」「自　

至 大正九年」 〇 〇

308 行政 1920 大 ９ 2C‒29 内務部 学務課関係 学務課 大正八、九年 校地校舎及学校設置廃止編成加除科目ニ関スル書類 北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 6336 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

309 行政 1920 大 ９ 2C‒30 内務部 学務課関係 学務課 大正九年 実業学校実科高等女学校台帳／学齢児童就学猶予免除
回議簿／実業補習学校小学校（代用）教員進退回議簿

（埴科郡役所）／（下伊那郡
役所）／（下高井郡役所）

埴科
下伊那
下高井

学務 県庁 6337 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇

310 行政 1920 大 ９ 2A‒10‒2 内務部 地方課関係 地方課 大正九年 郡会事件 諏訪郡役所 諏訪 庶務 県庁 6340 ― ①②③ 〇 〇 〇 大正９年を県へ送付
311 行政 1920 大 ９ 2C‒27 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十三年 至大正九年 学務規格 諏訪郡役所 諏訪 学務 県庁 6341 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
312 行政 1920 大 ９ 2B‒19 内務部 土木課関係 自大正九年起 鉄道関係書類 北佐久郡役所 北佐久 土木 郡Ｂ 6358 ― ①②③ 表紙「永久」の書き入れ（鉛筆書き） 〇 〇
313 行政 1920 大 ９ 2G‒4 内務部 林務課関係 林務課 自明治三十九年 至大正九年 恩賜紀念林台帳 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 6359 ― ①③ 書類一枚目に「第一種」印 〇 〇
314 行政 1920 大 ９ 2E‒17 内務部 農商課関係 林務課 自明治四十三年 至大正九年 紛擾和解並入会権解除関係書類 （下伊那郡役所） 下伊那 庶務 県庁 6378 ― ①③ 表紙「営繕課」を「林務課」に訂正 〇 〇
315 行政 1920 大 ９ 2A‒16 内務部 地方課関係 地方課 自明治二十五年 至大正九年 水利組合条例例規 小県郡役所 小県 庶務 県庁 6382 ― ①②③ 索引（例規用罫紙）あり 〇 〇
316 行政 1920 大 ９ 2A‒13 内務部 地方課関係 自大正六年 至大正九年 郡告示 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務 郡Ｂ 6384 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永久」の朱書き 〇 〇
317 行政 1920 大 ９ 2E‒14 内務部 農商課関係 自明治四十一年 至大正九年 規格書類 農商係 東筑摩 農商 郡Ｃ 6385 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「一種」の朱書き 〇 〇

318 行政 1920 大 ９ 2E‒13 内務部 農商課関係 自明治四十五年【至大正九年】 農商成例 下伊那郡役所 下伊那 農商 郡Ｂ 6386 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「一種」の朱書き、「至　大正
九年」は赤鉛筆 〇 〇

319 行政 1920 大 ９ 2E‒12 内務部 農商課関係 自大正二年 至大正九年 公文編冊 農工商関係成例 ナシ 北安曇 農工商 郡Ａ 6388 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「一種」の朱書き、「北安」の
書き入れ（鉛筆書き） 〇 〇

320 行政 1921 大 10 2C‒17 内務部 学務課関係 学務課 大正十年 教員進退稟議簿・実業補習学校教員進退稟議簿 上水内郡役所 上水内 学務 県庁 6460 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇 目録では２冊のものを合冊

321 行政 1921 大 10 2E‒15‒1 内務部 農商課関係 【自明治三十一年 至大正十年】 （移住）農商成例 西筑摩郡役所 西筑摩 農商 郡Ｂ 6530 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年」の朱書き、「自明治三十
一年 至大正十年」は別筆（赤鉛筆） 〇 〇

322 行政 1921 大 10 2E‒15‒2 内務部 農商課関係 【自明治三十一年 至大正十年】 （同業組合）農商成例 西筑摩郡役所 西筑摩 農商 郡Ｂ 6531 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年」の朱書き、「自明治三十
一年 至大正十年」は別筆（赤鉛筆） 〇 〇

323 行政 1921 大 10 2A‒16‒1 内務部 地方課関係 【大正十年】 基本財産台帳 村上・力石・上山田・更級・八幡・桑
原 参冊ノ内壱 更級郡役所 更級 郡Ｂ 6532 ― ①③ 表紙に「永年保存」の朱書き、「記帳済」印、「大正十年」は鉛筆

書き 〇 〇

324 行政 1921 大 10 2A‒16‒3 内務部 地方課関係 【大正十年】
基本財産台帳 共和・篠ノ井・御厨・中津・川中島・
稲里・青木島・真島・小島田・西寺尾・東福寺・栄 
参冊ノ内参

更級郡役所 更級 郡Ｂ 6533 ― ①③ 表紙に「永年保存」の朱書き、「記帳済」印、「大正十年」は鉛筆
書き 〇 〇

325 行政 1921 大 10 2A‒22‒1 内務部 地方課関係 ナシ 大正十年通常郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6534 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
326 行政 1921 大 10 2A‒25 内務部 地方課関係 地方課 大正十年 郡会事件 諏訪郡役所 諏訪 庶務 県庁 6549 ― ①③ 〇 〇 〇 大正10年を県へ送付
327 行政 1921 大 10 2A‒23 内務部 地方課関係 地方課 大正十年 郡会会議録（明35～明39） 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 6550 ― ①③ 〇 〇
328 行政 1921 大 10 2A‒22‒2 内務部 地方課関係 大正十年十月 臨時郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6553 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
329 行政 1921 大 10 2A‒22‒3 内務部 地方課関係 大正十年十二月 臨時郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6554 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
330 行政 1921 大 10 2A‒15 内務部 地方課関係 大正九年ヨリ十年ニ至ル 郡参事会事件 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6561 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「十年」の朱書き 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
331 行政 1921 大 10 2A‒24 内務部 地方課関係 地方課 大正十年 郡会ニ関スル件 下水内郡役所 下水内 県庁 6562 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり、大正10年の通常郡会会議録を綴じ込む 〇 〇 〇
332 行政 1921 大 10 2A‒31 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十二年 至大正十年 訴願訴訟関係書類 南安曇郡役所 南安曇 県庁 6572 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
333 行政 1921 大 10 2C‒26 内務部 学務課関係 学務課 自大正六年 至同十年 学事成例 下伊那郡役所 下伊那 学務 県庁 6576 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

334 行政 1921 大 10 2A‒27 内務部 地方課関係 地方課 大正十年 部落有財産処分ニ関スル書類 北佐久郡役所 北佐久 庶務 県庁 6582 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「大正十一年」を「大正十年」に
訂正 〇 〇

335 行政 1921 大 10 2G‒3 内務部 林務課関係 林務課 自明治三十九年 至大正十年 恩賜紀念林台帳 西筑摩郡役所 西筑摩 県庁 6594 ― ①③ 〇 〇

336 行政 1921 大 10 2C‒25 内務部 学務課関係 学務課 自大正六年 至大正十年 学事成例 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 6604 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「学務事成例」を「学事成例」に
訂正 〇 〇

337 行政 1921 大 10 2C‒22 内務部 学務課関係 学務課 自大正七年 至大正十年 校地校舎教員住宅関係書類 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 6606 ― ①②③ 〇 〇
338 行政 1921 大 10 2A‒29 内務部 地方課関係 地方課 大正十年 町村組合普通水利組合規約編綴 小県郡役所 小県 県庁 6608 ― ①③ 〇 〇
339 行政 1922 大 11 2E‒23 内務部 学務課関係 自大正十一年 学務雑件 上高井郡役所 上高井 学務 郡Ｂ 6668 ― ①②③ 表紙に「第一種」の墨書 〇 〇

340 行政 1922 大 11 2E‒9 内務部 学務課関係 学務課 大正十一年 小学校教員住宅台帳／教員進退簿・小学校教員履歴書
綴

（東筑摩郡役所）／（上高井
郡役所）

東筑摩
上高井 学務 県庁 6681 ― ①③ 中扉あり 〇 〇

341 行政 1922 大 11 2E‒13 内務部 学務課関係 学務課 大正十一年 農学校台帳／代用教員進退稟議簿／正教員准教員進退
回議簿

（上高井郡役所）／（上水内
郡役所）／（更級郡役所）

上高井
上水内
更級

学務 県庁 6682 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇

342 行政 1922 大 11 2E‒28 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十年 至大正十一年 学務成例 上伊那郡役所 上伊那 学務 県庁 6683 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

343 行政 1922 大 11 2A‒23 内務部 地方課関係 大正十年【〃十一〃】 郡会 北佐久郡役所 北佐久 議事 郡Ｂ 6707 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「〃（大正）十一〃（年）」は別
筆（ペン書き） 〇 〇

344 行政 1922 大 11 2A‒22‒1 内務部 地方課関係 大正十一年 郡会事件 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6708 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年保存」朱書き、「記入」の
印 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ

345 行政 1922 大 11 2A‒18 内務部 地方課関係 地方課 自大正三年 至大正十一年 郡長事務引継書類 東筑摩郡役所 東筑摩 県庁 6709 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
346 行政 1922 大 11 2A‒24 内務部 地方課関係 地方課 大正十一年 郡会会議録 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務 県庁 6710 ― ①③ 〇 〇
347 行政 1922 大 11 2A‒21 内務部 地方課関係 大正十一年 臨時郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 庶務 郡Ｂ 6711 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ
348 行政 1922 大 11 2A‒20 内務部 地方課関係 大正十一年 通常郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 庶務 郡Ｂ 6712 ― ①③ 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ

349 行政 1922 大 11 2A‒22‒2 内務部 地方課関係 大正十一年 郡会事件 南佐久郡役所 南佐久 庶務 郡Ｂ 6713 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年保存」朱書き、「記入」の
印 〇 〇 〇

350 行政 1922 大 11 2A‒25 内務部 地方課関係 地方課 自大正六年 至大正十一年 郡参事会議決書類 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務 県庁 6714 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり（ただし未記入） 〇 〇
351 行政 1922 大 11 2A‒28 内務部 地方課関係 地方課 自大正六年 至大正十一年 郡参事会会議録 下水内郡役所 下水内 県庁 6715 ― ①③ 〇 〇 〇
352 行政 1922 大 11 2A‒27 内務部 地方課関係 地方課 大正十一年 郡会書類 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 6716 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 目録は「郡会ニ関スル件」

353 行政 1922 大 11 2A‒19 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十七年 至大正十一
年 訴願及行政訴訟ノ件 東筑摩郡役所 東筑摩 議事 県庁 6720 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

354 行政 1922 大 11 2A‒16 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十二年 至大正十一
年 町村制ニ関スル成例（一般） 南佐久郡役所 南佐久 庶務 県庁 6721 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

355 行政 1922 大 11 2G‒18 内務部 農商課関係 【大正八年～同十一年】 軍需工業動員事務成例 【下水内郡役所】 下水内 農商 その他 6732 ― ①②③ 〇 表紙に「秘」印、「一種」の書き入れ（鉛筆書き）、「大正八年～
同十一年」は鉛筆書き、「下水内郡役所」はペン書き 〇 〇 〇 目録は年次なし

356 行政 1922 大 11 2G‒19 内務部 農商課関係 自大正九年 至大正十一年 軍需工業動員事務成例 西筑摩郡役所 西筑摩 農商 郡Ｂ 6733 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年」の朱書き、「第一種」
の鉛筆書き 〇 〇

357 行政 1922 大 11 2G‒2 内務部 農商課関係 自大正十年 至大正十一年 （主要食糧）成例 西筑摩郡役所 西筑摩 農商 郡Ｂ 6737 ― ①③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年」の朱書き、貼り紙「農商
課へ」 〇 〇

358 行政 1922 大 11 2E‒39 内務部 学務課関係 自大正九年大正十年 至大正
十一年 西伯利尼港事件関係綴 更級郡役所 更級 兵事 郡Ｂ 6738 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「拾年」の朱書き、「第二種」

印 〇 〇 〇 目録では10年保存

359 行政 1922 大 11 2E‒18 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十四年 至大正十一
年 学務例規 埴科郡役所 埴科 学務 県庁 6747 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

360 行政 1922 大 11 2A‒14 内務部 地方課関係 地方課 大正十一年 部落有財産処分綴 北佐久郡役所 北佐久 林務 県庁 6753 ― ①②③ 〇 〇

361 行政 1922 大 11 2G‒15 内務部 農商課関係 自明治四十三年 至大正十一
年 気象事件成例留 西筑摩気象観測所 西筑摩 西筑摩気象

観測所 その他 6759 ― ①②③ 〇 表紙に「永年」の朱書き、郡役所の決裁文書を綴る 〇 〇

362 行政 1922 大 11 2G‒14 内務部 農商課関係 大正十一年十二月【昭和六年】 町村農会会則綴 北佐久郡役所 北佐久 郡Ｂ 6768 ― ①③ 〇 表紙に「８月21日引継受」、「昭和六年」は鉛筆書き 〇 〇

363 行政 1922 大 11 2A‒26 内務部 地方課関係 自大正十年 至〃十一年 郡規程綴 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務 郡Ｂ 6772 ― ①③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永久」の朱書き、「第一種」印（２
つ、１つは朱書きの上に押印） 〇 〇

364 行政 1922 大 11 2G‒12 内務部 農商課関係 【大正十一年】 移住ニ関スル例規 埴科郡役所 埴科 農商 郡Ｂ 6775 ― ①②③ 〇 表紙「一種」「九六」の朱書き、「大正十一年」は赤鉛筆 〇 〇

365 行政 1922 大 11 2G‒13 内務部 農商課関係 大正十一年 公文編冊 郡農会関係書類 ナシ 北安曇 勧業 郡Ａ 6793 ― ①②③ 〇 表紙に「第一種」朱書き、「合冊綴書」の朱書き（赤鉛筆）、「二種」
の朱書き 〇 〇

366 行政 1923 大 12 2F‒10‒2 内務部 農務課関係 大正十二年 町村農会会則 諏訪郡役所 諏訪 農商 郡Ｂ 6875 ― ①②③ 〇
索引（郡役所罫紙）あり、表紙「種別　産業　棚別　□□　保存
年限 永年」（「産業」「永」は朱書き）、「８月22日引継受」「大正
拾五年□□□」印、「昭和」の鉛筆書き

〇 〇 〇 大正15年10月、県へ送付

367 行政 1923 大 12 2F‒10‒1 内務部 農務課関係 大正十二年 町村農会会則 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 6876 ― ①②③ 〇 表紙「８月21日引継受」、「昭和六年」の鉛筆書き 〇 〇
368 行政 1923 大 12 2F‒12 内務部 農務課関係 大正十二年 公文編冊 町村農会会則 ナシ 上水内 勧業 郡Ａ 6877 ― ①②③ 〇 表紙「第一種」印 〇

369 行政 1923 大 12 2F‒10‒4 内務部 農務課関係 【昭和六年 大正十二年】 町村農会会則 埴科郡役所 埴科 農商 郡Ｂ 6878 ― ①②③ 〇 表紙「永年」の朱書き、「８月21日引継受」、「昭和六年 大正十二
年」は鉛筆書き 〇 〇
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370 行政 1923 大 12 2F‒10‒5 内務部 農務課関係 大正十二年改正【昭和六年】 町村農会会則綴 下高井郡役所 下高井 農商 郡Ｂ 6879 ― ①②③ 〇 表紙、四角線に括られた「第一種」印（「一」は朱書き）、「８月
21日引継受」の印、「昭和六年」は鉛筆書き 〇 〇 〇

371 行政 1923 大 12 2A‒13‒2 内務部 地方課関係 地方課 自大正十一年 至大正十二年 郡会事件 二冊ノ内二 諏訪郡役所 諏訪 庶務 県庁 6938 ― ①③ 〇 〇 〇 大正11年・12年を県へ送付
372 行政 1923 大 12 2A‒13‒1 内務部 地方課関係 地方課 自大正十一年 至大正十二年 郡会事件 二冊ノ内一 諏訪郡役所 諏訪 庶務 県庁 6939 ― ①③ 〇 〇 〇 大正11年・12年を県へ送付

373 行政 1923 大 12 2A‒10 内務部 地方課関係 大正十二年 臨時郡会会議録 南佐久郡役所 南佐久 庶務 郡Ｂ 6940 ― ①③ 「大正十二年三月　郡会議員出席簿（南佐久郡臨時郡会）」を綴
じ込む 〇 〇 〇 本庁へ引き揚げ

374 行政 1923 大 12 2A‒12 内務部 地方課関係 地方課 自大正九年 至大正十二年 郡参事会事件 諏訪郡役所 諏訪 庶務 県庁 6941 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 大正９年～12年を件へ送付
375 行政 1923 大 12 2A‒11 内務部 地方課関係 地方課 自大正六年 至大正十二年 郡参事会ニ関スル部 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 6942 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
376 行政 1923 大 12 2A‒9 内務部 地方課関係 地方課 自大正九年 自大正十二年 郡参事会会議録 諏訪郡役所 諏訪 県庁 6943 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 大正９年～12年を件へ送付
377 行政 1923 大 12 2E‒9 内務部 学務課関係 学務課 自大正六年 至同十二年 校地・校舎・図書館・教員住宅 上水内郡役所 上水内 学務 県庁 6975 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 未完結文書を編綴したものか
378 行政 1923 大 12 2E‒7 内務部 学務課関係 学務課 自大正十年 至大正十二年 校地校舎教員住宅関係書類 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 6976 ― ①②③ 〇 〇
379 行政 1923 大 12 2E‒8 内務部 学務課関係 学務課 自大正十年 至大正十二年 学校舎等ニ関スル件 北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 6987 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

380 行政 1923 大 12 2E‒10 内務部 学務課関係 学務課 大正十二年
学務例規／実業補習学校教員履歴書／学校休業日程簿
／木曽高等女学校教員進退申請簿／図書館員進退申請
簿

埴科郡役所／下水内郡役所／
西筑摩郡役所／同上郡役所／
同上

埴科
下水内
西筑摩
西筑摩
西筑摩

学務 県庁 6990 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、中扉あり 〇 〇 〇 目録は年次なし

381 行政 1923 大 12 2E‒11 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十五年 至大正十二
年 学事成例 上水内郡役所 上水内 学務 県庁 6991 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

382 行政 1923 大 12 2F‒6 内務部 農務課関係 大正十二年 長野県梓川関係農業水利改良計画書 南安曇郡役所 南安曇 郡Ｂ 7034 ― ③ 〇 表紙「第一種」印（２つ）、「□□　□□　四四　保存□□　永」
の印及び書き入れ 〇 〇

383 行政 1922 大 11 2A‒30 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十一年 至大正十一
年 歳入出決算書・積立金歳入出決算書 下水内郡役所 下水内 会計 県庁 7036 ― ①③ 〇 〇 〇

384 行政 1923 大 12 2A‒20 内務部 庶務課関係 庶務課 大正十二年 基本財産不動産管理処分関係 ナシ 下高井 県庁 7043 ― ①② 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に郡役所名の記載なし 〇 〇 〇
385 行政 1923 大 12 2K‒1 内務部 林務課関係 自大正十一年 至〃十二年 県有林ニ関スル書類 更級郡役所 更級 林務 郡Ｂ 7044 ― ①②③ 表紙に「三年保存」の朱書き、「記帳済」印 〇 〇

386 行政 1923 大 12 2E‒22 内務部 学務課関係 明治四十一年一月【～大正十
二年】 社寺有林管理方法台帳 北安曇郡 北安曇 郡Ｂ 7057 ― ③？ 〇 表紙、「～大正十二年」は後から書入れ（ペン書き）、「大正十二年」

の書入れ（鉛筆書き） 〇 〇

387 行政 1923 大 12 2A‒27 内務部 地方課関係 地方課 自大正四年 至大正十二年 庶務関係成例綴 上高井郡役所 上高井 庶務 県庁 7061 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
388 行政 1923 大 12 2E‒12 内務部 学務課関係 学務課 大正十二年 成例 下高井郡役所 下高井 学務 県庁 7068 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
389 行政 1923 大 12 2A‒18 内務部 地方課関係 地方課 大正十二年 郡制廃止ニ関スル書類 下水内郡役所 下水内 県庁 7076 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
390 行政 1923 大 12 2E‒14 内務部 学務課関係 大正十二年度 学務雑件 上高井郡役所 上高井 学務 郡Ｂ 7077 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「一種」の朱書き 〇 〇

391 行政 1923 大 12 2F‒10‒3 内務部 農務課関係 自大正十二年【昭和六年】 町村農会会則書類 西筑摩郡役所 西筑摩 農商 郡Ｂ 7082 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年」の朱書き、「８月21日引
継受」「昭和六年」の鉛筆書き（ただし、抹消線あり） 〇 〇

392 行政 1923 大 12 2A‒25 内務部 地方課関係 地方課 自大正九年 至大正十二年 町村条例ニ関スル件並規程ニ関スル件 北安曇郡役所 北安曇 庶務 県庁 7092 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

393 行政 1924 大 13 2A‒17 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十三年 至大正十三
年

町村廃止分合名称変更・境界変更字名改称変更・役場
位置ニ関スル件 東筑摩郡役所 東筑摩 庶務 県庁 7168 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

394 行政 1924 大 13 2E‒2 内務部 学務課関係 学務課 大正十三年 小学校明細簿 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 7170 ― ①③ 〇 〇

395 行政 1924 大 13 2A‒20 内務部 地方課関係 地方課 自大正十年 至大正十三年 町村条例及規程ニ関スル件 南佐久郡役所 南佐久 庶務 県庁 7178 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「小県郡役所」を「南佐久郡役所」
に訂正 〇 〇

396 行政 1924 大 13 2A‒23 内務部 地方課関係 地方課 自大正十一年 至同十三年 町村併合ニ関スル文書 上水内郡役所 上水内 庶務 県庁 7179 ― ①②③ 〇 〇 〇
397 行政 1924 大 13 2A‒15 内務部 地方課関係 地方課 大正十三年 町村決算書綴 埴科郡役所 埴科 庶務 県庁 7181 ― ①②③ 〇 〇

398 行政 1924 大 13 2A‒14 内務部 地方課関係 地方課 大正十三年度 町村歳入出決算書類 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務 県庁 7182 ― ①②③ 〇 〇 〇 目録に県への移送を示す「◎」
の記入

399 行政 1924 大 13 2E‒7 内務部 学務課関係 学務課 大正十三年 学校職員進退立案簿／宿直規程綴／教員進退稟議簿／
小学校教員台帳

北佐久郡役所／南佐久郡役所
／上水内郡役所／上水内郡役
所

北佐久
南佐久
上水内
上水内

学務 県庁 7190 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇

400 行政 1924 大 13 2A‒22 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十三年 至大正十三
年 庶務成例綴 下水内郡役所 下水内 庶務 県庁 7196 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 目録は４冊

401 行政 1924 大 13 2E‒26 内務部 学務課関係 学務課 大正十三年 実業補習学校教員台帳 南佐久郡役所 南佐久 学務 県庁 7220 ― ①③ 〇 〇

402 行政 1924 大 13 2F‒6 内務部 農務課関係 大正十二年一月一日ヨリ実施
ノモノ 町村農会会則 更級郡役所 更級 産業 郡Ｂ 7221 ― ①②③ 〇 表紙「拾年保存」の朱書き、「記帳済」印、「８月21日引継受」 〇 〇

403 行政 1924 大 13 2F‒5 内務部 農務課関係 【自明治三十年　至大正十三
年】 （普通農業）農商成例 西筑摩郡役所 西筑摩 農商 郡Ｂ 7235 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年」の朱書き、「自明治三十

年　至大正十三年」は赤鉛筆、貼り紙「農商課へ」 〇 〇

404 行政 1924 大 13 2E‒34‒2 内務部 学務課関係 学務課 大正十三年 学事書類　二冊ノ内二 下高井郡役所 下高井 学務 県庁 7238 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
405 行政 1924 大 13 2E‒33 内務部 学務課関係 学務課 大正十三年 学務成例綴　 下水内郡役所 下水内 学務 県庁 7244 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 目録は年次なし・２冊
406 行政 1924 大 13 2E‒35 内務部 学務課関係 学務課 自大正九年 至大正十三年 学務ニ関スル成例 北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 7245 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
407 行政 1924 大 13 2E‒34‒1 内務部 学務課関係 学務課 大正十三年 学事書類　二冊ノ内一 下高井郡役所 下高井 学務 県庁 7246 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

408 行政 1924 大 13 2A‒16 内務部 地方課関係 地方課 自大正五年 至同十三年 庶務成例綴 下伊那郡役所 下伊那 庶務 県庁 7251 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「上伊那郡」を「下伊那郡」に訂
正、書類に「完結」印を使用 〇 〇 目録には該当年度なし

409 行政 1924 大 13 2A‒11 内務部 地方課関係 地方課 大正十三年 庶務関係書類綴（町村決算書） 南佐久郡役所 南佐久 庶務 県庁 7259 ― ①②③ 〇 〇 〇 10年保存、目録には県庁への
移管を示す「長野県」印

410 行政 1924 大 13 2F‒7 内務部 農務課関係 【自大正二年 至大正十三年】 定款綴 東筑摩郡役所 東筑摩 郡Ｂ 7277 ― ②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年保存」印、「自大正二年 至
大正十三年」は赤鉛筆、貼り紙「五」（朱書き） 〇 〇

411 行政 1924 大 13 2A‒13 内務部 地方課関係 地方課 大正十三年 町村費決算 諏訪郡役所 諏訪 庶務 県庁 7278 ― ①②③ 〇 〇 〇
412 行政 1924 大 13 2A‒12 内務部 地方課関係 地方課 大正十三年 歳入出決算表 北佐久郡役所 北佐久 庶務 県庁 7283 ― ①②③ 〇 〇
413 行政 1924 大 13 2E‒3 内務部 学務課関係 学務課 大正十三年 教員履歴書綴 上・下 南佐久郡役所 南佐久 学務 県庁 7293 ― ①③ 〇 〇
414 行政 1924 大 13 2C‒19 内務部 土木関係 土木課 自大正十三年 道路法施行関係書類 下高井郡役所 下高井 庶務 郡Ｂ 7295 ― ①②③ 表紙「永年保存」の朱書き（ペン） 〇 〇 〇
415 行政 1924 大 13 2E‒36 内務部 学務課関係 学務課 自大正十一年 至同十三年 学事成例綴 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 7297 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
416 行政 1924 大 13 2F‒2 内務部 農務課関係 大正十三年 産業成例綴 北佐久郡役所 北佐久 郡Ｂ 7304 ― ①③ 〇 索引（成例用）あり、表紙「一種」の朱書き 〇 〇

417 行政 1924 大 13 2A‒18 内務部 地方課関係 地方課 自明治四十二年 至大正十三
年 規格書類 東筑摩郡役所 東筑摩 庶務 県庁 7306 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

418 行政 1924 大 13 2E‒29 内務部 学務課関係 学務課 大正十三年 下水内郡各実業補習学校学則綴／幼稚園台帳／実業補
習学校台帳／中等学校明細簿

下水内郡役所／上高井郡役所
／北佐久郡役所／同上

下水内
上高井
北佐久
北佐久

学務 県庁 7308 ― ①③ 中扉あり 〇 〇 〇 目録は年次なし

419 行政 1924 大 13 2A‒21 内務部 地方課関係 地方課 自大正十二年 至同十三年 庶務関係書類・町村合併ノ件 附戸倉町村制施行稟請
ノ件 埴科郡役所 埴科 県庁 7317 ― ①②③ 〇 〇

420 行政 1924 大 13 2E‒27‒2 内務部 学務課関係 ナシ 実補学則【実業補習学校学則】実業補習学校 下高井【郡】 下高井 その他 7321 ― ①② 〇

表紙、「実業補習学校」は朱書きするも抹消、「実補学則」は抹消
して、「実業補習学校学則」と「郡」は同筆（マジックペンか）、
「５月20日引継受」印、「第一種」の赤鉛筆書き（ただし、抹消）、
「二冊ノ内二」の赤鉛筆書き

〇 〇

421 行政 1924 大 13 2A‒19 内務部 地方課関係 地方課 自大正十年 至同十三年 訴願訴訟関係書 南安曇郡役所 南安曇 議事 県庁 7326 ― ①②③ 〇 〇

422 行政 1925 大 14 2F‒12 内務部 農務課関係 【自明治四十三年 至大正十
四年】 （産業組合関係）農商成例 西筑摩郡役所 西筑摩 農商 郡Ｂ 7412 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年」の朱書き、貼り紙「農商

課へ」、「自明治四十三年 至大正十四年」は赤鉛筆 〇 〇

423 行政 1925 大 14 2F‒16 内務部 農務課関係 【明治三十四年 大正十四年】 （畜産）農商成例 西筑摩郡役所 西筑摩 農商 郡Ｂ 7413 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、「永年」の朱書き、「明治三十四年 大
正十四年」は赤鉛筆 〇 〇

424 行政 1925 大 14 2F‒13 内務部 農務課関係 自大正八年【至〃十四年】 農商成例 下伊那郡役所 下伊那 農商 郡Ｂ 7414 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」の朱書き、「至〃十四年」
のうち「至」は鉛筆、「〃十四年」は赤鉛筆 〇 〇

425 行政 1925 大 14 2F‒3 内務部 農務課関係 自明治四十三年至【大正十四
年】 農工商成例綴 上伊那郡役所 上伊那 農商 郡Ｂ 7415 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」の朱書き、「永年保存」

の貼紙（印刷文字・赤）、「大正十四年」は赤鉛筆 〇 〇

426 行政 1925 大 14 2F‒2 内務部 農務課関係 自明治二十六年【至大正十四
年】 農商例規 小県郡役所 小県 農商 郡Ｂ 7416 ― ①②③ 〇 索引（例規用紙・郡役所罫紙）あり、表紙「第一種」の朱書き、

「雑三四」のシール、「至大正十四年」は赤鉛筆 〇 〇

427 行政 1925 大 14 2F‒1‒1 内務部 【自大正九年 至大正十四年】 産業成例ノ一 ナシ 下水内 農商 その他 7420 ― ①② 〇 索引あり、表紙に「一種」の朱書き、「自大正元年 至大正十四年」
は赤鉛筆 〇 〇 〇
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428 行政 1925 大 14 2A‒16 内務部 地方課関係 自明治四十年 至大正十四年 町村合併・町村組合設置並変更関係書類 更級郡役所 更級 庶務 郡Ｂ 7465 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、「永年保存」の朱書き（ペン書き）、「１
月27日引継受」、「記帳済」印 〇 〇

429 行政 1925 大 14 2E‒27 内務部 学務課関係 学務課 大正十四年
教員服務上ニ関スル指令回議簿／恩給ニ関スル部／組
合律学校ニ関スル書類／教員進退回議簿／校長会綴／
職員履歴書（伊北農商学校・赤穂公民実業学校）

下伊那郡役所／東筑摩郡役所
／東筑摩郡役所／南佐久郡役
所／上高井郡役所／上伊那郡
役所

下伊那
東筑摩
東筑摩
南佐久
上高井
上伊那

学務 県庁 7466 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇

430 行政 1925 大 14 2E‒44 内務部 学務課関係 学務課 自大正十一年 至同十四年 学事成例 下伊那郡役所 下伊那 学務 県庁 7467 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
431 行政 1925 大 14 2A‒8‒2 内務部 地方課関係 地方課 大正十四年 予算綴（川邊村、北御牧村及区並組合） 二冊ノ内二 北佐久郡役所 北佐久 県庁 7469 ― ①③ 〇 〇
432 行政 1925 大 14 2A‒8‒1 内務部 地方課関係 地方課 大正十四年度 予算綴 二冊ノ内一 北佐久郡役所 北佐久 県庁 7470 ― ①③ 〇 〇

433 行政 1925 大 14 2A‒20 内務部 地方課関係 【明二十四～大十四】 履歴書綴 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 7474 ― ①③ 〇 表紙、「明二十四～大十四」の書入れ（赤ペン？）、「上水内郡役所」
に赤の傍線（赤ペン？） 〇 〇

434 行政 1925 大 14 2F‒6 内務部 農務課関係 【自大正十二年 至大正十四年】 産業例規 埴科郡役所 埴科 農商 郡Ｂ 7477 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」「永年」の朱書き、「第一
種」印（２つ）、「自大正十二年 至大正十四年」は赤鉛筆 〇 〇

435 行政 1925 大 14 2E‒45 内務部 学務課関係 学務課 自大正十三年 至大正十四年 学事永年保存書類 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 7478 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
436 行政 1925 大 14 2A‒27 内務部 地方課関係 自大正十三年 至大正十四年 軍需工業動員書類 下高井郡役所 下高井 産業 郡Ｂ 7481 ― ①②③ 〇 表紙、「第壱種」の書入れ（赤鉛筆書き）、「秘」の印 〇 〇 〇

437 行政 1925 大 14 2E‒25 内務部 学務課関係 学務課 自大正十三年 至大正十四年 校長会議書類並学校医会書類／校地校舎等ニ関スル件 東筑摩郡役所／北安曇郡役所 東筑摩
北安曇 学務 県庁 7483 ― ①②③ 表紙、「東筑摩郡」を「北安曇郡」に訂正、中扉あり 〇 〇

438 行政 1925 大 14 2E‒5 内務部 学務課関係 学務課 大正十四年 教員進退書類 更級郡役所 更級 学務 県庁 7484 ― ①②③ 〇 〇
439 行政 1925 大 14 2A‒12 内務部 地方課関係 自大正六年 至大正十四年 機密又ハ重要書類 西筑摩郡長 西筑摩 郡Ｃ 7485 ― ①②③ 〇 〇 〇
440 行政 1925 大 14 2A‒19 内務部 地方課関係 自明治三十年 至大正十四年 職員録 下高井郡役所 下高井 郡Ｂ 7486 ― ①③ 〇 郡役所職員の履歴書の綴り 〇 〇 〇

441 行政 1925 大 14 2E‒26 内務部 学務課関係 学務課 大正十四年 校地校舎ニ関スル件 東筑摩郡役所 東筑摩 学務 県庁 7489 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、附属図面あり（「大正十四年 校地校舎
ニ関スル件 東筑摩郡役所 一種」と書いた紙に包まれて一括） 〇 〇

442 行政 1925 大 14 2A‒13 内務部 地方課関係 自大正十年 至大正十四年 成例及規格 東筑摩郡役所 東筑摩 庶務 郡Ｂ 7491 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」「六」の朱書き、「結了」
印 〇 〇

443 行政 1925 大 14 2A‒15‒2 内務部 地方課関係 【大正十四年】 基本財産台帳 参冊ノ内二 稲荷山、塩崎、川柳、信田、
大岡、信級、日原、牧郷、更府、信里 更級郡役所 更級 郡Ｂ 7504 ― ①③ 表紙「記帳済」印、「永年保存」の朱書き（ペン書き）、「大正十

四年」の書入れ（青鉛筆） 〇 〇

444 行政 1925 大 14 2F‒9 内務部 農務課関係 自大正三年 至大正十四年 獣医蹄鉄工ニ関スル書類 東筑摩郡役所 東筑摩 農商 郡Ｂ 7519 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

445 行政 1925 大 14 2E‒22 内務部 学務課関係 自大正十二年度 至大正十四
年度 学校設置廃止設備編成ニ関スル綴 上高井郡役所 上高井 学務 郡Ｂ 7523 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙・「公文編纂索引用紙甲」）あり、表紙「保存期

限永年」印（「永」は朱書き） 〇 〇

446 行政 1925 大 14 2A‒10 内務部 地方課関係 自大正十四年四月 至 農業専用車鑑札交付簿 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 7529 ― ①③ 裏表紙「大正四年度 郡視学出張命令簿（南佐久郡役所）」（三年
保存）を再利用 〇 〇

447 行政 1925 大 14 2A‒9 内務部 地方課関係 自大正十四年 至 学生専用自転車鑑札交付簿 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 7530 ― ①③ 裏表紙「□租割 □数割 □業税附加税　□業税　□種税 調定原簿
　（南佐久郡役所）」を表紙を再利用 〇 〇

448 行政 1925 大 14 2A‒11 内務部 地方課関係 大正十四年四月 サイドカー及び自動自転車公用鑑札交付簿 埴科郡役所 埴科 郡Ｂ 7531 ― ①③ 〇 〇
449 行政 1925 大 14 2A‒2 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十年 至大正十四年 選挙ニ関スル規格書類 東筑摩郡役所 東筑摩 議事 県庁 7540 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
450 行政 1925 大 14 2A‒18 内務部 地方課関係 地方課 自大正十三年 至同十四年 条例規程関係綴 下高井郡役所 下高井 庶務 県庁 7541 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

451 行政 1925 大 14 2A‒21 内務部 地方課関係 地方課 自明治二十五年 至大正十四
年 庶務成例綴 下水内郡役所 下水内 議事 県庁 7564 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 目録は４冊

452 行政 1925 大 14 2A‒14 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十九年 至大正十四
年 調停和解関係書類 南安曇郡役所 南安曇 土木、農商 県庁 7565 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

453 行政 1925 大 14 2E‒29 内務部 学務課関係 学務課 自大正十年 至同十四年 学務規格綴 南安曇郡役所 南安曇 学務 県庁 7570 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

454 行政 1925 大 14 2E‒43 内務部 学務課関係 【大正十四年九月】 県郷村社例祭日台帳 更級郡役所 更級 郡Ｂ 7574 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年保存」の朱書き（ペン書
き）、「記帳済」印、「大正十四年九月」は鉛筆書き 〇

455 行政 1925 大 14 2F‒15 内務部 農務課関係 【明治四十三年 大正十四年】 同業組合・耕地整理例規綴【（附畜産組合）】 下高井郡役所 下高井 農商 郡Ｂ 7576 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、「永年」の朱書き、「明治四十三年 大
正十四年」は鉛筆書き、「（附畜産組合）」はペン書き 〇 〇 〇

456 行政 1925 大 14 2F‒5 内務部 農務課関係 自大正十二年一月 至【大正
十四年】 農商規格書類 諏訪郡役所 諏訪 農商 郡Ｂ 7577 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「種別　棚別　保存年限　永年」

印（「永年」は朱書き）、「大正十四年」の書入れ（赤鉛筆） 〇 〇 〇 永年、目録では年次なし・１
冊

457 行政 1925 大 14 2F‒4 内務部 農務課関係 大正十四年 講習会関係書類 東筑摩郡役所 東筑摩 農商 郡Ｂ 7586 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」「七」の朱書き、「東筑の
書入れ（鉛筆書き） 〇 〇

458 行政 1926 大 15 3A‒16 内務部 学務課関係 学務課 自大正十四年 至大正十五年 教員履歴書（小野小学校） 上伊那郡役所 上伊那 学務 県庁 7688 ― ③ 表紙「南安曇郡役所」を「上伊那郡役所」に訂正 〇 〇
459 行政 1926 大 15 3A‒22‒3 内務部 学務課関係 学務課 自大正十一年 至大正十五年 教員履歴台帳 其四 其五 四冊ノ内三 下伊那郡役所 下伊那 学務 県庁 7690 ― ③ 〇 〇
460 行政 1926 大 15 3A‒22‒1 内務部 学務課関係 学務課 自大正十一年 至大正十五年 教員履歴台帳 其一其三 四冊ノ内一 下伊那郡役所 下伊那 学務 県庁 7691 ― ③ 〇 〇
461 行政 1926 大 15 3A‒22‒4 内務部 学務課関係 学務課 自大正十一年 至大正十五年 教員履歴台帳 其六、七、八 下伊那郡役所 下伊那 学務 県庁 7692 ― ③ 〇 〇
462 行政 1926 大 15 3A‒22‒2 内務部 学務課関係 学務課 自大正十一年 至大正十五年 教員履歴台帳 其三 四冊ノ内二 下伊那郡役所 下伊那 学務 県庁 7693 ― ③ 〇 〇
463 行政 1926 大 15 3A‒17 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 教員履歴書（各学校十六冊合） 南安曇郡役所 南安曇 学務 県庁 7695 ― ③ 〇 〇

464 行政 1926 大 15 2F‒5 内務部 農商課関係 自大正十一年 至大正十五年 農商例規 【更級郡役所】 更級 農商 その他 7744 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」の朱書き、「永年保存」
の書入れ（赤ペン）、「記帳済」印、「更級郡役所」はペン書き 〇 〇

465 行政 1926 大 15 2F‒4 内務部 農商課関係 【明治三十七年 大正十五年】 農商成例 南佐久郡役所 南佐久 農商 郡Ｂ 7745 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」の朱書き、「明治三十七
年 大正十五年」は赤鉛筆 〇 〇

466 行政 1926 大 15 2F‒3‒1 内務部 農商課関係 大正十五年 公文編冊 農商要件【二ノ内一】 ナシ 上水内 産業 郡Ａ 7746 ― ①② 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」の朱書き、「上水」の書
入れ（鉛筆書き）、「二ノ内一」はペン書き 〇 〇 〇

467 行政 1926 大 15 2F‒6 内務部 農商課関係 【自明治三十四年 至大正十
五年】 農商成例 下高井郡役所 下高井 農商 郡Ｂ 7747 ― ①②③ 〇 表紙に「一種」の朱書き、「自明治三十四年 至大正十五年」は赤

鉛筆、索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

468 行政 1926 大 15 2F‒1 内務部 農商課関係 自大正十年 至大正十五年 公文編冊 農商工関係成例 ナシ 北安曇 農工商 郡Ａ 7748 ― ①② 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」の朱書き 〇 〇

469 行政 1926 大 15 2F‒2 内務部 農商課関係 自大正十二年 公文編冊 成例 農工商 ナシ 上水内 勧業 郡Ａ 7749 ― ①② 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」の朱書き、「上水」の書
入れ（鉛筆書き） 〇 〇 〇

470 行政 1926 大 15 3A‒76 内務部 学務課関係 学務課 自大正十四年 至同十五年 学務成例 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 7750 ― ①②③ 〇 〇
471 行政 1926 大 15 3A‒75‒1 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学事成例　二冊ノ内一 南佐久郡役所 南佐久 学務 県庁 7751 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
472 行政 1926 大 15 3A‒89‒3 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学事雑件 埴科郡役所 埴科 学務 県庁 7752 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
473 行政 1926 大 15 3A‒4 内務部 学務課関係 学務課 自大正十年 至大正十五年 学校台帳 諏訪郡役所 諏訪 学務 県庁 7753 ― ③ 〇 〇
474 行政 1926 大 15 3A‒45 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 教員進退関係書類 （南佐久郡役所） 南佐久 学務 県庁 7754 ― ①②③ 〇 〇
475 行政 1926 大 15 3A‒23 内務部 学務課関係 学務課 自大正七年 至同十五年 学校台帳 南安曇郡役所 南安曇 学務 県庁 7756 ― ③ 〇 〇
476 行政 1926 大 15 3A‒14‒1 内務部 学務課関係 学務課 自大正七年 至大正十五年 教員履歴書 二冊ノ内一 東筑摩郡役所 東筑摩 学務 県庁 7757 ― ③ 〇 〇
477 行政 1926 大 15 3A‒5 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 小学校台帳 上伊那郡役所 下伊那 学務 県庁 7758 ― ③ 〇 〇

478 行政 1926 大 15 3A‒9 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学校設備ニ関スル書類 諏訪郡役所 諏訪 学務 県庁 7759 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、付属図面類あり（一括して袋（「大正
十五年 学校設備ニ関スル書類 諏訪郡役所 一種」）に収める） 〇 〇

479 行政 1921 大 10 2E‒16 内務部 農商課関係 自大正七年至大正拾年 農商関係例規書類 更級郡役所 更級 農商 郡Ｂ 7763 ― ①②③ 〇 表紙「一種」朱書き、「永年保存」朱書き（赤ペン）、「記帳済」
印 〇 〇

480 行政 1926 大 15 3A‒58 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年
設備一件・就学出席一件・加俸給与一件（附恩給扶助
料）・式典表彰関係書類補助一件・教員住宅一件・会
議書類以上

（下伊那郡役所） 下伊那 学務 県庁 7764 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇

481 行政 1926 大 15 3A‒57 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 校数校地校舎関係書類 西筑摩郡役所 西筑摩 学務 県庁 7767 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

482 行政 1926 大 15 3A‒10 内務部 学務課関係 大正十五年 学校設置・廃止・設備・編成書類 上高井郡役所 上高井 学務 郡Ｂ 7768 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙・公文編纂索引用紙甲）あり、表紙「保存期限 
永年」印（「永」は朱書き） 〇 〇

483 行政 1926 大 15 3A‒60 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年
教員勤務報告・教育諸団体関係・実業補習学校教員進
退回議簿・教員進退回議簿・就学猶予免除関係綴・実
業補習学校台帳・学校校地変更指定ニ関スル書類

南安曇郡役所 南安曇 学務 県庁 7769 ― ①②③ 〇 〇

484 行政 1926 大 15 3A‒59 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年
教員加俸綴・学校職員勤務表・各小学校修学旅行届・
補習学校教員履歴書・教員願届書類・就学出席歩合
表・小学校教員履歴書

西筑摩郡役所 西筑摩 学務 県庁 7770 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、中扉あり 〇 〇

485 行政 1926 大 15 3A‒18 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 小学校耕地校舎増改築関係書類 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 7772 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
486 行政 1926 大 15 3A‒83 内務部 学務課関係 学務課 自大正十年 至同十五年 学務規格 諏訪郡役所 諏訪 学務 県庁 7774 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
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487 行政 1926 大 15 3A‒11 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年
小学校教員履歴書・実業補修ニ関スル綴・実業補習就
学奨励補助綴・就学猶予免除ニ関スル綴・郡視学会議
書類・学校医会綴・教員住宅ニ関スル綴り

西筑摩郡役所 西筑摩 学務 県庁 7775 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、中扉あり 〇 〇

488 行政 1926 大 15 3A‒19 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 小学校教員履歴書 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 7780 ― ③ 〇 〇
489 行政 1926 大 15 3A‒31 内務部 学務課関係 学務課 自大正四年 至大正十五年 実業補習学校台帳 諏訪郡役所 諏訪 学務 県庁 7794 ― ③ 〇 〇
490 行政 1926 大 15 3A‒32 内務部 学務課関係 学務課 自大正五年 至大正十五年 実業補習学校台帳 東筑摩郡役所 東筑摩 学務 県庁 7795 ― ③ 〇 〇
491 行政 1926 大 15 3A‒30 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 実業補習学校教員台帳 小県郡役所 小県 学務 県庁 7796 ― ③ 〇 〇

492 行政 1926 大 15 3A‒33 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 小学校教員台帳・実業補習学校台帳・学校休業ニ関ス
ル件・小学校台帳 南佐久郡役所 南佐久 学務 県庁 7805 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇

493 行政 1926 大 15 3A‒46 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 各学校教員履歴書綴 埴科郡役所 埴科 学務 県庁 7810 ― ①③ 〇 〇
494 行政 1926 大 15 3A‒89‒2 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学事雑件 西筑摩郡役所 西筑摩 学務 県庁 7812 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
495 行政 1926 大 15 3A‒89‒1 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学務雑件 下伊那郡役所 下伊那 学務 県庁 7813 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
496 行政 1926 大 15 3A‒98 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 教員服務一件 下伊那郡役所 下伊那 学務 県庁 7814 ― ①②③ 〇
497 行政 1926 大 15 3A‒99 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学務諸規程 （南佐久郡役所） 南佐久 学務 県庁 7815 ― ②③ 〇
498 行政 1926 大 15 3A‒102 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 小学校明細簿 小県郡役所 小県 学務 県庁 7816 ― ③ 〇
499 行政 1926 大 15 3A‒3‒4 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 小学校明細簿 更級郡役所 更級 学務 県庁 7817 ― ③ 〇 〇
500 行政 1926 大 15 3A‒75‒2 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学事成例　二冊ノ内二 南佐久郡役所 南佐久 学務 県庁 7818 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
501 行政 1926 大 15 3A‒77 内務部 学務課関係 学務課 自大正十二年 至同十五年 学事成例 上伊那郡役所 上伊那 学務 県庁 7819 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
502 行政 1926 大 15 3A‒81 内務部 学務課関係 学務課 自大正十三年 至大正十五年 学事成例 上水内郡役所 上水内 学務 県庁 7820 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
503 行政 1926 大 15 3A‒78 内務部 学務課関係 学務課 自大正十二年 至同十五年 成例綴 下伊那郡役所 下伊那 学務 県庁 7821 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
504 行政 1926 大 15 3A‒89‒4 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学務雑件綴 （下水内郡役所） 下水内 学務 県庁 7822 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇
505 行政 1926 大 15 3A‒80 内務部 学務課関係 学務課 自大正五年 至同十五年 学務成例 （上高井郡役所） 上高井 学務 県庁 7823 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

506 行政 1926 大 15 3A‒69 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学校指定書類・教員加俸関係書類・月末統計調査表・
郡視学会書類 （埴科郡役所） 埴科 学務 県庁 7824 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇

507 行政 1926 大 15 3A‒7 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学務重要書類・小学校一覧表・学務書類 下水内郡役所 下水内 学務 県庁 7825 ― ①②③ 索引あり、中扉あり 〇 〇 〇 目録上は２冊を合冊

508 行政 1926 大 15 3A‒103 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年
講 習 会 一 件・ 実 業 補 習 学 校 一 件・ 学 事 成 例・ 
訓導準訓導進退一件・実業学校関係・学統計一件 以
上

（下伊那郡役所） 下伊那 学務 県庁 7833 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇

509 行政 1926 大 15 3A‒101 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 教員旅費繰替授業指令ニ関スル書類／教員住宅ニ関ス
ル書類／就学督励猶予免除一件／成例規格文書

上伊那郡役所／上伊那郡役所
／東筑摩郡役所／東筑摩郡役
所

上伊那
上伊那
東筑摩
東筑摩

学務 県庁 7834 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、中扉あり 〇

510 行政 1926 大 15 3A‒97 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 代用教員名簿 更級郡役所 更級 学務 県庁 7835 ― ③ 〇
511 行政 1926 大 15 3A‒105 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 教員台帳 北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 7836 ― ③ 〇
512 行政 1926 大 15 3A‒100 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学務諸規程 南佐久郡役所 南佐久 学務 県庁 7838 ― ②③ 〇
513 行政 1926 大 15 3A‒79 内務部 学務課関係 地方課 大正十五年 成例規格文書 東筑摩郡役所 東筑摩 学務 県庁 7841 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
514 行政 1926 大 15 3A‒86 内務部 学務課関係 学務課 自大正元年 至大正十五年 学務例規 小県郡役所 小県 学務 県庁 7842 ― ①②③ 〇 〇

515 行政 1926 大 15 3A‒63 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年

教育諸願届綴・月末調査表・学務規格綴・教員履歴書
（北部農学校）・義務教育費国庫補助関係・年功加俸
関係・私立学校台帳・学校一覧表・学務雑件・就学出
席歩合表・壮丁学力試験成績関係

南安曇郡役所 南安曇 学務 県庁 7843 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇

516 行政 1926 大 15 3A‒20 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 更級郡小学校職員履歴書綴 更級郡役所 更級 学務 県庁 7844 ― ③ 〇 〇

517 行政 1926 大 15 3A‒56 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年
中等学校台帳・代用教員履歴書綴・校地校舎ニ関スル
件・学務成例（自大正十四年 至大正十五年）・中等学
校実業補習学校ニ関スル件・実業補習学校教員台帳

北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 7846 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇

518 行政 1926 大 15 3A‒39 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 諏訪中学校寄宿舎・敷地書類・教員旅費減額ノ件・無
試験検定副申書 諏訪郡役所 諏訪 学務 県庁 7847 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇

519 行政 1926 大 15 3A‒6 内務部 学務課関係 学務課 自大正十四年 至大正十五年 学校教員服務関係書類 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 7848 ― ①②③ 表紙「北安曇郡役所」を「北佐久郡役所」に訂正 〇 〇
520 行政 1926 大 15 3A‒51 内務部 学務課関係 学務課 自大正四年 至同十五年 無試験検定書類 （南佐久郡役所） 南佐久 学務 県庁 7850 ― ①②③ 〇 〇

521 行政 1926 大 15 3A‒87 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十四年 至大正十五
年 学務成例 西筑摩郡役所 西筑摩 学務 県庁 7851 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

522 行政 1926 大 15 3A‒65 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 実業補習学校教員履歴書／小学校ニ類スル各種学校及
実業補習学校明細簿 上高井郡役所／更級郡役所 上高井

更級 学務 県庁 7853 ― ②③ 中扉あり 〇 〇

523 行政 1926 大 15 3A‒88 内務部 学務課関係 学務課 自大正八年 至大正十五年 学務関係書類 例規之部 更級郡役所 更級 学務 県庁 7856 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

524 行政 1926 大 15 3A‒8 内務部 学務課関係 学務課 自大正十四年 至同十五年 校舎増築並校庭拡張ニ関スル件 南佐久郡 南佐久 学務 県庁 7857 ― ①②③ 索引あり、表紙記載「南佐久郡」のみ、付属図面類あり（一括し
て袋に収める） 〇 〇

525 行政 1926 大 15 3A‒64 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年

小学校教員履歴書・高等女学校教員履歴書・木曽高等
女学校教員名簿・小学校及実実業補習学校教員進退内
申書綴・学校休業授業ニ関スル綴・学事関係書類・学
務委員名簿

西筑摩郡役所 西筑摩 学務 県庁 7858 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、中扉あり 〇 〇

526 行政 1926 大 15 3A‒37 内務部 学務課関係 学務課 自大正十二年 至同十五年 教員進退回議簿（実業補習） 南佐久郡役所 南佐久 学務 県庁 7860 ― ①③ 〇 〇
527 行政 1926 大 15 3A‒38 内務部 学務課関係 学務課 自大正十年 至同十五年 中等学校台帳 諏訪郡役所 諏訪 学務 県庁 7862 ― ③ 〇 〇
528 行政 1926 大 15 2F‒7 内務部 農商課関係 大正十五年 公文編冊 副業ニ関スル件 ナシ 北安曇 産業 郡Ａ 7866 ― ①② 〇 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

529 行政 1926 大 15 2F‒3‒2 内務部 農商課関係 大正十五年 公文編冊 農商要件【二ノ内二】 ナシ 上水内 産業 郡Ａ 7867 ― ①② 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「一種」の朱書き、「上水」の書
入れ（鉛筆書き）、「二ノ内二」はペン書き 〇 〇 〇

530 行政 1914 大 3 2A‒14 内務部 地方課関係 地方課 自大正二年 至同三年 庶務関係書類例規之部 更級郡役所 更級 庶務 県庁 7868 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
531 行政 1926 大 15 2B‒4 内務部 地方課関係 地方課 大正十五年 町村監督書類 小県郡役所 小県 庶務 県庁 7871 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
532 行政 1926 大 15 3A‒27‒1 内務部 学務課関係 学務課 自大正十四年 至大正十五年 職員履歴書（東伊那小学校） 上伊那郡役所 上伊那 学務 県庁 7871 ― ③ 〇 〇

533 行政 1926 大 15 3A‒26 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 職員履歴書（岩村田実科高等学校・岩村田中学校・蓼
科農学校） 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 7872 ― ③ 〇 〇

534 行政 1926 大 15 2A‒15 内務部 庶務課関係 大正十五年度 新専自転車鑑札交付簿 埴科郡役所 埴科 郡Ｂ 7873 ― ③ 〇 〇

535 行政 1926 大 15 2A‒12 内務部 庶務課関係 大正十五年 学生専用自転車鑑札交付簿 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 7874 ― ③ 裏表紙「大正五年度 日税調定補助簿（南佐久郡役所）」の表紙を
再利用 〇 〇

536 行政 1926 大 15 2B‒10 内務部 地方課関係 地方課 至明治三十年 至大正十五年 行政ニ関スル規格書類 東筑摩郡役所 東筑摩 庶務 県庁 7875 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
537 行政 1926 大 15 2F‒29 内務部 農商課関係 大正十五年 畜産関係書 更級郡役所 更級 郡Ｂ 7882 ― ①②③ 〇 表紙、「永年保存」の書入れ（赤ペン）、「記帳済」印 〇 〇
538 行政 1926 大 15 2B‒3 内務部 地方課関係 地方課 大正十五年 自一月 至四月 町村監督関係書類綴 北佐久郡役所 北佐久 庶務 県庁 7883 ― ①②③ 〇 〇
539 行政 1926 大 15 3A‒91 内務部 学務課関係 学務課 自大正九年 至大正十五年 会議書類 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 7886 ― ①②③ 〇 〇
540 行政 1926 大 15 3A‒84 内務部 学務課関係 学務課 自大正六年 至大正十五年 規格文書 東筑摩郡役所 東筑摩 学務 県庁 7887 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
541 行政 1926 大 15 3C‒2 内務部 学務課関係 自明治44年　至大正十五年 恩賜財団済生会一件 上高井郡役所 上高井 庶務 郡Ｂ 7889 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永」の赤鉛筆書き 〇 〇
542 行政 1926 大 15 2A‒5 内務部 庶務課関係 地方課 自大正七年 至大正十五年 議事規格 南安曇郡役所 南安曇 議事 県庁 7890 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
543 行政 1926 大 15 2F‒31 内務部 農商課関係 大正十五年 公文編冊 畜産組合牧畜獣医蹄鉄工関係書類 ナシ 北安曇 産業 郡Ａ 7892 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
544 行政 1926 大 15 2B‒15 内務部 地方課関係 地方課 自大正六年 至大正十五年 庶務成例 埴科郡役所 埴科 庶務 県庁 7893 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

545 行政 1926 大 15 3A‒70 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 学事統計書類・学事指令認可綴・検定関係書類・実業
補習学校書類・教員進退回議簿・親展受付簿 埴科郡役所 埴科 学務 県庁 7894 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、中扉あり 〇 〇

546 行政 1926 大 15 2B‒31 内務部 地方課関係 地方課 大正十五年 月末収支現計表 上高井郡役所 上高井 庶務 県庁 7902 ― ①②③ 〇 〇

547 行政 1926 大 15 2F‒13 内務部 農商課関係 大正十五年 産業雑件【農業ノ部】 小県郡役所 小県 産業係、郡
農会 郡Ｂ 7903 ― ①②③ 表紙に「農業ノ部」「第一種」の朱書き、索引（郡役所罫紙）あ

り 〇 〇

548 行政 1926 大 15 3A‒92 内務部 学務課関係 学務課 自大正十一年 至大正十五年 郡視学会書類 東筑摩郡役所 東筑摩 学務 県庁 7904 ― ①②③ 附属文書あり 〇 〇
549 行政 1926 大 15 2B‒29 内務部 地方課関係 地方課 自大正六年 至大正十五年 水利組合関係書類 （北佐久郡役所） 北佐久 庶務 県庁 7906 ― ①②③ 〇 〇
550 行政 1926 大 15 2B‒21 内務部 地方課関係 地方課 大正十五年 町村起債制限外課税不均一賦課一件（夫役現品賦課共） 下伊那郡役所 下伊那 庶務 県庁 7915 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
551 行政 1926 大 15 3A‒66 内務部 学務課関係 学務課 自大正十三年 至同十五年 当直規程綴 東筑摩郡役所 東筑摩 学務 県庁 7916 ― ①②③ 〇 〇

552 行政 1926 大 15 2B‒20 内務部 地方課関係 地方課 大正十五年

町村内字名改称変更等ノ件（役場位置変更ノ件）、各
種積立金管理処分ノ件、制限外課税ニ関スル件、町村
債ニ関スル書類、学校基本財産管理処分ニ関スル件、
町村出納検査書類

（上伊那郡役所） 上伊那 庶務 県庁 7918 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
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553 行政 1926 大 15 2B‒23 内務部 地方課関係 地方課 大正十五年 公債制限外夫役現品不均一賦課継続費関係 下高井郡役所 下高井 庶務 県庁 7920 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、「完結」印 〇 〇 〇
554 行政 1926 大 15 2B‒12 内務部 地方課関係 地方課 自大正十四年 至大正十五年 庶務関係書類綴（町村条例規程） （南佐久郡役所） 南佐久 庶務 県庁 7921 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
555 行政 1926 大 15 2B‒17 内務部 地方課関係 地方課 自大正十四年 至同十五年 告示・達・訓令・内訓・庁達ニ関スル書類 北佐久郡役所 北佐久 庶務 県庁 7925 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
556 行政 1926 大 15 2B‒14 内務部 地方課関係 地方課 自大正四年 至大正十五年 庶務成例事件 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務 県庁 7940 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
557 行政 1926 大 15 2F‒32 内務部 農商課関係 大正十五年度 畜産雑件 上高井郡役所 上高井 産業 郡Ｂ 7943 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙・公文編纂索引用紙乙）あり 〇 〇
558 行政 1926 大 15 2F‒33 内務部 農商課関係 大正十五年 畜産関係書綴 諏訪郡役所 諏訪 産業 郡Ｂ 7944 ― ①②③ 〇 索引用罫紙（郡役所）を綴じるも記載なし 〇 〇

559 行政 1926 大 15 3A‒61 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 校地校舎ニ関スル件 東筑摩郡役所 東筑摩 学務 県庁 7947 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、附属書類を袋に一括して収める、袋表
面に郡Ａタイプの表書き・「第一種」印 〇 〇

560 行政 1926 大 15 2B‒16 内務部 地方課関係 地方課 大正十五年 庶務関係書類町村条例規程 埴科郡役所 埴科 庶務 県庁 7952 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
561 行政 1926 大 15 2F‒30 内務部 農商課関係 大正十五年 獣医蹄鉄工関係書 東筑摩郡役所 東筑摩 郡Ｂ 7953 ― ①③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

562 行政 1926 大 15 2F‒34 内務部 農商課関係 大正十五年 産業雑件 埴科郡役所 埴科 産業 郡Ｂ 7954 ― ①③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、「十年保存」印（「十」は書き入れ）、「九
二」の朱書き、「畜産」の朱書き（赤ペン） 〇 〇

563 行政 1926 大 15 2B‒22 内務部 地方課関係 地方課 自大正十一年 至大正十五年 町村歳入出予算表 西筑摩郡役所 西筑摩 庶務 県庁 7958 ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
564 行政 1926 大 15 2B‒13 内務部 地方課関係 地方課 自大正八年 至同十五年 庶務成例綴 北佐久郡役所 北佐久 庶務 県庁 7959 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

565 行政 1926 大 15 3A‒13 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年
代用補修教員進退回議簿・教員進退ニ関スル内申書
類・教員服務関係書類・就学関係書類・教育表彰関係
書類・校長会書類

埴科郡役所 埴科 学務 県庁 7961 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇

566 行政 1926 大 15 3A‒14‒2 内務部 学務課関係 学務課 自大正七年 至大正十五年 教員履歴書 二冊ノ内二 東筑摩郡役所 東筑摩 学務 県庁 7964 ― ③ 〇 〇
567 行政 1926 大 15 3A‒27‒2 内務部 学務課関係 学務課 自大正十四年 至同十五年 職員履歴書 上伊那郡役所 上伊那 学務 県庁 7966 ― ③ 〇 〇
568 行政 1926 大 15 2B‒2 内務部 地方課関係 地方課 自大正十三年 至大正十五年 町村監督関係書類 北佐久郡役所 北佐久 庶務 県庁 7978 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
569 行政 1926 大 15 2H‒2 内務部 林務課関係 林務課 自大正四年 至大正十五年 林業成例 上伊那郡役所 上伊那 農商 県庁 7979 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
570 行政 1926 大 15 3A‒93 内務部 学務課関係 学務課 自大正十年 至大正十五年 郡視学会議書類 北佐久郡役所 北佐久 学務 県庁 7980 ― ①②③ 〇 〇
571 行政 1926 大 15 2A‒9 内務部 庶務課関係 庶務課 大正十五年 村治問題関係書 （上伊那郡役所） 上伊那 庶務 県庁 7990 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

572 行政 1926 大 15 2F‒14 内務部 農商課関係 大正十五年度 町村農会予算書 南佐久郡役所 南安曇 郡Ｂ 7994 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「南安曇郡農会」を「南安曇郡役
所」に訂正 〇 〇

573 行政 1926 大 15 2B‒18 内務部 地方課関係 地方課 大正十五年 町村条例規程許可一件 下伊那郡役所 下伊那 庶務 県庁 7997 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

574 行政 1926 大 15 2A‒14 内務部 庶務課関係 大正十五年 農業専用車鑑札交付簿 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 8001 ― ③ 裏表紙「大正七年度 租税外諸収入調定元調（南佐久郡役所）」の
表紙を再利用 〇 〇

575 行政 1926 大 15 2A‒11 内務部 庶務課関係 自大正十四年四月 至大正【十
五】

自動自転車・自動自転車サイドカー サイドカー鑑札
交付簿 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 8002 ― ③ 「十五」は鉛筆書き 〇 〇

576 行政 1926 大 15 2A‒13 内務部 庶務課関係 大正十五年 自動自転車・サイドカー自動自転車鑑札交付簿 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ 8003 ― ③ 裏表紙「大正八年度 芸妓台帳除帳（南佐久郡役所）」の表紙を再
利用 〇 〇

577 行政 1926 大 15 2B‒27 内務部 地方課関係 地方課 大正十五年 済生会基金寄附者名簿、済生会規格成例、普通水利組
合水害予防組合規約綴 （東筑摩郡役所） 東筑摩 庶務 県庁 8004 ― ①②③ 「結了」印 〇 〇

578 行政 1926 大 15 2B‒25 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十九年 至大正十五
年 恩賜基本財産金台帳 西筑摩郡役所 西筑摩 郡Ｂ 8006 ― ①③ 〇 表紙「10月25日引継受」「昭和8.1年完結１種」、「一種」 〇 〇

579 行政 1926 大 15 2B‒9 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十年 至大正十五年 財務ニ関スル規格書類 東筑摩郡役所 東筑摩 庶務 県庁 8007 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
580 行政 1926 大 15 3A‒72 内務部 学務課関係 学務課 自大正十年 至同十五年 鉄道割引証交付関係書類 下水内郡役所 下水内 学務 県庁 8008 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇 目録は年次なし

581 行政 1926 大 15 2B‒8 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十六年 至大正十五
年 町村制ニ関スル成例（財務） 南佐久郡役所 南佐久 庶務 県庁 8009 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

582 行政 1926 大 15 2A‒10 内務部 庶務課関係 庶務課 自大正十年 至大正十五年 庶務例規書類 （更級郡） 更級 庶務 県庁 8011 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

583 行政 1926 大 15 3A‒94 内務部 学務課関係 自大正九年 至大正十五年 被表彰者名簿 学務係 東筑摩 学務 郡Ｃ 8012 ― ①③ 〇 表紙、「長野県東筑摩郡役所」の印、貼り紙「大正十五年 学務係 
第三号」、「3131」の朱書き（ペン） 〇 〇

584 行政 1926 大 15 2B‒30 内務部 地方課関係 地方課 自大正十四年 至大正十五年 田子池普通水利組合設立関係書・庶務成例 上水内郡役所 上水内 庶務 県庁 8013 ― ①②③ 中扉あり 〇 〇 〇 大正15年度未完結書類

585 行政 1926 大 15 2C‒1 内務部 土木関係 大正【十五】年 公文編冊【道路関係】 ナシ 上水内 庶務 郡Ａ 8016 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「道路関係」・年号の「十五」は
後の書入れ（ペン書き）、「上水内」の赤鉛筆書き 〇 〇 〇

586 行政 1926 大 15 2B‒11 内務部 地方課関係 地方課 自明治三十二年 至大正十五
年 庶務ニ関スル成例 南佐久郡役所 南佐久 庶務 県庁 8017 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、索引１枚目に「第一種」印 〇 〇

587 行政 1926 大 15 2A‒4 内務部 庶務課関係 地方課 大正十五年 議事成例 （上伊那郡役所） 上伊那 議事 県庁 8018 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

588 行政 1926 大 15 2B‒19 内務部 地方課関係 地方課 大正十五年

基本財産管理処分ノ件、不均一賦課一部賦課関係書類、
町村歳入出予算、議事ニ関スル諸統計、町村長会ニ関
スル書類、町村区組合議員選挙書類、町村監督ニ関ス
ル書類（行政巡視ニ関スル件）

（上伊那郡役所） 上伊那 庶務 県庁 8019 ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

589 県報 1922 大 11 ４（県報・重複） ― ― 大正十一年 彙報・叙任及辞令 下高井郡役所 下高井 郡Ｂ 8075 ― ③ 表紙「永年保存」印（横書き）あり 〇

590 県報 1923 大 12 １（県報・重複） ― ― 大正十二年 長野県令 下高井郡役所 下高井 郡Ｂ 8081 ― ①②③ 表紙に「永年保存」印（横書き）、裏表紙「郡役所訓令」の表紙
を再利用 〇 目録は「長野県報 三冊」

591 県報 1923 大 12 ３（県報） ― ― 大正十二年 長野県告示 下高井郡役所 下高井 郡Ｂ 8082 ― ①②③ 表紙に「永年保存」印（横書き） 〇 目録は「長野県報 三冊」

592 行政 1922 大 11 2E‒4 内務部 学務課関係 学務課 自明治三十二年 至大正十一
年 小学校医名簿 下水内郡役所 下水内 学務 県庁 8091 ― ①③ 〇 〇 〇 目録は年次なし

593 行政 1925 大 14 2E‒46 内務部 学務課関係 学務課 自明治四十四年 至大正十四
年 東筑摩郡学事一覧表 東筑摩郡役所 東筑摩 学務 県庁 8092 ― ③ 〇 〇

594 行政 1920 大 ９ 2G‒6 内務部 林務課関係 自明治四十三年 至大正九年 紛擾和解並入会権解除関係書類 一種 下伊那郡役所 下伊那 その他 8094 ― ②③ 袋に一括。本来は大9-2E-17に附属していたものか 〇 〇
595 行政 1926 大 15 3A‒71 内務部 学務課関係 学務課 大正十五年 件名簿 北安曇郡役所 北安曇 学務 県庁 8120 ― ①③ 〇 〇

596 行政 1926 大 15 2A‒16 内務部 庶務課関係 大正十五年七月 県税鑑札受払簿 上高井郡駐在 上高井郡
駐在 郡Ｂ 8125 ― ③ 郡役所文書の可能性（上高井郡役所罫紙を使用）。表紙に「七月

四日引継受」 〇 〇

597 行政 1926 大 15 2B‒32 内務部 地方課関係 大正十五年 文書目録 諏訪郡役所 諏訪 郡Ｂ 8126 ― ①③ 郡役所文書廃止時の文書目録 〇
598 県報 1923 大 12 ２（県報・重複） ― ― 大正十二年 長野県訓令 下高井郡役所 下高井 郡Ｂ 8133 ― ①②③ 表紙に「永年保存」印（横書き） 〇 目録は「長野県報 三冊」
599 行政 1926 大 15 2H‒3 内務部 林務課関係 自大正十三年 至大正十五年 県有林関係書類 更級郡役所 更級 林務 郡Ｂ 8134 ― ①②③ 表紙「三年保存」の朱書き 〇 〇

600 行政 1907 明 40 2C‒10 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 明治四拾年 公文編冊 社寺明細帳異動 ナシ 上水内 郡Ａ 8140 S47.1.11 ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に朱書き「永年保存」、「永年保存」
印 〇 〇

601 行政 1903 明 36 2A‒22 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 明治参拾六年 寺院住職名簿 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8141 S47.1.11 ①③ 表紙に「永年保存」印、「永」の朱書き 〇 〇

602 行政 1902 明 35 2A‒29 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 明治三拾五年編纂 公文編冊 古社寺調及名勝旧跡調 ナシ 上水内 郡Ａ 8142 S47.1.11 ①② 表紙に鉛筆書きで「第壱号」、「永年保存」印 〇 〇

603 行政 1912 明 45 2C‒9 内務部 学務課関係 自明治四十三年 至四十五年 公文編冊 寺院神社明細帳異動 ナシ 上水内 庶務 郡Ａ 8143 S47.1.11 ①② 表紙に「永年保存」印、索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
604 行政 1894 明 27 2B‒16‒3 内務部 第２課（農商・土木）関係 明治廿七年 公文編冊 地理之部 官有地井敷溜池調 四冊之内参 ナシ 上水内 郡Ａ 8144 S47.1.11 ③ 年代「七」は貼紙で訂正・「花井」の訂正印 〇 〇
605 行政 1917 大 ６ 2C‒30 内務部 学務課関係 大正六年五月 神社財産登録台帳　土地之部 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8145 S47.1.11 ③ 表紙に「永年保存」印（「永」は朱書き） 〇 〇
606 行政 1917 大 ６ 2C‒31 内務部 学務課関係 大正六年七月改訂 寺院住職名簿 上水内郡役所 上水内 社寺 郡Ｂ 8146 S47.1.11 ①③ 表紙に「永年保存」印（「永」は朱書き） 〇 〇

607 行政 1913 大 ２ 2C‒37 内務部 学務課関係 大正二年五月改綴 郷社・神社明細帳 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8147 S47.1.11 ②③ 表紙に「永年保存」印（「永」は朱書き）、索引（郡役所罫紙）あ
り 〇

608 行政 1914 大 ３ 2C‒27 内務部 学務課関係 大正三年 公文編冊 明細帳異動（社寺） ナシ 上水内 社寺掛 郡Ａ 8148 S47.1.11 ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年保存」印（「永」は朱書き）、
「明細帳異動（社寺）」は朱書き 〇 〇

609 行政 1908 明 41 2C‒20 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 明治四拾一年 公文編冊 社寺明細表異動 ナシ 上水内 郡Ａ 8149 S47.1.11 ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年保存」印 〇 〇

610 行政 1880 明 13 A‒47 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十三年 寺院興廃ニ関スル奥書編冊 社寺掛 上水内 社寺掛 郡Ｃ 8150 S47.1.11 ①④ 表紙「永年保存」印、朱貼紙「第十二号」、「明治□年□月　寺院
興廃ニ関スル奥書留 庶務掛社寺担当」を再利用 〇 〇

611 行政 1884 明 17 A‒35 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十七年三月 分離町村社寺取調 上水内郡役所社寺掛 上水内 社寺掛 郡Ｄ 8151 S47.1.11 ①③ 表紙「第三十九号」の朱の貼紙、「永年保存」印 〇 〇
612 行政 1919 大 ８ 2A‒19 内務部 地方課関係 大正八年 庶務雑件 皇太子殿下行啓ニ関スル件 ナシ 上水内 庶務、学務 その他 8152 S47.1.11 ①②③ 表紙に「永年保存」印（「永」は朱書き） 〇 〇

613 行政 1886 明 19 1C‒15‒1 農商課関係 明治拾九年 公文編冊　官有地ニ関スル件 ナシ 上水内 地券 郡Ａ 8153 S47.1.11 ①②

表紙「永年保存」印、赤い貼紙に「第丗六号ノ一」、表表紙「明
治十九年六月起（同年十二月迄[※朱書き]）官有地一切ニ関スル
書類 （但拝借願ヲ除ク）[※朱書き]地券掛」の表紙を再利用。裏
表紙は欠損

〇 〇

614 行政 1884 明 17 G‒6 土木課関係 明治十七年 公文編冊 土木ノ部 用悪水路堰路開鑿ニ関スル件 ナシ 上水内 土木 郡Ａ 8154 S47.1.11 ①② 表紙「永年保存」印、赤い貼り紙に「第二十一号」、表紙は厚紙
を用いず 〇 〇

615 行政 1901 明 34 2B‒6 内務部 第２課（土木）関係 明治三十四年三月末日現在 官有土地目録 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8155 S47.4.11 ①②③ 表紙に朱書き「第九十号」、「永年保存」印 〇 〇
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616 行政 1880 明 13 A‒46 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十三年 公文編冊 社寺之部 寺堂修繕再建新設願 ナシ 上水内 郡Ａ 8156 S47.1.11 ①④ 表紙「永年保存」印、朱貼紙「第七号」、表紙は付け直したもの
か（明12-A-33と同タイプ 〇 〇

617 行政 1896 明 29 2B‒12 第２課（地理・土木）関係 ナシ 七道開鑿義捐金減額及取消願許可人名 ナシ 上水内 その他 8157 S47.1.11 ①② 袋に一括。袋表面に「永年保存」印 〇 〇

618 行政 1904 明 37 2G‒7 内務部 第６課（林野・土地収用）関係 明治三十六年ヨリ同三十七年
マテ 公文編冊 土地ニ関スル部 ナシ 上水内 郡Ａ 8157 S47.1.11 ①② 表紙に朱書き「第一号」「永年保存」 〇 〇

619 行政 1901 明 34 2A‒28 内務部 第１課（庶務・会議・兵事）関係 明治三拾四年 公文編冊 社寺明細帳異動 ナシ 上水内 郡Ａ 8160 S47.4.11 ①② 表紙に朱書「第四号」、「永年保存」印、索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇
620 行政 1908 明 41 2B‒14 内務部 土木課関係 明治四拾一年 公文編冊 官有地調ニ関スル件 ナシ 上水内 郡Ａ 8161 S47.1.11 ①② 表紙に「永年保存」印、「　年保存」印 〇 〇

621 行政 1887 明 20 2E‒11 庶務課関係 明治二十年十二月 公文編冊 社寺ノ部 明細帳什物例祭興廃公称改称寄付
事件 ナシ 上水内 社寺 郡Ａ 8162 S47.1.11 ①②

表紙、赤い貼り紙「第四十九号」、裏表紙「自明治廿年一月　至
同　（文書引継）[※朱書き]　公文編冊 社寺之部 （無期）[※朱書
き]　明細帳什物例祭興廃公称改称寄付事件」の表紙を再利用

〇 〇

622 行政 1894 明 27 2B‒17 内務部 第２課（農商・土木）関係 明治廿七年 公文編冊 地理之部 官有地其他地種組換等ニ関スル書
類【四冊之内四】 ナシ 上水内 郡Ａ 8163 S47.1.11 ①② 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

623 行政 1891 明 24 2A‒13 第１課（庶務・会議）関係 自明治廿二年 至同廿四年 公文編冊 訴願ニ関スル部 ナシ 上水内 郡Ａ 8164 S47.1.11 ①②
索引（郡役所罫紙）あり、表紙貼紙「第百十七号」、表紙に郡役
所印を捺す、裏表紙「従明治廿二年 同廿三年 公文編冊  町村制
之部 訴願之部」を再利用

〇 〇

624 行政 1894 明 27 2B‒16‒2 内務部 第２課（農商・土木）関係 明治廿七年 公文編冊 官有地調（田畑宅地荒蕪地掲示場之部） 四
冊之内弐 ナシ 上水内 郡Ａ 8165 S47.1.11 ①② 〇 〇

625 行政 1880 明 13 A‒45 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十三年 神社公称願編冊 社寺掛 上水内 社寺掛 郡Ｃ 8166 S47.1.11 ①④ 表紙「永年保存」印、朱貼紙「第十一号」、表紙「明治□年□月
　神社興廃ニ関スル奥書留 庶務係社寺担当」を再利用 〇 〇

626 行政 1880 明 13 A‒44 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十三年 神社新築修繕願編冊 社寺掛 上水内 社寺掛 郡Ｃ 8167 S47.1.11 ①④
表紙「永年保存」印、朱貼紙「第九号」、「記入済」の朱書き、表
紙「明治十三年□月　社殿新築修繕願留 庶務係社寺担当」を再
利用

〇 〇

627 行政 1896 明 29 2A‒12 内務部 第１課（庶務・会議）関係 自明治二十二年 至明治二十
九年 会議一件 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8168 S47.1.11 ①③ 〇 〇

628 行政 1906 明 39 4‒4 内務部 第３部（農商・林野）関係 自明治三十八年 至同三十九
年 公文編冊 土地ニ関スル件 ナシ 上水内 郡Ａ 8169 S47.1.11 ①②③ 索引あり、表紙に「永年保存」印 〇 〇

629 行政 1881 明 14 A‒42‒2 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 十四年本県丙第六十五号達ニ
依リ

官有地神社境内立木員数調（２冊ノ内２）十四年度本
県丙第六十五号達ニ依 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8170 S47.1.11 ③ 表紙「永年保存」印、「追第三号之内二」の朱書き 〇 〇

630 行政 1885 明 18 E‒13 地理課関係 明治十六年ヨリ十八年ニ至ル 官地民有引直願 地券掛 上水内 地券 郡Ｃ 8171 S47.1.11 ①②

表紙「永年保存」印、「第九十四号」の朱書き、表表紙「明治十
三年四月ヨリ同十四年ニ至ル 本県指令留 （同十五年一月ヨリ）[※
朱書き]　上水内郡役所」の表紙を再利用。裏表紙「明治十六（七
八[※朱書き]）年分 官有地有引直願 地券係」の表紙を再利用

〇 〇

631 行政 1895 明 28 2A‒13 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治廿八年 公文編冊 官有物特売事項 ナシ 上水内 郡Ａ 8172 S47.1.11 ①② 表紙朱書「第五号」、「永年保存」印 〇 〇

632 行政 1879 明 12 A‒35 庶務課関係 明治十二年 神社荒廃ニ関スル奥書綴 上水内郡役所庶務社寺担当 上水内 庶務社寺 郡Ｄ 8173 S47.1.11 ①③④ 表紙「永年保存」印、朱の貼紙「第□号」、リストは「神社荒廃
ニ関スル奥書綴」 〇 〇

633 行政 1879 明 12 A‒36 庶務課関係 明治十二年 神社荒廃ニ関スル奥書綴 上水内郡役所庶務社寺担当 上水内 庶務社寺 郡Ｄ 8174 S47.1.11 ①③④ 表紙「永年保存」印、「調済」の朱書き、朱の貼紙「第壱号ノ一」 〇 〇

634 行政 1880 明 13 A‒43 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十三年 社号改称願編冊 社寺掛 上水内 社寺掛 郡Ｃ 8175 S47.1.11 ①④ 表紙「永年保存」印、朱貼紙「第拾号」、表紙「明治十三年　神
社改称願奥書留 庶務掛社寺担当」を再利用 〇 〇

635 行政 1892 明 25 2A‒18 内務部 第１課（庶務・会議）関係 自明治廿二年 至同廿五年 公文編冊 町村廃置分合及役場位置ニ関スル部 ナシ 上水内 郡Ａ 8176 S47.1.11 ①② 索引（郡役所罫紙）あり、表紙貼紙「第百廿三号」 〇 〇

636 行政 1890 明 23 2B‒27 第２課（農商・土木）関係 明治廿三年 官有山林原野取調書 地理 上水内 地理 郡Ｃ 8177 S47.1.11 ②③ 表紙貼紙「第七十四号」、「永年保存」印、索引（郡役所罫紙）あ
り 〇 〇

637 行政 1888 明 21 2E‒18 庶務課関係 明治廿一年 公文編冊 鉄道ノ部 土地買収ノ部 ナシ 上水内 郡Ａ 8178 S47.1.11 ①② 表紙「永年保存」の朱印、「第八十三号」の朱書き 〇

638 行政 1880 明 13 A‒42‒1 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十三年 第一回陸軍大尉伏見宮巡回一件 庶務掛 上水内 庶務掛 郡Ｃ 8179 S47.1.11 ②
表紙「永年保存」印、朱貼紙「第一号ノ一」、リストは「第一回
陸軍大尉伏見宮巡回ノ件」、表紙「伏見宮」は後から書き入れ（ペ
ン書き）

〇 〇

639 行政 1881 明 14 A‒42‒1 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 十四年本県丙第六十五号達ニ
依リ

官有地神社境内立木員数調（２冊ノ内１）十四年度本
県丙第六十五号達ニ依 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8180 S47.1.11 ③ 表紙「追第三号之内二」の朱書き 〇 〇

640 行政 1892 明 25 2C‒17 内務部 第３課（学務・戸籍・土木）関係 自明治廿四年 至同廿五年 公文編冊 社寺修繕築造ニ関スル部 ナシ 上水内 郡Ａ 8181 S47.1.11 ①② 索引（郡役所罫紙）あり、表紙貼紙「第五十七号」 〇 〇

641 行政 1901 明 34 2A‒27 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係

自明治三十三年一月 至同卅
四年三月 郡参事会関係書 ナシ 下伊那 その他 8182 S47.1.11 ①② 表紙貼り紙「参第一九号」 〇 〇 〇

642 行政 1893 明 26 2A‒19 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治二十六年 下伊那郡会一件 議事掛 下伊那 議事 郡Ｃ 8183 S47.1.11 ①② 表紙貼紙「議第九七号」 〇 〇 〇
643 行政 1893 明 26 2A‒18 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治二十六年 成例綴 議事・庶務係 下伊那 議事、庶務 郡Ｃ 8184 S47.1.11 ①② 表紙貼紙「書第三九二号」 〇 〇 〇

644 行政 1879 明 12 A‒33 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十弐年 公文編冊 社寺之部 寺堂再建願 【上水内郡役所庶務社寺担当】 上水内 郡Ａ 8185 S47.1.11 ①②③
④

表紙「永年保存」印、朱の貼紙「第六号」、表紙書き：タイトル
のみ・「上水内郡役所 庶務社寺担当」は後からの書き入れ（ペン
書き）、表紙は付け直したものか（明13-A-46と同タイプ）

〇 〇

645 行政 1879 明 12 A‒34 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十二年 社寺改称願奥書綴 上水内郡役所庶務社寺担当 上水内 庶務社寺 郡Ｄ 8186 S47.1.11 ①③④ 表紙「永年保存」印、朱の貼紙「第参号」、リストは「社寺改称
願奥書」 〇 〇

646 行政 1880 明 13 A‒42‒2 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十三年 陸軍大尉伏見宮巡回依頼ニ就調書 庶務掛 上水内 庶務掛 郡Ｃ 8187 S47.1.11 ②④ 表紙「永年保存」印、朱貼紙「第一号ノ二」 〇 〇

647 行政 1890 明 23 2C‒7 内務部 第３課（学務・戸籍・社寺）関係 明治二十年ヨリ同二十三年マ
テ 公文編冊 戸隠神社ニ関スル部 ナシ 上水内 郡Ａ 8188 S47.1.11 ①② 表紙「第三号」の朱書き、「永年保存」印 〇 〇

648 行政 1882 明 15 A‒33 庶務課（庶務・戸籍・社寺）関係 自明治十四年　至同十五年 公文編冊 社寺之部 社寺建築修繕願届 ナシ 上水内 郡Ａ 8189 S47.1.11 ①② 表紙「第二十八号」の朱の貼紙、「永年保存」印 〇 〇

649 行政 1925 大 14 2E‒49 内務部 学務課関係 自大正六年 至大正十四年 公文編冊 社地社木 ナシ 上水内 社寺 郡Ａ 8190 S47.4.1 ①②③ 表紙に「二十年保存」印（「二十」は朱書き）、索引用の罫紙を綴
じるも記載なし 〇 〇 20年保存

650 行政 1902 明 35 2B‒12 内務部 第２課（土木）関係 明治三十五年 公文編冊 土地関係之部 ナシ 上水内 郡Ａ 8191 S47.1.11 ①② 〇 〇

651 行政 1892 明 25 2B‒17 内務部 第２課（農商・土木）関係 明治廿五年 公文編冊 官有地ニ関スル件 ナシ 上水内 郡Ａ 8192 S47.1.11 ①② 索引（郡役所罫紙）あり、表紙朱書き「第八十四号」「永年保存」
印 〇 〇

652 行政 1894 明 27 2B‒16‒1 内務部 第２課（農商・土木）関係 明治廿七年 公文編冊 官有地調（田畑宅地荒蕪地掲示場之部） 四
冊之内壱 ナシ 上水内 郡Ａ 8193 S47.1.11 ①② 〇 〇

653 行政 1893 明 26 2B‒19 内務部 第２課（農商・土木）関係 明治二十六年六月調 公文編冊 地理之部 官民有林野家屋建物調 ナシ 上水内 郡Ａ 8194 S47.1.11 ①② 表紙朱書「第七十八号」、「永年保存」印 〇 〇
654 行政 1884 明 17 A‒37 庶務課（庶務・戸籍・社寺）関係 明治十七年 戸籍統計表綴込 諏訪郡役所 諏訪 郡Ｂ 8195 S47.4.11 ②③ リストは「戸籍統計表」、表紙「戸二番完」の朱書き 〇 〇 〇 永年保存
655 行政 1896 明 29 2C‒15 内務部 第３課（学務・社寺・戸籍）関係 明治廿九年調 戸籍表 諏訪郡役所 諏訪 郡Ｂ 8196 S47.4.11 ①②③ 表紙朱書「戸二番十三ノ十一」、「永年保存」印 〇 〇 〇 永年保存
656 行政 1889 明 22 2E‒25 庶務課関係 明治廿弐年一月 町村制施行関係書類 更級郡役所第一課 更級 一課 郡Ｄ 8197 S47.4.1 ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に朱書き「庶第十一号」 〇 〇 〇 目録は３冊

657 行政 1881 明 14 A‒46 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十四年 寺院興廃ニ係ル奥書編冊 全 ナシ 上水内 その他 8198 S47.4.1 ① 表紙「第十六号」の朱の貼紙、「永年保存」印、表紙「明治十四
年一月　寺院興廃ニ関スル奥書□（留）　庶務掛社寺」を再利用 〇 〇

658 行政 1924 大 13 2E‒54 内務部 学務課関係 【［大正十三年］】 無格社神職名簿 上水内郡役所 上水内 社寺兵務 郡Ｂ 8199 S47.4.1 ①③ 表紙「永年保存」印（「永」は朱書き）、「大正十三年」の書入れ（ペ
ン書き） 〇 〇

659 行政 1924 大 13 2E‒55 内務部 学務課関係 【自 明治二十三年 至 大正十
三年】 県郷村社神職名簿 上水内郡役所 上水内 社寺兵務 郡Ｂ 8200 S47.4.1 ①③ 表紙「永年保存」印（「永」は朱書き）、「自 明治二十三年 至 大

正十三年」は鉛筆書き 〇 〇

660 行政 1881 明 14 A‒44 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十四歳 神社号改称願奥書編冊 ナシ 上水内 その他 8201 S47.4.1 ① 表紙「第五十二号」の朱の貼紙、表紙「明治十四年一月　神社号
改称願奥書留　庶務掛社寺」を再利用 〇 〇

661 行政 1912 明 45 2C‒8 内務部 学務課関係 ナシ 指定神社財産台帳 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8202 S47.4.1 ②③ 〇 〇
662 行政 1909 明 42 2C‒22 内務部 学務課（学校・社寺・兵務）関係 明治四拾二年 公文編冊 寺院神社明細帳異動 ナシ 上水内 郡Ａ 8203 S47.4.1 ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年保存」印、「結局」印 〇 〇

663 行政 1901 明 34 2A‒29 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 明治三拾四年拾弐月調 神社祭日原簿 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8204 S47.4.1 ①③ 索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

664 行政 1911 明 44 2C‒24 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 学務課 自明治三十七年 同四十四年 公文編冊 社寺新築興廃修繕 ナシ 上水内 庶務 郡Ａ 8205 S47.4.1 ①②③ 表紙に「永年保存」印、索引（郡役所罫紙）あり、「結局」印 〇 〇

665 行政 1903 明 36 2A‒21 内務部 第１課（庶務・会議・兵事〔社寺
関係ヲ含ム〕）関係 明治参拾六年 公文編冊 社寺明細帳異動并新築修繕興廃ノ部 ナシ 上水内 郡Ａ 8206 S47.4.1 ①②③ 表紙「永年保存」印、索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇

666 行政 1888 明 21 2E‒17 庶務課関係 明治廿一年ヨリ 公文編冊 社寺之部 明細帳什物例祭興廃移転改称寄付
ニ関スル件 ナシ 上水内 郡Ａ 8207 S47.4.1 ①②③

索引（郡役所罫紙）あり、表紙赤い貼り紙に「第五十一号」、裏
表紙見返しに「明治二十一年自 至　公文編冊　社寺之部 （無期）
[※朱書き]　明細帳、什物、例祭、興廃、移転、公称改称寄付ニ
関スル事件」とあり

〇

667 行政 1896 明 29 2C‒14 内務部 第３課（学務・社寺・戸籍）関係 明治廿九年 公文編冊 社寺建物異動ノ部 全 ナシ 上水内 郡Ａ 8208 S47.4.1 ①② 表紙朱書「第三号」、「永年保存」印、裏表紙「明治廿余年ヨリ同
廿九年迄 公文編冊 社寺修繕及明細帳訂正願仮綴」を再利用 〇 〇

668 行政 1886 明 19 1E‒13 庶務課関係 公文編冊 庶務部 元善町官有ニ属スル並ニ善光寺境内
店引払一件 ナシ 上水内 庶務 郡Ａ 8209 S47.4.1 ①② 表紙、赤い貼り紙「第六十五号」、「無□」の朱書き、裏表紙に「廿

一年三月編成」 〇 〇

669 行政 1892 明 25 2C‒18 内務部 第３課（学務・戸籍・社寺）関係 自明治廿二年至廿五年 公文編冊 社寺堂再興再編入ニ関スル件 ナシ 上水内 郡Ａ 8210 S47.4.1 ①② 表紙朱書「第四号」 〇 〇
670 行政 1887 明 20 2E‒12 庶務課関係 明治二十年十二月 上高井郡ヨリ引受之分屋島村社寺関係書類 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8211 S47.4.1 ③ 目録94は「上高井郡ヨリ引受之分屋島村社寺関係書類」 〇 〇
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671 行政 1920 大 ９ 2C‒49 内務部 学務課関係 明治三拾三年 自一月 大正九
年 至 公文編冊 殉難者墳墓ニ関スル部 ナシ 上水内 庶務 郡Ａ 8212 S47.4.1 ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年保存」 〇 〇

672 行政 1923 大 12 2B‒3‒2 内務部 社会課関係 大正十二年 震災関係綴 二 上水内郡役所 上水内 庶務 郡Ａ 8213 S47.4.1 ①②③ 表紙に「永年保存」の朱書き 〇 〇

673 行政 1901 明 34 2B‒7 内務部 第２課（土木）関係 自明治廿年七月 至同卅四年
十一月 大蔵省主管地所貸下台帳 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8214 S47.4.1 ①③ 表紙朱書き「永年」、「永年保存」印、「長野県」の罫紙を使用、「結

局」印 〇 〇

674 行政 1905 明 38 2‒26 第1部 第１部（庶務・土木・会計）関係 明治三十八年 公文編冊 日露戦前後町村事蹟調 ナシ 上水内 郡Ａ 8216 S47.4.1 ①② 表紙「永年保存」印 〇 〇
675 行政 1908 明 41 2B‒13 内務部 土木課関係 明治四拾年 明治四拾一年 公文編冊 土地ニ関スル部 ナシ 上水内 郡Ａ 8217 S47.4.1 ①② 表紙に「永年保存」印、「　年保存」印 〇 〇

676 行政 1886 明 19 1E‒12 庶務課関係 明治十九年 公文編冊 社寺之部 明細帳什物例祭興廃公称改称寄付
教会所説教所設置事件 ナシ 上水内 社寺 郡Ａ 8218 S47.4.1 ①②

表紙に「文書引渡」の朱書き、赤い貼り紙「第四十五号」、表表
紙「明治十九年自一月 至六月 社寺関係願届書類 （特任委任外之
部）[※朱書き]　上水内郡役所」の表紙を再利用。裏表紙「明治
十九年 願伺届留　社寺掛（奥書之部）[※朱書き]」の表紙を再利
用

〇 〇

677 行政 1911 明 44 2B‒13‒2 内務部 土木課関係 明治四十四年三月末日根基 官有地台帳謄本 弐冊ノ内弐 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8219 S47.4.1 ①③ 〇 〇

678 行政 1884 明 17 A‒36‒1 庶務課（庶務・戸籍・社寺）関係 明治十七年／自一月　至十二
月 社寺願伺届簿 社寺掛 上水内 社寺掛 郡Ｃ 8220 S47.4.1 ①

表紙「第三十七号ノ三」の朱の貼紙、「県令宛上申」の朱書き、「永
年保存」印、裏表紙「□治十七年従七月　県令宛上申留　社寺掛」
を利用

〇 〇

679 行政 1884 明 17 A‒36‒2 庶務課（庶務・戸籍・社寺）関係 明治十七年／自六月　至十二
月 社寺願伺届簿 社寺掛 上水内 社寺掛 郡Ｃ 8221 S47.4.1 ①

表紙「第三十七号ノ三」の朱の貼紙、「永年保存」印、裏表紙「明
治十二年　祭典増加並祭日届綴　上水内郡役所庶務社寺担当」を
利用

〇 〇

680 行政 1883 明 16 A‒17 庶務課（庶務・戸籍・社寺）関係 従明治十六年一月 願伺届留　奥書ノ部 社寺掛 上水内 郡Ｃ 8222 S47.4.1 ① 表紙「第三十三号」の朱の貼紙、「永年保存」印 〇 〇
681 行政 1885 明 18 B‒24 庶務課（庶務・戸籍・社寺）関係 明治十八年従一月 願伺届簿　奥書ノ部 上水内 社寺 郡Ａ 8223 S47.4.1 ①② 目録94は「社寺願伺届簿」、表紙赤い貼り紙に「第四十三号」 〇 〇
682 行政 1883 明 16 A‒18 庶務課（庶務・戸籍・社寺）関係 明治十六年 上水内郡社寺堂塔凡四百年前建物有無届 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8224 S47.4.1 ③ 表紙「第三十二号」の朱の貼紙 〇 〇

683 行政 1888 明 21 2E‒19 庶務課関係 自明治廿一年六月至廿二年六
月 公文編冊　町村分合ニ関スル部 ナシ 上水内 郡Ａ 8225 S47.4.1 ①② 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「永年保存」印、赤い貼り紙「第

□号」 〇 〇

684 行政 1894 明 27 2C‒13 内務部 第３課（学務・戸籍・社寺）関係 明治二十三年調 戸籍表 諏訪郡役所 諏訪 郡Ｂ 8226 S47.4.1 ①③ 表紙貼り紙「戸　弐番　十三ノ九」、「永年保存」印、「長野県政
資料室」印 〇 〇 〇 永年保存

685 行政 1899 明 32 2A‒27 内務部 第１課（会議・庶務）関係 明治三十二年 改正郡制府県制実施一件 其二 議事係 下伊那 郡Ｃ 8227 S47.4.1 ①② 表紙に「議 第一六三号ノ二」 〇 〇 〇

686 行政 1891 明 24 2A‒12 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治廿四年 郡制準備書類 議事 下伊那 議事 郡Ｃ 8228 S47.4.1 ①② 表紙貼紙「議第七二号」、表紙裏に「昭和45年８月１日長野県下
伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり 〇 〇 〇

687 行政 1885 明 18 B‒23 庶務課（庶務・戸籍・社寺）関係 明治十二年ヨリ十八年迄 公文編冊 庶務部 村名改称並分離願 ナシ 上水内 庶務 郡Ａ 8229 S47.4.1 ①② 表紙「無期□□」の朱書き、「永年保存」印、赤い貼り紙に「第
三十六号」 〇 〇

688 行政 1910 明 43 2G‒1 内務部 会計課関係 ナシ 会計長野県法規 第三綴 ナシ 下伊那 その他 8230 S47.4.1 その他
表紙裏に「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管転
換」の貼紙（印刷）あり、表紙「大正弐年 農業技手出張予定簿 
農業技手 髙橋□□」を再利用

〇 〇

689 行政 1889 明 22 2E‒27 第1部 議事課関係 明治二十二年 町村制実施準備一件 庶務 下伊那 庶務 郡Ｃ 8231 S47.4.1 ①② 索引（郡役所罫紙）あり、表紙貼紙「庶第二四九号」、裏表紙「□
治十九年徴兵鎮台補充歩兵名簿 下伊那郡役所」を再利用 〇 〇 〇

690 行政 1898 明 31 2A‒20 内務部 第１課（会議・庶務・市町村）関
係

自明治弐拾七年五月 至同参
拾壱年六月 飯綱山地籍ニ関スル公文編冊 上水内郡役所 上水内 その他 8232 S47.4.1 ①②③ 表紙「永年保存」印 〇 〇

691 行政 1925 大 14 2E‒48 内務部 学務課関係 自大正五年 至大正十四年 公文編冊 社殿工作物 ナシ 上水内 社寺 郡Ａ 8233 S47.4.1 ①② 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年保存」印（「永」は朱書き） 〇 〇 永年

692 行政 1896 明 29 2B‒13 内務部 第２課（地理・土木）関係 【明治廿九年】 七道開鑿義捐金関係 三輪・若槻・高岡・南小川・北
小川 ナシ 上水内 その他 8234 S47.4.1 ①② 「長野県上水内郡役所」と捺した袋に一括。袋表面に「永年保存」

印 〇 〇

693 行政 1923 大 12 2B‒3‒1 内務部 社会課関係 大正十二年 震災関係綴 一 上水内郡役所 上水内 庶務 郡Ａ 8235 S47.4.1 ①②③ 〇 〇

694 行政 1926 大 15 2B‒34 内務部 地方課関係 大正十五年六月 郡役所事務引継書 【上水内郡役所】 上水内 庶務 その他 8236 S47.4.1 ①②③ 表紙「〔上水内郡役所〕」はペン書き、「　年保存　自　年　至　年」
の印 〇 〇

695 行政 1887 明 20 2C‒11 農商課関係 明治廿年 公文編冊 土木之部 地目変更ニ関スル書類 ナシ 上水内 土木 郡Ａ 8237 S47.4.1 ①②
表紙赤い貼り紙「第四十八号」、「永年保存」印、「□号」の朱書き、
裏表紙「□（明）治廿年　□目変更ニ関スル書類　第一課 土木」
の表紙を再利用

〇 〇

696 行政 1886 明 19 1C‒15‒2 農商課関係 明治十九年 公文編冊 土地部 官有地一件 ナシ 上水内 租税、地券 郡Ａ 8238 S47.4.1 ①②
土地部、表紙に赤い貼り紙「大丗六号ノ二」、裏表紙「官有地拝
借一件 明治十九年十一月十一日 第二課ヨリ引継ギ 第一課」（朱
書き）・「従十九年一月 文書進達書類留　租税掛」の表紙を再利用

〇 〇

697 行政 1881 明 14 A‒47 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十四年 公文編冊　社寺之部　社寺建築再建願 ナシ 上水内 郡Ａ 8239 S47.4.1 ① 表紙「第十四号」の朱の貼紙、「長野県政資料室」印、表紙は付
け直したものか（明12-A-33と同タイプ 〇 〇

698 行政 1913 大 ２ 2C‒38 内務部 学務課関係 大正二年五月改綴 無挌社明細帳 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8240 S47.4.1 ②③ 表紙に「永年保存」印（「永」は朱書き）、索引（郡役所罫紙）あ
り 〇

699 行政 1892 明 25 2B‒19 内務部 第２課（農商・土木）関係 ナシ 開鑿取調雑書 ナシ 上水内 その他 8241 S47.4.1 ② 「長野県上水内郡役所」と捺された袋に一括して収める、袋表面
に「永年保存」印 〇 〇

700 行政 1895 明 28 2C‒18 内務部 第３課（学務・戸籍・社寺）関係 明治廿八年調 戸籍表 諏訪郡役所 諏訪 郡Ｂ 8242 S47.4.1 ①②③ 表紙に「戸二番十三ノ十」、「永年保存」印 〇 〇 〇 永年保存
701 行政 1881 明 14 A‒45 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治拾四年 官有地寺院境内立木員数調（完） 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8243 S47.4.1 ③ 表紙「第五十三号」の朱の貼紙 〇 〇

702 行政 1881 明 14 A‒43 庶務課（庶務・戸籍・土木）関係 明治十四年 神社興廃ニ係ル願編冊 ナシ 上水内 その他 8244 S47.4.1 ① 表紙「第弐拾号」の朱の貼紙、表紙「明治十四年一月　神社興廃
ニ関スル奥書留　庶務掛社寺」を再利用 〇 〇

703 行政 1899 明 32 2A‒28 内務部 第１課（会議・庶務）関係 明治三十二年 土地関係書類 上水内郡役所 上水内 郡Ｂ 8251 S47.4.1 ①②③ 表紙に朱書「第八十八号」、「永年保存」印 〇 〇

704 県報 1879 明 12 4‒1（県報） ― ― 明治十二年分 本県甲号達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8332 S47.5.23 ③
表紙貼り紙に「書第二一九号壱」、表紙見返しに「昭和45年８月
１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、
県政資料室で付した表紙には「甲号布達綴（１）」、虫損甚大

〇

705 県報 1879 明 12 4‒2（県報） ― ― ― 甲号布達綴（２） ― 下伊那 ナシ 8333 S47.5.23 ―
戦前段階の表紙なし、見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那
地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、索引用紙（郡役
所罫紙）綴じるも記載なし、虫損甚大

〇

706 県報 1879 明 12 4‒3（県報） ― ― ― 甲号布達綴（３） ― 下伊那 ナシ 8334 S47.5.23 ― 表紙なし、見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所
より保管転換」の貼紙（印刷）あり、虫損甚大 〇

707 県報 1879 明 12 5（県報） ― ― 明治十二年分 本県丁号布達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8335 S47.5.23 ③

表紙貼り紙に「第九十三号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、県
政資料室で付した表紙には「丁号布達綴」、索引用紙（郡役所罫紙）
綴じるも記載なし、虫損甚大、裏表紙「明治十年　司法省達綴　
□一月　伊那出張所」の表紙を再利用

708 県報 1880 明 13 5‒1（県報） ― ― ― 乙号布達綴（１） ― 下伊那 ナシ 8338 S47.5.23 ―
戦前段階の表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45
年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、
虫損甚だしい

709 県報 1880 明 13 5‒2（県報） ― ― ― 乙号布達綴（２） ― 下伊那 ナシ 8339 S47.5.23 ―
戦前段階の表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45
年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、
虫損甚だしい

710 県報 1880 明 13 5‒3（県報） ― ― ― 乙号布達綴（３） ― 下伊那 ナシ 8340 S47.5.23 ―
戦前段階の表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45
年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、
虫損甚だしい

711 県報 1881 明 14 3‒1（県報） ― ― 明治十四年分 本県甲号達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8341 S47.5.23 ③

表紙貼り紙に「書第二二六号」、県政資料室で付した表紙は「甲
号布達綴（１）」、表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那
地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡役所罫紙）
あり、虫損甚だしい

〇

712 県報 1881 明 14 3‒2（県報） ― ― ― 甲号布達綴（２） ― 下伊那 ナシ 8342 S47.5.23 ― 表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷） 〇

713 県報 1881 明 14 3‒3（県報） ― ― ― 甲号布達綴（３） ― 下伊那 ナシ 8343 S47.5.23 ―
表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、虫損甚
だしい

714 県報 1881 明 14 4‒1（県報） ― ― 明治十四年分 本県乙号布達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8344 S47.5.23 ③

表紙貼り紙に「書第二二七号」、県政資料室で付した表紙は「乙
号布達綴（１）」、表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那
地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡役所罫紙）
あり、虫損甚だしい

715 県報 1881 明 14 4‒2（県報） ― ― ― 乙号布達綴（２） ― 下伊那 ナシ 8345 S47.5.23 ―
表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、郡役所
罫紙あり、虫損甚だしい



長野県立歴史館所蔵近代郡役所文書についての基礎的研究―伝来経緯の検討を中心に― 長野県立歴史館研究紀要第31号（2025.3）

70

716 県報 1881 明 14 4‒3（県報） ― ― ― 乙号布達綴（３） ― 下伊那 ナシ 8346 S47.5.23 ―
表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、郡役所
罫紙あり、虫損甚だしい

717 県報 1882 明 15 5‒1（県報） ― ― ― 甲号布達綴（１） ― 下伊那 ナシ 8347 S47.5.23 ―
表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、虫
損甚だしい

718 県報 1882 明 15 5‒2（県報） ― ― ― 甲号布達綴（２） ― 下伊那 ナシ 8348 S47.5.23 ―
表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、虫
損甚だしい

719 県報 1883 明 16 7（県報） ― ― 明治十六年 本県戊号達 庶務掛 下伊那 庶務掛 郡Ｃ 8349 S47.5.23 ―
表紙貼り紙「書　□三□号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、県政資
料室で付した表紙には「戊号達」

〇

720 県報 1884 明 17 9‒1（県報） ― ― 明治十七年 本県乙号達 庶務掛 下伊那 庶務掛 郡Ｃ 8351 S47.5.23 ③
表紙貼り紙「書 第二三九号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、県政資
料室で付した表紙には「乙号布達綴（１）」郡役所罫紙あり

721 県報 1884 明 17 9‒2（県報） ― ― ― 乙号達（２） ― 下伊那 ナシ 8352 S47.5.23 ③
表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、郡役所
罫紙あり

722 県報 1884 明 17 9‒3（県報） ― ― ― 乙号達（３） ― 下伊那 ナシ 8353 S47.5.23 ―
表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、郡役所
罫紙あり

723 県報 1884 明 17 9‒4（県報） ― ― ― 租税予算決算調理順序 乙号達　郡役所記帳手続（４） ― 下伊那 ナシ 8354 S47.5.23 ― 表紙なし、県政資料室で付した表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）

724 県報 1880 明 13 ３（県報・重複） ― ― 明治十三年分 本県丁号達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8356 S47.5.23 ③
表紙貼り紙「書 第二二五号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、虫損甚
だしい、裏表紙「県甲号布達（第一課）」の表紙を再利用

725 県報 1881 明 14 ５（県報） ― ― 明治十四年分 本県番外達報告綴込 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8357 S47.5.23 ―
表紙貼り紙に「書第二二九号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

〇

726 県報 1882 明 15 ２（県報・重複） ― ― 明治十五年分 本県乙号達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8358 S47.5.23 ③
表紙貼り紙「書 第二三一号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、虫損甚
だしい

727 県報 1882 明 15 ３（県報・重複） ― ― 明治十五年分 本県丁号達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8359 S47.5.23 ③
表紙貼り紙「書 第二三三号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、虫損甚
だしい、裏表紙「明治十五年　本県丁号達　庶務課」とあり

728 県報 1882 明 15 ６（県報） ― ― 明治十五年 本県戊号達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8360 S47.5.23 ③
表紙貼り紙剥落、表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那
地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、郡役所罫紙あり、
郡役所決裁文書を綴じる、虫損甚だしい

729 県報 1883 明 16 12（県報） ― ― 明治十六年自十八年至ﾙ 本県内号達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8361 S47.5.23 ③

表紙貼り紙に「書第二四四号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、裏表
紙「明治十六年自七月　長野勧業課広告　庶務掛」の表紙を再利
用

730 県報 1883 明 16 9（県報） ― ― 明治 自十六年 至十九年 本県内達・番外輸達・訓示・勧誘綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8362 S47.5.23 ③

表紙貼り紙「書 第二五四号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、表表紙「明
治十五年　本県番外報告綴込　庶務掛」の表紙を再利用、裏表紙
「明治十五年　本県正誤報告　下伊那郡役所（貼り紙「書第百六
十一号」）」を再利用

731 行政 1886 明 19 1B‒8 文書課関係 明治十六年十七年【～十九年】 甲号郡役所達 【下水内郡役所】庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8363 S47.5.23 ①
表紙、「～十九年」「下伊那郡役所」は後からの書入れ（ペン書き）、
表紙貼り紙「書 第二一四号□」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、虫損

〇

732 県報 1883 明 16 10（県報） ― ― 自明治十六年 至同十八年 本県達・訓令・訓示 庶務 下伊那 庶務 郡Ｃ 8364 S47.5.23 ①
表紙貼り紙に「書第三〇八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

733 県報 1883 明 16 ２（県報・重複） ― ― 明治十六年 本県乙号達 庶務掛 下伊那 庶務掛 郡Ｃ 8365 S47.5.23 ③
表紙貼り紙「書 第二三五号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、虫損甚
だしい

734 県報 1884 明 17 １（県報・重複） ― ― 明治十七年 本県甲号達 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8366 S47.5.23 ― 表紙貼り紙「書 第二三八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）

735 県報 1884 明 17 ６（県報・重複） ― ― 明治十七年 本県戊号達 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8367 S47.5.23 ―
表紙貼り紙「書 第二四〇号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、虫損甚
だしい

〇

736 県報 1885 明 18 １（県報・重複） ― ― 明治十八年 本県甲号達 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8368 S47.5.23 ― 表紙貼り紙「書 第二四一号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）

737 県報 1885 明 18 2‒1（県報・重複） ― ― 明治十八年 本県乙号達 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8369 S47.5.23 ―
表紙貼り紙に「書第二四二号壱」、表紙「甲」の朱書き、表紙見
返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」
の貼紙（印刷）あり

738 県報 1884 明 17 10（県報） ― ― 明治十六年□□ 同十九年 本県無号丙号達 郡長 下伊那 郡長 郡Ｃ 8370 S47.5.23 ③ 表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保
管転換」の貼紙（印刷）

739 県報 1885 明 18 2‒2（県報・重複） ― ― 明治十八年 本県乙号 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8371 S47.5.23 ― 表紙貼り紙に「書第二四二号弐」、表紙見返しに「昭和45年８月
１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

740 行政 1885 明 18 B‒22 庶務課関係 明治十八年 乙号 郡役所達 無号トモ 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8372 S47.5.23 ①④

表紙貼り紙「書 第二一六号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、虫損甚
だしい、裏表紙「十六年六月　布告布達配達残餘綴　庶務掛」の
表紙を再利用

〇

741 県報 1885 明 18 ５（県報・重複） ― ― 明治十八年 本県戊号達 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8373 S47.5.23 ― 表紙貼り紙「書 第二四三号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）

742 県報 1886 明 19 １（県報・重複） ― ― 明治十九年 本県甲号達 庶務掛 下伊那 第一課庶務 郡Ｃ 8374 S47.5.23 ― 表紙貼り紙剥落、表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那
地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり 〇

743 県報 1886 明 19 12（県報） ― ― 明治十九年七月ヨリ 県令甲号達 庶務係 下伊那 庶務係 郡Ｃ 8375 S47.5.23 ― 表紙貼り紙に「書第二四五号壱」、表紙見返しに「昭和45年８月
１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

744 県報 1886 明 19 2‒2（県報・重複） ― ― 明治十九年 県令乙号達 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8376 S47.5.23 ― 表紙貼り紙に「書第二四六号弐」、表紙見返しに「昭和45年８月
１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

745 県報 1886 明 19 2‒1（県報・重複） ― ― 明治十九年 本県乙号達 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8377 S47.5.23 ― 表紙貼り紙に「書第二四六号壱」、表紙見返しに「昭和45年８月
１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

746 県報 1886 明 19 ５（県報・重複） ― ― 明治十九年 本県戊号綴 庶務掛 下伊那 第一課庶務 郡Ｃ 8378 S47.5.23 ― 表紙貼り紙に「書第二四八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり 〇

747 県報 1886 明 19 13（県報） ― ― 明治十九年 本県達・訓令・訓示 庶務 下伊那 庶務 郡Ｃ 8379 S47.5.23 ①②③
表紙貼り紙に「書第三〇七号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、
索引（郡役所罫紙）あり

748 県報 1886 明 19 ８（県報・重複） ― ― 明治十九年従八月 本県訓令 第一課庶務 下伊那 第一課庶務 郡Ｃ 8380 S47.5.23 ― 表紙貼り紙に「書第二四六号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

749 県報 1886 明 19 ９（県報・重複） ― ― 明治十九年七月 本県告示号 庶務係 下伊那 第一課庶務 郡Ｃ 8381 S47.5.23 ― 表紙貼り紙に「書第二四七号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

750 県報 1887 明 20 １（県報・重複） ― ― 明治二十年従一月 県令綴込 第一課庶務 下伊那 第一課庶務 郡Ｃ 8382 S47.5.23 ②

表紙貼り紙「書 第二五一号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり、裏表紙「明治二十年従一月　県令甲号達綴　庶
務掛」とあり

751 県報 1887 明 20 ３（県報・重複） ― ― 明治二十年従一月 本県告示綴 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8383 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙「書 第二七二号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）
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752 県報 1887 明 20 ６（県報） ― ― □□年ヨリ □□年マテ 本県告諭 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8384 S47.5.23 ③
表紙貼り紙「書 第二七二号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

〇

753 県報 1887 明 20 ８（県報） ― ― 明治二十年ヨリ 同廿六年二
月十四日迄 本県達号無綴込 第一課庶務 下伊那 第一課庶務 郡Ｃ 8384 S47.5.23 ―

表紙貼り紙「書 第二九九号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

〇

754 県報 1887 明 20 ７（県報） ― ― 明治廿年 本県達・訓令・訓示 庶務 下伊那 庶務 郡Ｃ 8385 S47.5.23 ②③
表紙貼り紙「書 第三〇八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

755 県報 1887 明 20 ２（県報・重複） ― ― 明治二十年一月 本県訓令綴 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8386 S47.5.23 ②
表紙貼り紙「書 第二五三号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

756 県報 1888 明 21 ２（県報・重複） ― ― 明治二十一年一月ヨリ 本県訓令綴込 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8387 S47.5.23 ②③
表紙貼り紙「書 第二五六号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

757 県報 1888 明 21 １（県報・重複） ― ― 明治二十一年従一月 本県県令綴込 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8388 S47.5.23 ―
表紙貼り紙「書 第□□四号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

758 県報 1888 明 21 ４（県報・重複） ― ― 明治二十一年自一月 本県告示綴込 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8389 S47.5.23 ②③
表紙貼り紙「書 第二五五号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

759 県報 1889 明 22 １（県報・重複） ― ― 明治廿二年自一月 本県県令綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8390 S47.5.23 ②③ 表紙貼り紙「書 第二五八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）

760 県報 1889 明 22 ２（県報・重複） ― ― 明治廿二年一月ヨリ 本県訓令綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8391 S47.5.23 ②③ 表紙貼り紙「書 第二六〇号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）

761 県報 1889 明 22 ４（県報・重複） ― ― 明治廿二年自一月 本県告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8392 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙「書 第二五八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）

762 県報 1889 明 22 ８（県報） ― ― 自明治廿二年 至同廿六年 現行長野県内君内達類聚 ナシ 下伊那 その他 8393 S47.5.23 ― 表紙貼り紙「書 第三二七号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷） 〇

763 県報 1890 明 23 １（県報・重複） ― ― 明治廿三年自一月 本県県令綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8394 S47.5.23 ②③
表紙貼り紙「書 第二六一号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

764 県報 1890 明 23 ２（県報・重複） ― ― 明治廿三年自一月 訓令綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8395 S47.5.23 ②③
表紙貼り紙「書 第二六九号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

765 県報 1890 明 23 ５（県報・重複） ― ― 明治廿三年自一月 告示綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8396 S47.5.23 ②③
表紙貼り紙「書 第二六二号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

766 県報 1891 明 24 ２（県報・重複） ― ― 明治廿四年一月 本県訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8397 S47.5.23 ③
表紙貼り紙「書 第二六四号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

767 県報 1891 明 24 ５（県報・重複） ― ― 明治廿四年一月ヨリ 本県告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8398 S47.5.23 ①②③
表紙貼り紙「書 第二六五号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

768 県報 1891 明 24 １（県報・重複） ― ― 明治廿四年一月ヨリ 本県県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8399 S47.5.23 ③
表紙貼り紙「書 第二六三号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

769 県報 1892 明 25 １（県報・重複） ― ― 明治廿五年 本県県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8400 S47.5.23 ①②③
表紙貼り紙「書 第二六六号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

770 県報 1892 明 25 ２（県報・重複） ― ― 明治廿五年 本県訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8401 S47.5.23 ③
表紙貼り紙「書 第二九七号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

771 県報 1892 明 25 ７（県報） ― ― 明治廿五年一月ヨリ 本県達・訓令・訓示・無号綴 第一課文書 下伊那 郡Ｃ 8402 S47.5.23 ①②

表紙貼り紙「書第三二二号」、索引あり（郡役所罫紙）、表紙見返
しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」
の貼紙（印刷）あり、裏表紙「明治24年１月ヨリ 本県達・訓令・
訓示・無号綴　第一課文書」の表紙を再利用

772 県報 1892 明 25 ５（県報・重複） ― ― 明治廿五年 本県告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8403 S47.5.23 ②③
表紙貼り紙「書 第二六七号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

773 県報 1893 明 26 １（県報・重複） ― ― 明治二十六年 本県県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8404 S47.5.23 ①②③
表紙貼り紙「書 第二六八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

774 県報 1893 明 26 ２（県報・重複） ― ― 明治二十六年 本県訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8405 S47.5.23 ①②③
表紙貼り紙「書 第二七〇号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

775 県報 1893 明 26 ５（県報・重複） ― ― 明治二十六年 本県告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8406 S47.5.23 ②③
表紙貼りに「書第二七一号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

776 県報 1893 明 26 3‒4（県報・重複） ― ― 明治二十六年 本県達・訓令・訓示・無号綴（明治25年１月ヨリ） 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8407 S47.5.23 ①②③
表紙貼り紙なし（剥落か）、表紙見返しに「昭和45年８月１日長
野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

777 県報 1894 明 27 １（県報・重複） ― ― 明治廿七年 本県県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8408 S47.5.23 ①②③
表紙貼り「書第二七三号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日長
野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

778 県報 1894 明 27 ２（県報・重複） ― ― 明治廿七年 訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8409 S47.5.23 ②③
表紙貼り紙剥落・その下に「其二」の朱書き、表紙見返しに「昭
和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印
刷）

779 県報 1894 明 27 3‒4（県報・重複） ― ― 明治廿七年ヨリ同廿八年 本県達・訓令・訓示・無号綴 ナシ 下伊那 その他 8410 S47.5.23 ①②③
表紙貼り紙「書 第三三四号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり

780 県報 1894 明 27 ５（県報・重複） ― ― 明治廿七年 本県告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8411 S47.5.23 ①②③ 表紙貼り紙「書 第二七五号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引あり

781 県報 1895 明 28 １（県報・重複） ― ― 明治廿八年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8412 S47.5.23 ②③ 表紙貼り紙「書 第二七六号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引あり

782 県報 1895 明 28 ５（県報・重複） ― ― 明治廿八年 本県告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8413 S47.5.23 ②③ 表紙貼り紙「書 第二七八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引あり

783 県報 1895 明 28 ２（県報・重複） ― ― 明治廿八年 本県訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8414 S47.5.23 ②③ 表紙貼り紙「書 第二七七号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）

784 県報 1896 明 29 １（県報・重複） ― ― 明治廿九年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8415 S47.5.23 ①②③
索引あり、表紙貼り紙に「書第二七八号」、「甲号」の書入れ（ペ
ン書き）、表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事
務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、索引あり

785 県報 1896 明 29 ７（県報） ― ― 明治廿九年 訓令・内訓 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8416 S47.5.23 ①③ 索引あり、表紙貼り紙破れ、表紙見返しに「昭和45年８月１日長
野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり 〇

786 県報 1896 明 29 ６（県報） ― ― 明治廿九年 告諭・告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8417 S47.5.23 ①③
索引あり、表紙貼り紙に「書第二八〇号」、表紙見返しに「昭和
45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印
刷）あり、索引あり

787 県報 1896 明 29 ３（県報・重複） ― ― 明治廿九年 【甲号】達綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8418 S47.5.23 ①②③
索引あり、表紙貼り紙に「書第三二五号」、「甲号」はペン書き、
表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保
管転換」の貼紙（印刷）あり、索引あり
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788 県報 1897 明 30 １（県報） ― ― 明治三十年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8419 S47.5.23 ①②③
表紙貼り紙「書第三二六号」、索引あり、表紙見返しに「昭和45
年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）
あり

789 県報 1897 明 30 ３（県報・重複） ― ― 明治三十年 告示・告諭 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8420 S47.5.23 ①②③
索引あり、表紙貼り紙に「書第三二九号」、「甲号」の書入れ（ペ
ン書き）、表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事
務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、索引あり

790 県報 1897 明 30 ２（県報・重複） ― ― 明治三十年 訓令・内訓綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8421 S47.5.23 ①②③
表紙貼り紙「書第五二八号」、索引（郡役所罫紙）あり、表紙見
返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」
の貼紙（印刷）あり

791 県報 1897 明 30 ７（県報・重複） ― ― 明治三十年 【甲号】達綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8422 S47.5.23 ①②③
索引あり、表紙貼り紙に「書第三四四号」、「甲号」はペン書き、
表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保
管転換」の貼紙（印刷）あり、索引あり

792 県報 1898 明 31 ４（県報・重複） ― ― 明治卅年八月【十七日ヨリ十
二月マテ】 本県訓令・内訓綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8424 S47.5.23 ②③ 表紙貼り紙に「書第三五三号」、表紙見返しに「昭和45年８月１

日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

793 県報 1898 明 31 ５（県報） ― ― 明治三十年八月ヨリ 三十一
年十二月マテ 県報 下伊那 郡Ｃ 8424 S47.5.23 ③

表紙に貼紙「書第三五五号」・「回覧外　本綴中欠号ハ各主任ニ渡
セシ分ナリ」の朱書き、表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県
下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

794 県報 1898 明 31 １（県報・重複） ― ― 自明治三十一年一月 至同年
十二月丗日 県報 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8425 S47.5.23 ②③

表紙貼り紙に「書第□□四号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、
索引（郡役所罫紙）あり

795 県報 1898 明 31 ２（県報・重複） ― ― 自明治三十一年 至同三十四
年 本県訓令・内訓綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8426 S47.5.23 ①②③

表紙貼り紙に「書第四五六号」、「甲号」の書入れ（ペン書き）、
表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保
管転換」の貼紙（印刷）あり、索引（郡役所罫紙）あり

796 県報 1899 明 32 ２（県報・重複） ― ― 明治三十二年 県報・訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8427 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第三六四号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

797 県報 1899 明 32 ５（県報） ― ― 明治三十二年 本県辞令正誤彙報綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8428 S47.5.23 ③
県報、表紙「書第三六六号」の貼紙、表紙見返しに「昭和45年８
月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あ
り

798 県報 1899 明 32 ６（県報） ― ― 自明治三十二年一月 至明治
三十二年十二月 県報目録 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8429 S47.5.23 ③

県報、表紙「書第四二〇号」の貼紙、表紙見返しに「昭和45年８
月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あ
り

799 県報 1899 明 32 ７（県報） ― ― 【明治三十二年】 県報綴 ナシ 下伊那 その他 8430 S47.5.23 ―
県報、表紙「明治三十二年」は後からの書入れ（ペン書き）、表
紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保管
転換」の貼紙（印刷）あり

800 県報 1899 明 32 ３（県報・重複） ― ― 明治三十二年 本県告示・諭 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8431 S47.5.23 ③
表紙貼り紙に「書第三六五号」、「（諭）ハ別綴トス」の朱書き、
表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保
管転換」の貼紙（印刷）あり

801 県報 1900 明 33 １（県報・重複） ― ― 明治三十三年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8432 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第三七八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

802 県報 1900 明 33 ３（県報・重複） ― ― 明治三十三年 訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8433 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第三七九号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

803 県報 1900 明 33 ２（県報・重複） ― ― 明治三十三年 告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8434 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第三八〇号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

804 県報 1900 明 33 ４（県報・重複） ― ― 明治三十三年 辞令彙報正誤綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8435 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第三八二号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

805 県報 1901 明 34 ３（県報・重複） ― ― 明治三十四年 訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8436 S47.5.23 ③
表紙貼り紙に「書第四一六号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、
識別番号重複

806 県報 1901 明 34 ３（県報・重複） ― ― 明治三十四年 告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8437 S47.5.23 ③
表紙貼り紙に「書第四一七号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、
識別番号重複

807 県報 1901 明 34 ５（県報） ― ― 自明治三十四年三月 至同三
十六年一月【至同丗六年一月】 【土木関係】本県訓令及告示綴 土木係 下伊那 土木 郡Ｃ 8438 S47.5.23 ①

表紙「土木関係 至同丗六年一月」の書入れ（ペン書き）、索引（郡
役所罫紙）あり、表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那
地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、下伊那郡告示を
綴じる

808 県報 1902 明 35 １（県報・重複） ― ― 明治三十五年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8439 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四一九号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

809 県報 1902 明 35 ２（県報・重複） ― ― 明治三十五年 訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8440 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四二二号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

810 県報 1902 明 35 ４（県報・重複） ― ― 明治三十五年 彙報正誤・辞令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8441 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第五三二号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

811 県報 1903 明 36 ４（県報） ― ― 明治三十六年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8442 S47.5.23 ③ 表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保
管転換」の貼紙（印刷）あり

812 県報 1903 明 36 ５（県報） ― ― 自明治三十六年 明治三十八
年 至四十四年 本県訓令・内訓 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8443 S47.5.23 ①②③

表紙貼り紙に「書第四五七号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、
索引（郡役所罫紙）あり、表紙「明治三十八年」を朱線で抹消、
「三十四年訓令第四百二号同綴」の朱書き

813 県報 1903 明 36 ２（県報・重複） ― ― 明治三十六年 告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8444 S47.5.23 ①②③ 表紙貼り紙に「書第四二五号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

814 県報 1903 明 36 ３（県報・重複） ― ― 明治三十六年 彙報正誤・辞令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8445 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第五三三号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

815 県報 1904 明 37 １（県報・重複） ― ― 明治三十七年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8446 S47.5.23 ①②③ 表紙貼り紙に「書第四二七号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

816 県報 1904 明 37 ２（県報・重複） ― ― 明治三十七年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8447 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四二八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

817 県報 1904 明 37 ３（県報・重複） ― ― 明治三十七年 告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8448 S47.5.23 ①②③ 表紙貼り紙に「書第四二九号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

818 県報 1904 明 37 ４（県報・重複） ― ― 明治三十七年 彙報正誤・辞令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8449 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四三八号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

819 県報 1905 明 38 ５（県報） ― ― 明治三十八年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8450 S47.5.23 ①②③ 表紙貼り紙に「書第四三二号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

820 県報 1905 明 38 ４（県報・重複） ― ― 明治三十八年 褒賞・告示綴 【壱】 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8451 S47.5.23 ②③
表紙貼り紙なし、「壱」は朱書き、表紙見返しに「昭和45年８月
１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、
裏表紙「褒賞」とあり、識別番号重複

821 県報 1905 明 38 ４（県報・重複） ― ― 明治三十八年 褒賞 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8452 S47.5.23 ②③ 表紙貼り紙なし、表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那
地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、識別番号重複

822 県報 1906 明 39 ３（県報・重複） ― ― 明治三十九年 告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8453 S47.5.23 ②③ 表紙貼り紙に「書第四三六号」
823 県報 1906 明 39 ４（県報・重複） ― ― 明治三十九年 辞令・正誤・公告 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8454 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四三七号」

824 県報 1907 明 40 ４（県報・重複） ― ― 明治四十年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8455 S47.5.23 ②③ 表紙貼り紙に「書第四三九号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

825 県報 1907 明 40 ５（県報・重複） ― ― 明治四十年 訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8456 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四三八号」

826 県報 1907 明 40 ２（県報・重複） ― ― 明治四十年 告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8457 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四四一号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

827 県報 1907 明 40 ３（県報・重複） ― ― 明治四十年 辞令・彙報 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8458 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四四七号」

828 県報 1908 明 41 ５（県報） ― ― 明治四十一年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8459 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四四四号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

829 県報 1908 明 41 ２（県報・重複） ― ― 明治四十一年 告示 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8460 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四四三号」

830 県報 1908 明 41 ３（県報・重複） ― ― 明治四十一年 辞令彙報正誤 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8461 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四四六号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり
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831 県報 1907 明 40 １（県報・重複） ― ― 県令 下伊那 郡Ｃ 8462 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四四九号」
832 県報 1909 明 42 １（県報・重複） ― ― 明治四十二年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8462 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四四九号」

833 県報 1909 明 42 4‒5（県報・重複） ― ― 明治四十二年 県告諭・辞令・彙報 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8463 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四五一号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

834 県報 1910 明 43 ４（県報） ― ― 明治四十三年 県令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8464 S47.5.23 ②③ 表紙貼り紙に「書第四五三号」

835 県報 1910 明 43 2‒1（県報・重複） ― ― 明治四十三年 告示　甲 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8465 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四五五号」、裏表紙「明治三十九年　当庁令
達綴　下伊那郡役所」の表紙を再利用

836 県報 1910 明 43 ２（県報・重複） ― ― 明治四十三年 告示　乙 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8466 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第四五五号ノ二」

837 県報 1911 明 44 ５（県報） ― ― 明治四十四年 訓令 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8467 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第五四九号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

838 県報 1911 明 44 2‒1（県報・重複） ― ― 明治四十四年 告示　甲 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8468 S47.5.23 ③
表紙貼り紙に「書第五五三号ノ一」、表紙見返しに「昭和45年８
月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あ
り

839 県報 1911 明 44 2‒2（県報・重複） ― ― 明治四十四年 告示　乙 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8469 S47.5.23 ③
表紙貼り紙に「書第五五三号ノ二」、表紙見返しに「昭和45年８
月１日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あ
り

840 県報 1911 明 44 ３（県報・重複） ― ― 明治四十四年 辞令・彙報 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8470 S47.5.23 ③ 表紙貼り紙に「書第五五〇号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり

841 県報 1912 明 45 ４（県報） ― ― 明治四十五年 告諭・彙報・叙任 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8471 S47.5.23 ③ 表紙見返しに「昭和45年８月１日長野県下伊那地方事務所より保
管転換」の貼紙（印刷）あり

842 行政 1922 大 11 2A‒31 内務部 地方課関係 自大正二年 至【大正十一年】 本県令達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8472 S47.5.23 ①②③ 表紙内側に「昭和45年８月１日長野県下伊那郡地方事務所より保
管転換」の貼紙 〇

843 行政 1886 明 19 1B‒9 文書課関係 明治十九年 下伊那郡役所乙号達 無号トモ 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8473 S47.5.23 ①
表紙「書 第二一七号」の貼紙、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、虫損
甚だしい

〇 〇

844 行政 1892 明 25 2B‒18 内務部 第２課（農商・土木）関係 明治二十五年 鉄道一件 農商係 下伊那 農商 郡Ｃ 8474 S47.5.25 ①② 表紙貼紙「農第弐弐〇号」、朱書き「永年」、裏表紙「明治十四年
十一月 乙件名簿 第一課文書」を再利用 〇 〇 〇

845 県報 1879 明 12 ６（県報） ― ― 自明治十二年 至同二十四年 県令・知事諸達 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8475 S47.5.23 ①③
表紙貼り紙に「文第一四七号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）あり、
裏表紙「明治十九年十月　県知事ヨリ諸達綴　郡長」を再利用

846 県報 1883 明 16 11（県報） ― ― 明治十六年ヨリ【 〃 二十年
マデ】 本県内達・内訓綴 庶務係 下伊那 庶務係 郡Ｃ 8476 S47.5.23 ①②

表紙貼り紙に「書第三三一号」、表紙見返しに「昭和45年８月１
日長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、表紙「〃
二十年マデ」は後の書入れ（ペン書き）、

847 行政 1889 明 22 2A‒9 第1部 議事課関係 明治二十二年 町村条例 議事 下伊那 議事 郡Ｃ 8477 S47.5.25 ①②
表紙貼り紙「庶 第二四一号」、索引（郡役所罫紙）あり、裏表紙

「明治廿二年ヨリ同年十二年迄　町村条例許可伺　下伊那郡役所」
の表紙を再利用

〇 〇 〇

848 行政 1889 明 22 2E‒26 庶務課関係 明治二十二年 新町村組織一件 庶務 下伊那 庶務 郡Ｃ 8478 S47.5.25 ①② 索引（郡役所罫紙）あり、表紙貼紙「庶第二三九号」、裏表紙「明
治二十一年師団補充五種兵名簿 下伊那郡役所」を再利用 〇 〇 〇

849 行政 1890 明 23 2A‒18 内務部 第１課（庶務・議事）関係 明治廿三年 町村条例 議事 下伊那 議事 郡Ｃ 8479 S47.5.25 ①② 表紙貼紙「庶第二七一号」 〇 〇 〇
850 行政 1891 明 24 2A‒10 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治廿四年 町村条例 ナシ 下伊那 その他 8480 S47.5.25 ①② 表紙貼紙「議第292号」 〇 〇 〇
851 行政 1891 明 24 2A‒9 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治廿四年 下伊那郡全部町村組合一件 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8481 S47.5.25 ①② 表紙貼紙「議第七六号」 〇 〇
852 行政 1891 明 24 2A‒11 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治廿四年 郡制一件 議事掛 下伊那 議事 郡Ｃ 8482 S47.5.25 ①② 表紙貼紙「議第七八号」 〇 〇 〇

853 県報 1891 明 24 ７（県報） ― ― 明治廿四年一月ヨリ十二月ニ
至ル 本県達・訓令・無号綴 第一課文書 下伊那 第一課文書

（学務） 郡Ｃ 8483 S47.5.23 ②

表紙貼り紙「書 第三二〇号」、表紙見返しに「昭和45年８月１日
長野県下伊那地方事務所より保管転換」の貼紙（印刷）、索引（郡
役所罫紙）あり、裏表紙「就学猶予願綴込　第一課学務」を綴じ
込む

854 行政 1892 明 25 2A‒17 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治二十五年 町村条例 庶務掛 下伊那 庶務 郡Ｃ 8484 S47.5.25 ①② 表紙貼紙「庶第三九三号」 〇 〇 〇
855 行政 1893 明 26 2A‒17 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治二十五年 同二十六年 下伊那郡全部町村組合会一件 議事掛 下伊那 議事 郡Ｃ 8485 S47.5.25 ①② 表紙貼紙「議第九八号」 〇 〇 〇
856 行政 1894 明 27 2A‒15 内務部 第１課（庶務・会議）関係 明治二十七年 【〔下伊那〕】郡会一件 議事 下伊那 議事 郡Ｃ 8486 S47.5.25 ①② 表紙貼り紙「議　第壱〇七号」 〇 〇 〇

857 行政 1921 大 10 2A‒36 内務部 地方課関係 【自明治三十七年 至大正十年】 【下伊那郡選出各種】議員名簿 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8487 S47.5.25 ①③ 表紙「自明治三十七年 至大正十年」「下伊那郡選出各種」は別筆
（ペン） 〇 〇 〇 目録では年不詳

858 行政 1910 明 43 2A‒13 内務部 地方課（議事・庶務）関係 自明治三十七年 至同四十三
年 成例綴 【下】伊那郡役所 下伊那 庶務 郡Ｂ 8488 S47.5.25 ①②③ 表紙貼り紙「庶第四六二号」、索引（郡役所罫紙）あり 〇 〇 〇

859 行政 1890 明 23 2B‒26 内務部 第２課（農商・土木）関係 明治廿三年 官有原野社地調 地理掛 下伊那 地理 郡Ｃ 8489 S47.5.25 ② 表紙貼紙「庶第三七号」、「永」の朱書き 〇 〇 〇
860 行政 1893 明 26 2B‒18 内務部 第２課（農商・土木）関係 明治廿六年 官有地一件 下伊那郡役所 下伊那 地理 郡Ｂ 8490 S47.5.25 ①② 表紙貼り紙「地　第四〇号」、朱書「永」 〇 〇 〇

861 行政 1905 明 38 4‒9 内務部 第３部（農商・林野）関係 明治三十八年度 蚕病予防費予算簿（下伊那蚕病予防事務所） 下伊那蚕病予防事務所 下伊那 下伊那蚕病
予防事務所 その他 8491 S47.5.25 ①③ 索引（下伊那蚕病予防事務所の罫紙）あり 〇

862 行政 1906 明 39 4‒5 内務部 第３部（農商・林野）関係 明治三十九年調製 山野争論ニ関スル裁許状 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8492 S47.5.25 ③ 表紙貼紙「一四」、朱書き「永年」 〇 〇 〇

863 行政 1910 明 43 2E‒4 内務部 農商課関係 明治四十三年 【下伊那女子蚕業】講習所入所願綴 下伊那蚕病予防事務所 下伊那 下伊那蚕病
予防事務所 その他 8493 S47.5.25 ③

以下の簿冊をまとめて綴じる。明治44年 分析原簿、明治44年 女
子蚕業講習生名簿、明治44年 第四回長野県女子蚕業講習生名簿、
明治44年 （ホ）液分析名簿、明治44年 フォルマリン分析書、明
治44年 出張報告、第三回蚕業講習書類綴、明治43年 第四回女子
蚕業講習所書類綴（自一月十日至三月廿日）、女子養蚕講習所入
所願、

〇 〇

864 行政 1910 明 43 2B‒17 内務部 土木課関係 自明治四十二年 至同四十三
年 水利組合一件 下伊那郡役所 下伊那 庶務 郡Ｂ 8494 S47.5.25 ①②③ 表紙貼り紙「庶第四六五号」 〇 〇 〇 目録には明治44年以降あり

865 行政 1912 大 １ 2E‒2 内務部 農商課関係 大正元年度 女子蚕業講習書類 蚕業取締所下伊那支所
蚕業取締
所下伊那
支所

郡Ｃ 8495 S47.5.25 ―

以下の簿冊をまとめて綴じる。明治45年度 収受発簿（長野県蚕
業取締所下伊那支所 泰阜出張所）、明治45年度 受付簿（旦会出
張所）、明治45年度 命令簿（主事）、明治45年３月 修了生名簿（第
五回長野県女子蚕業講習所）、明治45年度 発送件名簿

〇 〇

866 行政 1921 大 10 2A‒37‒3 内務部 地方課関係 大正十年度 郡費領収書 六冊ノ内其三 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8496 S47.5.25 ①③ 〇 〇 〇 目録では大正１年

867 行政 1926 大 15 2B‒33 内務部 地方課関係 大正十一年【ヨリ ～十五年
マデ】 郡告示・訓令・内訓・郡達綴 下伊那郡役所 下伊那 郡Ｂ 8497 S47.5.25 ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「ヨリ ～十五年ﾏﾃﾞ」の書入れは

ペン書き 〇 〇 〇

868 行政 1904 明 37 2E‒4 内務部 第４課（農商）関係 明治三十七年度 蚕種検査台帳【全四冊之内第三冊 二化性第一化期不
越年種 全一冊】 【上高井】蚕種検査所

長野県蚕
種検査所
上高井支
所

その他 8520 S49.5.22 ①② 表紙「十年保存」「第一種永久保存」の朱書き、「第一種永久保存」
印 〇

869 行政 1909 明 42 2E‒5 内務部 農商課関係 明治四十二年度 一化性 蚕種検査台帳　下 上高井蚕病予防事務所 上高井 上高井蚕病
予防事務所 その他 8522 S49.5.22 ①③ 上高井郡役所か、表紙「第一種保存」の印、「第一種永久」の朱

書き（赤ペンか）、「十年保存」の朱書き（抹消線あり） 〇

870 行政 1912 大 １ 2F‒6 内務部 林務課関係 明治四十五年度 大正元年度 定期報告綴 長野県蚕業取締所上高井支所

長野県蚕
業取締所
上高井支
所

その他 8523 S49.5.22 表紙「第一種永久保存」印

871 行政 1914 大 ３ 2E‒15 内務部 農商課関係 大正三年度 二元性二化蚕種検査台帳 長野県蚕業取締所上高井支所
蚕業取締
所上高井
支所

その他 8540 S50.11.25 ①③

郡役所文書の可能性、表紙に「第一種永久保存」印、「永久保存」
の朱書き、「大正三年度　二元性一化越年種蚕種検査台帳（長野
県蚕業取締所上高井支所）」（表紙に「第一種永久保存」印、「永
久保存」の朱書き）を綴じ込む

〇

872 行政 1915 大 ４ 2A‒16 内務部 地方課関係 大正四年度 県税外諸収入調定金補助簿 長野県蚕業取締所上高井支所

長野県蚕
業取締所
上高井支
所

その他 8542 S50.11.25 郡役所文書の可能性、表紙「第一種永久保存」印、「永久保存」
の朱書き 〇

873 行政 1917 大 ６ 2E‒8 内務部 農商課関係 大正六年 蚕種検査台帳 二元性一化不越年 長野県蚕業取締所上高井支所
蚕業取締
所上高井
支所

その他 8543 S50.11.25 ③ 「二元性一化不越年」は朱書き、表紙に「第一種永久保存」印 〇

874 行政 1923 大 12 2F‒10‒6 内務部 農務課関係 大正十二年一月根基【昭和六
年】 農会会則綴（附諸規程） 上高井郡役所 上高井 農商 郡Ｂ 8568 ― ①②③ 〇 表紙、「　月　日引継受」の印、「昭和六年」は鉛筆書き 〇

875 行政 1922 大 11 2G‒22 内務部 農商課関係 自明治四十三年 至大正十一
年 農商規格書類 諏訪郡役所 諏訪 農工商 郡Ｂ 8569 ― ①②③ 〇

索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「種別　第一種　棚別　第　番
　保存年限　永年」（「第一種」と「永」は朱書き）、「大正拾五年
六月引合済」印、書類に「完結」印

〇 〇 永年、目録では年次なし・１
冊
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876 行政 1920 大 ９ 2E‒18 内務部 農商課関係 大正九年一月 農工商成例綴（軍需工業動員） 南佐久郡役所 南佐久 兵事 郡Ｂ 8571 ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「一種」の朱書き 〇

877 行政 1913 大 ２ 2E‒2 内務部 農商課関係 大正弐年度 蚕業取締費所属物品購入簿 長野県蚕業取締所上高井支所
蚕業取締
所上高井
支所

その他 8572 ― ― 郡役所文書の可能性、表紙「第一種永久保存」印、「第壱種」印（紫
色）、朱書き「永久保存」 〇

878 行政 1920 大 ９ 2C‒51 内務部 学務課関係 自大正四年 至大正九年 実業学校・補習学校ニ関スル重要書類 北佐久郡役所 北佐久 学務 郡Ｂ 8644 ― ①②③ 〇
879 行政 1882 明 15 F‒7 学務課関係 明治十五年 六月 町村立小学校設立伺綴込 北佐久郡役所 北佐久 学務 郡Ｂ 8645 ― ①②③ 表紙「乙」「39」「従廿一番学区 至□□番学区」の朱書き 〇
880 行政 1884 明 17 A‒38 官房 庶務課関係 地方課 明治十七年二月 郡下町村政表 北佐久郡役所 北佐久 郡Ｂ 8646 ― ③ 表紙、「76」の朱書き 〇
881 行政 1891 明 24 2C‒12 内務部 第３課（学務・戸籍・社寺）関係 明治廿余年 方言調書類 第壱課庶務 北佐久 一課庶務 郡Ｃ 8647 ― ①② 表紙貼り紙「番号 卅四 種別 一 保存期限 永年」 〇 〇

882 行政 1879 明 12 E‒4 官房 学務課関係 学務課 明治十二年 学校設立願留 北佐久郡廰学校懸 北佐久 学校懸 郡Ｄ 8648 ― ①②③ 表紙貼り紙「番号 三番　種別 壱 保存期限 永年」、[８」の朱書
き 〇

883 行政 1911 明 44 2C‒25 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 自明治四十三年 学事重要書類 北佐久郡役所 北佐久 学務 郡Ｂ 8649 ― ①②③ 表紙に「番号 第大四番 種別 第一種 保存年限 永年」

884 行政 1909 明 42 2C‒23 内務部 学務課（学務・社寺・兵務）関係 自明治卅八年 至明治四十二
年 実業学校設置関係書類 第壱課学務 北佐久 第一課学務 郡Ｃ 8650 ― ①②③

885 行政 1892 明 25 2C‒19 内務部 第３課（学務・戸籍・社寺）関係 明治廿五年四月 小学校設置ニ関スル書類 第一課学務 北佐久 一課学務 郡Ｃ 8651 ― ①② 表紙貼り紙「番号 二四番 種別 壱 保存期限 永年」、朱書「71」 〇

886 行政 1903 明 36 2C‒18 内務部 第３課（学務）関係 明治廿五年四月以降【至卅六
年】 学校建設伺綴込 第一課学務 北佐久 第一課学務 郡Ｃ 8652 ― ①②③

887 行政 1892 明 25 2C‒20 内務部 第３課（学務・戸籍・社寺）関係 明治廿五年 小学校設置ニ関スル件 学務【北佐久郡役所学務】 北佐久 学務 郡Ｃ 8653 ― ①② 表紙貼り紙「番号 二三番 種別 壱 保存期限 永年」、朱書「78」 〇

888 行政 1901 明 34 2C‒17 内務部 第３課（学務）関係 自明治三十二年 至同三十四
年 小学校校地校舎ニ関スル書類 北佐久郡役所 北佐久 郡Ｂ 8654 ― ①②③ 表紙に「番号　八三号　種別　第一種　保存期限　永年」 〇

889 行政 1894 明 27 2C‒14 内務部 第３課（学務・戸籍・社寺）関係 明治廿七年 小学校設置ニ関スル異動綴 第一課 北佐久 郡Ｃ 8655 ― ①② 表紙貼り紙「番号 三六番 種別 壱 保存期限 永年」 〇

890 行政 1911 明 44 2E‒5 内務部 農商課関係 ナシ 蚕業講習要綱 ナシ 上高井
長野県上高
井蚕病予防
事務所

その他 1564 S49.4.11 ④ 「S49.4.11 登録番号3160」を抹消、別に白い貼紙で登録年月日・
番号を付す

891 行政 1909 明 42 2E‒6 内務部 農商課関係 ナシ 蚕業講習要項 ナシ 下水内
長野県蚕業
取締所下水
内支所

その他 1953 S50.3.27 ④

下水内郡役所か、表紙に「長野県蚕業取締所下水内支所」印、「一
二ノ内一」「第十三號」の貼紙、表紙見返し受入れ番号「昭和
49.3.6　登録番号3023」とあるのを抹消、別に張り紙で「昭和
50.3.27 登録番号1953」とする、図書資料として登録されていた
痕跡あり

892 行政 1930 昭 ５ B‒12 内務部 農商課関係 【昭和六年】 北安曇郡農会々則 ナシ 北安曇 勧業 その他 175 S51 ①② 〇 表紙、「昭和六年」の鉛筆書き、もとの簿冊を分冊したものか

893 行政 1922 大 11 2G‒23 内務部 農商課関係 【昭和六年】 農会会則綴 東筑摩郡役所 東筑摩 郡Ｂ 211 S51 ①②③ 〇 表紙に「貼り紙「六」（朱書き）「昭和六年」は鉛筆書き、書類１
枚目に「昭和6/F/6」 〇 目録⑤は昭6-F-6として登録。

894 行政 1916 大 ５ 2A‒25 内務部 地方課関係 ナシ 【仁礼村】公有林野施業案 上高井郡役所 上高井 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 表紙に「参考」の朱書き、「仁礼村」は朱書き

895 行政 1918 大 ７ 2E‒7‒2 内務部 農商課関係 ― 米価暴騰ニ依ル政府外国米廉価売関係（４冊ノ内２） ― 上水内 ナシ ナシ ナシ ①② 表紙「第一種」の朱書き、表紙は通常の用紙と異なる（№267の
簿冊を４冊に分冊した後に付したもの） 〇

896 行政 1918 大 ７ 2E‒7‒3 内務部 農商課関係 ― 米価暴騰ニ依ル政府外国米廉価売関係（４冊ノ内３） ― 上水内 ナシ ナシ ナシ ①② 表紙「第一種」の朱書き、表紙は通常の用紙と異なる（№267の
簿冊を４冊に分冊した後に付したもの） 〇

897 行政 1918 大 ７ 2E‒7‒4 内務部 農商課関係 ― 米価暴騰ニ依ル政府外国米廉価売関係（４冊ノ内４） ― 上水内 ナシ ナシ ナシ ①② 表紙「第一種」の朱書き、表紙は通常の用紙と異なる（№267の
簿冊を４冊に分冊した後に付したもの） 〇

898 行政 1925 大 14 2A‒30 内務部 地方課関係 大正十三年 大正十四年度 上高井郡各町村一覧表綴 上高井郡役所 上高井 その他 ナシ ― ③ 町村一覧表の綴り。郡Ａタイプの貼紙あり

899 行政 1931 昭 ６ K‒1 内務部 地方課関係 大正十四年四月以降【昭和六
年】 自転車鑑札付簿 付替交付簿 小県郡役所 小県 郡Ｂ ナシ ― ③ 〇 表紙、「昭和六年」の鉛筆書き、「７月４日引継受」の印

900 追加 1891 明 24 2020/6 行政文書 2020年度移管公文書 自明治二十二年 至同廿余年 区会条例裁令書 南佐久郡役所 南佐久 郡Ｂ ナシ ― ③ 表紙に「永年保存」の朱書き、索引（郡役所罫紙）あり 〇
901 追加 1916 大 ５ 2017/167 行政文書 2017年度移管公文書 ナシ 県有不動産簿 上水内郡役所 下水内 郡Ｂ ナシ ― ③ 年は推定（編綴された文書の記載による）
902 追加 1926 大 15 2020/7 行政文書 2020年度移管公文書 ナシ 郡長 ナシ 南佐久 その他 ナシ ― ① 南佐久郡長及び郡視学の履歴簿。年（大14～15）・郡役所は推定

903 追加 1922 大 11 A‒4‒1 近現代史料 信濃海外協会史料 大正十一年四月 64 海外協会一件 下伊那郡役所海外協会 下伊那 信濃海外協
会 その他 ナシ ― ①②③

表紙「64」の書き込み、「大正11年４月 海外協会会計書類 下伊
那郡役所」、「大正14年４月 下伊那支部 信濃海外協会」、「大正13
年 収支回議簿 信濃海外協会下伊那郡支会」を綴じ込む

904 追加 1924 大 13 A‒8‒1 近現代史料 信濃海外協会史料 自大正十三年七月 61 公文編冊 信濃海外協会 南佐久
北佐久

信濃海外協
会 その他 ナシ ― ①②③

表紙記載は「信濃海外協会」。「大正14年４月 南佐久郡支部 信濃
海外協会」、「大正11年 会員名簿 信濃海外協会南佐久支部」、「自
大正11年４月 至大正13年３月 信濃海外協会書類 南佐久郡役所」、
「信濃海外協会書類　北佐久郡役所」を綴じ込む

905 追加 1925 大 14 A‒4‒3 近現代史料 信濃海外協会史料 大正十四年四月／大正十三年
十二月／大正十一年

65 大正十四年四月 松本市・北安曇・更級・埴科各支
部会員名簿（海外協会会員関係）、大正十三年十二月
　海外協会関係、大正十一年　海外協会会員名簿

信濃海外協会 南安曇 その他 ナシ ― ②

「大正14年４月 松本市支部 信濃海外協会」、「自大正13年12月 信
濃海外協会関係」（南安曇郡役所文書に該当）、「大正14年４月 北
安曇郡支部 信濃海外協会」、「会員名簿 信濃海外協会南安曇郡支
部」、「大正14年４月 更級郡支部 信濃海外協会」、「大正14年４月 
埴科郡支部 信濃海外協会」、「大正11年 海外協会会員名簿 埴科支
部」を綴じ込む

906 追加 1925 大 14 A‒4‒4 近現代史料 信濃海外協会史料 大正拾四年四月／大正十一年
62 大正十四年四月　小県・諏訪・東筑摩・西筑摩各
支部　大正十一年　会費送納ニ関スル書類・海外協会
ニ関スル書類

信濃海外協会 西筑摩
東筑摩

信濃海外協
会 その他 ナシ ― ①②

表紙記載は「信濃海外協会」。「大正14年４月 小県郡支部 信濃海
外協会」、「大正14年４月 諏訪郡支部 信濃海外協会」、「自大正11
年 至 会費送納ニ関スル件 信濃海外協会東筑摩郡支部」、「大正14
年４月 東筑摩郡支部 信濃海外協会」、「大正14年４月 西筑摩郡支
部 信濃海外協会」、「自大正11年 海外協会ニ関スル書類　海外協
会西筑摩支部」（西筑摩郡役所文書に該当、西筑摩郡役所罫紙の
索引を付す）、「自大正11年１月 至 雑件 信濃海外協会東筑摩郡支
部」（東筑摩郡役所文書に該当）

907 追加 1925 大 14 A‒4‒5 近現代史料 信濃海外協会史料 大正拾四年四月／大正十一年
度 63 上伊那郡　大正十一年度海外協会関係書類 信濃海外協会 上伊那 信濃海外協

会 その他 ナシ ― ①②③

表紙記載は「信濃海外協会」。「大正14年４月 上伊那郡支部 信濃
海外協会」、「大正11年 信濃海外協会会計簿 上伊那支部」、「会計
ニ関スル書類 信濃海外協会上伊那支部」、「大正11年度 海外協会
関係書類 上伊那支部」を綴じ込む

908 追加 1925 大 14 A‒7‒3 近現代史料 信濃海外協会史料 大正拾四年四月
66 大正十一年 会計書類・会計簿（上高井支部）、一
般事務書類綴、大正十四年四月 下高井・上水内・下
水内支部

信濃海外協会 上高井 信濃海外協
会 その他 ナシ ― ①②

「会計書類綴 信濃海外協会上高井支部」（上高井郡役所文書に該
当）、「会計簿　信濃海外協会上高井支部」（上高井郡役所文書の
可能性）、「一般事務書類綴 信濃海外協会上高井支部」（索引（郡
役所罫紙）あり、上高井郡役所文書に該当）、「大正拾四年四月　
下高井郡支部　信濃海外協会」、「大正拾四年四月 上水内郡支部
　信濃海外協会」、「大正拾四年四月 下水内郡支部　信濃海外協
会」を綴じ込む

909 追加 1926 大 15 A‒8‒2 近現代史料 信濃海外協会史料 自大正十一年 至同十五年五
月 71 公文編冊 信濃海外協会 北安曇 信濃海外協

会 その他 ナシ ― ①② 「信濃海外協会書類」（北安曇郡役所に該当）を綴じ込む

910 追加 1879 明 12 古19‒1 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治十二年十月 社寺所蔵宝物古器物古文書調、官社外大社古社並名山

巨刹設置文庫経蔵及ヒ儲書調 更級郡役所 更級 郡Ｂ ナシ ― ①③

911 追加 1879 明 12 古19‒6‒1 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 【十二年 十三年】 神社明細帳合併・移転・廃止ノ部【二冊ノ一】 ナシ 更級 その他 ナシ ― ① 郡役所の罫紙を利用。「二冊ノ一」は朱書き、「十二年 十三年」

は鉛筆書き

912 追加 1879 明 12 古19‒6‒2 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 【十二年 十三年】 神社明細帳合併・移転・廃止ノ部【二冊ノ二】 ナシ 更級 その他 ナシ ― ① 郡役所の罫紙を利用。「十二年 十三年」は鉛筆書き、「二冊ノ二」

は朱書き

913 追加 1879 明 12 古19‒10 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治十二年 郷社以下取調簿 更級郡役所 更級 郡Ｂ ナシ ― ①③ 表紙に「庶第拾六号ノ一」の朱書き 〇 永年保存

914 追加 1880 明 13 古19‒7 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 神社明細帳三冊ノ一 更級郡役所 更級 郡Ｂ ナシ ― ①③ 表紙に「庶第拾八号ノ一」「永年保存」（ペン書き）の朱書き、「記

帳済」印

915 追加 1880 明 13 古19‒8 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 神社明細帳三冊ノ二 更級郡役所 更級 郡Ｂ ナシ ― ①③ 表紙に「庶第拾八号ノ二」「永年保存」の朱書き、「記帳済」印

916 追加 1880 明 13 古19‒9 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 神社明細帳三冊ノ三 更級郡役所 更級 郡Ｂ ナシ ― ①③ 表紙に「庶第拾八号ノ一」「永年保存」（ペン書き）の朱書き、「記

帳済」印

917 追加 1880 明 13 古19‒3 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 寺院明細帳二冊之一 更級郡役所 更級 郡Ｂ ナシ ― ①③ 表紙に「庶第拾九号ノ一」「永年保存」（ペン書き）の朱書き、「記

帳済」印

918 追加 1880 明 13 古19‒4 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 寺院明細帳二冊之二 更級郡役所 更級 郡Ｂ ナシ ― ①③ 表紙に「庶第拾九号ノ二」「永年保存」（ペン書き）の朱書き、「記

帳済」印

919 追加 1880 明 13 古21‒24 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治十三年十二月 地理景況調 更級郡役所 更級 郡Ｂ ナシ ― ①③ 表紙に「庶第拾三号」の朱書き
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920 追加 1880 明 14 古20‒6 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 明治十四年学事年報及一郡統計表 更級郡役所 更級 郡Ｂ ナシ ― ③ 表紙に「永」

921 追加 1882 明 15 古20‒9 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治十五年 村立小学校設立伺 学務係 更級 学務 郡Ｃ ナシ ― ① 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永」の書き入れ（ペン書き）、

「学七号」の朱書き 〇 永年保存

922 追加 1882 明 15 古20‒4 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治十五年五月 郡内学区幅員町村人口調 学務係 更級 学務 郡Ｃ ナシ ― ① 表紙に「記帳」「当庁乙第弐号達」の朱書き 〇 永年保存

923 追加 1883 明 16 古9‒10‒2 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ― （明治16年）長野県職員録 ― 更級 その他 ナシ ― ① 表紙に更級郡役所内での回覧印あり

924 追加 1883 明 16 古20‒7 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治十六年七月 家塾寺子屋調 【学務】掛 更級 学務 郡Ｃ ナシ ― ①②③ 表紙に「永」の書き入れ（ペン書き）、「学第十号」の朱書き、「勧

業」を朱で「学務」に訂正 〇 永年保存

925 追加 1883 明 16 古20‒8 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治十六年四月 文部江木書記官巡視之節差出セル諸表 学務係 更級 学務 郡Ｃ ナシ ― ① 表紙に「永」の書き入れ（ペン書き）、「学九号」の朱書き 〇 永年保存

926 追加 1886 明 19 古9‒10‒1 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ― （明治19年）長野県職員録 ― 更級 その他 ナシ ― ① 表紙に更級郡役所内での回覧印あり

927 追加 1889 明 22 古9‒0‒31 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治廿二年八月 古文書取調関係書類 更級郡役所第一課 更級 一課 郡Ｄ ナシ ― ①②③ 表紙に「庶第壱号」の朱書き

928 追加 1889 明 22 古16‒10 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治廿二年ヨリ 渡舟船関係書類（明22～） 更級郡役所第一課 更級 一課 郡Ｄ ナシ ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「土木第五号」の朱書き 〇 目録に記載されるも抹消線と

ともに「ナシ」

929 追加 1890 明 23 古16‒9 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治廿三年 渡舟船関係書類 更級郡役所 更級 一課 郡Ｂ ナシ ― ①③ 表紙に「土木第壱号」の朱書き 〇 目録に記載されるも抹消線と

ともに「ナシ」

930 追加 1892 明 25 古20‒11 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 通明尋常小学校沿革史 ナシ 更級 その他 ナシ ― ④ 郡役所の収受文書、郡役所の割印あり

931 追加 1896 明 29 古9‒10‒3 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ― （明治29年）長野県職員録 ― 更級 その他 ナシ ― ①② 表紙に更級郡役所内での回覧印及び収受印あり

932 追加 1897 明 30 古19‒2 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治三十年 古社寺調 更級郡役所 更級 郡Ｂ ナシ ― ①③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年保存」の書き入れ、朱書

き「記帳」あり

933 追加 1901 明 34 古19‒11 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 明治三十四年 庶務関係書類　社寺明細帳異動 更級郡役所 更級 庶務 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 索引（郡役所罫紙）あり、表紙に「永年保存」の墨書、「記帳済」

印

934 追加 1908 明 41 古11‒4 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ― 下堰創設之動機 ― 更級 一課 ナシ ナシ ― ① 未編冊、郡役所内での回覧印あり

935 追加 1911 明 44 古8‒1 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ― 更級郡内各村天災・地変・土地・町村長名調 ― 更級 ナシ ナシ ― ② 未編冊、郡役所内での回覧印あり

936 追加 1911 明 44 古21‒25 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） 自明治四十四年 至明治 郡資料調査関係書類 更級郡役所 更級 庶務 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 郡役所の収受印あり

937 追加 1912 明 45 古20‒5 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ― 更級郡小学校明治初年戸倉村長調査 ― 更級 ナシ ナシ ― ①② 未編冊、郡役所の収受文書あり

938 追加 1912 大 1 古21‒27 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ― 小学校・村役場等より回答書類 ― 更級 ナシ ナシ ― ① 未編冊、郡役所での回議用紙あり

939 追加 1913 大 2 古8‒2 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ― 伝染病猖獗年月調査書 ― 更級 庶務 ナシ ナシ ― ① 未編冊

940 追加 ― ― ― 古21‒17 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 郡誌編纂資料地人文之部 ナシ 更級 その他 ナシ ― ④ 表紙に「永年保存」の朱書き、更級郡役所の印

941 追加 ― ― ― 古21‒18 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 郡誌編纂資料教育名勝旧跡部 ナシ 更級 その他 ナシ ― ④ 表紙に「永年保存」の朱書き、更級郡役所の印

942 追加 ― ― ― 古21‒26 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 郡誌編纂資料社寺ノ部 ナシ 更級 その他 ナシ ― ②④ 郡役所の収受印あり、表紙に「永年保存」の朱書き

943 追加 ― ― ― 古21‒19 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 更級郡町村誌五冊ノ内一 ナシ 更級 その他 ナシ ― ナシ 古21-23と一連の資料

944 追加 ― ― ― 古21‒20 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 更級郡町村誌五冊ノ内二 ナシ 更級 その他 ナシ ― ナシ 古21-23と一連の資料

945 追加 ― ― ― 古21‒21 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 更級郡町村誌五冊ノ内三 ナシ 更級 その他 ナシ ― ナシ 古21-23と一連の資料

946 追加 ― ― ― 古21‒22 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 更級郡町村誌五冊ノ内四 ナシ 更級 その他 ナシ ― ナシ 古21-23と一連の資料

947 追加 ― ― ― 古21‒23 古文書 高橋伝造収集文書（県立長野図書
館移管文書） ナシ 更級郡町村誌五冊ノ内五 ナシ 更級 その他 ナシ ― ① 郡役所での回議印あり

948 収集 1891 明 24 古0‒99‒3‒11 古文書 2016年度購入史料 自廿一年 至廿四年 分合村改称役場位置ニ関スル書類 南安曇郡役所 南安曇 庶務 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 表紙に「永年」の朱書き

949 収集 1919 大 ８ 未公開 行政文書 2021年度購入史料 ナシ 鳴岩貯水池関係書類 ナシ 諏訪 土木 その他 ナシ ― ①② 表紙「土木　第　番　永年保存」の印・朱書き、「大正拾五年六
月引合済」印 〇 目録では大正４年１冊

950 収集 1919 大 ８ 未公開 行政文書 2021年度購入史料 大正八年 道路法施行関係書類綴 下高井郡役所 下高井 土木 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 〇 表紙「文書目録登記済」印（いずれも赤線で囲まれたタイプのも
の）、索引（郡役所罫紙）あり 〇

951 収集 1920 大 ９ 未公開 行政文書 2021年度購入史料 大正九年 郡道路線認定関係書類綴 下高井郡役所 下高井 庶務、土木 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 〇 表紙「文書目録登記済」印（いずれも赤線で囲まれたタイプのも
の）、索引用罫紙（郡役所罫紙）を綴じるも未記入

952 収集 1920 大 ９ 未公開 行政文書 2021年度購入史料 大正九年 町村道路認定調書草案綴付各市道路線認定調書 下高井郡役所 下高井 土木 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 〇 表紙「文書目録登記済」印（いずれも赤線で囲まれたタイプのも
の）、索引（郡役所罫紙）あり 〇

953 収集 1921 大 10 未公開 行政文書 2021年度購入史料 大正十年 道路法施行関係書類綴 下高井郡役所 下高井 土木 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 〇 表紙「文書目録登記済」印（いずれも赤線で囲まれたタイプのも
の）、索引（郡役所罫紙）あり 〇

954 収集 1922 大 11 未公開 行政文書 2021年度購入史料 自大正九年【至大正十一年】 道路法ニ関スル書類 上伊那郡役所 上伊那 土木 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 〇 表紙「永年保存」の貼紙（赤・印刷）、「至大正十一年」の書入れ
（ペン書き）、簿冊後半部欠

955 収集 1923 大 12 未公開 行政文書 2021年度購入史料 自大正九年 至大正十二年 町村道路線認定認可書類 下高井郡役所 下高井 土木 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 表紙「永久保存」の書入れ（赤ペン）、索引用紙（郡役所罫紙）
を綴じるも未記入 〇

956 収集 1926 大 15 未公開 行政文書 2021年度購入史料 大正十五年 道路法第五十二条ニ依ル認可書類 下伊那郡役所 下伊那 庶務 郡Ｂ ナシ ― ①②③ 〇 索引（郡役所罫紙）あり
957 収集 1926 大 15 未公開 行政文書 2021年度購入史料 大正十五年 公文編冊 町村道ニ関スル書類 ナシ 北安曇 郡Ａ ナシ ― ①② 〇 索引（郡役所罫紙）あり、表紙「第一種」印（２つ）
958 収集 1920 大 ９以降 未公開 行政文書 2021年度購入史料 ― 町村道路認定ニ関スル件（断簡） ― 北安曇 ナシ ナシ ― 未編冊、年は推定

959 県立
図書 1905 明 38 N317‒131 県立図書館 県立長野図書館所蔵図書 明治三十八年五月 長野県庁処務細則 北安曇郡役所 北安曇 郡Ｂ 444 ― ③ 表紙見返しの県政資料室№を抹消、「N317/131」。昭和57.7.8付

の県立図書館登録員（寄贈は「長野県」）
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は
じ
め
に

　

千
曲
市
屋
代
遺
跡
群
に
お
け
る
一
九
九
四
年
度
の
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
製
品
は
、
二
〇

〇
一
年
三
月
ま
で
に
水
漬
け
も
し
く
は
シ
ー
ラ
ー
パ
ッ
ク
状
態
で
長
野
県
立
歴
史
館
に
移
管
さ

れ
た
。
そ
し
て
二
〇
二
四
年
三
月
ま
で
に
木
簡
を
含
む
図
版
掲
載
品
一
一
三
九
点
お
よ
び
劣
化

が
著
し
か
っ
た
二
万
二
点
に
対
し
、
保
存
処
理
（
修
復
は
今
後
）
ま
で
の
工
程
が
完
了
し
た
。

ま
た
、
同
年
七
月
に
は
発
掘
調
査
三
〇
周
年
記
念
講
演
会（

１
）を

開
催
し
、
調
査
成
果
と
そ
の
後
の

研
究
史
を
振
り
返
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
際
、
祭
祀
の
変
遷
を
歴
史
的
事
象
と

対
比
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
再
確
認
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
本
稿
を
起
こ
し
た
。

１　

屋
代
遺
跡
群
に
お
け
る
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
の
祭
祀

　

屋
代
遺
跡
群
の
祭
祀
具
は
主
に
千
曲
川
旧
流
路
と
旧
流
路
に
向
か
っ
て
掘
削
し
た
人
工
の
溝

か
ら
出
土
し
て
い
る
。
七
・
八
世
紀
代
、
旧
流
路
を
大
き
く
四
回
覆
っ
た
洪
水
砂
は
、
旧
流
路

の
北
側
の
水
田
を
も
覆
っ
て
い
た
た
め
、
両
者
の
時
期
的
な
関
係
は
洪
水
砂
を
鍵
層
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
洪
水
砂
と
洪
水
砂
の
間
の
層
に
は
年
紀
の
あ
る
木
簡
や
時
期
の
指
標

と
な
る
土
器
が
包
含
さ
れ
て
い
た
た
め
、
四
時
期
を
七
世
紀
後
半
、
七
世
紀
末
、
八
世
紀
初
頭
、

八
世
紀
前
葉
と
し
て
捉
え
、
各
時
期
に
相
当
す
る
祭
祀
具
ブ
ロ
ッ
ク
（
Ｓ
Ｑ
）
が
五
二
カ
所
把

握
さ
れ
た
。そ
こ
で
本
項
で
は
、ま
ず
時
期
毎
に
代
表
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
を
抽
出
し
、祭
祀
具
セ
ッ

ト
を
概
観
す
る
。
木
製
祭
祀
具
の
時
期
別
変
遷
と
祭
祀
の
画
期
の
関
係
は
、
宮
島
義
和
の
論
考

に
依
拠
し
た
（
宮
島
二
〇
一
四
）。

　

概
観
に
あ
た
り
、
以
下
の
と
お
り
祭
祀
ブ
ロ
ッ
ク
の
性
格
を
再
確
認
す
る
。

　

祭
祀
主
体
者
は
斎
串
を
川
辺
の
土
手
に
直
接
立
て
る
、
も
し
く
は
土
師
甕
な
ど
の
中
に
立
て

て
結
界
と
し
、
そ
の
内
側
に
形
代
を
配
置
し
て
祭
祀
を
行
っ
た
。
祭
祀
の
具
体
的
な
作
法
は
知

り
得
な
い
も
の
の
、
祭
祀
終
了
後
に
そ
れ
ら
一
回
の
祭
祀
に
用
い
た
道
具
を
ま
と
め
て
千
曲
川

の
川
辺
に
持
ち
込
ん
で
流
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
祭
祀
具
の
出
土
状
態
に
ま
と
ま
り
が

認
め
ら
れ
る
点
に
加
え
、
時
代
や
道
具
立
て
の
細
部
は
異
な
る
も
の
の
、
山
形
県
俵
田
遺
跡
の

木
製
祭
祀
具
が
セ
ッ
ト
と
し
て
出
土
し
た
こ
と
か
ら
の
類
推
で
あ
る（
佐
藤
・
安
部
一
九
八
四
）。

（
１
）　

七
世
紀
後
半
（
第
五
水
田
対
応
層
古
段
階
）

　

七
世
紀
後
半
を
代
表
す
る
祭
祀
具
ブ
ロ
ッ
ク
は
千
曲
川
の
旧
流
路
の
北
岸
で
検
出
さ
れ
た
遺

物
集
中
区
Ｓ
Ｑ
８
０
０
４
（
図
１
）
で
あ
る
。
木
製
祭
祀
具
は
蛇
形
五
点
、
斎
串
六
点
と
馬
の

下
顎
骨
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
斎
串
を
立
て
て
結
界
を
作
り
、
そ
の
中
に
形
代
で
あ

る
蛇
形
を
置
い
て
何
ら
か
の
祈
り
を
捧
げ
る
祭
祀
だ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
が
、
木
製
形
代
以

外
に
馬
の
下
顎
骨
そ
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
日
本
書
紀
等
の
記
載

に
よ
れ
ば
、馬
が
関
係
す
る
の
は
七
世
紀
代
の
祭
祀
で
あ
る
。例
え
ば
①
文
武
天
皇
二（
七
〇
二
）

年
に
雨
乞
い
の
た
め
に
馬
を
奉
納
し
た
、
②
天
平
一
三
（
七
四
一
）
年
二
月
に
雨
乞
い
の
た
め

に
牛
馬
を
殺
す
こ
と
を
禁
じ
た
。
③
天
平
宝
字
七
（
七
六
三
）
年
に
雨
乞
い
に
黒
馬
、
雨
を
止

め
る
に
は
白
馬
を
奉
納
し
た
。
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
馬
の
用
途
と
し
て
雨
乞
い

や
止
雨
の
祭
祀
の
た
め
の
生
贄
が
挙
げ
ら
れ
る
。
更
に
天
武
天
皇
五
（
六
七
六
）
年
八
月
に
は

臨
時
の
大
祓
い
に
あ
た
り
、
諸
国
か
ら
馬
一
頭
を
納
め
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
平
城
京
で
は
、

疫
病
を
伝
え
る
神
の
乗
り
物
で
あ
る
土
馬
の
脚
を
折
っ
て
人
形
と
と
も
に
水
に
流
し
て
い
る

（
水
野
一
九
七
八
）。
以
上
の
記
述
か
ら
、
馬
は
雨
乞
い
・
止
雨
の
祈
り
と
と
も
に
祓
い
に
関
係

研
究
ノ
ー
ト

屋
代
遺
跡
群
出
土
木
製
形
代
に
よ
る
祭
祀
の
具
体
像

水
沢
　
教
子
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し
て
い
た
ら
し
い
。　

因
み
に
七
世
紀
代
後
半
の
祭
祀
で
は
こ
の
他
Ｓ
Ｑ
８
０
０
１
・
Ｓ
Ｑ
８

０
０
３
で
馬
の
骨
が
出
土
し
、
続
く
七
世
紀
末
の
Ｓ
Ｑ
８
０
０
７
で
は
牛
の
骨
が
出
土
し
て
い

る
。
一
方
、
蛇
形
の
祭
祀
具
で
同
時
期
の
類
例
は
そ
の
後
三
〇
年
間
を
経
た
現
在
な
お
全
国
的

に
も
例
を
見
な
い
。
屋
代
遺
跡
群
独
自
の
祭
祀
形
態
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。『
常
陸
国

風
土
記
』
に
よ
る
と
、
蛇
は
土
地
の
神
あ
る
い
は
夜
刀
の
神
と
い
う
土
着
神
で
、
新
参
者
の
土

地
開
発
を
阻
害
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
も
し
蛇
形
が
土
着
神
の
象
徴
で
あ
れ
ば
、
馬
そ
の
も
の

で
行
う
祭
祀
に
蛇
形
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
祀
の
効
果
を
促
進
し
た
と
も
想
像
さ
れ
る
。

（
２
）　

七
世
紀
末
（
第
五
水
田
対
応
層
新
）

　

七
世
紀
末
の
セ
ッ
ト
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
集
落
北
側
の
崖
か
ら
の
湧
水
を
期
待
し
て
千
曲

川
旧
流
路
に
直
交
す
る
方
向
に
掘
り
込
ん
だ
溝
内
に
形
成
さ
れ
た
遺
物
集
中
で
あ
る
Ｓ
Ｑ
８
０

１
１（
図
１
）で
あ
る
。
こ
こ
で
は
取
り
外
し
式
の
脚
の
付
い
た
馬
形
一
点
と
斎
串
五
点
が
セ
ッ

ト
で
出
土
し
た
。
馬
形
の
脚
は
本
体
の
脇
で
見
つ
か
っ
て
い
る
た
め
、
祭
祀
後
に
組
み
立
て
式

の
脚
を
外
し
て
結
界
と
し
て
斎
串
と
一
緒
に
流
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
時
期
に
も
蛇
形
が
み
ら
れ
る
が
、
蛇
形
の
み
二
例
が
組
み
合
っ
た
例
（
Ｓ
Ｑ
８
０
１
４
）

や
斎
串
の
み
が
伴
う
例（
Ｓ
Ｑ
８
０
１
３
）が
あ
る
の
み
で
、
他
の
祭
祀
具
を
伴
う
こ
と
は
な
い
。

（
３
）　

八
世
紀
初
頭
（
第
四
水
田
対
応
層
）

　

八
世
紀
初
頭
を
代
表
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
は
Ｓ
Ｑ
８
０
１
８
・
Ｓ
Ｑ
８
０
１
６
（
図
１
）
と
Ｓ
Ｑ

８
０
２
５
（
図
２
）
で
あ
る
。
Ｓ
Ｑ
８
０
１
８
は
人
形
四
点
、
馬
形
一
点
と
斎
串
一
〇
点
、
Ｓ

Ｑ
８
０
１
６
は
人
形
四
点
、
馬
形
三
点
、
鳥
形
二
点
、
斎
串
二
六
点
、
Ｓ
Ｑ
８
０
２
５
も
人
形
・

馬
形
・
斎
串
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
飛
鳥
時
代
の
終
わ
り
か
ら
奈
良
時
代
の
初
め
に

あ
た
る
が
（
表
１
）、
大
き
な
特
徴
は
人
形
が
増
加
し（

２
）、

様
式
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
頭
部

形
状
が
山
形
（
Ｓ
Ｑ
８
０
１
８
・
Ｓ
Ｑ
８
０
１
６
）、
肩
の
形
状
は
な
で
肩
（
前
掲
同
）
が
多
く
、

そ
の
一
部
に
腰
が
張
り
出
す
も
の
（
Ｓ
Ｑ
８
０
１
８
）
が
み
ら
れ
る
。
八
世
紀
前
半
に
な
る
と

頭
部
が
丸
形
に
、
肩
は
「
怒
り
肩
」（
図
２
Ｓ
Ｑ
８
０
４
３
）
に
変
化
を
遂
げ
る
。
ま
た
、
平
城

京
の
人
形
の
顔
の
造
形
は
墨
書
で
書
か
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
屋
代
遺
跡
群
の
場
合
、
す
べ
て

図１　屋代遺跡群出土木製祭祀具　縮尺不同
SQ8004（第５水田対応層古、７世紀後半）
　上５点：蛇形、下６点：斎串
SQ8011（第５水田対応層新、７世紀末）
　上１点：馬形（下右３点は脚）
　下左４点：斎串
SQ8018（第４水田対応層、８世紀初頭）
　上１点：馬形、下右４点：人形、下左３点：斎串
SQ8016（第４水田対応層、８世紀初頭）
　右６点：斎串、中４点：人形
　左上３点：馬形、左下２点：鳥形

SQ8004

SQ8011
SQ8018

SQ8016
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鋭
い
刃
物
で
刻
ん
で
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

（
４
）　

八
世
紀
前
半

　

八
世
紀
前
半
を
代
表
す
る
祭
祀
具
ブ
ロ
ッ
ク
は
Ｓ
Ｑ
８
０
４
３
、
Ｓ
Ｑ
８
０
４
１
、
Ｓ
Ｑ
８

０
３
９
で
あ
る
（
図
２
）。
Ｓ
Ｑ
８
０
４
３
は
人
形
二
点
、
馬
形
二
点
、
斎
串
六
点
、
Ｓ
Ｑ
８

０
４
１
は
馬
形
三
点
、
斎
串
五
点
、
Ｓ
Ｑ
８
０
３
９
は
蛇
形
三
点
、
馬
形
二
点
、
斎
串
一
点
と

い
っ
た
構
成
で
あ
っ
た
。
人
形
が
増
加
す
る
も
の
の
、
常
に
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
祭
祀
の
違
い
に
よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
構
成
の
差
異
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

２　

木
製
祭
祀
具
に
よ
る
祭
祀
の
具
体
像
を
推
測
す
る

（
１
）　

七
世
紀
の
「
祈
り
」

　

以
上
の
よ
う
に
時
期
や
地
点
ご
と
に
多
様
な
屋
代
遺
跡
群
の
祭
祀
具
セ
ッ
ト
を
改
め
て
概
観

す
る
と
、
七
世
紀
代
と
八
世
紀
代
で
、
組
成
が
明
確
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

七
世
紀
後
半
～
末
の
時
期
に
は
馬
を
媒
介
と
し
て
雨
乞
い
を
行
い
、
止
雨
に
よ
り
河
川
の
氾
濫

を
抑
え
、
地
域
の
安
寧
を
願
う
と
い
っ
た
「
祈
り
」
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
馬
だ

け
で
は
な
く
、
在
地
に
根
差
す
蛇
形
が
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
八
世
紀
に
な
る
と
、人
形
を
中
心
に
災
厄
を
除
去
す
る
祓
い
が
盛
ん
に
な
り
、馬
形
や
、

ご
く
稀
に
鳥
形
な
ど
他
の
祭
祀
具
が
伴
う
と
い
う
変
化
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
（
宮
島
前
掲
）。

　

で
は
、
七
世
紀
後
半
～
末
の
時
期
、
信
濃
国
は
地
域
の
安
寧
を
突
き
崩
す
可
能
性
の
あ
る
日

照
り
や
大
雨
な
ど
の
自
然
災
害
等
に
見
舞
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
献
史
料
に
書
か
れ
た
七

世
紀
末
の
記
述
と
し
て
は
、日
本
書
紀
六
八
二
年
の
、「
信
濃
国
霜
降
り
風
吹
き
て
五
穀
実
ら
ず
」

六
八
五
年
の
「
信
濃
国
に
灰
降
り
草
木
枯
れ
る
」
と
い
う
火
山
噴
火
ら
し
い
も
の
が
あ
る
だ
け

で
あ
る
。
た
だ
、
屋
代
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
で
は
、
千
曲
川
旧
河
道
沿
い
に
作
ら
れ
た
水
田
面

が
七
世
紀
末
～
八
世
紀
初
頭
の
洪
水
砂
で
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
が
、
止
雨
祭
祀
の
原
因

と
な
り
そ
う
な
大
雨
の
痕
跡
に
対
応
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
実
際
の
災
害
の
記
録
は

な
く
と
も
、
そ
れ
に
至
る
一
歩
手
前
の
よ
う
な
状
況
は
十
分
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
対
処
す

図２　屋代遺跡群出土木製祭祀具　縮尺不同
SQ8025（第４水田対応層、８世初頭）
　上２点：馬形、下右３点：斎串、下左１点：人形
SQ8043（第３水田対応層・８世紀前半）
　上右２点：人形、下右２点：馬形、左６点：斎串
SQ8041（第３水田対応層・８世紀前半）
　上３点：馬形、下４点：斎串
SQ8039（第３水田対応層・８世紀前半）
　蛇形

SQ8041

SQ8043
SQ8025

SQ8039
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る
た
め
の
祭
祀
行
為
と
し
て
形
代
に
よ
る
祈
り
が
成
功
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
刻
な
事
態
を

免
れ
た
た
め
、
何
も
中
央
の
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
古
代
に
地
域

の
安
寧
を
願
う
祭
祀
と
し
て
篠
原
祐
一
は
『
延
喜
式
』
に
記
述
の
見
え
る
、
国
司
が
祭
る
「
祈

年
祭
」
を
指
摘
し
て
い
る（

３
）。

（
２
）　

八
世
紀
の
「
祓
い
」

　

八
世
紀
初
頭
に
な
る
と
信
濃
国
は
相
次
い
で
三
回
の
疫
病
に
見
舞
わ
れ
る
。
ま
ず
続
日
本
紀

の
大
宝
三（
七
〇
三
）年
三
月
条
の「
信
濃
上
野
二
国
疫
ス
」で
あ
る
。
同
書
に
は
翌
大
宝
四（
七

〇
四
）
年
に
も
「
信
濃
国
疫
ス
。
薬
を
給
す
」
の
記
事
が
見
え
、
さ
ら
に
六
年
後
の
和
同
三
（
七

一
〇
）
年
に
も
「
信
濃
国
疫
ス
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
国
司
が
法
の
規
定
に
沿
っ
て

緊
急
時
の
中
央
へ
の
報
告
を
遅
滞
な
く
行
っ
た
結
果
と
も
理
解
で
き
る
。
た
だ
、
慶
雲
二
（
七

〇
五
）年「
諸
国
二
十
、
飢
疫
し
ぬ
。」、
慶
雲
三（
七
〇
六
）年「
天
下
の
諸
国
に
疫
疾
あ
り
て
、

百
姓
多
く
死
ぬ
」。
慶
雲
四
（
七
〇
七
）
年
「
諸
国
の
疫
に
因
り
て
、
使
を
遣
し
て
大
祓
せ
し
む
」

等
の「
諸
国
」の
中
に
信
濃
国
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
信
濃
国
は
大
宝
三
年（
七
〇
三
年
）

以
降
、
か
な
り
の
頻
度
で
疫
病
に
苦
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
地
域
社
会
を
揺
る
が
す
事
象

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も
し
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
信
濃
国
は
国
を
挙
げ
て
対
策
に

乗
り
出
し
た
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
が
お
そ
ら
く
熱
覚
ま
し
と
し
て
利
用
で
き
る「
高
井
郡
大
黄
」

の
よ
う
な
薬
の
供
給
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
古
墳
時
代
か
ら
の
長
期
的
な
実
績
の
あ
る
千
曲
川

旧
流
路
で
の
郡
家
も
し
く
は
国
府
主
導
の
祭
祀
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し

て
七
世
紀
代
と
は
異
な
り
、
新
た
な
疫
病
対
策
の
祭
祀
と
し
て
、
人
形
木
製
品
が
使
わ
れ
た
の

で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、疫
病
対
策
の
祭
祀
で
あ
る
祓
い
の
実
行
者
の
可
能
性
の
一
つ
に
陰
陽
師
が
挙
げ
ら
れ
、

「
陰
陽
祓
」
が
考
え
ら
れ
る（

４
）。

陰
陽
師
の
祓
い
の
場
面
を
描
い
た
絵
巻
物（

５
）で

は
、
陰
陽
師
は
幣

帛
を
結
界
と
し
て
魑
魅
魍
魎
の
侵
入
を
阻
み
、
目
的
の
祭
祀
を
遂
行
し
て
い
る
。
結
界
と
さ
れ

る
木
製
品
の
斎
串
が
、
幣
帛
の
祖
形
で
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　

都
で
の
疫
病
と
祓
い

　

信
濃
国
で
疫
病
が
相
次
い
で
起
こ
っ
た
七
〇
三
～
七
一
〇
年
の
約
三
〇
年
後
に
今
度
は
大
宰

府
に
発
し
、
都
に
至
る
疫
病
が
猛
威
を
振
る
っ
た
。
こ
れ
が
天
平
の
疫
病
大
流
行
で
、
天
平
七

（
七
三
五
）
年
と
九
（
七
三
七
）
年
と
さ
れ
て
い
る
。
時
の
権
力
者
藤
原
四
兄
弟
が
相
次
い
で

落
命
し
、
国
内
の
人
口
の
三
分
の
一
が
失
わ
れ
た
と
い
う
算
定
も
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
の

病
名
は
「
豌わ

ん
ず
か
さ

豆
瘡
」
で
あ
る
。
続
日
本
紀
に
書
か
れ
た
病
名
「
豌わ

ん
ず
か
さ

豆
瘡
」
は
天
然
痘
、

「
疫え

き
そ
う瘡

」
は
疱ほ

う
そ
う瘡

、「
疹
疾
」
は
吹
き
出
物
・
発
疹
等
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
飢
饉
と
疫

病
が
同
時
に
発
生
し
た
場
合
そ
れ
は
「
飢
疾
」
と
呼
ば
れ
た
。

　

『
類
聚
符
宣
抄
』
に
よ
る
と
そ
れ
ら
の
主
要
な
対
策
と
し
て
太
政
官
は
各
国
の
国
司
に
宛
て

て
「
病
人
の
腹
や
腰
を
よ
く
温
め
る
こ
と
」
等
の
具
体
的
な
対
処
療
法
の
通
達
を
出
し
、
食
料

や
薬
の
給
付
に
も
努
め
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
も
う
一
つ
の
対
策
こ
そ
が「
祓
い
」と「
祈

願
」で
あ
り
、
神
仏
に
係
わ
る
祭
祀
の
執
行（
奉
幣
・
読
経
）お
よ
び
斎
場
の
整
備
と
さ
れ
る（
本

庄
二
〇
二
三
）。
地
域
に
よ
っ
て
は
「
道
饗
祭
」
が
行
わ
れ
た
。
実
際
に
平
城
京
の
二
条
大
路

の
側
溝
等
か
ら
大
量
に
出
土
し
て
い
る
木
製
祭
祀
具
の
う
ち
定
型
的
な
木
製
人
形
や
土
馬
、
呪

符
木
簡
は
そ
の
よ
う
な
祭
祀
に
使
わ
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
人
形
に
自
分
の
身

代
わ
り
と
し
て
穢
れ
や
病
気
を
移
し
、疫
神
が
乗
れ
な
い
よ
う
に
馬
形
の
脚
を
わ
ざ
と
折
っ
て
、

い
ず
れ
も
水
に
流
す
、
と
い
う
祭
祀
で
あ
る
。

　

さ
て
、
三
〇
年
は
ほ
ぼ
一
世
代
に
あ
た
り
、
そ
れ
ま
で
獲
得
さ
れ
て
い
た
免
疫
が
失
わ
れ
て

疫
病
が
再
発
す
る
サ
イ
ク
ル
に
当
た
る
。
推
測
の
域
を
出
な
い
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
天
平

年
間
の
三
〇
年
前
の
疫
病
、
つ
ま
り
八
世
紀
初
頭
に
信
濃
で
流
行
し
た
疫
病
も
天
然
痘
と
か
疱

瘡
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
よ
り
、
屋
代
遺
跡
群
で
は
八
世
紀
初
頭
の
時
期
に
信
濃
国
で
相
次
い
だ
疫
病
に
対
す
る

対
策
と
し
て
祓
い
の
祭
祀
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
約
三
〇
年
後
の
八
世
紀
前
半
に
も
全

国
的
に
蔓
延
し
、
お
そ
ら
く
信
濃
国
も
被
害
を
被
っ
た
疫
病
の
祓
い
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
推

測
し
た
い
。
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３　

祭
祀
域
に
廃
棄
さ
れ
た
木
簡
の
性
格

　

さ
て
、
木
製
祭
祀
具
が
出
土
し
た
場
所
を
「
斎
場
」
と
す
る
と
、
そ
の
す
ぐ
南
側
の
崖
上
に

は
古
代
の
竪
穴
住
居
や
掘
立
柱
建
物
が
集
中
し
て
い
た
。
特
に
七
世
紀
後
半
に
あ
た
る
庇
付
き

の
大
形
掘
立
柱
建
物
跡
で
あ
る
Ｓ
Ｔ
４
２
１
０
は
そ
の
規
模
等
か
ら
豪
族
の
居
宅
（
寺
内
二
〇

〇
〇
）
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
周
囲
か
ら
倉
庫
群
が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
、
極
め
て
希

少
な
高
坏
形
円
面
硯
や
把
手
付
中
空
円
面
硯
、
朱
墨
硯
が
複
数
出
土
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
郡

の
役
所
的
機
能
を
も
具
備
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
（
鳥
羽
二
〇
一
九
）、
時
期
的
に
そ
れ
は
埴

科
郡
の
評
衙
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
宮
島
二
〇
〇
六
）。
そ
し
て
初
期
国
府
は
付
属
の
施
設
を

持
た
ず
、
国
司
は
評
や
郡
の
役
所
で
政
務
を
行
う
こ
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
屋
代
遺
跡
群
の
本
建

物
は
、
国
府
が
併
設
さ
れ
た
評
や
郡
の
役
所
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
の
推
測

を
補
強
し
た
の
が
、
一
三
〇
点
の
い
わ
ゆ
る
「
屋
代
木
簡
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
本
項
で
は
、
な
ぜ
初
期
国
府
が
付
属
す
る
埴
科
郡
の
役
所
で
、
木
簡
が
製
作
・
使
用

さ
れ
、
祭
祀
域
に
廃
棄
さ
れ
た
の
か
に
関
す
る
推
論
を
進
め
て
み
た
い
。

（
１
）　

「
屋
代
木
簡
」
概
要

　

屋
代
木
簡
一
三
〇
点
は
、
木
製
祭
祀
具
と
と
も
に
千
曲
川
の
旧
流
路
か
ら
出
土
し
た
。
木
簡

の
時
期
は
、
七
世
紀
後
半
～
七
世
紀
末
が
九
点
（
第
五
水
田
対
応
層
）、
八
世
紀
初
頭
（
第
四
水

田
対
応
層
）
が
三
九
点
、
八
世
紀
前
半
（
第
三
水
田
対
応
層
）
が
七
六
点
、
九
世
紀
（
第
二
水
田

対
応
層
）
が
、
六
点
で
、
文
書
木
簡
（
文
書
・
記
録
）、
荷
札
木
簡
、
習
書
、
祭
祀
、
転
用
等
と

文
字
の
読
み
取
れ
な
い
「
墨
痕
あ
り
」
に
分
け
ら
れ
る
。
一
三
〇
点
の
木
簡
の
出
土
地
は
、
主

に
千
曲
川
の
旧
流
路
で
あ
り
、
前
項
で
述
べ
た
木
製
祭
祀
具
に
よ
る
「
斎
場
」
に
重
な
る
。
代

表
的
な
木
簡
の
廃
棄
場
所
は
以
下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

・
単
独
で
湧
水
坑
（
祭
祀
場
所
）
埋
没
時
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
一
五
号
・
四
六
号

・�

湧
水
坑（
祭
祀
場
所
）の
埋
没
時（
埋
め
戻
し
・
木
く
ず
な
ど
の
廃
棄
）に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
：

一
〇
・
一
一
・
一
二
・
一
三
・
一
四
号

・
祭
祀
具
と
一
緒
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
：
二
六
・
三
〇
・
三
一
号
（
八
世
紀
初
頭
）

・
岸
辺
か
ら
東
西
流
路
に
直
接
廃
棄
さ
れ
た
も
の
：
三
二
～
三
八
号
・
八
八
～
九
八
号

・
湧
水
坑
に
廃
棄
さ
れ
た
の
ち
に
流
さ
れ
た
も
の
四
四
・
四
五
号

・
水
田
付
近
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
も
の
八
七
・
九
七
号

・
集
落
と
水
田
を
つ
な
ぐ
橋
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
も
の
一
一
四
号
～
一
一
八
号

　

こ
の
う
ち
祭
祀
具
と
一
緒
に
廃
棄
さ
れ
た
二
六
号
木
簡
は
琴
形
木
製
品
に
転
用
さ
れ
た
文
書

木
簡
、
三
〇
・
三
一
号
木
簡
は
斎
串
に
墨
書
が
な
さ
れ
た
も
の
で
、
崖
を
掘
削
し
て
水
を
湧
き

出
さ
せ
る
湧
水
坑
が
祭
祀
の
中
心
で
あ
り
、
八
世
紀
初
頭
に
あ
た
る
。
湧
水
坑
か
ら
単
独
で
出

土
し
た
国
符
木
簡
も
含
め
、
木
簡
は
祭
祀
と
関
係
が
深
い
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
代
表
的
な
木
簡
の
祭
祀
と
の
関
係
性
を
指
摘
し
た
い
。

（
２
）　

国
符
木
簡
と
祭
祀

　

屋
代
一
五
号
木
簡
（
国
符
木
簡
）
は
Ｓ
Ｄ
７
０
３
５
の
湧
水
坑
の
最
も
崖
側
か
ら
単
体
で
出

土
し
て
お
り
、
祭
祀
具
や
ほ
か
の
木
簡
は
伴
わ
な
い
。
上
端
は
残
存
し
て
い
る
が
、
下
端
が
欠

損
し
、
さ
ら
に
中
心
で
２
つ
に
割
れ
て
い
る
。
ヒ
ノ
キ
属
で
現
存
す
る
長
さ
一
三
・
三
㎝
で
あ

る
。
付
近
か
ら
屋
代
一
〇
号
木
簡
（
布
手
）、
一
二
号
木
簡
（
少
毅
）
他
が
出
土
し
、
こ
れ
ら
が

出
土
し
た
層
を
覆
っ
て
木
く
ず
の
廃
棄
層
が
あ
り
、
一
三
号
木
簡
（
戊
戌
年
、
六
九
八
年
）
が

出
土
し
た
木
屑
廃
棄
層
へ
と
続
い
て
い
る
。

　

木
簡
の
釈
文
は
「
符
更

郡
等
可
致
」
で
、
信
濃
国
司
か
ら
更
科
郡
司
等
へ
の
命
令
書
で
あ

る
。
更
科
郡
司
等
の
「
等
」
の
解
釈
と
し
て
更
級
郡
・
高
井
郡
・
水
内
郡
・
埴
科
郡
の
郡
司
を

指
し
、
そ
の
順
に
命
令
を
伝
え
な
が
ら
逓
送
さ
れ
、
最
後
に
木
簡
の
発
給
元
で
廃
棄
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
た
（
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
九
六
）。
こ
の
木
簡
の
存
在
は
、
屋
代
遺
跡

群
付
近
に
こ
の
木
簡
の
発
給
元
で
あ
る
信
濃
国
府
が
所
在
し
、
何
ら
か
の
命
令
を
埴
科
郡
司
等

に
伝
え
た
こ
と
を
示
す
。

　

た
だ
、
注
目
さ
れ
る
点
が
二
点
あ
る
。
一
つ
目
は
、「
致
」
以
下
の
文
字
が
故
意
に
削
ぎ
落

と
さ
れ
て
消
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
は
悪
用
防
止
の
措
置
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
措
置
を
と
ら
ず
に
粉
砕
す
る
、
あ
る
い
は
火
に
焚
べ
る
等
に
よ
っ
て
容
易
に
木
簡

を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
拾
わ
れ
て
悪
用
さ
れ
る
危
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険
を
犯
し
て
ま
で
、
木
簡
を
流
路
で
廃
棄
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

二
つ
目
は
、
裏
面
に
書
か
れ
て
い
た
筈
の
差
出
等
の
文
字
は
す
べ
て
削
り
落
と
し
、
表
面
を

正
置
し
た
場
合
の
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
意
味
の
無
い
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
習
書

木
簡
に
転
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
重
要
な
木
簡
で
も
、
板
の
不
足
に
よ
っ
て

習
書
用
に
転
用
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
目
の
注
目
点
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
本
木
簡
の
廃
棄
時
期
は
出
土
層
位
か
ら
八
世
紀
初

頭
で
あ
り
、
ま
さ
に
信
濃
国
で
最
初
の
疫
病
が
多
発
し
て
い
た
時
期
に
重
な
る
こ
と
を
重
視
し

た
い
。
そ
の
場
合
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
木
簡
自
体
が
疫
病
も
し
く
は
そ
れ
を
祓
う
祭
祀
に

関
係
し
て
い
た
と
推
測
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
八
世
紀
初
頭
、
疫
病
が
発
生
し
、
諸
国
の
国
司
が
中
央
へ
報
告
す
る
と
、
続
日

本
紀
の
大
宝
四
年
（
七
〇
四
年
）
条
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
薬
を
給
す
」
こ
と
が
あ
り
、
食
料

を
供
給
す
る
な
ど
の
対
策
も
と
ら
れ
て
い
る
（
本
庄
前
掲
）。
こ
こ
か
ら
想
像
を
た
く
ま
し
く

す
れ
ば
、
送
ら
れ
た
薬
を
、
国
府
を
通
し
て
諸
郡
に
配
付
し
た
り
そ
の
薬
効
を
説
明
す
る
た
め

に
、
国
府
は
郡
家
に
対
し
何
ら
か
の
通
達
を
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
国
符
木
簡
に
は
そ
の
指

示
内
容
が
書
か
れ
、
命
令
を
逓
送
し
て
国
府
に
戻
っ
て
き
た
後
は
命
令
に
従
っ
て
対
策
が
実
行

さ
れ
、
効
果
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
留
め
置
か
れ
、
疫
病
が
鎮
静
化
し
た
頃
、
神
へ
の
感
謝
を
込

め
て
祭
祀
域
に
流
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
そ
う
考
え
る
と
、
わ
ざ
と
祭
祀
域
に
流
し
た

理
由
が
合
点
さ
れ
よ
う
。

（
３
）　

郡
符
木
簡
と
祭
祀

　

屋
代
一
一
四
号
木
簡
（
郡
符
木
簡
）
は
南
側
の
集
落
と
北
側
の
水
田
を
つ
な
ぐ
千
曲
川
本
流

に
か
か
っ
た
橋
の
脇
で
見
つ
か
っ
た
た
め
、
報
告
書
で
は
橋
の
上
か
ら
河
道
に
落
と
さ
れ
た
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
。
祭
祀
具
や
ほ
か
の
木
簡
は
伴
わ
な
い
。
上
端
は
残
存
し
て
い
る
が
、
下
端

が
欠
損
し
、
さ
ら
に
使
用
後
に
入
れ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
割
裂
い
た
刃
物
の
痕
が
上
か
ら
四
ケ

所
に
入
り
、
さ
ら
に
中
心
で
二
つ
に
割
れ
て
い
る
。
樹
種
は
「
ヒ
ノ
キ
属
」
ま
で
の
鑑
定
で
あ

る
が
、
サ
ワ
ラ
と
み
ら
れ
る
。
現
存
す
る
長
さ
は
三
九
．
二
㎝
で
あ
る
。

　

木
簡
は
「
符
屋
代
郷
長
里
長
等
」
で
始
ま
る
こ
と
か
ら
上
級
官
司
で
あ
る
埴
科
郡
司
か
ら
下

級
官
司
で
あ
る
屋
代
郷
長
里
長
等
へ
宛
て
た
命
令
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
内
容
は
郡

家
の
祭
祀
で
用
い
る
た
め
に
敷
蓆
二
枚
、
鱒
二
升
、
芹
や
匠
丁
の
粮
代
と
し
て
の
布
を
五
段
、

勘
夫
一
人
、
馬
十
二
匹
、
さ
ら
に
神
宮
室
を
造
る
人
夫
と
殿
を
作
る
人
を
十
人
、
至
急
調
達
し

て
納
め
る
よ
う
に
通
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
裏
面
の
命
令
は
「
火
急
」
で
あ
り
、
遂
行

で
き
な
い
場
合
は「
罪
科
」に
処
す
と
さ
れ
、
か
な
り
の
緊
急
性
が
感
じ
ら
れ
る
内
容
で
あ
る
。

差
出
人
は
、「
少
領
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
上
か
ら
四
か
所
に
わ
た
り
刃
物
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
国
符
木
簡
と
同
様
に
、
後
の
悪
用
を
防
止
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ

て
き
た
が
、
国
符
木
簡
と
同
様
に
な
ぜ
破
壊
や
焼
却
を
行
わ
ず
に
あ
え
て
橋
の
上
か
ら
水
に
流

し
た
の
か
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。こ
の
木
簡
が
廃
棄
さ
れ
た
の
は
八
世
紀
前
半
で
あ
り
、

都
で
類
の
な
い
天
平
の
大
疫
病
が
起
こ
っ
た
時
期
に
重
な
る
。
よ
っ
て
こ
の
木
簡
が
祭
祀
域
に

廃
棄
さ
れ
た
理
由
と
し
て
も
、
私
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
木
簡
自
体
が
疫
病
も
し
く
は
そ
れ

を
祓
う
祭
祀
に
関
係
し
て
い
た
か
ら
と
推
測
し
た
い
。
そ
の
際
の
観
点
は
前
項
で
述
べ
た
よ
う

に
疫
病
対
策
と
し
て
の
斎
場
の
整
備
で
あ
る
。
本
木
簡
に
書
か
れ
た
「
神
宮
室
」
が
疫
病
の
源

図３　屋代遺跡群出土木簡
　　　右：15号国符木簡、左：114号郡符木簡
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の
疫
神
を
退
散
さ
せ
る
た
め
の
祈
願
や
祓
い
の
た
め
の
社
殿
で
あ
り
、
そ
の
祈
願
を
込
め
て
木

簡
が
発
給
さ
れ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
木
簡
が
「
屋
代
郷
長
里
長
等
」
に
命
令
を
伝

え
終
え
て
埴
科
郡
家
に
戻
っ
た
後
、
実
際
に
物
品
や
人
足
が
続
々
と
集
ま
り
、
建
物
づ
く
り
が

始
ま
る
。
新
た
に
作
ら
れ
た「
神
宮
室
」で
祭
祀
が
挙
行
さ
れ
、
や
が
て
疫
病
が
鎮
静
化
す
る
。

木
簡
は
一
連
の
活
動
の
間
は
保
管
さ
れ
、
疫
病
の
終
息
を
待
っ
て
、
新
た
に
架
け
ら
れ
た
橋
か

ら
水
神
へ
の
感
謝
の
意
味
を
込
め
て
祭
祀
域
に
流
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
間
、
つ
ま
り

水
神
に
届
く
間
に
流
し
た
も
の
が
拾
わ
れ
て
悪
用
さ
れ
な
い
よ
う
、
細
工
が
施
さ
れ
た
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
一
三
号
木
簡
の
出
挙
は
疫
病
飢
饉
に
伴
う
食
糧
不
足
に
伴
う
出
挙
、

荷
札
木
簡
は
緊
急
米
の
供
出
の
た
め
の
荷
札
で
、
い
ず
れ
も
使
用
後
に
祈
り
を
込
め
て
祭
祀
域

に
流
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。

　

木
製
祭
祀
具
と
木
簡
が
祭
祀
を
通
じ
て
連
動
し
て
い
る
と
考
え
る
と
、
屋
代
遺
跡
群
の
性
格

が
読
み
解
き
や
す
く
な
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
で
あ
る
の
で
、
今
後
は
他
国

の
類
例
等
を
調
査
し
、
さ
ら
に
文
献
史
料
を
収
集
し
、
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

４　

屋
代
遺
跡
群
三
〇
年
目
の
推
論

　

以
上
、
屋
代
遺
跡
群
の
木
製
祭
祀
具
で
の
祭
祀
の
具
体
像
と
木
簡
が
祭
祀
域
に
廃
棄
さ
れ
た

理
由
に
つ
い
て
か
な
り
大
胆
な
仮
説
を
立
て
た
。
そ
の
詳
細
を
表
１
に
ま
と
め
内
容
は
以
下
の

と
お
り
と
す
る
。

・�

七
世
紀
後
半
～
七
世
紀
末
、
屋
代
遺
跡
群
に
は
埴
科
評
家
が
あ
り
国
府
が
付
属
し
て
い
た
。

そ
れ
ら
役
所
が
主
催
す
る
祭
祀
場
が
建
物
群
の
北
側
の
千
曲
川
旧
流
路
に
設
け
ら
れ
、
祭
祀

場
の
設
営
も
含
め
、
祭
祀
が
随
時
挙
行
さ
れ
て
い
た
。
祭
祀
の
目
的
は
主
に
雨
乞
い
や
止
雨

な
ど
自
然
災
害
を
回
避
し
地
域
の
安
寧
を
願
う
も
の
だ
っ
た
。

・�

八
世
紀
初
頭
、
屋
代
遺
跡
群
に
は
引
き
続
き
埴
科
評
家
が
あ
り
国
府
が
付
属
し
て
い
た
。
こ

れ
ら
役
所
が
主
催
す
る
祭
祀
が
前
時
代
と
同
様
の
場
所
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
目
的
は

当
時
信
濃
国
で
相
次
い
で
い
た
疫
病
退
散
の
祓
い
で
あ
っ
た
。
疫
病
対
策
を
指
示
す
る
木
簡

も
国
司
か
ら
発
給
さ
れ
た
。

・�

八
世
紀
前
半
、
屋
代
遺
跡
群
に
は
引
き
続
き
埴
科
郡
家
が
あ
り
、
郡
家
の
祭
祀
と
し
て
、
疫

表１　屋代遺跡群木製祭祀具と災禍・疫病

時代 略称
実年代

（鳥羽編年）
屋代木簡 祭祀遺構 祭祀具 祭祀詳細 歴史年表

７世紀
後半

１期前半
（５水田古）

始650年前後－
終675～680年

46号木簡
「乙丑年」665年

SX7035水門（導水型）、
SX7036/SD8032（ 湧
水型）

SQ8004（ 蛇 形、
斎串、馬下顎）
SQ8003（馬形のみ）・�SQ8004は 馬 骨

を添えて蛇形を
献納した水神の
まつり。「大祓」
とは異なる

皇極天皇元年（642年）
牛馬を殺して河伯に祷
る、天武５年（676年）
「大祓」

７世紀
後末

１期後半
（５水田新）

始675～680年－
終705～710年

13号木簡
「戊戌年」698年

SD7042木樋・
SD7049礫敷（導水型）、
SX7037/SD7062（ 湧
水型）

SQ8013（蛇形・斎
串）・SQ8011（馬
形・斎串）、斎串
のみ、蛇形のみ

８世紀
初頭

1期後半～
２期
（４水田）

始701年＋α年－
717年前後

15号木簡　
国符木簡

SD7038水門（導水型）、
SD7035（湧水型）

SQ8016（人形・馬
形・鳥形・斎串）、
SQ8018・SQ8025
（人形・馬形・斎
串）、SQ8025（蛇
形のみ）

・�人形と馬形は官
衙での大祓（三
宅 和 朗 ）、
SQ8016は 地 方
官衙での大祓、
この時期人形に
は切断痕から呪
詛にかかわるも
のもある（宮島）

信濃国の疫病（文武―
元明）
①大宝３年（703年）「信
濃・上野二国疫」
②大宝４年（704年）「信
濃国疫す。薬を給ひて」
③和同３年（710年）「信
濃国疫」

８世紀
前半

２期
（３水田）

717年前後－
735年前後

114号木簡　
郡符木簡
「神宮室造人夫」

SD7030（湧水型）

SQ8043（ 人 形・
馬 形・ 斎 串 ）、
SQ8041（馬形・斎
串）、SQ8039（蛇形）

天平７年（735年）天
平９年（737年）天然
痘大流行藤原４兄弟没
（府の大寺と別国の諸
寺に読経指示、斎戒し
て道饗祭指示）
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病
退
散
の
祓
い
が
継
続
す

る
と
と
も
に
、
疫
病
か
ら

の
復
興
と
地
域
の
安
寧
を

願
う
た
め
の
社
殿
の
造
営

が
命
じ
ら
れ
た
。

お
わ
り
に

　

令
和
六
年
度
は
木
簡
と
木
製
祭
祀
具
の
出
土
三
〇
年
の
節
目
に
あ
た
る
。こ
れ
ら
の
資
料
は
、

コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
し
て
い
る
今
日
と
も
深
く
つ
な
が
り
、
地
方
官
衙
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
々

の
姿
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
改
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
製
品
の
八
割
は

出
土
後
十
数
年
で
劣
化
消
滅
の
危
機
に
直
面
し
た
が
、
当
館
で
の
緊
急
保
存
処
理
（
平
成
二
〇

～
二
二
年
度
国
庫
補
助
事
業
―
木
製
品
）
を
経
て
滅
失
す
る
こ
と
な
く
全
点
を
遺
す
こ
と
が
で
き

た
（
水
沢
二
〇
一
八
）。
今
後
こ
れ
ら
を
修
復
し
て
当
時
の
姿
を
再
現
す
る
と
と
も
に
、
考
古
資

料
を
地
道
に
保
管
し
て
後
世
に
遺
す
こ
と
の
意
義
を
、
本
資
料
を
通
じ
て
さ
ら
に
発
信
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。特
に
そ
の
成
果
を
令
和
七
年
度
の
秋
季
企
画
展
を
通
じ
て
広
く
伝
え
る
と
と
も
に
、

未
来
へ
の
教
訓
と
し
て
語
り
次
い
で
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
。

注１　

県
立
歴
史
館
講
座
「
県
宝
屋
代
木
簡
出
土
三
〇
周
年
特
別
講
座
」
と
し
て
二
〇
二
四
年
七
月
六

日
（
土
）
に
当
館
講
堂
で
催
行
し
、
七
四
名
の
方
に
聴
講
い
た
だ
い
た
。
屋
代
遺
跡
群
の
調
査
・

報
告
担
当
者
で
あ
る
寺
内
隆
夫
氏
、
宮
島
義
和
氏
、
鳥
羽
英
継
氏
に
も
ご
出
席
い
た
だ
き
、
貴
重

な
コ
メ
ン
ト
を
賜
る
こ
と
が
で
き
た
。

２　

図
版
掲
載
資
料
一
〇
〇
九
点
の
う
ち
人
形
木
製
品
は
七
二
点
で
七
・
一
％
。
そ
の
う
ち
七
世
紀

代
の
人
形
は
五
点
、
八
世
紀
初
頭
の
人
形
が
二
七
点
、
八
世
紀
前
半
の
人
形
は
三
一
点
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
二
〇
二
四
年
に
図
版
非
掲
載
資
料
も
含
め
て
す
べ
て
の
保
存
処
理
が
終
了
し
た
た
め

今
後
、器
種
別
の
詳
細
な
確
認
作
業
や
接
合
を
進
め
る
こ
と
で
実
数
を
公
表
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

屋
代
遺
跡
群
整
理
作
業
時
（
一
九
九
七
年
～
二
〇
〇
〇
年
）
作
成
の
所
見
カ
ー
ド
に
基
づ
く
非
掲

載
資
料
の
概
算
で
は
人
形
一
六
五
点
、
馬
形
三
九
六
点
、
蛇
形
一
〇
九
点
、
鳥
形
三
三
点
、
そ
の

他
不
明
一
三
五
点
、
斎
串
二
五
四
二
点
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

３　

篠
原
祐
一
二
〇
〇
四
「
地
方
官
衙
と
祭
祀
」『
季
刊
考
古
学
』
第
八
七
号
に
お
い
て
国
司
が
行

う
祭
祀
と
し
て
祈
念
祭
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

４　

（
３
）
文
献
に
同
じ
。

５　

奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
で
一
五
世
紀
の
作
と
言
わ
れ
る
「
泣
不
動
縁
起
上
巻
」
に
は
、
陰
陽
師

安
倍
晴
明
が
呪
術
を
行
う
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。祭
壇
に
は
結
界
の
た
め
の
御
幣
が
立
て
ら
れ
、

祭
壇
側
を
魑
魅
魍
魎
が
入
れ
な
い
聖
域
と
し
て
区
画
し
て
い
る
。
斎
串
は
こ
の
よ
う
な
御
幣
の
先

行
形
態
と
し
て
結
界
を
区
画
す
る
機
能
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
神
様
へ
の
献
げ
も
の
、
神

様
の
招
代
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

参
考
文
献

（
財
）
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
一
九
九
六
『
長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』

佐
藤
庄
一
・
安
部
実
一
九
八
四
『
俵
田
遺
跡
第
２
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
山
形
県
教
育
委
員
会

寺
内
隆
夫
二
〇
〇
〇
「
第
十
節　

屋
代
遺
跡
群
に
お
け
る
官
衙
お
よ
び
有
力
集
落
関
連
資
料
」『
上

信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
二
八 

更
埴
条
里
遺
跡
・
屋
代
遺
跡
群
―
総
論
編

―
』
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

鳥
羽
英
継
二
〇
一
九
「
屋
代
遺
跡
群
前
期
評
衙
論
」『
長
野
県
考
古
学
会
誌
』
一
五
八
号

本
庄
総
子
二
〇
二
三
『
疫
病
の
古
代
史 

天
災
、
人
災
、
そ
し
て
』
吉
川
弘
文
館

図４　屋代遺跡群出土木製形代（右から：斎串、人形、馬形、下：蛇形）
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宮
島
義
和
二
〇
〇
六
「
屋
代
遺
跡
群
の
官
衙
風
建
物
を
ど
う
捉
え
る
か
」『
信
濃
』
第
五
八
巻
第
三

号
宮
島
義
和
二
〇
一
四
「
古
代
木
製
形
代
の
祭
祀
」
季
刊
『
古
代
文
化
』
第
六
六
巻
第
三
号

水
野
正
好
一
九
七
八
「
馬
・
馬
・
馬
‐
そ
の
語
り
の
考
古
学
」『
文
化
財
学
報
』
第
二
集
奈
良
大
学

文
学
部
文
化
財
学
科

水
沢
教
子
二
〇
一
八「
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
に
よ
る
収
縮
変
形
木
製
品
の
保
存
処
理
」『
信
濃
』

第
七
〇
巻
第
三
号

『
増
補
六
国
史 

続
日
本
紀 
上
巻
』�

巻
第
三 

文
武
天
皇 

慶
雲
二
年
十
二
月
―
正
月�

�

巻
八　

 

元
正
天
皇 

養
老
四
年
七
月
―
八
月

『
類
聚
国
史
』
巻
百
七
十
三　

災
異
七　

三
合
歳　

疾
疫
（
崇
神
―
文
武
）

謝
辞　

本
稿
執
筆
に
際
し
、
西
山
克
己
文
化
財
指
導
主
事
よ
り
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
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長野県内出土の子持勾玉（集成補遺）

は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
前
号
掲
載
の
「
長
野
県
内
出
土
の
子
持
勾
玉
」
に
お
い
て
、
長
野
県
内
の
子
持
勾

玉
の
集
成
作
業
を
行
い
、
四
〇
点
を
数
え
る
こ（

１
・
以
下
、旧
稿
と
す
る
）

と
が
で
き
た
。
一
方
で
、
前
回
の
集
成
後
に
、

さ
ら
に
二
点
の
子
持
勾
玉
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
そ

の
二
点
の
子
持
勾
玉
に
つ
い
て
紹
介
し
、
旧
稿
で
の
集
成
の
補
遺
と
し
た
い
。
な
お
、
資
料
番

号
は
、
旧
稿
で
の
集
成
番
号
に
続
け
て
付
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
　
新
た
に
集
成
し
た
子
持
勾
玉
二
点

資
料
41
　
新
野
遺
跡
（
中
野
市
）

　

新
野
遺
跡
は
、
中
野
市
大
字
新
野
字
宮
下
に
所
在
す
る
。
長
野
盆
地
の
北
部
に
あ
た
る
中
野

市
の
東
端
に
形
成
さ
れ
た
間
山
扇
状
地
の
扇
端
部
に
広
が
る
。
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
年
）

に
真
引
川
改
修
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
が
中
野
市
教
育
委
員
会
に
よ
り
実
施
さ
れ
、
縄
文
時
代

中
・
後
期
の
遺
物
の
他
、
弥
生
時
代
後
期
と
奈
良
平
安
時
代
の
竪
穴
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
て
い

る
。
報
告
書
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
報
告
書
の
な
か
で
、

個
人
所
蔵
の
子
持
勾
玉
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

２
）。

こ
の
子
持
勾
玉
は
、
今
回
の
調
査
区
か
ら
南
東

方
向
に
約
一
五
〇
ｍ
上
流
の
畑
か
ら
農
作
業
中
に
発
見
・
採
集
さ
れ
た
と
の
記
載
が
あ
り
、
実

測
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
新
野
遺
跡
の
範
囲
か
ら
の
出
土
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
新
野
遺
跡

例
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。

　

子
持
勾
玉
は
、
滑
石
製
で
長
さ
は
約
七
・
八
㎝
、
幅
約
五
・
〇
㎝
、
厚
さ
約
二
・
三
㎝
で
あ

る
。
実
測
図
に
よ
れ
ば
、
頭
部
の
頂
部
と
背
部
の
一
部
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
お
お
む
ね
全
体

の
形
が
わ
か
る
資
料
で
あ
る
。
腹
部
に
は
や
や
突
出
し
た
子
勾
玉
が
あ
る
が
、
背
部
及
び
側
面

部
に
は
子
勾
玉
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
特
徴
的
な
の
は
、
側
面
部
全
体
に
幅
〇
・
二
㎝
、
長

さ
約
〇
・
六
㎝
の
長
方
形
が
び
っ
し
り
と
線
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
に
例
の
な
い
文

様
構
成
で
あ
り
、
や
や
特
異
な
様
相
を
呈
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

資
料
42
　
大
境
遺
跡
（
千
曲
市
）

　

大
境
遺
跡
は
、
千
曲
市
雨
宮
に
所
在
し
、
屋
代
遺
跡
群
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
縄
文
時
代
か
ら

中
世
に
か
け
て
の
集
落
跡
で
、
同
じ
く
子
持
勾
玉
が
出
土
し
た
上
信
越
自
動
車
道
（
高
速
道
）

地
点
の
西
側
に
位
置
す
る
。
こ
れ
ま
で
一
〇
次
以
上
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち

平
成
二
七
年
（
二
〇
一
五
年
）
に
工
場
建
設
に
伴
い
千
曲
市
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
発
掘
調

査
に
よ
っ
て
子
持
勾
玉
が
出
土
し
た（

３
）。

こ
の
発
掘
調
査
で
は
弥
生
時
代
、
古
墳
時
代
、
奈
良
時

代
の
竪
穴
建
物
跡
二
四
軒
を
は
じ
め
、
土
坑
一
四
基
、
溝
跡
三
条
な
ど
が
検
出
さ
れ
た
。
古
墳

時
代
の
竪
穴
建
物
跡
は
九
軒
を
数
え
、
こ
の
う
ち
中
期
後
半
と
み
ら
れ
る
も
の
が
五
軒
、
後
期

が
四
軒
で
あ
る
。
子
持
勾
玉
は
、
１
号
溝
跡
の
下
層
か
ら
出
土
し
た
。
１
号
溝
跡
は
確
認
面
か

ら
の
深
さ
一
ｍ
、
最
大
幅
三
ｍ
程
を
測
る
も
の
で
、
水
田
域
か
ら
の
排
水
を
目
的
と
し
た
古
代

の
水
路
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
溝
内
に
堆
積
し
た
上
・
中
層
の
砂
層
は
、
仁
和
四
年
（
八
八

八
年
）
に
発
生
し
た
千
曲
川
の
「
仁
和
の
大
洪
水
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
下
層

か
ら
出
土
す
る
土
器
は
古
代
の
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
前
半
に
比
定
さ
れ
る
土
器
が
出
土

し
て
い
る
。

　

子
持
勾
玉
は
、
外
形
は
や
や
緩
や
か
な
湾
曲
を
も
っ
た
Ｃ
字
形
を
呈
す
る
。
頭
部
の
頂
部
及

び
尾
部
の
一
部
、
左
側
面
部
の
多
く
は
欠
損
し
て
い
る
。
す
べ
て
残
存
長
で
、
長
さ
六
・
三
㎝
、

研
究
ノ
ー
ト

長
野
県
内
出
土
の
子
持
勾
玉
（
集
成
補
遺
）

櫻
井
　
秀
雄
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幅
二
・
七
㎝
、
厚
さ
一
・
三
㎝
を
測
る
。
子
勾
玉
は
背
部
に
一
か
所
、
右
側
面
部
に
２
か
所
が

残
存
し
て
い
る
。
表
面
に
は
わ
ず
か
に
斜
行
す
る
擦
痕
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

二
　
考
察

１　

分
布
再
考

　

今
回
新
た
に
集
成
し
た
二
点
は
と
も
に
北
信
か

ら
の
出
土
で
あ
り
、
こ
れ
で
長
野
県
内
出
土
の
子

持
勾
玉
は
、
四
二
点
を
数
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

内
訳
で
は
北
信
が
二
三
点
と
な
り
、
続
い
て
南
信

一
二
点
、
東
信
五
点
、
中
信
二
点
の
順
と
な
る
。

北
信
に
は
玉
依
比
売
命
神
社
の
神
宝
九
点
が
あ
る

た
め
こ
れ
を
除
外
し
て
も
一
四
点
と
最
多
出
土
の

地
域
に
変
わ
り
は
な
い
。
北
信
で
の
出
土
数
の
突

出
度
が
目
を
引
く
。

　

ま
た
、
前
回
の
集
成
で
は
長
野
市
北
部
の
本
村

東
沖
遺
跡
や
榎
田
遺
跡
が
北
限
で
あ
っ
た
が
、
中

野
市
の
新
野
遺
跡
例
が
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
旧

郡
で
言
え
ば
、
高
井
郡
ま
で
出
土
地
が
広
が
っ
た

こ
と
に
な
る
。

２　

出
土
場
所

　

中
野
市
新
野
遺
跡
例
は
採
集
品
で
あ
る
が
、
千

曲
市
大
境
遺
跡
例
は
溝
跡
の
出
土
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
採
集
品
が
三
二
点
、
発
掘
調
査
に
よ
る
出
土

品
一
二
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
出
土
し
た
遺
構

別
で
は
、
溝
跡
が
一
点
増
え
て
五
点
、
竪
穴
住
居

跡
が
七
点
で
あ
る
。
今
回
集
成
し
た
大
境
遺
跡
例
で
は
、
平
安
時
代
の
「
仁
和
の
大
洪
水
」
に

よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
砂
層
が
堆
積
す
る
古
代
の
溝
跡
の
下
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
坂
城
町

上
五
明
条
里
水
田
址
も
溝
跡
か
ら
の
出
土
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
で
も
「
仁
和
の
大
洪
水
」
に
よ

る
と
み
ら
れ
る
砂
層
の
堆
積
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
出
土
し
た
の
が
平
安
時
代
の
溝
跡

と
で
あ
る
い
う
興
味
深
い
一
致
も
あ
り
、
溝
跡
か
ら
出
土
す
る
子
持
勾
玉
の
性
格
を
解
き
明
か

す
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

３　

時
期

　

時
期
に
つ
い
て
は
、
竪
穴
住
居
跡
か
ら
出
土
し
た
資
料
に
基
づ
い
て
、
五
世
紀
中
葉
に
出
現

し
、
七
世
紀
代
に
終
焉
を
迎
え
た
と
し
た
旧
稿
で
の
指
摘
と
変
わ
り
は
な
い
。
溝
跡
か
ら
出
土

す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
平
安
時
代
の
「
仁
和
の
大
洪
水
」
に
よ
る
洪
水
砂

層
を
堆
積
層
に
持
つ
資
料
も
あ
る
が
、
子
持
勾
玉
の
年
代
観
に
つ
い
て
は
同
様
の
時
期
と
み
て

よ
い
と
考
え
て
い
る
。
溝
跡
か
ら
出
土
す
る
子
持
勾
玉
は
、
廃
棄
時
期
や
混
入
の
可
能
性
等
も

含
め
た
出
土
状
況
か
ら
の
検
討
が
、
そ
の
性
格
を
と
ら
え
て
い
く
た
め
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

４　

子
持
勾
玉
の
使
用
方
法

　

旧
稿
で
は
、
欠
損
・
破
損
の
あ
る
資
料
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
意
図
的
な
破
損
行
為
が

行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
群
馬
県
の
金
井
下
新

田
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
子
持
勾
玉
に
破
砕
さ
れ
た
痕
跡
が
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
子
持
勾
玉
で

は
側
面
に
あ
る
子
勾
玉
が
欠
損
す
る
が
、
近
接
し
て
出
土
し
た
子
勾
玉
の
微
細
剥
片
が
接
合
し

た
こ
と
か
ら
、「
完
形
の
子
持
勾
玉
を
こ
の
場
で
押
込
み
、
土
を
被
せ
、
突
起
を
破
砕
す
る
と

い
う
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
」
と
報
告
者
は
解
釈
し
て
い
る（

４
）。

こ
の
事
例
を
含

め
て
群
馬
県
内
の
子
持
勾
玉
を
調
査
し
た
清
水
豊
は
、「
子
勾
玉
を
欠
く
」
例
の
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
、
他
に
も
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
、
富
田
遺
跡
、
大
八
木
遺
跡
で
子
勾
玉
を
故
意
に
割
っ
た
痕

跡
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
部
分
を
再
調
整
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
と
す
る（

５
）。

　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
み
る
と
、
佐
久
市
内
西
浦
Ⅱ
遺
跡
資
料
で
は
左
右
の
側
面
部
に
平
坦
面

を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
る
。ま
た
、当
館
所
蔵
の
千
曲
市
屋
代
遺
跡
群
出
土
資
料
で
は
、

図１　新たに集成した子持勾玉（縮尺不同）
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右
側
面
部
が
平
坦
に
近
く

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
破

砕
後
に
再
調
整
し
た
可
能
性

が
高
い
と
み
ら
れ
よ
う
。

　

子
勾
玉
の
突
起
に
よ
り
子

持
勾
玉
は
「
置
く
」
こ
と
が

難
し
い
が
、
平
坦
で
あ
れ
ば

「
置
く
」
こ
と
も
可
能
と
な

る
。
子
持
勾
玉
は
、
頭
部
に

穿
孔
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
吊

る
す
」
こ
と
で
祭
祀
に
用
い

た
と
理
解
で
き
る
が
、
こ
れ

ら
の
事
例
か
ら
は
、「
置
く
」

こ
と
も
使
用
方
法
の
ひ
と
つ

に
な
り
う
る
と
推
測
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
祭

祀
に
使
用
さ
れ
た
後
に
は
、

し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
「
置

く
」
よ
う
に
し
た
、
と
も
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
が
七
世
紀
代
の
諏
訪
市
十
二
ノ
后
遺
跡
資
料
に
な
る
と
、
子
持
勾
玉
は
完
全
に
扁
平
化
し
て

く
る
。
こ
れ
も
「
吊
る
す
」
こ
と
か
ら
「
置
く
」
こ
と
へ
の
使
用
方
法
の
変
化
を
物
語
っ
て
い

る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
今
後
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
観
察
を
進
め
て
行
く
必
要
性
を
感

じ
る
。

５　

二
重
円
文
を
施
す
子
持
勾
玉

　

こ
れ
も
旧
稿
で
提
示
し
た
課
題
で
あ
っ
た
が
、
二
重
円
文
を
施
す
タ
イ
プ
に
つ
い
て
は
町
田

勝
則
の
興
味
深
い
指

摘
が
あ
る
。町
田
は
、

二
重
円
文
は
臼
玉
の

断
面
形
の
形
状
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
推
測
す

る（
６
）。

確
か
に
臼
玉
の

断
面
形
も
二
重
円
文

状
を
呈
し
て
お
り
、

そ
の
形
状
の
類
似
は

看
過
で
き
な
い
も
の

が
あ
る
。

　

ま
た
、
一
遺
跡
と

し
て
は
全
国
最
多
の

子
持
勾
玉
が
出
土
し

た
埼
玉
県
行
田
市
の

北
大
竹
遺
跡
で
は
、

土
器
の
中
に
子
持
勾

玉
と
臼
玉
が
一
緒
に

入
れ
ら
れ
て
い
た
事
例
も
あ
る（

７
）。

前
述
し
た
群
馬
県
の
金
井
下
新
田
遺
跡
の
子
持
勾
玉
は
臼
玉

の
集
中
と
と
も
に
土
中
に
埋
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
出
土
状
況
か
ら
も
、
子
持
勾
玉
と
臼

玉
と
に
は
祭
祀
の
上
で
深
い
関
連
性
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
子
持
勾
玉
の
中
に
臼
玉
の
祭
祀
的
・
呪
力
的
要
素
を
取
り
込
む
た

め
に
二
重
円
文
を
施
文
し
た
」
と
の
仮
説
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
今
回
の
二
点
を
補
遺
と
し
て
、
長
野
県
内
出
土
の
子
持
勾
玉
は
四
二
点
と
な
っ
た
。

図３　置くことができる子持勾玉（縮尺不同）

図４　二重円文を施す子持勾玉（縮尺不同）
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旧
稿
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
近
年
、
宮
地
麻
未
と
渡
邊
理
伊
知
に
よ
り
そ
れ
ぞ

れ
子
持
勾
玉
の
全
国
集
成
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

宮
地
麻
未
は
、
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
年
）
に
集
成
を
行
い
、
国
内
出
土
が
六
六
一
点
、
韓

国
出
土
が
九
点
の
計
六
七
〇
点
を
数
え
て
い
る（

８
）。

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
年
）
に
は
渡
邊
理
伊

知
が
八
一
七
点
の
全
国
集
成
を
行
っ
た
。
こ
ち
ら
は
国
内
七
九
一
点
、
韓
国
七
点
、
出
土
地
不

明
一
九
点
と
な
っ
て
い
る（

９
）。

と
も
に
長
野
県
内
の
出
土
品
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
集
成
と
異
な

る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
遺
跡
の
発
掘
調
査
数
及
び
そ
れ
に
伴
う
報
告
書
刊
行
数
が
増
加
し
て
い

る
中
、個
人
の
力
で
全
国
集
成
を
な
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
業
績
で
あ
り
、敬
意
を
表
し
た
い
。

ど
う
し
て
も
資
料
の
重
複
や
錯
誤
な
ど
が
生
じ
て
し
ま
う
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
修
正
し
、
生
か
し
て
い
く
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
研
究
者
の
責
務
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の

集
成
に
も
見
落
と
し
等
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
と
思
う
。
今
後
も
引
き
続
き
、
長
野
県
内
出
土
の
子

持
勾
玉
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注１　

櫻
井
秀
雄
「
長
野
県
内
出
土
の
子
持
勾
玉
」『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
三
〇
号
、
二
〇

二
四
年

２　

中
野
市
教
育
委
員
会
『
新
野
遺
跡
』、
二
〇
〇
三
年

３　

千
曲
市
教
育
委
員
会
『
屋
代
遺
跡
群　

大
境
遺
跡
10
』、
二
〇
一
六
年

４　

群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
『
金
井
下
新
田
遺
跡
』、
二
〇
二
一
年

５　

か
み
つ
け
の
里
博
物
館
『
第
三
二
回
特
別
展　

子
持
勾
玉　

群
馬
県
内
出
土
品
を
集
め
て
わ

か
っ
た
こ
と　

展
示
解
説
図
録
』、
二
〇
二
四
年

６　

当
館
の
学
芸
研
究
会
（
令
和
六
年
七
月
三
一
日
）
で
の
筆
者
の
発
表
の
際
の
討
論
に
お
い
て
出

さ
れ
た
見
解
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
場
で
は
他
の
職
員
か
ら
も
有
益
な
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

７　

渡
邊
理
伊
知
「
北
大
竹
遺
跡
」
文
化
庁
編
『
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
２
０
２
３
』
共
同
通
信
社
、

二
〇
二
三
年

８　

宮
地
麻
未
「
子
持
勾
玉
の
系
統
変
化
」『
玉
文
化
研
究
』
第
五
号
、
日
本
玉
文
化
学
会
、
二
〇

二
一
年

９　

渡
邊
理
伊
知
「
子
持
勾
玉
の
集
成
と
整
理
―
集
成
表
編
―
」『
研
究
紀
要
』
第
三
七
号
、
埼
玉

県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
、
二
〇
二
三
年
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
戦
国
初
期
の
信
濃
高
梨
氏
に
お
け
る
家
督
相
続
、
す
な
わ
ち
、
代
替
わ
り
の
状
況

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
史
料
を
二
点
掲
出
し
て
問
題
提
起
と
す
る（

１
）。

史
料
１�　

「
高
井
郡
世
間
瀬
文
書
」
永
正
九
年
（
一
五
一
二
年
）
一
二
月
二
六
日
高
梨
政

盛
判
物
〔
写
真
１
、
長
野
県
立
歴
史
館
蔵
、『
信
史
』
⑩
三
五
八
頁
〕

信
州
高
井
□（

郡
夜
交
甲
ヵ
）

□
□
□
斐
守
高
国
当
知
行
之
所
、
不
残
壱
所

一
、
下
上
条
并
新
□（

野
）之

高
た
う
在
家

一
、
小
た
け
分
西
条
・
岩
舟
并
上
条
在
之

一
、
藤
澤
分
并
於
□（

干
役
）□

等
之
儀
者
、
可
為
前
々
之
趣
、
此
外
ニ
能
登
国
ゆ
い
所
在
之

右
、
任
親
父
高
国
譲
之
旨
、
令
領
掌
畢
、
然
者
軍
役
忠
節
可
被
抽
其
却
者
也
、
仍
如
件
、

　
　

永
正
九
年
壬申

十
二
月
廿
六
日　
　
　
　
　

摂（
高
梨
政
盛
）

津
守
（
花
押
）

　
　
　

夜
交
左（

景
国
）

近
尉
殿

史
料
２�　

「
高
梨
文
書
」
永
正
九
年
一
二
月
二
六
日
高
梨
澄
頼
判
物
写
〔
写
真
２
、
原
本

所
在
不
明
、『
信
史
』
⑩
三
六
〇
頁
〕

信
濃
国
高
井
郡
中
村
之
郷
之
事
、
高
秀
如
御
知
行
、
不
残
一
分
令
領
掌
畢
、
少
不
相
替
、

可
有
其
覚
悟
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　

永
正
九
年
壬申

十
二
月
廿
六
日　
　
　
　
　

源（
高
梨
）澄

頼
（
花
押
影
）

　
　
　
　

高
梨
孫
次
郎
殿

　

史
料
１
の
当
館
所
蔵「
高
井
郡
世
間
瀬
文
書
」は
、
南
北
朝
～
戦
国
期
に
高
井
郡
夜
交
郷（
現

下
高
井
郡
山
ノ
内
町
）
を
本
拠
と
し
て
活
動
し
た
夜
交
氏
の
家
伝
文
書
で
あ
る（

２
）。

夜
交
氏
は
中

野
氏
の
流
れ
を
く
む
と
さ
れ
る
が
、南
北
朝
期
に
は
高
梨
氏
の
家
臣
と
な
っ
て
い
る
。し
か
し
、

永
正
一
〇
年
に
夜
交
景
国
が
高
梨
一
門
の
小
嶋
氏
と
と
も
に
反
乱
を
起
こ
し
た
こ
と
で
追
討
を

受
け
、
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
い
る
。
武
田
氏
が
北
信
濃
に
侵
攻
す
る
と
、
当
初
は
武
田
氏
に

仕
え
た
が
、
そ
の
後
は
上
杉
氏
に
仕
え
て
豊
臣
政
権
期
の
会
津
移
封
に
従
っ
た
。
江
戸
時
代
は

米
沢
藩
士
と
し
て
存
続
し
、
明
治
維
新
後
に
「
世
間
瀬
」
へ
と
改
姓
し
て
い
る
。
当
該
文
書
群

は
平
成
一
〇
年
（
一
九
九
八
年
）
に
子
孫
で
あ
る
当
時
の
所
蔵
者
よ
り
当
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。

史
料
１
は
、
永
正
九
年
一
二
月
二
六
日
と
い
う
日
付
で
、
高
梨
摂
津
守
政
盛
が
譜
代
被
官
た
る

夜
交
左
近
尉
景
国
に
対
し
て
、
父
高
国
か
ら
譲
ら
れ
た
下
上
条
（
現
下
高
井
郡
山
ノ
内
町
）
及

び
新
野
郷
（
現
中
野
市
）
内
高
藤
在
家
以
下
の
所
領
の
当
知
行
を
安
堵
し
た
判
物
で
あ
る
。
高

梨
政
盛
は
室
町
・
戦
国
移
行
期
に
お
け
る
高
梨
氏
惣
領
家
の
人
物
で
あ
る
。
周
辺
領
主
層
と
の

抗
争
の
恒
常
化
を
背
景
と
し
て
、
文
明
年
間
頃
よ
り
一
族
一
揆
の
関
係
に
あ
っ
た
高
梨
氏
一
門

の
家
臣
化
を
す
す
め
た
こ
と
で
、
高
梨
氏
が
戦
国
期
的
な
領
域
権
力
（
国
衆
）
へ
と
変
質
を
遂

げ
て
い
く
出
発
点
と
な
っ
た（

３
）。

　

一
方
、
史
料
２
は
現
在
、
原
本
の
所
在
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
「
高
梨
文
書
」
の
う
ち
の
一

通
で
、
高
梨
政
盛
の
嫡
子
・
澄
頼
が
高
井
郡
中
村
郷
（
現
下
高
井
郡
木
島
平
村
）
を
一
門
の
高

梨
孫
次
郎
な
る
人
物
に
安
堵
し
た
判
物
で
あ
る
。
写
し
で
は
あ
る
が
、
積
極
的
に
偽
文
書
と
み

な
す
べ
き
要
素
も
な
く
、
実
際
に
発
給
さ
れ
た
文
書
と
判
断
す
べ
き
だ
ろ
う
。
高
井
郡
中
村
郷

は
室
町
前
期
の
応
永
年
間
に
は
高
梨
氏
所
領
と
し
て
み
え
る
〔『
信
史
』
⑦
三
一
〇
頁
〕（

４
）。

そ
の

後
、
室
町
後
期
の
段
階
で
は
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
年
）
に
近
江
守
高
義
〔『
信
史
』
⑧
三
六

一
頁
〕、
寛
正
元
年
（
一
四
六
〇
年
）
に
は
宮
内
少
輔
将
秀
〔『
信
史
』
⑧
四
二
一
頁
〕
な
る
高

研
究
ノ
ー
ト

戦
国
初
期
高
梨
氏
の
代
替
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
―
高
梨
政
高
・
政
盛
・
澄
頼
―

花
岡
　
康
隆
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梨
氏
一
門
の
人
物
に
よ
る
知
行
が
確
認
で
き
る
。
高
梨
将
秀
は
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
年
）
の

高
梨
氏
一
門
の
一
揆
形
状
に
も
名
を
連
ね
る
有
力
な
人
物
で
あ
っ
た〔『
信
史
』⑧
二
五
四
頁
〕。

し
か
し
、
文
明
年
間
に
は
高
梨
政
盛
よ
り
所
領
安
堵
を
受
け
て
お
り〔『
信
史
』⑨
三
二
一
頁
〕、

惣
領
家
の
家
臣
化
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
史
料
２
に
お
い
て
「
高
秀
御
知
行
の

如
く
」
と
み
え
る
が
、
こ
の
「
高
秀
」
と
は
宛
所
と
な
っ
て
い
る
孫
次
郎
の
父
に
あ
た
る
の
で

あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
中
村
郷
は
高
梨
高
義
―
将
秀
―
高
秀
―
孫
次
郎
と
相
伝
さ
れ
て
き
た

写真１　「高井郡世間瀬文書」永正９年12月26日高梨政盛判物（長野県立歴史館蔵）

写真２　「高梨文書」永正９年12月26日高梨澄頼判物写（長野県立歴史館蔵写真版より）
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こ
と
に
な
る
。
史
料
２
は
、
高
梨
氏
惣
領
た
る
澄
頼
が
、
一
門
の
相
伝
所
領
を
安
堵
し
た
文
書

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

譜
代
被
官
と
一
門
に
対
し
て
、
判
物
と
い
う
同
一
形
式
で
惣
領
家
の
人
物
が
所
領
安
堵
を

行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
史
料
１
・
２
は
、
譜
代
被
官
と
一
門
と
の
同
列
化
、
す
な
わ
ち
戦
国

期
的
な
「
家
中
」
形
成
と
い
う
現
象
を
示
す
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る（

５
）。

　

さ
て
、
史
料
１
・
２
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
の
が
、
父
子
が
同
日
付
で
安
堵
の
判
物
を
発
給

し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
お
け
る
言
及
を
み
て
お
く

と
、
湯
本
軍
一
は
史
料
１
・
２
の
存
在
か
ら
、
永
正
九
年
に
政
盛
か
ら
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り
が

あ
っ
た
と
し
て
い
る（

６
）。

志
村
平
治
は
、『
続
群
書
類
従
』
系
図
部
所
収
「
高
梨
系
図（

７
）」（

以
下
「
高

梨
系
図
」）
に
お
い
て
政
盛
が
永
正
一
〇
年
に
死
没
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
永
正
九

年
に
発
給
さ
れ
た
史
料
１
・
２
は
、
こ
の
年
に
政
盛
が
澄
頼
に
家
督
の
地
位
を
譲
っ
て
隠
居
し

た
こ
と
に
よ
る
代
替
わ
り
安
堵
で
あ
っ
た
と
す
る（

８
）。

井
原
今
朝
男
も
「
同
一
日
に
一
斉
に
家
臣

団
に
対
し
て
所
領
安
堵
を
す
る
こ
と
は
、
家
臣
団
の
引
き
締
め
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
。
あ
る
い
は
、
政
盛
か
ら
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。」
と
述
べ
、
家

臣
団
の
再
構
築
と
い
う
目
的
と
、
や
は
り
政
盛
か
ら
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り
の
可
能
性
を
指
摘
し

て
い
る（

９
）。

そ
の
他
、
自
治
体
史
類
も
こ
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る（

（1
（

。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
文
亀
二
年
（
一
五
〇
三
年
）
か
ら
永
正
五
年
ま
で
の
間
に
想
定
さ
れ
る

澄
頼
の
元
服
時
期
を
ふ
ま
え
て
も
、
永
正
九
年
頃
に
政
盛
か
ら
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り
が
行
わ
れ

た
と
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。
ま
た
、
同
日
付
で
複
数
の
当
知
行
地
安
堵
が
発
給
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
史
料
１
・
２
を
代
替
わ
り
安
堵
と
す
る
理
解
も
首
肯
し
う
る（

（1
（

。
サ
ン
プ

ル
が
乏
し
い
た
め
、
こ
の
二
通
の
安
堵
状
が
同
一
の
日
付
で
発
給
さ
れ
た
個
別
具
体
的
な
理
由

に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
示
さ
れ
た
理
解
を
大
き
く
深
め
る
こ
と
は
、
現
段
階
に
お
い
て
は
難

し
い（

（1
（

。
本
稿
が
問
題
と
し
た
い
の
は
、
家
督
の
地
位
を
譲
っ
た
父
と
、
そ
の
地
位
を
相
続
し
た

子
息
の
両
者
が
同
時
に
安
堵
状
を
発
給
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
通
常
の
代
替
わ
り
安
堵

で
あ
れ
ば
、
新
当
主
の
み
が
安
堵
状
を
発
給
し
て
家
臣
団
と
の
主
従
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
と

な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
通
を
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
永
正
九
年
の
段
階
で
家
督

を
継
承
し
た
澄
頼
が
一
門
出
身
の
家
臣
に
所
領
安
堵
を
行
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
家
督
の

地
位
を
退
い
た
は
ず
の
父
・
政
盛
も
、
譜
代
被
官
に
対
す
る
所
領
安
堵
と
い
う
家
政
に
関
す
る

権
限
を
依
然
と
し
て
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。す
な
わ
ち
、永
正
九
年
段
階
の
高
梨
氏
は
、

嫡
子
の
澄
盛
が
家
督
を
継
承
し
た
後
も
、
父
の
政
盛
が
一
部
の
権
力
を
掌
握
す
る
体
制
が
取
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
従
来
、
永
正
一
〇
年
と
さ
れ
て

き
た
政
盛
の
没
年
は
再
考
の
余
地
が
あ
り
、
永
正
九
年
以
降
の
政
盛
の
動
向
も
ふ
ま
え
た
検
討

が
求
め
ら
れ
る
。

　

父
が
家
督
の
地
位
を
子
に
譲
っ
て
隠
居
し
た
の
ち
も
家
政
に
対
す
る
権
限
や
影
響
力
を
保
持

し
続
け
る
と
い
う
事
象
は
中
世
に
お
い
て
普
遍
的
に
み
ら
れ
る（

（1
（

。
こ
れ
は
父
子
間
に
お
け
る
権

力
分
立
や
対
立
と
い
う
危
機
を
内
包
す
る
も
の
の
、
一
般
的
に
は
、
父
で
あ
る
旧
当
主
が
親
権

を
根
拠
と
し
て
新
当
主
で
あ
る
子
を
後
見
・
補
佐
し
つ
つ
、
漸
次
的
に
権
力
を
移
譲
す
る
こ
と

で
、
円
滑
な
権
力
継
承
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
政
治
体
制
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
代
替
わ
り
が
行
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
旧
当
主
が
家
政
に
対
す
る

権
限
を
部
分
的
に
保
持
し
続
け
る
こ
と
で
新
当
主
と
権
限
を
分
掌
す
る
状
況
を
「
父
子
二
頭
体

制
」
と
呼
称
す
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
体
制
は
、
戦
国
期
に
お
い
て
も
全
国
的
に
多
く
の
事
例

が
確
認
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
残
存
す
る
発
給
文
書
の
分
析
を
可
能
と

す
る
一
六
世
紀
半
ば
以
降
の
戦
国
大
名
権
力
を
検
討
と
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
本
稿

が
対
象
と
す
る
室
町
・
戦
国
移
行
期
に
お
け
る
地
域
権
力
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
制
約
も
あ
り

事
例
の
蓄
積
は
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
戦
国
初
期
の
信
濃
高
梨
氏
に
お
い
て「
父
子
二
頭
体
制
」

が
取
ら
れ
た
可
能
性
を
関
係
史
料
の
整
理
か
ら
指
摘
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
か
か
る
政
治
体
制

が
取
ら
れ
た
当
該
時
期
固
有
の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
展
望
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
　
高
梨
政
高
・
政
盛
の
「
父
子
二
頭
体
制
」

１　

高
梨
政
高
の
動
向

　

は
じ
め
に
で
、
永
正
九
年
（
一
五
一
二
年
）
に
高
梨
政
盛
が
子
息
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り
を
行
っ

た
の
ち
も
、
一
部
の
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。
実
は
そ
の
政
盛
も
、
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自
身
が
家
督
を
継
承
し
た
時
期
に
お
い
て
、
存
命
の
父
が
隠
退
せ
ず
に
家
政
へ
の
関
与
を
継
続

す
る
状
況
を
経
験
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
下
、
本
節
で
は
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
が
、

そ
の
前
提
と
し
て
政
盛
の
父
で
あ
る
政
高
の
動
向
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

長
禄
三
年
（
一
四
五
九
年
）
七
月
一
四
日
に
政
高
の
父
・
刑
部
大
輔
教
秀
が
死
去
し
て
い
る

こ
と
が
『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書（

（1
（

』
か
ら
確
認
で
き
る
〔『
信
史
』
⑧
四
一
五
頁
〕。
政
高
は
こ
れ

を
受
け
て
家
督
を
継
承
し
た
と
み
ら
れ
、
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
年
）
に
は
「
代
始
」
と
し
て
、

高
梨
本
郷
の
諏
訪
上
社
頭
役
を
負
担
し
て
い
る
〔『
信
史
』
⑧
四
四
二
頁
〕。
政
高
の
「
政
」
の

字
は
、
父
・
教
秀
と
同
じ
く
、
幕
府
将
軍（
足
利
義
政
）か
ら
一
字
拝
領
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

政
高
が
家
督
を
継
承
し
た
時
期
は
、
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
年
）
に
関
東
で
勃
発
し
た
享
徳

の
乱
が
北
信
濃
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
っ
た（

（1
（

。
足
利
成
氏
対
関
東
管
領
上
杉
氏
・
室

町
幕
府
と
い
う
対
立
が
小
笠
原
氏
の
内
訌
と
結
び
つ
き
、
守
護
小
笠
原
氏
は
幕
府
の
対
東
国
政

策
に
お
け
る
軍
事
力
と
し
て
機
能
し
な
い
状
態
と
な
る
。
か
わ
っ
て
北
信
濃
で
影
響
力
を
増
大

さ
せ
た
の
が
山
内
上
杉
氏
一
門
の
有
力
者
で
越
後
守
護
の
上
杉
房
定
で
あ
っ
た
。
房
定
は
幕
命

に
よ
り
た
び
た
び
関
東
へ
出
陣
し
て
い
る
が
、
守
護
支
配
が
後
退
し
た
北
信
濃
へ
の
介
入
も
す

す
め
た
。
高
梨
政
高
は
埴
科
郡
の
村
上
氏
と
と
も
に
、
足
利
成
氏
と
結
ぶ
こ
と
で
越
後
上
杉
氏

に
対
抗
し
た
。
寛
正
四
年
一
二
月
一
二
日
、
高
梨
政
高
は
越
後
か
ら
北
信
濃
に
侵
攻
し
た
越
後

上
杉
氏
一
門
の
う
ち
、
山
浦
上
杉
氏
の
人
物
と
み
ら
れ
る
上
杉
右
馬
頭
を
高
井
郡
高
橋
（
現
中

野
市
）
の
地
に
お
い
て
討
つ
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
〔『
信
史
』
⑧
四
六
六
頁
〕（

（1
（

。
同
年
に
比
定

さ
れ
る
一
二
月
二
二
日
付
で
足
利
成
氏
が
上
野
国
の
岩
松
成
兼
（
新
田
左
京
亮
）
に
宛
て
た
書

状
に
お
い
て
、
成
氏
は
上
杉
右
馬
頭
が
信
濃
で
討
死
し
た
と
い
う
情
報
を
、
岩
松
を
通
じ
て
得

る
と
と
も
に
、
そ
の
戦
果
に
つ
い
て
喜
び
を
示
し
て
い
る
〔『
信
史
』
⑧
四
六
六
頁
〕。
こ
の
史

料
か
ら
、
高
梨
政
高
が
新
田
岩
松
氏
を
介
し
て
成
氏
と
通
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た

だ
し
、政
高
は
幕
府
中
枢
と
の
結
び
つ
き
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。寛
正
六
年
二
月
、

政
高
は
政
所
執
事
代
蜷
川
親
元
を
通
じ
て
伊
勢
貞
親
に
馬
を
贈
る
と
と
も
に
「
訴
訟
」
に
つ
い

て
申
し
入
れ
て
い
る
が（

（1
（

、
こ
れ
に
対
し
て
親
元
は
管
領
細
川
勝
元
に
「
詫
言
」
を
申
さ
な
け
れ

ば
事
行
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
返
答
し
て
い
る
〔『
信
史
』
⑧
五
一
六
頁
〕。
同
年
六
月
九
日
、
幕

府
は
信
濃
守
護
小
笠
原
家
長
に
対
し
て
、
上
杉
房
定
と
談
合
し
て
高
梨
弥
太
郎
政
高
お
よ
び
村

上
兵
部
少
輔
政
国
を
討
伐
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
〔『
信
史
』
⑧
五
二
五
頁
〕。
こ
の
討
伐
命

令
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
村
上
・
高
梨
氏
よ
り
圧
迫
を
受
け
て
い
た
中
小
国
人
た
ち
は
両
一
族

を
一
斉
に
攻
撃
し
て
い
る
。
同
年
七
月
に
も
高
梨
政
高
は
伊
勢
貞
親
を
通
じ
て
赦
免
の
は
た
ら

き
か
け
を
行
っ
て
い
る
〔『
信
史
』
⑧
五
一
六
頁
〕。

　

こ
の
よ
う
に
、
上
杉
房
定
と
の
対
立
か
ら
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
政
高
で
あ
っ
た
が
、
文
明
二

年
（
一
四
六
九
年
）
に
は
新
保
郷
（
現
中
野
市
）
の
領
主
と
し
て
「
高
梨
刑
部
大
夫
政
高
」
と
み

え
る
〔『
信
史
』
⑨
五
一
頁
〕。
こ
こ
ま
で
政
高
は
無
官
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
記
事
か
ら
、
文
明

二
年
ま
で
に
は
、
か
つ
て
父
の
教
秀
が
任
官
し
て
い
た
刑
部
大
輔
に
任
官
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
任
官
は
伊
勢
氏
を
介
し
た
幕
府
へ
の
赦
免
工
作
が
実
っ
た
結
果
の
も
の
と
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
後
、
高
梨
政
高
は
、
文
明
六
年
に
は
和
田
郷
（
現
長
野
市
）
領
主
と
し

て
〔『
信
史
』
⑨
一
一
五
頁
〕、
文
明
七
年
に
は
新
保
郷
領
主
と
し
て
〔『
信
史
』
⑨
一
二
九
頁
〕、

『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
に
「
高
梨
刑
部
大
輔
政
高
」
と
そ
の
名
が
確
認
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
も
触
れ
た
「
高
梨
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
高
梨
政
高
は
応
仁
二
年
（
一
四
六

八
年
）
一
〇
月
一
六
日
に
五
〇
歳
で
死
没
し
た
と
い
う
（
法
名
天
桂
高
雄
）。「
高
梨
系
図
」
は

明
暦
年
間
以
降
の
「
江
戸
時
代
中
期
早
々
」
に
成
立
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が（

（1
（

、
こ
こ
ま
で

述
べ
て
き
た
一
次
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
政
高
の
活
動
状
況
を
ふ
ま
え
る
と
、
同
系
図
の
没
年

月
日
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
実
は
、「
高
梨
系
図
」
は
政
高
の
父
・
教
秀
に

つ
い
て
も
、
没
年
月
日
を
応
永
三
四
年
（
一
四
二
七
年
）
七
月
一
四
日
と
す
る
が
、
前
述
し
た

よ
う
に
教
秀
の
没
年
も
長
禄
三
年
で
あ
る
こ
と
が
一
次
史
料
か
ら
確
認
で
き
、
こ
れ
も
誤
り
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
は
、
教
秀
の
父
・
高
景
も
、
応
永
一
七
年
一
〇
月
一
六
日
に
没

し
た
と
す
る
が
、
高
景
は
永
享
年
間
ま
で
生
存
し
て
い
た
こ
と
が
一
次
史
料
か
ら
確
認
で
き
、

や
は
り
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（

（2
（

。
従
来
の
高
梨
氏
研
究
で
は
「
高
梨
系
図
」
の
没
年
に
依

拠
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
信
が
置
け
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

２　

高
梨
政
高
か
ら
政
盛
へ
の
家
督
継
承

　

次
に
、
政
高
か
ら
子
息
の
政
盛
へ
の
代
替
わ
り
の
状
況
を
み
て
お
き
た
い
。
以
下
は
、
政
高

か
ら
政
盛
へ
の
代
替
わ
り
の
前
後
の
時
期
と
な
る
文
明
年
間
に
お
け
る
両
者
の
活
動
徴
証
を
一
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覧
に
し
た
表
「
高
梨
政
高
・
政
盛
活
動
徴
証
（
文
明
年
間
）」
も
参
照
さ
れ
た
い
（
以
下
、
本
節

で
は
表
に
掲
出
し
た
活
動
徴
証
に
触
れ
る
場
合
、
出
典
は
表
中
の
№
を
示
し
た
）。
高
梨
政
盛
の
活

動
初
見
が
次
の
『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
の
記
事
で
あ
る
。

史
料
３　

『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
文
明
八
年
条
〔
表
№
７
、
傍
線
筆
者
〕

一�

、
左
頭
、
高
梨
本
郷
、
高
梨
源
政
盛
代
被
渡
、
始
而
被
勤
仕
、
御
符
礼
五
貫
六
百
六
十

六
文
、
代
官
川
村
秀
高
、
使
会
次
二
郎
、
御
教
書
礼
同
、
神
鷹
・
神
馬
代
三
貫
、
御
教

書
礼
五
貫
六
百
六
十
六
文
、
使
会
次
二
郎
・
孫
六
、
頭
役
五
拾
七
貫
三
百
、
以
後
老
頭

と
御
符
可
給
候
と
被
申
候
、

　

文
明
八
年
に
翌
年
の
御
射
山
祭
頭
役
を
差
配
し
た
記
事
の
う
ち
、
高
梨
氏
の
本
領
で
あ
る
高

梨
本
郷
へ
の
賦
課
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
で
あ
る
。
傍
線
部
に
頭
役
を
負
担
し
た
人
物
と
し
て

「
高
梨
源
政
盛
」
の
名
と
と
も
に
、「
代
被
渡
、
始
而
被
勤
仕
」（「
代
を
渡
さ
れ
、
始
め
て
勤
仕

せ
ら
る
」）
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
年
ま
で
に
高
梨
政
盛
が
元
服
し
（
政
盛
も
ま
た
父
と
同

様
に
将
軍
足
利
義
政
か
ら
一
字
を
拝
領
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）、
高
梨
本
郷
と
と
も
に
家
督
の
地
位

（「
代
」）
を
父
の
政
高
よ
り
継
承
し
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
政
高
か
ら
政
盛
へ
の
代
替
わ

り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

（2
（

。
な
お
、
文
明
元
年
ま
で
政
高
の
知
行
が
確
認
で
き
る
狩

田
郷
（
現
上
高
井
郡
小
布
施
町
）
に
つ
い
て
も
〔
表
№
１
〕、
文
明
一
一
年
に
は
政
盛
が
知
行
し

て
お
り
〔
表
№
11
〕、
政
高
か
ら
政
盛
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
早
く
に
伊
藤
冨
雄
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に（

（2
（

、
こ
れ
以
降
も
政
高
の
活
動
徴
証
が

確
認
で
き
る
。
文
明
一
〇
年
・
同
一
五
年
の
新
野
郷
〔
表
№
９
・
14
〕、
文
明
一
一
年
の
和
田

郷
〔
表
№
10
〕、
文
明
一
二
年
の
新
保
郷
〔
表
№
12
〕
の
領
主
と
し
て
「
高
梨
刑
部
大
輔
政
高
」

の
名
が
『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
か
ら
確
認
で
き
る
の
で
あ
る（

（2
（

。
こ
こ
か
ら
、
文
明
八
年
ま
で

に
政
盛
が
父
の
政
高
か
ら
家
督
及
び
惣
領
家
所
領
の
高
梨
本
郷
・
狩
田
郷
を
継
承
し
つ
つ
も
、

政
高
が
依
然
と
し
て
複
数
（
少
な
く
と
も
三
箇
所
）
の
高
梨
氏
所
領
を
知
行
し
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。
文
明
一
〇
年
三
月
に
は
高
梨
氏
が
若
王
子
を
通
じ
て
幕
府
政
所
執
事
代
の
蜷

川
親
元
に
贈
物
を
し
て
い
る
が
〔
表
№
８
〕、
こ
こ
に
は
贈
り
主
と
し
て
「
高
梨
政
盛
方
」
と

表
記
さ
れ
て
お
り
、
中
央
と
の
交
渉
は
政
高
に
代
わ
っ
て
政
盛
が
担
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

【表】高梨政高・政盛活動徴証（文明年間）

№ 年 西暦 月 日
所見

内容 備考 典拠 信濃史料
高梨政高 高梨政盛

1 文明１ 1468 ４ ８ 高梨政高 狩田郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨32頁

2 文明２ 1469 ４ ８ 高梨刑部大夫政高 新保郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨51頁

3 文明３ 1470 ７ 29 高梨刑部大輔政高 高梨本郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨68頁

4 文明５ 1471 ４ ８ 高梨知行 新野郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨92頁

5 文明６ 1474 ４ ８ 高梨刑部大輔政高 和田郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨115頁

6 文明７ 1475 ４ ８ 高梨刑部大輔政高 新保郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨129頁

7 文明８ 1476 ７ 30 高梨源政盛 高梨本郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 代始め。本文中掲出史料３。 諏訪御符礼之古書 ⑨195頁

8 文明10 1478 ３ ５ 高梨政盛方 蜷川親元に贈物をする。

『親元日記』同年3月27日条（『信史』補遺上346頁）に
みえる「高梨方」、（文明10年ヵ』「蜷川家文書」蜷川親
元条々覚書（『大日本古文書 蜷川家文書』96号）（『信史』
未収）にみえる「一、高梨」も政盛に比定される。

親元日記 ⑨211頁

9 文明10 1478 ４ ４ 高梨刑部大輔政高 新野郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨216頁

10 文明11 1479 ４ ８ 高梨刑部大輔政高 和田郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨235頁

11 文明11 1479 ５ ５ 高梨源政盛 狩田郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨235頁

12 文明12 1480 ４ ８ 高梨刑部大輔政高 新保郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨247頁

13 文明13 1481 ５ ５ 高梨刑部大輔政盛 高梨荘領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨263頁

14 文明15 1483 ４ ８ 高梨刑部大輔政高 新野郷領主として諏訪上社の頭役を差配される。 諏訪御符礼之古書 ⑨304頁

15 文明16 1484 ５ ― 高梨刑部大輔政盛 山田郷を奪取する。 本文中掲出史料４。 諏訪御符礼之古書 ⑨321頁

16 文明16 1484 ６ 26 高梨摂津 高梨摂津守の「御家中」（室）が死去する。 本文中掲出史料４。 諏訪御符礼之古書 ⑨321頁

17 文明16 1484 ６ 26 政盛（花押） 治部少輔に高井郡江部村を宛て行う。 高梨文書 ⑨323頁

18 文明年間 ― ２ 28 政盛（花押）
紀伊守に対して大熊の地を安堵することなどを伝
える。

高梨文書 ⑨321頁

19 文明18 1486 ７ 29 高梨摂津州 高梨刑部大輔政盛
高梨刑部大輔政盛が高梨本郷領主として諏訪上社
の頭役を差配される。高梨本郷代官河村、高梨摂
津州に上社頭役銭等のことにつき伺う。

本文中掲出史料５。 諏訪御符礼之古書 ⑨370頁

※一次史料にみえるもので、明確な人名比定が可能な事例に限定した。
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確
か
な
史
料
に
よ
る
「
政
高
」
と
い
う
実
名
の
終
見
は
、
文
明
一
五
年
〔
表
№
14
〕
で
あ
る

が
、
次
に
掲
出
す
る
『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
の
記
事
は
検
討
を
要
す
る
。

史
料
４　

『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
文
明
一
六
年
条
〔
表
№
15
・
16
、
傍
線
筆
者
〕

此
年
五
月
、
①
山
田
城
高
梨
日
向
守
高
朝
、
高
野
仏
詣
留
守
中
於
、
高
梨
刑
部
大
輔
政
盛
、

城
被
取
候
、
六
月
廿
六
日
、
②
高
梨
摂
津
御
家
中
死
去
、
是
ハ
神
慮
不
受
非
例
、
和
田
寄

子
銭
難
渋
申
、
被
押
候
間
、
責
一
仁
着
と
申
、
吉
田
殿
専
自
欲
無
咎
、
御
家
中
神
罰
当
被

申
候
間
、
為
以
後
記
置
候
、

　

こ
の
記
事
で
は
、
文
明
一
六
年
五
月
、「
高
梨
刑
部
大
輔
政
盛
」
が
、
有
力
一
門
山
田
高
梨

氏
の
高
梨
高
朝
の
本
拠
で
あ
る
山
田
城
を
攻
撃
し
て
奪
取
し
た
こ
と
（
傍
線
部
①
）、
和
田
郷

寄
子
銭
を
難
渋
し
た
神
罰
に
よ
り
、
翌
月
二
六
日
に
「
高
梨
摂
津
」
の
室
（「
御
家
中
」）
が
死

去
し
た
と
い
う
事
実
（
傍
線
部
②
）
を
記
し
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、「
高
梨
刑
部
大
輔
政

盛
」
と
「
高
梨
摂
津
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
従
来
は
後
者
の
「
高
梨
摂
津
」
も
政
盛
に
比
定
し

て
き
た（

（2
（

。
し
か
し
、
高
梨
政
盛
は
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
年
）
ま
で
刑
部
大
輔
を
名
乗
っ
て
い

る
〔『
実
隆
公
記
』
同
年
七
月
二
九
日
条
、『
信
史
』
⑩
一
六
二
頁
〕。
そ
し
て
、
摂
津
守
を
名

乗
る
確
か
な
史
料
の
初
見
は
永
正
三
年
で
あ
る
〔『
実
隆
公
記
』
同
年
一
〇
月
一
九
日
条
、『
信

史
』
⑩
二
二
八
頁
〕。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
す
で
に
伊
藤
冨
雄
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
史
料

４
に
登
場
す
る
「
高
梨
摂
津
」
は
政
盛
と
は
別
の
人
物
、
す
な
わ
ち
父
の
政
高
に
比
定
す
べ
き

で
あ
ろ
う（

（2
（

。
こ
れ
は
、
文
明
一
一
年
段
階
で
政
高
が
和
田
郷
を
知
行
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
と
い
う
事
実
〔
表
№
10
〕
と
も
整
合
的
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
同
じ
条
文
に
異
な
る
官
途
名
で
出
て
く
る
人
物
を
同
一
と
み
る
こ
と
は
不
自
然

で
あ
り
、「
高
梨
摂
津
」
は
政
盛
の
父
・
政
高
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
政
高
の
祖
父
高
景

が
刑
部
少
輔
を
経
て
摂
津
守
に
任
官
し
て
い
る
こ
と
や
、
政
高
子
息
の
政
盛
が
刑
部
大
輔
→
摂

津
守
と
い
う
官
歴
を
た
ど
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
も
、
政
高
が
刑
部
大
輔
か
ら
摂
津
守
に
転
じ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
政
盛
は
文
明
一
一
年
ま
で
無
官
だ
っ
た
が
〔
表
№
11
〕、
文
明
一
三

年
よ
り
刑
部
大
輔
を
名
乗
っ
て
お
り
〔
表
№
13
〕、
文
明
一
二
年
ま
た
は
一
三
年
に
刑
部
大
輔

に
任
官
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
父
子
で
同
じ
官
途
を
名
乗
る
の
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
政
盛
の
刑
部
大
輔
任
官
と
と
も
に
政
高
は
摂
津
守
に
任
官
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
高
梨
政
高
は
子
息
に
家
督
を
譲
っ
た
後
も
複
数
の
惣
領
家
所
領
を
知
行

し
、
さ
ら
に
、
文
明
一
六
年
ま
で
に
上
位
官
途
に
転
じ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
な
お
、

『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
文
明
一
五
年
条
で
政
盛
が
刑
部
大
輔
と
さ
れ
て
い
る
〔
表
№
15
〕。

こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
①
諏
方
上
社
に
未
だ
政
高
の
摂
津
守
任
官
の
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
、
②
政
盛
と
政
高
の
混
同
に
よ
る
誤
記
、
の
い
ず
れ
か
と
考
え
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
般
的
に
、
子
息
に
家
督
を
譲
っ
た
後
も
前
当
主
は
隠
居
分
の
所
領
を
保
有
す

る（
（2
（

。
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
代
替
わ
り
後
の
政
高
の
活
動
徴
証
の
ほ
と
ん
ど
は
あ
く
ま
で
高
梨
氏

所
領
の
知
行
者
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
単
に
隠
居
分
を
知
行
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
代
替
わ
り
後
の
政
高
が
、
単
に
隠

居
分
を
知
行
す
る
だ
け
の
立
場
で
は
な
い
こ
と
が
、
次
の
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。

史
料
５　

『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
文
明
一
八
年
条
〔
表
№
19
、
傍
線
筆
者
〕

一�

、
左
頭
、
高
梨
本
郷
、
御
符
礼
五
貫
六
百
六
十
六
文
、
高
梨
刑
部
大
輔
政
盛
代
官
河
村

惣
左
衛
門
尉
秀
高
、①
下（

諏
方
継
満
）

位
殿
当
郡
大
熊
荒
城
取
立
候
、六
月
十
日
甲申

除
如
此
御
座
候
間
、

所
々
御
頭
足
、
使
栗
沢
四
郎
越
、
御
符
銭
・
御
頭
役
被
取
候
、
②
河
村
四
郎
談
合
而
、

本
郷
頭
役
五
拾
七
貫
三
百
二
拾
貫
云
成
、
③
四
郎
高
梨
摂
津
州
へ
出
、
戸
田
若
狭
五
百

出
申
、
口
憑
、
彼
頭
役
下
位
殿
進
候
へ
ハ
、
河
村
三
拾
七
貫
三
百
自
欲
成
候
間
、
④
須

毛
・
小
島
・
大
熊
江
河
村
四
郎
ニ
人
を
副
、
皆
々
高
梨
摂
津
州
御
意
候
御
符
銭
下
位
殿

両
方
へ
半
分
宛
御
沙
汰
候
へ
と
申
成
、
料
足
請
取
候
、
⑤
彼
四
郎
、
五
子
ヨ
リ
満
実
宿

所
神
左
衛
門
く
れ
置
候
し
か
、今
此
列

（
マ
マ
）如

此
神
長
罷
成
、下
位
殿
目
明
罷
成
無
御
存
知
、

神
役
専
自
欲
申
働（

勤
）、

満
実
恥
辱
懸
、
御
無
念
無
申
計
、（
下
略
）
…

　

こ
こ
に
も
「
高
梨
刑
部
大
輔
政
盛
」
と
、
政
高
と
み
ら
れ
る
「
高
梨
摂
津
州
」
が
同
時
に
登

場
す
る
。
史
料
５
の
前
提
に
は
諏
方
上
社
の
内
訌
が
あ
る（

（2
（

。
諏
方
上
社
で
は
大
祝
家
の
諏
方
継

満
が
文
明
一
五
年
に
惣
領
家
の
諏
方
政
満
を
謀
殺
す
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
暴

挙
に
怒
っ
た
神
長
守
矢
家
を
含
む
社
家
衆
は
継
満
を
追
放
し
、
文
明
一
六
年
に
は
政
満
の
次
男

宮
法
師
丸
（
の
ち
の
諏
方
頼
満
）
を
惣
領
に
擁
立
し
て
大
祝
職
に
も
就
任
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
分
裂
し
て
い
た
惣
領
と
大
祝
の
地
位
は
一
体
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
他
方
で
、
諏
方
継
満

は
伊
那
谷
へ
と
逃
れ
た
が
、
そ
の
後
も
諏
方
惣
領
家
と
の
抗
争
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
経
緯
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を
踏
ま
え
た
上
で
史
料
５
の
内
容
を
示
す
と
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
に
な
る（

（2
（

。
文
明
一
八
年

の
六
月
、
諏
方
継
満
（「
下
位
殿
」）
は
諏
訪
郡
の
大
熊
（
現
諏
訪
市
）
に
あ
っ
た
荒
城
を
取
り

立
て
、
各
地
か
ら
徴
収
さ
れ
る
諏
方
上
社
の
頭
役
銭
等
を
こ
こ
で
奪
い
取
ろ
う
と
し
た
。
こ
の

年
、
高
梨
本
郷
に
御
射
山
頭
役
が
差
配
さ
れ
る
と
、
神
長
の
使
者
と
し
て
粟
沢
四
郎
が
神
役
徴

収
の
た
め
に
高
梨
に
赴
い
た（
傍
線
部
①
、粟
沢
四
郎
は
神
長
の
被
官
と
し
て
神
役
徴
収
の
役
を
担
っ

て
い
た
人
物
だ
が（
（2
（

、
継
満
と
共
謀
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
後
段
か
ら
わ
か
る
）。
四
郎
は
高
梨
本
郷

の
代
官
河
村
秀
高
と
談
合
し
、
頭
役
銭
五
七
貫
三
〇
〇
文
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
二
〇
貫
文
と
偽

る
こ
と
と
し
た
（
傍
線
部
②
）。「
高
梨
摂
津
州
」
の
も
と
に
出
向
い
た
四
郎
は
、
近
臣
の
戸
田

若
狭
に
五
〇
〇
文
を
以
て
口
利
き
を
依
頼
し
、
こ
の
頭
役
銭
を
下
位
殿
（
諏
方
継
満
）
に
進
上

す
る
こ
と
と
し
、
河
村
は
差
額
の
三
七
貫
三
〇
〇
文
を
自
身
の
利
益
と
し
た
（
傍
線
部
③
）。

ま
た
、河
村
は
他
の
高
梨
領
で
あ
る
須
毛
・
小
嶋
・
大
熊
へ
も
四
郎
に
使
い
を
添
え
て
派
遣
し
、

「
高
梨
摂
津
州
」
の
「
御
意
」
と
し
て
、
御
符
銭
は
継
満
（
下
位
殿
）
と
神
長
の
両
方
へ
半
分

ず
つ
納
め
る
べ
き
と
し
て
、
そ
の
料
足
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
（
傍
線
部
④
）。
粟
沢
四
郎
は

五
つ
子
の
時
よ
り
神
長
の
宿
所
で
粟
沢
神
左
衛
門
よ
り
も
ら
い
受
け
て
育
て
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
継
満
の
手
下
（「
目
明
し
」）
と
な
っ
た
こ
と
は
神
長
の
守
矢
満
実
は
存
知
し
て
お
ら
ず
、

四
郎
が
神
役
を
自
欲
の
ま
ま
と
し
た
こ
と
は
満
実
に
と
っ
て
は
恥
辱
で
あ
り
、
無
念
極
ま
り
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
（
傍
線
部
⑤
）。
以
下
、
省
略
し
た
部
分
に
は
、
満
実
が
諏
方
継
満

を
調
伏
し
、
そ
の
後
に
継
満
が
死
亡
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
経
緯
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
高
梨
政
盛
が
領
主
と
な
っ
て
い
た
、

惣
領
家
所
領
の
高
梨
本
郷
か
ら
の
頭
役
銭
の
納
入
額
や
納
入
先
の
決
定
に
つ
い
て
、
高
梨
氏
被

官
の
河
村
が「
高
梨
摂
津
州
」す
な
わ
ち
政
高
に
対
し
て
伺
い
を
立
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る（
傍

線
部
③
）。
ま
た
、
河
村
は
惣
領
家
以
外
の
高
梨
一
門
領
で
あ
る
須
毛
・
小
嶋
・
大
熊
に
対
し

て
も
高
梨
摂
津
州
（
政
高
）
の
「
御
意（

（3
（

」
と
し
て
、
御
符
銭
の
納
入
先
を
諏
方
継
満
・
神
長
の

両
方
と
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
（
傍
線
部
④
）。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
は
、

政
盛
に
代
替
わ
り
し
た
後
も
、
政
高
は
惣
領
家
の
本
領
及
び
一
門
領
に
対
す
る
支
配
権
を
行
使

し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。こ
の
点
に
つ
い
て
や
は
り
伊
藤
冨
雄
は「
政

高
は
早
く
家
督
を
政
盛
に
譲
っ
た
と
は
い
え
、
高
梨
氏
の
実
権
は
な
お
そ
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
と
想
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

（3
（

。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
、
子
息
の
政
盛
も
一
門
に
対
す

る
所
領
宛
行
の
判
持
を
発
給
し
た
り
〔
表
№
17
〕、
一
門
同
士
の
所
領
の
競
合
関
係
に
対
す
る

調
停
を
行
っ
た
り
〔
表
№
18
〕
し
て
い
た
明
確
な
徴
証
が
あ
る（

（3
（

。
史
料
４
で
見
た
よ
う
に
、
対

立
す
る
一
門
と
の
戦
闘
に
つ
い
て
軍
事
行
動
を
担
っ
た
の
も
政
盛
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
完
全

に
政
高
が
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
は
言
え
ず
、
何
ら
か
の
判
断
基
準
に
よ
っ
て
父
子
で
権
限

が
分
掌
さ
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
父
政
高
が
子
息
の
政
盛
を
後
見
す
る
体
制
に
あ
っ
た
と
想
定

し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
管
見
の
限
り
文
明
一
八
年
の
史
料
５
〔
表
№
19
〕
が
政
高
の
活
動
徴

証
の
終
見
で
あ
り
、
こ
の
頃
を
遠
く
下
ら
な
い
時
期
に
政
高
は
死
去
（
も
し
く
は
完
全
に
隠
居
）

し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

以
上
、
本
章
で
は
高
梨
政
高
か
ら
政
盛
に
代
替
わ
り
が
行
わ
れ
た
文
明
八
年
以
降
も
、
父
で

あ
る
政
高
は
所
領
支
配
等
に
関
与
す
る
権
限
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
体
制
は
最
低
で
も

文
明
一
八
年
ま
で
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

二
　
高
梨
政
盛
・
澄
頼
の
「
父
子
二
頭
体
制
」

　

本
章
で
は
、
は
じ
め
に
で
提
起
し
た
高
梨
政
盛
と
澄
頼
に
よ
る
「
父
子
二
頭
体
制
」
の
可
能

性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
前
提
と
し
て
代
替
わ
り
直
前
の
時
期
に
あ
た
る
永
正
年
間

に
お
け
る
政
盛
の
動
向
を
確
認
す
る
。

　

永
正
年
間
頃
よ
り
、
信
濃
高
梨
氏
は
越
後
長
尾
氏
と
の
関
係
性
が
顕
著
と
な
る（

（3
（

。
高
梨
政
盛

は
息
女
を
越
後
守
護
代
長
尾
能
景
に
嫁
が
せ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
史
実
で
あ
る
な
ら
ば

そ
れ
は
文
明
一
四
年
（
一
四
八
二
年
）
～
一
八
年
の
間
の
で
き
ご
と
と
考
え
ら
れ
る
。「
高
梨
文

書
」
に
は
政
盛
が
長
尾
能
景
を
介
し
て
守
護
上
杉
氏
と
の
関
係
性
を
持
ち
、
軍
事
行
動
を
行
っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
長
享
二
年
（
一
四
八
八
年
）
～
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
年
）
に
比
定
さ
れ
る

長
尾
能
景
書
状
が
残
さ
れ
て
い
る
〔『
信
史
』
⑩
三
五
九
頁
〕（

（3
（

。
ま
た
、
文
亀
・
永
正
年
間
に
は

三
条
西
実
隆
や
宗
祇
と
い
っ
た
中
央
の
文
化
人
と
の
交
流
が
顕
著
と
な
る（

（3
（

。
青
苧
座
の
本
所
で

あ
っ
た
三
条
西
実
隆
は
そ
の
産
地
と
な
る
越
後
国
の
守
護
代
長
尾
家
と
結
び
つ
き
が
深
く
、
三

条
西
家
と
の
関
係
は
長
尾
氏
を
介
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
宗
祇
は
三
条
西
実

隆
に
古
今
伝
授
を
行
っ
て
お
り
、
越
後
長
尾
氏
と
も
関
係
を
有
し
て
い
た
。
高
梨
氏
と
宗
祇
と
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の
関
わ
り
も
長
尾
氏
を
介
し
て
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い（

（3
（

。

　

さ
て
、
永
正
四
年
、
越
後
に
お
い
て
守
護
代
長
尾
為
景
が
対
立
す
る
守
護
上
杉
房
能
を
自
害

に
追
い
込
み
、
新
守
護
上
杉
定
実
を
擁
立
す
る
と
い
う
ク
ー
デ
タ
が
お
こ
る
。
こ
の
こ
と
を
発

端
と
し
て
、
越
後
で
は
永
正
の
乱
と
呼
ば
れ
る
北
信
濃
国
衆
も
巻
き
込
ん
だ
争
乱
が
展
開
す
る

こ
と
と
な
る（

（3
（

。
高
梨
政
盛
は
姻
戚
関
係
に
あ
る
長
尾
為
景
を
支
援
し
た
が
、
同
六
年
に
房
能
の

実
兄
で
関
東
管
領
の
上
杉
顕
定
が
大
軍
を
擁
し
て
越
後
に
侵
攻
す
る
と
、
為
景
は
越
中
に
逃
亡

し
、
高
梨
政
盛
も
為
景
方
に
つ
い
た
他
の
信
濃
衆
と
と
も
に
逼
塞
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
時
的

に
大
き
な
苦
境
に
陥
っ
た
も
の
の
、
永
正
七
年
に
長
尾
為
景
と
連
携
し
て
反
撃
の
軍
事
行
動
を

行
っ
た
政
盛
は
越
後
国
長
森
原（
現
新
潟
県
南
魚
沼
市
）で
上
杉
顕
定
を
討
つ
こ
と
に
成
功
す
る
。

守
護
上
杉
定
実
・
守
護
代
長
尾
為
景
と
い
う
越
後
の
支
配
体
制
が
成
立
し
た
後
も
永
正
八
年
頃

ま
で
山
内
上
杉
氏
の
政
治
的
影
響
が
越
後
に
残
存
し
て
い
た
と
さ
れ
、
永
正
九
年
に
は
長
尾
為

景
と
長
尾
平
六
（
上
杉
房
能
方
と
し
て
活
動
し
た
長
尾
長
景
の
後
継
者
）
の
抗
争
が
起
こ
っ
て
い

る（
（3
（

。
ま
た
、
傀
儡
の
守
護
で
あ
っ
た
上
杉
定
実
と
守
護
代
の
為
景
と
の
対
立
も
永
正
九
年
頃
に

は
生
じ
つ
つ
あ
っ
た（

（3
（

。

　

こ
の
よ
う
な
時
期
に
発
給
さ
れ
た
の
が
、
永
正
九
年
一
二
月
二
六
日
付
の
高
梨
政
盛
・
澄
頼

父
子
の
安
堵
の
判
物
で
あ
る
史
料
１
・
２
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

二
通
の
判
物
の
存
在
を
以
て
、
こ
の
時
期
に
政
盛
か
ら
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り
が
行
わ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
筆
者
も
首
肯
す
る
。
ま
た
、
家
督
を
継
承
し
た
澄
頼
が
安
堵
状
を
発
給

し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
政
盛
も
依
然
と
し
て
安
堵
状
を
発
給
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら

は
、
政
盛
・
澄
頼
に
よ
る
父
子
二
頭
体
制
が
想
定
さ
れ
る
。
サ
ン
プ
ル
が
乏
し
く
、
同
日
付
け

で
父
子
が
そ
れ
ぞ
れ
安
堵
状
を
発
給
し
て
い
る
理
由
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
肥
前

龍
造
寺
氏
や
常
陸
佐
竹
氏
の
事
例
に
お
い
て
は
、
旧
当
主
が
発
給
す
る
安
堵
・
宛
行
状
は
、
隠

居
分
を
対
象
と
す
る
も
の
や
、
旧
当
主
に
仕
え
る
近
習
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る（

（4
（

。
こ
の
よ
う
な
事
例
を
ふ
ま
え
る
と
、
政
盛
に
よ
る
史
料
１
の
安
堵
状
の
発

給
は
、
受
給
者
で
あ
る
夜
交
氏
の
立
場
や
知
行
地
の
性
格
に
起
因
す
る
可
能
性
も
想
定
で
き
る

だ
ろ
う（

（4
（

。

　

さ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
高
梨
政
盛
の
死
没
年
に
つ
い
て
は
、「
高
梨
系
図
」

に
依
拠
し
て
永
正
一
〇
年
と
理
解
さ
れ
て
き
た（

（4
（

。
し
か
し
、
同
系
図
の
没
年
記
載
に
は
信
が
置

け
な
い
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
場
合
、
こ
れ
ま
で
、

県
内
の
地
域
史
研
究
に
お
い
て
高
梨
澄
頼
の
活
動
徴
証
と
さ
れ
て
き
た
以
下
に
挙
げ
る
三
点
の

史
料
に
つ
い
て
、
再
考
が
必
要
と
な
る
。

史
料
６�　

北
野
天
満
宮
本
『
那
智
籠
』
永
正
一
二
年
条
〔『
信
史
』
未
収
、
重
松
裕
巳
編�

『（
古
典
文
庫
）
那
智
籠
〈
北
野
天
満
宮
本
〉』、
傍
線
筆
者
〕

高
梨
摂
津
守
亭
に
し
て

花
を
だ
に
分
す
て
こ
え
し
山
ぢ
か
な

和
漢
に

む
や
め
や
こ
れ
桜
に
ゝ
ほ
ふ
は
な
の
春

摂
津
守
千
句
に

を
そ
櫻
ふ
た
ゝ
び
花
の
さ
か
り
か
な

三
月
尽

け
ふ
と
い
へ
ば
し
づ
心
な
き
春
日
か
な

四
月
二
日

露
は
け
さ
若
葉
に
つ
ぼ
む
櫻
か
な

郭
公
き
ゝ
て
も
き
か
ぬ
は
つ
音
か
な

庭
や
け
さ
露
も
て
ゆ
つ
る
か
き
つ
ば
た

史
料
７　

「
室
町
家
御
内
書
案
」
足
利
義
稙
御
内
書
案
〔『
信
史
』
⑩
四
五
二
頁
〕

馬
二
匹
鴇
毛

鹿
毛

到
来
、
悦
喜
候
也

八（
永
正
一
六
年
）

月
廿
一
日　
　
　

同（
伊
勢
貞
陸
）

御
調
進

高
梨
摂
津
守
と
の
へ

史
料
８�　

『
廿
四
祖
御
修
行
記
』
永
正
一
七
年
条
〔『
信
史
』
未
収
、『
定
本
時
宗
宗
典
』

下
巻
、
傍
線
筆
者
〕

同
じ
六
月
①
信
濃
国
高
梨
摂
津
守
入
道
一
座
興
行
有
し
に
、
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八
千
代
見
よ
花
さ
く
さ
ゝ
れ
石
の
竹

そ
の
ゝ
ち
②
長
子
孫
太
郎
三
重
の
亭
に
て
発
句
、

風
ふ
か
ぬ
世
に
さ
へ
す
ゝ
し
宿
の
松

又（
摂
脱
ヵ
）津守

入
道
の
所
に
て
一
續
に
、

月
前
杜
宇
、
月
の
う
ち
の
宮
古
鳥
か
は
時
鳥
雲
よ
り
も
る
ゝ
夜
は
の
一
こ
ゑ

（
下
略
）

　

史
料
６
の
『
那
智
籠
』
は
、
連
歌
師
の
宗
長
が
永
正
一
二
年
か
ら
永
正
一
四
年
に
か
け
て
諸

国
を
旅
し
た
際
の
句
集
で
あ
る（

（4
（

。
そ
の
上
冊
は
、
永
正
一
二
年
正
月
、
越
前
の
朝
倉
氏
を
訪
ね

る
た
め
に
駿
河
の
柴
屋
軒
を
発
っ
た
宗
長
が
、
甲
斐
・
信
濃
・
美
濃
・
近
江
・
越
前
・
若
狭
を

経
て
、
一
一
月
に
京
都
に
入
る
ま
で
の
足
取
り
と
各
地
で
詠
ん
だ
句
を
収
め
る
。
こ
の
と
き
の

宗
長
は
信
濃
を
通
過
す
る
途
上
で
各
地
を
訪
れ
て
い
る
が
、
史
料
６
は
永
正
一
二
年
の
三
～
四

月
に
「
高
梨
摂
津
守
亭
」
に
滞
在
し
て
千
句
興
行
・
和
漢
興
行
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
記
事
で

あ
る（

（4
（

。

　

史
料
７
は
永
正
一
六
年
に
「
高
梨
摂
津
守
」
が
幕
府
に
伊
勢
貞
陸
を
申
次
と
し
て
馬
二
匹
を

献
じ
た
こ
と
に
対
す
る
将
軍
足
利
義
稙
か
ら
の
謝
意
を
示
す
御
内
書
で
あ
る（

（4
（

。
こ
の
段
階
の
信

濃
高
梨
氏
が
足
利
義
稙
政
権
と
通
交
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

史
料
８
の
『
廿
四
祖
御
修
行
記
』
は
、
遊
行
二
十
四
代
上
人
の
不
外
の
伝
記
で
あ
る（

（4
（

。
永
正

一
七
年
六
月
に
不
外
は
信
濃
を
訪
れ
て
お
り
、
掲
出
し
た
箇
所
は
高
井
郡
の
「
高
梨
摂
津
守
入

道
」
の
館
を
訪
れ
て
連
歌
会
に
参
加
し
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
の
ち
、
不

外
は
高
梨
氏
支
配
下
の
中
野
新
善
光
寺
（
現
南
照
寺
〔
中
野
市
〕）
を
訪
れ
て
い
る（

（4
（

。

　

さ
て
、
以
上
、
史
料
６
～
８
に
登
場
す
る
「
高
梨
摂
津
守
」
及
び
「
高
梨
摂
津
守
入
道
」
に

つ
い
て
は
時
期
の
近
接
か
ら
同
一
人
物
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
政
盛

子
息
の
澄
頼
に
比
定
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た（

（4
（

。
し
か
し
、
史
料
６
に
登
場
す
る
「
高
梨
摂
津

守
」
に
つ
い
て
は
、
連
歌
史
研
究
者
の
金
子
金
治
郎
が
早
く
に
政
盛
に
比
定
す
べ
き
と
指
摘
し

て
い
る（

（4
（

。
金
子
は
、
①
仮
に
政
盛
が
「
高
梨
系
図
」
に
記
さ
れ
た
永
正
一
〇
年
四
月
二
七
日
に

没
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
長
が
高
梨
亭
を
訪
れ
た
永
正
一
二
年
三
月
頃
は
政
盛
の
三
回
忌
と

な
る
が
、
そ
れ
ら
し
い
発
句
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
②
澄
頼
が
永
正
一
二
年
段
階
で
い
き
な
り

摂
津
守
を
称
し
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
、
③
永
正
年
間
に
至
る
ま
で
の
政
盛
と
三
条
西
実
隆

と
の
交
流
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
史
料
６
の
段
階
で
千
句
興
行
・
和
漢
興
行
を
行
っ
た
の
は
若

い
澄
頼
で
は
な
く
、
父
の
政
盛
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
、
と
い
う
三
点
を
理
由
に『
那
智
籠
』

の
高
梨
摂
津
守
を
政
盛
に
比
定
し
、「
高
梨
系
図
」
の
永
正
一
〇
年
と
い
う
没
年
記
載
に
疑
義

を
呈
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
金
子
は
、
宗
長
が
宗
祇
晩
年
の
自
選
句
集
『
下
草
』
か
ら
秀
句
を
抜
き
出
し
て
注
釈

を
施
し
た
『
老
談
』
に
つ
い
て
、
次
に
示
す
奥
書
か
ら
そ
の
成
立
を
永
正
一
二
年
と
す
る（

（5
（

。

史
料
９　

『
老
談
』
奥
書
〔『
信
史
』
未
収
、
金
子
金
治
郎
『
新
撰
菟
玖
波
集
の
研
究
』〕

此
一
冊
ハ
、
高
梨
摂
津
守
政
盛
館
に
数
日
逗
留
候
間
、
折
ゝ
の
雑
談
の
次
、
自
然
斎
宗
祇

年
来
つ
か
う
ま
つ
り
す
て
ら
る
ゝ
連
歌
の
内
、
集
て
下
草
と
云
あ
り
、
少
々
問
答
の
席
、

か
た
は
ら
に
硯
を
た
つ
さ
へ
し
る
し
付
る
人
あ
り
て
、
そ
れ
に
筆
を
く
は
へ
て
な
と
、
あ

や
に
く
難
辞
事
共
な
る
へ
し
、
則
八
人
童
子
に
あ
た
へ
ら
れ
は
、
外
聞
の
喝
も
あ
ら
さ
ら

ん
か
し
、

重
而
此
一
冊
、名
を
付
何
と
も
と
懇
望
あ
り
、よ
し
や
と
て
も
か
く
て
も
同
し
嘲
な
れ
は
、

老
の
お
ほ
つ
か
な
き
事
の
し
る
し
を
く
こ
と
を
老
談
と
や
云
へ
か
ら
ん

　

宗
長
が
高
梨
摂
津
守
政
盛
の
館
に
数
日
間
滞
在
し
て
い
た
最
中
、
雑
談
の
つ
い
で
に『
下
草
』

に
つ
い
て
問
答
が
あ
っ
た
際
、
近
く
で
そ
の
内
容
を
筆
記
し
て
い
た
者
が
お
り
、
そ
れ
に
加
筆

し
た
の
が
こ
の
書
で
あ
り
、
請
わ
れ
て
『
老
談
』
と
名
付
け
た
と
い
う
成
立
経
緯
が
記
さ
れ
て

い
る
。
金
子
は
史
料
６
の
『
那
智
籠
』
に
登
場
す
る
高
梨
摂
津
守
を
政
盛
に
比
定
し
た
上
で
、

『
老
談
』
は
『
那
智
籠
』
に
記
さ
れ
る
宗
長
に
よ
る
永
正
一
二
年
の
高
梨
摂
津
守
亭
来
訪
の
時

に
成
立
し
た
も
の
と
す
る
。
以
上
の
金
子
の
指
摘
は
そ
の
後
の
県
内
の
地
域
史
研
究
に
は
十
分

に
継
承
さ
れ
て
い
な
い
が
、
従
う
べ
き
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
考
え
る
。
戦
国
期
の
地
域
権
力

が
中
央
の
文
化
人
を
招
い
て
連
歌
会
な
ど
の
文
芸
活
動
の
興
行
を
行
う
こ
と
は
、
中
央
の
文
化

の
摂
取
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
政
治
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば（

（5
（

、
こ
の
事
例
は
代
替
わ
り
を
行
っ
た
後
の
政
盛
が
依
然
と
し
て
当
主
に
準
ず
る
よ

う
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
の
確
度
を
高
め
る
た
め
、
史
料
６
～
８
の
段
階
に
お
け
る
澄
頼
の
年
齢
を
検
討
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し
た
い
。
永
正
一
二
年
（
史
料
６
）
段
階
の
澄
頼
の
正
確
な
年
齢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
そ
の
実
名
か
ら
お
お
よ
そ
の
年
齢
を
示
す
こ
と
が
で
き
る（

（5
（

。
明
応
二
年
（
一
四
九

三
年
）
二
月
、
将
軍
の
足
利
義
材
（
の
ち
の
義
稙
）
が
畠
山
基
家
討
伐
の
た
め
河
内
に
出
陣
す

る
と
、
幕
府
重
鎮
の
細
川
政
元
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
決
行
し
、
足
利
政
知
の
子
清
晃
を
一
一
代
将

軍
足
利
義
遐
と
し
て
擁
立
し
た
（
明
応
の
政
変
（
（5
（

）。
義
遐
は
同
年
中
に
義
高
、
さ
ら
に
文
亀
二
年

（
一
五
〇
二
年
）
に
義
澄
と
改
名
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
室
町
期
以
来
、
高
梨
氏
の

惣
領
は
室
町
将
軍
よ
り
一
字
を
拝
領
し
て
い
る
。
高
梨
澄
頼
の
実
名
は
将
軍
義
澄
か
ら
の
偏
諱

（
一
字
拝
領
）
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
義
澄
は
永
正
五
年
に
足
利
義
稙
の
反
撃
を
受
け

て
京
都
を
脱
出
し
、
以
降
、
し
ば
ら
く
は
足
利
義
稙
が
将
軍
の
地
位
に
あ
っ
た
の
で
、
澄
頼
の

偏
諱
拝
領
（
＝
元
服
）
は
文
亀
二
年
か
ら
永
正
五
年
ま
で
の
間
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
般

的
な
武
家
の
元
服
の
年
齢
（
一
二
～
一
六
歳
頃
）
の
理
解
に
従
う
な
ら
ば
、
永
正
一
二
年
の
史

料
６
段
階
で
の
澄
頼
の
年
齢
は
高
く
見
積
も
っ
て
も
二
〇
代
前
半
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
金

子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
の
年
齢
で
い
き
な
り
摂
津
守
に
任
官
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

さ
ら
に
、史
料
８
の
永
正
一
七
年
段
階
で
も
澄
頼
の
年
齢
は
二
〇
代
後
半
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
の
年
齢
で
出
家
し
て
「
摂
津
守
入
道
」
と
な
る
こ
と
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
史
料
８
に
も
注
目
し
た
い
。
前
年
の
史
料
７
ま
で
「
高
梨
摂
津
守
」
と
な
っ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
こ
の
史
料
か
ら
「
摂
津
守
入
道
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
永
正
一
七
年
に
出
家
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
不
外
が
摂
津
守
入
道
の
次
に
訪
ね
て
連
歌
会
を

お
こ
な
っ
て
い
る
「
長
子
孫
太
郎
三
重
の
亭
」（
傍
線
部
②
）
の
存
在
で
あ
る
。「
三
重
の
亭
」

が
如
何
な
る
意
味
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
「
長
子
」
と
は
志
村
平
治
が
指
摘
す
る
よ
う
に

高
梨
摂
津
守
入
道
の
長
子
を
指
す
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う（

（5
（

。
志
村
は
高
梨
摂
津
守
入
道
＝
澄
頼

と
い
う
前
提
に
立
ち
、「
孫
太
郎
」
を
「
源
太
郎
」（「
高
梨
系
図
」
に
政
頼
の
仮
名
と
し
て
記
さ

れ
る
）
の
誤
記
と
み
て
高
梨
政
頼
に
比
定
す
る
が
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
「
高
梨

摂
津
守
入
道
」
は
政
盛
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、「
長
子
孫
太
郎
」
は
そ
の
子
息

で
あ
る
澄
頼
に
比
定
す
べ
き
と
考
え
る（

（5
（

。
政
盛
と
同
時
に
澄
頼
も
別
邸
に
て
文
芸
活
動
を
行
っ

て
い
る
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

（5
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
史
料
６
～
８
に
み
え
る
高
梨
摂
津
守
（
入
道
）
は
政
盛
に
比
定
す
べ
き

と
考
え
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
政
盛
は
文
明
八
年
を
活
動
初
見
と
し
、
こ
の
年
を
遠
く
遡
ら
な

い
時
期
に
元
服
を
遂
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
政
盛
が
澄
頼
に
代
替
わ
り
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
る

永
正
九
年
の
段
階
で
文
明
八
年
か
ら
四
〇
年
近
く
が
経
過
し
て
お
り
、
代
替
わ
り
段
階
の
政
盛

の
年
齢
は
五
〇
歳
を
超
え
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
史
料
９
の
永
正
一
七
年
は
、
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
八
年
の
歳
月
が
経
っ
て
い
る
も
の
の
、未
だ
政
盛
が
存
命
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
次
の
史
料
に
対
し
て
も
再
考
が
必
要
と
な
る
。

史
料
10　

「
上
杉
家
文
書
」
長
尾
為
景
書
状
〔『
信
史
』
⑩
四
四
九
頁
、
傍
線
筆
者
〕

（
上
略
）

一
、�

嶋（
貞
忠
）津

方
一
和
議
、
去
冬
以
来
相
談
上
、
去
々
月
廿
六
、
於
上
郷
上
原
、
長（

山
吉
妙
寺
）

授
院
、
嶋

津
方
弟
治（

元

忠

）

部
少
輔
遂
会
面
、
互
祝
義
等
候
、
定
可
為
御
悦
喜
候
哉

一
、�

依
彼
和
談
、
高
梨
方
へ
相
届
処
、
尤
之
由
、
父
子
同
家
風
中
返
札
、
為
御
披
見
進
之

候
、
其
外
府
内
隣
州
様
体
、
任
彼
口
上
候
、
恐
々
謹
言
、

四（
永
正
一
六
年
）

月
二
日　
　
　

為（
長
尾
）景

（
花
押
）

長
尾
弥（

房
景
）

四
郎
殿

御
宿
所

　

永
正
一
六
年
に
比
定
さ
れ
る
越
後
守
護
代
長
尾
為
景
の
書
状
で
あ
る
。
長
尾
為
景
が
対
立
す

る
北
信
濃
の
嶋
津
氏
と
の
和
睦
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
同
じ
く
嶋
津
氏
と
対
立
し
て
い
た
高
梨
氏

に
対
し
て
承
諾
を
求
め
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る（

（5
（

。
傍
線
部
に
は
、
嶋
津
と
の
和
睦
を「
尤
」

（
も
っ
と
も
）
と
す
る
内
容
の
「
父
子
」
と
「
家
風
」（
家
中
）
の
意
向
を
示
す
書
状
（「
返
札
」）

を
為
景
が
守
護
上
杉
定
実
に
注
進
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
考
証
が
認
め
ら

れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
父
子
」
と
は
、
政
盛
と
澄
頼
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う（

（5
（

。
そ
し
て
、
こ
の

史
料
か
ら
、「
父
」
で
あ
る
政
盛
が
、
当
主
で
あ
る
「
子
」
の
澄
頼
と
と
も
に
高
梨
氏
の
外
交

方
針
の
決
定
に
関
与
し
て
い
る
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
史
料
７
も
注
目
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
幕
府
（
足
利
義
稙
政
権
）

に
対
し
て
贈
答
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
文
書
で
あ
る
が
、
従
来
、
宛
所
の
「
高
梨
摂
津
守
」
は

澄
頼
に
比
定
さ
れ
て
き
た（

（5
（

。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
考
証
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
政
盛
に
比

定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
督
の
地
位
を
譲
っ
た
後
も
政
盛
が
幕
府
と
の
通
交
関
係
の
窓
口
と
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な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
、
永
正
一
二
～
一
七
年
の
史
料
６
～
10
か
ら
は
、
永
正
九
年
に
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り
を

行
っ
た
後
も
、
政
盛
は
当
主
に
準
ず
る
よ
う
な
立
場
で
文
芸
活
動
（
史
料
６
・
８
・
９
）
や
幕

府
と
の
通
交
（
史
料
７
）
を
担
い
、
さ
ら
に
は
一
族
と
し
て
の
外
交
方
針
の
決
定
に
も
関
与
し

て
い
た
こ
と
（
史
料
10
）
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

一
方
、
政
盛
か
ら
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
年
の
翌
年
で
あ
る
永
正

一
〇
年
よ
り
、
越
後
で
は
守
護
代
長
尾
為
景
と
、
為
景
が
擁
立
し
た
守
護
上
杉
定
実
と
の
対
立

が
生
じ
る
。
同
年
中
に
は
「
高
梨
衆
」
が
為
景
方
と
し
て
越
後
の
長
峰
原
（
現
新
潟
県
上
越
市
）

に
出
陣
し
て
い
る
〔『
信
史
』
⑩
三
七
四
頁
〕。
前
述
し
た
政
盛
の
年
齢
や
、
こ
こ
ま
で
の
活
動

状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
永
正
一
〇
年
に
越
後
に
出
陣
し
て
い
る
「
高
梨
衆
」
と
は
、
従
来

通
り
、
家
督
の
地
位
を
継
承
し
た
澄
頼
に
比
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
同
年
中
に
は
高
梨
氏
家
臣
の
夜
交
・
小
嶋
両
一
族
が
反
乱
を
企
て
た
た
め
、
重
臣
の

草
間
大
炊
助
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
（「
上
杉
家
文
書
」（
永
正
一
〇
年
ヵ
）

七
月
二
四
日
島
津
貞
忠
書
状
、〔『
信
史
』
⑩
三
六
七
頁
〕）。
こ
の
よ
う
な
家
中
へ
の
成
敗
権
を

行
使
し
た
主
体
も
明
確
に
は
で
き
な
い
も
の
の
、
家
督
に
地
位
に
あ
っ
た
澄
頼
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
な
お
、
管
見
の
限
り
、
政
盛
の
明
確
な
活
動
徴
証
の
終
見
は
永
正
一
七
年
の
史
料

８
で
あ
り
、
こ
の
頃
を
遠
く
下
ら
な
い
時
期
に
政
盛
は
死
去
（
も
し
く
は
完
全
に
隠
居
）
し
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る（

（6
（

。

　

以
上
、
本
章
で
は
高
梨
政
盛
か
ら
澄
頼
に
代
替
わ
り
が
行
わ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
永
正
九
年

以
降
も
、父
で
あ
る
政
盛
が
当
主
に
準
ず
る
立
場
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。ま
た
、

そ
れ
は
最
低
で
も
永
正
一
七
年
ま
で
続
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

三
　
二
頭
体
制
の
社
会
的
背
景

　

前
節
で
は
文
明
年
間
及
び
永
正
年
間
の
信
濃
高
梨
氏
に
お
い
て
、
父
か
ら
子
に
代
替
わ
り
が

行
わ
れ
た
後
も
、
父
が
完
全
に
隠
居
す
る
こ
と
な
く
家
政
に
対
す
る
権
限
を
保
持
す
る
状
況
、

す
な
わ
ち
「
父
子
二
頭
体
制
」
が
取
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
は
じ
め
に
で
も
述
べ

た
よ
う
に
、「
父
子
二
頭
体
制
」
に
は
、
旧
当
主
か
ら
新
当
主
へ
の
円
滑
な
権
力
継
承
を
行
う

ね
ら
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（6
（

。
こ
の
よ
う
な
体
制
が
と
ら
れ
た
当
該
時
期
固
有

の
社
会
的
背
景
と
し
て
は
、
一
五
世
紀
後
半
以
降
に
お
け
る
地
域
争
乱
の
恒
常
化
が
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
信
濃
国
佐
久
郡
の
有
力
国
人
で
あ
る
大
井
氏
の
事
例

を
み
て
お
き
た
い（

（6
（

。
ま
ず
、『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
の
記
事
を
掲
出
す
る
。

史
料
11　
『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
年
）
条
〔『
信
史
』
⑧
三
二
六
頁
〕

一
、�

岩
村
田
荘
、
大
井
太
郎
政
光
、
御
射
山
御
符
之
礼
三
貫
三
百
文
、
政
光
ハ
関
東
出
陣

之
間
、
頭
使（

役
）五

拾
貫
文
、
馬
一
疋
、
奉
行
中
之
礼
五
貫
文

　

享
徳
三
年
、
大
井
氏
の
本
拠
で
あ
る
岩
村
田
郷
に
諏
訪
上
社
の
御
射
山
頭
役
が
差
定
さ
れ
、

大
井
太
郎
政
光
が
負
担
者
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
る
。
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
ま

で
は
政
光
の
父
・
大
井
持
光
が
岩
村
田
郷
の
領
主
と
し
て
確
認
で
き
る
〔『
信
史
』
⑧
二
三
四

頁
〕。
こ
こ
か
ら
、
享
徳
三
年
ま
で
に
持
光
か
ら
政
光
へ
の
代
替
わ
り
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。
史
料
11
に
お
い
て
政
光
は
「
関
東
出
陣
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
享
徳
の
乱
に
対
応

す
る
軍
事
行
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
の
史
料
か
ら
は
、
こ
の
動
き
が
足
利
成

氏
支
援
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

史
料
12�　
「
正
木
文
書
」
野
田
持
忠
副
状
写
〔『
信
史
』
未
収
、『
戦
国
遺
文 

古
河
公
方
編
』

参
考
九
号
、
傍
線
筆
者
〕

御
注
進
之
段
、
則
致
披
露
候
、
①
抑
大
井
播（

持
光
）

磨
守
越
坂
、
安
中
左
衛
門
知
行
分
に
て
取
陣

候
由
御
申
候
、
自
本
御
覚
悟
事
候
、
然
者
其
方
之
御
調
儀
肝
要
候
、
…
（
中
略
）
…

一
、�

②
大
井
之
方
状
之
案
文
、
綿
貫
方
よ
り
状
之
案
、
懸
御
目
候
、
尚
々
其
方
之
時
宜
可

然
様
仁
一
途
御
談
合
可
然
候
、

一
、
被
成　

御
書
候
、
其
方
之
時
宜
重
而
御
注
進
尤
候
、
恐
々
謹
言
、

五（

享

徳

四

年

）

月
十
三
日　
　
　

右
馬
助
持（

野
田
）忠

（
花
押
）

（
宛
所
欠
）

　

享
徳
四
年
に
比
定
さ
れ
る
本
文
書
は
、
足
利
成
氏
直
臣
の
野
田
持
忠
が
発
給
し
た
副
状
で
あ

る
。
宛
所
を
欠
く
が
、
上
野
国
の
岩
松
氏
に
宛
て
た
返
書
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
、
上
野
国

で
は
岩
松
持
国
が
成
氏
方
の
大
将
と
し
て
上
杉
方
と
の
合
戦
を
展
開
し
て
い
た
。
傍
線
部
①
で

は
そ
の
援
軍
と
し
て
、
大
井
播
磨
守
が
臼
井
峠
（「
坂
」）
を
越
え
て
、
山
内
上
杉
氏
の
被
官
で
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あ
る
安
中
左
衛
門
の
知
行
地
に
陣
を
取
っ
た
と
い
う
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
傍
線
部
②
に
は
「
大
井
之
方
状
之
案
文
」
と
み
え
、
こ
の
時
期
の
大
井
氏
が
岩
松
持
国
を

介
し
て
足
利
成
氏
と
の
連
絡
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
史
料
11
に
み

え
る
大
井
政
光
の「
関
東
出
陣
」が
足
利
成
氏
方
と
し
て
の
行
動
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

一
方
、
史
料
12
に
み
え
る
「
大
井
播
磨
守
」
と
は
、
政
光
の
父
・
大
井
持
光
に
比
定
さ
れ
る
。

持
光
は
、
か
つ
て
永
享
の
乱
で
敗
死
し
た
足
利
持
氏
の
遺
児
・
万
寿
王
丸
（
の
ち
の
成
氏
）
を

庇
護
し
、
将
軍
足
利
義
教
の
死
後
の
文
安
年
間
に
は
万
寿
王
丸
の
関
東
公
方
へ
の
復
帰
運
動
の

支
援
を
す
す
め
た
人
物
で
あ
る
。
史
料
11
・
12
か
ら
、
享
徳
の
乱
の
勃
発
直
後
の
時
期
の
大
井

持
光
は
、
家
督
の
地
位
を
子
息
政
光
に
譲
っ
た
の
ち
も
、
政
光
と
と
も
に
成
氏
方
と
し
て
の
軍

事
行
動
を
行
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
信
濃
大
井
氏
に
お
い
て
は
、
享
徳
年
間
の
段
階
で
、
子
息
が
家
督
を
継

承
し
た
後
も
、旧
当
主
で
あ
る
父
が
軍
事
指
揮
権
の
一
部
を
担
っ
て
い
た
状
況
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
享
徳
の
乱
と
い
う
軍
事
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。

　

本
稿
で
検
討
対
象
と
し
た
文
明
年
間
と
永
正
年
間
そ
れ
ぞ
れ
の
代
替
わ
り
の
時
期
に
お
け
る

高
梨
氏
が
置
か
れ
た
状
況
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
い
。
高
梨
政
高
か
ら
政
盛
へ
の
代
替
わ
り

が
な
さ
れ
た
文
明
年
間
は
、
享
徳
の
乱
の
影
響
を
受
け
て
北
信
濃
の
有
力
国
人
同
士
に
よ
る
紛

争
が
恒
常
化
し
た
時
期
に
あ
た
る
。
ま
た
、
史
料
４
で
み
た
山
田
高
梨
氏
へ
の
攻
撃
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
高
梨
氏
の
内
部
で
は
一
族
一
揆
の
関
係
性
を
否
定
し
、
惣
領
家
の
専
制
化
と
そ

れ
に
と
も
な
う
一
門
の
家
臣
化
が
す
す
め
ら
れ
る
端
緒
と
な
っ
た
時
期
で
も
あ
る（

（6
（

。

　

政
盛
か
ら
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り
の
時
期
は
越
後
守
護
代
長
尾
為
景
の
下
剋
上
を
発
端
と
し
て

起
こ
っ
た
越
後
永
正
の
乱
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
詳
し
い
経
過
は
前

述
し
た
が
、
政
盛
は
永
正
七
年
に
上
杉
顕
定
を
討
つ
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
越

後
の
不
安
定
な
情
勢
は
継
続
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
永
正
一
〇
年
八
月
か
ら
長
尾
為
景
と
上
杉

定
実
と
の
抗
争
が
勃
発
す
る
と
、
同
年
中
に
高
梨
澄
頼
が
越
後
に
出
陣
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま

た
、
当
該
時
期
に
お
い
て
は
、
島
津
氏
・
村
上
氏
な
ど
北
信
濃
の
他
の
有
力
国
人
領
主
と
高
梨

氏
と
の
対
立
も
深
ま
り
つ
つ
あ
り
、
越
後
永
正
の
乱
と
結
び
つ
き
な
が
ら
抗
争
が
展
開
し
て
い

た
。
他
方
で
、
こ
の
時
期
も
一
門
や
周
辺
領
主
の
家
臣
化
に
よ
る
高
梨
氏
「
家
中
」
の
さ
ら
な

る
拡
大
が
す
す
め
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る（

（6
（

。
し
か
し
、
前
述
し
た
家
臣
の
小
嶋
氏
・
夜
交

氏
に
よ
る
反
乱
事
件
〔『
信
史
』
⑩
三
六
七
頁
〕
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に（

（6
（

、
惣
領
に
よ
る
家
中

統
制
は
脆
弱
性
を
内
包
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
家
中
へ
の
統
制
力
の
弱
さ
を
克
服
の

た
め
に
採
ら
れ
た
方
法
が
、
さ
ら
な
る
領
土
拡
大
戦
争
で
あ
っ
た（

（6
（

。

　

以
上
、
文
明
年
間
・
永
正
年
間
の
い
ず
れ
の
時
期
も
、
高
梨
氏
は
周
辺
勢
力
と
の
深
刻
な
軍

事
的
緊
張
を
抱
え
る
一
方
で
、
従
来
の
一
族
一
揆
の
段
階
と
は
異
な
る
、
一
門
・
譜
代
被
官
、

周
辺
領
主
層
ま
で
も
含
み
こ
ん
だ「
家
中
」組
織
の
頂
点
に
立
つ
存
在
と
し
て
、
惣
領
の
権
力
・

権
威
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
旧
当
主
が
新
当
主
を
補
佐
す
る
体
制
は
、
信
濃

大
井
氏
の
事
例
で
も
み
た
よ
う
に
、
隣
国
へ
の
出
兵
も
含
め
た
頻
発
化
す
る
対
外
戦
争
へ
の
対

応
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
ま
ず
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
本
質
的
に
「
父
子
二
頭
体
制
」

に
は
、
父
子
間
の
円
滑
な
権
力
継
承
と
と
も
に
、
父
子
間
で
の
当
主
の
地
位
の
安
定
的
な
継
承

と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
惣
領
こ
そ
が
、「
家
中
」
組
織
の
頂

点
に
立
つ
存
在
で
あ
り
、
そ
の
地
位
は
惣
領
家
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と

と
な
っ
た
も
の
と
考
え
る（

（6
（

。「
父
子
二
頭
体
制
」
に
は
国
衆
当
主
と
し
て
の
惣
領
家
の
権
威
確

立
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
戦
国
期
的
な
領
域
権
力
（
国
衆
）
へ
と
変
質
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
直
面

し
た
課
題
や
諸
矛
盾
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
が
「
父
子
二
頭
体
制
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
三
章
に
わ
た
っ
て
戦
国
初
期
に
お
け
る
信
濃
高
梨
氏
の
代
替
わ
り
を
め
ぐ
る
状
況
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
関
係
史
料
の
整
理
と
人
名
比
定
の
再
検
討
を
通
じ
て
、
信
濃
高

梨
氏
に
お
い
て
は
、
文
明
年
間
の
高
梨
政
高
か
ら
政
盛
へ
の
代
替
わ
り
、
永
正
年
間
の
高
梨
政

盛
か
ら
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り
、
い
ず
れ
の
時
期
に
も
家
督
を
譲
っ
た
後
の
父
が
依
然
と
し
て
家

政
に
関
わ
る
権
限
を
保
持
す
る
、「
父
子
二
頭
体
制
」
と
呼
ぶ
べ
き
状
況
が
み
ら
れ
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
戦
国
期
的
な
領
域
権
力
へ
と
変
質
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
直
面

し
た
課
題
や
諸
矛
盾
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
し
た
。
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省
み
る
に
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
父
子
の
権
限
分
掌
な
ど
を
読
み
解
く
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、
前
当
主
の
新
当
主
に
対
す
る
親
権
に
基
づ
く
後
見
的
立
場
か
ら
の
権
限
行

使
と
い
う
「
父
子
二
頭
体
制
」
の
本
来
的
な
性
質
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
明
確
な
権
限

分
掌
と
い
っ
た
発
想
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
今
後
は
信
濃
以
外
の
地
域
を

含
め
た
室
町
・
戦
国
移
行
期
に
お
け
る
「
父
子
二
頭
体
制
」
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
収
集
し
、

高
梨
氏
の
事
例
が
一
般
化
で
き
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
比
較
検
討
を
す
す

め
て
い
き
た
い
。

注１　

史
料
出
典
は
、
特
別
な
場
合
を
除
い
て
『
信
濃
史
料
』
所
収
の
も
の
は
、『
信
史
』
と
略
記
し

て
巻
号
・
掲
載
頁
を
〔　

〕
で
本
文
中
及
び
註
に
示
し
た
。

２　

以
下
、「
世
間
瀬
文
書
」
の
来
歴
や
夜
交
氏
に
つ
い
て
は
、『
山
ノ
内
町
誌
』（
山
ノ
内
町
、
一

九
七
三
年
）、『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り 

秋
号
』
一
六
号
（
一
九
九
八
年
）、
寺
島
正
友
「
長
野

県
立
歴
史
館
の
収
蔵
文
書
」（『
古
文
書
研
究
』五
七
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
長
野
県
立
歴
史
館
編『
平

成
一
九
年
度
秋
季
企
画
展 

武
田
・
上
杉
・
信
濃
武
士
』（
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
を
参
照
。

３　

高
梨
政
盛
及
び
高
梨
氏
の
国
衆
へ
の
変
質
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
信
濃
高
梨
氏
の
「
国
衆
」

化
」（
戦
国
史
研
究
会
編
『
戦
国
時
代
の
大
名
と
国
衆
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
八
年
）、
同
「
信

濃
国
に
お
け
る
戦
国
時
代
へ
の
移
行
と
〝
国
衆
〟
高
梨
氏
の
成
立
」（『
髙
井
』
二
二
七
号
、
二
〇

二
四
年
）、
同
「
高
梨
政
盛
―
関
東
管
領
を
討
っ
た
北
信
濃
の
雄
」（
平
山
優
・
花
岡
康
隆
編
『
戦

国
武
将
列
伝
４ 

甲
信
編
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
四
年
）
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
は
拙
稿
「
高

梨
政
盛
―
関
東
管
領
を
討
っ
た
北
信
濃
の
雄
」
で
論
じ
尽
く
せ
な
か
っ
た
点
、
そ
の
後
の
調
査
研

究
に
よ
り
更
新
す
べ
き
と
判
断
し
た
点
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
も
あ
る
。

４　

中
村
郷
に
つ
い
て
は
、『
木
島
平
村
誌
』（
木
島
平
村
誌
刊
行
会
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。

５　

注
３
拙
稿
「
信
濃
高
梨
氏
の
「
国
衆
」
化
」。

６　

湯
本
軍
一
「
永
正
の
乱
と
北
信
濃
の
状
勢
―
国
人
層
の
動
向
を
中
心
に
―
」（『
信
濃
中
世
史
考
』

私
家
版
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
一
九
七
七
年
）。

７　

『
続
群
書
類
従 

第
五
集
下
』。

８　

志
村
平
治
『
信
濃
高
梨
一
族
』（
歴
研
、
二
〇
〇
七
年
）。

９　

井
原
今
朝
男
『
高
井
地
方
の
中
世
史
』（
須
坂
市
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）。

10　

『
須
坂
市
誌 

第
三
巻 

歴
史
編
Ⅰ
』（
須
坂
市
、
二
〇
一
七
年
）
三
四
五
頁
な
ど
。

11　

明
応
九
年
に
夜
交
景
国
は
父
高
国
か
ら
譲
ら
れ
た
所
領
と
し
て
史
料
１
と
同
内
容
の
当
知
行
地

安
堵
を
政
盛
か
ら
受
け
て
い
る
〔『
信
史
』
⑩
一
〇
九
頁
〕。
こ
の
こ
と
も
、
史
料
１
が
発
給
さ
れ

た
背
景
に
当
主
の
代
替
わ
り
と
い
う
特
殊
な
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
代
替
わ
り
安

堵
一
般
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
井
原
今
朝
男
「
摂
関
家
領
に
お
け
る
代
始
安
堵
考
」（『
日
本

中
世
の
国
政
と
家
政
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）、
笠
松
宏
至
「
安
堵
の

機
能
」（『
中
世
人
と
の
対
話
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
な
ど
を

参
照
。

12　

松
園
潤
一
郎
に
よ
れ
ば
、
室
町
幕
府
の
安
堵
は
応
永
二
〇
年
代
以
降
、
当
知
行
安
堵
が
原
則
と

な
り
、
安
堵
状
に
は
基
本
的
に
将
軍
（
室
町
殿
）
の
直
状
が
用
い
ら
れ
、
文
面
に
は
「
任
当
知
行

之
旨
」
等
の
文
言
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
（「
室
町
幕
府
安
堵
の
様
式
変
化
に
つ
い
て
」

〔『（
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
人
文
』
八
号
、
二
〇
〇
九
年
〕、「
戦
国
時
代
に
お
け
る
幕

府
安
堵
制
の
展
開
と
機
能
」〔『
一
橋
法
学
』
二
二
巻
三
号
、
二
〇
二
三
年
〕）。
高
梨
氏
が
発
給
し

た
史
料
１
・
２
の
安
堵
状
の
あ
り
方
は
、
様
式
的
に
み
て
幕
府
の
安
堵
状
を
模
倣
し
て
い
る
可
能

性
が
高
い
と
考
え
る
。
国
衆
発
給
判
物
の
淵
源
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

13　

以
下
に
つ
い
て
は
、
堀
本
一
繁
「
龍
造
寺
氏
の
二
頭
政
治
と
代
替
り
」（『
九
州
史
学
』
一
〇
九

号
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

14　

個
別
事
例
の
検
討
成
果
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
注
13
堀
本
論
文
及
び
山
室
恭
子

『
中
世
の
な
か
に
生
ま
れ
た
近
世
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

15　

文
安
三
年
～
延
徳
元
年
の
間
に
諏
訪
上
社
の
花
会
・
五
月
会
・
御
射
山
祭
の
頭
役
を
負
担
し
た

信
濃
国
内
の
荘
園
・
郷
村
と
そ
の
知
行
者
を
書
き
上
げ
た
史
料
（『
新
編
信
濃
史
料
叢
書 

第
二

巻
』）。

16　

以
下
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
『
長
野
市
誌 

第
二
巻 

歴
史
編
原
始
・
古
代
・
中
世
』（
長

野
市
、
二
〇
〇
〇
年
）、
注
９
井
原
著
書
、
拙
稿「
室
町
幕
府
に
よ
る
信
濃
国
支
配
の
展
開
と
崩
壊
」

（『
武
田
氏
研
究
』
六
八
号
、
二
〇
二
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

17　

上
杉
右
馬
頭
を
山
浦
上
杉
氏
に
比
定
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
黒
田
基
樹
「
成
氏
期
の
上
杉
氏
」

（
同
編『
関
東
足
利
氏
の
歴
史 

第
五
巻 

足
利
成
氏
と
そ
の
時
代
』戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
八
年
）、

片
桐
昭
彦
「
山
浦
源
五
と
山
浦
上
杉
家
の
系
譜
」（
黒
田
基
樹
・
前
嶋
敏
編
『
戦
国
大
名
の
新
研

究
４ 

上
杉
謙
信
と
そ
の
一
族
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
四
年
）
を
参
照
。
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18　

蜷
川
氏
が
信
濃
国
人
に
対
す
る
政
所
執
事
伊
勢
氏
の
窓
口
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
井
原

今
朝
男「
蜷
川
貞
相
の
法
楽
和
歌
奉
納
と
領
主
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（『
日
本
史
研
究
』五
一
五
号
、

二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。

19　
『
群
書
解
題 

第
一
巻
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
二
年
）。
な
お
、
本
系
図
は
同
じ
く『
続

群
書
類
従
』
に
収
め
ら
れ
る
「
高
梨
系
図
別
本
」
と
と
も
に
、
諸
家
系
図
纂
七
ノ
二
所
収
本
に
依

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
続
群
書
類
従
編
纂
台
帳
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
。

20　

『
薩
戒
記
』
永
享
九
年
六
月
七
日
条
（『
大
日
本
古
記
録
』）。

21　

注
８
志
村
著
書
、『
長
野
県 
上
高
井
誌 

歴
史
編
』（
上
高
井
教
育
会
、
一
九
六
二
年
）二
一
五
頁
、

『
山
ノ
内
町
誌
』
四
四
四
頁
は
こ
の
こ
と
を
以
て
政
盛
の
家
督
継
承
を
文
明
八
年
と
す
る
。

22　

伊
藤
冨
雄
「
室
町
季
世
南
信
濃
乱
離
史
攷
」（『
伊
藤
冨
雄
著
作
集 

第
四
巻 

戦
国
時
代
の
諏
訪
』

永
井
出
版
企
画
、
一
九
八
〇
年
、
初
出
一
九
四
四
～
四
五
年
）。

23　

こ
の
事
実
自
体
は
井
原
今
朝
男
も
指
摘
し
て
い
る
（
注
９
井
原
著
書
一
四
六
頁
）。

24　

注
８
志
村
著
書
な
ど
。

25　

注
22
伊
藤
論
文
。

26　

中
田
薫
「
中
世
の
家
督
相
続
法
」（『
法
制
史
論
集 

第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
六
年
）。

27　

以
下
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
注
22
伊
藤
論
文
、『
諏
訪
市
史 

上
巻　

原
始
・
古
代
・
中
世
』（
諏

訪
市
、
一
九
九
五
年
）、
平
山
優
『
川
中
島
の
戦
い 

上
』（
学
習
研
究
社
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど

を
参
照
。

28　

以
下
の
解
釈
に
つ
い
て
は
注
22
伊
藤
論
文
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
な
お
、
こ
の
記
事
に
つ

い
て
は
井
原
今
朝
男
が
、
①
諏
方
社
上
社
・
下
社
の
一
門
分
裂
争
い
を
利
用
し
て
諏
訪
社
に
納
め

る
頭
役
銭
の
減
額
に
成
功
し
た
こ
と
、
②
そ
れ
ま
で
の
頭
役
の
徴
収
・
納
入
シ
ス
テ
ム
を
各
郷
村

の
知
行
主
か
ら
公
別
徴
収
す
る
方
式
を
や
め
て
須
毛
・
小
島
・
大
熊
郷
は
惣
領
家
が
一
括
し
て
納

入
す
る
シ
ス
テ
ム
に
変
え
た
こ
と
、
③
結
果
、
頭
役
銭
の
減
額
分
が
高
梨
氏
惣
領
の
収
入
と
な
っ

た
こ
と
、
を
示
す
事
例
と
し
て
い
る
が
（
注
９
井
原
著
書
）、
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
解
釈
が
で

き
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

29　

『
守
矢
満
実
書
留
』
文
正
元
年
条
に
よ
れ
ば
、
粟
沢
四
郎
は
神
長
守
矢
満
実
の
烏
帽
子
で
あ
っ

た
と
い
う
〔『
信
史
』
⑧
五
五
四
頁
〕。

30　

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、『
信
濃
史
料
』
及
び
『
新
編
信
濃
史
料
叢
書 

第
二
巻
』
は
「
御
遣
」
と

翻
刻
す
る
が
、
注
22
伊
藤
論
文
は「
御
意
」と
す
る
。
写
真
版
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
遣
」と「
意
」

の
崩
し
の
形
状
は
似
て
お
り
確
定
的
な
判
断
は
下
し
兼
ね
る
が
、
文
脈
も
踏
ま
え
た
上
で「
御
意
」

と
翻
刻
す
べ
き
も
の
と
判
断
し
た
。
井
原
今
朝
男
は
こ
の
箇
所
を
「
御
遣
」
と
し
、
頭
役
銭
を
高

梨
摂
津
州
に
納
め
た
後
に
諏
方
下
社
と
上
社
の
両
方
に
納
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る

（
注
９
井
原
著
書
）。

31　

注
22
伊
藤
論
文
。

32　

注
３
拙
稿
「
信
濃
高
梨
氏
の
「
国
衆
」
化
」
を
参
照
。

33　

以
下
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
「
高
梨
政
盛
」
を
参
照
。

34　

「
高
梨
文
書
」
長
尾
能
景
書
状
写
〔『
信
史
』
⑩
三
五
九
頁
〕

就
今
度
□
一
戦
、
従
屋
形
以
書
状
被
申
、
委
曲
示
預
而
可
及
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

　

六
月
廿
一
日　
　
　

信（
長
尾
）

濃
守
能
景
（
花
押
影
）

謹
上　

高
梨
刑（

政

盛

）

部
大
輔
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
宿
所

　

長
尾
能
景
が
合
戦
に
つ
い
て
屋
形
（
守
護
）
よ
り
書
状
が
出
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
を
高
梨
政
盛

に
取
り
次
ぐ
旨
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
長
尾
能
景
が
守
護
代
と
な
る
の
は
文
明
一
四
年
で
あ
る

が
、
長
享
元
年
ま
で
は
左
衛
門
尉
を
称
し
て
お
り
、
信
濃
守
で
み
え
る
よ
う
に
な
る
の
が
延
徳
元

（
長
享
三
）
年
か
ら
で
あ
る
（
木
村
康
裕
「
守
護
代
長
尾
氏
発
給
文
書
の
分
析
」〔『
戦
国
期
越
後

上
杉
氏
の
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
二
〇
〇
八
年
〕）。
ゆ
え
に
、
年
次
比
定
の
上

限
は
長
享
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
高
梨
政
盛
が
刑
部
大
輔
を
称
し
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
の
は
文
亀
三
年
ま
で
で
あ
り
、
永
正
三
年
一
〇
月
を
初
見
に
摂
津
守
を
称
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
下
限
は
永
正
三
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

35　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
９
井
原
著
書
な
ど
を
参
照
。

36　

次
の
史
料
は
宗
祇
と
政
盛
と
の
交
流
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
『
信
濃
史
料
』
未
収
で
あ

る
。

史
料
『
老
葉
抄
』
奥
書
（
金
子
金
治
郎
『
新
撰
菟
玖
波
集
の
研
究
』〔
風
間
書
房
、
一
九
六
九
年
〕）

右
百
句
は
、
信
州
高
梨
刑
部
大
輔
源
政
直
所
望
之
由
侍
り
し
を
、
旅
宿
に
し
て
申
も
よ
ほ
し
つ
ゝ

侍
り
し
也　
　
　
　

宗
祇
在
判

宗
祇
が
『
老
葉
』
よ
り
百
句
抜
い
て
自
注
を
加
え
た
書
で
あ
る
『
老
葉
抄
』
の
奥
書
で
、
こ
の
記

載
か
ら
同
書
が
「
信
州
高
梨
刑
部
大
輔
源
政
直
」
の
所
望
に
よ
り
書
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同

書
の
成
立
時
期
は
不
明
確
だ
が
、
宗
祇
が
信
濃
高
梨
氏
の
も
と
を
訪
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
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文
亀
元
年
に
越
後
の
長
尾
為
景
を
訪
ね
た
後
、
仁
礼
路
を
通
っ
て
菅
平
を
経
て
上
野
の
草
津
に
赴

い
た
時
と
考
え
ら
れ
る
（
金
子
著
書
）。
当
該
期
に
刑
部
大
輔
を
名
乗
る
高
梨
氏
の
人
物
は
政
盛

以
外
考
え
ら
れ
ず
（
政
盛
の
刑
部
大
輔
の
終
見
は
文
亀
三
年
）、
こ
の
奥
書
に
み
え
る
「
政
直
」

は
「
政
盛
」
の
誤
記
と
判
断
さ
れ
る
。

37　

越
後
永
正
の
乱
に
お
け
る
北
信
濃
国
衆
の
動
向
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
注
６
湯
本
論
文
、
前

嶋
敏「
越
後
永
正
の
内
乱
と
長
尾
為
景
」（『
戦
国
期
地
域
権
力
の
形
成
』同
成
社
、
二
〇
二
四
年
、

初
出
二
〇
〇
八
年
）、
村
石
正
行
「
転
換
期
を
生
き
抜
く
信
濃
侍
―
16
世
紀
の
北
信
濃
―
」（『
長

野
市
立
博
物
館
紀
要
』
九
号
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
を
参
照
。

38　

黒
田
基
樹「
総
論 

長
尾
為
景
の
研
究
」（
同
編
著『
長
尾
為
景
』戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
三
年
）。

39　

池
亨
・
矢
田
俊
文
編
『
増
補
改
訂
版 

上
杉
氏
年
表 

為
景
・
謙
信
・
景
勝
』（
高
志
書
院
、
二

〇
〇
七
年
）。

40　

注
13
堀
本
論
文
、
森
木
悠
介
「
戦
国
期
佐
竹
氏
の
代
替
わ
り
に
つ
い
て
―
義
重
か
ら
義
宣
へ
の

家
督
交
代
を
中
心
に
」（『
茨
城
県
立
歴
史
館
報
』
四
三
号
、
二
〇
一
六
年
）。

41　

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
史
料
１
で
安
堵
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
新
野
郷
は
文
明
年
間
に
代

替
わ
り
を
行
っ
た
後
の
高
梨
政
高
が
知
行
し
て
い
た
所
領
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
興
味
深
い
。

42　

注
８
志
村
著
書
、『
山
ノ
内
町
誌
』四
四
七
頁
、『
木
島
平
村
誌
』三
九
四
頁
、『
須
坂
市
史
』（
須

坂
市
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
一
年
）一
三
二
頁
、『
長
野
県
歴
史
人
物
大
事
典
』（
郷
土
出
版
社
、

一
九
八
九
年
）「
高
梨
澄
頼
」・「
高
梨
政
盛
」（
金
井
喜
久
一
郎
執
筆
）
の
項
目
、『
須
坂
市
誌 

第

三
巻 

歴
史
編
Ⅰ
』（
須
坂
市
、
二
〇
一
七
年
）
三
四
五
頁
な
ど
。
筆
者
自
身
も
注
３
拙
稿
「
高
梨

政
盛
」
に
お
い
て
永
正
一
〇
年
没
年
説
を
採
っ
た
が
、
本
稿
の
検
討
結
果
に
よ
り
改
め
た
い
（
以

下
、
本
文
で
述
べ
る
考
証
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
現
段
階
に
お
い
て
政
盛
の
没
年
は
「
永
正
一

七
年
以
降
」
と
な
る
）。

43　
『
那
智
籠
』及
び
同
書
か
ら
知
ら
れ
る
宗
長
の
信
濃
で
の
足
取
り
に
つ
い
て
は
、
鶴
崎
裕
雄「
戦

国
時
代
の
信
濃
と
連
歌
師
宗
長
―
『
那
智
籠
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
長
野
』
三
五
号
、
一
九
七

一
年
）
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
宗
長
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
鶴
崎
裕
雄
『
戦
国
を
往

く
連
歌
師
宗
長
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

44　

戦
国
期
の
信
濃
に
お
け
る
連
歌
に
つ
い
て
は
、
注
43
鶴
崎
論
文
、
宮
脇
昌
三
「
信
濃
国
に
お
け

る
連
歌
事
象
に
つ
い
て
（
一
）・（
二
）
―
中
世
よ
り
近
世
へ
―
」（『
信
濃
』
二
三
巻
六
・
七
号
、

一
九
七
一
年
）、『
長
野
市
誌 

第
二
巻 

歴
史
編 

原
始
・
古
代
・
中
世
』
な
ど
を
参
照
。

45　

足
利
義
稙
に
つ
い
て
は
、
山
田
康
弘
『
中
世
武
士
選
書
33 

足
利
義
稙
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇

一
六
年
）
を
参
照
。

46　

不
外
に
つ
い
て
は
橘
俊
道
『
時
宗
史
論
考
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
五
年
）
を
参
照
。
ま
た
、『
廿

四
祖
御
修
行
記
』
に
つ
い
て
は
河
野
憲
善
「
遊
行
二
十
四
祖
御
修
行
記
（
上
）・（
中
）」（『
島
根

大
学
教
育
学
部
紀
要. 

人
文
・
社
会
科
学
』
一
・
二
号
、
一
九
六
七
・
六
八
年
）
も
参
照
。

47　

中
野
新
善
光
寺
に
つ
い
て
は
、
原
田
和
彦
「
戦
国
時
代
の
善
光
寺
と
栗
田
氏
」（
笹
本
正
治
・

土
本
俊
和
編
『
善
光
寺
の
中
世
』
高
志
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
「
中
世
善
光
寺
を
め
ぐ
る
一

視
点
」（『
信
濃
』
六
二
巻
一
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

48　

例
え
ば
、
金
井
喜
久
一
郎「
高
梨
澄
頼
と
政
頼
に
つ
い
て
」（『
高
井
』八
四
号
、
一
九
八
八
年
）、

注
８
志
村
著
書
、『
長
野
市
誌 

第
二
巻 

歴
史
編 

原
始
・
古
代
・
中
世
』
な
ど
。

49　

注
36
金
子
著
書
、
注
44
宮
脇
論
文
。

50　

注
36
金
子
著
書
、
金
子
金
治
郎
「
宗
長
の
『
老
談
』
の
成
立
」（『
中
世
文
芸
』
三
〇
号
、
一
九

六
四
年
）、
湯
之
上
早
苗
「
解
説
」（『
連
歌
貴
重
文
献
集
成 

第
七
集
』
勉
誠
社
、
一
九
八
〇
年
）。

51　

政
治
的
な
情
報
の
入
手
、
連
歌
師
に
よ
る
年
貢
催
促
の
仲
介
や
政
治
交
渉
、
文
化
の
摂
取
に
よ

る
地
域
に
お
け
る
権
威
の
向
上
等
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
で
連

歌
会
が
行
わ
れ
た
場
所
が
地
域
権
力
支
配
下
の
政
治
的
・
経
済
的
・
文
化
的
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
連
歌
師
の
活
動
が
有
す
る
政
治
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
注

43
鶴
崎
著
書
、
鶴
崎
裕
雄「
室
町
時
代
の
地
方
連
歌
師
」（『
中
世
文
学
』三
八
号
、
一
九
九
三
年
）、

同
「
連
歌
師
」（『
文
学
』
二
〇
〇
二
年
九
・
一
〇
月
号
）、
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力

構
造
の
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）、
注
18
井
原
論
文
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
近
年
で
は
川

口
成
人
に
よ
っ
て
室
町
時
代
政
治
史
研
究
に
お
け
る
文
芸
史
料
の
積
極
活
用
と
、
文
芸
（
及
び
武

芸
）
を
通
じ
た
都
鄙
関
係
の
究
明
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
が
（「
都
鄙
関
係
か
ら
み
た
室
町
時
代

政
治
史
の
展
望
」〔『
日
本
史
研
究
』
七
一
二
号
、
二
〇
二
一
年
〕、「
室
町
時
代
の
武
家
文
化
と
都

鄙
関
係
」〔『
日
本
史
研
究
』
七
三
八
号
、
二
〇
二
四
年
〕
な
ど
）、
本
稿
で
は
十
分
に
そ
の
成
果

を
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

52　

「
高
梨
系
図
」
は
澄
頼
の
没
年
を
大
永
三
年
一
〇
月
一
三
日
（
三
一
歳
）
と
す
る
。
こ
れ
を
信

じ
る
な
ら
ば
生
年
は
明
応
元
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
再
三
述
べ
た
よ
う
に
同
系
図
の
没
年
記

載
は
信
憑
性
が
乏
し
く
、
本
稿
で
は
採
ら
な
い
。

53　

明
応
の
政
変
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
大
藪
海
『
列
島
の
戦
国
史
１ 

応
仁
・
文
明
の
乱
と
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明
応
の
政
変
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）
を
参
照
。

54　

注
８
志
村
著
書
、
志
村
平
治
「
高
梨
政
頼
の
生
没
年
に
つ
い
て
」（『
高
井
』
一
八
九
号
、
二
〇

一
四
年
）。
史
料
９
に
お
い
て
、
そ
の
後
、
不
外
が
再
び
「（
摂
ヵ
）
津
守
入
道
」
の
も
と
に
戻
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
人
物
が
政
盛（
摂
津
守
入
道
）の
近
親
者
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

55　

「
高
梨
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
澄
頼
は
仮
名
を
「
弥
太
郎
」
と
名
乗
っ
た
と
さ
れ
る
。『
廿
四
祖

御
修
行
記
』
が
記
す
「
孫
太
郎
」
と
、「
高
梨
系
図
」
の
「
弥
太
郎
」
の
ど
ち
ら
が
澄
頼
の
仮
名

と
し
て
正
し
い
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
も
輩
行
名
の
意
味
す
る
と
こ
ろ 

（
父
（
政
盛
）

が
祖
父
（
政
高
）
の
太
郎
（
長
子
）
で
あ
り
、
自
分
（
澄
頼
）
が
父
（
政
盛
）
の
太
郎
（
長
子
）） 

は
同
じ
で
あ
ろ
う
（
奥
富
敬
之
『
苗
字
と
名
前
を
知
る
事
典
』〔
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
七
年
〕

参
照
）。

56　

大
永
年
間
に
高
梨
氏
は
三
条
西
実
隆
と
の
通
交
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
と
き
の
当
主
は
澄
頼

で
あ
ろ
う（『
信
史
』補
遺
上
巻
三
六
四
頁
）。
父
の
政
盛
が
構
築
し
て
い
た
中
央
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
澄
頼
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

57　

高
梨
氏
と
島
津
氏
の
対
立
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
自
治
体
史
類
で
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、『
長
野
市
誌 

第
二
巻 

歴
史
編 

原
始
・
古
代
・
中
世
』、『
豊
野
町
の
歴

史 

豊
野
町
誌
２
』（
豊
町
誌
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。
な
お
、
信
濃
島
津
氏
に

つ
い
て
は
中
村
亮
佑
「
米
沢
藩
上
杉
家
家
中
「
島
津
家
文
書
」
に
つ
い
て
―
当
館
収
蔵
の
埼
玉
県

外
関
係
文
書
の
紹
介
―
」（『
埼
玉
県
立
文
書
館
紀
要
』
三
〇
号
、
二
〇
一
七
年
）
も
参
照
。

58　

高
梨
澄
頼
の
子
息
・
政
頼
の
生
没
年
も
確
か
な
史
料
か
ら
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
政
頼
の

活
動
が
明
確
に
一
次
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
天
文
年
間
〔『
信
史
』
補
遺
上
三
七
二
頁
〕
～

永
禄
年
間
〔『
信
史
』
⑫
一
六
六
頁
な
ど
〕
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
み
て
も
史
料
８
の
「
孫
太
郎
」

及
び
史
料
10
の
「
子
」
を
政
頼
に
比
定
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。
な
お
、
高
梨
政
頼
に
つ
い

て
は
降
幡
浩
樹
「
高
梨
政
頼
・
頼
親
―
信
濃
最
北
の
国
衆
」（『
戦
国
武
将
列
伝
４ 

甲
信
編
』）
も

参
照
。

59　

『
信
濃
史
料
』
一
〇
巻
四
五
二
頁
、『
長
野
県 

上
高
井
誌 

歴
史
編
』、
注
８
志
村
著
書
、『
信

州 

高
山
村
誌 

第
二
巻 

歴
史
編
』（
高
山
村
誌
刊
行
会
、
二
〇
〇
五
年
）
一
五
〇
頁
、『
須
坂
市
誌 

第
三
巻 

歴
史
編
Ⅰ
』
三
四
五
頁
な
ど
。
な
お
、『
信
州 

高
山
村
誌 

第
二
巻 

歴
史
編
』
一
五
〇
頁

で
は
「
将
軍
義
稙
に
乱
の
終
結
を
報
告
す
る
目
的
も
あ
っ
て
馬
を
献
上
し
た
」、『
須
坂
市
誌 

第

三
巻 

歴
史
編
Ⅰ
』
三
四
七
頁
は
「
乱
の
平
定
の
調
議
を
命
じ
た
将
軍
へ
の
礼
物
進
納
と
み
る
べ

き
だ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
（
い
ず
れ
も
村
石
正
行
執
筆
分
担
）。

60　

大
永
四
年
頃
、
高
梨
氏
の
当
主
が
周
辺
国
衆
と
の
対
立
か
ら
越
後
に
逃
れ
て
い
た
が
、
長
尾
為

景
に
よ
っ
て
信
濃
に
帰
国
し
て
い
る
〔『
信
史
』
⑩
五
一
六
頁
〕。
注
52
で
述
べ
た
大
永
三
年
と
い

う
「
高
梨
系
図
」
に
記
さ
れ
る
澄
頼
の
没
年
を
信
じ
る
な
ら
ば
、『
信
濃
史
料
』
が
比
定
す
る
よ

う
に
、
こ
の
時
の
高
梨
氏
当
主
は
澄
頼
子
息
の
政
頼
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
再
三
述
べ

て
き
た
よ
う
に
「
高
梨
系
図
」
が
記
す
没
年
は
信
ぴ
ょ
う
性
が
乏
し
い
。
む
し
ろ
、
注
58
で
述
べ

た
政
頼
の
活
動
徴
証
の
残
存
状
況
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
澄
頼
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
、
史

料
の
欠
如
に
よ
り
澄
頼
か
ら
政
頼
へ
の
代
替
わ
り
の
状
況
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

61　

注
13
堀
本
論
文
。

62　

以
下
、
当
該
時
期
の
信
濃
大
井
氏
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
室
町
期
に
お
け
る
信
濃
大
井

氏
の
政
治
的
動
向
」（『
信
濃
』
七
四
巻
一
号
、
二
〇
二
二
年
）
を
参
照
。

63　

注
３
諸
拙
稿
。

64　

注
３
拙
稿
「
信
濃
高
梨
氏
の
「
国
衆
」
化
」。

65　

注
６
湯
本
論
文
、『
須
坂
市
史
』
一
三
二
頁
は
、
こ
の
反
乱
が
政
盛
か
ら
澄
頼
へ
の
代
替
わ
り

及
び
政
盛
の
死
と
い
う
間
隙
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。

66　

高
梨
氏
は
永
正
一
〇
年
前
後
の
頃
に
中
野
氏
を
滅
ぼ
し
、
中
野
小
舘
（
現
中
野
市
）
に
本
拠
を

移
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
（
湯
本
軍
一
「
信
濃
高
梨
氏
城
下
の
景
観
復
原
」〔『
信
濃
中
世
史
考
』

私
家
版
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
一
九
九
一
年
〕
な
ど
）。
国
衆
家
中
の
脆
弱
性
に
つ
い
て
は
、
池

上
裕
子
「
戦
国
期
北
信
の
武
士
と
上
杉
氏
の
支
配
」（『
日
本
中
近
世
移
行
期
論
』
校
倉
書
房
、
二

〇
一
二
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）。

67　

は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
井
原
今
朝
男
は
、
永
正
九
年
の
安
堵
（
史
料
１
・
２
）
に
は

「
家
臣
団
の
引
き
締
め
」
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
注
９
井
原
著
書
）。
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長野県立歴史館　現代史聞き取り調査の現状と課題
鈴木　　実

はじめに

　令和６年、長野県立歴史館（以下、歴史館）は開館30周年を迎えた。令和８年度からは、現代史を中心とする新

たな長野県史編さん事業が開始される予定である。この機会に、歴史館の文献史料課が、開館準備段階以来取り組

んできた、現代史聞き取り調査について、現在の到達点（聞き取り内容の概要）を紹介し、新県史編さん事業に向

けた課題を提示する。

Ⅰ　長野県立歴史館における現代史聞き取り調査の経緯

⑴　長野県立歴史館と現代史調査

　平成６年（1994年）11月３日に開館した長野県立歴史館では、開館前より現代史聞き取り調査として、現代の各

時代・各分野を代表する人物を対象として、聞き取り調査を行なってきた。この業務は、次の【表１】のとおり、

担当者の変遷に伴い、現在まで５つの段階に分けられる。

【表１】長野県立歴史館における現代史聞き取り調査の時期と担当者

期 段階 期間 担当者 所属班

１ 歴史館開館前 Ｈ４（1992）．４～同年６ 尾崎行也、伴野敬一 古文書

２ Ｈ５（1993）．５～同年６ 越志徳門、新津新生 古文書

３ 歴史館開館後 Ｈ６（1994）．８～Ｈ13（2001）．２ 新津新生 古文書／行政文書

４ Ｈ15（2003）．７～Ｈ18（2006）．３ 本多得爾 行政文書

（人員不足による長期中断） ※行政文書担当兼務 行政文書

５ Ｒ４（2022）．５～ 鈴木　実 現代史料

　各段階において史資料の収集・整理事業、企画展等歴史館全体の業務と並行して聞き取り調査は進められていっ

た。ただし、聞き取り調査に従事する人的・予算的措置については、必ずしも十分であったとは言い難い。という

のも【表１】で示したとおり、調査を行なう現代史担当の分掌上の位置付け（所属班）が、確固たるものでなかっ

たことが要因として考えられる。また、歴史館開館前年度にあたる平成６年（1994年）２月に作成された文献史料

課課会資料「現代史調査部門 平成５年度作業総括と来年度への要望」別紙月別まとめ【史料１】によれば、

【史料１】

ロ．今後の展望

　歴史館開館以後の平成７年度以降は、現代史は歴史館より切り離して独立を考えていくという方針のもとに

活動を進めてきたが、人員・施設等の面で確約がえられていない現状である。

①�　あくまで独立を目指して運動を進めるが、当面は開館以後の事業計画の中に、「現代史の資料調査・聞き

取り調査等」の仕事を含ませて考え、確定以後に計画から削除する方法が現実的である。

②�　上記の場合、歴史館業務の中に埋没してしまいたんなる資料収集に終わってしまう危険性があるので、仮

に文献部門の中に位置づけるとしても、行政資料・古文書資料班とは別組織とする必要がある。
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③�　歴史館業務の中に現代史編さんが明記されない以上現代史編さんの旗はおろすべきではない。

歴史館準備室は本来施設担当であり現代史編さん事業のような文化事業はなじまないとの認識で対処して

いたが、開館後はこの面でも歴史館業務の見直しが必要である。

④�　現代史編さんの事業は、現実的な見積りでも、資料編10巻・通史編３巻・美術建築編２巻の全15巻になる。

それを15年で仕上る場合延べ136名の人員を投入する必要がある。

このような大事業を歴史館業務の中に取り込むことは、施設規模・予算・人の面で果たして可能であろう

か？

歴史館業務の見直しを前提として

　現代史担当は当面歴史館文献部門に所属し、行政資料の収集とは別の視点で（編さんを目的とした）現代史

関係史資料の調査収集にあたる

　行政の枠内では、当面本格的な編さん事業を歴史館の中に取り込むことは困難であるとの認識にたって、県

当局・県議会に対する働きかけ
（を脱）

従来通り行う他に、企業の文化活動を組織するなどの方法を含めた幅広い運動

を展開する必要がある。

（下線、引用者。以下同じ）

と、かつての県史編さん終了後、未着手のままとなった現代史編さん事業と歴史館事業に関する担当者の認識が伺

える。つまり、開館準備および開館当初において、現代史担当（「現代史調査部門」）は、現代史編さん事業が開始

されるまでの「歴史館業務の見直しを前提」とした「当面」の歴史館事業として、担当者内では認識されていた。

その後の配属班の紆余曲折や、兼務による現代史調査としての業務停滞の遠因として、現代史編さん事業自体の位

置づけが不透明であったことが考えられる。

⑵　聞き取り調査の手法と概要

①　調査手法

　歴史館でこれまで蓄積されてきた聞き取り調査の手法は、おもに半構造化インタビューによるアプローチの手法

をとってきた。すなわち、調査内容・質問項目について、ある程度事前に共有し、事実関係などを確認しつつ、調

査者から適宜、「それはなぜか」など問いかけ、一問一答ではない話者の自由な発話を促している。また、話者と

聞き手で１対１のインタビュー形式をとることが多いが、労働問題や社会教育などに関して複数人の座談会形式を

とるものもある。

　聞き取り内容は主に、①話者略歴（出生年月日／出生地・現住所／最終学歴／職歴／著書・業績等）を最初に概

略聞いた上で、本題としての②聞取り項目としてテーマ及び関連事項について具体的に７項目程度の質問内容を、

話者と聞き手の対話を交えつつ聴いていく方法をとっている。

②　調査件数・概要

　これまでの歴史館における聞き取り調査において、聞き取りを行ない、録音記録をとったテーマ・話者の立場等

の概要は【表２】のとおりである。主要テーマを分野別にみると、政治14件、行政６件、経済19件、労働８件、満

蒙・開拓７件、社会32件、文化12件、教育６件、県史７件に分類できる（１）。第１期～第４期、平成18年（2006年）

まではカセットテープに録音されたため、長時間にわたるものは複数のカセットテープに記録されることになる。

令和４年（2022年）以降、カセットテープ記録は順次デジタル化を進め、新規の調査に際してはICレコーダによ

る録音・データ記録化を行なった。その上で、データ件数は157件。座談会形式など１回で複数人への調査を行なっ

たものや、１人の人物について複数回調査に赴いているものもある。それも踏まえて集計すると、話者の実人数は

125名、調査実施回数は111回となる（2024年12月末現在）。
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表２　歴史館聞き取り調査概要

分野 調査年 内容・話者立場等

政治

1992 林県政、西沢県政と社会党との関係　県会議員
1992－94頃 松本市政と政界夜話　松本市長

1995 民社党の設立昭和電工公害問題
1995 政治活動半世紀の背景政治家のあり方
1995 地方自治と社会党の趨勢
1995 長野市政と政界夜話
1996 高度成長期と市町村の政治　木島平村長（７期）、県町村会長（９期）、全国町村会副会長（２期）
1995 日本社会党長野県義会県議団名誉団長
1997 戦後の農民組合について　日本社会党長野県議会県議団名誉団長
1997 林県政、西沢県政について
1997 戦後更級郡村上村村長（共産村長）として昭和35年まで在任
1997 栄村村長（補助金に頼らぬ村政でマスコミが注目）
1997 賠償指定関係軍工廠資材払い下げ中心
1998 県政界の裏面史長野県の戦後占領期や土地改良事業について

行政

1997 県職員。土地改良事業に従事し、上小地方事務所土地改良第二課長で退職
1998 元県商工課職員賠償係として賠償工場点検視察に従事
1998 元県職員　工業課・公害課
1999 元県職員（下伊那地方事務所長、教育次長、県財政・税制担当）
1999 県職耕地課長　土地改良事業について
2000 長野県農村部土地改良課職員

経済

1993 蚕糸業の変遷と片倉工業　片倉興産会長
1994 塩尻村の農地改革
1994 東京計器、長野計器（７名）に関する聞取り調査
1995 八十二銀行役員
1995 保温折衷苗代考案の過程について聞き取り
1996 保温折衷苗代について
1997 農事研究会について
1997 石川島芝浦タービン（石川島芝浦機械）について
1997 田中航空計器の賠償実態について
1998 内視鏡開発について。オリンパス光学について
1998 多摩川精機生産技術部CADセンター
1998 須坂市疎開工場について（日本測定器）
1998 県戦後工業化、精密工業試験場
1999 長野県土地改良事業団体連合会元専務理事。現在特別顧問
1999 長野県森林組合役員
1999 長野県土地改良事業団体連合会特別顧問
1999 （株）チノン創立者
2023 セブン―イレブン等の長野県における展開と商品開発、学生時代の思い出等
2023 セブン―イレブン長野県第１号店（吉田店）の開店事情とその後の展開等

労働

1994 長野県地方労働委員８年間を中心に（昭和35～43年代）
1994or95 東芝川岸工場争議

1996 長野県労働組合会議事務局長、産別会議全日本金属労組書記長
1996 占領下の長野県労働運動県労会議分裂後／鐘通、東芝川岸争議
1996 東芝川岸工場労働争議
1996 鐘通争議のこと疎開・賠償工場のこと
1996 ゼンセン長野県支部長民社党長野県連書記長
1998 佐久酪乳価闘争を中心に

満蒙
・

開拓

1994 満蒙開拓と軽井沢での開拓
1994カ 戦後開拓について

1997 麻績村出生。戦後満州より引揚げ、野辺山開拓地に入植。第３代開拓農協組合長
2003 長野県自興会事務局長満州開拓団黒姫郷
2003 満州開拓団引揚げ者現開拓自興会監事
2003 現長野県開拓自興会長旧満州黒台信濃村
2003 長野県開拓自興会監事
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分野 調査年 内容・話者立場等

社会

1994 国鉄単一労組二代目委員長
1994 上田鐘通二代目社長　鐘通争議を中心に

1994or95 佐久総合病院設立と地域医療　佐久病院院長
1994or95 小作法改正と農地開放
1994or95 戦後の児童福祉。篠ノ井文化協会

1995 労働運動について
1995 原水禁運動と日中友好問題　長野県原水協会長、日中友好協会会長、県仏教会会長
1995 原水禁運動と日中友好問題　長野県仏教会副会長
1996 長野県原水爆被災者の会会長
1995 前穂高町長。有明演習地設立反対期成青年同盟委員長
1996 元八千穂村連合婦人会役員（９名）
1997 元全中農協
1997 鼎村農地委員会書記３氏へ聞き取り
1997 朝鮮総連長野県本部委員長
1997 塩尻村農地委員
1997 塩尻村農地委員会書記
1998 部落解放同盟長野県連合会書記長を1949年より25年間歴任。県同推協顧問
1998 松本市社会教育主事３氏へ聞き取り
1999 茅野市自然と文化の会会長。全国自然保護連盟理事
1999 ブラジルへの戦後の移民について
1999 戦後日本農民組合の活動について
2000 県自然保護連盟副会長県自治研センター事務局長
2000 長野県退職婦人教育協会長
2000 前長野県連合婦人会会長
2000 清集館主人歴史をひらく女たちの自立の家設立
2000 高甫村保健婦　当年100歳になる女性
2000 女性問題研究家
2000 女性議員をふやすネットワーク「しなの」会長
2001 県教育委員、長野婦人問題研究会長
2001 下伊那連合婦人会長長野県連合婦人会常務理事
2001 労働者長野婦人少年室初代室長
2023 旧望月町における社会教育運動や佐久市との合併問題について　元望月町町長

文化

1992 県山岳会の動向　文化一般
1992 信毎民主化問題、草創期の信越放送
1996 雑誌『高原』を編集浅間国民高等学校の講師
1997 戦後上田自由大学の復興について
1997 『農村青年通信講座』の編集。農村文化協会県支部理事長
1997 農文協、農業近代化協議会、農業農民問題研究会事務局長
1997 レッドパージ・農文協について
1998 農文協、農近協推進中心人物
1998 戦後県農文協で活躍。『明日への待望』で毎日出版文化賞受賞（1950. 11. ３）
1998 旧更級村で農文協、農進協に参加した
1999 妻籠宿保存運動の中心人物として活躍した
2000 公民館活動、ナトコ映画について

教育

1993 信濃教育会のあゆみ　元信濃教育会会長
1994or95 才能教育の今昔　才能教育創立者

1995 戦後教育と女子学生気質　元県短大学長
1996 社会科教育と教育制度の変革　戦後（小学校社会科教育のカリキュラム作成担当）
1996 浅間国民高等学校（略称、高原学舎）について（２名）
1997 長野軍政部通訳詩人、英語教師（中学校指導主事）

県史

1993 信濃史料、長野県史の編纂
1993 長野県教育史の編纂（県史編纂委員長　教育史編纂委員長）
1993 長野県政史の編纂（松代大本営問題　元県政史編纂委員、県史専門委員）
1993 県史編纂と長野県文化行政
2006 県政史編さん委員　高等学校副教材「関西の旅」を中心に
2022 講演「新しい県史に向けての提言」（元県史編さん委員）
2022 県政史・旧県史編さん時のこと、新県史への所見（信州大学名誉教授）

（令和６年（2024年）12月末現在）
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③　話者の選定

　話者選定については、候補者リストを作成して漸次実施されていった。平成４年（1992年）６月26日付「第２回

現代史資料検討会資料」中の「現代史資料調査話者一覧」によると、リストアップされたのは92名であった。同資

料には、話者の選定基準について次の【史料２】のようにある。

【史料２】

選択の目安にしたもの

全分野より100名程度　各分野15名程度

世代　明治～大正生まれの人

政治13名　経済５名　社会20名　教育10名　文化23名

　ただし、実際に調査が実施され、録音記録が残るのはそのうちの23名である。計画・候補選定はあったものの、

歴史館関係業務による多忙化や人員不足、話者候補者の転住などにより容易に調査ができないまま、さらに長期停

滞期間を迎え、ついには候補者も死去などによって、結果的に計画が十分遂行できなかったと言わざるを得ない状

況にある。ただし、それ以外の102名（第１～４期98名、第５期５名）については、資料寄贈や担当者の人脈等に

より新たに開拓していった部分であり、これについて貴重な成果であることは言うまでもない。話者全体の傾向に

ついては、次節で分析・紹介したい。

Ⅱ　聞き取り内容の傾向と内容面での今後の課題

⑴　話者・テーマ選定の傾向

　歴史館が行なってきた聞き取り調査では、各分野の第一線を走ってきた公人・著名人を主に調査対象としてきた。

ただし、テーマとしては平成４年の候補者リストの段階から、社会運動や教育・文化活動にも幅広く目が向けられ

ており、実際に調査・記録されたものにおいても、農業技術への目配りや公民館の社会教育主事、婦人会役員など、

比較的一般市民に近い人物にも目を向けている。前述のように、当初計画とは別に、資料寄贈やその後の繋がりを

通じて話者候補を都度選定・追加していったと考えられる事例もあり、この点については、歴史館という“地の利”

もあったと考えられる。ただし、政治（国政）・社会問題（農業問題・社会問題・労働問題）が手厚い一方、県政（元

知事）・交通流通・文化芸術の領域が手薄になっているともいえる。

⑵　話者選定・テーマ内容上の課題

　やむを得ないことではあるが、開館準備の第１・２期から、ボリュームゾーンの第３期が、90年代～2000年代初

頭の調査時期であることから、対象となる話者は、戦前から戦後の1960年代を中心とした時期に活躍した人物であ

り、【史料２】にも端的に示されていた通り、「明治～大正生まれの人」であった。

　したがって、70年代以降の時期・テーマを対象とする調査が薄い傾向がある。勿論、聞き取り調査の時点で話者

は、当然のことながら70年代以降の歩みもあるわけであるから話題がそこまで及ぶ場合もあるが、テーマ選定の時

点でいくと、70年代以降の歴史事象が聞き取りの主要テーマとなることはなかったと言える。なお、70年代頃にお

いて、現役世代の管理職的立場（40～50歳代）にあるのは、おおよそ昭和1ケタ台（1930年前後）生まれというこ

とになる。第１～４期の担当者からすると同世代とまでは言えないまでも、親世代ほどは離れていない先輩世代に

あたるため、まずは、親世代にあたる60年代までのテーマで明治・大正期生まれの話者への聞き取り調査が優先さ

れただろう。

　加えて、長野県の場合、2000年代後半から令和４年（2022年）までの人員不足による聞き取り調査の中断時期が
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あるため、断絶が無ければ着実に聞き取りできていたであろう70年代以降のテーマに関する調査は、歴史館におい

て手付かずの状態となってしまっている。70年代に活躍した昭和１ケタ台世代は、現在90歳代となっているため、

調査が急務である。

⑶　新たに調査対象となりうるテーマ

　60年代から70年代は、60年・70年安保闘争を経て、経済政策に転換して重点が置かれた時代であった。60年代、

池田勇人内閣によって“経済の季節”への方向性が示され、以降、日本社会は高度経済成長へと進んでいく。70年

安保闘争や沖縄返還、ベトナム反戦平和運動など、国内・国際政治とも関連した社会運動も引き続き展開される時

代でもあるが、60～70年代以降整備・発展した交通・流通などの調査は進んでいない状況にある。70年代以降の新

たな社会状況・社会問題の展開は、高度経済成長とその裏返しとしての公害・環境問題、例えば有料道路建設と環

境保全運動の対立などとして長野県内においても展開されている（２）。

　90年代に結実する新幹線・高速道路建設関連、運輸・観光などの交通分野や、社会全体に影響を与える公共性の

高い小売業、通信・サービス業の企業・団体、とりわけ創業者・関係者が県内出身者であるなど、長野県ともかか

わりの深い部分での商業経済・流通分野にも目を向けていく必要がある。前掲の【表２】からも分かる通り、第１

～４期の調査（2006年以前）において、経済に分類されている内容も産業技術・労働問題領域が大半を占め、交通・

流通・経済に関する聞き取り調査は、歴史館ではあまり行なわれてこなかった（３）。現代社会における長野県の位

相を把握するためにも、長野県との関わりや、70年代以降の社会構造の変化などを見据えた調査が必要である。

　ただし、70年代に限らず政治・行政関係者への聞き取り調査や、これまでの蓄積がある社会運動史についても、

例えば高度経済成長と表裏一体の関係にある環境保全運動も含めて、引き続き調査を継続する必要があるテーマで

あることは言うまでもない。

⑷　生活史的聞き取り調査の必要性

　オーラル・ヒストリーの学問領域においては、政治家、官僚や経営者など、組織・企業の意志決定に関わる人物

への聞き取り・インタビュー（４）だけでなく、市井の一般市民、地域に生きる人々の生活誌・認識のあり方を記録

するものもあり、長野県内でも多くの成果が報告されている（５）。また、一時代前の回顧としての記録がある一方で、

大規模災害時やその後の経験に関する、より現在を生きる我々に近い時期の認識・感覚を残す取組み・考察も注目

すべきものがある（６）。

　歴史館の聞き取り調査では、公人・著名人を中心とした話者選定が主であり、社会教育主事や婦人会役員など一

般市民に近い人物を対象としたものもあるが、すべて往時の回顧としての調査である。新たな長野県史の現代編の

編さんにおいては、「県民参加」の基本方針も挙がっている（７）。県民・市民の参加を促すためにも、生活史を記録

として留める聞き取り調査は有効であろう。

　あるいは、同時代の暗黙の了解は、次の世代には継承されない側面もあるため、更にその次の長野県史編さんに

向けた資料収集の一環として、現代社会を生きる私たちの行動・認識の様式なども記録として留める必要もあると

考える。その場合、組織的にも長期的な視野に立ちうる歴史館の業務として位置づけることが肝要であろう。

Ⅲ　調査の特質と実務的な課題

⑴　行政主体の聞き取り調査の特質

　現代史研究において有効な方法とされるオーラル・ヒストリーに関する先行研究（８）では、長期的な研究計画を
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もって、話者との信頼関係（ラポール）を構築しつつ、チームで調査にあたることが必要とされる。

　一方、行政機関が行なう調査は人員的・予算的に限りがあるため、歴史館の聞き取り調査においても、聞き手は

担当者一人、調査も１回限りであることが多く、実際、複数回・複数人で調査に及ぶ例は稀である。このような前

提条件の違いを予め認識しておく必要がある。ただし、予算的・人員的に限られる行政主体の聞き取り調査におい

ても、インタビュー役とサポート役、記録役とで、理想的には３人態勢で臨むべきであり、１人では困難が生じる

との見解もある（９）。調査の質を担保し、貴重な証言・認識を話者から引き出すためにも、聞き取り調査における

人員の確保が不可欠である。

⑵　業務の位置づけ・予算上の課題

　前述したとおり、開館当初から、（いつ事業化されるか分からない）県史編さんに向けた準備と歴史館業務の間で、

現代史担当および、聞き取り調査は不安定な位置づけにあり、業務が計画どおり順調に進捗しない状況にあった。

このことは過去のものではなく、令和８年度から開始される県史編さん事業も、有期的なものであるため、編さん

中、そして編さん後の聞き取り調査の位置づけは、直近の県史編さん業務としてというよりも、史資料の散逸防止

の観点から、現代史資料の収集業務として人員体制・予算上に位置づけ要望していく必要がある。

　前回の県史編さん事業終了後、平成４年の候補者リストに載りながらも、調査が及ばないまま鬼籍に入られた方々

が多くいることは、返すがえすも残念でならないが、同じ轍を踏まないよう、県史編さん事業と歴史館とが連携し、

今後の継続的な調査を進めていくことが望まれる。

⑶　調査記録の公開・利用にかかる承諾・権利関係

　実務的な問題・課題として目下早急に検討すべき課題が、聞き取り調査の公開・利用にかかる承諾・権利に関す

る規定の整備である。歴史館の第４期までの調査においても、公開・利用に向けて話者への同意を取り付けた形跡

はなく、あくまでも現代史編さん上の内部資料的な扱い（つまり非公開扱い）とせざるを得ない状況にある。しか

し、これまで蓄積された記録は、今後の歴史の検証においても広く共有を図る必要があろう。そのためには、公開

について話者（むしろほぼ遺族）の同意をこれから取り付けていく必要がある。

　また、第５期にあたる現在も、公開を前提に調査依頼をし、調査内容について秘匿すべき事柄がないかを事後に

確認してはいるものの、「同意書」等の書式を整備するまでには至っておらず、現状ではいわば“口約束” の状態

である。したがって、聞き取り調査及び調査内容の公開に関する運用方針・説明確認書・同意書作成の必要がある。

この件については、飯田市歴史研究所で、「聞き取り調査及び利用・公開に関する同意書」を作成し、別紙「説明

確認書」による説明を受け、理解したうえで同意書にチェックをしていく方式をとる。とくに利用・公開に関する

事項については、「映像・音声の視聴」「文字原稿の閲覧」「文字原稿の編集・出版」「文字・音声・文字原稿の複製」

４段階のチェック項目を設け、また、同意者（話者）が利用を希望しない事項について「特記事項」として自由記

述欄を設けている。

　さらに、聞き取り調査内容の確認や公開に際して、文字起こし作業に業務の効率化のため、AIを用いることも

今後想定されるが、その際、証言がAIの学習に利用されるという側面もあるため、これについても話者の同意を

得ておく必要があることが指摘されている（10）。今後の聞き取り調査においては、こうした先行事例・留意事項を

参考にして、歴史館・県史編さん事業でも条件整備を図る必要がある。

おわりに

　新たな長野県史編さんは、令和６年度に編さん大綱が策定され、次年度令和７年度の編さん計画等の準備段階を
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経て、令和８年度から本格的に編さんが開始される。現代に生きる我々にとって、存命の先人の生の声や、我々自

身のもつ認識・経験は次世代に継承していきたい貴重な歴史資料である。クリアすべき課題は種々あるが、聞き取

り調査による証言の収集活動が、直近の県史編さんだけでなく、将来的・継続的な県史編さん事業にとって極めて

重要な責務でもあることが自覚されたうえで、事業が進められていく必要がある。本報告が、ささやかながらもそ

の一助になることを願う。

註

１　話者の中には複数の分野にまたがるテーマ・話題に話が及ぶ場合もあるが、ここでは主要なものとして、カセットテー

プ添付のメモ等の記載（担当者の目的）に基づき、１人につき１件として集計した。

２　信濃史学会編『長野県民の戦後60年史』（信濃史学会、2008年）。

３　一方で、経済史の分野では、深見泰孝・二上季代司編著『地方証券史―オーラルヒストリーで学ぶ地方証券のビジネ

スモデル』第６章　長野証券界の歴史を語る―岡宮照行氏証券史談（金融財政事情研究会、2019年）のように、長野県

史編さんにおいても活用しうる有益な成果があげられている。

４　長野県に関するものでは、例えば伊藤隆らによる、元長野県選出議員唐澤俊二郎氏へのインタビューがまとめられた、

唐澤俊二郎『唐澤俊二郎オーラルヒストリー　そろそろ全部話しましょう』（文藝春秋、2009年）や、小布施町のまち

づくりを牽引した市村良三氏（元小布施町長）・市村次夫氏（桝一市村酒造社長、北斎館理事長）への取材に基づく磯

野謙『小布施まちづくりのセンス―二人の市村』（サンクチュアリ出版、2023年）などがある。

５　飯田市歴史研究所では、飯田市歴史研究所近現代史ゼミナール・田中雅孝編『聞き書き　飯田町の暮らし１～大正昭

和期・飯田町の社会史～』（飯田市歴史研究所、2005年）から同編『聞き書き　飯田町の暮らし８～昭和期・飯田町の

社会史～』（飯田市歴史研究所、2021年）までのシリーズや、『生存の地域史をかたる』（飯田市歴史研究所、2022年）

といった、一般市民の生活史に目を向けた貴重な聞き取り報告書が数多く刊行されている。

６　金菱清「オーラル・ヒストリーの敗北宣言―想像の死者へ向けた手紙」（菅豊・北條勝貴編『パブリック・ヒストリー

入門　開かれた歴史学への挑戦』（勉整出版、2019年）。安岡健一監修・大阪大学日本学専修「コロナと大学」プロジェ

クト編『コロナ禍の声を聞く　大学生とオーラルヒストリーの出会い』（大阪大学出版会、2023年）。

７　新しい長野県史編さん大綱原案（https://www.pref.nagano.lg.jp/bunkashinko/documents/taikougenan.pdf）

８　方法論については、御厨貴『オーラル・ヒストリー　現代史のための口述記録』（中央公論新社、2002年）、御厨貴編

『オーラル・ヒストリー入門』（岩波書店、2007年）、ヴァレリー・Ｒ・ヤウ（吉田かよこ監訳）『オーラルヒストリー

の理論と実践　人文・社会科学を学ぶすべての人のために』（インターブックス、2011年）、大門正克『語る歴史、聞く

歴史―オーラル・ヒストリーの現場から』（岩波書店、2017年）、御厨貴編『オーラル・ヒストリーに何ができるか　作

り方から使い方まで』（岩波書店、2019年）、朴沙羅『記憶を語る、歴史を書く オーラルヒストリーと社会調査』（有斐閣、

2023年）、清水唯一朗「「開かれたオーラルヒストリー」の実践と方法」（桑原武夫・清水唯一朗編『総合政策学の方法

論的展開』慶應義塾大学総合政策学部、2023年）などにおいて、準備段階から調査での留意点、事後の関係維持など、

それぞれに詳述されており参考になる。

９　清水唯一朗「聴くからひらく、信州の近現代」（『信濃』第76巻第11号（通巻898号）、2024年11月）

10　清水、前掲註９論文。



〔聞き取り調査概報〕鈴木敏文～セブン–イレブン長野県展開の契機～

114

事例報告

〔聞き取り調査概報〕鈴木敏文
～セブン–イレブン長野県展開の契機～

鈴木　　実

はじめに

　長野県史現代編に向けた史料収集・調査事業の一環として行なった、長野県の現代

史（経済分野）を語る上で、重要なトピックスと考えられる長野県におけるコンビニ

エンスストアの出店・展開に関する聞き取り調査の成果を、一般の現代史研究にも資

するものと考え、紀要においてその概要を報告する。

　話者は、長野県出身者であり、「コンビニの父」（１）とも称される、日本における本

格的フランチャイズ・システムによるコンビニエンス・ストア（２）を創始した鈴木敏

文氏である。鈴木氏の著作や関連書籍等において（３）、これまであまり語られること

のなかった長野県におけるセブン―イレブンの店舗展開や、商品開発と長野県の関わ

り（４）、その基盤を形づくったであろう学生時代の記憶に話題が及んだ。

Ⅰ　話者と調査目的について

日時：令和５年（2023年）７月20日

話者：鈴
すず

木
き

敏
とし

文
ふみ

氏（調査時90歳）

略歴：�1932年（昭和７年）12月１日生まれ。長野県埴科郡坂城町出身。中央大学経済学部卒業後、1956年４月、東

京出版販売（現トーハン）入社。1963年９月、イトーヨーカ堂入社。1973年11月、ヨークセブン社（現セブ

ン―イレブン・ジャパン）を創設し、売上高・経常利益とも日本一の小売業に育て上げる。2003年５月、イトー

ヨーカ堂及びセブン―イレブン・ジャパン代表取締役会長最高経営責任者（CEO）に就任。2005年９月、セ

ブン＆アイ・ホールディングスを設立し、代表取締役会長最高経営責任者（CEO）に就任（～2016）。現在、

同社名誉顧問。日本経済団体連合会副会長や政府及び各省庁の審議会委員、中央大学理事長等を歴任。2003

年４月、勲一等瑞宝章受章（拝受５月）。同年11月、中央大学名誉博士号を授与される【巻末年表参照】。

場所：株式会社セブン＆アイ・ホールディングス　鈴木敏文氏専用オフィス（東京都千代田区）

目的：聞き取り調査の目的・要点は、大きく次の３点についての実態解明である。

①セブン―イレブンの店舗展開（フランチャイズ経営）における、長野県の“地の利”の有無。

②長野県への初出店および商品開発における、その経緯と決断・開店（開発）時の所感。

③信州・長野県という地理的・文化的環境が鈴木敏文氏の経営哲学・チャレンジ精神に与えた影響の存在。

　とりわけ、【表１】にあるとおり、コンビニエンスストア、セブン―イレブンの長野県進出は、関東圏以外

の出店では福島県に次ぐ２番目（全都道府県５番目）で全国的にも出店が早い。

　また、東京都豊洲における全国第１号店がフランチャイズ（以下、FC）店舗であったのに対し、以降他

県新出の際には、各１号店は直営のトレーニングストア（以下、TS）店舗からの出発であった。しかしそ

のような中、長野県は第１号店がFC店舗で、これは東京以外の初出店で初めてのことだったことになる。

鈴木敏文氏（調査時の近影）



長野県立歴史館研究紀要第31号（2025.3）

115

そして、長野県以降、他県への初出店の際にもFC店舗での展開が図られていくようになる。

　長野県へのコンビニエンスストア初出店に際し、鈴木氏に「土地勘」があったことが過去のインタビュー

記事から知られているが（５）、その土地勘とはどのようなもので、それはどのように働いたのか、また、そ

の後のコンビニエンスストア事業だけでなく、親会社のイトーヨーカ堂の長野県内の展開などについても、

長野県出身者であった鈴木敏文氏から聞き取りを行なう。

凡例・注記：

・�叙述は話者の述懐内容を、中心的なおおよそのテーマごとに、調査者が構成したものである。本報告を含め、

これまでの聞き取り調査の録音データおよび話しことば表記による文字記録の公開については、編纂者によ

る編集の度合いや、公開に伴う権利関係などクリアすべき課題もあり、それらも含めて精査した上で、今後

の公開・非公開の判断をすることになる。そのため、本報告は聞き取り調査の概要・概報と位置づけ、オー

ラルヒストリー関連の刊行物でよく取られる、話しことばによる文字起こしの手法は取らず、敢えて要点を

書き言葉として表記（トランススクリプション）し、話者への内容確認を経て掲載するものである。

・（　）内は発言の補足として調査者の方で補ったものである。

・「　」内は話者独自の特徴的な表現について記したものである。

・主語は、自称・敬称含めて、（人名）氏に統一した。

表１　セブン―イレブン創業初期の頃の都道府県1号店（1974－1988）

通番
オープン年月 各都道府県１号店 オープン当日

の日版（万円）和暦 西暦 月 都県 店名 形態 元業態 オーナー名

１ 昭和49 1974 ５ 東京 豊洲店 FC 酒販 山本憲司 50.4

２ 昭和49 1974 ６ 神奈川 相生店 TS 102.4

３ 昭和49 1974 ９ 福島 本町店 TS 133.8

４ 昭和49 1974 10 埼玉 一の割店 TS 88.9

５ 昭和50 1975 ４ 長野 吉田店 FC 酒販 下澤孝安 33.1

６ 昭和50 1975 10 千葉 習志野台店 FC 佐藤トキ 100.7

７ 昭和53 1978 ５ 北海道 北33条店 FC 端　照雄 78.4

８ 昭和54 1979 ２ 栃木 宇都宮石井店 FC 酒販 小川　清 139.8

９ 昭和54 1979 ４ 福岡 大宰府店 FC ミニスーパー 前田和美 108.5

10 昭和54 1979 ５ 静岡 リコー通り店 FC 酒販 杉山淑郎 62.4

11 昭和54 1979 ８ 茨城 竜ケ崎駅前店 FC 雑貨・金物 塚田正之 159.3

12 昭和56 1981 12 群馬 館林本町店 FC 燃料・雑貨 岩崎邦之 124.9

13 昭和57 1982 ５ 宮城 泉七北田店 FC 及川　赳 161.0

14 昭和57 1982 ８ 広島 広島舟入店 FC 酒販 松本年幸 159.1

15 昭和57 1982 10 佐賀 鳥栖轟木町店 FC 食品・たばこ 尾方　明 163.6

16 昭和58 1983 ４ 山梨 山梨石和店 FC 寺本達美 109.6

17 昭和58 1983 ９ 山口 下関汐入店 FC 酒販 有田勝介 136.1

18 昭和61 1986 ５ 新潟 上越大潟店 FC 酒販 山岸研之輔 188.9

19 昭和62 1987 ６ 熊本 玉名長洲店 FC 酒販 米井英隆 88.7

20 昭和63 1988 10 京都 （京都アップル） 業務提携 コンビニチェーン 早藤商事㈱

※『セブン―イレブン・ジャパン』（社史、1991年）〔p58－62〕より
※形態のうち、「FC」はフランチャイズ店舗、「TS」は直営のトレーニングストア店舗
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Ⅱ　聞き取り内容～セブン–イレブンの長野県展開と学生時代の思い出について～

①　生まれ・幼少期等について

・1932年（昭和７年）12月１日生まれ。長野県埴科郡坂城町（北日名）の生まれ。

・兄弟・姉妹は全員で10人。そのうち、長男など２～３人（正確には２人）亡くなっている。

・自分は下から２番目。兄弟といっても、年が離れており、あまり遊んだ記憶がない。

・（隣家で分家、「新宅」家の）鈴木正
まさ

美
み

氏（男、昭和３年生）に幼い頃は遊んでもらっていた。

・北日名地区では、鈴木姓は７～８軒ほどあり、その他、中澤・春日・永井・北澤の各姓が住んでいた。

②　長野県へのセブン―イレブン展開の経緯

――セブン―イレブンの長野県出店は、1973年のヨークセブン設立時から構想としてあったのか。

・「いや」（セブン―イレブンの長野県出店の構想は、1973年のヨークセブン設立時には無かった。）

・�（関東で出店した後）「地理的に当然分かっているということで長野」だった（関東以外の地方で一番最初の出店

は福島県）。

・�人事課長（1965年就任）として、地方、とりわけ福島県と長野県の高校をリクルートして回っていた経験で「土

地勘があった」ので出店を決めた。

・�福島県は（イトーヨーカ堂本社の関係であり、）入社する社員数も多かった。ヨークベニマルとの関係（ヨーカ

堂は1969年に福島県のスーパーのベニマル社と提携し郡山店開業。71年ヨークベニマル社が設立される）はしば

らくしてから（71年以前から、福島県とのつながりがあった）。

・�長野県からの採用は、福島県に比べればわずかであったが、長野は自分で土地勘があったから（採用計画に）入

れていった。

・�（福島・長野など特定の地方を重点的に回ったのは）先輩・後輩関係で採用活動が行いやすかったため。

・�（人事採用・セブン出店で）長野県を選んだのは、自分の出身地で「土地勘があった」から。

・�ヨークセブン設立後、最初の頃は酒販組合などに自分で説明に回っていた。

―�―長野県１号店の吉田店（オーナー下澤孝安氏）は長野駅から離れているが、大きな駅からの距離はあまり関係

なかったということか。

・�最初の頃の出店は（立地よりも人的なつながり）、知り合いなどで決定していった。

―�―1975年４月の同社の本格的フランチャイズ展開のスタートと同月の長野県１号店は大いに関係しているか。

・�「そうでしょうね」

―�―長野県出店のメリット、勝算はどこにあったか。

・�メリットというか「土地勘」。何か理論があってではなく、その土地・近辺のことが分かるということが重要だっ

た。

―�―長野県への出店・展開について、現在からみてどのように評価しているか。

・�出店がもとになって、先輩・後輩関係が形成され、社員の採用につながっていった。

※秘書室長松本稔氏より社内資料の提示・補足

・�『信濃毎日新聞』1975年５月13日付けの記事「年中無休、早朝から夜中まで「便利店」大当たり」と、吉田店の

基本情報。

・�「現オーナー様（下澤剛氏）のお話」として、長野県１号店吉田店現オーナー下澤剛氏（孝安氏子息）が「先代



長野県立歴史館研究紀要第31号（2025.3）

117

が1975年４月のオープン当初の厳しい売上だった当時、鈴木名誉顧問が何度も足を運んで頂き、直接、売場で叱

咤激励をして頂いた事を誇りに感じて」いたこと。「『北信オーナー会』に於いても一番最初は戸倉温泉で参加店

が集まり商売の仕方を鈴木名誉顧問から直接お話を頂けた」と話していたことを回想。

③　商品等の開発について

―�―おにぎりの商品開発（1976年着手。78年発売）の課題（「パリッ

コフィルム」開発、ごはんの味の品質、衛生管理体制の整備）は

どのようにクリアしていったか。

・�商品については常に「質！質！」と。質の追求を重視して開発し

た。

・�おにぎりについては（ごはんの）味。昔は駅の売店にしか売っていなかった。

・担当者に全国を回らせて、どこのコメが一番おいしいか。試作・試食を繰り返した。

・清水秀雄氏（６）と一緒に、おにぎりの開発を進めていった。

――姉の慶子氏（大正13年生まれ）は管理栄養士だったとのこと。何か協力はあったか。

・管理栄養士だった姉にも試食してもらい「これだったらいいんじゃないの？」と感想をもらったりした。

・�当時姉は松本に住んでいたため、そのつてで、松本市のはやしやさん（当時はやしや食品。現デイリーはやしや。

同社HPによると、1976年９月からセブン―イレブンにごはんの納品を開始）におにぎりを納品してもらった。

―�―（出店・展開にも関係するが）長野県における商品の供給体制（交通インフラや食品工場の存在）は、1970年

代後半のセブンイレブンの展開にとって何らかの影響を与えたか。

・まずはおいしいか、おいしくないかが決め手（であって、流通体制は直接影響していない）。

・安い・高いでものを考えていない。

・いろいろなものを取りよせて納得するまで質の追求をおこなった。

・NDF（日本デリカフーズ協同組合）結成（1979年10月）もそのため。※松本氏より補足

――1978年導入のターミナルセブンの開発・導入に際し「長野県から順次全店に」と社史にあることについて

・質の追求はあらゆる面に及ぶ。

・報告は受けていた。質第一でやっていた。細かい部分については忘れてしまった。

④　イトーヨーカ堂の長野県展開について

―�―70年代後半は、親会社としてのイトーヨーカ堂が長野県に進出（77年上田店、78年松本店・長野店）した時期

でもある。長野初が上田店なのは鈴木氏のアイデア・土地勘によるか。

・そう。学生時代（中学～高校）６年間通っていたため、上田については、町の通りまで分かっていた。

・出店当初は駅前ではなく、上田市内の原町に出店した（上田へのセブン―イレブン出店は松尾町）。

⑤　学生時代の思い出について

・�（現在で言う）中学から高校の６年間は、坂城から上田まで「三里」（約10km以上）の道のりを皆で、下駄を履

いて歩いて通った。

・�当時の汽車は、６時20分（坂城）発、６時40分頃上田着。それから徒歩約15分頃で小県蚕業学校（現上田東高校）

に着いてしまう。その後の汽車は、８時台の発になり、９時頃の始業時間に間に合わないため、歩いて通わざる

を得なかった。
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・途中、線路を歩いて、鉄道工員に何人か殴られたことを覚えている。

・泊り込みで蚕の世話をしたこともあった。

・当時は終戦直後、手に職をつけなくてはいけないということで蚕業学校に通うことにした。

・雨が降りそうということになれば、授業の途中でも桑の葉を取りに行った。

――座学どころではない状況下で、大学進学のための勉強は大変だったのでは。

・当初は手に職と考えていたが、世の中がガラッと変わる中で東京の大学に進学することにした。

・大学受験の勉強は大変だった。

――幼少期、鈴木家には井出一太郎氏（７）・増田甲子七氏（８）らが集っていたようだが。

・井出氏、増田氏の他にも、唐木田藤五郎氏などもよく来ていた。

・大学進学し東京に出てからは、井出氏の事務所などにもよく通った。

・�（議員の）先生たちも、親との関係もあるので、相手にしてくれていたのだろう。当時は勝手に身についたつも

りでいたが、今から思えばどうというほどでもなかった。

――父、甚四郎氏の影響は大きかったか。

・母（比サ美氏）の影響の方が大きい。

・�「お袋」は、東京府立第一女学校卒業で勉強家であった。仕事する以外は常に机に座って物を書いたりしていた

記憶がある。

・�「父親」の講演原稿も全部お袋が書いていた。そのため、自分は当時、こういうことは女性がやるものなのだと思っ

ていた。

・（比サ美氏は）勉強に対して厳しかった。

・�上山田の生まれで、東京へ出て女学校を卒業し、19歳で父親と結婚した。勉強家で、いつも読書するか何か書く

などしていた。

―�―母、比サ美氏は婦人会活動もおこない、市川房枝氏・奥むめお氏とも交流があったということだが、実際に市

川氏・奥氏が来訪することはあったか。

・実際に家に来たかということは記憶にないが、婦人運動家の人たちとは交際していたようだ。

・というのも、東京の女学校の卒業であるので東京にも土地勘があり、交流があった。

―�―母、比サ美氏の交友関係が、大学進学後の敏文氏に何か関係することはあったか。

・それは特になかった。

⑥　大学時代の思い出について

・大学時代は恵比寿に下宿して、大学に通っていた。

・�大学２年の時に、全学自治会の書記長に引っ張り出された。早稲田・慶応など他の大学は学部ごとの自治会だっ

たが、中央大学の自治会は全学部での選出であった。

―�―書記長として、どのような活動をしたのか。

・�左右（左派・右派）の学生の口論を仲裁する役が多かった。そのため、皆から「黒幕」というあだ名をつけられ

た。

・自分が仲裁に入ると、皆納得したのか、口論が収まった。

・左右の対立が激しい中、自分は常に中立の立場を保っていたので、両派とも話が聞きやすかったのだろう。

・�左派の言うことも、右派の言うこともそれぞれ理屈があって、自身の信念をもって言っているので、両方の良い

ところを見つけて仲裁をしていた。そのため、２年で初めて書記長をやらされることになった。
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・�１年間書記長をやった頃、そのことが田舎（実家）に伝わり、田舎から「学生運動をやるために大学に出したの

じゃない。学費を出しているのじゃない」と言われ、１年間で（書記長を）辞めることになった。

――辞めるように言ったのは、父甚四郎氏？

・「いや、お袋」（比サ美氏）。（一同笑い起こる）

・お袋は県の婦人会に出るなどしており、東京の女学校卒でもあり、当時とすれば「インテリ」だった。

⑦　学生時代（高校～大学）の弁論活動について

・�最初政治家になりたいと思っていたが、学生時代にいろいろ見る中で、

政治家は大変だと感じて、政治家になることはやめようと考えた。

・書記長を辞めて以降は、「近経」（近代経済学）に参加した。

・�五大学、東大・一橋・早稲田・中央・慶応のゼミ（研究会）にも参加し

た。

・�高校の頃も、上田地区（松尾・女学校・東・千曲）でも生徒会の集まり、

弁論大会が盛んにおこなわれていた。

―�―「近経」の活動が、就職にあたり転機の一つになったのか？

・各大学の交友関係は広がった。卒業して間もなくぐらいはあったが、そのうちに薄れてしまったけれども。

⑧　まとめ

―�―長野県、あるいは坂城町、実家の鈴木家という地理的・文化的環境は、鈴木敏文氏の経営哲学やチャレンジ精

神の形成に何らか影響を与えることはあったか。

・「お袋が、今で言えば“教育ママ”。その影響が強かった」

・高校時代当時、実業学校の全国の集まり（弁論大会）があった。渋谷で乗り換えて東横線沿いのどこかの会場。

・県の代表として参加した。県選抜があったかについては記憶がないが。

・「鈴木があんな前で発言するとは思わなかった」と引率の教員から後で驚かれた。

・�小学校以来、あがり症だった。言い換えれば自意識過剰だったのかもしれない。無意識の中でよく見せようと思

うから“あがる”のだろう。

――あがり症は克服できたか？

・�それじゃいけないということで、生徒会・自治会などで（人前に出る役をやって）経験を積んできた。そのおか

げで経団連の会議でも、新日鐵の今井さん（今井敬氏）から「鈴木さん一言を」と言われても発言できるほどに

なった（笑）。

Ⅲ　むすびにかえて～鈴木敏文氏聞き取り調査まとめ～

①関東圏以外の出店で長野県が選ばれた背景には、交通・流通上の立地などの理由ではなく、創業者である鈴木氏

（坂城町出身）の「土地勘」によるものだった。

②�「土地勘」とは、その土地・近辺のことが分かるということであったり、町の通りまで分かっていることなどで

あった。

③�鈴木氏は、コンビニエンスストアの出店者（フランチャイジー・加盟店）の募集にあたり、酒販組合の青年部に

着目し、説明会や店舗リクルートなどに出向いていった。

④�出店にあたり、長野県１・２号店は、立地等の条件を勘案したものではなく、あくまでも手を挙げたオーナーの
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既存店舗を改築してスタートした。

⑤�商品開発について、現在では定番となっているおにぎりの開発（1976年着手）に関連しては、松本在住の管理栄

養士だった鈴木氏の実姉慶子氏の試食・伝手紹介等の協力もあった。

⑥�鈴木氏の幼少期や学生時代においては、東京の女学校卒でもあった母比サ美氏の教育方針が強く影響している。

付記　今回調査にご協力くださり、聞き取り内容の公刊をご了承くださった話者である鈴木敏文氏、および社内の

便宜を図ってくださったセブン＆アイ・ホールディングス社の松本稔氏、三田さやか氏、赤尾綾野氏に改めて感謝

申し上げます。

注

１　吉田敬「便利さ追い求めて50年“コンビニの父”に聞いた」（NHKビジネス特集、2023年４月20日、https://www3.

nhk.or.jp/news/html/20230420/k10014043311000.html）

２　確立されたブランド、ノウハウに基づき加盟店を募って展開するフランチャイズ・チェーンとしてのコンビニエン

ス・ストア。イトーヨーカ堂が米国・サウスランド社のエリア・フランチャイズ権を取得し、運営会社のヨークセブン

社が設立（1973年11月）されて、翌1974年５月、同社店舗セブン―イレブン第１号店が東京都江東区豊洲に開店したこ

とをもって、「本格的コンビニエンス・ストア」「コンビニ元年」とされる。ただし前史としては、独立資本の事業者（小

売店）の自発的相互協力に基づくボランタリー・チェーンとしてのコンビニエンス・ストアが、食品卸業者主宰では

1968年開店の「サンマート」や、小売業主宰では1969年マイショップ・チェーンの「マミー豊中店」などある。川辺信

雄「コンビニエンス・ストアの経営史―日本におけるコンビニエンス・ストアの30年―」（『早稲田商学』第400号、

2004年９月）を参照。

３　コンビニエンスストア・セブン―イレブンの成立・展開については、鈴木敏文『挑戦我がロマン　私の履歴書』（日本

経済新聞出版社、2008年）はじめ、『セブン―イレブン・ジャパン 終わりなきイノベーション1973－1991』（株式会社セ

ブン―イレブン・ジャパン、1992年）、『セブン―イレブン・ジャパン 終わりなきイノベーション1991－2003』（株式会社

セブン―イレブン・ジャパン、2003年）、『変化対応―あくなき創造への挑戦 1920－2006』（株式会社イトーヨーカ堂、

2007年）等を参照。

４　鈴木敏文「温かき哉　わが信州」（『自然への讃歌　わが心のふるさと 信州』信州農山村ふるさと運動推進協議会・

信越放送株式会社、1998年）において随想として、商品開発に際してできる限り手作りの味に近づけようとしたのは、

故郷に馳せる思いからであることが語られている。

５　鈴木 敏文・高岡 美佳「現代産業史の証言（１）商慣習を全部壊していった 鈴木敏文・セブン―イレブン・ジャパン

会長―コンビニ登場（上）」（『エコノミスト』81巻48号（通号3643）2003年10月７日）

６　店舗開発部総括マネージャー。1972年５月米国ダラスのサウスランド社を初めて訪問した人物でもある。

７　1912－1996。衆議院議員。のち三木内閣で官房長官。

８　1898－1985。衆議院議員。元内務官僚。吉田内閣で運輸大臣、労働大臣、官房長官、建設大臣等を歴任。第一次佐藤

内閣で防衛庁長官。
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年 表
西
暦

元
号

満
年
齢

時
点
年
齢

鈴 木 敏 文 氏　 略 年 譜 （ ㈪ ㊐ ）

関 連 の 事 項 ・ 動 静

※ ㈪ ㊐ 各 道 府 県 の セ ブ ン ― イ レ ブ ン

１ 号 店 （ オ ー ナ ー 名 等 ） 含 む

業 界 ・ 一 般 （ 関 連 事 項 ・ ニ ュ ー ス 等 ）

19
32

昭
７ ０ ０

⑿ ① 長 野 県 埴 科 郡 坂 城 町 に 生 ま れ る

　 （ ９ 人 兄 弟 姉 妹 の 第 ８ 番 目 、 ３ 男 。 う ち １ 人 夭 折 ）

⑸ ⑮ 五 ・ 一 五 事 件

19
33

昭
８ １ ⑶ 日 本 、 国 際 連 盟 脱 退

19
34

昭
９ ２

19
35

昭
10 ３

19
36

昭
11 ４ ⑵ ㉖ 二 ・ 二 六 事 件

19
37

昭
12 ５ ⑺ ⑦ 盧 溝 橋 事 件 （ 日 中 戦 争 開 始 ）

19
38

昭
13 ６

19
39

昭
14 ７

19
40

昭
15 ８

19
41

昭
16 ９ ９ ⑿ ⑧ 真 珠 湾 攻 撃 （ 太 平 洋 戦 争 開 始 ）

19
42

昭
17 10 ⑹ ミ ッ ド ウ ェ ー 海 戦

19
43

昭
18 11

19
44

昭
19 12 ⑽ 神 風 特 別 攻 撃 隊 出 撃 開 始

19
45

昭
20 13 ⑻ ⑮ 終 戦

19
46

昭
21 14 13

⑷� 小 県 蚕 業 学 校 （ 現 上 田 東 高 校 ） へ 入 学� �

（ → 新 制 高 校 化 に 伴 い ６ 年 在 籍 ）

⑷ 新 選 挙 法 に よ る 衆 院 総 選 挙 実 施

⑾ ③ 日 本 国 憲 法 公 布

19
47

昭
22 15

弁 論 部 と 陸 上 部 に 所 属

⑸ ③ 日 本 国 憲 法 施 行

19
48

昭
23 16 ⑷ 新 制 高 等 学 校 発 足

19
49

昭
24 17 ⑷ ㉕ １ ド ル ３ ６ ０ 円 の 単 一 為 替 レ ー ト に 設 定

19
50

昭
25 18

⑹ ㉕ 朝 鮮 戦 争 勃 発

⑺ 日 本 労 働 組 合 総 評 議 会 結 成

19
50 ⑹

19
51

昭
26 19 18 ・ 生 徒 会 長 に 推 さ れ 就 任 ⑼ ⑧ サ ン フ ラ ン シ ス コ 平 和 条 約 調 印

19
52

昭
27 20 19

⑷ 中 央 大 学 経 済 学 部 に 入 学

・ 政 治 家 を 志 望 し 、 国 会 通 い を 続 け る

　
特
需
景
気

19
53

昭
28 21 20 ・ 中 央 大 学 全 学 自 治 会 書 記 長 に 最 年 少 で 選 出 さ れ る

⑵ Ｎ Ｈ Ｋ テ レ ビ 放 送 開 始

⑻ 日 本 テ レ ビ 放 送 開 始

19
54

昭
29 22

19
55

昭
30 23

⑻� 東 京 通 信 工 業 （ 現 ソ ニ ー ） 、 初 の ト ラ ン ジ ス

タ ラ ジ オ 発 売

⑽� 日 本 社 会 党 左 右 合 流 ・ ⑾ 自 由 民 主 党 結 成 （ 55

年 体 制 成 立 ）

19
55

神
武
景
気

19
56

昭
31 24 23

⑷ 東 京 出 版 販 売 （ 現 ト ー ハ ン ） へ 入 社

⑽� 新 設 の 出 版 科 学 研 究 所 へ 配 属 さ れ 、 仕 事 を し な が

ら 統 計 学 と 心 理 学 を 学 ぶ

⑺� 『 経 済 白 書 』 に 「 も は や 「 戦 後 」 で は な い 」

と 記 載 さ れ る 。

19
57

昭
32 25 19
57

19
58

昭
33 26

19
58 ⑹

19
59

昭
34 27 26 ⑽ 結 婚 （ 美 佐 子 氏 ）

19
60

昭
35 28

⑴ ⑲ 日 米 新 安 保 条 約 調 印

⑵ 日 本 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 協 会 発 足

⑼ ⑩ カ ラ ー テ レ ビ 放 送 開 始

⑼ 日 本 消 費 者 協 会 発 足

岩
戸
景
気

19
61

昭
36 29 ⑽ ヨ ー カ 堂 本 格 的 チ ェ ー ン 展 開 開 始

19
61

⑿

19
62

昭
37 30 29
・� 東 販 弘 報 課 で Ｐ Ｒ 誌 『 新 刊 ニ ュ ー ス 』 の 誌 面 を 刷

新 → 部 数 を 五 千 部 か ら 十 三 万 部 へ 伸 ば す 独 立 起 業 た め の ス ポ ン サ ー 探 し の 中 、

新 興 の ス ー パ ー 、 ヨ ー カ 堂 に 誘 わ れ る 。

19
63

昭
38 31 30

⑼� 株 式 会 社 ヨ ー カ 堂 へ 転 職 。 商 品 管 理 課

　 係 長 と し て 納 品 チ ェ ッ ク 担 当 に

→ ⑽ 販 促 を 担 当 す る
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19
64

昭
39 32 ⑵ 父 、 甚 四 郎 氏　 逝 去 （ 77 歳 ）

⑽ ① 東 海 道 新 幹 線 開 業

⑽ ⑩ 東 京 夏 季 オ リ ン ピ ッ ク 開 幕

19
65

昭
40 33 32
・� 人 事 課 長 も 兼 務 し 、 新 入 社 員 採 用 の た め 全 国 を 駆

け 回 る

⑹ ⑩ 商 号 を 「 株 式 会 社 伊 藤 ヨ ー カ 堂 に 変 更

⑼ ① 店 名 表 記 を 「 イ ト ー ・ ヨ ー カ 堂 」 に 変 更

⑺ ① 名 神 高 速 道 路 全 線 開 通

19
65

19
66

昭
41 34 ⑶ ㉛ 日 本 の 総 人 口 １ 億 人 突 破

19
67

昭
42 35

⑹ ⑤ 第 三 次 中 東 戦 争 勃 発

⑻ ② 日 本 チ ェ ー ン ス ト ア 協 会 設 立

い
ざ
な
ぎ
景
気

19
68

昭
43 36 35
・� 人 事 部 門 、 販 促 部 門 の ゼ ネ ラ ル マ ネ ー ジ ャ ー に 就

任

19
69

昭
44 37

⑸ ① ヨ ー カ 堂 鎌 田 店 火 災 。 全 員 無 事

⑻� ベ ニ マ ル （ 福 島 県 下 に 展 開 す る ス ー パ ー ） と の 共

同 で 、 ヨ ー カ 堂 郡 山 店 開 業 （ 東 北 初 出 店 ）

⑸ ㉖ 東 名 高 速 道 路 全 線 開 通

19
70

昭
45 38 37 ⑷ 隔 週 ５ 日 制 実 施 ⑶ ⑮ 大 阪 万 国 博 覧 会 開 幕 19
70

19
71

昭
46 39 38

⑼ ① イ ト ー ヨ ー カ 堂 取 締 役 に 就 任

⑽ ⑩ ～ ㉚ ア メ リ カ 視 察

⑶ ㈱ ヨ ー ク ベ ニ マ ル 設 立 。 福 島 県 郡 山 市

　 代 表 取 締 役 社 長 大 髙 善 兵 衛

⑺� ⑳ 日 本 マ ク ド ナ ル ド ハ ン バ ー ガ ー 、 １ 号 店

オ ー プ ン （ 三 越 銀 座 ）

⑻ ニ ク ソ ン シ ョ ッ ク （ 変 動 相 場 制 へ ）

19
72

昭
47 40

⑷� ① 鳩 の シ ン ボ ル マ ー ク 、 ロ ゴ を 「 イ ト ー ヨ ー カ

ド ー 」 に 変 更 。

⑼ ① イ ト ー ヨ ー カ ド ー 東 証 二 部 上 場

⑵ ③ 札 幌 冬 季 オ リ ン ピ ッ ク 開 幕

⑵ 日 本 フ ラ ン チ ャ イ ズ 協 会 発 足

→ ⑷ 日 本 フ ラ ン チ ャ イ ズ チ ェ ー ン 協 会 に 改 称

⑸ ⑮ 沖 縄 復 帰 。 沖 縄 県 発 足 19
72

19
73

昭
48 41 40

⑷ 米 サ ウ ス ラ ン ド 社 へ の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 実 施

→ ⑹ 正 式 提 携 交 渉 開 始

⑾ ⑳ ヨ ー ク セ ブ ン 設 立 。 専 務 取 締 役 に 就 任

⑾� ㉚ 米 サ ウ ス ラ ン ド 社 と エ リ ア サ ー ビ ス ＆ ラ イ セ ン

ス 契 約

⑸ ① 米 デ ニ ー ズ 社 と ラ イ セ ン ス 契 約

⑺ ② イ ト ー ヨ ー カ ド ー 東 証 一 部 指 定 替

⑻� ㉘ 米 サ ウ ス ラ ン ド 社 と の 提 携 が 新 聞 誌 上 で 報 じ ら

れ る 。

⑾� ⑳ ヨ ー ク セ ブ ン 設 立 。 代 表 取 締 役 社 長　 伊 藤 雅 俊 。

資 本 金 １ 億 円 。

⑽ 第 一 次 オ イ ル シ ョ ッ ク

⑽ ① 大 規 模 小 売 店 舗 法 公 布

19
74

　
　
　
列
島
改
造
ブ
ー
ム

19
74

昭
49 42 41

⑸� ⑮ セ ブ ン ― イ レ ブ ン １ 号 店 を 東 京 都 江 南 区 豊 洲 に

オ ー プ ン （ オ ー ナ ー 山 本 憲 司 ）

→ 年 中 無 休 16 時 間 営 業 ス タ ー ト

⑷� ⑨ 米 サ ウ ス ラ ン ド 社 ト ン プ ソ ン 会 長 来 日 、 ホ テ ル

ニ ュ ー オ ー タ ニ で 講 演

⑷ ㉗ デ ニ ー ズ １ 号 店 、 横 浜 ・ 上 大 岡 に オ ー プ ン

⑹ 神 奈 川 県 相 生 店 （ ト レ ー ニ ン グ ス ト ア ）

⑼ 福 島 県 本 町 店 （ ト レ ー ニ ン グ ス ト ア ）

⑽ 埼 玉 県 一 の 割 店 （ ト レ ー ニ ン グ ス ト ア ）

→ セ ブ ン ― イ レ ブ ン 15 店 舗 （ 直 営 ９ 、 Ｆ Ｃ ６ ）

⑴ ⑤ 日 中 貿 易 協 定 調 印

⑶ ① 大 規 模 小 売 店 舗 法 施 行

⑸ 日 本 消 費 者 連 盟 結 成

・ こ の 年 、 戦 後 初 の マ イ ナ ス 成 長

　 （ ＝ 高 度 経 済 成 長 の 終 わ り ）

19
75

昭
50 43 42

⑷ 本 格 的 フ ラ ン チ ャ イ ズ 展 開 を ス タ ー ト

⑹ ⑩ 業 界 初 24 時 間 営 業 店

＝ 福 島 県 郡 山 市 虎 丸 店 （ ト レ ー ニ ン グ ス ト ア ）

⑷ 長 野 県 吉 田 店 （ 下 沢 孝 安 ）

⑽ 千 葉 県 習 志 野 台 店 （ 佐 藤 ト キ ）

⑶ ⑩ 山 陽 新 幹 線 全 線 開 通

19
76

昭
51 44 43

⑴� 正 月 三 が 日 の パ ン の 製 造 配 送 を 実 現 （ 山 崎 製 パ ン

株 の 協 力 を 得 る ）

⑹� セ ブ ン ― イ レ ブ ン １ ０ ０ 店 開 店 記 念 講 演 会

⑾� ① テ レ ビ Ｃ Ｍ 開 始 「 セ ブ ン ― イ レ ブ ン い い 気 分 」「 あ

い て て 良 か っ た 」

・ お に ぎ り 開 発 に 着 手

⑵ 計 54 店 舗 オ ー プ ン

⑼ 長 野 県 松 本 市 、 は や し や 食 品 （ 現 は や し や ） 、

　 セ ブ ン ― イ レ ブ ン に 納 品 開 始

19
77

昭
52 45 44 ⑼ イ ト ー ヨ ー カ 堂 常 務 取 締 役 に 就 任 ⑶ ③ イ ト ー ヨ ー カ ド ー 上 田 店 オ ー プ ン

19
78

昭
53 46 45

⑵� ⑳ セ ブ ン ― イ レ ブ ン ・ ジ ャ パ ン 代 表 取 締 役 社 長 に

就 任

⑻� ⑦ セ ブ ン ― イ レ ブ ン 、 長 野 県 か ら 順 次 全 店 に 店 舗

端 末 機 「 タ ー ミ ナ ル セ ブ ン 」 を 導 入 し 、 オ ン ラ イ

ン シ ス テ ム 構 築 へ

⑼ ⑲ セ ブ ン ― イ レ ブ ン ５ ０ ０ 店 舗 達 成

・� セ ブ ン ― イ レ ブ ン で 業 界 初 の 手 巻 き タ イ プ （ 「 パ

リ ッ コ フ ィ ル ム 」 ） の お に ぎ り を 発 売 。 大 ヒ ッ ト

商 品 に

⑴� ㉛ ヨ ー ク セ ブ ン 、 社 名 を 「 セ ブ ン ― イ レ ブ ン ・ ジ ャ

パ ン 」 に 改 称

⑷� ⑳ イ ト ー ヨ ー カ ド ー 松 本 店 オ ー プ ン

⑸ 北 海 道 北 33 条 店 （ 端 照 雄 ）

⑹ ⑳ イ ト ー ヨ ー カ ド ー 長 野 店 オ ー プ ン

19
79

昭
54 47 46

⑵ 母 、 比 サ 美 氏　 逝 去 （ 87 歳 ）

⑽� ⑮ セ ブ ン ― イ レ ブ ン 東 証 第 二 部 上 場 （ 会 社 設 立 か

ら ６ 年 の 当 時 史 上 最 短 記 録 ）

⑽ ㉓ 日 本 デ リ カ フ ー ズ 協 同 組 合 の 設 立

⑵ 栃 木 県 宇 都 宮 石 井 店 （ 小 川 清 ）

⑷ 福 岡 県 太 宰 府 店 （ 前 田 和 美 ）

⑸ 静 岡 県 リ コ ー 通 り 店 （ 杉 山 淑 郎 ）

⑻ 茨 城 県 竜 ケ 崎 駅 前 店 （ 塚 田 正 之 ）

19
80

昭
55 48 47

⑺ 日 本 の 流 通 市 場 初 と な る 牛 乳 の 共 同 配 送 開 始

⑾ ㉚ セ ブ ン ― イ レ ブ ン １ ０ ０ ０ 店 舗 達 成

19
81

昭
56 49 48

⑻ ① セ ブ ン ― イ レ ブ ン 東 証 一 部 指 定 替

⑻ 兄 、 芳 蔵 氏　 逝 去 （ 65 歳 ）

⑿ 群 馬 県 館 林 本 町 店 （ 岩 崎 邦 之 ）

19
82

昭
57 50 49

⑽� セ ブ ン ― イ レ ブ ン 、 世 界 最 大 規 模 の Ｐ Ｏ Ｓ （ 販 売

時 点 情 報 管 理 ） シ ス テ ム 導 入 開 始

⑸ 宮 城 県 泉 七 北 田 店 （ 及 川 赳 ）

⑻ 広 島 県 広 島 舟 入 店 （ 松 本 年 幸 ）

⑽ 佐 賀 県 鳥 栖 轟 木 町 店 （ 尾 方 明 ）

19
83

昭
58 51 50

⑷ イ ト ー ヨ ー カ 堂 専 務 取 締 役 に 就 任

⑻� ⑯ ブ リ ト ー 発 売

・� セ ブ ン ― イ レ ブ ン 、 日 本 初 の 本 格 的 Ｐ Ｏ Ｓ シ ス テ

ム の 全 店 導 入 完 了

⑷ 山 梨 県 山 梨 石 和 店 （ 寺 本 達 美 ）

⑼ 山 口 県 下 関 汐 入 店 （ 有 田 勝 介 ）

19
84

昭
59 52 51

⑵� ㉙ セ ブ ン ― イ レ ブ ン ２ ０ ０ ０ 店 舗 達 成

⑽ パ ラ シ ュ ー ト 型 お に ぎ り 発 売

⑽ お で ん を 全 国 展 開
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19
85

昭
60 53 52 ⑸ イ ト ー ヨ ー カ 堂 取 締 役 副 社 長 に 就 任

⑶ ⑭ 東 北 ・ 上 越 新 幹 線 開 業

⑼ プ ラ ザ 合 意

⑽ ② 関 越 自 動 車 道 全 線 開 通

19
86

昭
61 54 ⑸ 新 潟 県 上 越 大 潟 店 （ 山 岸 研 之 輔 ） ⑺ ② 東 北 自 動 車 道 全 線 開 通

19
86
's

後
半

19
87

昭
62 55 54 ⑷ ㉔ セ ブ ン ― イ レ ブ ン ３ ０ ０ ０ 店 舗 達 成 ⑹ 熊 本 県 玉 名 長 洲 店 （ 米 井 英 隆 ）

バ
ブ
ル
経
済

19
88

昭
63 56 ⑽ 業 務 提 携 に よ る 京 都 府 展 開 開 始 ⑺ 北 陸 自 動 車 道 全 線 開 通

19
89

平
元 57 56 ⑸ ⑮ 日 本 フ ラ ン チ ャ イ ズ チ ェ ー ン 協 会 会 長 に 就 任

⑷ ① 消 費 税 （ ３ ％ ） 導 入

⑾ ベ ル リ ン の 壁 崩 壊

19
90

平
2

58

19
90
's

初
頭

19
91

平
3

59 58

⑶� ⑤ 経 営 が 悪 化 し た 米 サ ウ ス ラ ン ド 社 の 株 式 を 取 得

し 経 営 再 建 を 開 始

→ 「 ハ リ ケ ー ン ・ ス ズ キ 」 と 呼 ば れ る

⑿ ソ ヴ ィ エ ト 連 邦 崩 壊

19
92

平
4

60 59

⑽� ㉙ イ ト ー ヨ ー カ 堂 代 表 取 締 役 社 長 兼 グ ル ー プ 代 表

に 就 任

⑽� ㉙ セ ブ ン ― イ レ ブ ン ・ ジ ャ パ ン 代 表 取 締 役 会 長 に

就 任

19
93

平
5

61 60 ・ 米 サ ウ ス ラ ン ド 社 を 黒 字 転 換 ⑾ セ ブ ン ― イ レ ブ ン み ど り の 基 金 設 立

⑶ ㉕ 上 信 越 自 動 車 道 一 部 開 通

　 （ 更 埴 ～ 須 坂 長 野 ）

⑻ 非 自 民 連 立 の 細 川 護 熙 内 閣 成 立

19
94

平
6

62 61

⑵ 経 営 利 益 小 売 業 ト ッ プ に

⑸ ⑳ 日 本 チ ェ ー ン ス ト ア 協 会 会 長 就 任

⑷ 羽 田 孜 内 閣 成 立 （ ～ ⑹ ）

⑹ ㉗ 松 本 サ リ ン 事 件

　
　
平
成
不
況

19
95

平
7

63 62 ⑸ ⑲ セ ブ ン ― イ レ ブ ン ６ ０ ０ ０ 店 舗 達 成

⑴ ⑰ 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災

⑶ ⑳ 地 下 鉄 サ リ ン 事 件

19
96

平
8

64 64 ⑿ ㉕ 中 国 成 都 市 に 成 都 伊 藤 洋 華 堂 有 限 公 司 設 立

19
97

平
9

65 64

⑸ ⑫ 藍 綬 褒 章 受 章

⑸ ㉗ 経 団 連 副 会 長 に 就 任

⑹ ㉙ セ ブ ン ― イ レ ブ ン ７ ０ ０ ０ 店 舗 達 成

⑼ 中 国 合 弁 会 社 、 華 糖 ヨ ー カ 堂 有 限 公 司 設 立

⑷ 消 費 税 ５ ％ に 増 税

⑽ ① 長 野 新 幹 線 開 業

⑽ ⑯ 上 信 越 自 動 車 道 一 部 開 通 （ 藤 岡 ～ 中 郷 ）

⑿ 地 球 温 暖 化 防 止 京 都 議 定 書 採 択

19
98

平
10 66 65 ⑻ ⑱ 小 渕 政 権 下 で 経 済 戦 略 会 議 の 委 員 に 就 任 ⑾� 「 消 費 税 分 ５ ％ 還 元 セ ー ル 」 実 施 。 大 反 響 を 呼 ぶ

⑵� ⑦ 長 野 冬 季 オ リ ン ピ ッ ク 開 幕

⑷ ⑮ コ ン ビ ニ ・ Ｆ Ｃ 加 盟 店 全 国 協 議 会 発 足

19
99

平
11 67 66
・ 日 本 チ ェ ー ン ス ト ア 協 会 会 長 に 再 度 就 任

⑻ 紺 綬 褒 賞 受 賞

⑽ ㉚ 坂 城 町 功 労 表 彰 受 賞

⑾ ㉗ セ ブ ン ― イ レ ブ ン ８ ０ ０ ０ 店 舗 達 成

⑸� ① 米 国 サ ウ ス ラ ン ド 社 、 社 名 を� �

「7‌ ―Eleven, Inc. 」 に 改 称

⑹ 山 一 證 券 破 産

⑽ ㉚ 上 信 越 自 動 車 道 全 線 開 通

20
00

平
12 68

20
00
's初
頭

20
01

平
13 69 68

⑵� セ ブ ン ― イ レ ブ ン ・ ジ ャ パ ン の チ ェ ー ン 全 店 売 上

が 国 内 小 売 業 ト ッ プ に

⑵ ⑩ 坂 城 町 名 誉 町 民 称 号

⑷ ⑩ ア イ ワ イ バ ン ク 銀 行 （ 現 ㈱ セ ブ ン 銀 行 ） 設 立

⑿ ④ こ だ わ り お む す び 発 売

⑼ ⑪ ア メ リ カ 同 時 多 発 テ ロ

20
02

平
14 70

20
02

20
03

平
15 71 70

⑷ ㉙ 勲 一 等 瑞 宝 章 受 章

⑸� ㉒ イ ト ー ヨ ー カ 堂 代 表 取 締 役 会 長 兼 最 高 経 営 責 任

者 （ Ｃ Ｅ Ｏ ） に 就 任

⑽� 『 商 売 の 原 点 』 『 商 売 の 創 造 』 上 梓

⑾ ⑭ 中 央 大 学 か ら 名 誉 博 士 号 を 授 与 さ れ る

⑻� ㉛ セ ブ ン ― イ レ ブ ン 、 世 界 で １ 万 店 舗 突 破 （ 日 本

国 内 小 売 り チ ェ ー ン と し て は 世 界 最 大 規 模 ）

⑸ 個 人 情 報 保 護 関 連 法 成 立

い
ざ
な
み
景
気
（
戦
後
最
長
の
景
気
回
復
）

20
04

平
16 72 ⑴ ② 中 国 、 セ ブ ン ― イ レ ブ ン 北 京 有 限 公 司 設 立

20
05

平
17 73 72

⑸ 日 本 経 済 団 体 連 合 会 顧 問

⑼� ① 持 株 会 社 セ ブ ン ＆ ア イ ・ ホ ー ル デ ィ ン グ ス を 設

立
⑾� 中 央 大 学 理 事 長 に 就 任 し 、 大 学 改 革 に 着 手 （ ～ ２

０ ０ ８ ⑸ ）

・� お に ぎ り 革 命 発 売

⑾� セ ブ ン ― イ レ ブ ン ・ ジ ャ パ ン 、 米 国� �
7‌ ―Eleven, Inc. を 完 全 子 会 社 化

⑶ 愛 知 万 博 開 催

⑽ 郵 政 民 営 化 法 成 立

20
06

平
18 74

⑹� ㈱ ミ レ ニ ア ム リ テ イ リ ン グ （ 現 そ ご う ・ 西 武 ） を

完 全 子 会 社 化 し 、 経 営 統 合

⑼ ㈱ ヨ ー ク ベ ニ マ ル を 完 全 子 会 社 化

⑼ ① 酒 類 販 売 全 面 自 由 化

20
07

平
19 75 74

⑷ ① ～ ㉚ 日 本 経 済 新 聞 連 載 「 私 の 履 歴 書 」

⑸ 「 セ ブ ン プ レ ミ ア ム 」 を 販 売 開 始

⑷ 電 子 マ ネ ー 「 ｎ ａ ｎ ａ ｃ ｏ （ ナ ナ コ ） 」 導 入 開 始

20
08

平
20 76 76 ⑿ 『 挑 戦 我 が ロ マ ン　 私 の 履 歴 書 』 上 梓 ⑼ リ ー マ ン シ ョ ッ ク

20
08

20
09

平
21 77 ⑼ 民 主 党 政 権 誕 生

20
10

平
22 78 ・ お に ぎ り 維 新 発 売

20
11

平
23 79 78 ⑵ 紺 綬 褒 章 受 章 ⑶ ⑪ 東 日 本 大 震 災

20
12

平
24 80

⑾ 自 民 党 、 政 権 復 帰

⑿ ア ベ ノ ミ ク ス 実 施
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20
13

平
25 81

20
14

平
26 82 ・ 金 の お む す び 発 売 ⑷ 消 費 税 ８ ％ に 増 税

20
15

平
27 83 82

⑾� ネ ッ ト ・ 店 舗 融 合 の 「 ｏ ｍ ｎ ｉ ７ 」 グ ラ ン ド オ ー

プ ン

⑶ ⑭ 北 陸 新 幹 線 開 業 （ 長 野 ― 金 沢 間 延 伸 ）

20
16

平
28 84 83

⑸� ㉖ セ ブ ン ＆ ア イ Ｈ Ｄ Ｌ Ｇ Ｓ 代 表 取 締 役 会 長 兼 Ｃ Ｅ

Ｏ 退 任 。 名 誉 顧 問 に 就 任

20
17

平
29 85 ⑽ セ ブ ン ― イ レ ブ ン ・ 沖 縄 設 立

20
18

平
30 86

⑴ 国 内 セ ブ ン ― イ レ ブ ン 店 舗 数 ２ 万 店 突 破

・ お に ぎ り 厳 選 米 発 売

20
19

令
元 87

⑺� セ ブ ン ― イ レ ブ ン が 沖 縄 に 出 店 。 す べ て の 都 道 府

県 で チ ェ ー ン 展 開 へ

⑿ セ ブ ン ― イ レ ブ ン 、 世 界 で ７ 万 店 舗 突 破

⑽ 消 費 税 10 ％ に 増 税

20
20

令
2

88 ⑸ イ ト ー ヨ ー カ 堂 創 業 １ ０ ０ 周 年

⑴� ㉚ Ｗ Ｈ Ｏ 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 「 国 際 的 な

緊 急 事 態 」 を 宣 言

⑺ ① プ ラ ス チ ッ ク 製 レ ジ 袋 の 有 料 化 ス タ ー ト

20
21

令
3

89

⑺ ① 東 京 夏 季 オ リ ン ピ ッ ク 開 幕

⑻ ⑭ 東 京 夏 季 パ ラ リ ン ピ ッ ク 開 幕

20
22

令
4

90 ⑷ セ ブ ン ― イ レ ブ ン が 世 界 で ８ 万 店 舗 突 破 ⑵ ロ シ ア が ウ ク ラ イ ナ 侵 攻 開 始

20
23

令
5

91 90 ⑷ ⑳ セ ブ ン ― イ レ ブ ン 設 立 50 周 年 記 念 式 典 開 催

⑶� ⑩ セ ブ ン ＆ ア イ Ｈ Ｄ Ｌ Ｇ Ｓ 名 誉 会 長 伊 藤 雅 俊 氏 逝

去 （ 98 歳 ）
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事例報告

〔聞き取り調査概報〕下澤靜惠
～酒店からの転身。セブン–イレブン長野県第１号店の経営～

鈴木　　実

はじめに

　長野県史現代編に向けた史料収集・調査事業の一環として行

なった、長野県の現代史（経済分野）を語る上で、重要なトピッ

クスと考えられる長野県におけるコンビニエンス・ストアの出

店・展開に関する聞き取り調査の成果を、一般の現代史研究にも

資するものと考え、紀要においてその概要を報告する。

　話者は、セブン―イレブンの長野県における第１号吉田店オー

ナー下澤孝安氏（故人）の妻であった下澤靜惠氏である。酒店か

らコンビニエンス・ストアへの転身、夫婦で切り盛りしたコンビ

ニエンス・ストア経営の現場や、その後の店舗展開（移転、追加

出店）の記憶等について話題が及んだ。

Ⅰ　話者と調査目的について

日時：令和５年（2023年）12月15日

話者：下
しも

澤
ざわ

靜
しず

惠
え

氏（調査時87歳）

略歴：�1936年（昭和11年）１月８日生まれ。長野県長野市鶴賀西鶴賀町出身。旧姓掛川。掛川家は元々小諸の出身

で、父袈
け さ お

裟男氏の転勤で長野市に在住していた。靜惠氏は８人兄妹の末っ子（兄２人、姉５人うち一人夭折）。

1963年（昭和38年）に、長野市横沢町の下澤孝
たか

安
やす

氏（故人。2012年８月逝去。享年75歳）と結婚し、孝安氏

と共に下澤酒店（長野市吉田）を開業・経営参画。1975年（昭和50年）４月26日（土）、長野県初となるセ

ブン―イレブン（吉田店。現在移転し、長野南堀店と登録）開業に参画する。1990年、店舗移転を機に、経

営から引退。

　なお現在、長野南堀店および、下澤家２号店にあたる長野若槻店

の店舗経営は、靜惠氏の長男（２番目の子）の下澤剛
たけし

氏（有限会

社下澤酒店代表取締役。写真右端）がオーナーを務め、また長野若

槻店の店長には、靜惠氏の孫（１番目の子である長女麻
ま り

理氏の息子）

にあたる塚田翔太氏（写真左端）が務めている【巻末年表参照】。

場所：長野県立歴史館　会議室

目的：聞き取り調査の目的・要点は、大きく次の３点についての実態解明である。

①コンビニエンス・ストアとして開店する以前の来歴・酒販店経営時代のこと。

②セブン―イレブン長野県第１号店としての出店の経緯と決断・開店時の所感。

③その後の経営において、どのような展開をしていったか（思い出深い出来事・商品等）。

故下澤孝安氏
（1989年近影）

下澤靜惠氏
（調査時の近影）
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　コンビニエンス・ストア、セブン―イレブンのフランチャイズ本部であるヨークセブン（現セブン–イレブ

ン・ジャパン）の加盟店募集のリクルート戦略においては、創業当初、既存の小売店舗をコンビニエンス・

ストアに転換していく方法、とりわけ酒販店を主要ターゲットにする方針がとられた（１）。1975年４月26日

に開店した長野県第１号店（全国19番目）については、同社社史において「長野市の酒販組合青年部の経営

勉強会においてコンビニエンスストアの説明会を実施。その後、同青年部の名簿を中心に訪問を開始した。

会長、副会長の加盟により出店を開始。」と記載される（２）。また、長野市内に相次いで開店した吉田店およ

び善光寺下店（同年５月10日開店）に関しては、地元紙『信濃毎日新聞』でも記事として取り上げられてお

り、「ふえる深夜族や、共働き家庭などにうけて大変な人気」（３）と開店当初から好評を博した。コンビニエ

ンス・ストア開店以前と以後の変化や、その後の時代の変遷の中での店舗経営における変化対応などについ

て、フランチャイズ店舗経営の現場を歩んだ下澤靜惠氏らから聞き取りを行なった。

凡例・注記：

・�叙述は話者の述懐内容を、中心的なおおよそのテーマごとに、調査者が構成したものである。本報告を含め、

これまでの聞き取り調査の録音データおよび話しことば表記による文字記録の公開については、編纂者によ

る編集の度合いや、公開に伴う権利関係などクリアすべき課題もあり、それらも含めて精査した上で、今後

の公開・非公開の判断をすることになる。そのため、本報告は聞き取り調査の概要・概報と位置づけ、オー

ラルヒストリー関連の刊行物でよく取られる、話しことばによる文字起こしの手法は取らず、敢えて要点を

書き言葉として表記（トランススクリプション）し、話者への内容確認を経て掲載するものである。

・�（　）内は発言の補足として調査者の方で補ったものである。

・�「　」内は話者独自の特徴的な表現について記したものである。他者のセリフとしての引用のような使い方

の場合も、表現はあくまでもその話者の表現である。

・�話者の記憶・表現を、別の同席者がその場で修正・補足した部分については〔　　〕で示し、修正・補足し

た同席者が誰か分かるように、補足部分の末尾に〔内容（名）〕という形で明示した。

・�※は確認を要するものや、周辺資料などから補足した注記事項を示す。

・�主語は、自称・敬称含めて、（人名）氏に統一した。

Ⅱ　聞き取り内容～セブン–イレブン出店と店舗展開、及びコンビニ経営と仕入れについて～

①　生まれ・幼少期～青春時代について

・1936年（昭和11年）１月８日生まれ。

・長野県長野市鶴賀西鶴賀町の出身。（旧姓、掛川）。

・�「もともとはサラリーマンの娘」で商売の人との結婚は思ってもいなかった。父（掛川袈
け

裟
さ

男
お

氏）は逓信省電
（工事）

話

局の役人だった。電話の（普及してい）ない頃から自宅に電話がある家庭だった。

・�幼少期、10歳頃、現在の犀北館近く、現白鳥バレエ学園の前身となる教室でクラシックバレエを習っていた。踊

ることが昔から好きだった。

・�（青春時代、）世界の民族舞踊にも興味を持ち、フラメンコを習う中で、下澤孝安氏と出会った。当時、孝安氏は

ギタリストをしていた。

・�車がある酒屋は当時珍しく、ダンスの稽古の帰りに送迎してもらった（車は「小さなスバルのハジメ」）。
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②　下澤家および下澤孝安氏との酒店経営時代のことについて

・�〔下澤家は、孝安氏の父下澤安忠氏が、善光寺裏の長野市横沢町で酒店「下澤安忠商店」を創業（1932年（昭和

６年））したことに始まる（剛・塚）〕。下澤安忠氏は屋代出身。「商店」の看板を掲げていた。

・�下澤孝安氏は、〔1937年（昭和12年）７月７日生まれ（塚）〕。〔５人兄弟の２番目次男。長男は上京したため、家

業は孝安氏と三男が継承。まず孝安氏がのれん分けの形で長野市吉田に開業。後に三男が実家本家の方を継ぐ（剛）〕

・酒店時代は配達が多く、（孝安氏から車の）免許取れと言われて、免許も取った。

・�夜９時頃電話があり、「ビール２本持ってこい」というので、車―トヨタ社のパプリカ―で配達したこともあった。

・�吉田に来たのは1962か63年頃か。昭和38年（1963年）に結婚して吉田に移ったのはその年（＝63年）〔65年に長

女麻理氏、67年に長男剛氏誕生（剛）〕。

※�曖昧さあり。孝安氏の述懐によれば、「酒屋で10年」（４）（下澤2009、）ともあり、1975年４月のセブン―イレブン

への転換を基準とすると1965年前後のことか。

・�当時酒類販売は免許制（で認可が必要）のため、その（手続きの）中で吉田への許可が下りた。

③　セブン―イレブン長野県第１号店出典の経緯

―�―セブン―イレブンの長野県出店について、出店者募集の話があったのはいつ頃か。

・�〔孝安氏の述懐によれば、「昭和49年春、セブン・イレブンの説明会」―酒販組合青年会の勉強会―「49年12月、

セブン・イレブンを始めることに決定」（５）となっている。当時の会長が善光寺下店の先代柄澤亘男氏、副会長

が孝安氏だった（塚）〕

―�―靜惠氏自身は説明会に出席したか。

・していない。

――説明会に出た孝安氏はどのように話していたか。

・�横沢町と吉田、「２軒で酒屋やっていてもこれからの時代ダメだ。酒屋なんてこれから良くない」と（孝安氏は

話していた）。なので「このセブン―イレブンの話に乗った」ということだ。

・「主人（孝安氏）が説明会に出て」、「新しいものに乗り換えてみようということで決断した」のだと思う。

・�〔孝安氏の覚書（社内資料）（６）によれば、当時、セブン―イレブン第１号店（豊洲店）のことが日経新聞の記事

になっており、「スーパーの次はコンビニなんじゃないか」と思っていたところに、説明会の話があったので、

孝安氏は当時からセブン―イレブンについて知っていたようだ（塚）〕

――鈴木敏文氏と、その頃会ったことがあるか。

・�（出店の）勧誘に長野（吉田）の店まで来たことがあった。「まことにハイカラな方」で中折れ帽―今の麻生元首

相のような―に縞のダブルのスーツを着ていらっしゃった。

・�（当時）周囲の人からは「軒先貸して母屋取られるぞ。やめた方がいい」と言われたりしたが、「お父さん（孝安

氏）は横沢町と（吉田）両方で古いことやっていても仕様がない」ということで話に乗った。

・�〔「軒先貸して―」の話は、孝安氏の述懐に（著書と社内資料）両方出てくるので、よっぽど言われたのだろう。

その他、「７時から11時まで４時間でいいな」と言われたりしたらしい（笑）（塚）。〕※話者も笑い「勘違えてねぇ

（笑）」。

・�（セブン―イレブンとして）開店して店はすごく明るく、酒屋当時から始終来てくださっているお客さんも、店の

中恐々覗いて通り過ぎていった（笑）。

・中には靴で入って良いんですか？スリッパに履き替えるんですか？と聞く方もいるような。
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・�ビニールタイル張りのキレイな店内で、普通（の店）はコンクリート打ちっ

ぱなしだったから珍しかった。

―�―開店に向けた準備について、どのくらいの期間での工事（店舗兼住宅）・

準備だったか。

・�〔写真アルバムによると、３月９日に（酒屋店舗を）取り壊して、４月26

日の開店だった（塚）〕

・「すごい忙しかったね」

・�〔当初の予定では、善光寺下店と一緒に５月初めの予定だったが、同じ

SBC通り沿いのジャスコ（現イオンタウン長野三輪）の開店（５月２日）

と重なってしまったため、「繰り上げて繰り上げて４月26日になった」。当

時は、契約書もサインも何もなく口約束だけだったらしい（塚）〕

※�孝安氏の述懐（下澤2009、p55）によると、繰り上げの開店だったため「住

宅部分未完成。店舗のみの完成」だった。写真アルバムにも、開店前日４

月25日のページに、２階住居部分と思われる工事中の室内の写真が含まれる。

―�―社史によると、長野市酒販組合青年会では正副会長、つまり当時会長の

柄澤亘男氏（善光寺下店）と副会長の孝安氏がまず出店することになった

とある。会の中でどのように決まっていったのか。

・�それはわからないが、柄澤氏と孝安氏は仲が良かったので、「やるんだら

やってみるか」と勢いでやったのではないか。

――出店を決断した時の孝安氏や、その時の靜惠氏の心境は？

・�（靜惠氏は）「今まで来ていたお客さんになんて言おう…」という思いだった。

④　開店当時の商品や酒店時代からの変化について

―�―酒販免許があるため引き続き酒類も販売しているとなる

と、酒屋からコンビニエンスストアになって大きく変わっ

たことは何か。

・�〔カウンターで（酒を）飲んでいる人は開店後もいた（剛）〕

・�〔味噌や醤油の量り売りをやめただろう？（剛）〕そうそう

そう…。

・�量り売りではないが、塩も販売をやめた。あの頃塩の販売

―許可制―も大変だった。

・�（コンビニとしての）開店後も、「手
て っ ぱ

盃」（店頭での量り売り直飲）の客は、

まだ４～５人残っていた。会社の帰りに寄られる方もいた。

―�―お客さんにどう説明しようか悩まれていたということだが、どのように説

明したのか。

・�「私（靜惠氏）は、その話をするのが嫌だった」ので、２階の住居の方に「逃

げて」しまっていた。お客さんへの説明は「今度こういうふうになるけれど

も」と孝安氏が行なっていた。

※録音外で、「コンビニ」を「便利なお店」と言い換えて説明していたことを証言。

開店当時の店内（写真中央靜惠氏）

写真画像提供：下澤氏（以下同じ）
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・�〔ワンカップの酒を買って（店内で）飲むお客さんは、結局ずっといたのでは？（剛）〕「そう？自然に、店キレ

イになったら、来なくなっちゃったよ」〔いや、「ゆでたまご食べながらワンカップ飲んで」という人はいたと記

憶している（剛）〕

・�開店当時、新聞も売ってみようということで、近隣の新聞店から２～３部ずつ仕入れて商品に加えていった。た

くさんの種類ではなかったが、日経と信毎と２つぐらい。

・�〔新聞、ゆでたまご、コピー機、お寿司（助六寿司）―当時はおにぎりがなかったので仕出し弁当店から―、サ

ンドイッチ―近隣の中島パン（現在廃業）から―などを仕入れて、小さなガラスケースに入れて売っていた（剛・

塚）〕

・�当時、弁当ケースがまだなかった。

・コロッケもあった。吉田本町の〔若草幼稚園そばにあった（剛・塚）〕豆腐店「毎日揚げたて」

・�〔「もともとのコンセプトが小さいスーパーという形だったので」、「周りからのリクエストがあってこれがあると

いいね」というものを「その場のアドリブで入れていた」（剛）〕

※�吉田店「発祥」の文脈と開店当時の商品の文脈がやや混在。時期範囲についても、年月日等の詳細は不明。共通

する文脈としては、自分たちでアイデアを出し、近隣の専門店から仕入れて商品を並べていったという内容。

・�〔本部の方が見て、これは良いというアイデアは、東京（の本部）へ報告された。孝安氏は「アイデアだけもっ

て行って、俺には何のリターンもねえ」と話していたが（笑）（塚）〕

・�そのうちに、「飛びます、飛びます」って言ってハンバーガーが（本部から供給されて）出てくるようになった。

⑤　関係資料と吉田店移転の経緯、若槻店について

・�〔1976年当時の営業計画「販売カレンダー」―今回関係

資料を探す中で発見―には、ハンバーガーのことは載っ

ているだろうか…（塚）〕※不記載。

・�〔（酒店の）取り壊しから開店までの写真アルバム（塚）〕

・�〔吉田から長野南堀へ移転した後の、旧吉田店―シャッ

ターのセブンマークが塗りつぶされた―写真（1991年11

月17日付）（塚）〕

―�―吉田から移転するようになったのはどういった経緯が

あったのか。

・�〔SBC通り―当時は今よりもずっと狭かった―の拡幅工事が関係している。開店当時、本部から「駐車場は必要

ない」と言われるぐらいだった。（当初は）店の前に３台くらい。それでは足りなくなったので道の向かいに土

地を借りて駐車場としていた。しかし、SBC通りの拡幅工事によって（駐車場用地が狭くなり）、これ以上駐車

場を確保することが困難になったので、「移転やむなし」となっ

た。孝安氏が候補をいくつか出して、最終的に南堀になった、

ということである。ただし、その南堀ももう一回移転して、現

在の位置（2006年２月～）になっている（塚）〕

・�〔ハンバーガーを初めて売ったのは昭和57年（1982年）（と社史

にあることが分かった）。現場で売れているということがフィー

ドバックで分かって、本部の方でハンバーガーの商品開発をし

たようである（剛）〕
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・�〔当初は、イトーヨーカドーでの生産体制が間に合わず、長野県では駅弁のメーカーに頼んで持ってきてもらっ

ていたというエピソード（を聞いたことがある）（塚）〕

・�〔セブン―イレブン30周年（35周年か）で発行されたセブン―イレブン社の加盟店オーナー向け情報誌に載ったイ

ンタビュー記事がある。孝安氏と善光寺下店の柄澤亘男氏が答えている（塚）〕

―�―店舗移転の決断は孝安氏のアイデアか？

・�〔（移転を余儀なくされた）「南堀のときはともかくとして」、（２号店の）長野若槻店は孝安氏の先見の明がある

アイデアだったと思う。長野若槻店が開店した当時、道（県道60号線）はあそこまでしかなく、周りは田んぼば

かりだった。孝安氏は「若槻の町は俺がつくった」（ようなものだ）と生前話していた（塚）〕

・�〔上信越道ができる前は長野市民が海へ行こうとすると、あの

道を通ることになるので、店内で浮き輪を売っていたりした。

そのころは「凄まじい勢いだった」と聞いている（塚）〕

⑥　商品の供給と本部との関係・やり取りについて

―�―店舗の経営は孝安氏が中心にやっていたとして、本部との関

係、やり取りはどういうものがあったのか。

・�「毎日来たんだっけか？ FC」〔初めの頃は毎日来たかもしれな

い（剛）〕

※�「FC」：社内用語でフィールドカウンセラーの略称。

〔正式名はOFC：オペレーション・フィールド・カウンセラー（店舗経営相談員）。本部から来る担当者で、本

部との窓口（塚）〕

・�最初の担当FCは「土田さん」（右写真の人物ではない）。土田氏がよくやってくれたので、「セブンやっていて良

かったなあ」と思っている。

・�〔当時の商品発注は、すべて電話か、シートに記入しそれをFCが回収していく、というやり方だった（塚）〕

・�あの頃は伝票制だった。手書きで毎日、これをいくつ…これをいくつという注文を、種類によって問屋さん全部

にやらなければならなかった。だから大変だった。

―�―商品の供給は、本部から車で届けられたのか。

・本部からというよりも、取引のある卸屋さんがバラバラに届けに来た。

・�〔今はセブンのトラックで日に10回ほど納品があるが、当時はそうではなかった、ということ（塚）〕

・�〔問屋が車を停める場所は路上駐車が当たり前だった（剛・塚）〕ただ、（店の）前に停めて（商品を）下して（いっ

た）。

・�〔24時間営業で無かったころは、新聞や雑誌はただ入口に置いてあるだけだった（と聞いている）が、誰も持っ

ていかなかった（笑）（塚）〕

・�〔24時間で無かったころは、外にでっかい冷蔵庫〔保冷庫・保管庫（剛）〕があり（塚）〕弁当を入れていた。

・�〔例えば鮭缶が１個ほしい、と思っても、（卸に発注すると）１ロット、１箱来てしまう。売れ残り在庫になって

しまうので、なるべく在庫にならないように、配送する単位を少なくする努力を、現場から声を上げて（本部も

動いて）していったようだ（剛）〕

・�〔孝安氏は、善光寺下店の柄澤氏、信州中野の山岸氏、戸倉店の宮
みや

原
ばら

氏と共に、本部へ（申し入れに）行って、

鈴木敏文社長に直談判してしまう。（孝安氏らは）いろいろとモノを申すタイプだったようだ（塚）〕

―�―いわゆる「オーナー会」というものか。戸倉上山田温泉で会合ももっていたと伺っているが。

向正面、右から１人目が孝安氏
同じく、右から３人目が靜惠氏
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・�〔オーナーの中でも古株として（個人的に集まっていたもの）（剛）〕

・�〔孝安氏がつくったもので、全国にも長野にしかないものだったと聞いている（が、組合のような団体ではなく）、

孝安氏から聞いた話では、集まって何か研究とかする崇高な団体でもなく、皆休みなく働いているのでゴルフに

でも行こう的な集まりだったらしい（笑）。今も続いており、集まって酒を交えて「本部の悪口」を言うくらい（笑）

（塚）〕

・�「オーナー会」へは１度だけ参加したことがあるが、「女の行く場所じゃなかった（笑）」（一同笑い）

・�〔オーナー会的な集まりはいくつかあり（塚）〕（靜惠氏も）オーナー会ではなく「なかよし会」として（別の店

のオーナーの方と）一緒に旅行へ行ったりしていた。

・�〔「オーナー会」はどちらかというと仕事向き（塚）〕

・�「旅行」と言っても、シフトに入っているので、空いている時間にちょっと行ってくるくらい。〔ゆっくり行って

来れるようになったのは、代替わりしてからではないか（塚）〕

⑦　代替わりや店舗経営について

―�―代替わりしたのはいつ頃か。

・�〔私（剛氏）が仕事を手伝い始めたのが、大学を終えて23歳の

頃の平成２年（1990年）。その頃孝安氏は、レジに立つことは

なく、主に経営の方だった（剛）〕

・「年寄りはいらなーい（笑）」という形で引退をした。

・�〔吉田店を閉めるまでは、靜惠氏はシフトに入っていた。引退

のタイミングは、吉田店が閉まったとき（剛）〕

・〔南堀では（靜惠氏は）手伝っていないのでは？（剛）〕

・最初たまに、（働き）手の無い時だけ手伝っていた。後は全然（関わっていない）。

・〔（移転後も）建物はそのままで残っている（塚）〕

―�―最初から店舗兼住宅として建てたと伺っているが、24時間営業上、この形式は便利だったか。

・〔吉田店は24時間営業をしたことはない。「16時間店舗」としてやっていた（剛）〕

・�24時間営業を始めたのは、（２号店の）若槻に出店してから。（加盟店オーナー向け情報誌によれば、1985年のオー

プンから３年後＝1988年）

・〔若槻店は割と早くから24時間営業をし、南堀店は（吉田から）移転してからずっと（剛）〕

・�〔オーナー関連の話になるが、本部主催の「オーナー懇親会」があり、子どもの頃特急に乗って、高輪プリンス

ホテルなどへ行ったことがある（塚）〕

・�会合には興味なくても、雅叙園や、高輪プリンスホテル、ホテルオークラ…そこへ行ってみたくて出席したもの

だ（笑）

・�〔今は、店の数が多くなりすぎて、最後の方では、さいたまスーパーアリーナとか横浜メッセなどになっていた（塚）〕

⑧　フランチャイズ店舗経営について

―�―本部とのやり取りをしながら店舗経営。当時としては珍しいフランチャイズ経営について、その良かったとこ

ろ、大変だったところは何かあるか。

・�「あーしろ、こーしろ。指図があるだけでも楽は楽だけれども、それを到達するための努力は大変でした。」

・�〔フランチャイズという言葉については、目新しく内容も分かりにくい中、「これからのたたき台にしていただき
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たい」と（本部から）言われたと（孝安氏）本人は書いている（塚）〕

―�―「到達するための努力」というのは、具体的には？

・�一応決まっていたのは「最低はこのぐらい売ってください」というようなこと。初めの頃は、半強制ではないが

「できればやってください」という形だった。

・�〔目標が設定されていて、FCさんからここまで頑張りましょうよと声をかけられるわけだ？（剛）〕そうそう…。

・�〔おもに「日販」だろう。社史（1991年、p.59）にもあるとおり、各県の初日の売り上げが吉田店だけ著しく低

い（塚）〕

・�〔田舎なので（日販が低くなってしまった）のではないか（剛）〕

・�〔（首都圏以外の）地方で最初に出店したのは、福島以外では長野県。「当時いわゆる“田舎出店”」だった（塚）〕

・�「善光寺下（店）は良かったんだよねぇ」「うちは低かった。田舎だから（笑）」

・�〔当時とすれば、善光寺下の方がにぎわっているのは間違いない。（善光寺下）駅も目の前であるし。当時は地上

に駅があった頃であるし（塚）〕

⑨　長野市吉田の立地と客層について

―�―酒屋店舗以来の立地として、吉田の地域の土地柄や、それが有利に働いたことなどはあるか。

・�「有利に働いたことっていえば、なんだろうね…」

・�〔それでもSBC通りは一応幹線道路だった。通勤客はひろいやすかっただろう（剛）〕〔「駐車場ないけどね（笑）」

（塚）〕〔横沢（町）の路地の中にある酒屋よりは、コンビニには合っていたのではないか（剛）〕

・�〔SBC（信越放送）のお客さんがいた記憶がある（塚）〕

――元々SBC通りがあって、そこに酒店ののれん分け（吉田での開業）をしたということでよいか。

・�〔それでよい（剛）〕SBCは早くからあった。店（吉田の酒店）ができる前からあった。酒の配達に（SBCに）行っ

ていた。SBCの人で仲の良い人もいた。

・�〔「じいちゃん」（下澤安忠氏）が吉田の土地を買ってくれたのか（剛）〕「そうそう…。最初は大変で、吉田高校

へお弁当やパンを売りに行っていた」。

※�「最初」が酒店開業時か、コンビニ開店時か曖昧さがある。以下も、話者によりやや混乱あり。話の流れ（靜惠

氏「最初は～」で質問意図とズレ？）からして、コンビニ開店時か（後日確認。吉田高校への販売は、コンビニ

開店後と確定）

・�〔自分（塚田氏）の出来事になるが、高校時代、担任の教員に吉田高校の前のセブン―イレブンが実家（祖父母宅）

であることを伝えると、担任は吉田高校の卒業生だったらしく「何！あのセブンか！ばあちゃん元気か？」と（担

任から）聞かれたことがある（塚）〕

・�〔（吉田）高校へも購買でパンなどを売りに行っていたらしい。さすがに高校生相手に酒を売るわけにもいかない

ので（塚）〕（靜惠氏も笑う）

・�〔それが、酒屋時代とは違うお客さんということだろう（剛）〕

・�（高校への販売のために）車の免許があってよかった。

・�〔吉田高校前の銭湯「辰の湯」の泊り客―建設関係の人―がよく立ち寄って買い物していった、という話―塚田

氏の父の体験―は聞いたことがある（塚）〕

―�―（コンビニになって）近隣住民やお客さんの反応はどうだったか。孝安氏はどのように説明していたか。

・�それは…（分からない・覚えていない）。

・�〔吉田店のことは分からないが、資料のインタビュー記事によれば、善光寺下店ではオープン当初、夜22時過ぎ
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の閉店間際に粉ミルクを探し求めて、松代から車で来た男性客の話が載っている（７）。柄澤亘男氏本人からも直

接聞いたことがある（塚）〕

⑩　思い出深い商品や出来事について

・�「開拓したコロッケだなぁ…ははは（笑）」

・�〔（コンビニで）「コロッケを初めて売ったのはうちなので」。「自

分で見つけてきて、自分で売って」（塚）〕

・�〔こんなのを置けば売れるのではないかと、現金で仕入れして

きて、売れれば商人として楽しいだろう（剛）〕

・�コロッケ―SBC通りにあった豆腐屋でつくられた「イモのコ

ロッケ」―は毎日50～60個売れた。学生や主婦などが買いに来

た。

Ⅲ　下澤靜惠氏聞き取り調査まとめ～むすびにかえて～

※　靜惠氏の記憶だけでなく、出席者の記憶・合意や諸資料にもとづいて補足修正された内容も含む

①�下澤孝安氏（昭和12年（1937年）７月７日生－平成24年（2012年）８月没。享年75歳）は、1963年靜惠氏との結

婚を機に、実家の酒店「下澤安忠商店」（善光寺近隣の横沢町）からのれん分けして吉田に酒店「下澤酒店」を

営むようになった。

②�吉田の地は、酒販許可制の時代状況の中で許可が下りそうな地域のうち、SBC信越放送のある（1952～。2006年

に問御所町に移転。現在跡地は家電量販店となっている）SBC通りに集客（通勤客）を見越して決定された。

③�コンビニエンス・ストア、セブン―イレブンの長野県進出に際し、長野市の酒販組合青年部に着目した鈴木敏文

氏が、出店者（フランチャイジー・加盟店）募集の説明会や、リクルートのための店舗視察に長野市へ訪れた。

④�1974年春に説明会（長野市酒販組合青年会の勉強会）があり、若き酒販店店主下澤孝安氏は、家業であった酒販

店持続への限界も認識しており、コンビニエンス・ストアは未知の業態であったが、一種のチャレンジとして受

け止め、同年12月に転換を決断した。その後の実際の店舗経営・展開も孝安氏が主導的な役割を担った。

※大局的には、酒販組合青年部の正副会長がまず名乗りを上げたことが象徴的ともいえる。

⑤�出店にあたり、長野県１・２号店は、立地等の条件を勘案したものではなく、あくまでも手を挙げたオーナーの

既存店舗を改築してスタートした。

⑥�下澤孝安氏・靜惠氏夫妻の吉田店では、1975年３月９日から旧店舗の取壊しを始め、５月初めのセブン―イレブ

ン開店を目指し準備をした。ただし、その後、同じ通り沿いのジャスコ開店との競合を避けるため開店日を前倒

しした結果、４月26日開店となった。

⑦�吉田店は店舗兼住宅として新築したが、吉田店は開業から移転に伴う閉店まで24時間営業はしていなかった（７

am－11pmの16時間店舗）

⑧�コンビニエンス・ストアとしての開業当初、吉田店では近隣の豆腐店からコロッケを仕入れるなど、本部からの

商品供給だけでなく、自前での商品開拓も現場では行われていた。

⑨�コンビニエンス・ストアとしての開業後、酒販店時代には関わりの薄かった、近隣の長野吉田高校へのパンの販

売も行なった。

⑩�立地については既存店舗の改築であったが、狭い街中の立地ではなく、比較的交通量が多く通勤・通学客が見込

める幹線道路沿い（２号店は鉄道駅前）であったことは、後の経営にもプラスの影響を与えたと考えられる。
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⑪�一方で、開業時には想定されなかったのが駐車場問題であった。都内の住民徒歩圏を商圏に設定されたセブン―

イレブン店舗（８）には、当初駐車場スペースの確保は必要条件とはなっておらず、「駐車場はいらない」という

認識があった。

⑫�結果として、モータリゼーションの展開に伴い、SBC通り拡幅に伴って駐車場用地の確保が困難となった吉田店

は、1990年移転を選択せざるを得なかった（一方で隣接地の駐車場を確保できた善光寺下店は開業同地での営業

を現在も継続している）。

付記　今回調査にご協力くださり、聞き取り内容の公刊をご了承くださった話者である下澤靜惠氏、および下澤剛

氏・塚田翔太氏、セブン＆アイ・ホールディングス社の関係の方々に改めて感謝申し上げます。

年表　セブン–イレブン吉田店関係年表

年（西暦） 下澤家の出来事 靜惠氏

昭６（1931） 下澤安
やす

忠
ただ

氏（屋代出身、昭51年逝去）　善光寺裏横沢町に酒店「下澤安忠商店」開業

昭11（1936） 靜惠氏誕生（１月８日）

昭12（1937） 下澤孝
たか

安
やす

氏誕生（７月７日）。５人兄弟の２番目次男 幼少期はバレエ習う

昭28（1953） 「下澤安忠商店」有限会社に（法人成り）。代表、孝安氏

昭38（1963） 孝安氏・靜惠氏結婚 出会いは共通の趣味

この頃
（1965年前後）

孝安氏、結婚を機にのれん分けして吉田に「下澤酒店」を開業
※その後、本家の酒店は３男が継ぐ。
※2023年現在も「有限会社下澤酒店」としてフランチャイズ経営

この頃、配達のために自動車免許
を取得。

昭40（1965） 孝安氏長女麻
ま り

理氏（塚田翔太氏母）誕生 長女誕生

昭42（1967） 孝安氏長男剛
たけし

氏（現、下澤酒店代表取締役、長野南堀店・長野若槻店オーナー）誕生 長男誕生

昭49（1974） 春 セブン―イレブン説明会（長野市酒販組合青年会の勉強会の場） （不参加）

〃 ※この間、出店勧誘に鈴木敏文氏来店
12月セブン―イレブン出店を決断

「まことにハイカラ」
（鈴木敏文氏の印象）

昭50（1975） ３月９日　旧店舗の取り壊し
※当初は５月GWに、吉田店・善光寺下店の同時開店を予定

〃

４月26日　セブン―イレブン吉田店開店（長野県第１号店）
※�SBC通りジャスコ開店との衝突を避けるため前倒して開店（但し、善光寺下店柄澤宏彦氏（２
代目）の話では、善光寺下店の方が工事の遅れで県２号店（５月10日開店）になったともす
るため、双方に事情があって開店のタイミングがずれたことが知られる）

※�吉田店は店舗兼住宅として建設。ただし、吉田店時代は全て16時間（７時～23時）営業で、
24時間営業は行なっていない。

コンビニとして開店以後、販売商
品の開拓や、近隣の吉田高校への
購買なども行なうようになった。

昭60（1985） 下澤家２号店、長野若槻店開店

平２（1990） 下澤剛氏が家業を手伝うようになる。※経営は孝安氏

〃 吉田店を長野南堀に移転（名称変更「長野南堀店」）
※旧吉田店は現在住居として使用

経営から引退

平18（2006） 長野南堀店を移転（名称はそのまま。現在に至る。）
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注

１　『セブン―イレブン・ジャパン 終わりなきイノベーション1973－1991』（株式会社セブン―イレブン・ジャパン、1991年）

p53。

２　セブン―イレブン・ジャパン、前掲注１書。59頁。

３　「年中無休、早朝から夜中まで「便利店」大当たり」（『信濃毎日新聞』1975年５月13日）

４　下澤孝安「様々神様録」（河原八重子・下澤孝安・金子晴雄共著、岡野元人企画・編『昭和の肖像』ブックデザイン

ゆにーく、2009年）p64。

５　下澤氏、前掲注２書、p54。

６　（セブン–イレブン・ジャパン発行　加盟店オーナー向け情報誌『セブン–イレブンファミリー』）「私とセブン―イレ

ブン30年オーナーさんにインタビュー」より「長野南堀店　オーナー下澤孝安さん」。

７　（セブン–イレブン・ジャパン発行　加盟店オーナー向け情報誌『セブン–イレブンファミリー』）「私とセブン―イレ

ブン30年オーナーさんにインタビュー」より「善光寺下店　オーナー柄沢亘男さん」。

８　セブン―イレブン・ジャパン、前掲注１書。39－41頁。
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類
タ
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媒
体
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日
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館
長

笹

本

正

治

①

女
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と
し
て
の
薙
鎌
―
新
海

三
社
神
社
の
場
合
―

『
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野
県
立
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史
館
研
究
紀

要
』
第
三
〇
号

三
月
三
一
日

②
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和
六
年
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迎
え
て

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

春
号
』
一
一
八

二
月
一
五
日

②

は
じ
め
に
・
長
野
県
行
政
文

書　

信
濃
国
神
社
宝
物
国
物
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文
書
目
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帳
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と
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三
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二
三
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物
館
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月
三
一
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の
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中
島
合
戦
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秋
季
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展
図
録　

描
か
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川
中
島
合
戦
～
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錦
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に
み
る
戦
の
世
界
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』
一
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月
一
二
日

④
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や
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に
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際
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「
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日
新
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感
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も
の

「
山
梨
日
日
新
聞
」

九
月
一
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日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

川
中
島

合
戦
の
真
実　

地
域
武
士
こ

そ
が
戦
い
の
主
役

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

九
月
二
七
日

④

原
井
一
郎
著
『
南
島
ボ
ー
ト

ピ
ー
プ
ル
』

「
琉
球
新
報
」

一
二
月
九
日

⑤

武
田
信
玄
と
温
泉

萩
原
三
雄
氏
追
悼
論
集
刊
行

会
編
『
甲
斐
の
中
世
史
』
高

志
書
院

二
月
一
九
日

⑤

薙
鎌
を
巡
っ
て
―
上
田
市
を

中
心
に
―

『
上
小
教
育
』
六
七

二
月
二
九
日

⑤

先
祖
意
識
と
芸
能
―
死
の
儀

礼
と
音
楽
―
」

『
伊
那
民
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芸
能
研
究
』
三

一

三
月
一
六
日

⑤

薙
鎌
の
新
た
な
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し
て　

二

『
神
州　

長
野
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神
社
庁
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』

一
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八
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日

⑤

薙
鎌
の
新
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解
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三

『
神
州　

長
野
県
神
社
庁
報
』

一
三
九

八
月
一
日

笹

本

正

治

⑤

書
評　

西
川
広
平
著
『
中
近

世
の
資
源
と
災
害
』

『
日
本
歴
史
』
九
一
八

一
一
月
一
日

⑤

御
挨
拶　

新
た
な
地
域
史
研

究
を
目
指
し
て

『
伊
那
春
近
五
人
衆
と
井
月
』

一

一
一
月
二
八
日

学
芸
部
長

新

津

尚

治

④

し
な
の
歴
史
再
見　
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プ

ン
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〇
年
、
館
の
こ
れ
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充
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一
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見 
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―
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』
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学
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日

⑤
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ら
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縄
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用

『
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県
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』
一

六
五
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日

町

田

勝

則
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』
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②
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史
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』
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収
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績
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信
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日
新
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」

八
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揆
に
対
応　

当
時
二
九
歳

の
胆
力

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

六
月
七
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

継
続
す

る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
？　

「
縄
文
」
受
け
継
い
だ
弥
生

土
器

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
二
月
六
日

黒

川　

稔

②

開
館
三
〇
周
年
記
念
秋
季
企

画
展　

描
か
れ
た
川
中
島
合

戦
～
屏
風
・
錦
絵
に
み
る
戦

の
世
界
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

秋
号
』
一
二
〇

八
月
二
九
日

②

令
和
六
年
度
秋
季
企
画
展

「
描
か
れ
た
川
中
島
合
戦
～

屏
風
・
錦
絵
に
み
る
戦
の
世

界
～
」
を
ふ
り
か
え
っ
て

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

冬
号
』
一
二
一

一
一
月
二
九
日

④

し
な
の
歴
史
再
見
「
描
か
れ

た
川
中
島
合
戦
～
違
う
設
定

で
描
か
れ
た
一
騎
討
ち
～
」
「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
〇
月
一
一
日

③

は
じ
め
に　

ほ
か

『
秋
季
企
画
展
図
録　

描
か

れ
た
川
中
島
合
戦
～
屏
風
・

錦
絵
に
み
る
戦
の
世
界
～
』
一
〇
月
一
二
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

軒
先
に

つ
る
す
秋
の
風
物
詩
「
柿
す

だ
れ
」
～
干
柿
に
み
る
人
び

と
の
知
恵
～

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

六
月
二
八
日

④

学
芸
員
の
お
ス
ス
メ　

岩
国

に
伝
わ
る
川
中
島
合
戦
図
屏

風
（
岩
国
本
）

「
読
売
新
聞
」

一
一
月
二
日

④

し
な
の
歴
史
再
見
「
川
中
島

合
戦
図
屏
風
」
岩
国
本
の
来

歴
を
探
る　

依
頼
候
補
者
は
「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
一
月
八
日

黒

川　

稔

④

学
芸
員
の
お
ス
ス
メ　

武
田

晴
信
書
状

「
読
売
新
聞
」

一
一
月
九
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

明
か
さ

れ
た「
川
中
島
合
戦
図
屏
風
」

紀
州
本
の
な
ぞ　

絵
の
裏
に

は
兄
弟
の
権
力
争
い
が

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
一
月
一
五
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　
「
戦
」

の
世
界
を
み
る　
　

屏
風
や

錦
絵
が
語
り
か
け
る
こ
と

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
一
月
二
二
日

林

誠

②

研
究
の
窓　

冬
季
企
画
展　

佐
久
間
象
山
遺
墨
展
～
書
は

人
な
り
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

秋
号
』
一
二
〇

八
月
二
九
日

②

特
集　

冬
季
企
画
展　

佐
久

間
象
山
遺
墨
展
～
書
は
人
な

り
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

冬
号
』
一
二
一

一
一
月
二
九
日

②

歌
川
貞
秀
《
神
奈
川
横
浜
新

開
港
図
》
─
活
気
あ
ふ
れ
る

幕
末
の
横
浜
を
描
く

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

冬
号
』
一
二
一

一
一
月
二
九
日

④

し
な
の
歴
史
再
見 

和
田
英

も
見
た
？
富
岡
製
糸
場
の
錦

絵　

文
明
開
化
の
時
代　

随

所
に
描
く

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

二
月
九
日

④

し
な
の
歴
史
再
見 

大
正
末

か
ら
昭
和
初
期
の
観
光
パ
ン

フ　

色
鮮
や
か
な「
鳥
観
図
」

で
誘
客

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

五
月
一
七
日

④

し
な
の
歴
史
再
見 

規
則
に

と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
「
錦

絵
」　
「
横
浜
絵
」
活
気
あ
ふ

れ
る
幕
末
描
く

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

九
月
二
〇
日

④

し
な
の
歴
史
再
見 

没
後
一

六
〇
年　

佐
久
間
象
山
の
肖

像
画　

重
厚
な
写
実　

強
烈

な
個
性
表
現

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
二
月
二
〇
日

考
古
資
料
課

櫻

井

秀

雄

①

長
野
県
内
出
土
の
子
持
勾
玉
『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀

要
』
三
〇

三
月
三
一
日
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櫻

井

秀

雄

②

平
出
遺
跡
の
発
掘
調
査
記
録
『
信
濃
の
風
土
と
歴
史
』
二

八

三
月
二
三
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

古
墳
時

代　

稀
少
な
遺
物
「
子
持
勾

玉
」

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

三
月
八
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

塩
尻　

平
出
遺
跡
の
発
掘
調
査
記
録　

足
元
の
歴
史
解
明
へ　

熱
い

思
い

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

五
月
一
〇
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

高
速
交

通
網
整
備
に
伴
う
発
掘
調
査

信
州
の
歴
史
に
多
く
の
新
知

見

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

六
月
一
四
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

県
内
の

峠
に
い
る
恐
ろ
し
い
自
然
神

古
代
人　

祭
祀
で
た
た
り
鎮

め
る

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

九
月
六
日

⑥

古
墳
時
代
の
洞
窟
・
岩
陰
遺

跡
と
祭
祀

『
信
濃
考
古
』
一
九
九

七
月
二
六
日

⑥

長
野
県
佐
久
地
域
に
お
け
る

東
山
道
ル
ー
ト
の
考
察
～
清

水
駅
か
ら
長
倉
駅
～

『
金
沢
大
学
考
古
学
紀
要
』

四
五

九
月
三
〇
日

⑥

長
野
県
地
方
史
研
究
の
動
向

（
考
古
学
分
野
）

信
濃
史
学
会
『
信
濃
』
七
六

―
八

八
月
二
〇
日

⑥

櫻
井
秀
雄
の
歴
史
探
訪
講
座

⑥　

近
世
か
ら
近
代
、
そ
し

て
現
在
へ

南
相
木
村
公
民
館
報
『
館
報　

南
あ
い
き
』
四
二
九

三
月
二
九
日

⑥

櫻
井
秀
雄
の
歴
史
探
訪
講
座

⑦ 

新
海
三
社
神
社

南
相
木
村
公
民
館
報
『
館
報　

南
あ
い
き
』
四
三
〇

五
月
三
一
日

⑥

櫻
井
秀
雄
の
歴
史
探
訪
講
座

⑧ 

諏
訪
神
社

南
相
木
村
公
民
館
報
『
館
報　

南
あ
い
き
』
四
三
一

七
月
二
六
日

⑥

櫻
井
秀
雄
の
歴
史
探
訪
講
座

⑨ 

御
三
甕
の
滝

南
相
木
村
公
民
館
報
『
館
報　

南
あ
い
き
』
四
三
二

九
月
二
七
日

⑥

櫻
井
秀
雄
の
歴
史
探
訪
講
座

⑩ 

御
陵
山　

山
の
神
奉
斎

品

南
相
木
村
公
民
館
報
『
館
報　

南
あ
い
き
』
四
三
三

一
一
月
二
九
日

西

山

克

己

④

し
な
の
歴
史
再
見
「
古
墳
時

代
か
ら
生
産 

土
師
器
と
須

恵
器 

善
光
寺
平 

内
面
黒
色

の
杯
も
」

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
〇
月
四
日

②

考
古
資
料
を
よ
む 

～
奈
良

市
富
雄
丸
山
古
墳
出
土
蛇
行

剣
の
発
見
か
ら
～ 

諏
訪
市

フ
ネ
古
墳
出
土
の
蛇
行
剣
か

ら
何
が
わ
か
る
か

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

秋
号
』
一
二
〇

八
月
二
九
日

石

丸

敦

史

⑥
「
シ
ナ
ノ
」
に
お
け
る
大
型

古
墳
築
造
地
の
移
動
と
そ
の

背
景
―
長
野
盆
地
南
部
を
中

心
に
―

『
専
修
史
学
』
七
六

三
月
二
二
日

⑥

石
川
条
里
遺
跡
の
再
検
討

『
法
政
考
古
学
』
五
〇

三
月
三
一
日

⑥

文
化
財
と
し
て
の
戦
争
遺
跡
『
信
濃
考
古
』
一
九
八

四
月
二
八
日

文
献
史
料
課

村

石

正

行

①

近
衛
家
の
人
々
と
連
歌
ネ
ッ

ト
ワ
―
ク
―
永
禄
四
年
九
月

の
千
句
連
歌
―

『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀

要
』
三
〇

三
月
三
一
日

①

新
収
蔵
資
料　

紙
本
著
色
松

平
康
長
画
像

『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀

要
』
三
〇

三
月
三
一
日

②

開
館
三
〇
周
年
記
念
夏
季
企

画
展　

疾
風
怒
濤 

木
曽
義

仲 

～
文
書
と
絵
画
で
見
る

義
仲
の
一
生
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

夏
号
』
一
一
九

五
月
三
一
日

②

義
仲
を
め
ぐ
る
二
人
の
文
人

た
ち　

令
和
六
年
度
夏
季
企

画
展「
疾
風
怒
濤
木
曽
義
仲
」

を
終
え
て

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

秋
号
』
一
二
〇

八
月
二
九
日

②

日
本
測
定
器
株
式
会
社
疎
開

関
係
資
料

『
信
濃
の
風
土
と
歴
史
』
二

八

三
月
二
三
日

③

は
じ
め
に　

ほ
か

『
夏
季
企
画
展
図
録　

疾
風

怒
濤　

木
曽
義
仲
～
文
書
と

絵
画
か
ら
見
る
義
仲
の
一
生

～
』

七
月
一
三
日
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村

石

正

行

④

し
な
の
歴
史
再
見　

郷
土
史

研
究
者
故
飯
島
紘
さ
ん
の
偉

業　

古
文
書
解
読
先
祖
と
の

「
対
話
」
も
」

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

三
月
二
二
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

松
本
城

主
戸
田
康
長
の
肖
像
画　

一

世
紀
の
時
を
超
え
出
会
え
た
「
信
濃
毎
日
新
聞
」

四
月
五
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

須
坂
の

宮
本
組
と
ソ
ニ
ー
井
深
氏　

急
告
げ
る
戦
局　

届
い
た
リ

ン
ゴ

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

五
月
二
四
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

木
曽
義

仲
か
ら
学
ぶ
「
教
訓
」
は　

芥
川
龍
之
介
も
情
熱
的
に
論

じ
た
一
生

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

七
月
五
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

人
情
味

あ
る
義
仲
に
時
代
超
え
共
感　

恩
人
の
斎
藤
実
盛
の
死
に
落

涙

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

七
月
一
九
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

義
仲
支

え
た
コ
ア
な
家
臣
団　

依
田

荘
な
ど
東
信
が
根
拠
地
か

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

七
月
二
六
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

北
信
濃

ま
で
広
範
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

横
田
河
原
の
戦
い
と
越
後
平

氏
城
氏

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

八
月
二
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

義
仲
の

最
期
を
伝
え
る
語
り
部
に　

「
大
力
の
女
武
者
・
巴
御
前
」

の
役
割

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

八
月
九
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

義
仲
の

菩
提
を
弔
っ
た
と
さ
れ
る

妹
・
菊　

頼
朝
も
政
子
も
多

く
の
情

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

八
月
一
六
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

頼
朝
を

直
接
描
か
ず
「
神
格
化
」　

義
仲
の
「
木
曽
物
語
」
二
つ

の
絵
巻
物

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

八
月
二
三
日

村

石

正

行

④

し
な
の
歴
史
再
見　
「
川
中

島
」
の
行
方 

信
長
も
注
視　

信
玄
や
謙
信
に
足
利
将
軍
か

ら
停
戦
命
令

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
〇
月
一
八
日

⑥
「
寄
進
」
の
返
状
と
「
寄
進

請
文
」

『
史
学
』
九
二
―
三

二
月
二
九
日

⑥
『
検
証　

川
中
島
の
戦
い
』

吉
川
弘
文
館
歴
史
文
化
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー

三
月
一
日

⑥

第
一
章
・
第
二
章
・
コ
ラ
ム

「
岩
崎
長
思
」「
山
本
重
信
」

「
遠
藤
守
信
」「
市
川
昭
午
」

「
宮
本
忠
長
」

『
須
坂
高
等
学
校
百
年
史
』

三
月
三
一
日

⑥

昭
和
四
〇
年
代
の
長
野
県
の

史
誌
編
さ
ん
―『
信
濃
史
料
』

刊
行
終
了
と
『
長
野
県
政

史
』・『
長
野
県
史
』
―

『
信
濃
』
七
六
―
六

三
月
二
〇
日

⑥

書
評
「
描
か
れ
た
中
世
城
郭　

城
絵
図
・
屏
風
・
絵
巻
物
」
『
歴
史
教
育
研
究
』
一
四

三
月
三
一
日

⑥
「
小
笠
原
定
基
」「
小
笠
原
長

時
・
貞
慶
」「
藤
沢
頼
親
」「
木

曽
義
康
・
義
昌
」

『
戦
国
武
将
列
伝
甲
信
編
』

八
月
一
〇
日

⑥

講
演
録　

川
中
島
合
戦
と
須

高
地
域

『
須
高
』
九
九

一
〇
月
二
〇
日

新

井

寛

子

②

研
究
の
窓　

江
戸
時
代
の
役

人
と
文
書
～
「
中
馬
荷
物
并

口
銭
中
馬
稼
之
村
名
馬
数
等

申
渡
書
」
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

春
号
』
一
一
八

二
月
一
五
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

山
中
の

経
済
活
動
・
生
活
の
支
え
に　

江
戸
期
・
信
濃
の
輸
送
業
者

「
中
馬
」

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

九
月
一
三
日

花

岡

康

隆

①

貞
和
三
年
一
一
月
の
「
吉
野

退
治
」
―
貞
和
三
年
一
一
月

二
五
日
足
利
直
義
軍
勢
催
促

状
の
再
検
討
―

『
長
野
県
立
歴
史
館
紀
要
』

三
〇

三
月
三
一
日
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花

岡

康

隆

①

明
治
後
半
・
大
正
期
の
長
野

県
庁
に
お
け
る
公
文
書
管
理

体
制
復
元
の
試
み
―
完
結
処

理
か
ら
廃
棄
ま
で
を
中
心
に

―

『
長
野
県
立
歴
史
館
紀
要
』

三
〇

三
月
三
一
日

②

長
野
県
行
政
文
書 

明
治
天

皇
巡
幸
関
係

『
信
濃
の
風
土
と
歴
史
』
二

八

三
月
二
三
日

②
（
文
献
史
料
を
読
む
）
県
立

歴
史
館
の
公
文
書
館
機
能
―

特
定
歴
史
公
文
書
の
移
管
か

ら
公
開
ま
で
―

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

春
号
』
一
一
九

五
月
三
一
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

南
朝
攻

撃 

足
利
幕
府
が
信
州
武
士

に
命
令 

「
高
師
直
の
独
断
」

印
象
修
正
を
迫
る

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

三
月
一
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

天
皇
巡

幸
の
た
め
施
設
新
築
や
修
繕 

「
市
中
挙
げ
」
迎
え
た
長
野

県
民

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

四
月
一
二
日

④

学
芸
員
の
お
ス
ス
メ　

天
皇

巡
幸 

配
慮
や
調
整

「
読
売
新
聞
」

五
月
二
五
日

⑥
（
事
業
報
告
）
第
八
回
地
方

史
講
座 

村
び
と
た
ち
の
妙

高
山
信
仰

『
信
濃
』
七
六
―
二

二
月
二
〇
日

⑥
（
講
座
資
料
）
鎌
倉
時
代
に

お
け
る
海
野
氏
一
族
像
の
再

検
討

『
と
う
み
歴
史
研
究
会
誌
』

三

三
月
三
一
日

⑥

鎌
倉
幕
府
滅
亡
と
海
野
氏
―

鎌
倉
期
海
野
氏
に
つ
い
て
の

補
論
―

『
信
濃
』
七
六
―
四

四
月
二
〇
日

⑥
（
講
演
録
）
信
濃
国
に
お
け

る
戦
国
時
代
へ
の
移
行
と

〝
国
衆
〟
高
梨
氏
の
成
立

高
井
地
方
史
研
究
会『
高
井
』

二
二
七

五
月
一
日

⑥
（
ひ
と
こ
と
）
鎌
倉
幕
府
滅

亡
時
に
お
け
る
小
笠
原
氏
の

動
向
に
つ
い
て

南
北
朝
を
楽
し
む
会
『
南
北

タ
イ
ム
ズ
』
一
九

七
月
一
日

花

岡

康

隆

⑥
「
小
笠
原
政
秀
―
南
信
濃
戦

国
史
の
扉
を
開
い
た
人
物
」

「
小
笠
原
信
貴
・
信
嶺
―
信

濃
戦
国
史
の
〝
勝
者
〟」「
高

梨
政
盛
―
関
東
管
領
を
討
っ

た
北
信
濃
の
雄
」「
村
上
義

清
―
「
武
田
信
玄
を
二
度

破
っ
た
武
将
」
の
実
像
」

『
戦
国
武
将
列
伝
４ 

甲
信

編
』（
平
山
優
と
共
編
）　

戎

光
祥
出
版

八
月
一
〇
日

⑥
（
新
刊
案
内
）
岩
下
哲
典
・

中
澤
克
昭
・
竹
内
良
男
・
市

川
尚
智
編
『
信
州
か
ら
考
え

る
世
界
史
』

『
地
方
史
研
究
』
七
四
―
五

一
〇
月
一
日

⑥

鈴
岡
城
主
小
笠
原
信
定
と
そ

の
周
辺

『
信
州
伊
那
春
近
五
人
衆
と

井
上
井
月
』
一

一
一
月
二
八
日

鈴

木　

実

②

雑
誌
創
刊
号
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
信
濃
の
風
土
と
歴
史
』
二

八

三
月
二
三
日

②
（
文
献
史
料
を
よ
む
）
青
年

は
平
和
運
動
を
如
何
に
推
進

す
べ
き
か

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

秋
号
』
一
二
〇

八
月
二
九
日

④
（
し
な
の
歴
史
再
見
）
雑
誌

創
刊
号
１
５
０
０
冊
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン 

大
量
生
産
社
会

に
光
る
個
性
・
地
域
性

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

四
月
一
九
日

⑥

神
護
寺
官
符
・『
日
本
逸
史
』

と
水
戸
彰
考
館
―
天
長
元
年

九
月
廿
七
日
太
政
官
符
の

「
汚
穢
」
を
め
ぐ
る
書
誌
的

考
察
―

『
続
日
本
紀
研
究
』
四
三
七

一
一
月
一
日

※�
凡
例　

職
員
の
任
意
申
告
に
よ
る
。

　

①
研
究
紀
要　

②
た
よ
り
・
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
等　

③
図
録　

④
新
聞
記
事　

⑤
そ
の
他
依
頼
原
稿　

　

⑥
①
～
⑤
以
外
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研
究
活
動
（
令
和
六
年
度
）

　
学
芸
研
究
会

五
月
二
九
日
（
水
）

　
笹
本
　
正
治
　「
薙
鎌
を
め
ぐ
っ
て
」

六
月
一
九
日
（
水
）

　
三
木
　
陽
平
　「
文
化
財
保
護
の
現
状
と
文
化
振
興
課
の
考
え
る
歴
史
館
の
今
後
」

七
月
三
一
日
（
水
）

　
櫻
井
　
秀
雄
　「
長
野
県
内
出
土
の
子
持
勾
玉
の
集
成
」

九
月
二
五
日
（
水
）

　
村
石
　
正
行
　「�

歴
史
系
博
物
館
の
展
示
を
め
ぐ
っ
て�

�

―
令
和
六
年
度
夏
季
企
画
展
を
素
材
と
し
て
」

　
新
井
　
寛
子
　「
川
田
宿
西
沢
家
文
書
に
残
る「
中
馬
」」
に
関
す
る
古
文
書
を
読
み
解
く
」

一
〇
月
三
〇
日
（
水
）

　
中
山
　
　
敦
　「
子
供
た
ち
の
資
質
・
能
力
の
育
成
に
つ
な
が
る
学
校
解
説
の
実
現
に
向
け
て
」

　
鈴
木
　
　
実
　「�

長
野
県
立
歴
史
館
現
代
史
聴
き
取
り
調
査
の
現
状
と
課
題�

�

～
付
【
事
例
報
告
】
長
野
県
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
事
始
め
」

一
一
月
二
七
日
（
水
）

　
町
田
　
勝
則
　「
人
類
社
会
の
形
成
（
弥
生
時
代
）」

　
白
沢
　
勝
彦
　「�

接
着
剤
の
応
用
に
み
る
、
文
化
財
修
復
行
程
で
の
合
成
樹
脂
の
使
用
に
つ

い
て
」

一
二
月
一
八
日
（
水
）

　
石
丸
　
淳
史
　「
長
野
盆
地
に
お
け
る
木
器
生
産
体
制
復
元
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
」

　
西
山
　
克
己
　「
古
代
銭
貨
　
無
文
銀
銭
～
富
本
銭
～
和
同
開
珎
銀
銭
～
和
同
開
珎
銅
銭
」

一
月
二
九
日
（
水
）

　
林
　
　
　
誠
　「
佐
久
間
象
山
の
書
」

　
柴
田
　
洋
孝
　「
明
治
期
に
お
け
る
信
州
の
や
き
も
の
～
勧
業
課
の
目
録
を
読
む
～
」

二
月
二
六
日
（
水
）

　
花
岡
　
康
隆
　「
近
代
長
野
県
に
お
け
る
決
裁
回
議
文
書
成
立
過
程
の
基
礎
的
研
究
」

　
鈴
木
　
幸
香
　「
高
野
辰
之
の
ふ
る
さ
と
」

三
月
一
九
日
（
水
）

　
小
林
　
寿
英
　「
善
光
寺
物
師
妙
海
は
い
つ
生
ま
れ
い
つ
何
を
造
っ
た
の
か
」

　
水
沢
　
教
子
　「
箱
清
水
式
土
器
の
胎
土
分
析
」
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Featured Collection
New Collection: A Letter from Wakisaka Yasumoto MURAISHI, Masayuki

Articles
A Study of Documents of Suzuoka and Matsuo Ogasawara Family possessed by the early modern 
Fuchu Ogasawara Family: About Ogasawara Masahide, Nobusada, and Murakami Yoshikiyo written 
in “INAFUROKU” MURAISHI, Masayuki

Institutional Reforms during the Kanei period and Yasumoto Wakisaka, Lord of the Iida 
domain:Surveillance of the Daimyos of domains (Shokoku-zyunkenshi), Pictures of Japan 
drawn during the Kanei period (Kaneikuniezu), Hatamoto exchange group  located in Ina District 
(koutaiyoriai-ina-syu) MURAISHI, Masayuki

Basic research on Gun-Yakusyo Archives Owned by the Nagano Prefectural Museum of History: 
Focusing on the Inherited Process HANAOKA, Yasutaka

Research Notes
The ancient rituals from the Viewpoint of wooden ritual objects excavated at Yashiro sites
 MIZUSAWA, Kyoko
Komochi Magatama excavated in Nagano Prefecture (Addendum) SAKURAI, Hideo
Research on the succession of the Takanashi clan in the early Sengoku period: Takanashi Masataka, 
Masamori, Sumiyori HANAOKA, Yasutaka

Case Report
Current status and issues of interview survey on modern history in Nagano Prefectural Museum of 
History SUZUKI, Minoru
Summary of interview survey: Suzuki Toshifumi, Opportunity for 7-Eleven to expand into Nagano 
Prefecture. SUZUKI, Minoru
Summary of interview survey: Shimozawa Shizue, Transition from liquor store and Management of 
the fi rst 7-Eleven store in Nagano Prefecture SUZUKI, Minoru
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